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H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務民間競争入札実施要項（案） 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる

利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、

その実施について、透明かつ公正な競争のもとで事業者の創意と工夫を適切に反映させる

ことにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すもの

である。 

上記を踏まえ、国土交通省関東地方整備局（以下「関東地方整備局」という。）は、公

共サービス改革基本方針（平成 26 年 7 月 11 日閣議決定）別表において民間競争入札の対

象として選定された H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務（以下「本業務」という。）

について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
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１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービ

スの質に関する事項 

 

1.1. 対象施設及び対象業務の概要 

 

1.1.1 対象施設の概要 

(1) 対象施設 

施設名称  国営昭和記念公園 

所在地   東京都立川市及び昭島市 

敷地面積  169.4ha 注） 

注）本業務の対象敷地は国営昭和記念公園（以下「本公園」という。）の供用区域

であり、その面積は、平成 26 年 7 月現在 169.4ha である。 

 

(2) 施設概要 

対象となる施設は、本公園の供用区域に位置する各公園施設であり、本実施要項表

1 に示すとおりである。 

詳細は、別紙１「主要公園施設一覧」、別紙２「主要建築物一覧」、別紙３「収益施

設一覧」を参照のこと。 

表 1 主な対象施設一覧 

ゾーン名 
面積 
(ha) 

名称 主要施設 

みどりの文
化ゾーン 12.7  

花みどり文化センター、ゆめひろば、浮游の庭（花みどり文化
センター屋上）、総合案内所、管理事務所、高松口臨時駐車場
（芝生広場） 

展示施設ゾ
ーン 

9.2 
立川口広場（であいの
広場）＊1 

花壇広場、芝生広場、サイクリングセンター、一輪車コーナー、
立川口駐車場（普通車、大型車、二輪車、身障者用） 

7.4 ふれあい広場 芝生広場（16,900m2）、ふれあい橋（全長 140m）、レストラン 

0.4 かたらいの道 カナール全長 200m、噴水、パーゴラ 

0.6 ドッグラン 小型犬専用エリア、一般エリア 

水のゾーン 
7.7 

西立川口広場（さざな
み広場）※1 

西立川口広場、さざなみ広場、サイクリングセンター、西立川
口駐車場（普通車、二輪車、身障者用）、レストラン 

0.1 西立川駅橋上通路  

4.3 レインボープール 

水面積 クローバープール 2,900m2 

    スライダープール 160m2 
    流水プール    3,060m2 
    大波プール    4,000m2 

    スライダー 98m×1 本、77m×1 本、53m×1 本、 
27m×1 本 

    保有水量 9,655m3 

2.0 水遊び広場＊2 

水面積 大滝プール 320m2 
    渓流プール 200m2 

    冒険プール 1,490m2 
    幼児プール 240m2 
    モニュメントプール 1,491m2 

保有水量 1,265m3 

8.0 水鳥の池 
水面積 51,000m2（平均水深 1.5m、最大水深 3m） 
貸ボート場 

9.0 花木園 花木園展示棟 

3.0 
バードサンクチュアリ

ー 
陸域 26,000m2 水域 4,000m2 

水のゾーン 

広場ゾーン 
0.2 残堀川緩傾斜護岸 芝生、水面 

広場ゾーン 
1.1 

昭島口広場（みずたま
広場）※１ 

ブロック広場 
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7.4 渓流広場 水面積 4,910m2（全長 700m）、レストラン 

25.2 みんなの原っぱ 

芝生広場（58,600m2）、さくらの園、東花畑（5,577m2）、西花畑

（5,757m2）、小型遊具、わんぱくゆうぐ、ディスクゴルフコー
ス 9 ホール 

0.1 トンボの湿地 水位 5cm～20cm 木道 

2.5 うんどう広場 芝生舗装 

1.5 バーベキューガーデン 洗い場 3 箇所 

1.5 スポーツエリア 

ホースシューズ 3 面（21m×6m、内子供用 1 面 11m×6m） 
クロッケーコート 2 面（32m×25.5m、内人工芝共用コート 1 面） 

ローンボウルスコート 1 面（35m×26m 5 リンク） 
ペタンクコート 9 面（17m×14m） 
フットサルコート 2 面（38m×18m） 

３on３コート 3 面（15m×14m） 

4.8 林間広場 ディスクゴルフコース 9 ホール 

森のゾーン 
9.2 こどもの森 

ワクワク広場、地底の泉、森のとりで、虹のハンモック、森の
家、工芸の森、ちびっこの森、太陽のピラミッド、霧の森、雲
の海、ドラゴンの砂山、石の谷 

8.2 
砂川口広場（こもれび
広場）※１ 

芝生広場、サイクリングセンター、砂川口駐車場（普通車、大
型車、二輪車、身障者用） 

1.2 玉川上水口広場 芝生広場 

5.9 日本庭園 水面積約 6,300m2、池泉回遊式庭園、歓楓亭、盆栽苑 750m2 

2.1 
緑のリサイクルセンタ
ー 

堆肥化施設、作業ヤード、一般ゴミ処理場 

7.8 こもれびの丘 雑木林、花畑（10,490m2） 

5.0 こもれびの里 
里の農家、こもれびの里作業小屋、休憩室棟、便所棟、水車小

屋、上池（2,000m2）、下池（200m2）、田んぼ、畑 

21.3 外周緑地帯  

計 169.4   

※下線は利用料金を徴収する施設や飲食・物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。 

※このほかに自動販売機を設置する。 

＊１ 広場の（ ）は各ゲートの有料区域側広場の名称。 

＊２ レインボープールの開設準備・運営・撤去期間は収益施設として運営し、それ以外の期間
は公園施設として管理する。 

 

1.1.2 開園期間及び時間 

本公園の開園期間及び時間は、本実施要項表 2 に示すとおりである。 

表 2 開園期間及び時間 

エリア 期間 開園時間 

(1)供用区域 

（(2)に掲げる区

域を除く。） 

3 月 1 日～3 月 31 日 9:30～17:00 

4 月 1 日～9 月 30 日※1 9:30～17:00 

※1 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8 月の第 3 日曜日まで 
9:30～19:00 

※1 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8 月の第 3 日曜日の翌日以降 
9:30～18:30 

※1 上記のうち 

プール開園期間以外の土曜・日曜・祝日 
9:30～18:00 

10 月 1 日～10 月 31 日 9:30～17:00 

11 月 1 日～2 月末日 9:30～16:30 

(2)みどりの文化

ゾーン 

3 月 1 日～春分の日の前日 8:30～17:00 

春分の日～3 月 31 日 8:30～17:30 

4 月 1 日～9 月 30 日※2 8:30～18:00 

※2 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8 月の第 3 日曜日まで 
8:30～19:00 

※2 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8 月の第 3 日曜日の翌日以降 
8:30～18:30 
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10 月 1 日～10 月 31 日 8:30～17:00 

11 月 1 日～2 月末日 8:30～16:30 

※休園日は、12 月 31 日及び 1 月 1 日、2 月の第 4 月曜日とその翌日（2 月の第 4 月曜日が 2 月

末日の場合は 3 月 1 日が休園日） 

※開園時間はイベント等により変更する場合がある。（別紙１８） 

※繁忙期、行催事開催時等においては、本業務の受託者（以下「事業者」という。）が関東地方

整備局に協議し、承諾を得た上で開園時間の変更を行うことができる。 

※開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は、事業者が関東地方整備局

に協議し、承諾を得た上で休園とする。 

 

1.1.3 入園料等 

(1) 入園料 

本公園の入園料は、本実施要項表 3-1 に示すとおりである。 

表 3-1 入園料 

区分 
大人（15 歳以上

65 歳未満の者） 

シルバー 

（65 歳以上の者） 

小人 

（小・中学生） 

個人（１回） 410 円 210 円 80 円 

団体（１回） 290 円 210 円 50 円 

年間パスポート（１年間） 4,100 円 2,100 円 800 円 

   ※物価上昇等を勘案して変更する場合がある。 

※未就学児は無料。 

※身障者・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示された方とその付添の方１名

は無料。 

※団体は、小学生以上の有料入園者２０名以上（上記手帳及び年間パスポートを提

示した方を含む）を対象とする。 

※無料入園日：原則として、以下のとおり無料入園日を設けることとし、各年度の

日付は１ヶ月前までに通知する。 

・春の都市緑化推進運動：４月１日～６月３０日【期間中１日】 

・秋の都市緑化月間  ：１０月１日～１０月３１日【期間中２日】 

・昭和の日      ：４月２９日【１日】 

・児童福祉週間    ：５月５日【１日】 

※小学生若しくは中学生又はこれらに相当する者のみ無料 

・立川まつり国営昭和記念公園花火大会：７月最終土曜日【１日】 

※18 時以降の入園者のみ無料 

・敬老の日      ：９月第３月曜日【１日】 

※満６５歳以上の者のみ無料 

 

(2) 施設利用料金 

以下の施設については、本実施要項表 3-2及び表 3-3に示す施設利用料を徴収する。 
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表 3-2 花みどり文化センターの施設利用料金 

利用形態  

利用料金（消費税含み） 

３時間まで 
３時間を超え 

７時間まで 

７時間を超え 

１０時間まで 

展示場 1 4,500 円  10,700 円  15,200 円  

展示場 2 2,700 円  6,300 円  9,100 円  

展示場 3 2,300 円  5,500 円  7,800 円  

展示場 4 2,700 円  6,400 円  9,200 円  

展示場 5 3,900 円  9,200 円  13,200 円  

展示場 1～5 までの一括利用  

（付属展示場ａ，ｂ，ｃを含む） 
29,400 円  68,600 円  98,000 円  

展示場 3～5 までの一括利用  

（付属展示場ａ，ｂを含む） 
14,400 円  33,700 円  48,200 円  

展示場 3～5 までの一括利用  

（付属展示場ａを含む） 
11,700 円  27,400 円  39,100 円  

展示場 4～5 までの一括利用  

（付属展示場ａを含む） 
9,400 円  21,800 円  31,300 円  

講義室ａ 4,500 円  10,700 円  15,300 円  

講義室ｂ 620 円  1,500 円  2,300 円  

研修室  2,000 円  4,500 円  6,600 円  

屋外テラス 1 1,500 円  3,700 円  5,300 円  

屋外テラス 2 820 円  2,000 円  2,800 円  

屋外テラス 3 720 円  1,900 円  2,600 円  

※基本利用時間は以下のとおり。 

 午前利用 ；  9：30～12：30 

 午後利用 ； 13：30～16：30 

 全日利用 ；  9：30～16：30 

※11 月 1 日から 2 月末日までは終了時間は 16：00 まで 

※物価上昇等を勘案して変更する場合がある。 

 

表 3-3 歓楓亭の施設利用料金 

室  

利用料金  

9：30～12：30 

12：30～16：30 

（11 月 1 日から 2 月末日まで期

間においては、16：00 まで） 

広間  4,300 円  6,300 円  

次の間  3,100 円  4,600 円  

大炉の間  1,700 円  2,600 円  

小間  2,800 円  4,100 円  

立札席  3,000 円  4,400 円  

※物価上昇等を勘案して変更する場合がある。 

 

1.1.4 施設目的 

本公園は、昭和 54 年閣議決定により米軍から返還された立川飛行場跡地において、

昭和天皇御在位五十年記念事業として国が設置したロ号国営公園である。 

本公園の計画面積は約 180ha で、東京都立川市及び昭島市に位置している。本公園

は、みどりの文化ゾーン、展示施設ゾーン、水のゾーン、広場ゾーン、森のゾーンの

５つに区分され、「緑の回復と人間性の向上」をテーマとし、以下の基本方針の基に総

合的に整備、管理、運営を進めてきている。 
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（１）基本的事項 

① 国営昭和記念公園は、激動の昭和を静かに顧み、緑豊かな環境の中で新たな時代

の連帯と生きがいを求めるための礎石として建設されるものであり、日本を代表

する公園として国際的にも特色あるものとする。 

② 公園全体の基調は、静かで緑あふれる、新たな空間を構成するものとする。 

③ 四季おりおりの運動、休養等多様なレクリエーション活動を通じて、人間形成の

場となるものとする。 

④ 広く国民各層の連帯意識の醸成と生きがいの追求に資するため、新しい時代にふ

さわしい格調の高い文化活動の拠点としての性格を有するものとする。 

⑤ 大震火災時の避難地としての機能を併せ有するものとする。 

⑥ わが国の伝統的造園技術を生かすとともに、広く現代の技術を結集したものとす

る。 

 （２）施設に関する事項 

① 昭和の５０年を顧みるとともに新たな時代の発展を祈念するのにふさわしい記

念施設を設置する。 

② 豊かな緑と深い樹林地を基調とし、武蔵野の景観を蘇生させるための修景を施す

とともに、水を有効に活用する。 

③ 四季の変化に対応し、豊かな季節感をつくりだす花園を設置するほか、わが国の

代表的な花であるサクラ等を活用した花木園、日本庭園等を設置する。 

④ 老若男女がのびのびと運動できる施設を設置する。 

⑤ 広大な空間に、わが国並びに世界の文化水準の向上に寄与するため、格調の高い

文化活動を可能とする施設を設置する。 

⑥ 広場、園路等の施設は、大震火災時における広域避難地としての機能が十分発揮

できるような規模、構造等を有するものとする。 

⑦ 本公園の機能を高度に発揮させるために、園内の交通施設はもとより、来園のた

めの交通施設の整備を図るものとする。 

また、本公園は、立川市、昭島市の広域避難場所に指定されているとともに、南関

東地域における大規模災害時の政府の応急対策活動拠点である立川広域防災基地に隣

接している。 

本公園では、昭和 54 年に策定されたテーマ及び基本方針の下、平成２４年度～２８

年度の５年間における運営維持管理の基本的な考え方として、３つの基本方針、５つ

の重点事項を設定している。 

 

基本方針１）わが国を代表する公園として、基本理念及び昭和天皇御在位五十年記

念事業の意義を再確認・継承し、整備・管理運営を行う。 

基本方針２）国営昭和記念公園のポテンシャルを活かし、地域等との連携を強化す

る。 

基本方針３）「みどりの文化」などに関する情報発信を推進する。 

 

重点事項① 「みどりの文化」の創造・継承・発信 
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重点事項② 優れたランドスケープの創出・継承 

重点事項③ 環境保全・緑化の取組 

重点事項④ 生きものの環境保全の取組 

重点事項⑤ 地域連携による活性化 

 

昭和 58 年度の開園時から平成 25 年度までの公園利用者数累計は約 7,000 万人であ

り、平成 25 年度には約 380 万人の方々に利用されている。 

本事業の実施にあたっては、上記３つの基本方針のもとに永続的な需要喚起と公園

利用者に対するサービス向上を目指し、一元的に運営維持管理を進めるものである。

（詳細は、別紙４「国営昭和記念公園運営維持管理基本方針」（以下「基本方針」とい

う。）を参照のこと。） 

 

1.1.5 対象業務の概要 

(1) 対象業務の構成 

本業務は、委託契約により、本公園において、国営公園設置の意義を踏まえ、その

効用を最大限発揮させるべく、公園の運営維持管理全般について計画立案を行い、目

標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、利用促進のための行催事や

広報宣伝の企画・立案・実施、入園料及び施設利用料金（以下「入園料等」という。）

徴収、巡視・保安警備、公園利用者に対するサービスの提供、利用指導、救急、公園

利用者の安全・安心の確保、地域貢献や市民等との協働、他の施設管理者との連携、

建物や工作物等公園施設の維持管理、清掃、植物の育成・維持管理、収益施設の運営

など多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、相互連携を保ち、適切に進捗管理を行

いつつ実施するものである。 

このうち、飲食・物販施設、駐車場等、公園利用者へのサービス向上に資する収益

施設については、関東地方整備局からの委託費で運営維持管理を行うものではなく、

事業者が独立採算で運営維持管理を行うものである。収益施設におけるサービス提供

が、委託費による公園の運営維持管理と両輪をなす事業として、互いに相乗効果を発

揮し、公園利用者にとって利便性が高く魅力のある公園管理が展開されるよう、事業

者の創意工夫を期待するものである。 

さらに、委託費で行う業務に加え、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、関

東地方整備局の許可を受けた上で、事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採

算により臨時の飲食・物販施設等の運営や行催事を行う事業（以下「自主事業」とい

う。）について、効果的に行われることを期待する。 

 

本業務は、委託費により行う「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企

画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」と、事業者の提

案により独立採算で行う収益施設の運営及び自主事業（以下「収益施設等管理運営業

務」という。）により構成される。 

なお、会計上の注意として、事業者は、委託費を収益施設等管理運営業務の実施に

用いてはならない。ただし、「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企画運
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営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」を実施する上で、収

益施設等管理運営業務と調整する業務については、委託費を充当して差し支えない。 

 

また、委託費で行う事業と独立採算で行う収益施設等管理運営業務の経理状況に関

する帳簿類は分けて整理し、年度終了毎に決算書類を提出することとする。 

 

さらに本業務は、利用指導の一環として、都市公園法の許認可に係る前段階の調整、

関東地方整備局が行う各種行事への対応を実施するなど、行政と連携を行うものであ

る。 

 

これら多岐にわたる業務は相互に密接に関連するものであり、公園の円滑な運営維

持管理のため、総合的な調整のもとに実施されるものである。 

なお、建設業法上の改築工事、施設保全業務、庁舎清掃業務、庁舎警備業務、光熱

水費の支払い等は本業務には含まれず、関東地方整備局が別途行う。 

 

本業務の実施にあたっては、都市公園関係法令等を踏まえた公園管理のための専門

的知識を有し、また一定のサービス水準の維持及び公園利用者の安全確保のため、上

記業務を安定的に行うとともに、事故・災害等緊急事案にも迅速な対応が可能となる

管理体制を整えることが必要である。 

 

 (2) 対象業務項目 

本業務に含まれる対象業務は下記のとおりである。 

 

1) 公園運営維持管理業務（委託費により行う業務） 

① 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

・本業務全体の計画立案及びマネジメント 

・入園料等徴収、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務 等 

② 企画運営管理業務  

・企画広報（行催事企画運営、広報、公園ボランティア活動の支援・調整） 

・公園利用者への利用指導、公園利用者へのサービス、園内巡視 等 

③ 施設・設備維持管理業務 

・維持修繕・保守点検等（建物、建物設備、園路広場、遊具、電気設備、汚水・

排水施設、給水施設、水景施設、その他設備） 

・清掃（園内清掃、園内建物清掃） 等 

④ 植物管理業務 

  ・高木管理、中低木管理、林地管理、草地管理、草花管理等（草刈り、施肥、

灌水、剪定等） 

 

2) 収益施設等管理運営業務（土地使用料等を納めた上で独立採算により行う業務） 

① 収益施設運営業務 
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  ・飲食・物販施設、駐車場等の運営 

② 自主事業 

  ・臨時飲食・物販施設等の運営 

 

（詳細は、別紙５「H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務共通仕様書」（以下

「共通仕様書」という。）、別紙６～９（「H27-30 国営記念公園公園運営維持管理業務

個別仕様書（本業務全体の計画立案及びマネジメント業務）」（以下「個別仕様書（計

画立案）」という。）等）、別紙 10「H27-30 国営昭和記念公園収益施設等管理運営規定

書」（以下「管理運営規定書」という。）を参照のこと。） 

 

(3) 業務全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①本業務全体の計画立案及び

マネジメント業務（統括） 

②企画運営管理業務 

③施設・設備維持管理業務 

④植物管理業務 

 

【調整】 

⑤収益施設等管理運営業務 

※収益施設等管理運営業務の
実施には委託費を用いては
ならない（ただし、①～④
の業務を実施する上で、収
益施設等管理運営業務と
【調整】する業務について
は、①～④の業務の一環で
あることから委託費を充当
して差し支えない） 

 
※収益施設等管理運営業務の

実施にあたっては、都市公
園法に基づく設置管理等の
許可を要する。また、施設
使用料、土地使用料または
建物使用料を国に納めなけ
ればならない 

【統括】 

【委託契約】 【設置管理許可】 
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1.2. 業務内容 

1.2.1 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理

方針の下で、企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐に

わたる業務について総合的な調整のもと相互連携を保ち、適切な進捗管理を行うとと

もに、入園料等の徴収事務、関東地方整備局の実施する整備・修繕工事における実施

方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業

務を行う。（詳細は、別紙５「共通仕様書」及び別紙６「個別仕様書（計画立案）」を

参照のこと。） 

 

1.2.2 企画運営管理業務 

利用促進のための行催事（材料代等実費を公園利用者から徴収するもの等を含む）

や広報宣伝の企画・立案・実施・参加者受付及び公園ボランティアに対する支援・調

整を行う業務である。また、公園利用者の安心・安全を確保し、円滑に利用してもら

うために、利用指導及び利用案内等の公園利用者に対するサービスの提供、公園利用

者の施設予約等の受付、園内巡視、本業務に関わる自動車維持等を行う。さらに、花

と緑、公園、環境等について、緑の文化に関する体験、交流、情報発信等及びみどり

の文化ゾーン利用者に対する支援・調整を行うこと。（詳細は、別紙５「共通仕様書」

及び別紙７「H27-30 国営記念公園公園運営維持管理業務個別仕様書（企画運営管理）」

（以下「個別仕様書（企画）」という。）を参照のこと。） 

 

1.2.3 施設・設備維持管理業務 

(1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設等について、所要の目的が果た

されるよう、日常、適宜巡回点検・保守点検し、常に安全で良好な状態にあるよう、

利用の状況に応じて破損個所の軽微な補修又は補充を適切に行う。また、給水施設や

電気設備の使用量を計測し記録を確実に行うとともに、水景施設に関しては、衛生面

の安全を確保するよう、水質管理を確実に行う。ただし、渓流広場等貴重種が生息し

ている水景施設については、生物多様性の観点から水質保全を行う。（詳細は、別紙５

「共通仕様書」及び別紙８「H27-30 国営記念公園公園運営維持管理業務個別仕様書（施

設・設備維持管理）」（以下「個別仕様書（施設・設備）」という。）を参照のこと。） 

(2) 清掃 

公園利用の動向、塵芥及び汚水等の発生量に即応して適切な措置をとり、園内や建

物の清掃を行い、常時公園内を清潔にする。また、園内に塵芥が散乱した場合は、速

やかに園内の清掃を行い、利用に支障が生じないよう適切な措置をとる。なお、塵芥

は種類ごとに定められた処理方法に従って、適切に処理する。（詳細は、別紙５「共通

仕様書」及び別紙８「個別仕様書（施設・設備）」を参照のこと。） 

 

1.2.4 植物管理業務 

静かで緑あふれる環境を基調とし四季折々の花修景の演出を行うため、利用状況、
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景観等に応じた除草、外来種の除去、芝刈り、施肥、潅水、樹木の剪定等を行うこと

により、園内の植物が常に良好な状態にあるように植物管理を行うとともに、公園利

用者に怪我等がないよう適切な管理を行う。特に、伝統的な造園技術等の継承を目的

とする日本庭園、盆栽苑については、当初の設計思想等を損なわないよう、樹木、草

花、芝生等について、機能的かつ一体的な維持管理を実施するとともに、打ち水等の

伝統的な日常の庭園管理の他、松のみどり摘み・もみ上げ・雪吊りなど伝統的な管理

技法の実演を行う。（詳細は、別紙５「共通仕様書」及び別紙９「H27-30 国営記念公

園公園運営維持管理業務個別仕様書（植物管理）」（以下「個別仕様書（植物）」という。）

を参照のこと。） 

 

1.2.5 収益施設等管理運営業務 

本実施要項 1.2.1～1.2.4 の業務と連携して公園利用者サービスの向上を図るため、

飲食・物販施設、駐車場などの収益施設の運営管理を行わなければならない。また、

公園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により行う行催事や繁忙期にお

ける臨時物販施設等の自主事業を行うことができる。 

具体的には、都市公園法第 5 条、第 6 条または第 12 条の手続きを行った上で、各施

設の施設使用料、土地使用料または建物使用料を関東地方整備局に支払い、別紙３「収

益施設一覧」で示す施設の運営管理や、繁忙期における臨時飲食・物販施設・臨時駐

車場等の運営管理を行い、収益施設等の運営において得た利益は事業者の収入とする。

また、収益施設のうち、必須施設は公園の開園日時に常時営業する施設、裁量施設は

公園の開園日時内で運営日時を事業者が設定し営業する施設である。 

なお、各施設の利用料金については、駐車場は関東地方整備局の指定する料金で固

定、レンタサイクル施設及び園内交通施設は関東地方整備局が指定する料金を上限と

し、収益施設の継続的運営が可能な料金設定とする。その他収益施設の利用料金等に

ついては、関東地方整備局と協議の上、周辺類似事例に基づき、収益施設全体の収支

のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。（収益施設の詳細は、別紙３「収

益施設一覧」及び別紙 10「管理運営規定書」を参照のこと。）。 
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1.3. サービスの質の設定 

 

本業務の実施にあたり、達成すべき包括的な質（本実施要項 1.3.1 参照）及び個別業務

の質（本実施要項 1.3.2 参照）は以下のとおりとする。 

 

1.3.1 包括的な質の設定 

本業務に関する包括的な質は本実施要項表 4 のとおりとする。 

表 4 包括的な質 

【平成２７年度～平成２９年度】 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の理念

を多くの公園

利用者が実感

できるような

公園利用を可

能とする 

公 園 利 用 者 数

の確保（※1） 

・有料区域の年間及び四半期ごとの公園利用者数（立川まつり

国営昭和記念公園花火大会実施日を除く）（平成 23 年度～平

成 25 年度の実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度の実

績平均値：年間約 2,419 千人、第 1 四半期約 780 千人、第 2

四半期約 505 千人、第 3 四半期約 840 千人、第 4 四半期約 294

千人】） 

・花みどり文化センターの年間及び四半期ごとの利用者数（平

成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値以上【平成 23 年度～平

成 25 年度の実績平均値：年間約 233 千人、第 1 四半期約 65

千人、第 2 四半期約 41 千人、第 3 四半期約 84 千人、第 4 四

半期約 43 千人】） 

利 用 者 満 足 度

の確保 

・年間及び四半期ごとの公園の運営に関する「非常に満足」の

回答比率※２（平成 23 年度～平成 25 年度実績平均値以上【平

成 23 年度～平成 25 年度実績平均値：年間約 53％、第 1 四半

期約 59％、第 2 四半期約 48％、第 3 四半期約 52％、第 4 四半

期約 47％】） 

・関東地方整備局が指定する収益施設※３における年間及び四半

期ごとの「非常に満足」の回答比率※４（平成 23 年度～平成

25 年度実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度実績平均

値：年間約 39％、第 1 四半期約 39％、第 2 四半期約 40％、第

3 四半期約 37％、第 4 四半期約 40％】） 

公 園 特 性 を 生

か し た 植 物 管

理 

・本公園のチューリップとコスモスに係る花修景の鑑賞に対す

る公園利用者の「非常に満足」の回答比率※５（平成 23 年度～

平成 25 年度実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度実績

平均値：チューリップ約 82％、コスモス約 41％】） 

多 様 な 利 用 プ

ロ グ ラ ム の 提

供 

・利用プログラム※６の開催回数、延べ参加人数（平成 23 年度～

平成 25 年度実績平均値と同程度以上【平成 23 年度～平成 25

年度実績平均値：年間開催回数 96 回，延べ参加人数約 19 千

人】） 

情報受発信 

・マスコミによる報道件数※７（平成 23 年度～平成 25 年度の実

績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値：年

間 872 件】） 

・ホームページの総アクセス件数（平成 23 年度～平成 25 年度

の実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値：

年間約 2,217 千件】） 

※１：公園利用者数の集計方法は別紙 13 による。 

※２：年間及び四半期毎の「公園の利用に関するアンケート調査」(別紙 14)のＱ10-1 における「非

常に満足」の回答比率。 

※３：サイクルセンター、レストラン、レインボープール 

※４：年間及び四半期ごとの「個別施設に関するアンケート調査票」（別紙 14）におけるＱ７にお

ける「非常に満足」の回答比率。 

※５：フラワーフェスティバル開催時の「チューリップ」、コスモスまつり開催時の「コスモス」

について、「公園の利用に関するアンケート調査」（別紙 14）のＱ14-1 で対象イベント・行
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事等に「参加・観賞した」人で、Ｑ14-2 の回答者のうち対象花の観賞の「非常に満足」の回

答比率。 

※６：利用プログラムの開催数とは、利用プログラム（イベント・行事から構成される行催事含む）

のうち、事業者が主催する展示又は３０人程度以上の公園利用者が参加する体験型のもの

（ただし、ボランティア関連のものを除く。）の回数をいう。また、利用プログラムの参加

人数とは、利用プログラム（イベント・行事から構成される行催事含む）のうち、事業者が

主催する３０人程度以上の公園利用者が参加する体験型のもの（ただし、ボランティア関連

のものを除く。）の参加人数をいう。過去の実績は別紙 15 を参照のこと。 

※７：マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。 

委託費による有料広告等についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等によ

る有料広告等はカウントできるものとする。 

・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。 

・財団法人日本新聞協会加盟の新聞・販売や配布エリアが立川市・昭島市域を超える範囲の

雑誌・情報誌への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１カウントとし、雑誌・

情報誌については、１冊／回につき１カウントとする。但しホームページ等インターネッ

ト記事掲載は除く。 

・事件、事故等の報道件数は除く。 

 

【平成３０年度分（平成３０年４月から平成３０年１２月まで）】 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の理念

を多くの公園

利用者が実感

できるような

公園利用を可

能とする 

公 園 利 用 者 数

の確保（※1） 

・有料区域の年間及び四半期ごとの公園利用者数（立川まつり

国営昭和記念公園花火大会実施日を除く）（平成 23 年度～平

成 25 年度の実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度の実

績平均値：第１～第３四半期約 2,125 千人、第 1 四半期約 780

千人、第 2 四半期約 505 千人、第 3 四半期約 840 千人】） 

・花みどり文化センターの年間及び四半期ごとの利用者数（平

成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値以上【平成 23 年度～平

成 25 年度の実績平均値：第１～第３四半期約 190 千人、第 1

四半期約 65 千人、第 2 四半期約 41 千人、第 3 四半期約 84 千

人】） 

利 用 者 満 足 度

の確保 

・年間及び四半期ごとの公園の運営に関する「非常に満足」の

回答比率※２（平成 23 年度～平成 25 年度実績平均値以上【平

成 23 年度～平成 25 年度実績平均値：第１～第３四半期の平

均約 54％、第 1 四半期約 59％、第 2 四半期約 48％、第 3 四半

期約 52％】） 

・関東地方整備局が指定する収益施設※３における年間及び四半

期ごとの「非常に満足」の回答比率※４（平成 23 年度～平成

25 年度実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度実績平均

値：年間 39％、第 1 四半期 39％、第 2 四半期約 40％、第 3 四

半期約 37％】） 

公 園 特 性 を 生

か し た 植 物 管

理 

・本公園のチューリップとコスモスに係る花修景の鑑賞に対す

る公園利用者の「非常に満足」の回答比率※５（平成 23 年度～

平成 25 年度実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度実績

平均値：チューリップ約 82％、コスモス約 41％】） 

多 様 な 利 用 プ

ロ グ ラ ム の 提

供 

・利用プログラム※６の開催回数、延べ参加人数（平成 23 年度～

平成 25 年度実績平均値と同程度以上【平成 23 年度～平成 25

年度実績平均値：第１～第３四半期までの開催回数 76 回，延

べ参加人数約 17 千人】） 

情報受発信 

・マスコミによる報道件数※７（平成 23 年度～平成 25 年度の実

績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値：第

１～第３四半期までの回数 698 件） 

・ホームページの総アクセス件数（平成 23 年度～平成 25 年度

の実績平均値以上【平成 23 年度～平成 25 年度の実績平均値：

第１～第３四半期までの回数約 1,878 千件） 

※１：公園利用者数の集計方法は別紙 13 による。 

※２：年間及び四半期毎の「公園の利用に関するアンケート調査」(別紙 14)のＱ10-1 における「非

常に満足」の回答比率。 
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※３：サイクルセンター、レストラン、レインボープール 

※４：年間及び四半期ごとの「個別施設に関するアンケート調査票」（別紙 14）におけるＱ７にお

ける「非常に満足」の回答比率。 

※５：フラワーフェスティバル開催時の「チューリップ」、コスモスまつり開催時の「コスモス」

について、「公園の利用に関するアンケート調査」（別紙 14）のＱ14-1 で対象イベント・行

事等に「参加・観賞した」人で、Ｑ14-2 の回答者のうち対象花の観賞の「非常に満足」の回

答比率。 

※６：利用プログラムの開催数とは、利用プログラム（イベント・行事から構成される行催事含む）

のうち、事業者が主催する展示又は３０人程度以上の公園利用者が参加する体験型のもの

（ただし、ボランティア関連のものを除く。）の回数をいう。また、利用プログラムの参加

人数とは、利用プログラム（イベント・行事から構成される行催事含む）のうち、事業者が

主催する３０人程度以上の公園利用者が参加する体験型のもの（ただし、ボランティア関連

のものを除く。）の参加人数をいう。過去の実績は別紙 15 を参照のこと。 

※７：マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。 

委託費による有料広告等についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等によ

る有料広告等はカウントできるものとする。 

・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。 

・財団法人日本新聞協会加盟の新聞・販売や配布エリアが立川・昭島市域を超える範囲の雑

誌・情報誌への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１カウントとし、雑誌・

情報誌については、１冊／回につき１カウントとする。但しホームページ等インターネッ

ト記事掲載は除く。 

・事件、事故等の報道件数は除く。 

 

1.3.2 個別業務の質の設定 

次に示す個別業務の質を確保すること。なお、個別業務の質の最低水準は、別紙５

「共通仕様書」及び別紙６～９（「個別仕様書（計画立案）」等）による。 

ただし、個別業務の質の最低水準は、企画書（本実施要項 4.2.3 参照）において改

善提案を行うことができる。 

個別業務の質の最低水準と異なる提案を行う場合は理由を示すこと。 

また、設計数量が変更となる提案をする場合は、当該工種と変更数量、変更が可能

な理由を示すこと。 

 

(1) 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

多岐にわたる業務について適切な目標を定め、総合的な調整のもと相互連携を保ち

つつ、実施の方法が決定され、さらに、これらの業務を総括し、適切な進捗管理が行

われていること。 

また、入園料等の徴収、国庫への納入などを行うことその他本業務が円滑に行われ

るための諸業務を実施すること。（詳細は、別紙６「個別仕様書（計画立案）」を参照

のこと。） 

 

(2)  企画運営管理業務 

公園利用者の満足度が高いレベルで保たれていることを目的とし、多種多様な公園

利用者のニーズを適切に把握したうえで、指定された業務内容を実施し、公園利用者

への適切な指導・サービス、利用促進のための行催事、公園ボランティア等との良好

な連携に向けた支援・調整を行うとともに、常時適切な広報、情報発信を行い認知度

を向上すること。（詳細は、別紙７「個別仕様書（企画）」を参照のこと。） 
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(3) 施設・設備維持管理業務 

1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設等の性能が常時適切な状態で

保たれているとともに、公園利用者の安全が確保されていることを目的とし、指定

された業務内容を実施し、建物、園路広場、遊具等の機能及び劣化の状態を調査す

るとともに、異常又は劣化がある場合は、必要に応じ対応措置が判断・実行されて

いること。（詳細は、別紙８「個別仕様書（施設・設備）」を参照のこと。） 

2) 清掃 

快適な公園環境が保たれていることを目的とし、指定された業務内容を実施し、

施設内外の汚れを除去し、又は汚れを予防すること。（詳細は、別紙８「個別仕様書

（施設・設備）」を参照のこと。） 

 

(4) 植物管理業務 

本公園の意義や役割、機能を踏まえた演出を目的とし、公園全体の利用状況、景観、

季節、及び生物の生育環境等に応じ、自生植物や園芸植物等の特性にあった年間管理

計画を作成し、植物が常に良好な状態にあること。（詳細は、別紙９「個別仕様書（植

物）」を参照のこと。） 

 

(5) 収益施設等管理運営業務 

公園利用者へのサービス向上を目的とし、公園管理の包括的・統一的な管理のもと、

公園運営維持管理業務との連携調整を図りながら、公園利用者の利便性が高まり、安

全・快適かつ清潔な環境が保たれていること。また、自主事業を行う場合は、公園の

利便性や魅力をより一層高めるよう適切に行うこと。（詳細は、別紙 10「管理運営規

定書」を参照のこと。） 

 

1.3.3 創意工夫の発揮可能性 

本業務を実施するにあたっては、事業者の創意工夫を反映し、本公園が国民に提供

する空間・サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率の向上、経費削減等）に努

めるものとする。 

 

(1) 企画提案 

事業者は、別途定める様式に従い、本公園が国民に提供する空間・サービスの包括

的な質（本実施要項 1.3.1 参照）の向上の観点から、以下の事項を提案し企画書（本

実施要項 4.2.3 参照）を提出すること。なお、企画書に記載した提案については、履

行の義務を負うものとする。また、業務計画書の承諾にあたり、関東地方整備局が実

施を認めない提案がある場合は、その実施前までに代替案を検討するよう指示するこ

とがある。この場合でも、原則として、企画書に記載した目標の変更は認めない。 

① 目標とする公園利用者数の確保に関する提案 

② 利用者満足度の確保に関する提案 

③ 公園特性を生かした植物管理に関する提案 
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④ 公園特性及び資源、施設を生かした運営管理に関する提案 

⑤ 多様な利用プログラムの提供に関する提案 

⑥ 情報受発信に関する提案 

⑦ 地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案 

⑧ 公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案 

⑨ 緊急時及び非常時の対応に関する提案 

⑩ 自主事業に関する提案 

⑪ 収益施設の運営に関する提案 

 

(2) 各業務の最低水準として示された仕様書に対する改善提案 

事業者は、下記に示す業務の最低の水準（本実施要項 1.3.2 参照）として示された

仕様書に対し、改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法

等を示すとともに、最低水準が確保できる根拠等を提示し企画書（本実施要項 4.2.3

参照）を提出すること。なお、企画書に記載した提案については、履行の義務を負う

ものとする。 

① 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

② 企画運営管理業務 

③ 施設・設備維持管理業務 

④ 植物管理業務 

⑤ 収益施設等管理運営業務 

また、設計数量が変更となる提案をする場合は、当該工種と変更数量、変更が可能

な理由、企画提案との関連がある場合は該当箇所を示すとともに、改善提案で変更を

提案した数量以外は、公示している数量に基づき入札を行うこと。ただし、業務計画

書の承諾にあたり、関東地方整備局が提案の実施を認めない場合がある。 

 

(3) 収益施設運営実績書及び計画書 

事業者は、各収益施設の運営実績および運営計画を具体的に記述し「収益施設運営

実績書」（様式１－９）及び「収益施設運営計画書」（様式３）を提出すること。 

 

1.3.4 モニタリング方法 

関東地方整備局は、包括的な質及び個別業務の質について、その実施状況を確認す

るため、業務実施前に事業者が作成した業務計画書をもとに、その達成状況について

本実施要項表 5 に示すモニタリング調査を実施する。なお、モニタリング調査の結果

は、関東地方整備局により公表されることがある。 

表 5 モニタリング調査 

【平成２７年度～平成２９年度】 

主要事項 達成すべき質 モニタリング方法 実施者 

公 園 利 用

者 数 の 確

保 

・有料区域の年間及び四半期ご

との公園利用者数 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 
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・花みどり文化センターの年間

及び四半期ごとの利用者数 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

利 用 者 満

足 度 の 確

保 

・年間及び四半期ごとの公園の

運営に関する「非常に満足」

の回答比率 

・アンケート調査（毎月実施） 関東地方整

備局 

・関東地方整備局が指定する収

益施設における年間及び四

半期ごとの公園利用者の「非

常に満足」の回答比率 

・アンケート調査（毎月実施） 関東地方整

備局 

公 園 特 性

を 生 か し

た 植 物 管

理 

・本公園のチューリップとコス

モスに係る花修景の観賞に

対する公園利用者の「非常に

満足」の回答比率 

・アンケート調査（毎月実施） 関東地方整

備局 

多 様 な 利

用 プ ロ グ

ラ ム の 提

供 

・利用プログラムの開催回数、

延べ参加人数 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

情 報 受 発

信 

・マスコミによる報道件数 ・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

・ホームページの総アクセス件

数 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

個 別 業 務

の質 

・「1.3.2 個別業務の質の設定」

に記載した内容の確保 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

関東地方整備局は、公園利用者を対象として、別紙 14「公園の利用に関するアンケ

ート調査」にある調査票によりアンケート調査を毎月（平日・休日各１日）実施する。

サンプル数は年間で 8,000 件程度とし、アンケート調査は、ゲート及び対象施設周辺

等の主要箇所 10 箇所において、対面式で行う予定である。 

 

【平成３０年度分（平成３０年４月から平成３０年１２月まで）】 

主要事項 達成すべき質 モニタリング方法 実施者 

公 園 利 用

者 数 の 確

保 

・有料区域の第１～第３四半期

までの期間及び四半期ごと

の公園利用者数 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

・花みどり文化センターの年間

及び四半期ごとの利用者数 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

利 用 者 満

足 度 の 確

保 

・第１～第３四半期までの期間

及び四半期ごとの公園の運

営に関する「非常に満足」の

回答比率 

・アンケート調査（毎月実施） 関東地方整

備局 

・関東地方整備局が指定する収

益施設における年間及び四

半期ごとの公園利用者の「非

常に満足」の回答比率 

・アンケート調査（毎月実施） 関東地方整

備局 

公 園 特 性

を 生 か し

た 植 物 管

理 

・本公園のチューリップとコス

モスに係る花修景の観賞に

対する公園利用者の「非常に

満足」の回答比率 

・アンケート調査（毎月実施） 関東地方整

備局 
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多 様 な 利

用 プ ロ グ

ラ ム の 提

供 

・利用プログラムの開催回数、

延べ参加人数 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

情 報 受 発

信 

・マスコミによる報道件数 ・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

・ホームページの総アクセス件

数 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

個 別 業 務

の質 

・「1.3.2 個別業務の質の設定」

に記載した内容の確保 

・管理月報の確認（毎月実施） 関東地方整

備局 

関東地方整備局は、公園利用者を対象として、別紙 14「公園の利用に関するアンケ

ート調査」にある調査票によりアンケート調査を毎月（平日・休日各１日）実施する。

サンプル数は年間で 7,000 件程度とし、アンケート調査は、ゲート及び対象施設周辺

等の主要箇所 10 箇所において、対面式で行う予定である。 

 

1.3.5 委託費の支払い方法 

(1) 公園運営維持管理業務 

a) 事業者は、提出した業務計画書に基づいて、公園運営維持管理業務を実施すること

により、包括的な質（本実施要項 1.3.1 参照）の確保に努めるとともに、個別業務

の質（本実施要項 1.3.2 参照）の最低水準を確保しなければならない。 

b)関東地方整備局は、上記の履行内容を確認し、検査したうえで、会計年度（４月１

日から翌年３月３１日まで）を基準とし、委託費を支払うものとし、その支払いは

適正な請求書を受理した日から起算して３０日以内とする。ただし、検査の結果、

包括的な質及び個別業務の質の最低水準が確保されていない場合は、風水害その他

の事業者の責に帰すことが出来ない事由によるものを除き、適切に業務を行うよう

改善の指示（業務の履行中を含む。）を行うこととし、事業者は要因分析を行い、業

務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、委託費の請求はできないものとする。 

c) 各年度の委託費の確定額は、業務に要した経費の実支出額と各年度の委託費の支払

の限度額のいずれか低い額とする。 

d) 会計法第２２条、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」

という。）第５８条に基づく協議が整った場合において、事業者は委託費の使用状況

について調査職員等の確認を受けた上で、業務計画書及び各年度別四半期別必要経

費内訳書に基づいて、各年度の四半期における所要額として委託費の概算払を四半

期毎に請求できる。ただし、業務の改善の指示があった場合には、事業者は要因分

析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、次の四半期の概算払いに

係る委託費の請求はできないものとする。 

e) 事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、業務実施前に事業者が作成し

た業務計画書をもとに設定した包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の

場合には、委託費の減額は行わない。 
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(2) 収益施設等管理運営業務 

収益施設や自主事業の運営において得た利益は事業者の収入とし、各施設の施設使

用料、土地使用料または建物使用料（詳細は、別紙 10「管理運営規定書」を参照のこ

と。）を関東地方整備局に支払うものとする。施設使用料、土地使用料または建物使用

料については、許可後、歳入徴収官関東地方整備局総務部長が発行する納入告知書に

より、納入告知から２０日以内に納入しなければならない。（別紙 10「管理運営規定

書」を参照のこと。） 

なお、関東地方整備局は、経済情勢の変動その他特に必要があると認める場合には、

施設使用料、土地使用料または建物使用料を改定することができる。 

 

1.3.6 費用負担等に関するその他の留意事項 

(1) 消耗品等 

本業務を実施するにあたり、別紙５「共通仕様書」及び別紙６～９（「個別仕様書（計

画立案）」等）に記載のあるものを除き、公園利用者が使用する消耗品、本業務を行う

うえで事業者が使用する消耗品や付属品については支給しない。また、関東地方整備

局から貸与する物品（詳細は、別紙 21「提供施設等一覧」を参照のこと。）について

は、事業者の責めに帰すべき事由により損害した場合は原状復旧を事業者の負担によ

り行った上で、関東地方整備局へ返却するものとする。この場合、原状復旧に要する

費用に委託費を充当することはできない。 

 

(2) 光熱水費 

関東地方整備局は、事業者が本業務を実施するのに必要な光熱水費を無償で提供す

るものとする（収益施設等管理運営業務の実施に係るものを除く。）。 

光熱水費については、基本的に園内に係わる全ての使用について、一括して供給会

社より請求されるため、事業者は調査職員（本実施要項 8.1.4 参照）の指示に従い、

以下の作業を行うものとする。 

① 個別にメーターを設置するなど、収益施設等管理運営業務の実施にかかるものの

使用量が切り分けられるようにし、調査職員の指示する日に各メーターを確認し、

毎月の使用量の集計表を作成するものとする。 

② 関東地方整備局、事業者、その他の光熱水費を負担すべきものの詳細な負担金額

計算を行ない、その明らかにした算定表を、集計表とともに調査職員に指示され

た期日までに提出するものとする。 

③ その他、光熱水費の使用から支払に至る諸般の事務処理について、調査職員の指

示に従い、また協力するものとする。 

 

(3) 法令等変更による増加費用及び損害の負担 

法令等の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から②

のいずれかに該当する場合には関東地方整備局が負担し、それ以外の法令変更等によ

る増加費用及び損害については事業者が負担する。 

① 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、行政基準等の制定又は改廃 
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② 消費税（地方消費税を含む）その他の税制度（法人税その他事業者の利益に課さ

れる税に関するものを除く。）の税率及び課税対象の変更並びに税制度（事業者の

利益に課される税に関するものを除く。）の新設 

 

(4) 収益施設等管理運営業務に関する留意事項 

収益施設等管理運営業務に関し、企画書において提案された内容については、当該

事業が公園利用にふさわしくない場合等、その実施を許可しない場合があるため、本

業務の契約段階で関東地方整備局に協議するものとする。 

事業者が関東地方整備局との協議の後に、自主事業を実施する場合には、あらため

て関東地方整備局から必要な許可を得なければならない。その際、事業者は関東地方

整備局に対して土地使用料または建物使用料を納める必要がある場合がある。 
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(5) 事業者と関東地方整備局の責任分担 

事業者と関東地方整備局の責任分担は、本実施要項表 6 に示すとおりとする。 

表 6 事業者と関東地方整備局の責任分担 

項目 

関東地方

整備局 

事業者 

 

 

運営

維持

管理 

収益 

施設 

 内   容    

料金徴収業務 入園料等（収益施設運営に係るものを除く）の徴収業務 

（徴収料金は、関東地方整備局に納付） 
 ○  

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5 条に基づき設置・管理し

ている施設は除く。） 
 ○  

収益施設の管理 収益施設の管理   ◎ 

物品の管理 
関東地方整備局より提供のあった物品の管理  ○ ◎ 

本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○  

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用者から

の苦情、訴訟、要望への対応 
 ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

事故・災害時対

応 

本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

 但し、30/1000 以上の物価変動が見込まれる場合 ○   

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の増減  ○  

 収益施設の運営日時の変更に伴う経費の増減   ◎ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○   

 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○  

施設・物品等の

修繕 

事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者による管

理が不適切なために修繕が必要になった場合も含む。）（以

下この表において「①」という。） 

 ◎ ◎ 

 修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円を超えない場合か

つ年間修繕費用 2,300 万円（税抜き）【平成 27～29 年度】、

1,900 万円（税抜き）【平成 30 年度分】※を超えない場合（上

記①を除く。）。 

 ○  

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費

用（上記①を除く。）。 
  ◎ 

 上記３項目以外の場合 

※予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉園とする場

合には、年間業務計画の変更を協議するものとする。 

○   

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画に基づく警戒

体制以上の体制をとるような事態）の不可抗力（以下この

表において「②」という。）により公園施設に著しい損害を

受けた場合に、公園を一時閉園するなどして行わなければ

ならない施設、設備等の復旧等 

※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合に

は、対応を協議するものとする。 

○   

公園利用者への

損害 

事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に損害を

与えた場合（事業者の不適切な運営又は、施設管理による

公園利用者の怪我等） 

 ◎ ◎ 

共通仕様書第 27条の保険の付保及び事故の補償に係る場合  ○ ◎ 

上記２項目以外の場合 ○   

第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与え

た場合 
 ◎ ◎ 

上記以外の場合 ○   
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※年間修繕費用は、軽微な維持管理修繕に要した費用の平成 23 年～平成 25 年の実績平均と現在の状

況を踏まえた額であり、本業務において事業者によるこれと同程度の修繕を見込んでいる。実績は、

別紙 38「建物及び工作物に関する修繕履歴」を参照のこと。 

※事業者の責任分担に係る項目のうち◎の項目については、委託費を充当することはできない。 

 

(6) 資料等の作成・提出の指示 

本業務の遂行上、必要に応じて関東地方整備局は事業者から業務状況を把握するた

めの資料及び資料に付随するデータの作成及び提出を指示することがある。事業者が

関東地方整備局に対して提供した資料及び資料に付随するデータの著作権（本業務の

成果及び本業務の実施の過程において派生的に生じたもの並びに事業者に権利が帰属

しないものを除く。）はすべて、事業者に属する。ただし、事業者は、関東地方整備局

に対して、本業務の目的を達成するために必要な限度で、当該成果物を無償で使用さ

せる。 

 

(7) 広報・行催事経費について 

広報・行催事経費への委託費の支出にあたっては、本公園の設置趣旨を踏まえ、公

園の広報・行催事としてふさわしいものであるとともに、公共性が高く、利用者全体

に係わるもので、社会通念上理解の得られる範囲内での必要な経費に限るものとする。 
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２．実施期間に関する事項 

 

本業務の実施期間は、以下のとおり予定している。 

平成 27 年 4 月 1 日～平成 31 年１月 31 日 

 

但し、以下の場合、実施期間中であっても、契約を打ち切る場合がある。 

a) 関東地方整備局の検査の結果、包括的な質及び個別業務の質の最低水準が確保され

ておらず、適切に業務を行うよう改善の指示（業務の履行中を含む。）を行ったにも

かかわらず、事業者が業務改善計画書の提出を怠る、あるいは、承諾に足り得ない、

または改善内容の履行が十分に図られないなど、本業務の履行が著しく困難と判断

されるとき。 

b) 法第 22 条第 1 項第 1 号イからチ又は同項第 2 号に該当するとき。 

c) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

d) 暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかになっ

たとき。 

e) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになったとき。 
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３．入札参加資格に関する事項 

 

3.1. 入札参加資格について 

 

入札参加者に要求される資格は以下のとおりである。 

 

a) 法第 15 条において準用する法第 10 条各号に該当する者でないこと。 

b) 予決令第 70 条の規定に該当する者でないこと。 

c) 予決令第 71 条の規定に該当する者でないこと。 

d) 開札日において、国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の

関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること（本実施要項 4.2.2 に示す

申請書類（以下「申請書類」という。）の提出期限において、現に競争参加資格を有

するか、競争参加資格申請書が受理されていることが確認できること。なお、本実

施要項 4.1.に示す「企画書・収益施設運営計画書の受付期限」に競争参加資格の認

定がなされない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入

札は無効となる。） 

e) 申請書類の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局から指名停止

を受けていないこと。 

f) 他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準の

いずれかに該当する関係がないこと。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ｱ)親会社と子会社の関係にある場合 

ｲ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしｲ)については、会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ｱ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｲ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

g) 競争の公正性を害すると判断される場合には、当該対象公共サービスに係る業務に

関与する者でないこと。 

h) 関東地方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会の委員又は委員が属する

事業者でないこと。 

i) 守秘義務の遵守などについて社内の規則で明記していること。 

j) 国営昭和記念公園事務所で平成２５年度に実施の「Ｈ２５昭和・武蔵運営維持管理

手法改善検討他業務」の受託者でないこと。 

k) 国営昭和記念公園事務所で平成２６年度に実施の「Ｈ２６国営昭和記念公園運営維

持管理履行確認業務」又は「Ｈ２６国営昭和記念公園運営維持管理に関するモニタ

リング調査他業務」に参加している者及び当該業務の管理技術者・担当技術者の出
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向・派遣元並びにこれらの者と資本面・人事面で関係がある者でないこと。 

 なお、「業務に参加」とは、当該業務を受注していること、当該業務の下請け（測量、

地質調査業務も含む）をしていることをいい、「資本面・人事面で関係がある」とは

本実施要項 3.1.f)①・②に該当することをいう。 
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3.2. 企業の業務実績に関する要件 

 

本実施要項 1.2.に掲げる業務を担当する企業等は、業務内容に応じて次頁に示す「表

7 企業の業務実績等に関する要件」を満たすこと。なお、参加資格要件の確認は、申

請書類の提出期限の日をもって行うものとする。 
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表 7 企業の業務実績等に関する要件 

  ①本業務全体の計画

立案及びマネジメ

ント業務 

②企画運営管

理業務 

③施設・設備維

持管理業務 

④植物管理業務 ⑤収益施設等管理運営業務 

  ・本業務全体の計画立

案及びマネジメン

ト業務に必要な要

件 

・企画運営管

理業務に必

要な要件 

・施設・設備維

持管理業務に

必要な要件 

・植物管理業務

に必要な要件 

・収益施設等管理運営業務に必要な要件【ｱ】及びｲ)の両

方を満たす必要がある。】 

ｱ) 収益施設等（ｲ)を除く）

の運営 

ｲ) ﾌﾟｰﾙの運営 

業務

実績

※1 

下記に示す業務（平成 16 年度以降に完了した履行期間が概ね 12 ヶ月以上の業務に限る）において１件以上の実績を有していること

（申請書類提出時において実施中の業務にあっては、平成 27年 3月 31日までの業務実績を含む） 

下記の1)～2)のいず

れかを対象とした業

務全体の計画立案及

びマネジメント業務

（本実施要項1.2.1参

照）の実績を１件以上

有すること 

下記の1)～2)

のいずれかを

対象とした企

画運営管理業

務（本実施要

項1.2.2参照）

の実績を１件

以上有するこ

と 

下記の1)～2)の

いずれかを対象

とした施設・設

備維持管理業務

（本実施要項

1.2.3参照）の実

績を１件以上有

すること 

下記の1)～2)の

いずれかを対象

とした植物管理

業務（本実施要

項1.2.4参照）の

実績を１件以上

有すること 

下記の1)～2)のいずれか

を対象とした収益施設等

管理運営業務（本実施要

項1.2.5参照）の実績（レ

ジャープールを除く※5

を除く収益施設のうち、

いずれか１種類以上の運

営を行った実績）を１件

以上有すること 

下記の3)～4)のいずれかを対

象とした収益施設等管理運営

業務（本実施要項1.2.5参照）

の実績（レジャープール※5 

の運営を行った実績）を１件

以上有すること 

  1)都市公園の種別として、地区公園、特殊公園、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び

国営公園） 

2)レクリエーション施設※2 又は観光・商業施設※3 で、園地管理※4 を行っている施設 

3)都市公園の種別として、地

区公園、特殊公園、総合公園

以上（総合公園、運動公園、

広域公園及び国営公園）で、

レジャープール※5 を含む都

市公園 

4)レクリエーション施設※2 

又は観光・商業施設※3 で、

レジャープール※5 を含む園

地管理を行っている施設 
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 注

意

事

項 

共同体等の代表者等

の中心的役割を担っ

た業務のみを実績と

する 

共同体等の一員（代表者以外）としての実績も認める 

保 有

資 格

者 

   １級造園施工管

理技士を１名以

上有する法人で

あること 

  

※1：業務実績は、契約書等により実績が確認できるものに限る。（共同体での実績の場合は、当該企業が実施した業務分のみが実績となる。） 
※2:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供

しているもの(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 
※3:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例：大規模

ホテル、複合ショッピングセンター等) 
※4：園地：屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切か

つ計画的な維持管理がなされている現存する園地。（移動可能なプランター等の植物管理は含まない。）  
※5:レジャープール：流水プール・造波プールなどレジャー目的に使用されるプール。 
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3.3. 配置予定者の業務実績に関する要件 

 

本実施要項 1.2.に掲げる業務を担当する配置予定者は、業務内容に応じて次頁に示す

「表 8 配置予定者の業務実績等に関する要件」を満たすこと。なお、参加資格要件の

確認は、申請書類の提出期限の日をもって行うものとする。 
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表 8 配置予定者の業務実績等に関する要件 

  ①本業務全体の計画立案及びマネ
ジメント業務の業務責任者(総括
責任者) 

②企画運営管
理業務の業
務責任者 

③施設・設備維持
管理業務の業務
責任者 

④植物管理業
務の業務責
任者 

⑤収益施設等管理運営業務の業務責任者【ｱ】及びｲ)
の両方を満たす必要がある。】※10 

ｱ) 収益施設等（ｲ)を除く）
の運営 

ｲ) ﾌﾟｰﾙの運営 

業 
務 
の 
経 
験
※
1 

 下記に示す同種又は類似業務（平成 16 年度以降に完了した履行期間が概ね 12ヶ月以上の業務に限る）の経験を有すること（申請書類提出時にお
いて実施中の業務にあっては、平成 27 年 3月 31 日までの業務経験を含む） 

同
種
業
務
の
経
験 

下記の1)～2)のいずれかを対象と
した業務全体の計画立案及びマネ
ジメント業務（本実施要項1.2.1参
照）の実績を有し、かつ、下記のｱ)
～ｳ)のいずれかの経験を有するこ
と 

下記の1)～2)
のいずれかを
対象とした企
画運営管理業
務（本実施要項
1.2.2参照）に
関する業務の
実績を有し、か
つ、企画運営管
理に関する下
記のｴ)又はｵ)
のいずれかの
経験を有する
こと 

下記の1)～2)の
いずれかを対象
とした施設・設
備維持管理業務
（本実施要項
1.2.3参照）に関
する業務の実績
を有し、かつ、
施設・設備維持
管理業務に関す
る下記のｴ)又は
ｵ)のいずれかの
経験を有するこ
と 

下記の1)～2)
のいずれかを
対象とした植
物管理業務（本
実施要項1.2.4
参照）に関する
業務の実績を
有し、かつ、植
物管理業務に
関する下記の
ｴ)又はｵ)のい
ずれかの経験
を有すること 

下記の1)～2)のいずれか
を対象とした収益施設等
管理運営業務（本実施要項
1.2.5参照）に関する業務
の実績（レジャープール
※7 を除く収益施設のう
ち、いずれか１種類以上の
運営を行った実績）を有
し、かつ、収益施設等管理
運営業務（レジャープール
※7 をの運営除く）に関す
る下記のｴ)又はｵ)のいず
れかの経験を有すること 

下記の5)～6)のいずれ
かを対象とした収益施
設等管理運営業務（本実
施要項1.2.5参照）に関
する業務の実績（レジャ
ープール※7 の運営を
行った実績）を有し、か
つ、収益施設等管理運営
業務（レジャープール※
7 の運営）に関する下記
のｴ)又はｵ)のいずれか
の経験を有すること 

1)都市公園の種別として、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 
2)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、2ha以上の園地管理※6を行っている施設 

 

5)都市公園の種別とし
て、総合公園以上（総
合公園、運動公園、広
域公園及び国営公園）
で、レジャープール
※7を含む都市公園 

6)レクリエーション施
設※4 又は観光・商業
施設※5 で、レジャー
プール※7を含む2ha
以上の園地管理※6を
行っている施設 
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ｱ)延べ２年以上の総括責任者※2 
の経験 

ｲ)延べ３年以上の業務責任者※3 
の経験 

ｳ)総括責任者※2または業務責任者
※3の経験を有し、かつ技術士（建
設部門：都市及び地方計画）また
は技術士（総合技術監理部門：建
設）の資格を有する者 

ｴ)延べ２年以上の業務責任者※3の経験 
ｵ)延べ３年以上の業務経験 

類
似
業
務
の
経
験 

下記の4)～5)のいずれかを対象と
した業務全体の計画立案及びマネ
ジメント業務（本実施要項1.2.1参
照）の実績を有し、かつ、下記のｱ)
～ｳ)のいずれかの経験を有するこ
と 
又は、下記の3)～5)のいずれかを対
象とした業務全体の計画立案及び
マネジメント業務、企画運営管理業
務、施設・設備維持管理業務、植物
管理業務、収益施設等管理運営業務
（本実施要項1.2.1～1.2.5参照）の
いずれかに関する業務の実績を有
し、かつ業務全体の計画立案及びマ
ネジメント業務、企画運営管理業
務、施設・設備維持管理業務、植物
管理業務、収益施設等管理運営業務
のいずれかに関する下記のｲ)又は
ｳ)のいずれかの経験を有すること 

下記の4)～5)
のいずれかを
対象とした企
画運営管理業
務（本実施要項
1.2.2参照）に
関する業務の
実績を有し、か
つ、企画運営管
理業務に関す
る下記のｴ)又
はｵ)のいずれ
かの経験を有
すること 

下記の4)～5)の
いずれかを対象
とした施設・設
備維持管理業務
（本実施要項
1.2.3参照）に関
する業務の実績
を有し、かつ、
施設・設備維持
管理業務に関す
る下記のｴ)又は
ｵ)のいずれかの
経験を有するこ
と 

下記の4)～5)
のいずれかを
対象とした植
物管理業務に
関する業務（本
実施要項1.2.4
参照）の実績を
有し、かつ、植
物管理業務に
関する下記の
ｴ)又はｵ)のい
ずれかの経験
を有すること 

下記の4)～5)のいずれか
を対象とした収益施設等
管理運営業務（本実施要項
1.2.5参照）に関する業務
の実績（水泳プール※6 を
除く収益施設のうち、いず
れか１種類以上の運営を
行った実績）を有し、かつ、
収益施設等管理運営業務
（水泳プール※6 の運営
を除く）に関する下記のｴ)
又はｵ)のいずれかの経験
を有すること 

下記の7)～8)のいずれ
かを対象とした収益施
設等管理運営業務（本実
施要項1.2.5参照）に関
する業務の実績（水泳プ
ール※8 の運営を行っ
た実績）を有し、かつ、
収益施設等管理運営業
務（水泳プール※8 の運
営）に関する下記のｴ)又
はｵ)のいずれかの経験
を有すること 

3)都市公園の種別として、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 
4)都市公園の種別として、地区公園又は特殊公園 
5)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、園地管理※6を行っている施設 

 

7)都市公園の種別とし
て、地区公園又は特殊
公園で、水泳プール※
8を含む都市公園 

8)レクリエーション施
設※3 又は観光・商業
施設※4 で、水泳プー
ル※8 を含む園地管
理※6を行っている施
設 
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ｱ)延べ３年以上の総括責任者※2 
の経験 

ｲ)延べ４年以上の業務責任者※3 
の経験 

ｳ)延べ１年以上の総括責任者※2ま
たは延べ２年以上の業務責任者
※3の経験を有し、かつ技術士（建
設部門：都市及び地方計画）また
は技術士（総合技術監理部門：建
設）の資格を有する者 

ｴ)延べ３年以上の業務責任者※3 の経験 
ｵ)延べ４年以上の業務経験 

資
格 

－ － － １級造園施工
管理技士 

－ － 

実
施
体
制 

・業務責任者※3 は、平成27年４月１日時点において、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係があるものであること。企画書の提出
時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用関係にあること（雇用関係にあることを約束する念書等（任意書式）で確認する）。なお、
単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。 

・上記①の業務責任者※3 1名を総括責任者※2 とすること。 
・共同体にあっては、上記①の総括責任者※1 は代表企業に所属する者とすること。 
・総括責任者及び総括責任者以外の業務責任者は、原則、実施期間中専任（※7）とする。なお、病気・死亡等の事情によりやむを得ず総括責任
者又は総括責任者以外の業務責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置するものとし、予め
関東地方整備局の承諾を得るものとする。 

・総括責任者※2 は各業務の業務責任者を兼務することができる。また、業務責任者※3 は他業務の業務責任者※3 を兼務することができる。 
・開園期間中は、上記①～⑤の業務責任者のうち、少なくとも 2名以上が勤務する体制とすること。さらに業務責任者が勤務しない業務について

は、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め上記①～⑤が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。なお、やむを得
ず業務責任者を 2人以上勤務する体制をとることが一時的に困難となる場合には、緊急対応を含め、上記①～⑤の業務が迅速かつ円滑に行われ
る勤務体制を確保した上で、事前に総括調査員の承諾を得ること。（ただし、事故などやむを得ない事由により事前に承諾を得られない場合を
除く。） 

・主な業務従事（勤務）場所は、管理事務所（別添４）とすることを想定している。 
※1：業務実績は、契約書等により実施が確認できるものに限る。（共同体での実績の場合は、当該配置予定者が実施した業務のみが実績となる。） 
※2:総括責任者とは、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者をいう。収益施設等管理運営業務を行う場合及び収益施設等管理運営

業務責任者と兼務する場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分し、収益施設等管理運営業務への委託
費の支出は認めない。 

※3:業務責任者とは、個別業務の責任者をいう。収益施設等管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務と
の従事割合等を明確に区分し、収益施設等管理運営業務への委託費の支出は認めない。なお、複数の業務分野について全体的に総括する立
場の者を補佐する者の経験は、業務責任者の経験とみなす。 

※4:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供
しているもの(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 

※5:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例：大規模
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ホテル、複合ショッピングセンター等)  
※6：園地：屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切か

つ計画的な維持管理がなされている現存する園地。（移動可能なプランター等の植物管理は含まない。） 
※7:レジャープール：流水プール・造波プールなどレジャー目的に使用されるプール。 
※8:水泳プール：屋内・屋外にかかわらず、水面積260m2以上のもの 
※9:専任とは、他の工事及び業務等に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることをいう。ただし、契約の

締結後、業務を開始するまでの期間（準備期間）は専任を要しない。 
※10:ただし、ｱ)又はｲ)のいずれか一方のみを満たしている場合は、業務実施体制について別紙10「管理運営規定書」第１編第27条に定める対応

をとる必要がある。 
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3.4. 共同体での入札について 

 

本業務は、本実施要項 3.2.で定める要件を満たす単体企業で構成される共同体により

実施することも可能とする。 

共同体で本業務を実施する場合、代表企業は、本業務全体の計画立案及びマネジメン

ト業務、企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務、収益施設等管理

運営業務を包括的に管理すること。 

 

a) 入札参加者は、共同体として参加する場合、下記の業務を担当する企業を明らかに

するものとする。 

ｱ) 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

ｲ) 企画運営管理業務 

ｳ) 施設・設備維持管理業務 

ｴ) 植物管理業務 

ｵ) 収益施設等管理運営業務 

b) 入札参加者は、共同体として参加する場合、代表企業を定め、当該代表企業が入札・

契約手続きを行うこととする。代表企業は、上記 a) ｱ) 本業務全体の計画立案及び

マネジメント業務を担当する企業とする。 

c) 入札参加者は、共同体として参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、共同

体を構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、関

東地方整備局はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。 

d) 共同体の代表企業及び構成員は、本実施要項 3.1.a)から j)の全ての要件を満たす

こと。 

e) 参加に際しては、代表企業及びその他の構成員の役割及び責任の分担ならびに代表

企業の役割を他の構成員が代替・保証する旨を明記した協定書を作成し、申請書類

と併せて提出すること。 
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４．入札に参加する者の募集に関する事項 

 

4.1. 入札の実施手続及びスケジュール（予定） 

 

① 公告                ：平成 26 年 7 月 24 日 

② 現場見学可能期間          ：平成 26 年 7 月 24 日～平成 26 年 11 月 26 日 

③ 入札等に関する質疑応答       ：平成 26 年 7 月 24 日～平成 26 年 11 月 12 日 

④ 申請書類の受付期限         ：平成 26 年 8 月 28 日 

⑤ 競争参加資格の確認結果の通知    ：平成 26 年 9 月 18 日 

⑥ 企画書・収益施設運営計画書の受付期限：平成 26 年 10 月 9 日 

⑦ ヒアリング             ：平成 26 年 10 月 27 日（予備日：28 日） 

⑧ 評価                ：平成 26 年 11 月上旬～平成 26 年 11 月中旬 

⑨ 入札                ：平成 26 年 11 月 27 日 

⑩ 開札                ：平成 26 年 11 月 28 日 

⑪ 落札予定者の決定          ：平成 26 年 11 月 28 日 

⑫ 契約締結              ：平成 27 年 1 月上旬 

※ 現場見学とあわせて関連資料を閲覧することができる。ただし、閲覧資料は検討過

程のものであり、本業務の実施条件として提示するものではない。 

※ 現場見学は予約制とする。公平性を保つため質問については後日文書により対応す

る。 
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総
合
評
価 

H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務 一般競争（総合評価落札方式）手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園法第 5 条の許可 

都市公園法第 5 条に基づく許可の

申請受付 

収益施設運営計画書の提出期限 

入札手続きフロー 収益施設運営手続きフロー 

収益施設運営実績書の提出期限 

公告 

契約締結 

入札 

評価 

ヒアリング 

企画書の受付期限 

競争参加資格の確認結果の通知 

申請書類の受付期限 

開札・落札者の決定、通知 
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4.2. 入札実施手続 

 

4.2.1 提出書類 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、本件業務に係る入札

金額（ただし、収益施設等管理運営業務に要する費用は含まない。）を記載した書類（以

下「入札書」という。）、申請書類並びに、企画書及び収益施設運営計画書（以下、「企

画書等」という。）を提出する。 

上記の入札金額には、本業務に要する一切の諸経費（収益施設等管理運営業務に要

する費用は含まない）の 108 分の 100 に相当する金額を記載すること。 

なお、提出された申請書類及び企画書等は、競争参加資格の確認、企画書等の評価

以外に提出者に無断で使用しない。 

 

4.2.2 申請書類の内容 

① 競争参加資格確認申請書（様式１－１） 

② 企業の業務実績（様式１－２） 

※面積、植栽地、遊具等を管理していたことが証明できる資料（契約書の写し、

施工図面、空中写真、地形図等） 

※図面等で植栽地、遊具等を管理していたことが証明できない場合は、図面等と

照合できる現地写真を添付すること。 

※実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。 

③ 業務責任者の業務実績（様式１－３） 

※面積、植栽地、遊具等を管理していたことが証明できる資料（契約書の写し、

施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。 

※図面等で植栽地、遊具等を管理していたことが証明できない場合は、図面等と

照合できる現地写真を添付すること。 

※企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書等

（任意書式）を添付すること。 

※必要とされる資格を証明する書類の写しを添付すること。 

④ 守秘性に関する要件（様式１－４） 

※守秘義務に関する規程を定めた社則等を添付すること。 

⑤ 業務実施体制（様式１－５） 

※組織図（業務実施のための管理機構）を添付すること。（任意書式） 

⑥ 実施方針（様式１－６） 

※年間業務計画書を添付すること。（任意書式） 

⑦ 再委託または下請負の予定（様式１－７） 

⑧ 必要とされる資格を証明する書類の写し（様式１－３に添付のこと） 

⑨ 申請書類提出時に雇用関係が無い場合の念書等（任意書式） 

⑩ 業務経験証明書（様式１－８） 

⑪ 収益施設運営実績書（様式１－９） 

⑫ 共同体で参加する場合の協定書の写し 
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⑬ 誓約書（様式１－10） 

 

4.2.3 企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、本実施要項５．で示す総合評価を受けるために、

次の事項を記載する。なお、標準評価項目等の詳細については本実施要項表 9 を参照

のこと。 

① 表紙（様式２－１） 

② 企画提案 

ｱ) 目標とする公園利用者数の確保に関する提案（様式２－２－１） 

ｲ) 利用者満足度の確保に関する提案（様式２－２－２） 

ｳ) 公園特性を生かした植物管理に関する提案（様式２－２－３） 

ｴ) 公園特性及び資源、施設を生かした運営管理に関する提案（様式２－２－４） 

ｵ) 多様な利用プログラムの提供に関する提案（様式２－２－５） 

ｶ) 情報受発信に関する提案（様式２－２－６） 

ｷ) 地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案（様式２－２－７） 

ｸ) 公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案（様式２－２－８） 

ｹ) 緊急時及び非常時の対応に関する提案（様式２－２－９） 

ｺ) 自主事業に関する提案（様式２－２－10） 

ｻ) 収益施設の運営に関する提案（様式２－２－11） 

なお、本業務開始初年度から実施しない提案事項については、開始年月を記載

すること。開始年月の記載のない提案は初年度から実施するものとする。また、

企画提案によって設計数量を変更する場合には、必ず③の改善提案も行うこと。 

③ 改善提案（様式２－２－12） 

業務の最低水準として示された仕様書に対する改善提案を行う場合、提案を行

う内容を明確にし、提案を行う理由、提案の内容・数量、提案による質の維持向

上効果又は経費の削減効果（あるいはその両方）を具体的に示すこと。 

また、設計数量が変更となる提案をする場合には、該当工種と変更数量、変更

が可能な理由、企画提案との関連がある場合は該当箇所をそれぞれ示すこと。改

善提案で変更を提案した数量以外は、公示している数量に基づき入札を行うこと。 

 

4.2.4 収益施設運営計画書 

様式３「収益施設運営計画書」を提出する。 

 

4.2.5 ヒアリングの実施 

a) 企画書に関するヒアリング 

ヒアリングでは、実施方針および企画書等に記載された事項について質疑応答を行

う。また、ヒアリングにより、提案が実現可能な内容であるかを確認し、評価項目の

得点に反映させる。 

ア 実施場所：関東地方整備局 

イ 実施期間：別途通知 
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ウ ヒアリング時間：別途通知 

エ 出席者：総括責任者の出席を必須とし、業務責任者の出席も認める。 

 

4.2.6 その他 

a) 競争参加資格の確認及び企画書等の評価は、申請書類及び企画書等の資料提出期限

の日をもって行うものとする。 

b) 申請書類及び企画書等の資料作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

c) 関東地方整備局は、提出された申請書類及び企画書等の資料を、競争参加資格の確

認、企画書等の評価以外に提出者に無断で使用しない。 

d) 提出された申請書類及び企画書等の資料は、返却しない。 

e) 提出期限以降における申請書類及び企画書等の資料差し替え及び再提出は認めな

い。 

f) 落札者は、様式１－１０（第８面）の一覧表に示す住民票の写し等を提出するもの

とする。詳細は様式１－１０を参照すること。 
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５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象

公共サービスを実施する者の決定に関する事項 

 

事業者の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、本業務に係る企画書及び業

務実施内容の審査・評価は、関東地方整備局が行うが、客観性を確保するため、第三者

の有識者で構成される関東地方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会の意見

を聴取し、評価を行うものとする。 

なお、入札参加者は企画書と同時に、収益施設運営計画書を提出し、落札後、都市公

園法第 5 条第 1 項に基づく公園施設の設置管理許可申請を行わなければならない。 

 

5.1. 事業者決定にあたっての質の評価項目の設定 

 

事業者を決定するための評価は、提出された企画書等の内容が本業務の目的・趣旨に

沿って実行可能なものであるか（基本項目審査）、また、効果的なものであるか等（提

案項目審査）について行うものとする。（本実施要項表 9 を参照のこと。） 

 

5.1.1 基本項目審査 

基本項目審査においては、入札参加者に対して、本実施要項表 9 の基本項目につい

て審査を行う。各項目ごとに業務が可能な最低水準を満たしている場合には基礎点を

与える（基礎点計 50 点）。さらに、実施体制に係る項目においては、最低水準を超え

る部分についてその内容に応じ得点を与える（加算点計 10 点）。なお、最低水準を１

つでも満たしていない項目がある場合は失格とする。 

 

5.1.2 提案項目審査 

提案項目審査においては、基本項目審査の全ての項目で業務が可能な最低水準を満

たした入札参加者に対して、本実施要項表 9 の提案項目について審査を行う（加算点

計 145 点）。 

様々な公園施設の維持管理と収益施設等の運営を一元的に行うことが必要であり、

サービス水準（質）の向上や公園利用者の安心安全を確認することを目的としている。

なお、提案内容については、具体性、実現性があり、当該公園において適切かつ効果

的なものであるか等、妥当性について総合的な観点から審査し得点を与える。各加算

点の数値はサービスの質の向上の観点から重要度に応じて配点している。 
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表 9 評価項目及び得点配分 

項

目 
区分 

項

番 
評価項目 

得点配分 
様式 

基礎点 加算点 

① 
基
本 

項
目 
 

業務共通 

 

１）実施体制 
1 

各業務の業務水準が維持される体制であるか 
（共同体で参加する場合、代表企業又は代表者と構成員の

連携が可能な体制であるか） 

0/10 0～5 

様式 
1-2～ 
1-8 

2 提案された内容が実現可能な体制であるか 0/10 0／5 

２）業務に対する認
識 

3 
本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられて
いるか 

0/10 ― 

4 
本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっ
ているか 

0/10 ― 

３）現行基準レベル
の質の確保の実態 

5 
各業務の提案内容は、関東地方整備局の要求水準（実施要
項1.3.1 及び1.3.2）が確保されているものとなっているか 

0/10 ― 

様式 

2-2-1 
～ 

2-2-12 

② 

提
案
項

目 

企画提案 

 

１）目標とする公園

利用者数の確保 
6 

有料区域の年間及び四半期ごとの公園利用者数の目標を各

年度設定の上、その公園利用者数確保に向け、具体性、実
現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されてい
るか。（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもって

評価を行う。） 

― 0～15 
様式 

2-2-1 

 

２）利用者満足度の

確保 
7 

年間及び四半期ごとの公園の運営に関する満足度の目標を

各年度設定の上、その満足度数の確保に向け、具体性、実
現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されてい
るか。（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもって

評価を行う。） 

― 0～15 
様式 

2-2-2 

 

３）公園特性を生か
した植物管理 

8 

本公園のチューリップとコスモスに係る花修景の観賞に関
する満足度の目標を各年度設定の上、その満足度の確保や

周辺環境と調和しつつ公園内の自然資源等を活用した魅力
のある花修景や風景の演出に向け、具体性、実現性があり、
本公園として妥当性のある提案が示されているか。（目標

値と具体性・実現性・妥当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～10 
様式 
2-2-3 

 

４）公園特性及び資
源、施設を生かした
運営管理 

9 

本公園の日本庭園、盆栽苑の機能を発揮させるための維持

管理方法及び公園全体の景観コントロール方法について、
具体性、実現性があり、本公園として妥当性のある提案が
示されているか。また、花みどり文化センターの年間及び

四半期ごとの利用者数の目標を各年度設定の上、その公園
利用者数確保に向け、具体性、実現性があり、本公園とし
て妥当性のある提案が示されているか。（目標値と具体性・

実現性・妥当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～10 
様式 

2-2-4 

 

５）多様な利用プロ

グラムの提供 
10 

本公園の意義や役割、機能を踏まえ、また本公園の様々な
資源等を活用した利用プログラムの開催回数と延べ参加人

数の目標を各年度設定の上、多くの公園利用者が参加、体
験、交流できる自然、歴史文化等に関する多様な利用プロ
グラムの実施について、具体性、実現性があり、本公園と

して妥当性のある提案が示されているか。（目標値と具体
性・実現性・妥当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～10 
様式 

2-2-5 

 

６）情報受発信 11 

マスコミ報道件数やホームページアクセス件数の目標を各
年度設定の上、本公園が提供するサービス内容や公園の魅
力等に関する広報宣伝・情報の受発信について、具体性、

実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されて
いるか。（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもっ
て評価を行う。） 

― 0～10 
様式 

2-2-6 

 

７）地域との連携活
動・市民との協働活
動 

12 

周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携
体制、協力体制の構築について、具体性、実現性があり、
本公園として妥当性のある提案が示されているか。また、

ボランティアやNPO団体との連携方策及びボランティア活
動の充実・継続について、具体性、実現性があり、本公園
として妥当性のある提案が示されているか。 

― 0～15 
様式 

2-2-7 

 

８）公園利用者等の
安全を確保する管
理手法 

13 

本公園の特性を踏まえた上で、公園利用者の安全・安心を
確保する施設管理及び運営管理について、具体性、実現性

があり、本公園として妥当性のある提案が示されているか。
また、既存地形や本公園の特性を踏まえた上で、ハード面、
ソフト面でのユニバーサルデザイン対応について、具体性、

実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されて
いるか。さらに、公園スタッフ（職員、臨時職員、アルバ

― 0～15 
様式 

2-2-8 
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イト、その他関係従事者）に関する事故を未然に防ぐ取組
について、具体性、実現性があり、本公園として妥当性の

ある提案が示されているか。 

 

９）緊急時及び非常
時の対応 

14 

具体的な緊急事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が提
案されているか。また、トラブル時や緊急時に円滑に対応

し、かつ被害を拡大させないためのハード面・ソフト面で
の対応策について、具体性、実現性があり、本公園として
妥当性のある提案が示されているか。さらに、繁忙期にお

いて、混乱回避のための体制構築も含めた対応策について、
具体性、実現性があり、本公園として妥当性のある提案が
示されているか。 

― 0～15 
様式 
2-2-9 

 
10）自主事業の提案 15 

自主事業の実施内容について公園の目的・魅力の向上の観
点から、具体性、実現性があり、本公園として妥当性のあ

る自主事業の方法が示されているか。 

― 0～10 
様式 

2-2-10 

 

11）収益施設の運営
に関する提案 

16 

年間及び四半期ごとの関東地方整備局が指定する収益施設
に関する満足度の目標を各年度設定の上、その満足度数の

確保に向け、公園利用者ｻｰﾋﾞｽの質的な向上に向けた運営に
ついて、具体性、実現性があり、本公園として妥当性のあ
る提案が示されているか。（目標値と具体性・実現性・妥

当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～10 
様式 

2-2-11 

様式 3 

 従来の実施方法に対する改善提案 

 １）各業務の最低水
準（現行基準）とし
て示された仕様書

に対する、改善提案 

17 

質の維持・向上に関する提案があり、実施について具体的

な方法が明記されているか。また、それらを実施可能な体
制であるか。 

― 0～10 
様式 

2-2-12 

合計得点 0～50 0～155  
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5.2. 事業者決定にあたっての評価方法 

 

5.2.1 事業者の決定方法 

a) 入札参加者は、「価格」及び「企画書」をもって入札をし、予決令第 79 条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記 5.2.2 総

合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札

者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適

当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他

の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

b) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格（予定価格

に 10 分の 6 を乗じて得た額）を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものと

する。 

c) 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせ

て落札者を決める。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない

ときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き事業者を決定

するものとする。 

 

5.2.2 総合評価の方法 

(1) 評価値の算出方法 

評価値の算出方法は以下のとおりとする。 

提出された書類に係る本実施要項表 9 により得られた技術評価点と当該入札者から

求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

（評価値）＝（価格評価点）＋（技術評価点） 

(2) 価格評価点の算出方法 

価格点の評価方法は以下のとおりとする。 

（価格評価点）＝（価格点）×（１－（入札価格）／（予定価格）） 

なお、価格点は 30 点とする。 

(3) 技術評価点の算出方法 

企画書の内容に応じ、本実施要項表 9 の評価項目毎に評価を行い、技術点を与える。 

なお、技術評価点の最高点数は 60 点とする。 

（技術評価点）＝60×（技術点）／（技術点の満点） 

なお、本業務における技術点の満点は 205 点（基礎点 50 点＋加算点 155 点）とする。 

 (4) 基本項目審査の評価方法 

基本項目審査については、本実施要項表 10 の評価基準を満たしているかによって評

価する。 

表 10 実施体制の様式 1-5-2 の加算点は、提案内容に対する具体性、実現性等を総合

的に勘案して、原則として本実施要項表 11 の３段階評価に基づいて評価をする。 
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表 10 基本項目審査の評価基準 

区分 評価項目 評価基準 

実施体制 

各業務の業務水準が維持さ

れる体制であるか。 

（共同体で参加する場合、代

表企業又は代表者と構成員

の連携が可能な体制である

か） 

提案する運営内容に対して提案する職務区分・人数

が適切に明示されている。（様式１－５－１） 

なお、上記の水準を満たした上で、以下に示す体制

が確保されている場合は、加算点を与える。（様式

１－５－２） 

 ・迅速かつ円滑な意志決定及び臨機の対応等の体

制に関し、緊急時等においても混乱なく対応で

きる水準を超えた優れた提案がなされている。

（組織面、費用面の対応が適切に明示されてい

る。） 

提案された内容が実施可能

な体制であるか。 

提案する職務区分ごとに休憩時間、休日を考慮した

労働時間の設定が行われている。 

現地体制及び繁忙期の現地を支援する本社等の体

制（責任体制、現地体制）を含め適切に明示されて

いる。（様式１－５－１） 

なお、上記の水準を満たした上で、以下に示す体制

が確保されている場合は、加算点を与える。（様式

１－５－３） 

 ・緊急時における代替性等の確保の観点から、申

請書類の提出期限の日時点で、申請した総括責

任者以外に同一企業内に表8に示す総括責任者

の業務実績を有している者（代替総括責任者）

が1名以上在籍し、申請した総括責任者に事故

等があった場合、速やかに配置できる体制が確

保されている。なお、代替総括責任者は、本業

務の実施期間中、専任規定のある工事又は業務

には従事することはできない。（本業務は除く） 

業務に対する

認識 

本業務の目的を理解し、計画

的な業務の実施が考えられ

ているか。 

年間業務計画（様式１－６添付）に記載された業務

内容が、仕様書に定める業務内容と適合している。 

本業務を確実に実施するた

めの基本的な方針が明確と

なっているか。 

企画書に記載された実施方針が仕様書に定める基

本方針と適合している。 

現行基準レベ

ルの質の確保

の実態 

各業務の提案内容は、要求水

準（本実施要項1.3.1及び

1.3.2）が確保されているも

のとなっているか。 

仕様書に定める管理水準を満足させる企業の業務

実績、配置予定者の業務経験の明示があり、これら

を踏まえた様式２－２－１～２－２－12の提案内

容について実現性が高いものとなっている。 
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(5) 提案項目審査の評価方法 

提案項目審査は以下のとおりとする。 

提案項目審査の企画提案のうち、包括的な質に関する提案項目については、提案し

た数値（目標値）とその実現性について、それぞれ評価を行い、その合計点を評価点

とする。ただし、実現性が乏しい場合は目標値が高くても加算しない（０点）ものと

する。 

上記以外の提案項目審査は、提案内容に対する具体性、実現性、実施体制との整合

等を総合的に勘案して原則として本実施要項表 11 の３段階評価に基づいて評価する。

なお、①関係法令に違反する提案、②入園料等を増減させる提案、③開園日時を変更

させる提案（主催イベントなど仕様書で明示してあるものは除く）については、内容

の如何に問わず評価しないものとする。 

表 11 基本項目審査（様式 1-5-2）及び提案項目審査における評価基準と評価係数 

評価基準 評価係数 

優 
全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなされ

ている。 
配点×1.00 

良 
一定の評価ができる提案がなされているが、特に優れた提案はなされてい

ない。 
配点×0.50 

可 特に評価すべき提案が見られない。 配点×0.00 

 

5.2.3 留意事項 

関東地方整備局は、事業者が決定したときは、遅滞なく、事業者の氏名若しくは名

称、落札金額、事業者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及

び実施方法の概要について公表するものとする。 

 

5.3. 初回の入札で事業者が決定しなかった場合の取り扱いについて 

 

初回の入札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の入札

を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合は、入札条件

を見直し、再度公告入札に付することとする。 

再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合、または業務の実施に必要

な期間が確保できない等、やむを得ない場合は、別途、当該業務の実施方法を検討・実施

することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以

下「監理委員会」という。）に報告するものとする。 
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６．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事

項 

 

従来の実施状況に関する情報は、別紙 11～48 のとおりである。 
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７．事業者に使用させることができる国有財産に関する事項 

 

7.1. 施設 

 

別紙１「主要公園施設一覧」、別紙２｢主要建築物一覧｣、別紙３「収益施設一覧」によ

る。 

 

7.2. 設備 

 

a) 使用できる設備については、本業務に関係する建物・設備全てとする（別紙 21「提

供施設等一覧」を参照のこと）。 

b) 本業務に支障を来さない範囲において、事業者は施設内に本業務に必要な機器・設

備等を持ち込むことができるものとするが、持ち込んだ機器・設備については適切な

管理を行うこと。 
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８．事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等

に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他

の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により事業

者が講ずべき措置に関する事項 

 

8.1. 報告について 

 

8.1.1 業務計画書の協議と承諾 

別紙５「共通仕様書」による。 

8.1.2 業務責任者及び業務の関係者 

別紙５「共通仕様書」による。 

8.1.3 業務報告書 

別紙５「共通仕様書」による。 

8.1.4 検査・監督体制 

事業者からの報告を受けるにあたり、調査職員の検査・監督体制は次のとおりとす

る。 

(1) 調査職員 

① 総括調査員 

国営昭和記念公園事務所長（予定） 

② 主任調査員 

国営昭和記念公園事務所副所長（代表）（予定） 

国営昭和記念公園事務所総務課長（予定） 

国営昭和記念公園事務所工務課長（予定） 

国営昭和記念公園事務所調査設計課長（予定） 

③ 調査員 

国営昭和記念公園事務所工務課工務係長（予定） 

国営昭和記念公園事務所調査設計課調査設計係長（予定） 

 

(2) 検査・監督体制 

a) 事業者は、各年度ごとの業務を完了したときは、遅延なく、当該年度の完了報告書、

精算報告書及び委託費経費内訳報告書、残存物件報告書（以下「完了報告書等」と

いう）に成果物を添えて、関東地方整備局に提出すること。 

b) 関東地方整備局は、事業者からの成果物、完了報告書等を受理したときは、その日

から 10 日以内に支出負担行為担当官関東地方整備局長が指定した職員により検査

を行うものとする。 

 

8.2. 調査への協力 

 

a) 調査職員は、事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認め

る時は、事業者に対し、当該管理業務の状況に関し必要な報告を求め、又は事業者の
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事務所等に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく

は関係者に質問することができる。 

b) 立ち入り検査をする調査職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第 26 条第 1

項に基づくものであることを事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示するものとする。 

 

8.3. 指示について 

関東地方整備局長は、事業者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要

があると認めるときは、法第 27 条第１項に基づき、事業者に対し、必要な措置をとる

べきことを指示できるものとする。 

 

8.4. 秘密の保持 

 

事業者は、本業務に関して調査職員が開示した情報等（公知の事実等を除く）及び業

務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのため

の必要な措置を講ずること。事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）

若しくはその職員その他本業務に従事していた者は業務上知り得た秘密を洩らし、又は

盗用してはならない。これらの者が秘密を洩らし、又は盗用した場合には、法第 54 条

により罰則の適用がある。 

 

8.5. 個人情報の取り扱い 

 

別紙５「共通仕様書」第８章による。 

 

8.6. 契約に基づき落札業者が講ずべき措置 

 

8.6.1 業務の開始及び中止 

a) 事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しな

ければならない。 

b) 事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、予め関東

地方整備局の承諾を受けなければならない。 

 

8.6.2 公正な取り扱い 

a) 事業者は、本業務の実施にあたって、公園利用者を合理的な理由なく区別してはな

らない。 

b) 事業者は、公園利用者の取り扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有

無等により区別してはならない。 

 

8.6.3 金品等の授受の禁止 

事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならな
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い。ただし、収益施設等管理運営業務として行う場合など、関東地方整備局から許可

等を受けた業務を行う上で必要な場合を除く。 

 

8.6.4 法令の遵守 

事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなければな

らない。 

 

8.6.5 安全衛生 

事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任

者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

 

8.6.6 記録・帳簿書類等 

事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や会計に関する帳簿書類を、

本業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 5 年間保管しな

ければならない。 

なお、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第 4 条に基づく行政文書の開

示請求がなされた場合、同法第 5 条に基づく不開示情報の確認を行った上で、第 6 条

による部分開示や第 7 条による公益上の理由による裁量的開示を確認し、開示方法を

明らかにし、第 9 条に基づき事務処理上の困難その他正当な理由があるときを除き、

開示請求のあった日から 30 日以内に情報を開示する必要がある。そのため、開示請求

の対象が事業者の保有する記録・帳簿書類等の場合、事業者は、情報公開に速やかに

対応しなければならない。 

 

8.6.7 権利の譲渡 

本業務の成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特許権及

び実用新案権等の無体財産権については、関東地方整備局が承継するものとする。ま

た、事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に

譲渡してはならない。 

 

8.6.8 権利義務の帰属等 

本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利に抵触するときは、事業者は、

その責任において、必要な措置を講じなければならない。 

 

8.6.9 一般的損害 

本業務を行うにつき生じた損害（本実施要項９．に記載した損害を除く。）について

は、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、関東地方整備局の責に

帰すべき事由により生じたものについては、関東地方整備局が負担する。 

 

8.6.10 再委託または下請負の取り扱い 

a) 事業者（共同体を含む。）は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託
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してはならない。 

b) 事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則と

して予め企画書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称、再委託す

る業務の範囲、再委託または下請負を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業

務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法）について記載しなければならな

い。 

 

なお、本業務における主たる部分を再委託することはできない。本業務における主

たる部分は、次のとおりとする。 

 

・業務における総合的計画立案、業務遂行管理、入園料等の収受及び納入、救急・

災害時の統括管理、各業務手法の決定及び本業務履行者としての最終的な意思決

定を行うための技術的判断等 

 

c) 事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に

関する事項を明らかにしたうえで関東地方整備局の承諾を受けなければならない。

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

d) 事業者は、上記 b)及び c)により再委託を行う場合には、事業者が関東地方整備局

に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し、本実施要項 8.4.

及び 8.6.に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、

再委託先から必要な報告を徴収することとする。 

e) 上記 b)から d)までに基づき、事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合

は、すべて事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべ

き事由については、事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う

ものとする。 

 

8.6.11 契約解除 

関東地方整備局は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除すること

ができる。 

a) 法第 22 条第 1 項第 1 号イからチ又は同項第 2 号に該当するとき。 

b) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

c) 暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかにな

ったとき。 

d) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが

明らかになったとき。 

 

8.6.12 契約解除時の取り扱い 

a) 上記 8.6.11 に該当し、契約を解除した場合には、関東地方整備局は事業者に対し、

当該解除の日までに当該サービスを契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支

給する。 
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b) この場合、事業者は、契約金額から上記 a)の委託費を控除した金額の 100 分の 10

に相当する金額を違約金として関東地方整備局の指定する期間に納付しなければな

らない。 

c) 関東地方整備局は、事業者が前項の規定による金額を関東地方整備局の指定する期

日までに支払わないときは、その支払い期限の翌日から起算して支払いのあった日

までの日数に応じて、年 100 分の 5 の割合で計算した金額を延滞金として納付させ

ることができる。 

d) 関東地方整備局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をす

ることができる。 

 

8.6.13 契約内容の変更 

関東地方整備局は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。こ

の場合において委託費又は実施期間を変更する必要があるときは、関東地方整備局及

び事業者は協議し、書面によりこれを定めるものとする。 

 

8.6.14 契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、事業者と関東地方整備局

が協議するものとする。 

 

8.6.15 業務計画書の提出 

事業者は、契約締結日の 14 日前までに業務計画書を提出し、その内容について関東

地方整備局と協議の上、承諾を得なければならない。 

 

8.6.16 業務計画書の変更 

業務計画書を変更しようとするときは、変更後の業務計画書について関東地方整備

局と協議を行い、関東地方整備局の承諾を得なければならない。この場合、委託費等

の契約内容の変更の必要がある場合は、関東地方整備局と協議し書面にてこれを定め

るものとする。 

 

8.6.17 業務の引き継ぎへの対応 

契約が完了する場合、又は解除になる場合には、調査職員の立会の下、調査職員が

指示する者に対し、誠意を持って、円滑に業務の引き継ぎを行わなければならない。

引き継ぎにあたっては、共通仕様書第 34 条に規定する必要な資料の作成及び提出を行

い、必要な説明等を行うものとする。ただし、契約が引き続き締結され、当該業務を

継続する場合はこの限りではない。 

 

8.6.18 業務評定について（案） 

本業務においては関東地方整備局が、毎年度業務終了後に当該年度の業務評定（以

下、「単年度評価」という）を実施するとともに、３年目の業務終了後に３年間を通し

ての業務評定（以下、「３箇年評価」という）を実施する。評定については事業者に通
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知し、関東地方整備局ホームページ等により公表するものとする。（詳細は、別紙 49

「業務評定」を参照のこと。） 

なお、評定については、本公園の国営公園運営維持管理業務の次回入札時における

評価事項の一つとし、単年度評価が２回以上「不可」の実績となり、かつ３箇年評価

が「不可」の場合、本公園の次回入札時において、5.1. 表９評価項目及び得点配分の

加算点の合計得点から 15 点を減点する。 
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９．事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を与えた場合

において、その損害の賠償に関し契約により事業者が負うべき責任（国家

賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合

における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項 

 

本契約を履行するにあたり、事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事す

る者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場

合には、次に定めるところによる。 

 

a) 関東地方整備局が国家賠償法第１条第１項等に基づき当該第三者に対する賠償を

行ったときは、関東地方整備局は事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額

（当該損害の発生について関東地方整備局の責めに帰すべき理由が存する場合は、

関東地方整備局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求

償することができる。 

b)事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、

当該損害の発生について関東地方整備局の責めに帰すべき理由が存するときは、事

業者は関東地方整備局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の

責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。 
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１０．対象公共サービスに係る法第 7 条第 8 項に規定する評価に関する事項 

 

10.1. 調査方法 

 

関東地方整備局は、事業者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施さ

れるように、実施状況の調査を行うものとする。 

 

10.2. 実施状況に関する調査の時期 

 

関東地方整備局は、10.3 の調査項目に関する内容について、内閣総理大臣が評価（平

成 30 年 1 月を予定）を行うに当たり必要な情報を収集するため、本業務の実施状況に

ついて平成 29 年 9 月 30 日時点における状況を調査する。 

 

10.3. 調査方法及び項目 

 

本実施要項「1.3. サービスの質の設定」により設定した事項。 

 

10.4. 関東地方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会への報告 

 

関東地方整備局は、上記の調査についてとりまとめた本業務の実施状況等について、

上記の評価を行うために、平成 29 年 12 月を目途に内閣総理大臣及び監理委員会に提出

するものとする。関東地方整備局は、本業務の実施状況等を提出するに当たり、関東地

方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会に報告を行い、意見を聴くものとする。 
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１１．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 

 

11.1. 対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告 

 

関東地方整備局は、事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業

務終了後に監理委員会へ報告するとともに、法第 26 条及び法第 27 条に基づく報告聴取、

立ち入り検査、指示等を行った場合は、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概

要等を監理委員会へ報告することとする。 

 

11.2. 関東地方整備局の監督体制 

 

1) 本契約に係る監督は、支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立ち会い、

指示その他の適切な方法によって行うものとする。 

2) 本業務の実施状況に係る監督は、本実施要項 8.1.4 により行う。 

 

11.3. 事業者が負う可能性のある主な責務等 

 

11.3.1 罰則等 

a) 本業務における入園料等の管理に従事する者は、刑法（明治 40 年法第 45 号）その

他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

b) 次のいずれかに該当する者は、法第 55 条の規定により 30 万円以下の罰金に処され

ることとなる。 

・本実施要項 8.1.による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は本実施要項

8.1.4 による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

・正当な理由なく、本実施要項 8.3.による指示に違反した者 

c) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、上記 b)の違反行為をしたときは、法第 56 条の規定により、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記 b)の刑を科されることとなる。 

 

11.3.2 会計検査について 

事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法第 22 条に該当するとき、又は②同

法第 23 条第１項第７号に規定する「事務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査

院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実施検査

を受けたり、同院から直接又は関東地方整備局を通じて、資料・報告書等の提出を求

められたり質問を受けたりすることがある。 
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 別紙１ 

 

主要公園施設一覧 

ゾーン名 
面積 
(ha) 

名称 主要施設 

みどりの文

化ゾーン 

 
12.7 

 
花みどり文化センター、ゆめひろば、浮游の庭（花みどり文化センタ

ー屋上）、総合案内所、管理事務所、高松口臨時駐車場(芝生広場) 

展示施設ゾ

ーン 
9.2 

立川口広場（であいの広

場）※1 

花壇広場、芝生広場、サイクリングセンター、一輪車コーナー、立川

口駐車場（普通車、大型車、二輪車、身障者用） 

7.4 ふれあい広場 芝生広場（16,900m2）、ふれあい橋（全長 140m）、レストラン 

0.4 かたらいの道 カナール全長 200m、噴水、パーゴラ 

0.6 ドッグラン 小型犬専用エリア、一般エリア 

水のゾーン 
7.7 

西立川口広場（さざなみ広
場）※1 

西立川口広場、さざなみ広場、サイクリングセンター、西立川口駐車
場（普通車、二輪車、身障者用）、レストラン 

0.1 西立川駅橋上通路  

4.3 レインボープール 

水面積 クローバープール 2,900m2 
    スライダープール 160m2 

    流水プール    3,060m2 
    大波プール    4,000m2 
    スライダー 98m×1本、77m×1本、53m×1本、 

27m×1本 
    保有水量 9,655m3 

2.0 水遊び広場※2 

水面積 大滝プール 320m2 

    渓流プール 200m2 
    冒険プール 1,490m2 
    幼児プール 240m2 

    モニュメントプール 1,491m2 
保有水量 1,265m3 

8.0 水鳥の池 
水面積 51,000m2（平均水深 1.5m、最大水深 3m） 
貸ボート場 

9.0 花木園 花木園展示棟 

3.0 バードサンクチュアリー 陸域 26,000m2 水域 4,000m2 

水のゾーン 

広場ゾーン 
0.2 残堀川緩傾斜護岸 芝生、水面 

広場ゾーン 
1.1 

昭島口広場（みずたま広

場）※１ 
ブロック広場 

7.4 渓流広場 水面積 4,910m2（全長 700m）、レストラン 

25.2 みんなの原っぱ 
芝生広場（58,600m2）、さくらの園、東花畑（5,577m2）、西花畑（5,757m2）、
小型遊具、わんぱくゆうぐ、ディスクゴルフコース 9ホール 

0.1 トンボの湿地 水位 5cm～20cm 木道 

2.5 うんどう広場 芝生舗装 

1.5 バーベキューガーデン 洗い場 3箇所 

1.5 スポーツエリア 

ホースシューズ 3面（21m×6m、内子供用 1面 11m×6m） 
クロッケーコート 2面（32m×25.5m、内人工芝共用コート 1面） 

ローンボウルスコート 1面（35m×26m 5 リンク） 
ペタンクコート 9面（17m×14m） 
フットサルコート 2面（38m×18m） 

３on３コート 3面（15m×14m） 

4.8 林間広場 ディスクゴルフコース 9ホール 

森のゾーン 
9.2 こどもの森 

ワクワク広場、地底の泉、森のとりで、虹のハンモック、森の家、工
芸の森、ちびっこの森、太陽のピラミッド、霧の森、雲の海、ドラゴ
ンの砂山、石の谷 

8.2 
砂川口広場（こもれび広
場）※１ 

芝生広場、サイクリングセンター、砂川口駐車場（普通車、大型車、
二輪車、身障者用） 

1.2 玉川上水口広場 芝生広場 

5.9 日本庭園 水面積約 6,300m2、池泉回遊式庭園、歓楓亭、盆栽苑 750m2 

2.1 緑のリサイクルセンター 堆肥化施設、作業ヤード、一般ゴミ処理場 

7.8 こもれびの丘 雑木林、花畑（10,490m2） 

5.0 こもれびの里 
里の農家、こもれびの里作業小屋、休憩室棟、便所棟、水車小屋、上
池（2,000m2）、下池（200m2）、田んぼ、畑 

21.3 外周緑地帯  

計  
169.4 

  

下線は利用料金を徴収する施設や物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。 
※１ 広場の（ ）は各ゲートの有料区域側広場の名称。 

※２ レインボープールオープン時には、収益施設の一部となる。 
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 別紙２ 

主要建築物一覧 

ゾーン名 種類 建物番号 数 設置箇所 

みどりの文化ゾーン 

/管理事務所 

管理事務所 1,119  1 管理事務所(1,252.86 ㎡)､記念館口詰所(20.91 ㎡) 

便所 
1,108,112,114  

6 管理事務所､文化ゾーントイレ棟､文化センター(2)､総合案内所

(2) 

花みどり文化セ

ンター 
112  

1 ギャラリー､研修室(5,038.96 ㎡) 

総合案内所 108  1 ホール､案内所(958.65 ㎡) 

昭和天皇記念館 113  1 展示室､事務室(909.76 ㎡) 

展示施設ゾーン 

自転車管理棟 15  1 立川口(830.08 ㎡) 

ゲート 2,3 2 立川口(929.34 ㎡)､立川口持込サイクル(12.0 ㎡) 

レストラン 21  1 ふれあい広場(296.33 ㎡) 

便所 
2,3,5,6,7,16,17 

9 立川口駐車場(3)､立川口広場(1)､ふれあい広場(1)､ 

立川口ゲート内(3)､ふれあい広場レストラン内(1) 

スタッフルーム 237,238  1 ドックラン(10.8 ㎡) 

水のゾーン 

自転車管理棟 48  1 西立川口(524.09 ㎡) 

ゲート 31  2 西立川口(623.54 ㎡)､西立川口持込サイクル(4.83 ㎡) 

レストラン 51  1 水辺広場(2,190.02 ㎡) 

レストハウス 24  1 花木園(143.02 ㎡) 

売店 34,35,36 3 水遊び広場(1)､レインボープール(2) 

管理棟 33  1 レインボープール(305.81 ㎡) 

展示棟 57  1 花木園(206.76 ㎡) 

便所 

8,24,31,33,39,40,48, 

51,56,57,109 

14 花木園(1)､西立川口(2)､水辺広場(1)､水遊び広場(1)､レインボー

プール(2)､西立川口ゲート内(2)､水辺広場レストラン内(1)､花木

園レストハウス内(1)､プール管理棟内(1)､花木園展示棟内(1)､プ

ールロッカー棟内(1) 

あずまや 28,32,231,233 4 花木園(4) 

シェルター  1 水鳥の池南(1) 

観察棟 60  1 水鳥の池(21.61 ㎡) 

ボードハウス 52  1 水辺広場(35.48 ㎡) 

ロッカー棟 33  1 レインボープール(1,577.13 ㎡) 

機械棟 38,50 2 水遊び広場(121.15 ㎡)､レインボープール(289.95 ㎡) 

広場ゾーン 

ゲート 46  1 昭島口(16.64 ㎡) 

レストラン 66  1 渓流広場(206.26 ㎡) 

レストハウス 
12,13,14 

3 みんなの原っぱ中央(157.55 ㎡)､みんなの原っぱ南(148.44 ㎡)､

みんなの原っぱ北(148.44 ㎡) 

管理棟 
11,45,107 

3 みんなの原っぱ中央(242.25 ㎡)､昭島口(736.47 ㎡)､バーベキュ

ーガーデン・スポーツエリア(204.96 ㎡) 

便所 
9,10,13,14,45,62,63,

65,66,70,71 

13 渓流広場(4)､昭島口(1)､運動広場(1)､渓流広場レストラン内(1)､

みんなの原っぱ(3)、みんなの原っぱレストランハウス内(2)､昭島

口管理棟内(1) 

あづまや 216,218,219,220,223,

138  

5 渓流広場(4)､林間広場(1)、みんなの原っぱ(1) 

シェルター 220,226  3 みんなの原っぱ(1)､バーベキューガーデン(2) 

炊事棟 110,111  3 バーベキューガーデン(79.5 ㎡)(2)､旧屋外炊事広場(42.35 ㎡) 

ﾘｻｲｸﾙ施設 
98,99,100 

3 管理棟(201.26 ㎡)､堆肥舎(746.44 ㎡)､一般ゴミ処理場(330.88

㎡) 

森ゾーン 

自転車管理棟 106  1 砂川口(1,007.5 ㎡) 

ゲート 86,106  2 玉川上水口(15.39 ㎡)､砂川口(1,035.58 ㎡) 

売店 75  1 こどもの森(1) 

管理棟 115,209  2 日本庭園南(24.43 ㎡)､盆栽苑(69.86 ㎡) 

便所 76,77,78,81,82, 

84,86,91,96,97, 

104,106,202,203,212 

15 こどもの森(6)､玉川上水(1)､日本庭園(2)､砂川口(2)､日本庭園茶

室内(1)､砂川口自転車管理棟内(1)､こもれびの里(2) 

あづまや 93,94,95,207,208,211 9 こどもの森(7)､日本庭園(3) 

休憩棟 92,118, 1 日本庭園(73.49 ㎡)､こもれびの里作業小屋(210.6 ㎡) 

茶室 91  1 日本庭園(255.55 ㎡) 

木工房 79  1 こどもの森(104.34 ㎡) 

インフォメーシ

ョン 
74  

1 こどもの森(149.71 ㎡) 

納屋 80  1 こどもの森(34.78 ㎡) 

水車小屋 214 1 こもれびの里(20.00 ㎡) 
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主屋 238 1 こもれびの里(194.74 ㎡) 

内蔵 239 1 こもれびの里(39.58 ㎡) 

長屋門 240 1 こもれびの里(77.66 ㎡) 

外蔵 128 1 こもれびの里(40.90 ㎡) 

水屋 129 1 こもれびの里(24.30 ㎡) 
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 別紙３ 

 

収益施設一覧 

公園施設の名称 許可面積（㎡）※1 備考 

1 駐車場 

① 立川口駐車場 68,170  
② 西立川口駐車場 14,400  
③ 砂川口駐車場 15,000  
④ 高松口臨時駐車場 8,000 裁量施設 

2 サイクリング施設 
① 立川口サイクリングセンター 830  
② 西立川口サイクリングセンター 620  
③ 砂川口サイクリングセンター 618  

3 飲食施設 
① ふれあい広場レストラン 863（内建築 374）  
② レイクサイドレストラン 781（内建築 336）  
③ 渓流広場レストラン 2,079（内建築 250）  

4 物販施設 

① みんなの原っぱ中央売店 86 

自動販売機置場を
含む 

② みんなの原っぱ南売店 68 
③ 花木園売店 56 
④ 立川口北売店 87 
⑤ 立川口軽飲食売店 113 
⑥ 西立川口売店 59 
⑦ こどもの森売店 53 
⑧ 砂川口売店 115 
⑨ 昭島口管理棟売店 370 
⑩ プール内売店Ａ 105  
⑪ プール内売店Ｂ 105  
⑫ プール内売店Ｃ 72  

5 船遊施設 ① 船遊施設 278  

6 レインボープール ①
プール、水遊び広場、管理棟、
ロッカー棟等 

63,000 

営業期間※2 及び
その前後の開設準
備・撤去期間に限り
収益施設として運
営 

7 園内交通施設 
① 停留所 10 ヶ所 4  
② 運転手詰め所 19  

8 歓楓亭 ① 歓楓亭（呈茶） 5  

9 バーベキューガーデン ①
バーベキューガーデン（うんどう
広場用具貸出し含む） 

 
333 

 

10 総合案内所カフェ ① 総合案内所カフェ 12  
11 花みどり文化センターカフェ ① 花みどり文化センターカフェ 51  
12 その他  自動販売機、コインロッカー、

公衆電話、有料シャワー 
  

※1小数点以下は、四捨五入。 
※2営業期間とは、７月第２土曜日・日曜日、７月第３土曜日から９月第１日曜日までのこと。 

ただし、プール内売店Ｃ（水遊び広場売店）については、レインープール営業期間を含む、水遊び広場が利用可能
な期間（４月末（ゴールデンウィーク前）の週末から９月最後の週末まで）の営業とする。 
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１．運営維持管理基本方針の目的・位置づけ                  

 

１．１ 公園建設の基本理念及び基本方針 

国営昭和記念公園は、昭和天皇御在位五十年記念事業の一環として、国が設置した国営

公園であり、「緑の回復と人間性の向上」をテーマとして、豊かな緑につつまれた広い公共

空間と文化的内容を備えた公園とすることを目標としている。 

「公園建設の基本理念及び基本方針を答申する基本問題懇談会（昭和 53 年、54 年）」を

経て、「立川飛行場返還国有地の処理の大綱（昭和 54 年）」に基づき、「天皇陛下御在位五

十年記念事業として行う国営昭和記念公園の設置」が昭和 54 年に閣議決定されており、同

時期に以下の基本理念及び基本方針が策定され、現在も引き継がれているところである。 

 

【国営昭和記念公園建設の基本理念】 

天皇陛下御在位五十年記念事業の一環として、国は首都近郊に記念公園を建設し、これ

を永く後世に伝えることとした。この公園は、本事業の趣旨に沿って、「緑の回復と人間性

の向上」をテーマに豊かな緑につつまれた広い公共空間と文化的内容を備えたものとし、

現在及び将来を担う国民が自然的環境の中で健全な心身を育み、英知を養う場とする。 

 

【国営昭和記念公園建設の基本方針】 

１．基本的事項 

１）国営昭和記念公園は、激動の昭和を静かに顧み、緑豊かな環境の中で新たな時代の

連帯と生きがいを求めるための礎石として建設されるものであり、日本を代表する

公園として国際的にも特色あるものとする。 

２）公園全体の基調は、静かで緑あふれる、新たな空間を構成するものとする。 

３）四季おりおりの運動、休養等多様なレクリエーション活動を通じて、人間形成の場

となるものとする。 

４）広く国民各層の連帯意識の醸成と生きがいの追求に資するため、新しい時代に相応

しい格調の高い文化活動の拠点としての性格を有するものとする。 

５）大震火災時の避難地としての機能を併せ有するものとする。 

６）わが国の伝統的造園技術を生かすとともに、広く現代の技術を結集したものとする。 

２．施設等に関する事項 

１）昭和の５０年を顧みるとともに新たな時代の発展を祈念するのにふさわしい記念施

設を設置する。 

２）豊かな緑と深い樹林地を基調とし、武蔵野の景観を蘇生させるための修景を施すと

ともに、水を有効に活用する。 

３）四季の変化に対応し、豊かな季節感をつくりだす花園を設置するほか、わが国の代

表的な花であるサクラ等を活用した花木園、日本庭園等を設置する。 
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４）老若男女が自由にのびのびと運動できる施設を設置する。 

５）広大な空間に、わが国並びに世界の文化水準の向上に寄与するため、格調の高い文

化活動を可能とする施設を設置する。 

６）広場、園路等の施設は、大震火災時における立川市、昭島市の広域避難場所として

の機能が十分発揮できるような規模、構造等を有するものとする。 

７）本公園の機能を高度に発揮させるために、園内の交通施設はもとより、来園のため

の交通施設の整備を図るものとする。 

 

１．２ 運営維持管理基本方針の策定の背景・目的 

国営昭和記念公園は、東京都心部から西へ約 35km に位置し、交通アクセスも整備され

た都市型公園であり、平成 25年度は約 380 万人が来園している。 

国営昭和記念公園では、昭和 58 年 10 月に「みんなの原っぱ」等約 70ha を第一期開園

して以来、順次供用区域を広げ、現在は計画面積 180ha の約 94％にあたる 169.4ha を開

園している。平成 13 年度に策定した「基本計画」や平成 25 年に公表した「国営昭和記

念公園整備・管理運営プログラム」に基づき、整備・維持管理を進めているところであ

る。 

以上のような背景を踏まえ、今後の国営昭和記念公園における維持管理の基本的な考

え方を示す「運営維持管理基本方針」を策定した。 

 

１．３ 運営維持管理基本方針の位置づけ 

この運営維持管理基本方針は、日本を代表する国営公園である国営昭和記念公園が、

今後、その使命や役割を担うための運営維持管理のあり方を示したものであり、以下の

内容で構成している。 

①運営維持管理の基本方針 

②運営維持管理の重点事項 

 

１．４ 運営維持管理基本方針の対象 

本運営維持管理基本方針は、既に供用している開園区域を対象としたものであるが、

今後追加供用される区域にも適用されるものである。 

今後の維持管理においては、駐車場やレストラン等の収益施設についても、互いに連

携・調整を図りながら、効果的・効率的な維持管理に努めるものとする。 
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２．国営昭和記念公園における運営維持管理の基本方針           

 

２．１ 国営昭和記念公園の公園づくりの基本理念・基本方針の継承 

国営昭和記念公園では、これまで、上述した基本理念・基本方針に基づく公園づくり

を進めてきた。今後も、これら基本理念・基本方針を継承するとともに社会情勢の変化

などをふまえて整備・維持管理を進めていくこととする。 

 

２．２ 今後の維持管理の基本方針 

国営昭和記念公園は、その存在価値や利用価値を、継承・連携・発信していくことに

より、わが国を代表する都市公園として先導的な役割を担う公園である。 

公園の存在価値とは、社会資本である公園が公共の福祉の増進や広域・地域の防災等

安全・安心に貢献する機能や施設を有していることであり、公園の存在自体に価値があ

ることである。この存在価値は、市場原理になじみにくく、持続的に維持しなければな

らない根元的なものである。 

一方、利用価値とは、存在価値を維持した上で、公園施設や機能を活用した様々な活

動が豊かに展開される公園の利用環境を意味している。この利用価値は、多様な主体の

知恵や工夫を活用して、安全、安心、快適な公園環境を創出していかなければならない

ものである。 

この存在価値や利用価値を継承・連携・発信していくためには、国営昭和記念公園を

運営維持管理・利用する多様な主体（国土交通省、運営維持管理事業者、ボランティア、

入園者等）が、今後の国営昭和記念公園のあるべき目標・将来像を共有し、国営昭和記

念公園のさらなる魅力向上に向けた取組を推進していく必要がある。 

なお、国営昭和記念公園は、立川市、昭島市の広域避難場所に指定されているととも

に、南関東地域における大規模災害時の政府の応急対策活動拠点である立川広域防災基

地に隣接していることから、防災機能を維持し、更なる機能強化を図っていく必要があ

る。 

そのため、今後の国営昭和記念公園における運営維持管理の基本的な考え方として、

以下に示す３つの基本方針を設定した。 
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基本方針１）わが国を代表する公園として、基本理念及び昭和天皇御在位五十年記念事業

の意義を再確認・継承し、整備・管理運営を行う。 

・ 「緑の回復と人間性の向上」のテーマを継承し、豊かな緑につつまれた広い公共空

間と「みどりの文化」にふさわしい文化活動の維持・向上 

・ 日本庭園や盆栽苑等の維持管理を通した、わが国の伝統的造園技術を継承 

・ 広く国民が四季を通じてふれあえる、心地よく、日本らしい特徴ある自然及び景観

の保全・形成 

 

[国営昭和記念公園の実績] 

・ 四季を通じて様々な花による開花リレーを展開 

・ 日本庭園や盆栽苑において、日本の伝統的な造園技術を生かしながら、四季折々の

自然美を表現 

・ みんなの原っぱ等の広い公共空間を各種スポーツ大会やイベントの会場、またレク

リエーションの場等として活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本庭園、盆栽苑、6300 ㎡の池などを配置した「池泉回遊式庭園」】

＜チューリップ＞ ＜コスモス＞ 
【花をテーマとしたイベントの展開】 

【イベントやレクリエーション活動の 
拠点となるみんなの原っぱ】 
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基本方針２）国営昭和記念公園のポテンシャルを活かし、地域等との連携を強化する。 

・ 各種ボランティアの育成及び協働を図り、市民参加の公園づくりを推進 

・ わが国並びに世界の文化水準の向上に寄与する、地域と連携した文化活動の推進 

・ 周辺地域と連携した、多様な生物の生育・生息環境の創出 

 

[国営昭和記念公園の実績] 

・ 年間延べ約 14,000 人のボランティア活動による、市民参加の公園づくり 

・ 立川市等と連携した花火大会や、立川市と連携したウインターヴィスタイルミネー

ション等、年間約 370 件のイベント（主催）の実施 

・ こもれびの里において、計画・整備・管理の各段階を通して市民が継続的に参加す

る公園づくりを実践 

・ 水鳥の池やこもれびの丘等、自然及び生物の拠点を、雑木林や草地等でつなぎネッ

トワーク化することで、生態的に豊かなエリアを創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水鳥の池やトンボの湿地など、
多様な生物生息環境を創出】 

【生態系ネットワークの創出】 

ボランティアの活動 
 13 団体 約 750 人 
①こもれびの丘ボランティア   
②ハーブボランティア 

③サギソウボランティア     
④ガイドボランティア 
⑤こもれびの里クラブ      

⑥野鳥ボランティア 
⑦こどもの森ボランティア    
⑧草笛ボランティア 

⑨スポーツボランティア     
⑩野外生け花ボランティア 
⑪わんわんスタッフ       

⑫オランダ花の会ボランティア 
⑬花みどり文化センターボランティア

【花火大会】 【ウインターヴィスタ 
イルミネーション】 
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基本方針３）「みどりの文化」などに関する情報発信を推進する。 

・ 昭和という時代を象徴するとともに、国際的にも特徴ある日本を代表数する大規模

公園として「みどりの文化」を醸成し、発信 

・ 格調高い文化活動の拠点として、「みどりの文化」の浸透を図り、国民の資質向上

に寄与 

・ 「みどりの文化」に関する現代の英知と技術を広く収集し、発信 

・ 誰もが安心して楽しめる公園の情報発信 

 

[国営昭和記念公園の実績] 

・ 自然体験型レクリエーション等、環境学習及び普及啓発の場を提供 

・ 「都市における緑の文化の創造と発信」のテーマに沿った、みどりの文化ゾーンの

運営及び整備 

・ ユニバーサルデザインの理念に基づく公園整備による、誰もが使いやすい公園づく

りの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みどりの文化の拠点となる 
花みどり文化センター】 

【障害者、高齢者に対する 
園内サポートサービス】 

【環境学習イベント】 【自然体験型レクリエーション】
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３．運営維持管理の重点事項                       

２．で定めた基本方針を基に、今後の国営昭和記念公園の運営維持管理にあたり重点的

に取り組む事項を整理した。 

 

（１）「みどりの文化」の創造・継承・発信 

・ 日本庭園、盆栽苑をはじめ、伝統的な園芸技術の保存、研究、継承に努めます。 

・ 「みどりの文化」にふさわしい格調高い文化活動の場を提供します。 

・ 花や食の文化など、楽しむための公園文化の発展を図ります。 

・ わが国の「みどりの文化」の情報発信に努めます。 

・ 「みどりの文化」に関する地域住民や造園関係の学会、大学等との連携、人材育成

を進めます。 

・ 公園から地域に広がっていく「みどりの文化」の浸透を促進します。 

・ ユニバーサルデザインや防災に関する都市公園のモデルとして、情報の発信を進め

ます。 

２）優れたランドスケープの創出・継承 

・ 雄大な景観とヒューマンスケールにあった心地よい景観の両方が調和した空間を

創出します。 

・ 景観の連続性や統一感を高めた、優れたランドスケープを創出・継承していきます。 

・ トータルランドスケープを意識した景観管理手法の確立をめざします。 

・ 時を経て絵になる場所、日本らしい特徴ある景観づくりを進めます。 

３）環境保全・緑化の取組 

・ わが国の伝統的な文化である人間と自然との関わり方を継承していきます。 

・ 伝統的な緑化技術に加え、屋上緑化、壁面緑化など新しい緑化技術の積極的導入を

図ります。 

・ 再生可能エネルギーなど、環境技術を活用した CO2 削減への取組を推進します。 

・ 地域の緑の拠点として、環境保全・緑化に努めます。 

・ 当公園での環境保全・緑化の取組について発信を進めます。 

４）生きものの環境保全の取組 

・ 自然環境の保全や多様な生物の生息・生育環境の創出・向上を図ります。 

・ 周辺環境との連続性を保ち、エコロジカルネットワークの形成を図ります。 

・ 当公園での生きものの環境保全の取組について発信を進めます。 

５）地域連携による活性化 

・ ボランティアと連携し、より魅力的な公園となるよう取組を進めます。 

・ 地域、企業、研究機関と連携した花みどり等に関するイベントの実施を進めます。 

・ 広域観光との連携により、海外からの利用者の誘致を進めます。 
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第１章 総則 

第 1 条 目的 

国営昭和記念公園（以下「本公園」という。）は、昭和５４年閣議決定により、米軍から返還され

た立川飛行場跡地において、昭和天皇御在位五十年記念事業として国が設置したロ号国営公園である。 

本公園の計画面積は約 180ha で、東京都立川市及び昭島市に位置している。本公園は、みどりの文

化ゾーン、展示施設ゾーン、水のゾーン、広場ゾーン、森のゾーンの５つに区分され（別添１「公園

平面図」及び別添２「土地利用方針図」参照）、「緑の回復と人間性の向上」をテーマとし、以下の３

つの基本方針の基に総合的に整備、管理、運営を進めてきている（別紙４「国営昭和記念公園運営維

持管理基本方針」参照）。 

基本方針１）わが国を代表する公園として、基本理念及び昭和天皇御在位五十年記念事業の意義

を再確認・継承し、整備・管理運営を行う。 

基本方針２）国営昭和記念公園のポテンシャルを活かし、地域等との連携を強化する。 

基本方針３）「みどりの文化」などに関する情報発信を推進する。 

本公園の供用の経緯は、昭和５５年に国営公園用地としての処理が決定され、同年に起工し、昭和

５８年１０月２６日にみんなの原っぱ、花木園、展示広場等約 70ha を供用開始した。以降、順次整

備を進め、平成２６年７月には計画面積の約９４％となる 169.4ha を開園している。 

昭和５８年の開園時から平成２５年度までの公園利用者数累計は、約 7,000 万人であり、平成 25

年度には年間約 380 万人の方々に利用されている。 

本業務は、本公園において、国の組織である国土交通省関東地方整備局国営昭和記念公園事務所（以

下「国事務所」という。）との調整の下で、豊かな緑につつまれた広い公共空間と文化的内容を備え

た公園として、より多くの公園利用者が安全で快適に公園を利用できるよう、利用者サービスや利用

指導を図るとともに、公園の質的水準を維持、向上させ、本公園全般にわたり、公園資産を保全、増

進させることを目的とする。 

 

第２条 適用及び用語の定義 

本仕様書は、H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務のうち、「本業務全体の計画立案及びマネ

ジメント業務」、「企画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」（以下「本

業務」という。）に適用する。 

なお、本仕様書に用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりである。 

１）「関東地方整備局」とは、国営公園の管理主体者であり、本業務の発注者のことをいう。 

２）「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、事業者又は事業者の指定する職員

に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う発注者の指定する職員で、総括調査員、主任調査

員及び調査員を総称していう。 

３）「検査担当者」とは、事業者の指定する本業務に関する作業完了の確認を行う職員をいう。 

４）「事業者」とは、本公園の運営維持管理者として、本業務を受注した者のこと。 

５）「公園利用者」とは、有料区域・無料区域を問わず、本公園を利用する者のこと。 

６）「自主事業」とは、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、関東地方整備局と事前に協議

し、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は第 12 条に基づく許可を得た上

で実施する事業のこと。 
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７）「収益施設」とは、公園利用者サービスの向上を図るため、事業者が独立採算により運営管理

を行う施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第

20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必要となる場合が

ある。 

８）「入園料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条第 2 項及び都市公園法

施行規則（昭和 31 年建設省令第 30 号）第 11 条第 2 項に基づき、有料区域を利用する者から

徴収する料金のこと。また、「施設利用料金」とは、歓楓亭及び花みどり文化センターについ

て、施設利用に際し公園利用者から徴収する料金のことであり、「入園料」及び「施設利用料

金」をあわせて「入園料等」と称する。 

９）「利用料金」とは、収益施設等の使用やそれに伴うサービスの対価として、収益施設等を利用

する者から徴収する料金のこと。 

10）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、施設運

営者が関東地方整備局に納める公園の土地または建物の使用にかかる料金のこと。 

11）「建物使用料及び土地使用料」とは、本公園の土地または建物を使用して臨時的な飲食・物販

施設等を設置する場合に、「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの基準について」

（昭和 33 年蔵管第 1 号）に基づき関東地方整備局から金額を通知し、事業者が関東地方整備

局に納める料金のこと。 

12）「業務責任者」とは、本仕様書の第１３条に示す業務内容である本業務全体の計画立案及びマ

ネジメント、企画運営管理、施設・設備維持管理、植物管理の個々の業務遂行を監理するもの

のこと。 

13）「総括責任者」とは、本業務全体を監理するものであり、業務責任者のうち、本業務全体の計

画立案及びマネジメントの業務責任者をもってそれにあてること。 

14）「スタッフ」とは、事業者が業務を履行するための職員、アルバイト、その他関係従事者をい

う。 

15）「管理物件」とは、別添１「公園平面図」に示す敷地及び附属設備を指す。なお、同敷地内で

あっても、第三者が持ち込み、または、管理許可を受け、もしくは占用している設備・機器、

工作物等については、その対象から除外する。 

16）「国事務所」とは、国土交通省関東地方整備局国営昭和記念公園事務所のこと。 

17）「管理事務所」とは、別添４「管理事務所図」に示す建築物を指す。 

18）「管理センター」とは、管理事務所を拠点として本業務を遂行する組織のこと。 

19）「修繕」とは、施設の劣化した部分又は部材について、性能又は機能を原状あるいは事実上支

障のない状態まで回復させること。 

20）「改修」とは、性能又は機能を従前より向上させるような措置を行うこと。 

21）「保守」とは、機器等の必要とする性能または機能を維持する目的で行う消耗品または材料の

取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な作業を行うこと。 

22）「点検」とは、施設の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常又は劣化

がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含む。 

23）「指示」とは、関東地方整備局又は調査職員が事業者に対し、業務の遂行上必要な事項につい

て書面をもって示し、実施させることをいう。また、関東地方整備局長が事業者に対し、業務
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の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときには、競争の導入による公共

サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「公共サービス改革法」という。）

第 27 条第 1 項に基づき、必要な措置をとらせることをいう。 

24）「通知」とは、関東地方整備局若しくは調査職員が事業者に対し、又は事業者が関東地方整備

局若しくは調査職員に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

25）「報告」とは、事業者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知

らせることをいう。 

26）「承諾」とは、事業者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、

調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

27）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、関東地方整備局又は調査職員と事業

者が対等の立場で合議することをいう。 

28）「提出」とは、事業者が調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を

説明し、差し出すことをいう。 

29）「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したも

のを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達で

きるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 

30）「検査」とは、既済検査あるいは完了検査のことをいう。 

31）「勧告」とは、関東地方整備局長が事業者に対し、業務等に関する事項について、書面をもっ

て、改善等の行動をとるように説きすすめることをいう。 

32）「命令」とは、関東地方整備局長が事業者に対し、業務等に関する事項について、書面をもっ

て、改善等の一定の義務を課する具体的な処分をいう。 

 

第３条 総則 

１．本仕様書は、本業務を遂行するために必要な事項を定め、もって本公園の適正な運営維持管理を

期するものである。 

２．本業務の実施は、H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務契約書（以下「契約書」という。）

によるほか、本仕様書によるものとする。 

 

第４条 準拠規定 

本業務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる基準等に準拠する。 

１）都市計画法 

２）都市公園法 

３）道路交通法 

４）景観法、屋外広告物条例 

５）建築物における衛生的環境の確保に関する法律、建築物環境衛生管理基準（厚生労働省） 

６）消防法（消防庁） 

７）建築基準法 

８）労働基準法、労働安全衛生法 

９）下水道法 
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10）水道法 

11）水質汚濁防止法 

12）浄化槽法 

13）食品衛生法 

14）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

15）大気汚染防止法 

16）騒音規制法 

17）振動規制法 

18）個人情報の保護に関する法律 

19）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 

20）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

21）電気事業法及びこれに基づく政令等 

22）電気設備に関する技術基準を定める省令 

23）建築保全業務共通仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

24）建築保全業務報告書作成の手引き（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

25）公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

26）公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

27）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編) 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

28）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

29）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

30）公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

31）プールの安全標準指針（文部科学省、国土交通省） 

32）プール等取締条例及び施行規則（東京都） 

33）プールの安全・衛生の管理（東京都福祉保健局） 

34）移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 

35）移動等円滑化の促進に関する基本方針（国家公安委員会、総務省、国土交通省） 

36）都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省） 

37）公園のユニバーサルデザインマニュアル 

（財団法人 都市緑化技術開発機構 公園緑地バリアフリー共同研究会編） 

38）都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版） 

（国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課） 

39）国土交通本省委託契約取扱要領（別添５） 

40）第 4 次レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）（環境省自然環境局） 

別紙　18



 

6 
 

41）東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）～東京都レッドリスト～2010 年版 

42）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

43）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 

44）猛禽類保護の進め方(改定版)（環境庁自然保護局野生生物課編） 

45）土木工事標準仕様書 

46）土木工事施工管理基準 

47）工事記録写真撮影基準 

48）電気通信設備工事標準仕様書 

49）機械設備工事標準仕様書 

50）測量・調査・設計業務必携 

51）土木工事必携 

52）土木工事施工管理の手引き 

53）河川法 

54）建設業法 

55）建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 

56）国有財産法、会計法、会計検査院法、国の債権管理等に関する法律 

57）遺失物法 

58）鉄道事業法 

59）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

60）博物館法 

61）原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版） 

（国土交通省住宅局住宅総合整備課） 

62）その他、関係諸法令 

 

第５条 事業者の義務 

１．運営維持管理者となる事業者は、本業務について善良なる管理者の注意をもって実施する義務を

負うものとする。 

２．本公園の設置の意義を踏まえて、その効用を最大限発揮させるよう、努力しなければならない。 

３．本業務全般について計画立案を行い、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、

本仕様書第２章に示す多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、相互連携を保ち、適切に進捗管

理を行いつつ実施しなければならない。 

４．事業者は、本公園の管理について創意工夫のある企画や効率的な運営等により、公園利用者の多

様なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図り、効果的・効率的な管理運営を目指さなけれ

ばならない。 

５．事業者は、本業務の実施にあたって、関東地方整備局又は調査職員と常に密接な連絡をとり、本

業務の目的の達成を図るものとし、その実施状況を記録しておくものとする。 

 

第６条 関東地方整備局と事業者の責任分担 

本公園の運営維持管理業務を実施するにあたり、関東地方整備局と事業者の責任分担を下表「責任
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分担一覧」のとおりとする。ただし、「責任分担一覧」に定める事項に疑義が生じた場合、又は、「責

任分担一覧」に定めのない事項については、関東地方整備局と事業者の間で十分に協議のうえ決定す

るものとする。 

関東地方整備局と事業者の責任分担一覧 

項目 
関東地方 
整備局 

事業者 

 
 

運営 
維持 
管理 

収益 
施設 

 内   容    

料金徴収業務 入園料等（収益施設運営に係るものを除く）
の徴収業務 
（徴収料金は、関東地方整備局に納付） 

 ○  

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5 条に基づき
設置・管理している施設は除く。） 

 ○  

収益施設の管理 収益施設の管理   ◎ 

物品の管理 
関東地方整備局より提供のあった物品の管理  ○ ◎ 

本業務において取得した物品及び消耗品の管
理 

 ○  

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公
園利用者からの苦情、訴訟、要望への対応 

 ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

事故・災害時対応 本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

 但し、30/1000 以上の物価変動が見込まれる
場合 

○   

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う
経費の増減 

 ○  

 収益施設の運営日時の変更に伴う経費の増減   ◎ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○   

 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○  

施設・物品等の修
繕 

事業者の責めに帰すべき事由による場合（事
業者による管理が不適切なために修繕が必要
になった場合も含む。）（以下この表において
「①」という。） 

 ◎ ◎ 

 修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円を超
えない場合かつ年間修繕費用 2,300 万円（税
抜き）【平成 27～29 年度】、1,900 万円（税抜
き）【平成 30 年度分】※を超えない場合（上
記①を除く。）。 

 ○  

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修
繕にかかる費用（上記①を除く。）。 

  ◎ 

 上記３項目以外の場合 
※予算の状況により施設の使用中止又は臨時
閉園とする場合には、年間業務計画の変更を
協議するものとする。 

○   

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画
に基づく警戒体制以上の体制をとるような事
態）の不可抗力（以下この表において「②」
という。）により公園施設に著しい損害を受け
た場合に、公園を一時閉園するなどして行わ
なければならない施設、設備等の復旧等 
※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園
とする場合には、対応を協議するものとする。

○   
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※年間修繕費用は、軽微な維持管理修繕に要した費用の平成 23 年～平成 25年の実績平均と現在の

状況を踏まえた額であり、本業務において事業者によるこれと同程度の修繕を見込んでいる。実

績は、別紙３８「建物及び工作物に関する修繕履歴」を参照のこと。 

※事業者の責任分担にかかる項目のうち◎の項目については、委託費を充当することはできない。 

 

第７条 公共サービス改革法第 27 条第 1 項に基づく指示 

関東地方整備局長は、事業者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると認め

るときは、公共サービス改革法第 27 条第 1 項に基づき、事業者に対し、必要な措置をとるべきこと

を指示できるものとする。 

  

第８条 契約の解除 

関東地方整備局は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

１）公共サービス改革法第 22 条第 1 項第 1 号イからチ又は同項第 2 号に該当するとき。 

２）繰り返し法令違反を行ったとき。 

３）暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかになったとき。 

４）暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになった

とき。 

 

公園利用者への損
害 

事業者の責めに帰すべき事由により、公園利
用者に損害を与えた場合（事業者の不適切な
運営又は、施設管理による公園利用者の怪我
等） 

 ◎ ◎ 

共通仕様書第 32 条の保険の付保及び事故の
補償に係る場合 

 ○ ◎ 

上記２項目以外の場合 ○   

第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者
に損害を与えた場合 

 ◎ ◎ 

上記以外の場合 ○   
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第２章 業務内容 

第９条 運営維持管理基本方針 

事業者は、国有財産としての適正な管理を保持しつつ、創意工夫やノウハウを積極的に発揮し、以

下の運営維持管理の重点事項に則り、本業務の遂行に努めなければならない。 

１）「みどりの文化」の創造・継承・発信 

２）優れたランドスケープの創出・継承 

３）環境保全・緑化の取組 

４）生きものの環境保全の取組 

５）地域連携による活性化 

 

第１０条 業務実施の基本的事項 

事業者は、本業務の実施にあたっては、各業務間の総合調整を十分に図り、次に掲げる項目に留意

するものとし、本仕様書第 1 条の 3つの基本方針に沿った管理運営を行うものとする。 

１）自然環境との共生や環境に配慮した維持管理の実施及び環境学習や総合学習（総合的な学習

の時間）への積極的な対応を行う。 

２）安全で快適な利用がされるように公園利用者指導及び利用者サービスを適切に行うとともに、

利用の活性化を図るため公園利用者ニーズに的確に対応した利用促進策を展開する。 

３）市民参加を推進するため、園内のボランティア活動への支援・指導に努める。 

４）乳幼児連れの公園利用者、障害者、高齢者等への適切な対応等を図る。 

５）地域との良好な関係を維持するため、地元公共団体､企業､市民等との連携を図り、地域連携

を継承していく。 

６）様々な管理技術の駆使や、効率的な管理運営等を通じて、常に経費の削減に配慮しながら高

品質な維持管理を実施する。 

７）災害や事故等における危機管理を徹底するとともに、発災時には避難地または、災害復旧活

動拠点としても機能するよう、適切な対応を行う。 

８）植物性発生材の堆肥化や塵芥のリサイクル、水循環等、園内での資源の有効活用に配慮する。 

９）良好な景観の形成に努めた維持管理を実施する。 

10）利用状況に応じ、適正に本業務を行い、利用に支障をきたさないように配慮する。 

 

第１１条 履行場所及び履行期間 

１．履行場所 

施設名称 国営昭和記念公園 

所在地  東京都立川市、昭島市 

敷地面積 169.4ha 

注）本業務の対象敷地は国営昭和記念公園の供用区域であり、その面積は、平成 26 年 7 月現

在 169.4ha である。 

     ※別添１「公園平面図」を参照すること。 

     ※兼用工作物については別添１３「兼用工作物関係」を参照すること 

２．履行期間 
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平成２７年４月１日から平成３１年１月３１日までとする。 

事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう過年度事業者から契約日以降業務開始日まで

に必要な引き継ぎを受け、業務開始に備えなければならない。 

 

第１２条 開園日時等 

本業務の履行期間における本公園の開園日、開園時間、入園料については原則として官報告示に従

う。 

開園日・開園時間 

エリア 期間 開園時間 

(1)供用区域 

（(2)に掲げる区域を除

く。） 

3月 1日～3月 31日 9:30～17:00 

4 月 1日～9月 30日※1 9:30～17:00 

※1 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8月の第 3日曜日まで 
9:30～19:00 

※1 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8月の第 3日曜日の翌日以降 
9:30～18:30 

※1 上記のうち 

プール開園期間以外の土曜・日曜・祝日 
9:30～18:00 

10 月 1日～10月 31 日 9:30～17:00 

11 月 1日～2月末日 9:30～16:30 

(2)みどりの文化ゾーン 3月 1日～春分の日の前日 8:30～17:00 

春分の日～3月 31日 8:30～17:30 

4 月 1日～9月 30日※2 8:30～18:00 

※2 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8月の第 3日曜日まで 
8:30～19:00 

※2 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8月の第 3日曜日の翌日以降 
8:30～18:30 

10 月 1日～10月 31 日 8:30～17:00 

11 月 1日～2月末日 8:30～16:30 

※休園日は 12月 31 日及び 1月 1 日、2月の第 4月曜日とその翌日（2月の第 4 月曜日が 2月末日の場

合は 3月 1日が休園日） 

※開園時間は行催事等により変更する場合がある。（別紙１８「開園時間延伸状況」参照） 

※繁忙期、行催事開催時等においては、事業者が関東地方整備局に協議し、承諾を得た上で開園時間

の変更を行うことができる。 

※開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は事業者が関東地方整備局に協議

し、承諾を得て休園とする。 

 

なお、以下のとおり無料入園日を設けることとし、当該年度の日付は１ヶ月前までに通知する。 

春の都市緑化推進運動／４月１日～６月３０日【期間中１日】 

秋の都市緑化月間／１０月１日～１０月３１日【期間中２日】 

昭和の日／４月２９日【１日】 

児童福祉週間／５月５日【１日】 

 ※小学生若しくは中学生又はこれらに相当する者のみ無料 

立川まつり国営昭和記念公園花火大会／７月最終土曜日【１日】 
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 ※18:00 以降の入園者のみ無料 

敬老の日／９月第３月曜日【１日】 ※満６５歳以上の者のみ無料 

 

第１３条 対象業務の構成 

事業者は、本公園の供用区域内に位置する都市公園法第２条第２項で規定された各公園施設を対

象として、個別仕様書に記載された管理水準の達成、業務内容を踏まえ、以下の各業務を行うものと

する。（別紙１「主要公園施設一覧」、別紙２「主要建築物一覧」） 

１）本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

・本業務全体の計画立案及びマネジメント 

・入園料等徴収、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務 等 

２）企画運営管理業務 

・企画広報（行催事企画運営、広報、公園ボランティア活動の支援・調整） 

・公園利用者への利用指導、公園利用者へのサービス、園内巡視 等 

３）施設・設備維持管理業務 

・維持修繕・保守点検等（建物、建物設備、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設、

給水施設、水景施設、その他設備） 

・清掃（園内清掃、園内建物清掃） 等 

４）植物管理業務 

・高木管理、中低木管理、草地管理、草花管理等（草刈り、施肥、灌水、剪定等） 

 

第１４条 個別業務の内容 

１）本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の下

で、企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務につ

いて総合的な調整のもと相互連携を保ち、適切な進捗管理を行うとともに、入園料等の徴収

事務、関東地方整備局の実施する整備・修繕工事における実施方針の検討等の助言・調整、

臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務を行う。（詳細は別紙６「個別仕様

書（計画立案）」を参照のこと。） 

２）企画運営管理業務 

利用促進のための行催事（材料代等実費を公園利用者から徴収するもの等を含む）や広報宣

伝の企画・立案・実施・参加者受付及び公園ボランティアに対する支援・調整を行う業務で

ある。また、公園利用者の安心・安全を確保し、円滑に利用してもらうために、利用指導及

び利用案内等の公園利用者に対するサービスの提供、公園利用者の施設予約等の受付、園内

巡視、本業務に関わる自動車維持等を行う。さらに、花と緑、公園、環境等について、緑の

文化に関する体験、交流、情報発信等及びみどりの文化ゾーン利用者に対する支援・調整を

行う。（詳細は別紙７「個別仕様書（企画）」参照のこと。） 

３）施設・設備維持管理業務 

(1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設等について、所要の目的が果たされる
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よう、日常、適宜巡回点検・保守点検し、常に安全で良好な状態にあるよう、利用の状況

に応じて破損個所の軽微な補修又は補充を適切に行う業務である。また、給水施設や電気

設備の使用量を計測し記録を確実に行うとともに、水景施設に関しては、衛生面の安全を

確保するよう、水質管理を確実に行う。ただし、渓流広場等貴重種が生息している水景施

設については、生物多様性の観点から水質保全を行う。（詳細は別紙８「個別仕様書（施設・

設備）」を参照のこと。） 

(2) 清掃 

公園利用の動向、塵芥及び汚水等の発生量に即応して適切な措置をとり、園内や建物の清

掃を行い、常時公園内を清潔にする。また、園内に塵芥が散乱した場合は、速やかに園内

の清掃を行い、利用に支障が生じないよう適切な措置をとる。なお、塵芥は種類ごとに定

められた処理方法に従って、適切に処理する。（詳細は別紙８「個別仕様書（施設・設備）」

を参照のこと。） 

４）植物管理業務 

静かで緑あふれる環境を基調とし四季折々の花風景の演出を行うため、利用状況、景観等に

応じた除草、外来種の除去、芝刈り、施肥、潅水、樹木の剪定等を行うことにより、園内の

植物が常に良好な状態にあるように植物管理を行うとともに、公園利用者に怪我等がないよ

う適切な管理を行う。特に、伝統的な造園技術等の継承を目的とする日本庭園、盆栽苑につ

いては、当初の設計思想等を損なわないよう、樹木、草花、芝生等について、機能的かつ一

体的な維持管理を実施するとともに、打ち水等の伝統的な日常の庭園管理の他、松のみどり

摘み・もみ上げ・雪吊りなど伝統的な管理技法の実演を行う。（詳細は別紙９「個別仕様書（植

物）」を参照のこと。） 

 

第１５条 業務実施体制 

１．本公園の設置目的を達成し、公園利用者の安全・快適な利用サービスを提供するため、下記の資

格要件を備えている職員を配置するなど本業務を実現する業務実施体制を構築しなければならな

い。なお、資格証明書の写しを調査職員に提出するものとする。 

＜事業者が保有する必要がある資格＞ 

・１級造園施工管理技士 

２．日常管理業務に加え、公園利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応が

適切に行われるよう、一元的な管理体制を構築しなければならない。 

３．本業務全体の計画立案及びマネジメント、企画運営管理、施設・設備維持管理、植物管理につい

て業務別に業務責任者を配置することする。なお、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務

の業務責任者を総括責任者とし、業務責任者による他業務責任者及び担当者の兼務を妨げない。

ただし、総括責任者が収益施設等管理運営業務を行う場合、業務責任者（総括責任者を含む）が

収益施設等管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等運営業務とそれ以外の業務との従事

割合等を明確に区分し、収益施設等管理運営業務への委託費の支出は認めない。  

４．開園期間中は、本仕様書第１４条１）～４）の業務責任者及び収益施設等運営業務の業務責任者

のうち、少なくとも２名以上が勤務する体制とすること。さらに業務責任者が勤務しない業務に

ついては、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め本仕様書第１４条１）
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～４）が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。なお主な業務従事（勤務）場所は、管理

事務所（別添４）とすることを想定している。 

５．この他、国庫に納入する入園料等の徴収業務を担当する経理担当者、及び救急対応を担当する者

を配置するものとするが、経理担当者は、刑法（明治 40年法律第 45 号）、その他の罰則の適用に

ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 

第１６条 業務計画書 

１．事業者は、契約締結日の 14 日前までに、企画書にもとづく積算根拠となる詳細な工種、数量、

月次の工程計画、体制を記載した「業務計画書」を関東地方整備局に提出し、協議の上、承諾を

得なければならない。 

２．「業務計画書」の策定にあたっては、運営維持管理の実務を通じた経験や知見、公園利用者から

の意見・苦情・要望を踏まえた業務計画の変更の経緯、記録が確実に残る仕組みを構築し、「業務

計画書」に記載する。 

３．運営維持管理の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望に基づく対応につ

いて、年度内での変更が求められる場合は、「業務計画書」を随時修正する。 

変更業務計画書の提出の必要の有無は内容に応じて調査職員と協議する。なお、次年度以降の実

施内容に変更がある場合は、次年度の業務開始 14日前までに変更業務計画書を提出し、承諾を得

るものとする。ただし、軽微な変更の場合はこの限りではない。 

４．四半期別必要経費内訳書には、「業務計画書」の変更がある場合は、その結果を反映した上で、

数量、単価を記載し、積算根拠を明確にする。 

 

＜業務計画書に記載が必要な項目＞ 
・ 年間管理運営計画（月別） 
・ 年間行事計画書（月別） 
・ 年間広報計画（月別） 
・ 年間ボランティア活動計画（月別） 
・ 企画提案された実施方針(月別)  （別紙様式１－６「実施方針（別紙 年間業務計画）」） 
・ 業務実施体制（資格証明書の写しを含む） （別紙様式１－５「実施体制」により作成） 
・ 業務実施のための管理機構及び職務分担 
・ 実施計画（別添５「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
・ 四半期別必要経費内訳書（別添５「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
・ 再委託承諾申請書（別添５「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
・ 施設管理作業（建物管理、工作物管理、清掃） 
・ 植物管理作業 
・ 収益施設運営計画 （別紙様式３「収益施設運営計画書」） 
・ 公園内巡視作業 
・ 入園料徴収及び公園利用者への利用指導 
・ 安全管理、安全確保、救急救護、防災計画、消防計画、災害時・異常時対策 
・ 公園利用促進への取り組み（広報、行催事等の開催） 
・ 市民参加による公園運営（ボランティア） 
・ 環境への配慮 

 

第１７条 業務報告書 

１．事業者は、運営維持管理の実施状況と包括的な質や管理水準等の達成状況のモニタリングが確実

に行えるよう、報告書等を調査職員に毎月又は四半期ごとに提出する。 

２．事業者は、各年度の業務を完了した時は、遅滞なく、当該年度の完了報告書、精算報告書及び委
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託費経費内訳報告書、残存物件報告書（以上、各正本１通、副本１通）に成果物（年度内に実施

した運営維持管理実績を示す実施状況等の記録書一式）を添えて提出する。 

３．経理状況に関する帳簿類は常に整理し、関東地方整備局からこれらに関する報告や実施調査を求

められた場合には、速やかに調査職員の指示に従い、誠実に対応する。 

４．本業務は電子納品（試行）対象業務とする。電子納品とは、上記業務報告書の最終成果のうち調

査職員が指示するものを電子データで納品する。 

＜毎月提出が必要な項目＞ 
１）「管理月報」（勤務実績簿を含む）（提出期限は翌月の 10 日 別添様式１「管理月報」）。 
２）「事業連絡会議報告書」（毎月５日まで） 
３）運営管理実施方針（毎月５日まで） 
４）電気メーター集計表及び算定表（毎月初め） 
５）水道メーター集計表及び算定表（毎月初め） 
６）ガスメーター集計表及び算定表（毎月初め） 
７）貸与車両の稼動実績、燃料使用実績報告（提供物品使用実績報告書）（毎月初め） 
８）上記以外の発注者で指定した報告事項（適宜） 
 
＜四半期ごとに提出が必要な項目＞  
１）「管理四半期報」（提出期限、四半期翌月の 15日 別添様式２「管理四半期報」） 
 
＜当該年度の完了報告で提出が必要な項目＞ 
１）「完了報告書」 （別添５「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
２）「精算報告書」 （別添５「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
３）「委託費経費内訳報告書」 （別添５「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
４）「残存物件報告書」（別添５「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
５）「実施状況等の記録書」 
 
＜実施状況等の記録書に添付が必要な項目＞ ※事業者において記録・作成した原本を提示 
１）作業日誌 
２）保守点検の記録 
３）作業実施数量の記録 
４）作業記録写真 
５）安全衛生点検の記録 
６）修繕等の記録 
７）事業者における検査担当者が作業の完了を確認した記録 
８）その他関東地方整備局が指定した報告事項の記録 
 
＜電子納品＞ 
１）電子データとは、「電子納品等運用ガイドライン」、「現場における電子納品に関する事前協議

ガイドライン（案）」（以下「ガイドライン」）及び関東地方整備局の「電子納品に関する手引
き（案）」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 

２）最終年度の業務を完了した時には、別に定める様式（電子媒体納品書）に署名・捺印の上、「ガ
イドライン」に基づいて作成した電子データを CD-R で２部提出する。なお、書面における署
名又は捺印の取扱いについては、別途調査職員と協議するものとする。 

３）受発注者相互に CD-R の内容を確認した上で CD-R を提出するものとする。 
４）「ガイドライン」で特に記載がない項目については、原則として成果を電子化して提出する義

務はないが、調査職員と協議の上、電子化の是非を決定する。 
５）上記によりがたい場合は、調査職員と協議するものとする。 
 

 

第１８条 記録の保存 

報告書及び経理状況に関する帳簿類は、関東地方整備局等の求めに応じて常に提出できるよう、事

業者において業務完了後５年間保管する。また、契約期間終了時には調査職員へ引き継ぐこと。 

なお、本業務の記録類については以下を最低限とする。 
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・作業日誌 

・保守点検の記録 

・作業実施数量等の記録 

・作業記録写真 

・安全衛生点検の記録 

・修繕等の記録 

・事業者における検査担当者が作業の完了を確認した記録 

・その他関東地方整備局が指定する記録 

 

第１９条 モニタリング業務 

１．事業者は、公園利用者からの意見要望を積極的に把握、評価し、業務に反映させるため、以下に

掲げる調査を行うことができる。調査を行った場合は、その結果について関東地方整備局に報告

する。 

１）利用実態調査 

本公園において提供するサービスに対する公園利用者の評価について、アンケート等を実施す

るなど事業者の工夫により、確実に把握すること。また、事業者は、利用実態調査を行う場合、

その方法について、あらかじめ関東地方整備局に提出した上で、調査を実施し、その結果は、

即地的にも確認できるよう記録、集計・分析を実施する。 

 

第２０条 関東地方整備局が行うモニタリング調査 

１．関東地方整備局は、事業者が実施するモニタリング業務（本仕様書第１９条）とは別に、運営維

持管理業務の実績を評価する調査を実施する。（別紙１４「利用者アンケート」参照） 

２．事業者は、運営維持管理業務等の実施内容の評価が確実に実施されるよう、前項の調査の実施に

協力するものとする。 
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業務委託料 

業務価格 

消費税相当額

直接業務費 

一般管理費等※

植物管理 

施設・設備維持管理（維持、修繕、保
守点検、清掃等） 

本業務全体の計画立案及びマネジメン
ト業務 

企画運営管理広報（行催事企画運営、
広報、公園ボランティア活動の支援・
調整、花みどり文化推進、公園利用者
への利用指導、公園利用者等へのサー
ビス、園内巡視、繁忙日対応） 

第３章 委託費の支払い 

第２１条 委託費の支払い 

１．事業者は、提出した業務計画書に基づいて、運営維持管理業務を実施することにより、包括的な

質（「H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務民間競争入札実施要項（案）」（以下、「実施要項」

という。）1.3.1 参照）の確保に努めるとともに、個別業務の質（実施要項 1.3.2 参照）の最低水

準を確保しなければならない。 

２．関東地方整備局は、上記の履行内容を確認し、検査した上で、会計年度（４月１日から翌年３月

３１日まで）を基準とし、委託費を支払うものとし、その支払いは適正な請求書を受理した日か

ら起算して３０日以内とする。ただし、検査の結果、包括的な質及び個別業務の質の最低水準が

確保されていない場合は、風水害その他の事業者の責に帰すことが出来ない事由によるものを除

き、適切に業務を行うよう改善指示（業務の履行中を含む。）を行うこととし、事業者は要因分析

を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、委託費の請求はできないものとする。 

３．各年度の契約金額の確定額は、業務に要した経費の実費額と各年度の契約金額の支払の限度額の

いずれか低い額とする。 

４．会計法第２２条、予算決算及び会計令第５８条に基づく協議が整った場合において、事業者は委

託費の使用状況について調査職員の確認を受けた上で、業務計画書及び各年度四半期別必要経費

内訳書に基づいて、各年度の四半期における所要額として委託費の概算払を四半期毎に請求でき

る。ただし、業務の改善指示があった場合には、事業者は要因分析を行い、業務改善計画書を提

出し、承諾を得ない限り、委託費の請求はできないものとする。 

５．事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、業務実施前に事業者が作成した業務計画書

をもとに設定した包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の場合には、委託費の減額は

行わない。 

６．各業務の積算体系は、以下のとおりである。 

 

＜積算体系＞ 

 
※本社人件費（職員基本給、職員諸手当、退職手当等）、本社旅費（職員旅費）、本社庁費（職員

厚生経費、備品費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、賃料及び損料、
保険料、雑役務費等）、付加利益（法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支
払利息及び割引料、支払保証料その他営業外費用等） 
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第４章 公園内の安全管理 

第２２条 安全管理 

１．本公園における公園利用者の安全確保並びに快適な利用を図るため、本業務の履行にあたり、常

に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、本公園の利用に関し必要な事項につ

いて、適切な措置・対応を行うなど、事業者の責任において常に善良なる管理を行うものとする。

なお、関東地方整備局が定める公園利用規則等がある場合は、それに則った対応を図ること。 

２．新型インフルエンザや鳥インフルエンザのように、重症化する恐れのある感染症等については、

調査職員と協議の上、消毒液を設置するなど、適切な措置・対応を行うこと。 

３．事業者は、本業務の履行にあたっては消防法に準拠するとともに、関東地方整備局が定める安全

管理マニュアル等を遵守すること。 

４．事業者は、関東地方整備局と協力し、火災・その他災害による物的・人的被害を軽減することを

目的に、別途消防計画を作成すること。なお、消防計画には、防火管理者等の担当者を明記する

こととする。作成した消防計画は調査職員へ提出し、承諾を得ること。 

５．事業者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検査を実施し、調

査職員に報告するものとする。 

６．異常を確認した場合、速やかに調査職員に報告する。安全管理には十分注意し本業務を履行する。 

 

第２３条 安全確保 

１．本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故

の防止に努める。 

２．本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、

危険防止に必要な措置を講じた後、調査職員に報告する。 

３．設備に異常を認めた時は、危険防止に必要な措置を調査職員に提出の上、当該措置を講ずる。 

４．万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運転を一時

停止又は運転制限をする等の措置をした上、直ちに調査職員に報告し、臨時に精密検査を行い、

その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 

５．その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあるときは、関東地方整備局が定める安全管理マ

ニュアル等に則り、速やかに必要な措置を取り、事業者が作成した緊急連絡体制に基づき、次の

各号に掲げる事項について、遅滞なく、事故報告書（別添１１参照）等により調査職員に報告す

るものとする。 

１）事故発生日時 

２）事故発生場所（図示） 

３）事故発生の概要（受傷者の氏名・連絡先・受傷状況・事故原因など） 

４）事故の程度 

５）人身事故の場合は、医師の診断結果 

６）事故処理の概略  

７）再発防止策等 

 

第２４条 救急対応 
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１．事業者は、救急活動及びその報告に関するマニュアルを作成し、調査職員に提出のうえ承諾を得

るものとする。 

２．事業者は、調査職員が指定する箇所に救急施設を設置し、救急担当職員を配置する。そのうちの

主たる箇所に開園中は看護師または救急技能認定証の交付を受けた救急担当者を配属し、救急活

動に当たらなければならない。救急担当職員については、救急救護講習等を受けた者を配置する

こと。 

３．救急担当職員は、救急活動を要する事態を認めたときは、公園利用者の急病や負傷には応急処置

をとり、怪我等の状態によっては救急車両による搬送手配を行うなど、最も適切と思われる措置

をとらなければならない。 

４．事業者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確に記録するとと

もに、その経過及び結果を速やかに別途定める様式により調査職員に報告する。ただし、軽微な

ものについては、後日報告とすることができる。 

５．重大事故についてはただちに調査職員に報告し、その指示に従うこととする。 

なお、重大事故とは公園管理又は公園施設に起因するか若しくはその恐れのある事故が起こった

場合、又は３０日以上の治療を要する重傷者若しくは死者の発生する事故が起こった場合、さら

に人的被害が発生しなくても、公園施設に起因する３０日以上の治療を要する重傷者又は死者が

発生する恐れがあった事故が起こった場合とする。 

６．傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

 

第２５条 災害時、異常時等の対応 

１．事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、公園利用者の安全を確保し、迅

速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。この場合において、「閉園

判断基準」（別添１０参照）等に基づき、閉園等の必要があると認めるときは、事業者はあらかじ

め関東地方整備局と協議しなければならない。ただし、緊急上やむを得ない事情があるときは、

この限りではない。 

２．前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を調査職員に速やかに報告する。（別

添１２「災害時報告様式」参照） 

３．台風、豪雨等の災害発生が予想される場合には、事前に土のう設置、雨水桝の詰まり防止のため

の落ち葉除去等を実施し、被害の軽減に努めなければならない。 

４．台風、豪雨等の災害発生時に調査職員の指示した箇所の巡回、土のう等の設置等を行うものとす

る。 

５．事業者は、夜間及び休園日において、異常を発見した場合は、必要に応じて警察、消防等の関係

機関等に通報し、適切な措置を講ずるとともに、調査職員に速やかに報告する。 

６．調査職員は、災害防止や本業務の履行上特に必要と認めるときは、事業者に対して、臨機の措置

をとることを指示することができる。 

７．調査職員の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、事業者は、関東地方整備局が

定める安全管理マニュアル等に則り、迅速に必要な人員を確保し、適切な措置・対応を行うこと。 

８．事業者は、事故や災害発生時等への対応のため、関東地方整備局が定める安全管理マニュアル及

び国事務所が定める危機管理マニュアル（別添７参照）に基づき、事業者の役割・行動・体制等
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をとりまとめた危機管理マニュアルを作成し、調査職員に提出し、承諾を得るものとする。 

９．事業者は、事故や災害発生時等には、前項において作成したマニュアルに基づき、本公園の開園

日、開園時間に関わらず、適切な措置・対応を行うものとする。 

１０．災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、調査職

員に報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な措置・対応を行うこと。（別添１２「災

害時報告様式」参照） 

１１．大規模災害等発生時に、本公園を広域避難場所等として開設する場合にはその開設・運営が円

滑に実施されるよう、事業者は、第８項において作成したマニュアルに基づき、公園利用者の案

内や備品の移動等を行う。なお、東海地震、東南海・南海地震等においては、国土交通省の災害

対応に従うものとする。 
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第５章 協議・調整等 

第２６条 関東地方整備局の要請への協力 

１．調査職員から本公園に関する調査、又は作業の指示等があった場合には、迅速、誠実かつ積極的

な対応を行う。 

２．その他、関東地方整備局が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パトロー

ル、消防訓練、行催事、要人案内、公園に関する会議、監査・検査、視察、式典等）への参加・

協力・実施を、積極的かつ主体的に行う。 

３．事業者（総括責任者、各業務責任者）は、関東地方整備局が毎月１回開催する公園関係者の国営

昭和記念公園事業連絡会議及び安全パトロールに参加するものとする。国営昭和記念公園事業連

絡会議では、前月分の運営状況、公園利用者からの意見等を整理したものについて報告する。な

お、国営昭和記念公園事業連絡会議等で使用した書類は、電子データとして、調査職員へ提出す

る。 

４．事業者は、本業務を円滑に実施するため、必要に応じ調査職員及び本業務に関係する者との情報

交換や業務の調整を図る連絡会議を、定期又は不定期に開催するものとする。なお、連絡会議に

は、第三者を参加させることができるものとする。 

５．関係機関の立会検査又は調査がある場合は、事業者は関東地方整備局の指示により立会等に協力

する。 

６．本業務の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望は、即地的にも確認でき

るよう記録、集計・分析した結果と本業務に反映させるよう努めた事項について、調査職員に報

告するよう、努めるものとする。 

 

第２７条 別途工事等との調整 

１．国事務所の発注する別途工事又は業務（法定点検業務等）がある場合には、事業者は必要に応じ

て工事又は業務内容及び計画（変更を含む）に対して、本業務に関連する助言ならびに公園利用

及び動植物の保護育成に関する調整を行う。 

２．国事務所が別途発注する施設保全業務等の実施に当たり、事業者は、点検等の実施時期の調整に

協力する。電気設備の点検に伴う計画停電のときには、その対応については、調査職員と調整す

ること。 

 

第２８条 関東地方整備局との協議等 

１．事業者は、本仕様書に明記されていない事項又は本仕様書の内容について疑義を生じた場合は、

調査職員と協議する 

２．業務責任者又は業務担当者は、本業務の実施方法等について必要がある場合は、調査職員の指示

を求めることができる。 

３．施設の運営維持管理に係る各種規程・要項を作成する場合や、追加開園等により契約期間中に業

務内容が変更する場合、さらには、その他新業務への対応が必要な場合は、関東地方整備局と事

業者の間で協議を行う。 

４．不測の事態又は疑問等が生じた場合は、速やかに調査職員と協議する。 
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第２９条 その他の調整・報告等 

事業者は、本公園の管理・運営等で必要な以下の調整を適切に行い、結果等については、必要に

応じて報告する。 

１）地元自治体、マスコミ等関係機関、ボランティア団体等との調整 

２）その他園内施設の運営者との調整 

３）持込みイベント等の利用調整 

 

第３０条 官公署への連絡、届出 

事業者は、官公署への連絡、届出手続きは関東地方整備局に協力し、遅滞なくこれを処理する。ま

た、事業者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となるときは事業者において行う。 
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第６章 雑則 

第３１条 本業務の再委託 

事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して、又は本業務における主たる部分を再委

託することはできない。本業務における主たる部分は、次のとおりとする。 

＜本業務における主たる部分＞ 

本業務における総合的計画立案、業務遂行管理、入園料等の収受及び納入、救急・災害時の統括

管理、各業務手法の決定及び本業務履行者としての最終的な意志決定を行うための技術的判断等 

１）事業者は業務の一部を第三者に委託させようとする場合は、あらかじめ再委託の相手方の住所、

氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を調査

職員に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同

様とする。（別紙様式１－７「再委託または下請負の予定」参照） 

２）事業者が関東地方整備局に対して負う義務を適切に履行するため、事業者は再委託先の事業者

に対し、実施要項 8.4.及び 8.6.に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせる

とともに、再委託先から必要な報告を徴収することとする。 

３）事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合は、すべて事業者の責任において行うもの

とし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、事業者の責めに帰すべき事由とみ

なして、事業者が責任を負うものとする。 

４）再委託等の承諾を行った際は、必要に応じて当該部分（再委託）に該当する経費についての領

収書、明細書の写しの提出を求める場合がある。 

５）契約書第３条第４項で規定する「軽微な業務」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレー

ス、資料整理、計算処理、模型製作、和訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等及

び小規模な業務をいうものとする。なお、小規模な業務とは、原則として契約金額 100 万円未

満のものをいう。 

６）なお、再委託の相手方は入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、国土交通省関東地

方整備局長から指名停止を受けていないこと。 

７）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者に再委託してはならな

い。 

 

第３２条 保険の付保及び事故の補償 

１．事業者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇用者等の雇用形

態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

２．事業者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をも

って適切な補償をしなければならない。 

３．事業者は、自動車任意保険、施設賠償責任保険、動産総合保険の他、必要に応じて各種保険に加

入するものとする。 

 

第３３条 提供施設等の取扱い 

１．建築物及び物品の無償貸与 

本業務の遂行に必要な、関東地方整備局が保有する国の施設等を事業者に無償で貸与する。提供
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施設等については事業者にて適正に管理すること。なお、その取扱いについては、別添１４「提

供施設等の取扱い」による。 

２．物品の管理及び取得について 

本業務の遂行に必要な物品については適正に管理を行うこととし、損傷・盗難・亡失等が発生し

た場合はすみやかに調査職員に報告すること。また、本業務の遂行に必要な備品（取得価格（消

費税込み）が２万円以上のもの）を購入する場合は、事前に調査職員と協議をすること。（別添１

５「取得した備品等の取扱い」参照） 

３．残存する備品の取扱い 

事業者は、本業務完了の際、残存する備品で関東地方整備局がその費用を負担したものについて

当該備品を関東地方整備局に引き渡す。ただし、翌年度において当該業務に継続して使用される

ものはこの限りではない。 

残存する備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品の内、原状の

まま比較的長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が２万円以上のものをいう。また、関東

地方整備局より提供された備品については、２万円未満のものであっても残数を報告する。 

その他、残存する備品の取扱いについては、別添１５「取得した備品の取扱い」による。 

４．事業者は、国事務所の事務・事業に支障を来たさない範囲において、管理事務所内の施設の管理・

運営業務の実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

５．事業者が持ち込んだ機器・設備等については、国事務所の事務・事業に支障をきたすことのない

よう適切な管理を行うこと。 

６．機器・設備等を持ち込み、電気工事等の措置が必要な場合は、国事務所と協議のうえ承諾を得た

上で実施することができる。なお、必要な措置をした場合、施設の使用を終了又は中止をした後、

直ちに原状回復をおこない、国事務所の確認を得なければならない。 

７．機器・設備等を持ち込む費用、電気工事等の措置等に必要な経費及び持ち込んだ設備・機器等か

ら生じる経費（電気代、コピー代、電話代等）、原状回復に必要な経費は、事業者の負担とする。 

８．施設等運営者が機器・設備等を持ち込む場合は、事前にリストを調査職員に提出するとともに、

物品表示票を作成し持ち込む全ての機器・設備等に貼付し、常に管理すること。 

 

第３４条 本業務の引き継ぎ 

１． 事業者は、契約が完了するとき、又は解除になる場合には、調査職員の立会の下、調査職員が

指示する者に対し、誠意をもって、円滑に業務の引き継ぎを行わなければならない。引き継ぎに当

たっては、下記に示す必要な資料の作成及び提出を行い、必要な説明等を行うものとする。ただし、

契約が引き続き締結され、当該業務を継続する場合はこの限りではない。 

１）運営・利用者サービスに関する事項 

年間パスポートの登録情報、利用予約の受付、繁忙期対応、救護日誌、利用者の安全確保のた

めの措置事項 等  

２）施設・設備維持管理に関する事項 

施設・設備の点検情報、設備・機器等の各種マニュアル、施設・設備の使用において留意が必

要な事項、清掃記録 等 

３）動植物管理に関する事項 
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芝生、草地等の管理区分図、希少種の生育場所、病虫害防除、老木、記念樹等の記録 等 

４）収益施設運営に関する事項 

運営に必要な物品等の引き継ぎ、その他運営上の課題事項 等 

５）広報宣伝に関する事項 

マスコミ等の連絡方法及び連絡先・取材記録、ホームページの更新方法 等 

６）イベントに関する事項 

主催、共催イベント、体験プログラム等の実施状況、持ち込みイベントの状況、継続的な地域

連携イベント等における主催者や関係団体との連携、協力すべき事項 

７）協働活動者、関係機関との連携に関する事項 

ボランティアの登録情報、連絡方法及び連絡先、活動記録、ボランティア団体と連携して管理

を行う箇所や指導を受けている有識者の情報 等 

８）国への提出資料に関する事項 

都市公園法第５条、６条、12条に基づく申請及び許可の記録 等 

９）その他 

救急活動に関するマニュアル、近隣住民への配慮必要事項、苦情処理記録 等 

２．不可抗力その他、関東地方整備局や事業者の責めに帰することができない事由により管理の継続

が困難となった場合は、関東地方整備局と事業者は管理の継続の可否について協議すること。 

３．事業者は、業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）又は、契約が解除されるまでは、

本公園の運営維持管理が円滑に実施されるよう業務実施体制（本仕様書第１５条参照）を維持す

ること。 

４．履行期限後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵等が明らかな場合は、

その費用は事業者が負担する。 

５．新たな事業者に対し、平成 27 年 1 月から 3 月まで準備室（別添４「管理事務所図」の引継期間

貸与部分）を貸与する。準備室では、本業務に関する準備を行うものとし、準備室における光熱

水費は関東地方整備局が負担する。 

 

第３５条 情報公開 

事業者は、文書の開示等の情報公開については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」

（平成 11 年 5 月 14 日法律第 42 号）の規定に準じて取り扱うものとする。この場合、調査職員と協

議すること。 

 

第３６条 調査等への対応 

事業者は、関東地方整備局が実施する事業者に対する立ち入り検査、指示等監督・検査に対して、

誠意を持って対応すること。 

 

第３７条 会計検査への対応 

事業者は、会計検査院法第２２条に該当するとき、または同法第 23条第１項第７号に規定する「事

務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26

条により、会計検査院の実施検査を受けたり、同院から直接又は関東地方整備局を通じて、資料・報

別紙　37



 

25 
 

告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。 

 

第３８条 愛称の使用 

 共同体で本事業を実施する場合、園内看板やチラシ等において、愛称を設定の上使用することがで

きる。 
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第７章 コンプライアンス 

第３９条 守秘 

１．事業者は、業務上知り得た秘密については、第三者へ漏らしてはならない。 

２．「国営昭和記念公園運営維持管理業務」における情報のセキュリティについて（別添６参照）に

沿って、情報管理を適切に行うこと。 

３．事業者、又はその職員その他の本業務に従事している者若しくは従事していた者は、業務上知り

得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合に

は、公共サービス改革法第 54条により罰則の適用がある。 
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第８章 個人情報の取扱いについて 

第４０条 基本的事項 

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理するための個人情報の取

扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成 15年 5 月 30 日法律第 58号）第６条第２項の規定に基づき、個人情報の漏えい、

滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

第４１条 秘密の保持 

事業者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

第４２条 取得の制限 

事業者は、本業務における事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に

対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正

かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

 

第４３条 利用及び提供の制限 

事業者は、調査職員の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための利用

目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

 

第４４条 複写等の禁止 

事業者は、調査職員の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するために調査

職員から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

第４５条 再委託の禁止 

事業者は、調査職員の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための個人

情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。 

 

第４６条 事案発生時における報告 

事業者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、

速やかに調査職員に報告し、調査職員の指示に従うものとする。本業務にかかる契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

 

第４７条 資料等の返却等 

事業者は、本業務における事務を処理するために調査職員から貸与され、又は事業者が収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本業務にかかる契約の終了後又は解除後速やかに調

査職員に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、関東地方整備局又は調査職員が、廃棄又

は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 
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第４８条 管理の確認等 

調査職員は、事業者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、関

東地方整備局が必要と認めるときは、事業者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は

検査することができる。 

 

第４９条 管理体制の整備 

事業者は、本業務における事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定

めなければならない。 

 

第５０条 従事者への周知 

事業者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務における事務に関して知り得た個人

情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保

護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

第５１条 罰則 

事業者は、正当な理由無く、又は、不正な利益を図る目的で個人情報を提供したり、盗用した場

合は、法律に基づき罰則が科せられる。 
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第１章 総則 

第１条 適用 

本仕様書は、H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務のうち、本業務全体の計画立案及びマネ

ジメント業務に適用する。 

 

第２条 基本事項 

１．運営維持管理を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努めると

ともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に運営維持管理を行うものとする。

なお、本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協

議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携し、適切に進捗管理を行い実施す

ることとする。 

４．公園利用者に対する簡易な案内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

５．スタッフの服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージ

アップに心掛けるものとする。 

６．業務責任者を含めた全てのスタッフについて、調査職員の指定する名札を作成し着用すること。 

７．取材、行催事、ボランティア活動、工事、納品等通常の公園利用と異なる目的で入園する場合は、

「国営昭和記念公園業務等入園規則」（別添１６参照）に基づき、公園利用者の安全と快適な利

用を確保するとともに、事故を未然に防止し公園施設の保全を図るように努めること。 

８．持ち込み可能な車種及び車両の運行については、「国営昭和記念公園内車両通行規則（案）」（別

添１７参照）に基づき、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に

努めるとともに、国事務所発行の車両運行許可証等を前面に提示して走行するものとする。なお、

園内の車両通行の際には管理用園路は 20km/h 以下、その他園路は 10km/h 以下とする。 

９．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 
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第２章 業務の計画立案及びマネジメント業務 

第３条 管理水準 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の下で、企

画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について総合的な調

整のもと相互連携を保ちつつ、適切な進捗管理を行うとともに、入園料等の徴収事務、地方整備局の

実施する整備・修繕工事における実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円滑

に行われるための諸業務を行う。また、公園の入園料等は、国の収入となることに留意し、事業者は、

これらの徴収事務を別に定める手続き等に沿って適切に行うこと。 

 

第４条 計画立案 

国営昭和記念公園の業務全般について、公園利用者に対するサービス向上を目指し、多岐にわたる

各業務を円滑かつ効率的に実施するため、総合的な視点から運営維持管理全般の目標を定めるととも

に計画立案を行うものとする。 

 

第５条 マネジメント業務 

１．「国営昭和記念公園運営維持管理基本方針」（別紙４参照）をふまえ、統一的な方針のもと、公園

利用者に対するサービス水準を維持向上するため、多岐にわたる各業務について業務全般を俯瞰

的に監理するものとする。 

業務全般の監理にあたっては、適宜、各業務における総合的な連携調整をはじめ、実施方法の決

定、及び各業務の適切な進捗管理など、総合的な視点から国営昭和記念公園の運営維持管理全般

のマネジメントを行うものとする。 

２．関東地方整備局が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パトロール、消防

訓練、行催事、要人案内、公園に関する会議、監査・検査、視察、式典等）への参加・協力・実

施を、積極的かつ主体的に行うこと。 

３．収益施設等管理運営業務が、他の運営維持管理業務と連携しながら創意工夫やノウハウを発揮し、

質の高いサービスの提供が行えるよう調整を行うこと。 

４．「公園利用者数（団体、パスポート、無料区を含めた入園者数及びその計測方法）」（別紙１３参

照）に基づき、毎日、公園利用者数を計測し、調査職員に「入園者数報告様式」（別添１８参照）

により報告すること。 

 

第６条 入園料等の徴収 

１．事業者は、立川口、西立川口、昭島口、玉川上水口、砂川口の各ゲート及びその他調査職員の指

定する場所において、券売機を管理及び必要な消耗品の供給をし、自動販売に係る入園券の作成

及び販売をするとともに、入場ゲートにて入園券の手売り、改札等を行うことで、所定の入園料

を徴収するものとする。その際、つり銭、両替金を準備し、補充すること。 

２．事業者は、「パスポートの運用について」（別添１９参照）に基づき、調査職員の指定する場所に

おいて、年間パスポートの作成及び手売りを行い、所定の料金を徴収するものとする。また、発

行に時間を要する場合は、引換券を渡す等、適切な措置を講じるものとする。なお、入園券を購

入した公園利用者に対して、年間パスポートの販売を行う場合は、調査職員の指定する場所にて

差額販売を行うこと。 
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３．年間パスポート購入者の登録情報は、関係法令及び別紙５「共通仕様書」第８章に定める「個人

情報の取扱いについて」に基づき、適切に管理すること。 

４．年間パスポート購入者が、年間パスポートを不携帯の場合は、別途入園料の徴収は行わず、氏名

等を登録情報と照合し、本人であることを確認した上で入園させる等、適切な措置を講じること。 

５．シルバー券の利用者に対しては年齢を確認した上で入園させる等、適切な措置を講じること。 

６．事業者は、手売り入園券を作成する場合は、関東地方整備局長の承諾を得て作成し、関東地方整

備局長の確認を得た上でこれを販売するまでの間保管する。 

７．事業者は、歓楓亭及び花みどり文化センターの施設利用料金を、領収書を発行し徴収するものと

する。徴収後の経理処理は入園料と同様に行うものとする。 

８．事業者は、毎月 15 日及び月末日までの徴収済みの入園料等を集計し、徴収済みを証する書類を

添えて関東地方整備局長に書面により報告し、関東地方整備局所属の歳入徴収官の発行する納入

告知書により国庫に納入しなければならない。 

９．国庫に納入する入園料等は、事業者の他の口座とは別の口座（入園料等の専用口座）で管理を行

うこととし、公園利用者数、日々の売り上げた券及び入園料等は、毎日、集金及び集計し、他の

経理区分と分けて帳簿等に記入し、管理すること。なお、入園料等を徴収した後、国庫に納入す

るまでの間の管理責任は事業者にあるものとする。 

１０．入園料等と駐車料金等その他の料金を同時に徴収する場合、入園料等については前項に掲げる

事項に基づき適切に管理すること。 

１１．身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保護福祉手帳を提示された方とその付き添いの方１名

は無料入園ができるので、必要な書類の確認を行う等適切な措置をとること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 その他国庫に納入する収入 

事業者は、前条の入園料等の徴収に付随して発生する収入が発生したときに、その内容を証する書

類を添えて調査職員に書面により報告し、国の発行する納入告知書により国庫に納入しなければなら

ない。なお、その他の収入が発生した後、国庫に納入するまでの間の管理責任は事業者にあるものと

する。 

 

第８条 保険の加入 

④ 報告（徴収済み証明

書面添付） 

⑦ 納入告知書の発行 

国庫（日銀代理店） 

⑧ 納入額の納付

事業者 

① 入園券の販売 

② 入園料金の集計（毎日） 

③ 銀行口座へ預金 

国事務所 

⑤ 報告書と預金通帳の照合 

⑥ 債権発生通知書の作成 

⑨ 領収済通知書

の送付 

※事業者の銀行口座で発生する利息については、年 2 回事業者から国に報告し、⑤～⑨の手続きを行う。 
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万一の事故に備えて、動産総合保険（入園料等の国内における保管・輸送を対象）に加入すること。 

 

第９条 繁忙日対応 

１．繁忙日において、クレーム等の発生がなく、利用者が安全、快適に利用できるよう、事前準備を

十分に行い、適切な運営体制や臨時施設等の準備・管理を行う。 

２．行催事の実施計画や過年度の利用者数の状況の把握等から、事前に繁忙日や利用者数を予想し、

調査職員や関係者との調整を含めた事前準備を行う。 

３．繁忙日が予想される場合は、巡視・警備や案内・誘導、入園料徴収等が円滑に行われるよう、適

切に人員配置を行う。（別紙２９「職員・臨時職員・アルバイト等の園内配置」参照） 

１）入園ゲート周辺及び駐車場の巡回、公園利用者（車両等含む）への案内・誘導・整理及び利用

指導を行う巡視・警備員や入園料徴収等の人材を配置する。  

２）利用者の安全確保に向けて、利用者間のトラブル、迷子等の対応、園内案内放送等に適切かつ

迅速に対処するための情報伝達、対応方針決定手続き等の流れを作成し、その体制を整える。  

４．不足が予想される駐車場やトイレ、ごみ箱等の設置と、開園中の適正運用と、清掃等を行う。（別

紙１９「混雑時の対応」参照）  

１）利用者数を想定し、臨時駐車場の開設準備を行うとともに、開園時間中の車両整理、案内・誘

導員を増員、配置する。 なお、臨時駐車場の開設にあたっては、事前に都市公園法第 5 条に

基づく許可を得るものとする。 

２）トイレやごみ箱等の臨時設置を行うとともに、常に美観を保ち、公園利用者が快適に使えるよ

う、利用状況に応じて清掃や塵芥収集を行うとともに、仮設トイレ等においては、利用状況を

確認の上、水の補給を行う。 

３）循環水・中水について、渇水等が発生しないよう、管理を行う（別紙２０「繁忙期における循

環水・中水の特殊な管理方法について」参照）。 

 ５．公園利用者の安全確保上必要な場合は、開園時間前にゲートの開門を行うなど、臨機の措置をと

るものとする。 
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第１編 総則 

第１条 適用 

本仕様書は、H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務のうち、企画運営管理業務に適用する。 

  

第２条 基本事項 

１．企画運営管理業務を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努めると

ともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に運営維持管理を行うものとする。

なお、本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協

議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携し、適切に進捗管理を行い実施す

ることとする。 

４．公園利用者に対する簡易な案内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

５．スタッフの服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージ

アップに心掛けるものとする。 

６．業務責任者を含めた全てのスタッフについて、調査職員の指定する名札を作成し着用すること。 

７．取材、行催事、ボランティア活動、工事、納品等通常の公園利用と異なる目的で入園する者に対

し、別添１６「業務入園マニュアル」に基づき適切に管理する。公園利用者の安全と快適な利用

を確保するとともに、事故の未然に防止や公園施設の保全を図るように努めること。 

８．持ち込み可能な車種及び車両の通行については、別添１７「園内車両通行（マニュアル等）」に

基づき、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に努めるとともに、

国事務所発行の車両通行許可証等を前面に提示して走行するものとする。なお、園内の車両通行

の際には管理用園路は 20km/h 以下、その他園路は 10km/h 以下とする。 

９．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 
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第２編 企画広報 

第１章 行催事企画運営 

第３条 目的 

事業者は、公園利用の増進に加え、公共施設としての公園の目的・機能を発揮するために行われる

利用プログラム（イベント・行事から構成される行催事含む）について、企画立案、開催・運営等の

一連の作業をノウハウや創意工夫を発揮して行うものとする。ただし、本公園の設置趣旨を踏まえ、

本公園の行催事としてふさわしいものであるとともに、公共性が高く、利用者全体に係わるもので、

社会通念上理解の得られる範囲内での必要な経費に限り、委託費の支出を認めるものとする。 

なお、本仕様書が対象とする行催事は関東地方整備局が主催または共催により行うものである。こ

のほか、関東地方整備局長の許可を受けて独立採算により開催する行催事については自主事業として

取り扱う（別紙１０「収益施設等管理運営規定書」参照）。 

 

第４条 管理水準 

事業者は、別紙１５「イベントリスト（実績）」及び別添２３「継続するイベント」に示す行催事

を適切に実施し、本公園の設置趣旨の達成及び利用の促進に寄与することとする。 

 

第５条 年間行事計画の作成 

事業者は、現地及び企画内容を十分に検討し、年間行事計画を作成する（別紙５「共通仕様書」第

１６条参照）。年間行事計画は、調査職員に提出の上、承諾を得るものとする。 

 

第６条 行催事の企画立案 

行催事を円滑に実施するために、開催目的、手順、内容、工程、実施体制、開催効果、予算書等に

ついて企画立案し、その内容について調査職員と密接に連絡調整の上、提出するものとする。（別添

２５「行催事実施計画書例」参照） 

 

第７条 行催事の開催・運営 

行催事の目的に沿って、その効果が十分に発揮されるよう、入念な事前準備を行った上で、公園利

用者のサービスや満足度の向上に寄与する行催事の開催・運営を行うものとする。 

また、行催事の開催にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。 

１）官公署への連絡、届出 

行催事の主催時には、必要に応じ、警察・消防等行政機関との調整のほか、許認可の必要な事

項について手続きが欠落しないよう注意する。 

２）事故防止対策 

別紙５「共通仕様書」第４章各条に掲げる園内の安全管理に留意するほか、参加者の誘導整理、

救護、緊急連絡など、事故防止対策には特に注意する。 

また、大型の行催事の主催時には、必要に応じて、物的措置及び専門の警備員の配置も含めた

人的措置を講じ、安全確保に努めるものとする。 

なお、けが人、病人などが発生した場合は、適切に対処し、調査職員に報告すること。 

３）災害発生時の対応 

台風、豪雨、雷等の災害発生時は、迅速に必要な人員を確保し、行催事の開催の可否の判断を
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行うとともに、行催事の参加者を安全な場所に誘導する等、適切な措置・対応を行うこと。 

４）保険の付保及び事故の補償 

参加者の不慮の事故に備え、必要な場合には損害保険に加入する。 

５）地域連携の継承 

別添２３「継続するイベント」に示す大型イベント、地域連携イベント等について、地方公共

団体等との地域連携を継承するものとする。 

 

第８条 行為の許可申請の調整等 

主催・共催以外で、都市公園法第 12 条に基づき第三者が本公園内で実施を希望する行催事等（競

技会、集会、ロケーション、展示会、その他。以下、「持込イベント」という。）の開催に際しては、

別紙５「共通仕様書」第２９条に示す調整・報告を行うなど、調査職員の指示に従い、必要な調整を

行うものとする。 

１）事業者は、利用者からの持込イベントの相談窓口として、日時、規模、内容、繁忙日対策、建

物使用料及び土地使用料が発生するかどうか等を確認・調整するものとするとともに、その概

要を調査職員に報告すること。（別添２１「持込イベント等対応マニュアル（案）」、別添２２

「国営昭和記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領」参照） 

２）他の利用形態等との調整を経て、持込イベントについて事業者と確認・調整するものとする。

なお、必要に応じて、国事務所も入りイベント主催者と調整を行う。 

３）イベント主催者側から、事業者を通じ国事務所に対し必要書類の提出を受けるものとする。（別

添２１「持込イベント等対応マニュアル（案）」参照）  

４）国事務所において都市公園法等に基づく許認可と、建物使用料及び土地使用料の徴収などを行

う。ただし、花みどり文化センター、歓楓亭の施設使用料金の徴収については事業者の事務で

あり、別紙６「個別仕様書（計画立案）」第 6 条に基づき実施すること。 

５）事業者は、イベント開催時に実際に占用が発生したかどうかを確認し、調査職員に連絡するも

のとする。 
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＜都市公園法第１２条に基づく行為の許可に関する手続きフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市公園法第６条に基づく占用の許可に関する手続きフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 

請 

者 

③確認・調整
 場所、面積、内容、その他
③’申請書作成にあたっての

助言・指導 

⑨許可証の受け渡し

①相談

⑥申請書提出

⑩行為当日の調整・指導

維 

持 

管 

理 

業 

務 

受 

託 

者 

国 

事 

務 

所 

④必要に応じ事前確認 

⑤指導

⑦申請書提出

⑧決裁・許可証の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡

※原則として都市公園法第１２条に基づく行為に関する許可を前提とする 

⑦債権発生通知

⑫建物使用料及び土地使用料納付

②報告

申 

請 

者 

③確認・調整
行為の種類、日時、場所、 
目的、内容、占用物件に 
関する事項※、その他 

③’申請書作成にあたっての 
助言・指導 

 

⑨許可証の受け渡し

①相談

⑥申請書提出

⑩行為当日の調整・指導

維 

持 

管 

理 

業 

務 

受 
託 
者 

国 

事 

務 

所 

④必要に応じ
 事前確認 

⑤指導

⑦申請書提出

⑧決裁・許可証の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡

※占用物件が発生する場合は、別途都市公園法第６条に基づく許可申請と、建物使用

料及び土地使用料の徴収が発生する。 （建物使用料及び土地使用料徴収事務は国

事務所による） 

※花みどり文化センター、歓楓亭の使用料の徴収については事業者の事務である。 

②報告 
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第９条 その他 

１．行催事開催の前に、園内の施設工作物及び樹木等を損傷しないように注意し、公園内施設等に対

する損傷や支障を与えないように養生を行うこと。また、行催事終了後は、養生材や工具の撤去、

床、壁、機器、開催場所周辺を清掃すること。 

２．行催事の実施中は、服装、言動等に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意すること。 

３．常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。なお、異常を確認した場合、速やかに調査職員に

連絡し、その対処について報告するものとする。 

４．行催事の実施に必要な仮設物の準備、撤去等に当たっては、安全管理に十分注意し施工する。 

５．公園利用者に対する案内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

６．行催事を開催する関係者については、アルバイト等を含むスタッフ全員が名札を着用すること。 

７．本仕様書に定める行催事の実施にあたり、必要な原材料費等相当程度の参加費を参加者より徴収

することは妨げない。ただし、実施に当たっては、調査職員に事前に承諾を得た上で実施するも

のとし、その徴収額と収支については本業務の会計とは別に帳簿等を取りまとめ、記録し保存す

る。 
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第２章 広報 

第１０条 管理水準 

公園の利用促進や適正な利用の確保のため、ホームページの維持・更新や園内マップの作成・配布

等、各種広報を適切に行う。 

ただし、本公園の設置趣旨を踏まえ、公園の広報としてふさわしいものであるとともに、公共性が

高く、利用者全体に係わるもので、社会通念上理解の得られる範囲内での必要な経費に限り、委託費

の支出を認めるものとする。 

 

第１１条 年間広報計画の作成 

事業者は、ポスター、チラシ、パンフレット、園内マップ等の広報の展開に関する年間広報計画を

調査職員と密接に連絡調整した上で策定、提出し、承諾を得ることとする。 

 

第１２条 ポスター、チラシ等作成 

事業者は、年間広報計画に基づき、ポスター、チラシ、パンフレット、園内マップ等を作成し、園

内で配布や掲示等を行うものとする。一般を対象とした広報媒体の場合は、原稿作成時に調査職員に

提出する。 

 

第１３条 情報提供 

事業者は、本公園の自然や施設等の資源や行催事等について、ダイレクトメールによる広報活動や、

テレビ、ラジオ、雑誌、新聞等の各種媒体や記者クラブへの情報提供を行う。 

 

第１４条 広報に係る素材等 

１．事業者は、広報媒体を作成する際、本公園のロゴ（名称）及びホームページアドレス等を使用す

ることができる。使用の際は、原稿作成時に調査職員に提出することとする。 

本公園のロゴ（名称）等はグラフィックコントロールマニュアル（別添２７参照）、別添２８「英

語表記一覧」に従って使用するものとする。 

なお、本業務の成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特許権及び実用

新案権の無体財産権については、関東地方整備局が承継するものとする。 

２．事業者は、関東地方整備局から提供したパンフレット等の電子媒体について修正等を行う場合は、

事前に調査職員に提出する。また、契約の終了後又は解除後、速やかに修正した電子媒体を調査

職員に提出することとする。 

 

第１５条 取材・視察等への対応 

テレビ局・新聞社等からの取材等及び行政機関等からの視察について、対応・協力を行うものとし、

その内容を調査職員に報告するものとする。（別添２９「マスコミ取材報告様式」） 

なお、行政機関等からの視察の申込みについては、調査職員に報告するものとする。 

 

第１６条 公開場所 

１．ホームページによる情報発信は、公園の公的名称を使用し、事業者が所有・管理するサーバー又

はレンタルサーバーに格納して公開する。（別紙３５「レンタルサーバー維持管理費実績」） 
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２．ホームページのアドレスは調査職員が指定するものとし、ドメインの管理に必要な費用をドメイ

ン管理会社に支払うものとする。ただし、収益施設等管理運営業務に係る情報を発信するページ

については、この限りではない。 

３．事業者は、契約が完了するとき、又は解除になる場合は、調査職員が指示する者にドメインの譲

渡を行うとともに、ホームページに係る全てのデータを提出するものとする。ただし、引き続き

契約され、当該業務を継続する場合はこの限りではない。 

 

第１７条 ホームページによる情報発信 

１．事業者は、国営昭和記念公園ホームページ上で発信する情報について別紙５「共通仕様書」第８

章に定める「個人情報の取扱いについて」及び関東地方整備局が定めるプライバシーポリシーに

基づいた適正な内容であることを事前に確認することとする。また、別添２６「ホームページア

クセシビリティ」についても留意して作成する。 

２．事業者は、情報（掲載する文書、図画、写真及び音楽など）における著作権等の知的所有権に配

慮することとする。 

３．他人の著作物を国営昭和記念公園ホームページに掲載する場合には、事前に著作権者の許諾を得

ることとする。 

４．収益施設や行催事等で作成したホームページは、国営昭和記念公園ホームページよりアクセスで

きるようリンクをはるものとする。ただし、それによりがたい場合は、別途協議によるものとす

る。 

５．セキュリティレベルを確保するため、ホームページの作成・更新等に用いるパソコンや、データ

を保存するサーバー等のセキュリティ対策について、業務開始前に受発注者間で協議するととも

に、年度末に実施状況を報告するものとする。 

 

第１８条 掲載情報の更新・修正・訂正・記録保存 

１．事業者は、国営昭和記念公園ホームページについて、施設情報や行催事・草花等、随時更新され

る公園情報についてホームページデータを作成し、サーバーデータの更新を行うものとする。な

お、本業務の成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特許権及び実用新

案権の無体財産権については、関東地方整備局が承継するものとする。 

２．事業者は、個人に関する掲載情報について、本人又は保護者から内容の訂正又は削除の要請を受

け、必要と認めた場合には、訂正等の措置をとることとする。 

３．事業者は、国営昭和記念公園ホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページを発

見した場合には、訂正等必要な措置を求めることとする。 

４．事業者は、国営昭和記念公園ホームページの作成・更新等を行った場合は、そのデータを記録・

保存し、業務完了時に調査職員に提出するものとする。データ形式は HTML ファイル及びその付

属ファイルを基本とするが、詳細は受発注者間で協議するものとする。 

 

第１９条 ウェブサイト維持管理 

事業者は、下表に掲げる事項を行い、国営昭和記念公園のウェブサイトを適切に管理すること。 
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項目 内容（作成、更新頻度） 

ページ更新 下記の作成・更新を行う。 

・開園時間、利用料金など臨機の対応 

・利用制限など臨機の対応 

・バナー設置 

・その他調査職員の指示する内容 

公園ギャラリー 公園ギャラリーのページを、年2～4回程度更新する。 

みどりの文化ゾーン

NEW TOPICS 

みどりの文化ゾーンNEW TOPICSアーカイブを更新する。 

みどりの文化ゾーン

イベント情報 

みどりの文化ゾーンイベントアーカイブを更新する。 

春期ページ作成 春期（フラワーフェスティバル）ページを作成する。 

※下記の春期関連ページ 5ページ想定。 

・チューリップの紹介 

・桜の紹介 

・ポピー等花畑の紹介 

夏期ページ作成 夏期（サマーフェスティバル）ページを作成する。 

※下記の夏期関連ページ 5ページ想定。 

・水遊び広場の紹介 

秋期ページ作成 秋期（コスモスまつり）ページを作成する。 

※下記の秋期関連ページ 5ページ想定。 

・コスモスの紹介 

冬期ぺージ作成 冬期（Winter Vista Illumination）ページを作成する。 

※下記の冬期関連ページ 5ページ想定 

・Winter Vista Illumination 

園内の開花状況 園内の花の開花状況を写真入りで紹介するページを作成する。ページはブログ

又はそれに準じた方式とし、週３回以上更新する。 

その他イベントペー

ジ作成 

その他のイベントページを作成する。 

・サギソウまつり 

・花火大会 

・夏休み体験イベント 

・紅葉まつり 

・よみがえる樹々のいのち展  等 

 

第２０条 携帯版ウェブサイト維持管理 

イベント情報等、各種公園情報について携帯版のホームページデータを作成し、原則月 1 回更新

を行うものとする。 

 

第２１条 メールマガジン発行 

イベント情報等、各種公園情報についてパソコン用及び携帯用のメールマガジンを原則月 1 回発

行するものとする。 

 

第２２条 アクセス解析 

アクセス解析を行い、その結果を調査職員に月 1 回報告するものとする。（別紙１７「ホームペー

ジ総アクセス件数」参照） 

 

第２３条 その他 
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１．事業者やその関係者が私的に作成・開設するホームページ（ブログ、プロフ、SNS を含む）は、

国営昭和記念公園ホームページであるとの誤解を与えないよう配慮するとともに、職務上知り得

た情報を掲載しないこととする。 

２．本仕様書によるもののほか、国営昭和記念公園ホームページの運用に関し必要な事項は、事業者

が調査職員と協議の上定めることとする。 
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第３章 公園ボランティア活動の支援・調整 

第２４条 管理水準 

市民のボランティア活動（以下「活動」という。）を促進するため、事業者が既存のボランティア

活動のその実態を把握し、ボランティアとの連携を図り、ボランティアが円滑に活動できるよう側面

的に支援するとともに、活動の調整を行うものとする。 

 

第２５条 ボランティア活動の内容 

公募型ボランティア及び連携型ボランティアの活動の内容は以下の表のとおりである。（別紙３２

「ボランティア活動」参照） 

区分 ボランティア名 活動内容 

公
募
型
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

こもれびの丘 

ボランティア 

・雑木林の管理作業 

・腐葉土づくり 

・散策路の整備 等 

こもれびの里クラブ ・畑や水田での農作業 

・樹林地の管理 

・公園利用者対象の農業体験やうどん作り 等 

サギソウボランティア ・サギソウの保護育成、露地植え植栽技術の研究、栽培技術の普及 

・サギソウまつりでの展示 等 

ハーブボランティア ・ハーブの栽培管理や花壇の清掃 

・花木園展示棟でのドライハーブ展示 

・ハーブフェスタや藍の染色体験会等のイベント企画 等 

オランダ花の会 

ボランティア 

・西立川ゲート前と水鳥の池東側の百合花壇での球根植え付け作業、百合栽

培育成 

・アジサイロードに植栽しているアジサイの管理や新規植栽 

ガイドボランティア ・高齢者及び障害者を含めた、本公園のガイド 等 

わんわんスタッフ ・ドッグランの利用案内、衛生管理 等 

花みどり文化センター 

ボランティア 

・花みどり文化センターの案内 

・簡単に体験できる花と緑に関する体験プログラム及びミニツアー 

連
携
型
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

こどもの森 

ボランティア 

・「遊びの教室‘ネイチャーゲーム＆アート’」の運営（年 7回程度） 

・子ども達への工作指導、「こどもの森教室」の企画運営 等 

草笛ボランティア ・こどもの森において園内の植物の葉を使った草笛の吹き方指導 

・草笛コンサートを開催（春・秋） 

野鳥ボランティア ・バードサンクチュアリーの利用促進 

・野鳥の繁殖時期や営巣時期に関する情報提供 等 

野外生け花 

ボランティア 

・管理作業で発生した剪定枝、枯損木等の活用を目的に「よみがえる樹々の

いのち展」を開催 等 

スポーツボランティア ・ディスクゴルフや、ペタンク、クロッケー、ローンボウルス等の普及 

・専用コース（コート）の利用促進や整備  

・利用者へのルールの解説や競技方法指導 等 

 

第２６条 こもれびの里管理工 

 こもれびの里の管理にあたっては、別紙７「個別仕様書（企画）」、別紙３２「ボランティア活動」

及び別添４２「こもれびの里管理マニュアル」に基づき、昭和３０年代の武蔵野の農村風景の再現を

目的とした管理をボランティアと協働して行うものとする。 

 

第２７条 新たなボランティア活動の実施に関わる規約案の作成 
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前条以外に新たにボランティア活動を行う場合には、事業者は、本公園において、活動を希望する

個人または団体を対象とした公園ボランティア規約案を作成し、調査職員と協議する。 

 

第２８条 調査職員との協議等 

１．事業者は、公募により組織されたボランティア団体については、ボランティア規約に基づき、ボ

ランティアの募集及び窓口等の業務を行うものとする。 

２．事業者は、ボランティア規約に基づき、調査職員と協議の上、ボランティアの登録、個人情報の

管理、年間活動計画の策定を行うこととする。年間活動計画については、業務計画書として提出

し、承諾を得るものとする。また、各年度末には当該年度のボランティア活動の報告を行う。 

 

第２９条 ボランティア登録の抹消 

関東地方整備局は、次の各号に該当する事実が発生した場合は、登録を抹消することができる。そ

の際、事業者は、ボランティア登録の抹消に関する窓口業務や連絡、調整等を行うものとする。 

１）登録者より登録取消しの申出があったとき 

２）登録者の所在が不明となり、連絡不能となったとき 

３）登録者がボランティアとして不適格であると認められるとき 

 

第３０条 関東地方整備局の支援内容 

関東地方整備局は、状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うことができるものとする。 

１）駐車料、入園料、及び平日の園内交通施設料金の免除 

２）その他、ボランティア活動の実施に必要であると考えられる支援 

 

第３１条 事業者の支援内容 

事業者は、状況に応じ、ボランティア活動の実施に必要であると考えられる支援を行うことができ

るものとする。 
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第３編 花みどり文化推進 

第１章 運営管理業務  

第３２条 管理水準 

みどりの文化ゾーンにおいては、「みどりの文化の創造と発信」のテーマに則し、ゆめひろばや花

みどり文化センターの施設利用の促進やイベントの誘致などの運営管理、またこれらの施設の貸し出

しに伴う利用相談・指導、受付に伴う諸業務を適切に行う。 

 

第３３条 利用案内・受付 

１．園内全体の案内、イベント、花のみどころ情報、花みどり文化センターの概要等の基本情報を収

集し、利用者の問い合わせに対応すること。必要に応じて各部署に確認又は引き継ぐこと。 

２．みどりの文化ゾーン内施設（花みどり文化センター、ゆめひろば）の利用予約や相談、申込み受

付・調整等を行うこと。 

３．障害者の利用については、ボランティアと連携し、利用案内や補助を行うこと。 

４．情報コーナー、図書コーナーの利用指導を行うこと。 

 

第３４条 利用促進 

みどりの文化ゾーンの利用促進や適正な利用の確保のため、総合案内所の掲示板等への掲示、みど

りの文化ゾーンホームページの維持・更新等の広報活動を行う。 

 

第３５条 ボランティア育成・管理 

花みどり文化センターボランティアの運営規約に基づき、ボランティアの募集を行うとともに、講

習会の開催、活動日調整等、ボランティアの育成・管理を行う。 

 

第３６条 施設貸出 

１．事業者は、花みどり文化センターの各室及びゆめひろばについて、別添３０「花みどり文化セン

ター運営関連」に基づき、貸し出すものとする。 

２．事業者は、花みどり文化センターの施設利用料金を、領収書を発行し徴収するものとする。また、

徴収後の経理処理は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務において別紙６「個別仕様書

（計画立案）」に基づき行うため、適切に引き継ぐものとする。 

３．物品の販売等または展示会等により本公園の全部又は一部を独占して利用する場合等の行為につ

いては、都市公園法第 12 条に基づく関東地方整備局の許可が必要であるため、事業者は、本仕

様書第８条に示す手続きフローに従い、適切に対応すること。 

 

第３７条 昭和天皇記念館との連携・調整 

昭和天皇記念館における展覧会等との連携・調整を行うこと。 

 

第３８条 行催事   

「緑の文化」について参加体験できる大規模イベントを公園全体のイベント計画と連動し、春及び

秋の２回開催するとともに、関連する利用プログラムを企画運営する。 
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第３９条 映像展示システム等 

映像展示システム管理マニュアル（別添３２参照）に基づき、床壁映像展示システムによる情報

発信を企画する。  

 

第４０条 情報発信 

１．公園緑地や緑の文化に関わる図書・資料・デジタルデータ等の適切な管理を行うこと。（別添３

１「提供物品（花みどり文化センター展示物）」参照） 

２．公開可能な図書・資料等は、図書コーナーまたは情報コーナーにおいて公開し、適切に管理する

こと。 

 

第４１条 作業にあたっての指導事項 

事業者は、持込イベントの主催者に、清掃や養生等の指導を行い、床、壁、機器などが汚れないよ

う適切な措置を講じさせること。 
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第４編 利用サービス等 

第１章 公園利用者への利用指導 

第４２条 管理水準 

事業者は、健全な公園利用の増進を図ることともに、安全快適な利用のため、利用上の注意などの

公園利用者への利用指導、また電話対応、園内放送、障害者・高齢者等の公園利用者の補助、各種掲

示物の管理、見学者等の対応等、公園利用者への利用サービスに関する業務全般を行う。 

 

第４３条 一般事項 

１．公園利用者に受付であることが容易に理解されるよう必要な表示や案内を行うこと。 

２．事業者は、公園利用者への利用指導及び利用サービスのために必要な人員数を各所に適宜配置す

ること。 

３．こどもの森等において、遊具が正しく利用されているか監視及び巡視を行い、公園利用者の安全

を確保するとともに、事故を未然に防止するよう努めること。 

４．自転車利用者がサイクリングコース外を走行していないか、また歩行者がサイクリングコース内

に立ち入っていないか、監視及び利用指導を行うこと。 

５．公園規則から逸脱している者、他の公園利用者に著しく迷惑をかける者等については指導を行う。

なお、指導に従わない者に対しては総括責任者が退園を命じることができるものとする。 

６．ペット同伴者のマナー遵守や他の公園利用者とのトラブルが発生しないよう、ペット同伴者の注

意事項の配布や適切な掲示、利用指導、ペット持込における確認・誓約書への記入及び提出の手

続を行うこと。（別添３３「ペット対応」参照） 

 

第４４条 その他 

うんどう広場及びフットサルコートの利用予約や相談、申込み受付・調整、利用指導等を行うこと。

（別添３５「うんどう広場について」参照） 
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第２章 公園利用者等へのサービス業務 

第４５条 管理水準 

１．公園利用者等に直接接する業務であり、公園利用者等が快適に楽しめるよう心がけ、不快と感じ

させるような行動、言動、身なりをしてはならない。 

２．業務遂行に当たっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利あるいは不

利な扱いとならないようにすること。 

 

第４６条 公園利用者等への利用案内 

１．園内の概要、見頃の花や開催するイベント等の基本情報を収集し、各ゲート、案内所等にて公園

利用者の問い合わせに対応すること。また、電話及びメール等での問い合わせに対しても同様に

対応すること。なお、必要に応じて各部署に確認又は引き継ぐこととする。 

２．公園利用者等の苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録すること。 

３．園内での迷子、呼び出し、イベント告知等の園内放送を行うこと。（別添３６「迷子対応」参照） 

４．運営維持管理業務において作成する園内案内マップを希望する公園利用者等に配布すること。 

５．園内掲示板、掲示物を適切に管理すること。 

６．障害者及び高齢者等の補助を行うこと。 

７．公園利用者の利便性向上のために車椅子、ベビーカー、双眼鏡の貸出しを行うこと。 

 

第４７条 団体利用調整 

１．団体での公園利用者の誘導、調整等を行うこと。（別添３７「団体対応」参照） 

２．団体での広場使用について、調整を行うこと。 

３．雨天時には、団体利用の適切な誘導や集合、休憩場所の確保、利用内容やスケジュールの変更へ

の助言等支援を行うこと。 

 

第４８条 拾得物、残置物の処理 

１．事業者は、公園内で遺失物を発見した場合は、遺失物法に従い適正に処理すること。 

２．事業者と契約した者及び従業員等が、公園内において他人の紛失した物件を拾得した時は、速や

かに事業者に届けるように指導すること。 

３．事業者と契約した者及び従業員等は、遺失物法に規定する報労金は受け取る権利及び一切の権利

を放棄すること。 

４．拾得物に当たらない残置物を発見した場合には、その処分方法等について調査職員と協議するこ

と。 
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第３章 園内巡視 

第４９条 管理水準 

公園利用者の安全利用の確保、公園利用者への利用サービス及び公園施設の点検確認を行うため定

期的に園内巡視を実施する。また、災害事故等不慮の事態に備え、緊急の処置を取る。 

 

第５０条 巡視業務の実施 

１．適正な巡視業務を実施するため、事業者は巡視計画書を調査職員に事前に提出し承諾を受けなけ

ればならない。（別紙３７「巡視計画書」参照） 

２．巡視業務には、通常巡視、繁忙日巡視、異常時巡視、緩傾斜護岸巡視、日本庭園巡視、水遊び場

巡視、出入口管理、夜間及び休園日警備がある。 

３．巡視員は、巡視計画書及び次の各号に掲げる要領にて巡視業務を行うものとする。 

１）巡視ルートは、別添３８「巡視ルート等」のとおりとし、これに従って１日２回巡視するもの

とする。なお、天候、利用状況、工事等その他状況に応じ、柔軟に園内を巡視するものとする。 

２）巡視員は、公園利用者に対して不快感等を与えないよう常に親切丁寧に接するものとする。 

３）巡視員は、小規模な修理用具並びに救急箱を携帯し、必要に応じて処置するものとする。 

４）巡視員は、都市公園法第 11 条に定める禁止行為を発見した場合、第 12 条に定める行為を許

可を得ずに行っていることを発見した場合には適切な指導をするものとする。（別添２２「国

営昭和記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領」参照） 

 

第５１条 通常巡視 

通常巡視は、繁忙期及び異常時以外の状態において、次の各号に掲げる事項について、原則として

毎日２回以上巡視を行うものとする。 

１）公園の開園、閉園時における休憩所及びトイレ等施設の解錠または施錠 

２）園内における公園利用者（車両等含む）への案内・誘導・整理及び利用指導 

３）公園利用者の危険箇所への立入り及び危険な行為に対する制止及び安全指導 

４）迷子、負傷者、病人等の発見又は届出を受けた場合には、緊急連絡体制に基づき速やかに適切

な処置と報告（別添３６「迷子対応」） 

５）事件、事故または災害等が発生した場合の適切な処置と報告（別添１１「事故報告様式」） 

６）園内不審物の有無の確認 

７）拾得物を発見した場合の速やかな報告及び拾得物預かり書の作成 

８）植物、施設及び清掃状況等の点検 

(1) 樹木、芝生、草花等の生育状況及び流水等の修景施設の異常の有無 

(2) 園路、広場、路側、法面、排水桝、橋梁、階段、建物その他構造物等の異常の有無 

(3) 門扉、案内標識、ベンチ等休憩施設、便所、くずかご、灰皿、水のみ場、遊具施設等の異常

の有無 

(4) 電気、放送、給排水設備等の異常の有無 

(5) 清掃の状況 

(6) 落石・災害・事故等不測の事態発生の有無 

９）緊急車両の誘導（救急車、消防車、パトカー等） 
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第５２条 繁忙日巡視 

繁忙日巡視は、行催事の実施計画や過年度の利用者数の状況から事前に多くの公園利用者が予想さ

れる日において、適切な人員配置を行い、公園利用者（車両等含む）への案内・誘導・整理及び利用

指導等の巡視を行うものとする。 

 

第５３条 異常時巡視 

異常時巡視は、園内で災害が発生した場合又はそのおそれがある場合の園内の以上及び利用障害等

に対して適切な措置を講じるため、次の各号に掲げる事項について、巡視を行うものとする。 

１）園内の被害状況 

２）利用障害等の状況 

 

第５４条 緩傾斜護岸巡視 

緩傾斜護岸巡視は、残堀川緩傾斜護岸の利用形態の観察と利用指導等を行うものとする。 

 

第５５条 日本庭園巡視 

日本庭園巡視は、日本庭園について、火災予防、建物・植物保全、利用規定に基づく利用指導等を

行うものとする。 

 

第５６条 水遊び場巡視 

水遊び場巡視は、水遊び広場機械運転期間（4 月下旬～9 月末。ただし、レインボープール営業期

間を除く。）における利用指導、幼児・児童等の安全指導、機械設備の起動・停止及び運転状況の確

認等を行うものとする。 

 

第５７条 出入口管理 

出入口管理は、西立川口ガードマンボックス、砂川口ガードマンボックス及び記念館口ガードマン

ボックスにおいて、次の各号に掲げる事項を行うものとする。（別添４０「出入口管理、夜間及び休

園日警備」、別添４１「警備日報」参照） 

１）受付は常駐時間を標準とし、業務用の出入管理を行う。 

２）入園目的等を確認し、所定の名簿に必要事項を記入させ、国事務所発行の立入許可証、臨時入

園指示書を確認し出入させる。必要に応じて国事務所が用意した腕章を発行する。 

３）入園目的が不明等の場合は許可証または身分証明書等の提示を求め、適切な処置を行う。 

４）車両等については運転者の氏名及び会社名または所属等の確認を行い、車両入園許可証または

臨時車両入園許可証の確認後、許可ステッカーを対象車両フロント部の視認できる位置に掲示

させた上で、入園させる。 

５）腕章及び許可ステッカーの回収については、退出時における手続終了後速やかに返納させる。 

６）紛失を発見した場合は、貸与者及び所属会社等の責任者に通報し、発見に努める。 

７）退出車両については、集荷伝票等の確認を行い、疑義があれば荷台等の目視点検を行う。 

 

第５８条 夜間及び休園日警備 

１．事業者は、夜間（西立川口：17 時から翌朝 9 時まで、記念館口：16 時 30 分から翌朝９時まで）
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及び休園日に西立川口ガードマンボックス及び記念館口ガードマンボックスにおいて警備を行

うとともに、２回以上を基準として施設内及び周囲を巡回して火災・盗難等を警戒し、防止する。

なお、巡回結果は警備日報（別添４１「警備日報」）に記録する。 

２．次の各号に注意し、必要に応じて、警察、消防等の関係機関並びに調査職員の別途指定する者に

通報するとともに必要な措置を講ずる。 

１）閉門時間以降の滞在者把握 

２）電気、水道、ガス及び灰捨場等の異常の有無 

３）各設備機器の稼働状態 

４）火器、消火栓その他の消火器具並びに防火装置及び避難設備の異常の有無 

５）廊下や各室の窓・扉等の施錠の完否 

６）施設内及び施設周囲の不審物の有無 

７）盗難、火災、人身事故、その他非常事態の発生 

３．事業者は、総合案内所、花みどり文化センター及びこもれびの里農家において、火災・盗難等を

予防するセンサー等の機器を使用した機械警備を行う。 

４．事業者は、みどりの文化ゾーン、日本庭園及びこもれびの里農家において、既設の赤外線感知装

置を使用して機械警備を行う。 

５．事業者は、管理事務所内の喫煙場所及び給湯室の火気の確認を行う。 

 

第５９条 報告等 

巡視員は点検実施後、巡視の結果を毎日巡視業務日報（写真帳含む）及び巡回報告書（写真帳含む）

に記録する。事業者は記録を保存するものとする。（別紙３７「巡視計画書」） 

また、重大な事件・事故または災害等が発生した場合には、遅滞なく調査職員に報告し指示を受け

るものとする。（別添１１「事故報告様式」参照） 
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第１編 総則 

第１条 適用 

本仕様書は、H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務のうち、施設・設備維持管理業務に適用

する。 

 

第２条 事業者の責務 

事業者は、業務実施にあたって、公園管理業務の特性を踏まえ、共通仕様書（別紙５）、国営昭和

記念公園の設計図書及び現地の気象条件等環境条件を十分に把握のうえ、管理効果が上がるよう配慮

し、管理水準を達成すべく、業務にあたるものとする。 

 

第３条 事前協議等 

事業者は、共通仕様書（別紙５）、国営昭和記念公園の設計図書及び現地の気象条件等環境条件を

十分に照査し、明示無きもの又は疑義の生じた場合は、関東地方整備局の指定する調査職員と事前に

協議するものとする。 

 

第４条 業務実施体制 

事業者は、業務実施体制に係る書類を作成し、業務着手までに調査職員に提出し、承諾を得なけれ

ばならない。また、業務実施体制に変更が生じた場合は、その都度、提出しなければならない。 

 

第５条 業務実施体制の点検 

事業者は「公共業務の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法律第

127 号）第 13 条第 2 項により関東地方整備局から業務実施体制について点検を求められたときは、

これを受けることを拒んではならない。なお、点検員は当該業務の調査職員とする。 

 

第６条 基本事項 

１．施設・設備維持管理を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努めると

ともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行うものとする。なお、

本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協議する

ものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、

実施することとする。 

４．管理体制人員は、円滑な運営維持管理を行うため、弾力的に配置するものとする。 

５．提供物品は事業者に貸与するが、物品類の修理等は調査職員に報告の上、事業者が行うこととす

る。（別紙２１「提供施設等一覧」、別添１４「提供施設等の取扱い」） 

６．設備及び提供物品は事業者の注意義務で管理すること。 

７．業務効率化に向けた設備及び物品を事業者が導入する場合は、事前に調査職員と協議し、承諾を

受けた上で、事業者の負担にて行うこと。 

８．作業従事者の身分保障、健康管理、服務規律は事業者の責任において行うこと。 

９．作業従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメー
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ジアップに心掛けるものとする。 

１０．事業者は、管理する施設、設備及び備品等について、日々稼働状況を把握し、異常が発生した

とき又は異常を発見したときは直ちに調査職員に報告すること。 

１１．作業の前に周囲の床、壁、機器などに損傷を与えないように養生を行うこと。 

１２．作業終了後は養生材や工具類を撤去し、周囲の清掃を行うこと。 

 

第７条 安全管理等 

１．常に公園管理者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

２．持ち込み可能な車種及び車両の通行については、別添１７「園内車両運行（マニュアル等）」に

基づき、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に努めるとともに、

国事務所発行の車両通行許可証等を前面に提示して走行するものとする。なお、園内の車両通行

の際には管理用園路は 20km/h 以下、その他園路は 10km/h 以下とする。 

３．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

４．作業中は安全管理を徹底し、公園利用者の安全を十分確保するものとする。 

５．作業中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

６．作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意するものとする。 

 

第８条 作業時間 

作業時間は、公園利用者の迷惑とならないように配慮し、業務責任者の判断により決定すること。

なお、開園時間内に作業を行う場合は、必要に応じて公園利用調整を行うこと。また、閉園時間を過

ぎて作業を行う場合には、あらかじめ調査職員に作業時間を提出することとする。 

 

第９条 事業者の過失による管理を許可した施設等の事故、破損等 

管理を許可した施設等に関して、事業者の過失による事故、破損等が生じた場合には、事業者の責

任において処理するものとする。なお、事故・器物の破損等が発生した場合には、すみやかに調査職

員に報告すること。 

 

第１０条 大規模な修繕 

 大規模な修繕は関東地方整備局において行うので、詳細は調査職員との協議によるものとする。 
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第２編 建物維持修繕等 

第１１条 管理水準 

事業者は、公園内を常に良好な状態とし、公園利用者への快適・安全なサービスに努めることとす

る。 

常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園内の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第１２条 作成書類 

１．作業計画書 

事業者は、調査職員が指示する主要な建築物、建物設備、工作物、設備の修繕等については、別

紙５「共通仕様書」第１５条で示す書類のほか、作業計画書（工程表含む）を作業前に作成して

調査職員に提出すること。 

２．事業者は、調査職員が指示する主要な建築物、建物設備、工作物、設備の修繕等について、次の

各号に掲げる書類を作成すること。 

１）作業打合簿 

打合せ毎に終了後、速やかに作成すること。 

２）施工図書 

作業後、速やかに作成すること。 

３）作業記録写真 

作業後、速やかに作成すること。 

４）その他調査職員が指示する書類 

適宜作成 

 

第１３条 管理事務所修繕 

管理事務所及びゲート棟について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適

切に行うこと。特に外観については、美観の維持に努め、塗装面等の防腐、防錆等の点検を行う。た

だし、関係法令等に基づいて実施する法定点検は、関東地方整備局が別途行う。 

 

第１４条 休憩所等修繕 

花みどり文化センター、総合案内所、歓楓亭、こもれびの里休憩所、四阿等について、公園利用者

が直接かかわる施設であることに留意し、日常、適宜目視、触診、打診等による巡回点検を実施し、

破損箇所については小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。（別添５２「日本庭園管理マニュアル

（歓楓亭等）」参照）ただし、関係法令等に基づいて実施する法定点検は、関東地方整備局が別途行

う。 

 

第１５条 便所修繕 

園内の便所について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。

また、冬季の凍結不良に注意し、配管・衛生器具の機能維持に努めること。ただし、関係法令等に基

づいて実施する法定点検は、関東地方整備局が別途行う。 
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第１６条 リサイクルセンター保守点検等 

リサイクルセンターについて、ゴミの分別や堆肥化の作業が円滑に行われるように、日常、外観・

内観ともに巡視を行い、安全性及び機能性についての点検を行う。 

 

第１７条 リサイクルセンター維持修繕等 

日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。ただし、関係法令等

に基づいて実施する法定点検は、関東地方整備局が別途行う。 

 

第１８条 その他建物修繕 

１．車庫・倉庫等修繕 

管理車両用車庫、こどもの森納屋、業務用資材倉庫等、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規

模な修繕又は補充を適切に行うこと。ただし、関係法令等に基づいて実施する法定点検は、関東

地方整備局が別途行う。 

２．展示設備維持修繕 

日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。ただし、関係法令

等に基づいて実施する法定点検は、関東地方整備局が別途行う。（別添４５「展示物に係る基礎

的緒元」参照） 

３．その他 

建物の維持修繕において、第 13条から第 17条及び本条前項までに該当しない項目については、

必要に応じて、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。 
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第３編 建物設備維持修繕 

第１９条 管理水準 

空調設備及び昇降機の機能を常に安全かつ良好に維持するため軽微な修繕及び点検を行うものと

する。 

 

第２０条 空調設備維持修繕 

園内の建物内に設置されている空調設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修

繕又は補充を適切に行うこと。 

 

第２１条 空調設備保守点検 

園内の建物内に設置されている空調設備について、国土交通省が定めた「建築保全業務共通仕様書」

に基づき、点検を行うものとする。ただし、関係法令等に基づいて実施する法定点検は、関東地方整

備局が別途行う。 

 

第２２条 昇降機等設備維持修繕 

花みどり文化センター、砂川口管理棟、昭島管理棟、こもれびの里作業小屋の昇降機について、日

常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。 

ただし、関係法令等に基づいて実施する法定点検は、関東地方整備局が別途行う。 

 

第２３条 昇降機等設備保守業務他 

花みどり文化センター、砂川口管理棟、昭島管理棟、こもれびの里作業小屋の昇降機について、法

定点検に準ずる点検を月 1 回行うものとする。ただし、関係法令等に基づいて実施する法定点検は、

関東地方整備局が別途行う。 

 

第２４条 その他修繕 

１．消防設備維持修繕等 

園内の建物内に設置されている消防設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な

修繕又は補充を適切に行うこと。 

２．汚水・排水施設維持修繕 

園内の汚水・排水施設について、施設の機能を常に安全かつ良好に維持するため次の項目を行う

ため点検及び小規模修繕を行うものとする。（別添４７「汚水・排水施設位置図」参照） 

１）日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行う。なお、法定点検は

関東地方整備局において行うので詳細は調査職員との協議によるものとする。 

２）事業者は、降雨時等に雨水ます等の状況及び土砂の堆積の有無を目視により確認し、必要に

応じて堆積物の除去等を行う。 

３）事業者は、繁忙期においては、汚水・排水施設の稼動状況を確認するとともに、法定点検の

受託者等と連携し、汚水・排水施設の処理能力に沿った調整を行うこと。 

３．その他 

建物設備の維持修繕において、本仕様書第 20 条から第 23 条及び本条前項までに該当しない項

目については、必要に応じて、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行う
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こと。 
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第４編 園路広場維持修繕工 

第２５条 管理水準 

事業者は、公園内を常に良好な状態とし、公園利用者への快適・安全なサービスに努めることとす

る。 

常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園内の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第２６条 園路・階段維持修繕 

園路・階段について、日常、適宜巡回点検し、腐敗・破損箇所の小規模な修繕を適切に行うこと。 

 

第２７条 舗装維持修繕 

園路・広場等について、日常、適宜巡回点検し、不陸整正や破損箇所の小規模な修繕を適切に行う

こと。 

 

第２８条 手摺・柵等維持修繕 

手摺・柵等について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕を適切に行うこと。 

 

第２９条 サイン・ファニチャー維持修繕 

案内・誘導看板について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕、簡易看板の製作を行

うこと。 
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第５編 遊具維持修繕工、その他修繕 

第１章 遊具維持修繕工 

第３０条 管理水準 

遊具について、劣化や(社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する規準 JPFA－S：2008」

の不適合によるハザードを早期に発見し、遊具による事故を予防するとともに、適切な運営維持管理

業務につなげるよう点検を行うこと。 

点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 

なお、遊具の点検は幼児や児童が遊具の利用者であることから、次の各号に掲げる事項に配慮して

行う。 

１）安全性の確保 

２）機能の保持 

３）美観に配慮した形姿の維持 

 

第３１条 用語の定義 

１．「点検責任者」は、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」あるいは、関

東地方整備局が同等と認めたものとする。なお、「点検責任者」は、「点検担当者」以上の経験、

知識及び技能を有するものであること。 

２．「点検担当者」は、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品整備技士」あるいは、関東

地方整備局が同等と認めたものとする。 

３．「同等と認めた者」とは、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」「公園

施設製品整備技士」と比較して同等の学歴、経歴、実務経験、講習会の受講実績等から同等の知

識と技術、管理能力等があると関東地方整備局が認めた者をいう。 

４．「作業」とは、遊具の点検をいう。 

５．「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低下することをいう。(ただ

し、地震、火災等の災害によるものを除く。) 

６．「日常点検」とは、目視診断、触手診断、聴音診断等により、遊具の異常、劣化等の有無を調べ

るために日常的に行う点検をいう。 

７．「定期点検」とは、公園施設製品安全管理士及び公園施設製品整備技士等が一定期間ごとに摩耗

状況や変形ならびに経年変化等について点検する「劣化診断」と、「遊具の安全に関する規準 JPF

Ａ－Ｓ：2008」に基づき遊具の形状や安全領域等の規準に対する妥当性を評価する「規準診断」

をいう。 

８．「SP 表示認定企業」とは、(社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する規準 JPFA－S：

2008」等に基づき製品の設計、製造、販売、施工、点検、修繕を行い、かつ、(社)日本公園施設

業協会が定めた規格「S：2008QMS－SP 表示認定規格」を満たすマネジメントシステムを構築

していると(社)日本公園施設業協会に認定された企業をいう。 

９．「SP 点検済シール」とは、「SP マーク」を付された「点検済シール」で点検、修繕した遊具が、

「遊具の安全に関する規準 JPFＡ－Ｓ：2008」に合致したと認められた時に、安全性の確保が維

持されていることを示すために、SP 表示認定企業が貼付することができるシールをいう。 
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第３２条 点検の範囲 

点検とは、遊具の形状を調査し、JPFA－S：2008 に基づく規準診断等を行い、報告書を作成する

までの一連の行為をいう。 

 

第３３条 事業者の負担 

点検業務に必要な工具、測定機器等は事業者の負担とする。 

 

第３４条 点検の種類 

点検には、「日常点検」、「定期点検」がある。 

事業者は各点検の内容とその必要性を正しく理解した上で業務計画書を立案し、調査職員に承諾を

受けてから点検を実施しなければならない。 

 

第３５条 診断の方法 

遊具の点検は、点検表を作成し、診断することで安全性を確認すること。 

診断方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１）目視診断 

遊具の外観・形状を観てその劣化状態を診断する方法 

２）触手診断 

遊具を素手で触ってその劣化状態を診断する方法 

３）聴音診断 

遊具の可動部を動かし、発生する音、ガタツキの状態の有無を判断し、劣化状態を診断する方法 

４）打音診断 

遊具を点検ハンマー等で軽打し、異音の有無を判断し、その劣化状態、亀裂、ボルトの緩み等を

診断する方法 

５）揺動診断 

遊具本体を揺り動かし、仕様に対応できるかを診断する方法（複合系遊具の場合は単体ごとに行

う） 

６）JPFA 検査器具による判定 

JPFA が開発した器具で遊具の規準（JPFA－S：2008）に適合しているかを調べる 

７）ノギスによる測定（JIS 認定商品を使用する） 

８）メジャーによる測定（JIS 認定商品を使用する） 

９）傾斜計による測定 

 

第３６条 作成書類 

１．作業計画書 

業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業手順、作業範囲、点検責任者名、点検担当者

名、安全管理者等を具体的に定めた定期点検に関する作業計画書を作業前に作成して調査職員

に提出すること。作業計画書には、点検の作業中に利用を中止した方が良いと判断された遊具

の取扱と処置方法、連絡手順について記載すること。 

２．事業者は、次の各号に掲げる書類を作成すること。また、業務完了時には、実施状況等の記録
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書として添付すること。 

１）定期・精密点検記録簿 

点検実施後、(社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する規準 JPFA－S：2008」

に記載する「定期点検総括表」「定期点検表」「特別定期点検表」に基づき速やかに作成す

ること。（別添３４「こどもの森について」参照） 

２）写真帳 

客観的な判断材料として、必要に応じて遊具施設の劣化や破損状況を写真に記録すること。 

写真は、着手前、作業状況(規準点検状況・劣化点検状況)からなり、点検表と照合できるよ

う、点検実施後、速やかに写真帳に整理すること。 

３）その他調査職員が指示する書類 

適宜作成すること。 

 

第３７条 遊具日常点検等 

１．日常点検を行う者は、遊具の外観を目視し、必要に応じて触診により部材の腐食、亀裂、変形、

ボルトの脱落等の施設の変形や異常の有無を調べる。また、合わせて設置面や植栽等を含めた遊

具周辺の確認も行う。 

２．点検頻度は、遊具毎に日 1 回以上実施する。また、遊具維持修繕の担当職員による点検を月１回

実施する。 

３．点検対象遊具は、以下の通りとする。 

場所 名称 

こどもの森 ドラゴンの砂山（卵含む） 

ワイドスライダー 

プレイディアム（森のとりで） 

ふわふわドーム 

虹のハンモック 

風のすべり台 

雲のすべり台 

みんなの原っぱ わんぱく遊具 どんぐりころころ 

プレイディアム（小） 

プレイディアム（大） 

どろんこ池 

落葉のプール 

ゆらゆらブランコ（境界柵） 

ゆらゆらブランコ 

スプリング遊具 

ブルーハウス 

滑り台 

弓形シーソー 

１人用木馬（２基） 
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５人用木馬（１基） 

ふわふわドーム 

みんなの原っぱ パズロック 

 

４．公園内巡視時に日常点検を行う者は、点検箇所や点検方法をよく理解したうえで、日常点検を実

施すること。 

５．事業者は、対象となる遊具の経年変化に伴う劣化状況を把握するため、日常点検記録簿を精査し

たうえ、保管しておく。 

６．点検履歴については、遊具履歴書を作成、追記、修正をすること。 

７．台風や豪雨等の異常気象時や震度５以上の地震発生により、遊具に異常箇所が生じるおそれのあ

る場合に、遊具及び遊具の周辺状況について、必要に応じて臨時的に点検を行うものとする。ま

た、遊具の利用者が怪我をした場合や、他公園において類似遊具等で事故があった場合も点検を

行うものとする。 

 

第３８条 遊具定期点検 

１．定期点検を完了させるために、管理体制を確立し、品質、工程、安全、法令遵守等の業務管理を

行う。 

２．事業者は、点検責任者を定め調査職員に事前に提出することとする。また、点検責任者を変更し

た場合も同様とする。 

３．点検を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行する。 

４．点検対象遊具は、日常点検に準ずる。 

５．遊具の点検内容は、(社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」「定期点検表」「特別

定期点検表」に基づいて実施し、その結果について定期点検記録簿としてとりまとめ、報告する。 

６．点検作業の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は(社)日本公園施設業協会

認定の、JPFA 検査器具、JPFA 肉厚測定器、JPFA 落下衝撃測定器等を使用して行う。 

７．点検作業と点検表に基づく判定は別の者がそれぞれ担当し、職務を兼ねることはできない。 

８．点検責任者は、「劣化診断」による劣化判定と「基準診断」によるハザードレベルを組み合わせ

て総合的な機能判定を行うこと。その判定基準については、必要に応じ事前に調査職員と協議を

しておくこと。 

９．定期点検は、年 1 回実施すること。 

１０．点検終了後、「合格」と判断された遊具は、調査職員に報告し、「SP 点検済みシール」を貼付

出来る遊具には点検実施時期を明記して添付する。 

 

第３９条 遊具維持修繕 

遊具について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所については、小規模な修繕等を適切に行うこと。 

 

第４０条 その他 

１．点検作業においては、安全管理を徹底し、作業中であることを掲示して、公園利用者の遊具利用

への影響が無いように十分な安全対策を講ずること。 

２．定期点検等で不良と判断された場合は、速やかに調査職員へ報告すること。 
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３．点検で異常が発見された場合、もしくは、異常の可能性がある場合は、使用禁止が妥当と判断さ

れる遊具について、業務計画書等で事前に調査職員と打合せた手順に従い、ロープやネット等で

使用できないように処置するとともに、使用禁止表示を行い、公園利用者に事故が起きないよう

に安全対策を実施する。併せて、調査職員に速やかに報告する。 

４．点検作業は、作業に適した服装にて作業を実施し、「公園施設製品安全管理士」「公園施設製品整

備技士」の携帯用認定証等がある場合は携帯して作業に従事する。 

５．本仕様書に記載されていない事項については、 (社)日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する

規準 JPFA-S:2008(2008)」を参考にすること。 
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第２章 その他修繕 

第４１条 管理水準 

事業者は、公園内を常に良好な状態とし、公園利用者への快適・安全なサービスに努めることとす

る。 

常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園内の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第４２条その他修繕 

園路広場及び遊具以外の工作物について、必要に応じて、適宜巡回点検し、破損箇所については、

小規模な修繕等を適切に行うこと。 
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第６編 電気設備維持修繕 

第４３条 管理水準 

使用電力量を計測するとともに、別添４６「電気設備位置図」に示す電気設備（分電盤、照明設備、

監視カメラ設備等）について、関係法令を遵守し、機能を常に安全かつ良好に維持するため、日常、

適時巡回点検し、破損箇所については、小規模な修繕等を適切に行うものとする。 

 

第４４条 電気設備維持修繕 

１．事業者は、月１回、調査職員が指示する日に各電気メーターの確認を行うこと。調査職員の指示

による負担金割合の算定方法に従い、電気メーター検針結果の集計表及び負担金額割合を算定し

た算定表を作成し、翌月の月初めまでに調査職員に提出すること。 

２．分電盤や照明設備及び別添４６「電気設備位置図」に示す施設について、計器による設備の運転

状況の把握や目視、触手、聴音による点検を行う。 

３．点検の結果に応じ、清掃、調整、消耗部品の交換及び補充、軽微な修繕等を適切に行うこと。た

だし、関係法令等に基づいて実施する法定点検は、関東地方整備局が別途行う。 

４．休園日に電気設備において異常が発生した場合は、法定点検の受託者等と連携して、適切な措置

を講じること。 

５．プール開園期において、使用可能な電気の最大容量を超えることが予想される場合は、国事務所

と連携し、電気の使用を調整する等の適切な措置を講じ、プールの水質を確保すること。 
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第７編 給水施設維持修繕 

第４５条 管理水準 

本公園の施設の使用水量を計測するとともに別添４８「給水施設位置図」に示す給水施設について、

関係法令を遵守し、常に安全かつ良好に維持するため点検及び小規模な修繕を行うものとする。 

 

第４６条 給水施設維持修繕 

１．日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。ただし、関係法令

等に基づいて実施する法定点検は、関東地方整備局が別途行う。（別添４８「給水施設位置図」

参照） 

２．事業者は、立川系統については 1 日 2 回（開園前 1 回、閉園後 1 回）、その他は閉園後に 1 日 1

回、水道メーターの確認を行うこと。調査職員の指示による負担金割合の算定方法に従い、水道

メーター検針結果の集計表及び負担金額割合を算定した算定表を作成し、翌月の月初めまでに調

査職員に提出すること。 

３．事業者は、1 日 1 回、文化施設ゾーン系統、立川系統及び昭島系統の受水槽について、次に示す

点検を行うものとする。また、取水口において、1 日 1 回（以上）、残留塩素濃度の測定、臭気の

確認、目視等による水質検査を行うものとする。 

 

点検項目 判定 

受水槽周囲（雑草の繁茂・物置化） 有・無 

ポンプ室内（汚れ・物置化） 有・無 

受水槽の上部（落葉の堆積・樹木の被さり） 有・無 

受水槽壁面の亀裂、密閉状態 良・否 

水の濁り、油類、異物、汚れ等 有・無 

マンホールの施錠 良・否 

マンホールの破損、防水、さび等 有・無 

通気管・オーバーフロー管の防虫網 良・否 

ポンプ・バルブ等設備 良・否 

ボールタップ・満減水装置 良・否 

塩素濃度は適正か 良・否（  ppm） 

点検、清掃が容易で衛生的な場所か 良・否 

受水槽または上部に汚染の原因となる配管、設備等有無 有・無 

停滞水防止構造（適正な容量） 良・否 

停滞水防止構造（連通管の位置、受水口と揚水口の位置） 良・否 

マンホールの位置、大きさ、立ち上げ 良・否 

吐水口空間、排水口空間の確保 良・否 

飲用以外の用途との兼用または設備からの逆流のおそれの有無 有・無 

クロスコネクションの有無 有・無 
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第８編 水景施設保守点検 

第４７条 管理水準 

本公園の水景施設について、関係法令を遵守し、常に安全かつ良好に維持するため点検を行うもの

とする。 

なお、水遊び広場については、常に安全かつ良好に維持するため、関係法令を遵守するとともに、

「プール等取締条例施行規則」（昭和 50 年東京都規則第 78 号）、及び「遊泳用プールの衛生基準に

ついて」（平成 19 年 5 月 28 日健発第 0528003 号厚生労働省健康局長通知）に基づき、供用期間中

（プール開園期間を除く）は以下の水質を保つよう管理を行うこと。 

項目 基準値 測定回数 

水素イオン濃度 ｐH 値 5.8 以上 8.6 以下であること 毎年 1 回以上 

濁度 2 度以下であること  

過マンガン酸カリウム消費量 12ｍｇ/ｌ以下であること  

大腸菌群 検出されないこと  

一般細菌 1ｍｌにつき 200CFU 以下であること  

遊離残留塩素濃度 0.4 ㎎/ｌ以上であること。また、1.0ｍｇ/ｌ以下であることが望ましい。 

塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化

塩素濃度は 0.1 ㎎/ｌ以上 0.4 ㎎/ｌ以下であること。また、亜塩素濃

度は 1.2 ㎎/ｌ以下であること。 

毎日午前中 1 回

以上及び午後 2

回以上 

総トリハロメタン 暫定目標値としておおむね 0.2 ㎎/ｌ以下が望ましい 毎年 1 回以上 

※利用者が多数である場合等汚染負荷量が大きい場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと。 

 

第４８条 作成書類 

１．作業計画書（工程表含む） 

事業者は、調査職員が指示する主要な水景施設については、業務計画書に基づき作業着手前まで

に作業計画書を作成し、調査職員に提出すること。（別添３９「水遊び広場について」、別添５３

「水循環設備位置図」参照） 

２．実施状況の記録 

事業者は、調査職員が指示する主要な水景施設については、下記の書類を作成すること。また、

業務完了時には、実施状況等の記録書として添付すること。 

１）作業記録写真－－－－－－－－－－－ 作業終了後すみやかに作成 

２）点検報告書－－－－－－－－－－－－ 作業終了後すみやかに作成 

３）適合確認検査簿－－－－－－－－－－ 作業終了後 10 日以内に作成 

４）作業打合簿－－－－－－－－－－－－ 打合せ毎に終了後すみやかに作成 

５）その他調査職員が指示する書類－－－適宜作成 

 

第４９条 水景施設保守点検等 

業務計画書に基づいて、次の各号に示す水景施設の巡視・点検を行う。 

１）運転前には、電気系統、バルブの開閉、水位の確認等の点検を行う。 

２）巡視・点検結果は、点検報告書として作成し保存する。 

３）水質検査の結果、残留塩素濃度が基準値を下回る場合は、固形塩素剤を投入するなど、必要
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な措置を速やかに行うこと。 

４）東京都多摩立川保健所の水質検査等が実施されるときは、協力すること。 

５）その他、ポンプ施設等の点検内容は次のとおりである。 

 

名称 点検内容 

水中ポンプ 

a)電流計の指針のよる負荷状態 
b)絶縁抵抗 
c)モーターの封水 
d)防錆状態 
e)ケーブルの損傷 

陸上ポンプ 

a)ポンプの負荷状態 
b)軸受部の異音・振動 
c)カップリングの点検 
d)ドレインパイプの排水状態 
e)ボトル・ナットの緩み 
f)漏水発生の点検 
g)軸受部オイル点検 
h)モーターの絶縁抵抗 

ろ過設備 

a）動作確認 
b）ろ材の状態 
c）配管、バルブの発錆、漏水状態 
d）池内の水の状態 

滅菌・殺藻設備 

a)動作確認 
b)消毒・殺藻素材の状態 
c)配管、バルブの発錆、漏水状態 
d)消毒・殺藻濃度または強度 

水景制御盤 

a)箱体(塗装・損傷・扉の開閉・施錠・扉のパッキン) 
b)盤面(電圧・電流計・表示灯・銘板・スイッチ動作) 
c)盤内(端子のゆるみ・配線の変色・換気装置) 
d)タイマー(時刻修正・動作確認) 
e)漏電ブレーカー(動作確認) 
f)サーマルリレー(動作確認・設定値の確認) 
g)警報回路(動作確認) 
h)絶縁測定 
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第９編 その他設備維持修繕等 

第５０条 管理水準 

本公園の水循環設備、放送設備、電話設備等について、関係法令を遵守し、機能を常に安全かつ良

好に維持するため点検及び修繕を行うものとする。 

 

第５１条 水循環設備維持修繕 

日常、園内の循環水ポンプ場、循環水配管等について、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕

又は補充を適切に行うこと。なお、法定点検、関東地方整備局において行うので詳細は調査職員との

協議によるものとする。（別添５０「水循環設備位置図」参照） 

 

第５２条 放送設備保守点検等 

日常、園内の放送設備、スピーカー、配線等について、計器による設備の運転状況の把握や目視、

触手、聴音による点検を年 1 回行い、破損箇所の小規模な修繕を適切に行うこと。（別添５４「放送

設備位置図」参照） 

 

第５３条 電話設備維持修繕 

日常、園内の電話設備、ＰＨＳ基地局、配線等について、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修

繕等を適切に行うこと。 

 

第５４条 その他設備保守点検等 

１．事業者は、月１回、調査職員が指示する日に各ガスメーターの確認を行うこと。調査職員の指示

による負担金割合の算定方法に従い、ガスメーター検針結果の集計表及び負担金額割合を算定し

た算定表を作成し、翌月の月初めまでに調査職員に提出すること。 

２．その他設備維持修繕等において、本仕様書第５１条から５３条及び本条前項までに該当しない項

目については、必要に応じて、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行う

こと。 
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第１０編 農家保守 

第５５条 管理水準 

こもれびの里の「里の農家」を常に安全かつ良好な状態に保つとともに、立川市指定有形文化財と

しての文化的及び歴史的価値を維持するための保守を行うものとする。なお、この作業は、別紙７「個

別仕様書（企画）」第２６条に定める「こもれびの里管理工」に含まれるものとする。 

 

第５６条 巡視・保守等 

１．事業者は、農家の外観及び内部の現状保存を行い、立川市指定有形文化財としての特性の維持に

努めること。 

２．農家巡視は、火災予防、建物・植物保全、利用規定に基づく利用指導等を行うものとする。 

３．その他、農家の点検の内容は次のとおりである。 

対象箇所・項目 点検項目 ( )内は頻度 

基礎、土蔵 ・土台の根太がシロアリに食われていないか点検する。(月１回) 

・ひび割れ、水漏れがないか点検する。(週１回) 

・建物の足回りの植物等の害虫、水溜り、樹木根が基礎の劣化に影響してないか点検する。(週１回) 

軒回り ・軒先の破損、腐食等がないか点検する。(週１回) 

雨桶 ・破損や落葉等による詰まりがないか点検する。(週１回) 

外壁、土蔵 ・破損、腐食、汚れ、キズ、落書き等がないか点検する。(週２回) 

・土壁、漆喰壁にひび割れがないか点検する。(週１回) 

・乾燥に起因する土壁の収縮により壁と柱の間に隙間ができてないか点検する。(年４回) 

内壁、建具、床、 

柱、家具・調度等 

・破損、塗装剥離、汚れ、キズ、落書き、盗難等がないか点検する。(毎日) 

・乾燥により建具が歪み、建て付けが悪くなっていないか点検する。(毎日) 

障子・襖 ・破損、汚れ、キズ、落書き等がないか点検する。(毎日) 

窓 ・ガラスのひび割れ、破損がないか点検する。(毎日) 

・窓枠、桟に破損がないか点検する(毎日) 

金具、金物類 ・錆や塗装劣化(剥離)がないか点検する。(週２回) 

屋根 ・雨漏りの原因となる茅葺や竹・縄等の劣化、欠落がないか点検する(月１回) 

・カラスによる茅の破損対策が適切に講じられているか点検し、善処する。 

・茅材の腐食を防ぐため、囲炉裏の火を起こし、煙による薫蒸を図る。（毎日） 

室内空調機 ・内部及び周辺建具等への水漏れがないか点検する。（毎日） 

防護柵・門扉等外

構 

・破損等がないか、解錠時などに点検する。(毎日) 

・重量がある門扉については、挟まれる等の事故を防止するため、安全管理に配慮する。(毎日) 
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第１１編 園内清掃、公園内建物清掃 

第１章 基本事項 

第５７条 管理水準 

公園施設については、常に清潔を保ち、快適な環境を保持する必要があり、本公園の利用状況に適

切に対応するため、事業者は、作業内容、作業場所等について十分に検討するものとする。 

 

第５８条 消耗品 

本清掃作業に必要な消耗品については、支給しない。 
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第２章 清掃 

第５９条 休憩所等清掃 

１．日常清掃（建物清掃） 

１）清掃箇所は、別紙３９「清掃場所、箇所、内容、方法、頻度等」を参照すること。 

２）壁、床、扉、窓、柱、ベンチ、机、イス、黒板等は、掃き掃除、拭き掃除を行い、公園利用者

に不快感を与えないよう清潔に保ち、必要に応じて薬液類を使用し洗浄するものとする。 

３）くもの巣、ハチの巣、ガムのかす等がある場合は、速やかに取り除くものとする。 

４）天井、照明器具、展示物等は、必要に応じ清掃するものとする。 

５）清掃頻度は各施設最低 1 日 1 回以上とし、各施設の汚れ具合等により適宜清掃回数を設定する

ものとする。 

２．定期清掃 

１）床面シートの清掃（ポリッシャーまたはスチーム洗浄後のスクイージーによる汚水除去、水モ

ップによる拭き上げ、ワックス塗布、拭き上げ等）のほか、タイルやジュータン、窓、網戸等

を対象とした室内清掃を行うこと。 

２）屋根及び雨樋に堆積した落ち葉、枯れ枝、藻等による汚れ、夾雑物を除去すること。 

３）建物の周りに堆積した落ち葉、枯れ枝を除去すること。 

４）外壁、軒下、扉、窓等の汚れを除去すること。 

５）清掃箇所は、別紙３９の中の主要施設とする。（花みどり文化センター、こもれびの里休憩所、

昭島管理棟、花木園管理棟、ゲート等） 

 

第６０条 便所清掃 

１．日常清掃 

１）清掃箇所は、別紙３９を参照すること。 

２）清掃中は、便所の利用者の利便性に配慮すること。 

３）衛生器具(便器、手洗い器等)、壁、天井、床、ブース、扉、窓、その他建具、鏡、照明器具等

を適切な方法で清掃し、清潔に保つとともに、詰まり等はすぐに対応する。 

４）トイレットペーパー及び石鹸水が常時あるように補充すること。 

５）汚物入れの清掃等を行うこと。 

６）便所清掃は、1 日 1 回以上実施することとし、繁忙期には清掃回数を増やす等、常に清潔に保

つこと。 

２．定期清掃 

１）屋根及び雨樋に堆積した落ち葉、枯れ枝、藻等による汚れ、夾雑物を除去すること。 

２）建物の周りに堆積した落ち葉、枯れ枝を除去すること。 

３）衛生器具(便器、手洗い器等)、壁、軒下、天井、床、ブース、扉、窓、鏡、照明器具等の汚れ

を除去すること。 

４）清掃箇所は、別紙３９を参照すること。実施頻度等は各便所の汚れ具合等により適宜回数を設

定するものとする。 

３．大規模な行催事の開催等により、塵芥の発生量の増加が見込まれる際には必要に応じて当該箇所

を清掃するものとする。 
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第６１条 工作物清掃 

１．日常清掃 

１）対象区域は全園を区域とする。ただし、別紙１０「収益施設等管理運営規定書」の対象である

収益施設は除く。 

２）拾い清掃による紙くず、空き缶等の除去や掃き掃除による土ぼこり、落ち葉等の除去により、

園路(園地含む)や側溝、遊具等の工作物をきれいな状態に保つこと。 

３）Ｕ型溝、排水桝等の排水設備の性能を維持するため、適宜点検を行うとともに、溜まった落ち

葉、土砂等を除去すること。 

４）公園利用者が直接触れるベンチやテーブル等は、汚れやコケ、鳥の糞が無いよう水拭き等の清

掃を行い、同時にささくれ、がたつき等による危険箇所の確認を行うこと。 

５）くず籠や喫煙場所の吸殻等の清掃を随時行うこと。 

６）池等の水面のごみや落ち葉等を網等で随時除去すること。 

７）外灯、時計や温度計、駐車場管制、監視カメラ等の設備について、汚れがひどい場合には清掃

を行うこと。 

８）大規模な行催事の開催等により、塵芥の発生量の増加が見込まれる際に業務責任者の判断によ

り当該箇所を清掃するものとする。 

９）清掃箇所と実施頻度は下表の通りとする。なお、清掃箇所は別紙３９を参照すること。 

 
清掃箇所 実施頻度 

園内清掃（１） ほぼ毎日 

園内清掃（２） 
4～5 月、3 月：20 日／月程度 

6～2 月：7 日／月 程度 

園内清掃（３） 
4 月、3 月：18 日／月程度 

6～2 月：5 日／月 程度 

園内清掃（４） 25 日／月 程度 

園内清掃（５） 
4～5 月、3 月：22 日／月程度 

6～2 月：9 日／月 程度 

園内清掃（６） 
4 月、10 月：19 日／月程度 

5～9、11～2 月：8 日／月 程度 

園内清掃（７） 
4～5 月、9～10 月、2～3 月：22 日／月程度 

6～8、11～1 月：5 日／月 程度 

園内清掃（８） 17 日／月 程度 

園内清掃（９） 毎日 

園内清掃（１０） 
4 月、10 月、3 月：20 日／月程度 

5～9 月、11 月～2 月：6 日／月 程度 

園内清掃（１１） 毎日 

園内清掃（１２） 毎日 

 

２．定期清掃（池・水遊び場等の洗浄） 

１）ポンプを停止し池部の排水を行った後、ごみ類や夾雑物、汚泥を除去し、池の底部、側面部、

景石等の高圧洗浄機を使用した洗浄作業及びブラッシングを行うこと。 

２）底部、側面部、景石等の汚れを所定箇所へ処理した後、池部への給水及びポンプを始動するこ

と。 

３）清掃箇所、実施内容及び実施頻度等は下表の通りとする。 
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清掃箇所 実施頻度 

カナール 3 回／年 

水遊び場広場 2 回／年 

渓流広場 3 回／年 

 

３．定期清掃（園路・広場の舗装部等の洗浄） 

１）藻や土砂等による汚れが顕著な部分の高圧洗浄機及び路面清掃車等を使用した洗浄作業を行う

こと。 

２）園路、広場、排水桝、排水溝の土砂等を除去すること。 

３）腐食・破損したテーブル、ベンチ等を撤去すること。 

４）大型イベントで利用する際や落葉の時期等に行うものとする。清掃箇所や実施頻度については、

イベント情報や現状を勘案して実施するものとする。 

４．大規模な行催事の開催等により、塵芥の発生量の増加が見込まれる際には必要に応じて当該箇所

を清掃するものとする。 

 

第６２条 ごみ回収 

１．軽トラックにより、園内各所に存在するごみ箱から所定の集積箇所に運搬するものとするし、ご

みは、立川市の分別区分に従って分別を行うこと。なお、大型イベント、花見の時期等、大量の

ごみの発生が予想される場合は、臨時ごみ箱を設置し、公園利用者に分別指導を行う等、適切な

措置を講じること。（別紙４１「廃棄物の取扱（対処方法、経費、排出量等）」参照） 

２．ここでいうごみとは園路上の落ち葉、枯れ枝も含むものとする。 

３．ごみ運搬箇所については、別途指定するものとする。 

４．生ごみについては、植物性の廃棄物と併せて、堆肥化を行うこと。 

 

第６３条 除雪等 

１．降雪時等に、本公園の機能を維持するために、玄関周り、出入口周り、園路等において、機械及

び人力による除雪を行う。 

２．事業者は、除雪作業を円滑に実施できるよう無積雪時の状態を確実に把握し、路面や縁石等各工

作物に損傷を与えないようにしなければならない。 

 

第６４条 産業廃棄物処理 

事業者は、産業廃棄物が発生した場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 

月 25 日法律第 137 号）及び関係法令に従って、適正に処理すること。 
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第１章 総則 

第 1 条 適用 

本仕様書は、H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務のうちの植物管理業務に適用する。 

 

第２条 事業者の責務 

事業者は、施工にあたって、公園管理業務の特性を踏まえ、別紙５「共通仕様書」、本公園の設計

図書及び現地の気象条件、土壌条件等環境条件を十分に把握のうえ、管理効果が上がるよう配慮し、

目標とする管理水準を達成すべく、施工にあたるものとする。 

 

第３条 事前協議等 

事業者は、別紙５「共通仕様書」、本公園の設計図書及び現地の気象条件、土壌条件等環境条件を

十分に照査し、次の各号に掲げる事項のほか明示無きもの又は疑義の生じた場合は、関東地方整備局

の指定する調査職員と事前に協議するものとする。 

また、管理年度内にあっても、管理実態に合わせて、効率化に向けた管理施工上の工夫が可能な場

合は、調査職員に提案し、協議の上、変更理由を明記の上、業務計画書の変更を行うことも可能であ

る。 

１）植物について補植を要する事態が生じたとき。 

２）既存木の移植（又は伐採）を行う必要が生じたとき。 

３）公園利用者サービスに供するために新規植栽の必要が生じたとき。 

 

第４条 業務実施体制の点検 

事業者は「公共業務の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法律第

127 号）第 13 条第 2 項により関東地方整備局から業務実施体制について点検を求められたときは、

これを受けることを拒んではならない。なお、点検員は当該業務の調査職員とする。 

 

第５条 歩掛実態調査及び諸経費動向調査 

本業務は、歩掛実態調査及び諸経費動向調査の試行業務であり、調査職員より指示のあった場合、

別途通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行うこと。 

調査票は、業務終了後速やかに調査職員に提出するものとする。又、調査票の聞き取り調査等を実

施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。 

 

第６条 基本事項 

１．植物管理業務を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努めると

ともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行うものとする。なお、

本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協議する

ものとする。 

３．事業者は、公園内の植物を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を

行い、実施することとする。 

４．園内に生息・生育する貴重種（別添５５「貴重種一覧」）に影響を与えないように十分に留意し
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て実施するとともに、貴重種の生息・生育に適した環境を保全するものとする。 

５．管理体制人員は、円滑な維持管理運営を行うため、植生状況に基づき弾力的に配置するものとす

る。 

６．提供物品（別紙２１参照）は事業者に貸与するが、物品類の修理等は調査職員に報告の上、事業

者が行うこととする。 

７．設備及び提供物品は事業者の注意義務で管理すること。 

８．植生状況等に基づく業務効率化に向けた設備及び物品を事業者が導入する場合は、事前に調査職

員協議の上、承諾を受けた上で、事業者の負担にて行うこと。 

９．作業従事者の身分保障、健康管理、服務規律は事業者の責任において行うこと。 

１０．ボランティアによる植物管理が円滑に活動できるように支援すること。 

１１．植物管理と一体となった行催事では、企画運営管理及び施設・設備維持管理等と総合的な調整

野本相互連携を保ち、公園利用者の安全確保に努めるものとする。 

 

第７条 安全管理等 

１．常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

２．持ち込み可能な車種及び車両の通行については、「国営昭和記念公園園内車両通行規則（案）」（別

添１７参照）に基づき、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に

努めるとともに、国事務所発行の車両運行許可証等を前面に提示して走行するものとする。なお、

園内の車両通行の際には管理用園路は 20km/h 以下、その他園路は 10km/h 以下とする。 

３．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

４．危険防止のため、枯損木や枯枝の早期発見と除去、及び、全ての作業実施時に作業エリアをバリ

ケード等で囲い作業中であることを明示すること等、施工中は安全管理を徹底し、公園利用者の

安全を十分確保するものとする。 

５．施工中は安全管理を徹底し、公園利用者の安全を十分確保するとともに、園内の施設工作物及び

樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

６．作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意するものとする。 

 

第８条 利用サービス 

１．作業時間は、公園利用者の迷惑とならないように配慮し、決定すること。なお、開園時間内に作

業を行う場合は、必要に応じて公園利用調整を行うこと。 

２．公園利用者に対する案内及び緊急対応等のサービスに努めること。 

３．業務責任者を含めた全ての作業従事者は調査職員の指定する名札を作成し着用すること。 

４．作業従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメー

ジアップに心掛けるものとする。 

５．公園利用者に対して、管理作業内容の情報を提供する必要が生じた場合には、作業場所において

適切な説明看板類を掲示するものとする。 
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第２章 芝生管理 

第９条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす芝生管理を行うこと。（別添５６「芝生管理」参照） 

 

ランク Ａ Ｂ 

管理目標 

主要な広場や修景施設周辺にあり、修景性が高く、

芝生の美しさが重要な景観構成要素となっており、

利用率も高い芝生地 

修景性が高く、芝生の美しさが重要な景観構成要

素となっており、動的利用も多い芝生地 

管理水準         

芝刈高 3～5cm 程度 3～5cm 程度 

雑草混入 可能な限り混入なし 一部混入容認 

茎葉密生度 高い 高いが一部空隙あり 

標準実施回数（単位；回/年） 

芝刈（標準刈

込回数） 
14 10 8 

対象地 
ローンボールズクロッケ

ーコート 

原っぱ 文化ゾーン-ゆめひろば、立川口-無料区カナー

ル、カナール、渓流広場（下部） 

 

ランク Ｃ Ｄ 

管理目標 Ａ、Ｂランクに次ぐ程度の修景性や利用率がある芝生地 
主として法面等保全や緑を保持す

ることが目的の芝生 

管理水準          

芝刈高 5～7cm 程度 5～7cm 程度 

雑草混入 一部混入容認 混入容認 

茎葉密生度 低く空隙あり 低い 

標準実施回数（単位；回/年） 

芝刈（標準刈

込回数） 
6 4 3 2 

対象地 

みどりの文化ゾーン-記

念館口、管理センター

周辺、ふれあい広場、

水鳥の池、立川口駐車

場、うんどう広場、うんど

う広場コート周辺、原っ

ぱ 

みどりの文化ゾーン-ゆめひろば南

側、みどりの文化ゾーン-テラス前、花

みどり文化センター（浮游の庭）、立川

口広場、ドッグラン、水鳥の池、外周植

栽、立川口駐車場芝生広場、原っぱ

南売店、こどもの森工芸幼児、こどもの

森太陽のピラミッド、こどもの森ドラゴ

ン、こどもの森霧の森、砂川口、渓流

広場（上部） 

みどりの文化ゾーン

-外周、立川口-無

料 区 外 周 、 花 木

園、緩傾斜護岸右

岸、緩傾斜護岸左

岸 

花木園、水あ

そび広場、残

堀川沿い 

＊芝刈工以外の項目については、必要に応じて業務責任者が判断し、適宜行うものとする。 

＊日本庭園の管理にあたっては、別添６０「日本庭園管理マニュアル」に基づき、樹木、草花、芝生

等について、機能的かつ一体的に管理を行うものとする。また、伝統的な管理技法の実施に留意す

ること。 

 

第１０条 芝刈工 

１．芝生地内にある石、空き缶等障害物はあらかじめ取り除く。 

２．芝生地内にある樹木、草花、施設等を損傷しないように注意し、刈むら刈残しのないよう均一に

刈込む。 
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３．刈込み高は管理水準を目安とするが、大幅に変更する場合は、調査職員と協議する。 

４．縁切りは、寄せ植え、施設等にほふく茎が侵入しないよう、寄植類にあたっては、樹冠の垂直投

影線より 10ｃｍ程度外側で垂直に切り込み、せん除する。 

５．刈り取った芝は収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積するとともに、刈り跡はきれいに

清掃する。 

６．芝刈り回数及び頻度については、芝草の生育状況を確認した上で適切かつ効率的な数量を設定し、

作業にあたるものとする。 

 

第１１条 芝生地除草工 

１．芝生をいためないよう、除草器具等を用いて、根より丁寧に抜き取る。 

２．抜き取った雑草は、収集し、調査職員の指定する箇所に運搬・堆積するとともに、除草跡はきれ

いに清掃する。 

３．除根後に穴を生じた場合は、必要に応じて目土（目砂）の充填を行う。 

 

第１２条 芝生施肥工 

１．過去の実績を踏まえ、業務責任者が適切と判断した施肥量を芝生面にむらのないよう均一に散布

する。 

２．施肥を施す場合は、原則として降雨直後等で葉面がぬれているときは行わない。 

３．施肥の時期及び回数については、芝草の生育状況を確認すると共に、芝生の利用状況予測を考慮

して適切かつ効率的な時期を設定し、作業にあたるものとする。 

 

第１３条 芝生目土掛工 

１．目土は植物の根、ガレキ等がなく必要に応じて、ふるい分けした目土用土又は砂材を用いる。土

壌改良剤及び肥料を混入する場合は、過去の実績を踏まえ、業務責任者が適切と判断した混入率

となるよう入念に混合する。 

２．目土は、過去の実績を踏まえ、業務責任者が適切と判断した量をとんぼ等を用いて、むらなく均

一に敷きならし、十分すり込む。なお、芝生面に不陸がある場合は不陸整正を勘案しながら行う。 

３．芝草の生育適期を選んで施工し、合わせて芝草の生育促進、芝生地表面の不陸整正の効果を最大

限に発揮できるよう施工する。 

 

第１４条 芝生エアレーション工 

１．芝生土壌の硬化を防止するため、エアレーション器具または機械により土壌が膨軟となるよう効

果的に行う。 

２．施工区域の設定、穴及びカッティングの深さ、間隔等は業務責任者の判断による。 

 

第１５条 芝生転圧工 

転圧は、芝生面の不陸整正や芝生の根と床土を活着させるために、開始から仕上げまでは連続して

行う。 

 

第１６条 芝切工 
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１．芝の更新をうながすため、レーキ、ホーク等で芝生面をていねいに回数多く引っかき、ほふく茎

や根などを切断するとともに、茎葉の間の枯葉、枯茎（サッチ）を除去する。 

２．発生した枯葉、枯茎等はすみやかに処理するとともに、ブラッシング跡はきれいに清掃する。 

 

第１７条 芝生灌水工 

１．既存の灌水設備または散水車を使用して、過去の実績を踏まえ、業務責任者が適切と判断した灌

水量を芝生全面に行きわたるよう、均一に散水する。 

２．芝草の生育状況を確認したうえで、適切かつ効率的な時期を設定し、作業にあたるものとする。 

 

第１８条 芝生雑工 

１．芝生雑工（普通作業員）については業務責任者の判断する作業（部分的な養生、芝生保護材設置

等）を実施するものとする。 

２．芝生雑工（軽作業員）については業務責任者の判断する作業（灌水補助、施肥散布補助、芝生保

護材設置等）を実施するものとする。 

３．芝の補植を行う際は、以下の項目に留意すること。 

１）張替え箇所を大きめに形を整えて切り取り、深さ 15cm 程度まで床土を交換又は耕耘したう

え、沈下防止のためよく転圧し、表面排水できるよう不陸整正を行うものとする。 

２）張芝は、周縁と同じ高さとなるよう調整し、転圧し、目土を施し、必要に応じて適宜施肥、

灌水するものとする。 

３）播種は、施工箇所を刈取・集草し、土壌改良材を散布の後、種子を均等に播き付けるものと

する。その後、目土散布行ったのち、速やかに灌水を行う。 
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第３章 中低木管理 

第１９条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす中低木管理を行うこと。（別添５７「中低木、高木管理」参照） 

 

管理目標 

対象地の個々の中低木の目的（鑑賞、遮蔽・境界、緑陰）に留意した管理を行う 

鑑賞 遮蔽・境界 緑陰 

花やその樹形等を公園利用
者に見せる役割を持ち、景観
構成要素となっている中低
木 

芝生地と高木等他の植栽を
補完する目的で植えられた
中間植栽としての役割や、園
路や広場等の境界植栽とし
ての役割を持つ中低木 

既存木及び法面等保全や緑
を保持することが目的の中
低木 

管理水準 
良好な生育、景観等のため整
形し、健全な個体を維持する

基本的に自然樹形であるが、
樹種の特性等を考慮し、剪定
工を設定する 
枯損枝、支障枝等は撤去する

自然樹形とし、枯損枝、支障
枝等は撤去する 

標準実施回数（単位；回/年） 

刈 込 み （ 標 準
寄植剪定） 

1 回／年 

対象地 

みどりの文化ゾーン、花みどり文化センター（浮游の庭、壁面緑化）立川口広場、立川口駐
車場芝生広場、ふれあい広場、外周、水鳥の池、西川口広場、外周植栽、水遊び広場、うん
どう広場周辺、第 4サークル南サイク沿い、外周植栽西側、こどもの森、第 4サークル、第
4 サークル南サイク沿い北、砂川口 

＊寄植剪定以外の項目については、必要に応じて業務責任者が判断し、適宜行うものとする。 

＊日本庭園の管理にあたっては、別添６０「日本庭園管理マニュアル」に基づき、樹木、草花、芝生

等について、機能的かつ一体的に管理を行うものとする。また、伝統的な管理技法の実施に留意す

ること。 

 

第２０条 中低木剪定工 

１．一般事項 

１）枝の密生した箇所は中すかしを行い、刈地原形を十分考慮しつつ、樹幹局縁の小枝を輪郭線を

作りながら刈込む。 

２）裾枝の重要なものは、上枝を強く、下枝を弱く刈込む。 

３）花木類を刈込む場合は、花芽の分化時期と養生位置に注意する。 

４）数年の期間をおいて刈込みを実施する場合は、第１回の刈込みの際に一度に刈込まず、数回の

刈込みを通して徐々に刈地原形に仕立てていく。 

５）刈り取った枝葉は収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積するとともに、枝葉が樹冠内

に残らないようにきれいに取り去り、刈込んだ樹木、寄植等の周辺はきれいに清掃する。 

６）剪定にあたっては、樹木単体だけでなく、公園として望ましい植栽景観づくりを視野に入れて、

望ましい樹形の確保に努める。 

７）公園の景観維持及び樹木の生育等に支障があり、剪定だけでなく伐採の必要が生じた場合には、

調査職員に報告するものとする。 

２．寄植剪定 

１）各樹種の生育状態に応じ、刈地原形を十分考慮しつつ剪定する。 

２）刈り取った枝葉が樹冠内等に残らないよう速やかに処理するとともに、寄植の周辺をきれいに

清掃すること。 

３．生垣剪定 
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１）枯枝、徒長枝等を剪定し、枝の整理を行った後、一定の幅を定めて、両面を刈込み、天端をそ

ろえる。 

２）枝葉の空いた部分には、必要に応じて、枝葉の疎密をなくすよう、枝の誘引を行う。枝の結束

には、しゅろ縄を用いる。 

 

第２１条 ハギ刈取工 

１．樹木、株物、柵等を損傷しないよう注意し、刈残しのないように刈り取る。 

２．刈りくずは、収集し、調査職員の指定する箇所に運搬・堆積する。 

 

第２２条 中低木地除草工 

１．抜根除草 

１）既存植物をいためないよう除草器具などを用いて根ごと取り除く。 

２）抜き取った雑草は、収集し、調査職員の指定する箇所に運搬・堆積するともに、除草跡はきれ

いに清掃する。 

２．人力除草 

１）既存植物をいためないよう鎌などを用いて根際より刈り取る。 

２）抜き取った雑草は、収集し、調査職員の指定する箇所に運搬・堆積するともに、除草跡はきれ

いに清掃する。 

３．機械除草（肩掛け式） 

１）既存植物をいためないよう肩掛け式草刈り機などを用いて刈り取る。 

２）抜き取った雑草は、収集し、調査職員の指定する箇所に運搬・堆積するともに、除草跡はきれ

いに清掃する。 

 

第２３条 中低木施肥工 

１．一般事項 

１）施肥量は、過去の実績を踏まえ、肥料、施肥の種類（寒肥、追肥等）及び各樹木の特性に応じ

てもっとも効果が期待できるよう、業務責任者が判断して行う。（別紙４２「農薬、肥料、土

壌改良材リスト」参照） 

２）溝及び縦穴の掘削に際しては、樹根に損傷を与えないよう注意する。 

２．生垣施肥 

１）寒肥は生垣の両側に縦穴を 1 箇所ずつ計 2 箇所 1 本ごとに掘り、底に所定の肥料を入れ、覆土

する。立て穴の深さは 20cm 程度とする。 

２）追肥は、生垣の両側に平行に深さ 20cm 程度のみぞを掘り、みぞ底に所定の肥料を敷き込み覆

土する。樹勢の強弱により施肥量を増減する。 

３）縦穴、溝の位置は細根の密生部分よりやや外周とする。 

３．中低木施肥 

１）１本立ち及び小規模な寄植えの場合、輪肥・壺肥を主体とし、その方法は高木施肥に準ずる。

縦穴及びみぞの深さは 20cm 程度とする。 

２）列植の場合、生垣施肥に準ずる。 

３）群植、大規模な寄植えの場合、有機質肥料については、1 ㎡当たり 3 箇所の縦穴を掘り、底に
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所定の肥料を入れ覆土する。化成肥料については、植込内に均一に散布する。 

 

第２４条 中低木防除工 

１．剪定防除 

１）アメリカシロヒトリ、チャドクガ等の幼令期に枝葉に集団で生活している虫の場合は、この部

分の枝葉を幼虫が落下しないよう注意深く切り取り、調査職員の指定する場所に集め、速やか

に焼却処分あるいは土中に埋める。 

２）剪定方法は、中低木剪定工に準ずる。 

２．薬剤散布 

１）病虫害が発生した場合には、誘殺・塗布等散布以外の方法を検討し、やむを得ず散布する場合

であっても、農薬取締法等の農薬関連法規や都道府県の定める農薬安全使用指導指針等、及び

メーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を遵守し、人や生き物の安全確保及び対象樹

木の薬害に十分注意し、最小限の区域における農薬散布に留める。（別紙４３「農薬散布」） 

２）病虫害の発生に備え、予防的な散布を要すると判断した場合についても速やかに調査職員と協

議のうえ、適切な処置を講ずる。 

３）散布方法は、調査職員と協議のうえ、それぞれの病害虫の特性に応じてもっとも効果的な方法

で行う。 

４）散布日は、調査職員と協議のうえ、風、日照、降雨等の天候条件を考慮し実施するが、開園時

間内には、散布は実施しない。 

５）散布量は指定の濃度に正確に希釈混合したものを、病虫被害部分部を中心にむらなく散布する。 

６）散布に際しては、風上に背を向けて風下から散布する。また、公園利用者をはじめ周囲の対象

植物以外のものにかからないよう、十分注意して行う。 

７）散布作業は、人体への影響を十分配慮し、ゴム手袋、マスク、帽子、メガネ、被服等完全なも

のを着用する。 

８）事業者は、履行期間中に行う可能性がある薬剤散布について、事前に１）～７）の事項を調査

職員と協議することができる。調査職員が承諾した範囲内で薬剤散布を行う場合は、２）～４）

中の「調査職員と協議」は「調査職員に事前に提出」に読み替えるものとする。 

 

第２５条 中低木雑工・中低木巡回工 

１．中低木雑工（軽作業員）については業務責任者の判断する作業（害虫の捕殺駆除作業、低木地落

葉除去等）を実施するものとする。 

２．中低木雑工（普通作業員）については業務責任者の判断する作業（枯損木及び支障枝撤去、チッ

プ敷均し、ササ伐根等）を実施するものとする。 

３．中低木巡回工（造園工・普通作業員）にて、支障枝・枯れ枝拾いやその他業務責任者の判断する

管理作業を行う。 

４．日本庭園巡回工（造園工・軽作業員）にて、支障枝・枯れ枝拾いやその他業務責任者の判断する

管理作業を行う。 

５．中低木補植を行う際は、以下の項目に留意すること。 

１）樹高 300cm 未満の樹木を対象とする。 

２）補植は、隣接樹木の枝葉根部を損傷しないよう注意して、なじみよく現状に復するものとす
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る。 

３）植栽を実施するにあたり、土壌改良材を投入する場合は、埋め戻し土壌とよく撹拌して混入

するものとする。 

４）補植後は、十分に潅水し、根元周辺を整正する。 

６．マルチングを行う際は、以下の項目に留意すること。 

１）マルチング材は所定量をむらなく均一に敷き均すものとする。 

２）使用するマルチング材及び敷き均し量、厚さについては業務責任者が判断し、定めるものと

する。 
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第４章 高木管理 

第２６条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす高木管理を行うこと。（別添５７「中低木、高木管理」参照） 

 

ランク Ａ Ｂ Ｃ 

管理目標 

花やその樹形を入園者に見

せる役割を持ち、景観構成要

素となっている高木 

園路や広場、敷地の境界、遮

蔽、防火帯となる植栽として

の役割を持つ高木 

既存林に近い高木 

 鑑賞 鑑賞、緑陰、防災、遮へい 緑陰 

管理水準 

抑制管理を中心とし、個々の

樹木に適した樹形を常に維

持するためのきめ細かい管

理を実施。 

花木においては花つきがと

くに良好な状態を保つ。 

自然成長を前提としつつ、障

害除去を行う程度の保護管

理を実施 

原則として自然樹形 

対象地 

こどもの森、林間広場、うん

どう広場、みんなの広場、花

木園、カナール、花みどり文

化センター（浮游の庭） 

砂川口駐車場、こもれびの

池、こもれびの丘、トンボ池、

渓流広場、水鳥の池西緑地、

西立川口周辺、ふれあい広

場、立川口駐車場、花みどり

文化センター周辺 

砂川口、レインボープール、

さざなみ広場、立川口サイク

ルセンター周辺、総合案内所

西側 

＊高木管理については、必要に応じて業務責任者が判断し、状況により適宜行うものとする。 

＊日本庭園の管理にあたっては、別添６０「日本庭園管理マニュアル」に基づき、樹木、草花、芝生

等について、機能的かつ一体的に管理を行うものとする。また、伝統的な管理技法の実施に留意す

ること。 

 

第２７条 高木剪定工 

１．一般事項 

１）樹形の骨格づくり、樹形の整形、混み過ぎによる病害虫及び枯損枝の発生防止等を目的とし

て、枝おろし、枝すかし、ふところすかし、切詰め、枝抜き、切返し、枝はさみ、枝うち、

枝かき等の剪定方法を、樹種、形状及び選定の種類に応じてもっとも適切な方法により行う。 

２）樹姿及び樹形の仕立て方は、特に修景上、規格形にする必要がある場合を除き、自然形に仕

立てる。 

３）剪定に当たっては、下枝の枯死を防ぐために原則として上方を強く、下方は弱く、また、南

側等の樹勢の強い部分は強く、北側等樹勢の弱い部分は弱く剪定する。 

４）不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」は原則として行わない。 

５）花木は花芽の分化時期と養生位置に注意して剪定する。 

６）剪定した枝葉は収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積するとともに、樹木周辺をき

れいに清掃する。 
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７）剪定にあたっては、樹木単体だけでなく、公園として望ましい植栽景観づくりを視野に入れ

て、望ましい樹形の確保に努める。 

８）公園の景観維持及び樹木の生育等に支障があり、剪定だけでなく伐採の必要が生じた場合に

は、調査職員に報告するものとする。（別添５８「景観木位置図」参照） 

９）サイクリングロードや園路沿い等の公園利用者の動線上の高木については、支障枝・枯枝等

を適切に除去し、落ち枝等によるけがなどないよう努めること。 

10）調査職員の指示する景観上重要な樹木については、樹形の維持及び眺望の確保に努めること。 

２．弱剪定 

１）弱剪定とは枯枝、平行枝、徒長枝等樹木の生育上好ましくないものを樹木本来の形、枝張り

のバランス等を考慮しつつ切除することをいう。 

２）主として剪定すべき枝は、1）枯枝、2）成長の止まった弱小の枝、3）著しく病害虫におかさ

れている枝、4）通風、採光、架線、人車の通行等の障害となる枝、5）折損によって危険を

きたす恐れのある枝、6）樹冠、樹形及び生育上不必要な枝。 

３）病害虫枝、障害枝は全体の樹形を考慮しつつ剪定する。 

４）枝、弱小枝等はその枝の付け根から少し距離をおいて切りとる。 

５）園路沿い等の並木については特に高さ、葉張り、下枝高さ等の樹形の統一を図りつつ剪定す

る。 

３．強剪定 

１）強剪定とは弱選定に加えて、樹形の整姿を目的として主枝及び主枝に準ずる枝の切除を行う

ことをいう。 

２）芯は原則として止めない。やむを得ず摘芯する場合は、これに代わる別の芯を仕立てる。 

３）古枝の先端部が大きなこぶとなっているもの、また割れ、腐れ等がある場合は、古枝の途中

に良い方向の新生枝を見つけ、その部分から先端部を切り取り、若い枝と切返すものとする。 

 

第２８条 ヤゴ取り工 

ヤゴ取りは、やご（ひこばえ）、幹ぶき（胴ぶき）を剪定鋏、鋸等で剪定するものとする。 

 

第２９条 高木施肥工 

過去の実績を踏まえ、使用する施肥の標準的な施肥量を肥料、施肥の種類（寒肥、追肥等）及び各

樹木の特性に応じてもっとも効果が期待できるよう、施肥量について業務責任者が判断して行う。（別

紙４２「農薬、肥料、土壌改良材リスト」） 

１）輪肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に深さ 20ｃｍ程度の溝を輪状に掘り、

溝底に所定の肥料を平均に敷き込み覆土する。溝掘りの際、とくに支根を傷めぬよう注意し、

細根の密生している場合は、その外側に溝を掘る。 

２）車肥：樹木主幹から車輪の輻のように放射線状にみぞを掘る。溝は外側に遠ざかるにつれて

幅を広く、かつ深く掘り、溝底に肥料を平均に敷き込み覆土する。溝の深さは 15～20cm 程度、

長さは葉張りの 3 分の 1 程度とし、溝の中心部分が葉張り外周線の下にくるように掘る。 

３）壺肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に放射線状に縦穴を掘り、穴底に所

定の肥料を入れ覆土する。竪穴の深さは 20cm 程度とする。 

４）移植後 1 年以内の樹木及び剪定直後の樹木で、葉張り外周線の不明の樹木については、溝及
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び穴の中心線が樹幹中心より根元直径の 5 倍にくるように掘る。 

 

第３０条 高木防除工 

１．薬剤散布 

１）病虫害が発生した場合には、誘殺・塗布等散布以外の方法を検討し、やむを得ず散布する場

合であっても、農薬取締法等の農薬関連法規や都道府県の定める農薬安全使用指導指針等、

及びメーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を遵守し、人や生き物の安全確保及び

対象樹木の薬害に十分注意最小限の区域における農薬散布に留める。 

２）病虫害の発生に備え、予防的な散布を要すると判断した場合についても速やかに調査職員と

協議のうえ、適切な処置を講ずる。なお、こどもの森及び玉川上水口周辺のマツ類について

は、マツノザイセンチュウ等の予防のため、5 月下旬～7 月初旬にかけて、原則 2 週間間隔で

計 2 回程度の薬剤散布を行うこと。 

３）散布方法は、調査職員と協議のうえ、それぞれの病害虫の特性に応じてもっとも効果的な方

法で行う。 

４）散布日は、調査職員と協議のうえ、風、日照、降雨等の天候条件を考慮し実施するが、開園

時間内には、散布は実施しない。 

５）散布量は指定の濃度に正確に希釈混合したものを、病虫被害部分部を中心にむらなく散布す

る。 

６）散布に際しては、風上に背を向けて風下から散布する。また、公園利用者をはじめ周囲の対

象植物以外のものにかからないよう、十分注意して行う。 

７）散布作業は、人体への影響を十分配慮し、ゴム手袋、マスク、帽子、メガネ、被服等完全な

ものを着用する。 

８）事業者は、履行期間中に行う可能性がある薬剤散布について、事前に１）～７）の事項を調

査職員と協議することができる。調査職員が承諾した範囲内で薬剤散布を行う場合は、２）

～４）中の「調査職員と協議」は「調査職員に事前に提出」に読み替えるものとする。 

２．薬剤投与 

１）薬剤投与は、マツ類のマツノザイセンチュウ等の予防のために行うものであり、対象樹木は

主として景観的に重要なマツ類とし、まとめて調査職員に協議の上決定する。（別紙４４「樹

幹注入」参照） 

２）対象樹木にマーキングを行い、薬剤を投与するものとする。 

３）樹幹注入作業は、公園利用者の安全のために支障のない日時に行うものとする。 

４）薬剤の注入穴は、薬剤に合った穴をあけ、薬もれ、脱落等がないよう注意するものとする。 

５）投与後は速やかに容器を回収し、関係法令に基づき、適正に処理すること。また、注入穴は

コルク、癒合剤等で埋めるものとする。 

 

第３１条 高木雑工・高木巡回工 

１．高木雑工（普通作業員）については業務責任者の判断する作業（倒木復旧作業、樹勢回復作業等）

を実施するものとする。 

２．高木雑工（造園工）については業務責任者の判断する高度な造園知識・技術を必要とする作業（樹

勢回復作業〔状態の調査を伴うもの〕、高所作業、等）を実施するものとする。 
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３．高木巡回工（造園工・普通作業員）については、工区内全般の巡視・点検やその他業務責任者の

判断する管理作業を行う。 

４．在来の支柱の取外しを行う際は、樹木を損傷しないよう十分注意し根元より完全に引き抜く。ま

た、杉皮、しゅろ縄、亜鉛引鉄線、洋釘及び幹巻材も同様にきれいに取り除く。 
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第５章 草地管理 

第３２条 管理水準 

草地性植物の生育環境の保全するため、以下に示す管理水準を満たす草地管理を行うこと。（別添

５９「草花管理」参照） 

 
管理水準 

刈高 5～10 ㎝ 

標準実施回数（単位；回/年） 

刈込回数 5 4 3 2 1 

対象地 
みどり
の文化
ゾーン 

みどり
の文化
ゾーン

みどりの文化
ゾーン、立川口
駐車場、西立川
口、花木園、渓
流広場、原っぱ
東、日本庭園、
林間広場、玉川
上水口、砂川口
広場 

みどりの文化ゾーン、立川口
駐車場、ふれあい広場、西立
川口、レインボープール、昭
島口、花木園、残堀川、渓流
広場、みんなの原っぱ、うん
どう広場、原っぱ東、こども
の森、林間広場、こもれびの
里、玉川上水口、花の丘、管
理ヤード周辺、砂川口広場、

みどりの文化ゾーン、立川口
広場、立川口駐車場、ふれあ
い広場、西立川口、レインボ
ープール、花木園、渓流広場、
みんなの原っぱ、うんどう広
場、原っぱ東、こどもの森、
公園外周添い、自衛隊添い、
こもれびの里、花の丘、管理
ヤード周辺、砂川口広場 

＊ 草地管理については、上記を標準に状況により業務責任者が判断し、適宜行うものとする。 

 

第３３条 草地除草工 

１．草地内にある石、ゴミ、空き缶等障害物はあらかじめ取り除くものとする。 

２．樹木、株物、柵等を損傷しないよう注意し、刈むら、刈残しのないよう刈り取るものとする。 

３．刈高は管理水準を目安とするが、大幅に変更する場合は、調査職員と協議する。 

４．刈込回数及び頻度については、草地の状況を確認した上で適切かつ効率的な数量を設定し、作業

にあたるものとする。 

５．樹木、株物、柵等の周辺も刈残しのないよう仕上げるものとする。また、それにからんでいるつ

る性の雑草もきれいに除去するものとする。 

６．案内板、消火栓、電話ボックス等の施設が公園利用者によく見えるよう特に注意して刈り取るも

のとする。 

７．別添５５「貴重種一覧」に記載した草花類は刈り取らないよう注意して施工するものとする。 

８．水際のアシ、ヨシ、ガマ等を刈り込む時は、刈込みの範囲や留意事項等について調査職員の指示

に従うこと。 

９．刈草は収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積するとともに、刈跡はきれいに清掃するも

のとする。 
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第６章 花壇管理 

第３４条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす花壇管理を行うこと。（別添５９「草花管理」参照） 

なお、花壇管理においては、行催事の開催時期等に十分留意すること。 

ここで、花見頃期間とは、花壇において、七分咲きしている期間（毎週金曜日を基準とした一週間）

をいう。 

 
対象エリア名称 目的・目標 花見頃期間（週） 

エントランス広場の花壇 
（立川ゲート口花壇・円形
花壇） 
Ｓ字花壇・ぶらぶら坂花壇 

入園者を出迎えるシンボル空間であり、一年
を通して、花見頃となるよう、留意すること 
また、公園の重要なイベントであるチューリッ
プイベント期間は、チューリップを花見頃とす
ること 

１年のうち４０週以上を確保すること 

 

第３５条 花苗材料一般 

１．花苗は発育良好で病虫害に侵されていないものとし、あらかじめ植え出しに耐えるよう栽培され、

細根の多く発生している徒長していない均一な型姿のものを使用する。 

２．球根はよく充実し、傷がなく、病虫害に侵されていないものとする。 

 

第３６条 花壇植栽工 

１．植栽前の前花は抜根撤去とし、根に付着した土は取り除くこと。その後に、地ごしらえをし、植

栽すること。 

２．花苗の植えつけの際のデザインについては、調査職員と協議し、承諾を受けた上で決定し、花壇

面にあらかじめヒモ又は石灰等でデザインを下取りし、所定の苗数を密度にむらのないようしっ

かりと植えつける。 

３．同じ花壇に植栽する場合、同じ種類の花苗は出来るだけ草丈、株立ちの均一なものを選び、開花

期に咲き揃うように同じ高さに植えるものとする。 

４．草花面は床土をシャベル等により 30 ㎝程度まで掘り起こし、よく反転した後、大きいゴロ土や

ゴミを取り除き、凸凹のないよう一様にならす。 

５．植えつけ後は、よく灌水し、傾いたり、根が浮き上がるなど、植え付けが確実でないものは植え

なおしをする。 

６．抜き取った草花は収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積する。 

 

第３７条 花壇施肥工 

１．元肥は、過去の実績を踏まえ、業務責任者が適切と判断した施肥量を均一にまき、くわ、シャベ

ル等により床上の中によくすき込む。 

２．追肥は肥料の種類及び植物の生育状況に応じ、業務責任者の判断により、もっとも効果的な方法

により行う。（別紙４２「農薬、肥料、土壌改良材リスト」参照） 

 

 

第３８条花壇巡回工 

１．花壇巡回工（普通作業員）にて、耕耘、病虫害防除やその他業務責任者の判断する管理作業を行

別紙　105



 17

う。 

２．花壇巡回工（軽作業員）にて、花がら摘み、ピンチ（切り戻し）、摘心、除草、誘因、枯葉除去

やその他業務責任者の判断する管理作業を行う。 

３．灌水は天候、土壌状態に注意し、無駄なく、しかも時機を失しないよう行う。灌水は花苗を傷め

ないよう丁寧に行い、根に十分水がゆきわたるよう浸透させる。 
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第７章 花畑管理 

第３９条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす花畑管理を行うこと。（別添５９「草花管理」参照） 

なお、花畑管理においては、行催事の開催時期等に十分留意すること。 

ここで、花見頃期間とは、花畑において、七分咲きしている期間（毎週金曜日を基準とした一週間）

をいう。 

 
対象エリア名称 目的・目標 花見頃期間（週） 

花畑（原っぱ東、原っぱ
西、花の丘） 

単体の花だけでなく、大面積の群落も観賞
できるよう留意すること。 
春はポピー類、秋はコスモス類を基本とす
る。 

春季と秋季それぞれ 6 週程度を確保
すること 

花畑（渓流、こどもの森） 単体の花だけでなく、大面積の群落も観賞で
きるよう留意すること。 
渓流はﾁｭｰﾘｯﾌﾟ類、こどもの森は球根類を主
とする。 

３週間程度を確保すること 

 

第４０条 花苗材料一般 

１．花苗は発育良好で病虫害に侵されていないものとし、あらかじめ植え出しに耐えるよう栽培され、

細根の多く発生している徒長していない均一な型姿のものを使用する。 

２．球根はよく充実し、傷がなく、病虫害に侵されていないものとする。 

 

第４１条 花畑耕耘工 

１．古株雑草等は根より掘り起こし、土を払った後、指定箇所に運搬処理する。 

２．草花面は床土をトラクター等により 30cm 程度まで掘り起こし、よく反転した後、大きいゴロ土

やゴミを取り除き、凸凹のないよう一様にならす。 

 

第４２条 花畑播種工 

１．人力播種機等により播種を行い、必要に応じて覆土すること。 

２．施工後には十分な灌水及び養生を行うこと。 

 

第４３条 花畑植栽工 

１．花苗、球根の植えつけの際のデザインについては、調査職員と協議し、承諾を受けた上で決定し、

花畑面にあらかじめヒモ又は石灰等でデザインを下取りし、所定の苗数を密度にむらのないよう

しっかりと植えつける。 

２．植えつけ後、よく灌水し、傾いたり、根が浮き上がるなど、植え付けが確実でないものは植えな

おしする。 

３．深さ・播種間隔、播種時期等については業務責任者の判断により決定し、人力播種機等により播

種を行い、必要に応じて覆土する。施工後十分な灌水及び養生を行う。 

 

第４４条 花畑施肥工 

１．元肥は、過去の実績を踏まえ、業務責任者が適切と判断した施肥量を均一にまき、くわ、シャベ

ル等により床上の中によくすき込む。 
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２．追肥は肥料の種類及び植物の生育状況に応じ、業務責任者の判断により、もっとも効果的な方法

により行う。（別紙４２「農薬、肥料、土壌改良材リスト」参照） 

 

第４５条 花畑防除工 

花畑防除工は、中低木防除工（薬剤散布）に準ずる。 

 

第４６条 花畑除草工 

１．人力による抜根除草とする。 

２．抜き取った雑草は、収集し、調査職員の指定する箇所に運搬・堆積するとともに、除草跡はきれ

いに清掃する。 

３．根に付着した土を除いた後収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積する。 

 

第４７条 花畑刈払工 

１．肩掛式草刈機及びハンドガイドにより、地際から刈り取ること。 

２．刈取った草花は収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積する。 

 

第４８条 花畑雑工・花壇巡回工 

１．花畑雑工については業務責任者の判断する作業（花がら摘み、支柱設置・撤去、播種前の位置だ

し、間引き等）を実施するものとする。 

２．花畑雑工については業務責任者の判断する作業（スプリンクラー設置・撤去、耕転、不織布設置・

撤去等）を実施するものとする。 

３．花畑巡回工（普通作業員）にて、資材･発生材運搬及び灌水に伴う車輌運転、耕耘、スプリンク

ラー設置・撤去、プランター（テラコッタ）設置・撤去、薬剤散布、株分け、花苗植付けに伴う

割付、柵及び鉄ピンの設置・撤去やその他業務責任者の判断する管理作業を行う。 

４．花畑巡回工（軽作業員）にて、花がら摘み、ピンチ、摘心、除草、誘因、支柱設置、枯葉除去、

落ち葉撤去、土壌改良剤散布、地拵え、花苗植付けに伴う割付補助、柵及び鉄ピンの設置・撤去

補助、マルチングやその他業務責任者の判断する管理作業を行う。 

５．灌水は天候、土壌状態に注意し、無駄なく、しかも時機を失しないよう行う。灌水は花苗を傷め

ないよう丁寧に行い、根に十分水がゆきわたるよう浸透させる。 
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第８章 草花管理 

第４９条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす草花管理を行うこと。 

なお、草花管理においては、行催事の開催時期等に十分留意すること。 

ここで、花見頃期間とは、草花地において、七分咲きしている期間（毎週金曜日を基準とした一週

間）をいう。（別添５９「草花管理」参照） 
対象エリア名称 目的・目標 花見頃期間（週） 

花木園、ハーブ園、こもれ
びの里、こもれび丘など 

季節ごとに咲く既存の花類について、鑑賞
に耐えるレベルに維持管理を行うこと。 

それぞれの花の適期に基づく。 

＊日本庭園の管理にあたっては、別添６０「日本庭園管理マニュアル」に基づき、樹木、草花、芝生

等について、機能的かつ一体的に管理を行うものとする。また、伝統的な管理技法の実施に留意す

ること。 

 

第５０条 草花材料一般 

１．花苗は発育良好で病害虫に侵されていないものとし、あらかじめ植え出しに耐えるよう栽培され、

細根の多く発生している徒長していない均一な型姿のものを使用する。 

２．球根はよく充実し、傷がなく、病害虫に侵されていないものとする。 

 

第５１条 草花耕耘工 

１．古株雑草等は根より掘り起こし、土を払った後、指定場所に運搬処理する。 

２．草花面は床土をシャベルまたはトラクター等により 30cm 程度まで掘り起こし、よく反転した後、

大きいゴロ土やゴミを取り除き、凸凹のないよう一様にならす。 

 

第５２条 草花植栽工 

１．花苗、球根の植えつけの際のデザインについては、調査職員と協議し、承諾を得た上で決定し、

草花面にあらかじめヒモ又は石灰等でデザインを下取りし、所定の苗数を密度にむらのないよう

しっかりと植えつける。 

２．植えつけ後、よく灌水し、傾いたり、根が浮き上がるなど、植え付けが確実でないものは植えな

おしする。 

３．深さ・播種間隔、播種時期等については業務責任者の判断により決定し、播種を行い、必要に応

じて覆土する。施工後十分な灌水及び養生を行う。 

 

第５３条 草花除草工 

１．人力による抜根除草とする。 

２．抜き取った雑草は、収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積するとともに、除草後はきれ

いに清掃する。 

３．根に付着した土を除いた後収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積する。 

 

第５４条 草花刈払工 

１．株の葉部のみ、あるいは地際から刈り取る。ただし、表土が流れる恐れがある箇所の刈払い及び

施工時期については十分注意して決定する。 
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２．刈取った草花は、きれいに収集し、清掃した上で、調査職員の指定する場所に運搬・堆積する。 

 

第５５条 草花施肥工 

１．元肥は、過去の実績を踏まえ、業務責任者が適切と判断した施肥量を均一にまき、くわ、シャベ

ル等により床上の中によくすき込む。 

２．追肥は肥料の種類及び植物の生育状況に応じ、業務責任者の判断により、もっとも効果的な方法

により行う。 

 

第５６条 草花防除工 

草花病虫害防除工は、中低木防除工（薬剤散布）に準ずる。 

 

第５７条 ハナショウブ株分工 

１．ハナショウブを掘取り、根が平均につくように株を２～３芽ずつに分け、花茎がついていた芽を

葉の長さ約 20cm に切断する。 

２．不要になった芽や切り取った葉は指定の箇所に運搬・堆積するものとする。 

３．株分で小分けにしたハナショウブを 15 本（30～45 芽）程度を 1 塊として植え付けを行う。 

 

第５８条 バラ剪定工 

１．シュートの処理を的確に行う他、バラの特性及びその年の気象状況に応じて慎重かつ的確な人力

による剪定を行う。 

２．原則として、冬季に剪定を行い、剪定した枝は収集し、調査職員の指定する場所に運搬・堆積す

る。 

 

第５９条 草花雑工・草花巡回工（巡回作業・雑作業） 

１．草花雑工については業務責任者の判断する作業（花がら摘み、ピンチ、摘心、誘引、ロープ柵設

置・撤去等）を実施するものとする。 

２．草花巡回工については業務責任者の判断により、通常の作業とは異なる巡回作業及び雑作業（育

苗、掘上げ、補植、移植、株分け等）を実施するものとする。 

３．草花巡回工（普通作業員）にて、資材･発生材運搬及び灌水等に伴う車輌運転、耕耘、スプリン

クラー設置・撤去、プランター（テラコッタ）設置・撤去、薬剤散布、株分け、花苗植付けに伴

う割付、柵及び鉄ピンの設置・撤去やその他業務責任者の判断する管理作業を行う。 

４．草花巡回工（軽作業員）にて、花がら摘み、ピンチ、摘心、除草、誘因、支柱設置、枯葉除去、

落ち葉撤去、土壌改良剤散布、地拵え、花苗植付けに伴う割付補助、花苗・球根植付、補植・移

植、軽微な灌水、間引き、１年草抜取・刈取、球根掘上げ、資材･発生材運搬及び灌水等に伴う

車輌運転補助、柵及び鉄ピンの設置・撤去補助、マルチングやその他業務責任者の判断する管理

作業を行う。 
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第９章 特殊管理 

第６０条 対象 

本章は、日本庭園管理、盆栽苑管理、ハス管理、こもれびの里管理及びリサイクル工について、適

用する。（別添６３「特殊管理」参照） 

 

第６１条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす特殊管理を行うこと。 

日本庭園管理工、盆栽苑管理工、ハス管理工及びこもれびの里については、マニュアルに基づき、

適切に管理を行うこと。 

また、堆肥工については、植物管理で発生する枝葉や刈り草等を植栽地の土壌改良等を目的として

堆肥化を行い、植栽地の土壌改良に使用できる品質を確保すること。 

 

第６２条 日本庭園管理工 

日本庭園の管理にあたっては、別添６０「日本庭園管理マニュアル」に基づき、樹木、草花、芝生

等について、機能的かつ一体的に管理を行うものとする。特に、打ち水等の伝統的な日常の庭園管理

の他、松のみどり摘みやもみ上げ、松葉敷き、ワラボッチ、雪吊り、竹垣更新等、伝統的な管理技法

の実施に留意すること。 

 

第６３条 盆栽苑管理工 

盆栽苑の管理にあたっては、別添６１「盆栽苑管理マニュアル」に基づき、盆栽の特徴に応じたき

め細かな管理を行うものとする。 

 

第６４条 ハス管理工 

ハスの管理にあたっては、別添６２「蓮管理マニュアル」に基づき、品種の保存を目的とした管理

を行うものとする。 

  

第６５条 リサイクル工 

１．園内で発生した全ての植物性発生材については、リサイクルするものとする。製造したリサイク

ル品については、全て園内で使用する。（別紙４６「植物性廃棄物の取扱」参照） 

２．堆肥づくりは、落葉や芝刈屑、チップ等を原材料として植栽地の土壌改良等を目的として行うも

のとし、堆肥製造過程における温度管理や水分管理、熟成期間等に留意し、適切に行うものとす

る。 

３．チップづくりは植栽地のマルチング材、園路、遊び場のクッション材、堆肥化の原材料等として

使用するために行うものとし、粒度や形状等の品質基準や使用目的、使用機械、チップ化を実施

する場所等については、業務責任者の判断により行うものとする。 

実施に先立ち、マルチング材やクッション材等、公園利用者が直接触れるチップについては、粒

度や形状の安全性に留意する。 

 

第６６条 特殊雑工（雑作業） 

特殊雑工（普通作業員）については業務責任者の判断する作業（袖垣取替え、砂利敷き均し等）を
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実施するものとする。 
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はじめに 

 

本規定書は、国営昭和記念公園の一元的な運営維持管理を進めるにあたり必要な利用者サ

ービス向上のための収益施設である駐車場、レンタサイクル施設、飲食・物販施設、船遊施

設、レインボープール、園内交通施設、バーベキューガーデン、うんどう広場用具貸出し、

自動販売機、コインロッカー、公衆電話、有料シャワーの管理運営業務及び自主事業におい

て、遵守すべき法令類や規範等の基本事項を取り纏めたものである。 

国営昭和記念公園の運営維持管理業務を実施する事業者が独立採算で行う収益施設等管理

運営業務の指針として、また許可申請時における管理運営要領の作成に際して、本規定書を

参考にされたい。 
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第１編 国営昭和記念公園収益施設等管理運営共通規定書 

第１章 総則 

第１条 履行場所及び履行期限 

１．履行場所 

施設名称 国営昭和記念公園 

所在地  東京都立川市・昭島市 

敷地面積 169.4ha 注） 

注）対象敷地は国営昭和記念公園（以下「本公園」という。）の供用区域であり、その面

積は、平成 26 年 7 月現在、約 169.4ha である。 

うち、収益施設許可面積は約 17.6ha（予定） 

■対象となる収益施設（別紙３「収益施設一覧」、別添６４「国営昭和記念公園収益施設運営

対象区域図」参照） 

公園施設の名称 
許可面積（予定）

（㎡）※1 
備考 

1 駐車場 

① 立川口駐車場 68,170  
② 西立川口駐車場 14,400  
③ 砂川口駐車場 15,000  
④ 高松口臨時駐車場 8,000 裁量施設 

2 サイクリング施設 
① 立川口サイクリングセンター 830  
② 西立川口サイクリングセンター 620  
③ 砂川口サイクリングセンター 618  

3 飲食施設 
① ふれあい広場レストラン 863（内建築 374）  
② レイクサイドレストラン 781（内建築 336）  
③ 渓流広場レストラン 2,079（内建築 250）  

4 物販施設 

① みんなの原っぱ中央売店 86 

自動販売機置場を
含む 

② みんなの原っぱ南売店 68 
③ 花木園売店 56 
④ 立川口北売店 87 
⑤ 立川口軽飲食売店 113 
⑥ 西立川口売店 59 
⑦ こどもの森売店 53 
⑧ 砂川口売店 115 
⑨ 昭島口管理棟売店 370 
⑩ プール内売店Ａ 105  
⑪ プール内売店Ｂ 105  
⑫ プール内売店Ｃ 72  

5 船遊施設 ① 船遊施設 278  

6 レインボープール ①
プール、水遊び広場、管理棟、
ロッカー棟等 

63,000 

営業期間※2 及び
その前後の開設準
備・撤去期間に限り
収益施設として運
営 

7 園内交通施設 
① 停留所 10 ヶ所 4  
② 運転手詰め所 19  

8 歓楓亭 ① 歓楓亭（呈茶） 5  

9 バーベキューガーデン ①
バーベキューガーデン（うんどう
広場用具貸出し含む） 

333  

10 総合案内所カフェ ① 総合案内所カフェ 12  
11 花みどり文化センターカフェ ① 花みどり文化センターカフェ 51  
12 その他  自動販売機、コインロッカー、

公衆電話、有料シャワー 
  

※1 小数点以下は、四捨五入。 
※2 営業期間とは、７月第２土曜日・日曜日、７月第３土曜日から９月第１日曜日までのこと。 

ただし、プール内売店Ｃ（水遊び広場売店）については、レインボープール営業期間を含む、水遊び広場
が利用可能な期間（４月末（ゴールデンウィーク前）の週末から９月最後の週末まで）の営業とする。 
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２．履行期間 

管理運営期間は、平成２７年４月１日から平成３１年１月３１日までとするが、収益施設

の現任施設等運営者あるいは収益施設の次期施設等運営者への引継ぎに際し、期間を変更す

ることがある。ただし、期間の変更により発生する売上額の減少等損失について、関東地方

整備局は補償しない。また、利用者の利便性の確保及び公園全体のマネジメントの観点から、

期間変更時に収益施設の現任施設等運営者あるいは収益施設の次期施設等運営者の指示を受

けることがある。 

施設等運営者は、収益施設等管理運営業務（以下「本業務」という。）が適正かつ円滑に実

施できるよう収益施設の現任施設等運営者から業務開始日までに必要な引継ぎを受け、開業

に備えなければならない。 

 

第２条 基本事項 

本公園の一元的な運営維持管理を進めるにあたり必要な利用者サービス向上のための収益施

設である駐車場、サイクリング施設、飲食・物販施設、船遊施設、レインボープール、園内交

通施設、バーベキューガーデン、うんどう広場用具貸出、自動販売機、コインロッカー、公衆

電話、有料シャワーの管理運営業務及び自主事業からなる本業務は、都市公園法第５条、第６

条または第１２条の手続きを行った上で実施しなければならない。 

 

第３条 本業務の目的 

１．本業務は、本公園内に設定された許可区域内の収益施設の管理運営を行うこと、また、公

園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により行う行催事や繁忙期における臨

時物販施設等の自主事業を行うことを目的とする。なお、本業務の実施に際して施設等運

営者は、以下に掲げる本公園の設置目的や基本テーマ、運営維持管理基本方針、本公園全

体のゾーン構成を十分に理解した上で、本公園内で実施される他の維持管理業務と連携し

ながら、創意工夫やノウハウを積極的に発揮し、公園利用者及び施設利用者が求める多様

なニーズに対して質の高いサービスの提供で応えることで、本業務の遂行に努めなければ

ならない。 

 

本公園の設置目的、基本テーマ、基本方針、公園全体のゾーン構成 

１）基本理念 

国営昭和記念公園では、「緑の回復と人間性の向上」というテーマに、以下の３つの基本

方針のもとに総合的に整備、管理、運営を進めている。（別紙４「国営昭和記念公園運営

維持管理方針」参照） 

２）運営維持管理基本方針 

基本方針１）わが国を代表する公園として、基本理念及び昭和天皇御在位五十年記念事

業の意義を再確認・継承し、整備・管理運営を行う。 

基本方針２）国営昭和記念公園のポテンシャルを活かし、地域等との連携を強化する。 

基本方針３）「みどりの文化」などに関する情報発信を推進する。 

３）構成ゾーン 
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みどりの文化ゾーン、展示施設ゾーン、水のゾーン、広場ゾーン、森のゾーン 

 

第４条 用語の定義 

本規定書にて使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

１）「関東地方整備局」とは、国営公園の管理主体者である関東地方整備局長または国営昭和

記念公園事務所長のこと。 

２）「収益施設」とは、公園利用者サービスの向上を図るため、事業者が独立採算により運営

管理を行う施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第

290 号）第 20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが

必要となる場合がある。 

３）「自主事業」とは、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、関東地方整備局と事前に

協議し、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は 12 条に基づく許可

を受けた得た上で、事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採算により臨時の飲

食・物販施設の運営や行催事を行う事業のこと。 

４）「施設等運営者」とは、収益施設の管理運営及び自主事業に関する許可を受けた事業者の

こと。 

５）「調査職員」とは、H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務において、契約図書に定

められた範囲内において、事業者又は事業者が指定する職員に対する指示、承諾又は協

議等の職務を行う発注者の指定する職員で、総括調査員、主任調査員、調査員を総称し

ていう。 

６）「維持管理業務受託者」とは、H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務を受託した事

業者のこと。 

７）「収益施設等管理運営業務責任者」とは、施設等運営者として本規定書第 2 編「国営昭和

記念公園収益施設等管理運営個別規定書」に記載されている本業務全体を監理する者の

こと。 

８）「施設担当責任者」とは、施設等運営者として各収益施設を個別に監理する者であり、主

に各収益施設の利用指導や事故報告等を担当する業務従事者のこと。 

９）「公園利用者」とは、有料区域・無料区域を問わず、公園を利用する者のこと。 

10）「施設利用者」とは、収益施設を利用する者のこと。 

11）「裁量施設」とは、公園の開園日時内で運営日時を事業者が設定し営業する施設のこと。 

12）「許可区域」とは、本業務の管理運営を許可された範囲内のこと。 

13）「管理施設」とは、許可区域内にある建築躯体及び建築設備等施設のこと。 

14）「管理備品」とは、本業務の実施に必要な機器備品類で、あらかじめ許可区域内若しくは

建築施設内に設置されているもののこと。 

15）「特定備品」とは、本業務の実施に必要な厨房器具、什器及び運営に必要な設備等機器備

品類で、施設等運営者が持ち込んだもののこと。 

16）「指示」とは、本規定書の定めに基づき、関東地方整備局が施設等運営者に対し、本業務

の実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させること。また、関東地方整備

局長が維持管理業務受託者に対し、業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要が
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あると認められるときに、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１

８年法律第５１号）第 27 条第 1 項に基づき、必要な措置をとらせること。 

17）「承諾」とは、施設等運営者が関東地方整備局に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要

な事項について、関東地方整備局が書面により同意すること。 

18）「協議」とは、本規定書の協議事項及び関東地方整備局が指示する事項について、関東地

方整備局と施設等運営者が対等の立場で合議すること。 

19）「確認」とは、本規定書に示された事項について、臨場若しくは関係資料によりその内容

について本規定書との適合を判断すること。 

20）「提出」とは、施設等運営者が関東地方整備局に対し、業務に係る事項について書面また

はその他資料を説明し、差し出すこと。 

21）「報告」とは、施設等運営者が関東地方整備局に対し、業務の遂行に係わる事項について、

書面をもって知らせること。 

22）「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印

したものを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メール

により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差替えるものとする。 

23）「利用料金」とは、収益施設の使用やそれに伴うサービスの対価として、施設利用者から

徴収する料金のこと。 

24）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、

公園の土地または建物の使用にかかる料金を施設等運営者が関東地方整備局に納める料

金のこと。 

25）「建物使用料及び土地使用料」とは、前項「施設使用料」のうち使用料金の定めのない公

園の土地または建物を使用する場合に、「行政財産を使用または収益させる場合の取り扱

いの基準について」（昭和 33 年蔵管第 1 号）に基づき関東地方整備局から金額を通知し、

施設等運営者が関東地方整備局に納める料金のこと。 

26）「修繕」とは、施設、設備又は備品等の劣化した部分又はは部材について、性能又は機能

を原状あるいは事実上支障のない状態まで回復させること。 

27）「軽微な修繕」とは、電球等の交換や壁紙の一部補修等、市販の交換品や補修材を使用し

て専門の業者に委託することなく対応可能な修繕行為のこと。 

28）「改修」とは、施設、設備又は備品等の性能又は機能を従前より向上させる措置を行うこ

と。 

29）「保守」とは、施設、設備又は備品等の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消

耗品又は材料の取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な作業を行うこ

と。 

30）「点検」とは、施設、設備又は備品等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、

機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含む。 

 

第５条 許認可申請等 

１．施設等運営者は、関東地方整備局に都市公園法第５条、第６条又は第１２条に基づく許可

申請を行うものとする。基本的には、「H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務民間競
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争入札実施要項 ４．入札に参加する者の募集に関する事項」に基づき提案される「収益

施設運営計画書」（別紙様式３）及び本規定書に記載されている条件によるものとする。た

だし、申請された事業内容が本公園の利用にふさわしくない場合等、その実施を許可しな

い場合がある。 

なお、臨時売店については、本規定書第２編 第３章第３５条「繁忙期の対応」において

関東地方整備局が指定する設置場所、設置期間に限り、営業を許可するものとする。（別紙

４８「臨時物販施設等一覧」参照） 

２．間取りの変更や増築等面積の変更、建物躯体に影響を及ぼす造作等大規模な改修等、許可

の変更を要する場合は、関東地方整備局と協議の上、管理許可の変更申請を行う。さらに、

業務を完了する場合は廃止に係る手続きを行うものとする。 

３．施設等運営者は、実施する事業に係る許認可等各種法令で必要な許可の取得や届出につい

ては、所定の期日までに施設等運営者の責任で行うものとする。また、業務を完了する場

合は、廃止に係る手続きを行うものとする。 

 

第６条 法令等の遵守 

施設等運営者は、業務の履行に当たり本規定書及び関東地方整備局の指示に従うほか、法令

の規定を遵守しなければならない。 

 

第７条 準拠規定 

本業務の遂行にあたっては、次の各号に掲げる基準等に準拠する。 

１）都市公園法 

２）建築基準法 

３）消防法 

４）建築物における衛生的環境の確保に関する法律、建築物環境衛生管理基準（厚生労働省） 

５）水道法 

６）電気事業法 

７）高圧ガス保安法 

８）ボイラー及び圧力容器安全規則 

９）食品衛生法 

10）官公法 

11）下水道法 

12）浄化槽法 

13）環境基本法 

14）大気汚染防止法 

15）水質汚濁防止法 

16）騒音規制法 

17）振動規制法 

18）悪臭防止法 

19）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
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20）地球温暖化対策の推進に関する法律 

21）リサイクル法（容器包装ﾘｻｲｸﾙ法、建設ﾘｻｲｸﾙ法、食品ﾘｻｲｸﾙ法） 

22）エネルギー使用の合理化に関する法律 

23）温泉法 

24）公衆浴場法 

25）旅館業法 

26）風俗営業法 

27）鉄道法 

28）博物館法 

29）建設業法 

30）労働基準法 

31）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 

32）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

33）移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 

34）移動等円滑化の促進に関する基本方針 

35）都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 

36）公園のユニバーサルデザインマニュアル 

37）原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版） 

38）プールの安全標準指針（文部科学省、国土交通省） 

39）プール等取締条例及び施行規則（東京都） 

40）プールの安全・衛生の管理（東京都福祉保険局） 

41）建築保全業務共通仕様書 

42）個人情報の保護に関する法律 

43）遺失物法 

44）国有財産法、会計法、会計検査院法、国の債権管理等に関する法律 

45）都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版） 

46）船舶職員及び小型船舶操縦者法 

47）航空法 

48）その他、関係諸法令 

 

第８条 施設等運営者の義務 

１．施設等運営者は、常に公園利用者及び施設利用者の安全に配慮するとともに、施設等運営

者の責任において常に施設を含む周囲の観察を行い、本業務について善良なる管理者の注

意をもって実施する義務を負うものとする。なお、異常を確認した場合、速やかに関東地

方整備局に報告しその指示に従うものとする。 

２．施設等運営者は、施設が国営公園内にあることを鑑み、その公共性に十分配慮すると共に、

国営昭和記念公園設置の意義を踏まえて行動すること。 

３．収益施設の適正な管理を保持しつつ、施設の管理運営に際して創意工夫やノウハウを積極

的に発揮し、本業務の遂行に努めなければならない。 
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４．繁忙日には、臨時駐車場の確保や早期開場、プール送迎用の臨時シャトルバスの運行、行

催事開催時には、園内交通施設の運行休止やルート・運行時間の変更等を行わなければな

らない。 

５．施設等運営者は、関東地方整備局が行う安全管理行為（例：緊急安全点検、防災訓練、安

全パトロール、消防訓練等）への参加・協力・実施等、関東地方整備局の求めに応じて、

積極的に協力しなければならない。 

６．施設等運営者は、関東地方整備局が行う各種会議等（例：公園に関する会議、監査・検査、

視察、式典等）への参加・協力、行催事開催時に営業時間の変更、要人案内等に対して、

関東地方整備局や維持管理業務受託者の求めに応じて、積極的に協力しなければならない。 

７．施設等運営者は、関東地方整備局から公園に関する調査、または作業の指示等があった場

合には、迅速、誠実かつ積極的な対応を行うこと。 

８．管理運営要領の策定及び管理運営に際して、同じ国営公園内において異なる施設を管理す

る施設等運営者や維持管理業務受託者と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつつ実施

しなければならない。 

９．別添２２「国営昭和記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領」を参考に、収益施

設の運営にあたること。 
１０．施設等運営者は、本業務の実施にあたって、常に関東地方整備局と密接な連絡をとり、

本業務の目的の達成を図るものとし、その実施状況を記録しておくものとする。 
 
第９条 景観への配慮 

施設等運営者は、収益施設の運営、特に飲食施設や物販施設の運営においては、施設周辺の

景観を阻害することのないよう、景観への配慮に努めなければならない。 
 

第１０条 関東地方整備局と施設等運営者の責任分担 

本業務を実施するにあたり、関東地方整備局と施設等運営者の責任分担を下表「責任分担表」

のとおりとする。ただし、「責任分担表」に定める事項に疑義が生じた場合、または、「責任分

担表」に定めのない事項については、関東地方整備局と施設等運営者の間で十分に協議の上決

定するものとする。 
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関東地方整備局と施設等運営者の責任分担表 

 ※1 事故の処理にあたり、必要のあるときは、関東地方整備局は施設等運営者に協力する。 
 ※2 収益施設に関する備品を対象とする。 
 

第１１条 公租公課 

１．施設等運営者は、厨房器具及び運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置等により賦課

される不動産取得税、固定資産税、都市計画税、償却資産税その他の公租公課について全

て施設等運営者の負担とする。 

２．施設等運営者は、地方税法第７３条第７項（不動産取得税の納税義務者等）に定める手続

き等、施設等運営者の賦課資産に係る公租公課の分離手続について関東地方整備局に協力

するものとする。 

 

第１２条 運営日時等 

１．収益施設の運営日時に関しては、本公園の開園日、開園時間に合わせ、個別施設の各章で

定める運営日時を基に別に定めることを原則とするが、運営方法の内容によっては関東地

項目 公園 施設等

 内容 管理者 運営者

収益業務管理 収益行為全般 ○

収益施設管理 供用区域内の管理施設、管理備品の管理 ○

苦情・要望対応 施設管理運営業務内容に対する施設利用者からの苦情、訴
訟、要望への対応 

 ○ 

 上記以外の場合 ○

事故・災害時対応 管理運営要領に記載された業務内容による対応 ○

 施設等運営者の責めに帰する事由により発生した事故責任
とその対応 

○※1 ○ 

 上記２項目以外の場合 ○

運営日時の変更 施設の運営日時の変更に伴う経費の増減 ○

施設・物品等の修繕 施設等運営者の責めに帰すべき事由による場合（施設等運
営者による管理が不適切なために修繕が必要になった場合
も含む。） 

 ○ 

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費
用 

 ○ 

 上記２項目以外の場合 ○

不可抗力 大規模な自然災害等の不可抗力により著しい損害を受けた
場合に、施設を一時休止するなどして行わなければならな
い施設、設備等の復旧等 

○ ○※2 

大規模な自然災害等に起因して施設の営業を一時休止する
場合に発生する営業損失 

 ○ 

公園利用者及び施
設利用者への損害 

施設等運営者の責めに帰すべき事由により、公園利用者及
び施設利用者に損害を与えた場合（施設等運営者の不適切
な施設管理による公園利用者及び施設利用者の怪我等） 

 ○ 

 共通仕様書第３２条の保険の付保に係る場合 ○

 上記以外の場合 ○

関東地方整備局ま
たは第三者への損
害 

施設等運営者の責めに帰すべき事由により、関東地方整備
局または第三者に損害を与えた場合 

 ○ 

 上記以外の場合 ○

第三者との紛争 施設等運営者と第三者との間で生じた紛争の解決 ○

 上記以外の場合 ○
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方整備局との協議の上、当該運営日時を変更して運営することができる。 

 

開園日・開園時間 

エリア 期間 開園時間 

(1)供用区域 

（ (2) に 掲 げ る 区

域を除く。） 

3 月 1 日～3 月 31 日 9:30～17:00

4 月 1 日～9 月 30 日※1 9:30～17:00

※1 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8 月の第 3 日曜日まで 
9:30～19:00

※1 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8 月の第 3 日曜日の翌日以降 
9:30～18:30

※1 上記のうち 

プール開園期間以外の土曜・日曜・祝日 
9:30～18:00

10 月 1 日～10 月 31 日 9:30～17:00

11 月 1 日～2 月末日 9:30～16:30

(2)みどりの文化

ゾーン 

3 月 1 日～春分の日の前日 8:30～17:00

春分の日～3 月 31 日 8:30～17:30

4 月 1 日～9 月 30 日※2 8:30～18:00

※2 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8 月の第 3 日曜日まで 
8:30～19:00

※2 上記のうち 

プール開園期間中の公開日のうち、8 月の第 3 日曜日の翌日以降 
8:30～18:30

10 月 1 日～10 月 31 日 8:30～17:00

11 月 1 日～2 月末日 8:30～16:30

※休園日は 12 月 31 日及び 1 月 1 日、2 月の第 4 月曜日とその翌日（2 月の第 4 月曜日が 2
月末日の場合は 3 月 1 日が休園日） 

※開園日はイベント等により変更する場合がある。（別紙１８「開園時間延伸状況」参照） 
※施設等運営者は、関東地方整備局からの臨時休園・時間短縮延長の通知に従うこと。 
 

なお、以下のとおり無料入園日を設けることとし、当該年度の日付は１ヶ月前までに通知する。 

春の都市緑化推進運動／４月１日～６月３０日【期間中１日】 

秋の都市緑化月間／１０月１日～１０月３１日【期間中２日】 

昭和の日／４月２９日【１日】 

児童福祉週間／５月５日【１日】 

※小学生若しくは中学生又はこれらに相当する者のみ無料。 

敬老の日／９月第３月曜日【１日】 ※満６５歳以上の者のみ無料 

立川まつり国営昭和記念公園花火大会／７月最終土曜日【１日】  

※18:00 以降の入園者のみ無料。 
 
２．関東地方整備局が、天変地異、社会的状況の著しい変化及び公園管理上の理由その他やむ

を得ない事由により、施設等運営者に対し一時休業若しくは営業廃止または営業時間の変

更を指示したときは、施設等運営者は異議を申し立てることはできないものとする。 

３．関東地方整備局は、前項の規定により施設等運営者が一時休業若しくは営業廃止または営

業時間の変更を行ったことによる損害について、その補填の責任は負わないものとする。 

４．施設等運営者の都合により施設を運営する日時等を変更する場合は、あらかじめ関東地方
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整備局と協議を行った上で、協議の結果を記載した文書にて申請しなければならない。 

 

第１３条 提供品目及び利用料金 

１．飲食・物販施設において提供・販売しようとする品目を定めるに当たっては利用者の要望

等に考慮して定めるものとする。 

２．各施設の利用料金については、駐車場は関東地方整備局長の指定する料金で固定、レンタ

サイクル施設及び園内交通施設は関東地方整備局の指定する料金を上限とし、収益施設の

継続的運営が可能な料金設定とする。その他収益施設の利用料金等については、関東地方

整備局長と協議の上、周辺類似事例に基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑みなが

ら、市場価格に準じて定める。 

なお、施設等運営者は管理運営要領にて定めたサービス及びその価格に関して変更を希望

する場合は、事前に関東地方整備局と協議を行い、その結果に基づき変更した管理運営要

領を関東地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。 

３．施設等運営者が、本規定書に基づき収益施設の管理運営を行うに当たっては、利用料金を

施設利用者の見やすいところに表示しなければならない。ただし、利用料金が既に販売商

品等に表示されていて、その価格が一般的に知られているものについては、この表示を省

略することができる。 

 

第１４条 国有財産の施設使用料 

１．施設使用料の定めがある施設について 

毎月の施設使用料については、歳入徴収官関東地方整備局総務部長が発行する納入告知書

により、当月分を指定期日までに納入しなければならない。 

指定期日までに施設使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、

年５％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

関東地方整備局長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると認

める場合には、施設使用料を改定することができる。 

 なお、風水害その他の事業者の責に帰すことが出来ない事由により、長期間閉園が生じた

場合の施設使用料の取扱については、関東地方整備局と施設等運営者の間で協議するものと

する。 
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■ 施設使用料（現時点の目安） 

 税抜き施設使用料 

国営昭和記念公園収益施設１式 約 2,960（万円／月）

※面積等条件の変更により金額は増減する可能性がある。 

 

【参考：個別施設毎の施設使用料の現時点の目安】 
公園施設の名称 税抜き施設使用料（万円／月） 

1 駐車場 

① 立川口駐車場 約 265

② 西立川口駐車場 約 103

③ 砂川口駐車場 約 70

④ 高松口臨時駐車場 算定中

2 サイクリング施設 

① 立川口サイクリングセンター 約 76

② 西立川口サイクリングセンター 約 56

③ 砂川口サイクリングセンター 約 26

3 飲食施設 

① ふれあい広場レストラン 約 140

② レイクサイドレストラン 約 149

③ 渓流広場レストラン 約 158

4 物販施設 

① みんなの原っぱ中央売店 約 86

② みんなの原っぱ南売店 約 78

③ 花木園売店 約 43

④ 立川口北売店 約 68
⑤ 立川口軽飲食売店 約 45

⑥ 西立川口売店 約 60

⑦ こどもの森売店 約 63

⑧ 砂川口売店 約 32

⑨ 昭島口管理棟売店 

約 264
⑩ プール内売店Ａ 

⑪ プール内売店Ｂ 
⑫ プール内売店Ｃ 

5 船遊施設 ① 船遊施設 約 63

6 レインボープール 
① プール、水遊び広場 

約 425
② 管理棟、ロッカー棟等 

7 園内交通施設 
① 停留所 10 ヶ所 

約 119
② 運転手詰め所 

8 歓楓亭 ① 歓楓亭（呈茶） 約 30

9 
バーベキューガーデ
ン 

① バーベキューガーデン 約 505

10 総合案内所カフェ ① 総合案内所カフェ 約 8

11 
花みどり文化センター
カフェ 

① 花みどり文化センターカフェ 約 30

※ １ レインボープール関連施設（水遊び広場売店を除く）の営業期間は７月第２土曜日～９月第１日曜日までとする。 
※ ２ プール内売店Ｃ（水遊び広場売店）の営業期間は、レインープール営業期間を含む、水遊び広場が利用可能な期間（４

月末（ゴールデンウィーク前）の週末から９月最後の週末まで）とする。 
※ ３ 施設使用料全体額と個別施設毎の施設使用料合計額が合致しないのは、端数調整によるものである。 
※ ４ 施設使用料は「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」(S33.1.7 蔵管第１号)に基づき算定し、毎

年４月１日に前年次使用料との調整を行い改定する予定である。 
※ ５ 施設等運営者の企画提案等により、収益施設の運営日時を変更した場合でも、施設使用料の減額は行わない。、 
※ ６ 施設使用料には別途消費税が課される。 

 

２．許可申請毎に納入すべき施設 

施設等運営者は、施設使用料の定めのない土地または建物を使用する場合は、許可申請毎

に占用面積及び期間に応じ告知する建物使用料又は土地使用料を歳入徴収官関東地方整備局

総務部長が発行する納入告知書により、納入告知の日から２０日以内に納入しなければなら
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ない。 

関東地方整備局長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると認

める場合には、建物使用料又は土地使用料を改定することができる。 

 

【参考：個別施設毎の施設使用料について】 

 公園施設 税抜き施設使用料（円／回） 

1 臨時売店 （都度告知） 

2 臨時駐車場 （都度告知） 

3 自動販売機 （都度告知） 

4 コインロッカー （都度告知）

5 有料シャワー （都度告知）

※１ 平成２５年の土地使用料は有料区域においては約９円／日・m2、無料区域においては約１８円／日・m2、建

物使用料は約５９円／日・m2 であった。 
※２ 土地使用料（占用期間が１ヶ月に満たない場合に限る）及び建物使用料には別途消費税が課される。 
※３ 土地使用料及び建物使用料は「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」(S33.1.7 蔵管第

１号)に基づき算定し、毎年９月１日に前年使用料との調整を行い改定する予定である 

 

第１５条 経費等の負担 

１．施設等運営者の負担範囲 

１）通常の飲食施設及び物販施設運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わ

る経費、光熱水費等）、運営に関する備品等（建物除く）の費用、許可区域に関わる建物

管理費（清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、管理備品類の修理等）

及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修また

は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。なお、委託費で購入した設備・備

品及び消耗品等を本業務で使用することはできない。 

２）施設等運営者が管理する収益施設に係る法定点検については原則施設等運営者が点検を

行うものとし、関東地方整備局が実施する法定点検との役割分担について協議の上、実

施時期を関東地方整備局に報告すること。点検結果については遅滞なく関東地方整備局

に書面により報告すること。 

３）上記以外に定めのない費用については、関東地方整備局と協議を行い、協議録を保管す

るとともに書面をもって負担等を定めるものとする。 

２．光熱水費納付 

１）基本料金 

基本料金については、サービス拠点施設全体の従量料金に対する収益施設の従量料金で

関東地方整備局の指示のもと維持管理業務受託者が負担金額計算を行い、施設等運営者

が負担するものとする。 

２）従量料金 

水道及び電気料金については、個別にメーターを設置するなど、各施設の使用料が切り

分けられるようにし、その計量により負担するものとする。ガス、その他メーターが設

置できない場合は関東地方整備局と協議するものとする。なお、計算方法については変
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更する場合がある。 

３．ごみ処分費用 

ごみ処分費用については、施設等運営者と維持管理業務受託者との間で、発生量に応じて、

応分の負担を行うこと。発生量等が不明確な場合は、関東地方整備局と協議するものとする。 

４．費用分担における確認 

光熱水費やごみ処分、さらにはこれら以外に関東地方整備局または維持管理業務受託者と

施設等運営者との間で費用分担を行う場合にあっては、関東地方整備局と費用分担ルール及

び費用分担結果の関東地方整備局との確認方法、並びに支払方法について協議すること。ま

た、協議結果を書面にして残すこと。 

 

第１６条 コンプライアンス 

１．守秘義務 

１）施設等運営者、若しくはその職員その他の本業務に従事している者または従事していた

者は、業務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。これらの者が秘密を

漏らし、または盗用した場合には、公共サービス法第 54 条により罰則の適用がある。 

２）「国営昭和記念公園運営維持管理業務」における情報のセキュリティについて（別添６参

照）に沿って、情報管理を適切に行うこと。 

２．個人情報保護 

１）施設等運営者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理するた

めの個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 58 号）第６

条第２項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざんまたはき損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２）施設等運営者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人

に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解除さ

れた後においても同様とする。 

 

第１７条 業務の再委託の禁止 

１．施設等運営者は、業務を他の者に再委託してはならない。ただし、業務の一部を他の者に

再委託する場合、あらかじめ書面により関東地方整備局の承諾を得たときは、この限りで

はない。（別紙様式１－７「再委託または下請負の予定」参照） 

２．再委託を行う場合、書面により施設等運営者との契約関係を明確にしておくとともに、施

設等運営者に対し、業務の実施について適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければ

ならない。 

３．再委託を受けた業務受託者は、入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、関東地

方整備局長から指名停止を受けていないこととする。 

４．暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者を、再委託を行

う業務受託者としてはならない。 

５．施設等運営者は、前項の規定により関東地方整備局が承諾した業務受託者が、その責めに
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より関東地方整備局に損害を及ぼしたときは、関東地方整備局に対して、その損害を賠償

するものとする。 

６．施設等運営者は、前項の規定により関東地方整備局が承諾した業務受託者が、その責めに

より第三者に損害を及ぼしたときは、速やかに関東地方整備局に報告するとともに、第三

者に対して、その損害を賠償するものとする。また、その結果については、書面により関

東地方整備局に報告するものとする。 

 

第１８条 許可した目的外利用及び施設の転貸等の禁止 

１．収益施設を運営するにあたっては、許可した目的以外の利用は禁止する。 

２．施設利用者及び公園利用者に対する安全確保に反する行為をしてはならない。 

３．施設管理者は、施設の全部若しくは一部を第三者に貸与し、または担保に供してはならな

い。ただし、関東地方整備局に書面により承諾を得たときは、この限りではない。 

４．施設等運営者は、本業務によって生じる一切の権利義務を他の者に譲渡し、または継承さ

せてはならない。 

 

第１９条 業務の履行 

１．管理許可条件に定める運営時間内での運用を休止させてはならない。ただし、関東地方整

備局の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

２．施設等運営者は、業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）または、契約が解除

されるまでは、施設利用者に利便性を図るために本規定書及び管理運営要領を維持するこ

ととする。 

 

第２０条 業務の解除 

施設等運営者の責めに帰すべき事由により適正な収益施設の管理運営が困難となった場合ま

たはその恐れが生じた場合は、関東地方整備局は施設等運営者に対して改善勧告を行い、期間

を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。 

この場合において、施設等運営者が当該期間内に改善することができなかったときには、関

東地方整備局は都市公園法第５条第２項の許可を取り消すことがある。 

 

第２１条 業務の完了・引継、原状回復等 

１．施設等運営者は、施設等運営者の責めに帰すべき事由により、施設を汚損・破損若しくは

滅失したとき、または関東地方整備局に無断で施設の原状を変更したときは、直ちにこれ

を原状に回復しなければならない。 

２．施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が解

除された場合は、関東地方整備局または新たな施設等運営者と十分に協議の上、書面をも

って下記事項について事務引き継ぎを行い、公園の管理に支障が生じないようにする。こ

の際、施設等運営者が設置した特定備品を撤去し速やかに管理物件を原状に回復して、関

東地方整備局に引き渡すこと。ただし、原状回復することが不可能若しくは不適当若しく

は関東地方整備局が特定備品の残置を希望した場合、施設等運営者及び関東地方整備局間
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で事前に協議を行った上で、関東地方整備局の書面による承認を得て原状回復せずに引き

渡すことができる。 

１）建物や関連設備の鍵の場所等、建物の管理に関する事項。 

２）設備等設置における建物躯体や構造物への影響等に関して留意が必要な事項。 

３）建物や設備等の老朽化等により、それら使用において、維持修繕上、留意が必要な事項。 

４）継続的な地域連携イベント等において、運営日時の調整や臨時売店の設置、販売品目の

変更、提供等を行うなど、主催者と連携、協力すべき事項。 

３．前項ただし書きの適用がない場合において、施設等運営者が前項本文の原状回復を履行し

ないときは、関東地方整備局は施設等運営者が自ら整備した内装・設備等を放棄したもの

とみなし、現状を維持するかまたは原状回復の費用を施設等運営者に請求することとする。 

４．不可抗力その他、関東地方整備局や施設等運営者の責めに帰することが出来ない事由によ

り管理の継続が困難となった場合は、関東地方整備局と施設等運営者は管理の継続の可否

について協議し、関東地方整備局が書面により指示することとする。 

 

第２２条 立退料等の不請求 

施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が解除

された場合、または不可抗力の場合は、関東地方整備局に対し施設等運営者の施設の買取また

は立退料等の請求若しくは施設等運営者が支出した有益費等を請求することができない。 

 

第２３条 保険の付保及び事故の補償 

１．施設等運営者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇用

者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならな

い。 

２．施設等運営者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対

して責任をもって適切な補償をしなければならない。 

３．施設等運営者は、火災保険、自動車任意保険、施設賠償責任保険（貸し自転車の運営に関

するものも含む）、動産総合保険、生産物賠償責任保険の他、必要に応じて各種保険に加入

するものとする。 

４．１～３項に規定する保険料、補償費は、施設等運営者の負担とする。 

 

第２４条 情報公開 

１．施設等運営者は、文書の開示等の情報公開については、「行政機関の保有する情報の公開に

関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）の規定に準じて取り扱うものとする。こ

の場合、関東地方整備局の書面による指示に従うこと。 

２．施設等運営者は、関東地方整備局が会計法令に基づき実施する事業者に対する立ち入り検

査、指示等監督・検査に対して、誠意を持って対応すること。 

 

第２５条 その他留意事項 

本規定書に定めていない事項または疑義を生じた事項に関しては、必要に応じて、関東地方
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整備局と協議の上、決定することとする。 
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第２章 マネジメント（運営管理） 

第２６条 基本事項 

１．提出書類 

１）収益施設等管理運営業務責任者は許可を受けた後に、関東地方整備局が指定した様式に

よる関係書類を関東地方整備局に遅滞なく提出しなければならない。 

２）施設等運営者が関東地方整備局に提出する書類で様式が定められていないものは、様式

を作成後関東地方整備局に了解を得て提出するものとする。 

３）報告書及び経理状況に関する帳簿類等の提出した書類は、関東地方整備局の求めに応じ

て常に提出できるよう、許可を受けた施設ごとに整理・保管し、業務成果として施設等

運営者において業務完了後５年間保存する。 

２．連絡、協議 

１）収益施設等管理運営業務責任者は、必要に応じて関東地方整備局と連絡、協議等を行う

こと。またその結果について、書面に記録し相互に確認しなければならない。 

２）関東地方整備局長と収益施設等管理運営業務責任者は業務の方針及び条件等の疑義を正

すものとし、その内容については相互に確認しなければならない。 

３）施設の運営維持管理に係る各種規定・要項を作成する場合や、追加開園等により契約期

間中に管理運営内容が変更する場合、さらにはその他新業務への対応が必要な場合は、

関東地方整備局と施設等運営者の間で書面により調整または協議を行う。 

４）不測の事態または疑問等が生じた場合は、速やかに関東地方整備局と協議する。 

３．報告事項 

１）施設等運営者は、次の各号に掲げる事項について、関東地方整備局に書面により報告す

るものとする。 

① 管理運営要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・許可日より 14 日以内に提出 

② 管理運営報告書（月毎の売上高、施設利用者数等）・・翌月の 10 日迄に提出 

③ 業務打合せ簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・打合せ毎に終了後速やかに提出 

④ 施設保守定期点検等の実施結果報告 ・・・・・・点検後速やかに提出 

⑤ その他関東地方整備局が指示する書類 ・・・・・・・適宜提出 

 

第２７条 業務実施体制 

１．施設利用者に対して、安全・快適な利用サービスを提供するために、必要な資格等専門技

術・知識を有する職員を配置するなど本業務を実現する業務実施体制を構築しなければな

らない。 

２．本業務に加え、施設利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応が

適切に行われるよう、管理体制を構築しなければならない。 

３．本業務の計画立案及びマネジメントを担当する収益施設等管理運営業務責任者を配置しな

ければならない。 

４．収益施設等管理運営業務責任者は、維持管理業務受託者が配置する総括責任者又は業務責

任者と兼務する場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に

区分し、収益施設等管理運営業務への委託費の支出は認めない。 
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５．開園期間中は、維持管理業務の業務責任者及び収益施設等管理運営業務責任者のうち、少

なくとも２名以上が勤務する体制とすること。さらに収益施設等管理運営業務責任者が勤

務しない場合については、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め

本業務が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。 

６．収益施設等管理運営業務責任者が、実施要項 3.3 表８で定められた収益施設等管理運営

業務責任者の要件についてｱ)又はｲ)のいずれか一方のみを満たしている場合、収益施設等

管理運営業務責任者とは別に、その満たしていない方の要件を満たす者を「業務責任者を

補佐する者」として配置することとし、予め関東地方整備局の承諾を受けなければならな

い。 

７．収益施設等管理運営業務責任者は、維持管理業務受託者と常に調整し、業務を遂行する。 

１）収益施設等管理運営業務責任者について 

① 施設等運営者は、業務における収益施設等管理運営業務責任者を定め、関東地方整備局

に通知するものとする。 

② 収益施設等管理運営業務責任者は、本業務について業務従事者が適切に管理運営を行う

よう、指揮監督しなければならない。 

２）適切な業務従事者の配置について 

① 収益施設等管理運営業務責任者は、施設担当責任者及び業務従事者の手持ちの手持ち業

務量が適切となるよう配慮すること。 

② 関東地方整備局は、必要に応じて収益施設等管理運営業務責任者、施設担当責任者及び

業務従事者の経歴・職歴に関する事項について書面により報告を求めることができる。 

 

第２８条 許可、承諾等を要する事項 

１．管理運営要領 

１）施設等運営者は、別に定めがある場合を除き、許可日より 14 日以内に企画書に基づく下

記の項目を記載した管理運営要領を関東地方整備局に提出し、承諾を得るものとする。

その際、管理運営要領は許可を受ける施設ごとに作成すること。 

①業務内容（商品、価格及びサービス内容、イベント企画等） 

②業務の実施方針 

③業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④業務の実施体制 

⑤連絡体制(緊急時含む) 

⑥その他（業務実施上必要と思われる事項） 

２）管理運営要領の策定にあたっては、維持管理運営の実務に通じた経験や知見、施設利用

者からの意見・苦情・要望を踏まえた運営計画の変更の経緯、記録が確実に残る仕組み

について記載すること。 

３）施設等運営者は、収益施設の維持管理運営業務を通じた経験や知見、施設利用者からの

意見・苦情・要望に基づく対応による修正が必要と判断した場合は、関東地方整備局に

変更した管理運営要領を提出し、許可を得ること。 

２．管理運営報告書 
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１）施設等運営者は、毎年度決算終了後、速やかに、関東地方整備局に決算に関する報告書

を提出すること。その際、報告書は施設毎に作成し、運営維持管理業務と明確に区分し

て整理すること。（別添６６「収益施設収支状況報告」参照） 

２）施設等運営者は、毎月の売上その他の営業に関する状況を翌月 10日までに書面により関

東地方整備局に報告すること。 

３）経理状況に関する帳簿類は常に整理し、関東地方整備局からこれらに関する報告や実施

調査を求められた場合には、速やかに関東地方整備局の指示に従い、誠実に対応するこ

と。 

４）関東地方整備局は、実施調査の結果、必要と認める場合には、施設等運営者に対し改善

を求めることができる。 

３．施設の修繕等 

１）施設等運営者が、収益施設の修繕等を実施する場合は、その内容、時期等の情報につい

て事前に関東地方整備局に書面により報告するものとする。ただし、施設利用者の安全

確保などの観点から緊急を要する修繕については、この限りではない。 

２）施設等運営者が、必要に応じて管理施設の建築構造躯体に対して穿孔、開口、留め付け

等を伴う設備工事や電気を使用するもの等を実施する場合は、事前に関東地方整備局と

書面により協議し、承諾を得なければならない。変更の際も同様である。 

３）施設等運営者が、施設の管理運営上必要に応じて厨房器具及び運営に必要な設備等を管

理施設に新たに設置する場合には、関東地方整備局と事前に書面により協議し、承諾を

得なければならない。 

４）施設等運営者は、厨房器具及び運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置することに

伴い関東地方整備局または第三者に及ぼした損害を賠償しなければならない。 

５）施設等運営者は、関東地方整備局の承諾を得て施設に付加した機械等の設備、間仕切り、

建具その他の造作等について、買取請求を行わないものとする。 

４．価格・サービス内容の決定・変更 

施設等運営者は、管理運営要領にて定めたサービス及びその価格に関して変更を希望する

場合は、事前に関東地方整備局と協議を行い、その結果に基づき変更した管理運営要領を関

東地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。 

５．施設等運営者の変更 

１）新たな施設等運営者の追加等による管理運営要領の変更を行う場合、書面により同施設

等運営者との契約関係を明確にしておくとともに、同施設等運営者に対し業務の実施に

ついて適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。 

６．広告物の掲出 

施設等運営者が、広告物を掲出しようとするときは、広告物の内容についてあらかじめ関

東地方整備局に提示し書面により承諾を得るものとし、掲出位置については許可区域内とす

る。 

なお、施設等運営者が、許可区域外への広告物の掲出を希望する場合は、関東地方整備局

と書面により協議を行うこと。 

①収益施設の運営に関して、通常業務の運営や店舗位置への案内誘導、企画商品等の販
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売促進を目的とする張り紙、張り札、広告旗、立看板、広告幕等を設置する場合は、

公園の美観を損なわす、また他の本公園に関する看板類等に比して目立ちすぎないよ

う、その形状・大きさ、色彩において十分留意すること。あわせて、国営昭和記念公

園の施設であることを明示すること。 

さらに、企画商品等の企画名称に国営昭和記念公園の名称を冠したものとし、その名

称を企画商品名称と同程度以上の大きさとする。（別添２７「グラフィックコントロー

ルマニュアル」参照） 

②収益施設の運営に関して、協賛企業から協賛金を募って企画商品の販売や協賛での行

催事等を実施する際、その販売促進を目的とする協賛企業の名称等を張り紙、張り札、

広告旗、立看板、広告幕等に表示することはできるが、前項同様、公園の美観を損な

わす、また本公園に関する広報物に比して目立ちすぎないよう、その形状・大きさ、

色彩において十分留意すること。 

③施設等運営者は、事前に関東地方整備局の承諾を得た上で、協賛企業に自己の協賛内

容を広報宣伝させることができるが、本公園に関する広報物はもちろんのこと、協賛

する国営昭和記念公園の名称を冠した企画商品や協賛での行催事等の広告物より目立

ちすぎないよう、その形状・大きさ、色彩において十分留意すること。 

④施設等運営者は、事前に関東地方整備局の承諾を得た上で、自らが作成する企画商品

や協賛での行催事等に関するポスター、パンフレット、スタッフジャンパー等に、協

賛企業の名称等を表示することができるが、併記される国営昭和記念公園の名称より

小さく表示すること。 

７．施設等運営者のその他提出義務 

施設等運営者は、下記の項目の一に該当するときは、直ちにその旨を関東地方整備局に書

面により提出しなければならない。 

①施設等運営者が、主たる事務所の所在地または名称を変更したとき。 

②施設が損傷、破損または滅失したとき。 

③施設内で事故等が発生したときまたはそのおそれがあるとき。 

④施設等運営者が、強制執行・仮差押え・仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき。 

⑤施設等運営者に対して破産の申立て、または更生手続き開始の申立て若しくは民事再

生手続開始の申立てがあったとき。 

 

第２９条 その他の協議・報告等 

施設等運営者は、公園の管理運営等で必要な協議を適切に行い、結果等については、遅滞な

く書面により報告しなければなければならない。 

１）関係機関等との協議。 

２）その他施設の運営者との協議。 

 

第３０条 官公署への連絡、届出 

施設等運営者は、官公署への連絡、届出手続きは関東地方整備局に協力し、遅滞なくこれを

処理する。また、施設等運営者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となるとき
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は施設等運営者において行う。 

 

第３１条 別途工事等との調整 

国が別途発注する工事または別途業務（法定点検業務等）の実施にあたり、施設等運営者は、

調整等に協力する。また計画停電を伴う工事や点検を実施する際には、その対応については、

関東地方整備局と調整すること。  

 

第３２条 記録の保存 

報告書及び経理状況に関する帳簿類は、関東地方整備局の求めに応じて常に提出できるよう、

許可を受ける収益施設ごとに整理・保管し、施設等運営者において業務完了後５年間保存する。 

 

第３３条 再調査等の依頼 

関東地方整備局は、施設等運営者からの報告等に疑義を生じた場合、再調査を依頼しより詳

細な報告等を求めることができる。 

 

 

別紙　136



- 23 - 

第３章 ホスピタリティ（施設利用者対応） 

第３４条 基本事項 

１．本業務は、施設利用者に直接接する業務であり、施設利用者が快適に楽しめるよう心がけ、

不快と感じさせるような身だしなみ、行動、言動とならないよう心がけるものとする。 

２．業務遂行にあたっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利ある

いは不利な扱いとならないようにすること。 

３．業務従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、

イメージアップに心掛けるものとする。 

４．全ての業務従事者について、名札を作成し着用すること。 

５．作業にかかる車両や商品納入車両の乗り入れは最小限にとどめ、また開園時間の中の乗り

入れも最小限に留めること。車両の運転については、公園利用者及び施設利用者の安全確

保を第一として必要に応じ誘導員を配置するとともに、公園利用者及び施設利用者の迷惑

とならない場所へ速やかに移動するものとする。（別添１７「園内車両運行（マニュアル等）」

参照） 

 

第３５条 施設利用者対応 

１．園内の概要や開催するイベント等の基本情報を収集し、公園利用者及び施設利用者の問い

合わせに対応すること。問い合わせの内容に関して必要に応じて維持管理業務受託者等に

確認または引き継ぐこと。 

２．公園利用者及び施設利用者の苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録す

るとともに必要に応じて報告すること。 

３．園内掲示板、掲示物を適切に管理すること。 

４．障害者及び高齢者等から施設利用上の援助を求められた場合には、適切に対処すること。 

５．団体での施設利用者の誘導、バス等車両の停車場所への誘導を行うものとする。 

 

第３６条 拾得物、残置物の処理 

施設等運営者が、施設内で遺失物を発見した場合は、速やかに維持管理業務受託者へ届け出

ること。 

 

第３７条 広報・広聴 

１．施設等運営者は、収益施設において提供する商品やサービスに対する施設利用者の評価や

注文書等意見などの聴取や記録に取り組まなければならない。 

２．施設等運営者は、聴取や記録した施設利用者の評価や注文などの意見を集約し、関東地方

整備局に書面により報告しなければならない。 

３．施設等運営者は、施設の利用促進を目的としたホームページやポスター、チラシ等の広報

の展開に関する計画を、媒体毎に策定し、事前に関東地方整備局の承諾を得た上で広報活

動を行う。 

４．施設等運営者がホームページによる情報発信を行う際、維持管理業務受託者が管理する本

公園のホームページに設置管理許可書で許可を受けた運営業務の運営日時、基本提供サー
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ビス等基本的な運営業務内容については維持管理業務受託者が管理する本公園のホームペ

ージに掲載することは可能である。 

ただし、その他企画商品や行催事等販売促進に係る内容については、本公園のホームペー

ジとは別に設置することとし、そのホームページを維持管理業務受託者が管理する本公園

のホームページにリンクすることは可能である。 

なお、データを収納するサーバ及びリンクする他のホームページについて、事前に関東地

方整備局と協議を行う。 

５．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、国営昭和記念公園ホーム

ページ上で発信する情報について、別に定める「個人情報の取扱いについて」及び関東地

方整備局が定めるプライバシーポリシーに基づいた適正な内容であることを事前に確認す

ることとする。 

６．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、情報（掲載する文書、図

画、写真及び音楽など）における著作権等の知的所有権に配慮することとする。 

７．施設に関するリンク先のホームページは原則として一つとする。ただし、それによりがた

い場合は、別途協議によるものとする。 

８．セキュリティレベルを確保するため、ホームページの作成・更新等に用いるパソコンや、

データを保存するサーバー等のセキュリティ対策について、業務開始前に関東地方整備局

と協議するとともに、年度末に実施状況を報告するものとする。 

 

第３８条 掲載情報の更新・修正・訂正 

１．施設のホームページやポスター、チラシ等の広報の掲載情報については、常に新しい情報

を掲載し更新に努めることとする。 

２．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、個人に関する掲載情報に

ついて、本人または保護者から内容の訂正または削除の要請を受け、必要と認めた場合に

は、訂正等の措置をとることとする。 

３．施設等運営者は、施設のホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページを

発見した場合には、関東地方整備局に報告をした上で、当該ホームページ管理者に対し訂

正等必要な措置を求めることとする。 
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第４章 安全衛生管理 

第３９条 基本事項 

１．安全管理 

１）施設等運営者は、収益施設における施設利用者の安全確保並びに快適な利用を図る。 

２）本業務の履行にあたり、適切な措置・対応を行うなど、施設等運営者の責任において常

に善良なる管理を行うものとする。なお、関東地方整備局が定める公園利用規則等があ

る場合は、それに則った対応を図ること。 

３）施設等運営者は、消防法等関係法令に準拠するほか、関東地方整備局が別途定める計画・

規定等を遵守する。 

４）施設等運営者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検

査を実施し、関東地方整備局に報告するものとする。 

５）異常を確認した場合、速やかに関東地方整備局に報告しその指示に従う。安全管理には

十分注意し本業務を履行する。 

６）施設等運営者は、消耗品交換・修繕の実施に際して、事前に関東地方整備局と協議を行

い、必要に応じて業務実施体制に係る書類を作成し、業務着手までに関東地方整備局に

提出するものとする。また、業務実施体制に変更が生じた場合の対応についても同様と

する。 

７）作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者及び施設利用者に不快感を与えないよう留

意するものとする。 

２．安全確保 

１）本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講

じ、事故を防止しなければならない。 

２）施設若しくは許可区域内において、公園利用者及び施設利用者に危険が及ぶ恐れのある

障害が発生した場合は、危険防止に必要な措置を関東地方整備局に書面により報告の上

講じ、事故の発生を防止しなければならない。 

３）工事車両の運転については関東地方整備局発行の許可証を前面に提示し、許可証裏面の

「公園内車両通行及び作業心得について」を遵守して走行するものとする。なお、園内

の車両移動の際には速度標示のある幹線園路以外は、20km/h 以下を遵守するものとす

る。また、作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者及び施設利用者の

迷惑とならない様、必要に応じ誘導員を配置するか、公園利用者及び施設利用者の迷惑

とならない場所へ速やかに移動するものとする。（別添１７「園内車両入園規則（マニュ

アル等）」参照） 

４）施設利用者や公園利用者に対する安全確保上必要があると判断される作業実施時に作業

エリアをバリケード等で囲い作業中であることを明示すること等、作業実施中は安全管

理を徹底し、公園利用者及び施設利用者の安全を十分確保するものとする。 

５）作業実施中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

３．救急救護 

１）施設等運営者は、管理運営要領の「救急救護」において救急時の対応方法を定める。 

２）施設等運営者は、開園時間中は救急活動に当たらなければならない。 
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３）施設等運営者は、救急活動を要する事態を認めたときは、施設利用者の急病や負傷には

応急処置をとり、事故や怪我等の状態により、消防車や救急車を要請するなど、最も適

切と思われる措置をとらなければならない。 

４）施設等運営者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確

に記録するとともに、その経過及び結果を速やかに関東地方整備局に報告する。 

５）傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

４．災害時、異常時等の対応 

１）施設等運営者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、施設利用者の安

全を確保し、迅速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。

この場合において、施設休止等の必要があると認めるときは、施設等運営者はあらかじ

め関東地方整備局の書面による承諾を得なければならない。ただし、緊急上やむを得な

い事情があるときは、この限りではない。 

２）前項の場合においては、施設等運営者は、そのとった措置の内容を関東地方整備局に速

やかに書面により報告する。 

３）台風、豪雨等の災害発生が予想される場合には、事前に土のう設置、雨水桝の詰まり防

止のための落ち葉除去等を実施し、被害の軽減に努めなければならない。 

４）台風、豪雨等の災害発生時に関東地方整備局の指示した箇所の巡回、土のう等の設置等

を行うものとする。 

５）関東地方整備局は、災害防止上特に必要と認めるときは、施設等運営者に対して、臨機

の措置をとることを指示することができる。 

６）関東地方整備局の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、施設等運営者

は、関東地方整備局が定める安全管理マニュアル等に則り、迅速に必要な人員を確保し、

適切な措置・対応を行うこと。 

７）災害時、異常時等の発生後は、施設内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、

関東地方整備局に書面により報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な措

置・対応を行うこと。 

８）施設等運営者は、天変地異等により、運営を一時中止・変更、または休止したときは、

運営再開の前に施設の点検を行い、異常のないことを確認しなければならない。異常を

確認した場合は、本規定書第１編第６条にもとづき適切な措置・対応を行うこと。 

９）関係機関の立会検査または調査がある場合は、施設等運営者は関東地方整備局の指示に

より立会等に協力する。 

 

第４０条 点検等 

１．安全衛生管理計画 

１）施設等運営者は、食品衛生法、消防法等の関係諸法令及び規則に基づき設定した法定点

検及び自主点検計画を記載した安全衛生管理計画書を関東地方整備局に提出の上、書面

により承認を受けること。 

２）安全衛生管理計画書に記載した、法定点検及び自主点検については、特段の事情がない

限り予め設定したスケジュールに沿って実施すること。 
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３）上記法定点検等の結果については、遅滞なく関東地方整備局に書面により報告すること。 

２．定期点検 

１）施設等運営者は、施設利用者が快適に利用できるよう、常に清潔かつ快適な状態に維持

することに努めるものとする。 

２）下記の表に掲げる施設の定期点検項目について、原則として施設等運営者が行うが、別

途関東地方整備局が行う点検との役割分担について協議の上実施し、両者が不可分のも

のについては費用を按分する。協議内容については関東地方整備局が書面により残すも

のとする。 

３）法定点検項目以外の定期点検は、施設等運営者が自ら設定するものとする。 

■施設の定期点検項目（１） 

中項目 小項目 法定点検 留意事項 

外部 屋根 ○ ・周期は別に定める。 

外壁 ○ ・周期は別に定める。 

ひさし（車寄せ）・とい ○ ・周期は別に定める。 

軒天井・ひさし下端 ○ ・周期は別に定める。 

外部床 ○ ・周期は別に定める。 

屋外階段 ○ ・周期は別に定める。 

バルコニー ○ ・周期は別に定める。 

外部建具 ○ ・周期は別に定める。 

外部用自動ドア ○ ・周期は別に定める。 

エキスパンションジョイント金物 ○ ・周期は別に定める。 

内部 内壁・柱・はり ○ ・周期は別に定める。 

内部天井 ○ ・周期は別に定める。 

内部床 ○ ・周期は別に定める。 

内部階段 ○ ・周期は別に定める。 

内部建具 ○ ・周期は別に定める。 

内部用自動ドア ○ ・周期は別に定める。 

構造部 構造体・基礎 ○ ・周期は別に定める。 

電灯・動力

設備 

  

  

照明器具（蛍光灯） ○  

分電盤・開閉器箱 ○  

制御盤 ○  

幹線 ○  

受変電設

備 

配電盤等（内部機器を除く。） ○  

変圧器 ○  

交流遮断機 ○  

断路器 ○  

計器用変成器 ○  

避雷器 ○  

高圧負荷開閉器 ○  

高圧カットアウト ○  

高圧電磁接触器 ○  

力率改善装置 ○  

指示計器・保護継電器 ○  

低圧開閉器類 ○  

特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ

（GIS、C‐GIS） 
○  

その他の特別高圧関連機器 ○  
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■施設の定期点検項目（２） 

中項目 小項目 法定点検 留意事項 

自家発電

設備 
自家発電設備 ○  

直流電源

設備 

共通事項 ○  

整流装置 ○  

蓄電池 ○  

交流無停

電電源設

備 

共通事項 ○  

交流無停電電源設備（簡易型を除

く。） 
○  

交流無停電電源設備（簡易型） ○  

太陽光発

電設備 
太陽光発電設備 ○ ・周期は別に定める。 

風力発電

設備 
風力発電設備 ○  

通信・情報

設備 

構内情報通信網設備 ○  

構内交換設備 ○  

拡声設備 ○  

誘導支援設備 ○  

映像・音響設備 ○  

情報表示設備 ○  

テレビ共同受信設備 ○  

テレビ電波障害防除設備 ○  

監視カメラ設備 ○  

駐車上管制設備 ○  

入退室管理設備 ○  

外灯 外灯 ○  

航空障害

灯 
航空障害灯 ○  

雷保護設

備 
雷保護設備 ○  

構内配電

線路・構内

通信線路 

構内配電線路・構内通信線路 ○  

温熱源機

器 

鋳鉄製ボイラー・鋳鉄製簡易ボイ

ラー 
○  

鋼製ボイラー・鋼製簡易ボイラー ○  

無圧式温水発生機・真空式温水発

生機 
○ 

・加圧能力が 174kW（150,000kcal/h）以上：

6Ｍ 

温風暖房機 ○ 
・【周期 1Ｍ（運転期間中）】点検の実施如

何は別に定める。 

冷熱源機

器 

チリングユニット ○  

空気熱源ヒートポンプユニット ○  

遠心冷凍機 ○  

吸収冷凍機 ○  

直だき吸収冷温水器 ○  

小型吸収冷温水機ユニット ○  

パッケージ形空気調和機 ○  

ガスエンジンヒートポンプ式空気

調和機 
○  

氷蓄熱ユニット ○  

空気調和

等関連機

器 

オイルタンク ○  

熱交換器・ヘッダー・密閉型隔膜

式膨張タンク 
○ 

・【周期 1Ｍ（小型及び第 2 種圧力容器）】

点検の実施如何は別に定める。 

還水タンク・開放型膨張タンク ○  
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■施設の定期点検項目（３） 

中項目 小項目 法定点検 留意事項 

空気調和

等関連機

器 

冷却塔 ○ ・周期は別に定める。 

ユニット形空気調和機・コンパク

ト型空気調和機 
○   

ファンコイルユニット・ファンコ

ンベクター 
○   

空気清浄装置 ○ 

・ろ材の交換は別に定める。 

・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。

・周期は別に定める。 

ポンプ ○ 
・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。

・周期は別に定める。 

送風機 ○ 
・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。

・周期は別に定める。 

天井扇・有圧換気扇 ○   

全熱交換器 ○ 
・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。

・周期は別に定める。 

給排水衛

生機器 

受水タンク･高置タンク（高架タン

ク） 
○ 

・【大地震時想定】長期点検の実施如何別に

定める。 

受水タンク･高置タンク（高架タン

ク）の清掃 
○ ・周期は別に定める。 

貯湯タンク ○  

貯湯タンクの清掃 ○  

汚水槽・雑排水槽 ○  

汚水槽・雑排水槽の清掃 ○  

ポンプ ○ 
・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。

・周期は別に定める。 

ガス湯沸器 ○ ・周期は別に定める。 

電気温水器 ○ ・周期は別に定める。 

循環ろ過装置 ○ ・周期は別に定める。（水質検査を除く） 

衛生器具 ○ ・周期は別に定める。 

ダクト及

び配管 

ダクト ○ ・周期は別に定める。 

配管 ○ 
・【大地震時想定】長期点検の実施如何は別

に定める。 

水質管理 空調機器用水 ○  

ボイラー用水 ○  

飲料水（給水設備） ○  

浄化槽 点検・保守 ○  

清掃 ○  

水質に関する検査 ○  

井戸 井戸 ○  

雨水利用

システム 
雨水利用システム ○  

中央監視

制御装置 

中央監視制御装置   

自動制御装置   

消防用設

備等 
  ○ ・機器点検：6Ｍ 

建築基準

法関係防

災設備 

 

非常用照明装置 ○  

防火戸・防火シャッター ○  

防火ダンパー ○  

排煙設備 ○  
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■施設の定期点検項目（４） 

中項目 小項目 法定点検 留意事項 

エレベー

ター 
点検共通事項 ○ 

・稼動頻度に応じて、「高稼働」の周期を選

択して別に定める。（油圧式、非常用を除く）

・【遠隔監視装置、遠隔点検装置】適用は別

に定める。 

ロープ式エレベーター ○  

油圧式エレベーター ○  

機械室なしエレベーター ○  

非常用エレベーター ○  

エスカレ

ーター 
エスカレーター ○  

小荷物専

用昇降機 
小荷物専用昇降機 ○  

工作物 鉄塔 ○  

設備架台・囲障（ルーバー等） ○  

煙突 ○  

外構 敷地 ○ ・周期は別に定める。 

へい  ・周期は別に定める。 

門  ・周期は別に定める。 

排水枡・マンホール・側溝・街き

ょ 
○ ・周期は別に定める。 

植栽・緑地 植栽・緑地   

執務環境

測定 
空気環境測定 ○  

ねずみ・昆

虫等の防

除 

  ○  

■関係法令 

法令名 参照条項 条件の有無 条件に関わる参照条項 

建築基準法 第十二条 ○ 
第六条、別表第一 

【令】 
第十四条の二、第十六条 

官公庁施設の建
設等に関する法

律 
第十一条、第十二条 ○ 

官公庁施設の建設等に関する法律第
12 条第１項の規定によりその敷地及び
構造に係る劣化の状況の点検を要す
る建築物を定める政令 

消防法 

第十四条の三の二 ○ 
【危険物の規制に関する政令】 
第七条の三、第八条の五 

第十七条、第十七条の
三の二、第十七条の三
の三 

× 
（公共建築）

【令】 
第六条、第七条、第三十五条、第三十
六条、別表第一 

人事院規則 10-4
第 十 五 条 、 第 三 十 二
条、第三十四条  

× 別表第七、別表第八 

事務所衛生基準
規則 

第九条、第十条 ×   

建築物における
衛生的環境の確
保に関する法律

第四条 ○ 
第二条 

【令】 
第一条 

高圧ガス保安法
第三十五条、第三十五
条の二  

○ 

【一般高圧ガス保安規則】 
第七十九条、第八十三条 

【冷凍保安規則】 
第四十条、第四十四条 

別紙　144



- 31 - 

水道法 第三十四条の二 ○ 
第三条 

【令】 
第二条 

電気事業法 
第三十九条、第四十二
条  

○ 
第三十八条 

【令】 
第五十条 

ガス事業法 第四十条の二 × 
第二条 

【則】 
第百七条 

浄化槽法 
第七条、第八条、第九
条、第十条、第十一条 

× 第二条 

ボイラー及び圧力
容器安全規則 

第三十二条、第六十七
条 

○ 
第一条 

【労働安全衛生法施行令】 
第一条 

※ [条件の有無] ○：義務付けする施設、設備等について、規模等の条件が付されているもの 

 

３．自主点検 

１）自主点検は、下記の表に掲げる項目のうち該当するものについて、施設等運営者が建築

保全業務共通仕様書に準じて行う。 

■施設の自主点検項目 

大項目 中項目 小項目 

建築 建築 建築 

電気設備 電灯・動力設備 電灯・動力設備 

受変電設備 受変電設備 

自家発電設備 自家発電設備 

直流電源設備 直流電源設備 

交流無停電電源設備 交流無停電電源設備 

機械設備 温熱源機器 運転・監視記録 

鋳鉄製ボイラー・鋼製ボイラー 

真空式温水発生機・無圧式温水発生機 

温風暖房機 

冷熱源機器 運転・監視記録 

冷熱源機器 

空気調和等関連機器 空気調和等関連機器 

給排水衛生機器 

  

給排水衛生機器 

循環ろ過装置 

監視制御設備 中央監視制御設備 中央監視制御装置 

搬送設備 昇降機 昇降機 

 

４．日常点検 

１）施設等運営者は始業点検、終業点検、巡回パトロール等を実施し、適切な管理を行うこ

と。 
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２）建築物等について、目視等の簡易な方法により建築物の劣化及び不具合の状況を把握し、

保守の措置を適切に講ずることにより所定の機能を維持するための軽微な修繕を行い、

事故・故障等の未然の防止に資するよう管理すること。 

３）施設等運営者は、施設、設備等が損傷、破損または滅失したとき及びそれを発見したと

きは、直ちに関東地方整備局に報告するものとする。 

５．スタッフ管理・研修 

１）日常管理業務に加え、施設利用者の案内や苦情・要望、事故・災害時非常時における緊

急対応が適切に行われるよう、一元的な管理体制を構築しなければならない。 

２）運営体制人員は、円滑な管理運営を行うため、施設利用者数の動向に基づき弾力的に配

置するものとする。 

３）施設等運営者は、関東地方整備局が実施または要請するスタッフ管理・研修、公園全体

での調整連携等への参加・協力・実施を、積極的かつ主体的に行うこと。 

４）施設等運営者は、施設が有する機能を最大限に活用するとともに、施設利用者が安全か

つ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、機能面及び景観に留意して適切な管

理を行うこと。 

５）建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図るため、除塵、拭き、清浄、

ごみの収集等の作業により汚れを除去することによって、快適な環境を整備するととも

に、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資するよう管理すること。 

６）車両の運転については、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならないよう必要に応じ誘

導員を配置するとともに当公園事務所発行の許可証を前面に提示、許可証裏面の「公園

内車両通行及び作業心得について」を遵守して走行するものとする。（別添１７「園内車

両運行（マニュアル等）」参照） 

 

第４１条 危機管理 

１．事故・災害 

１）緊急時連絡体制構築 

施設等運営者は、緊急連絡体制表を作成し、関東地方整備局に提出すること。また、施

設内に掲示をすること。 

２）予防対策 

①施設等運営者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防設備等の自主点検

を実施し、異常を発見した場合は関東地方整備局に書面により報告するものとする。 

②本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合または立ち入る恐れがある

場合には、危険防止に必要な措置を関東地方整備局に報告の上、当該措置を講じ事故の

発生を防止する。 

３）初期対応 

①施設等運営者は、関東地方整備局の指示に従い、公園利用者及び施設利用者に対する案

内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

②万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運

転を一時停止または運転制限をする等の措置をした上、直ちに関東地方整備局に報告し、
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臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のため

の必要な措置をとる。 

③その他事故等が発生したとき、またはその恐れがあるときは、関東地方整備局が定める

安全管理マニュアル等に則り、速やかに必要な措置を取り、施設等運営者が作成した緊

急連絡体制に基づき関係機関へ連絡し、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書

事故報告書様式（別添１１参照）等により関東地方整備局に報告するものとする。 

一 事故発生日時 

二 事故発生場所（図示） 

三 事故発生の概要（受傷者の氏名・連絡先・受傷状況・事故原因など） 

四 事故の程度 

五 人身事故の場合は、医師の診断結果 

六 事故処理の概略 

七 再発防止策等 

２．異常事態対策 

１）施設等運営者は、関東地方整備局が実施または要請する異常事態対策への参加・協力・

実施を、積極的かつ主体的に行う。 

２）施設等運営者は、異常な事案が発生した場合、その内容・初期対応状況等を、速やかに

関東地方整備局へ報告するとともに、警察、消防署等関連部局に連絡する。 
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第５章 施設管理 

第４２条 基本事項 

１．施設等運営者は、許可を受けた範囲内ならびにその周辺の環境を常に清潔かつ良好な状態

で維持することを心掛けなければならない。 

２．施設等運営者は、消耗品の交換や施設等運営者が自ら実施する修繕工事の実施に際して、

許可を受けた範囲内ならびにその周辺の環境を良好な状態で維持することを心掛けなけれ

ばならない。 

３．収益施設の建築躯体ならびに建築設備および管理備品について、施設等運営者の注意義務

で管理しなければならない。 

 

第４３条 清掃等 

１．施設等運営者は、許可を受けた範囲内ならびにその周辺の環境について、常に清潔かつ快

適な環境を保持するために、計画的な清掃管理を実施するものとする。 

２．施設等運営者が、清掃を実施する際には、施設利用者ならびに公園利用者の安全確保に十

分注意するものとする。 

３．施設等運営者は、自らが実施する清掃と維持管理業務受託者が実施する清掃について、そ

の清掃範囲及び夾雑物が混合しないように注意するものとする。 

 

第４４条 工事等 

 １．施設等運営者は、消耗品の交換や施設等運営者が自ら実施する修繕工事の実施に際して、

事前に関東地方整備局と協議を行ない、必要に応じて業務実施体制に係る書類を作成し、

業務着手までに関東地方整備局に提出するものとする。また業務実施体制に変更が生じた

場合の対応についても同様とする。 

２．施設等運営者が、消耗品の交換や施設等運営者が自ら実施する修繕工事を実施する際には、

施設利用者ならびに公園利用者の安全確保に十分注意するとともに、施設等運営者の責任

において常に公園の観察を行ない、善良なる管理を行うものとする。 

３．施設等運営者は、自らが実施する修繕工事について、その工事実施範囲及び構造物が、許

可を受けた範囲及び許可を受けた構造物であることを注意するものとする。 

 

第４５条 安全管理 

１．施設等運営者は、収益施設に係る清掃や修繕工事を実施するにあたり、施設利用者の安全

確保に十分注意をすると共に、施設等運営者の責任において常に施設周辺の観察を行ない、

善良なる管理を行なうものとする。 

２．施設等運営者は、収益施設に係る清掃や修繕工事に関連する工事車両の運転について、関

東地方整備局発行の通行許可証を全面に提示し、許可証裏面の「公園車両通行及び作業心

得について」を遵守して走行するものとする。なお、公園利用者ならびに施設利用者への

影響を最小限にする目的から、持ち込み車両の最小化や誘導員の適宜配置、迷惑とならな

い場所への速やかな移動を心掛けるものとする。（別添１７「園内車両運行（マニュアル等）」

参照） 

別紙　148



- 35 - 

３．施設等運営者は、公園利用者や施設利用者に対する安全確保上必要があると判断される作

業実施時に、作業エリアをバリケード等で囲い作業中であることを明示すること等の安全

管理を徹底するものとする。 

４．作業中は、園内の施設工作物ならびに樹木等を破損しない様に十分注意するものとする。 

５．作業従事者は、服装ならびに言動に注意し、公園利用者ならびに施設利用者に不快感を与

えないよう留意するものとする。 
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第６章 財産管理 

第４６条 台帳管理 

１．施設等運営者が施工した固定資産（償却資産）については、「固定資産税における家屋と償

却資産の分離申出書」を所轄の税務事務所に提出するものとする。 

２．運営に関する備品等（建物除く）の費用、管理区域に関る建物管理費（消耗品の購入、貸

与した備品類の修理等）は、施設等運営者の負担とする。 

 

第４７条 備品の取り扱い 

１．管理備品の取扱い 

許可を受けた収益施設の運営に必要な備品は、施設等運営者が全て準備するものとする。 

ただし、業務開始時に関東地方整備局が費用を負担した備品の引き継ぎを受けた場合は、

施設等運営者は、本業務完了の際、残存する備品で関東地方整備局がその費用を負担した

ものについて当該備品を関東地方整備局に引き渡す。ただし、翌年度以降において当該契

約が引き続き締結され、当該業務に継続して使用されるものはこの限りではない。 

残存する備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品の内、原

状のまま比較的長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が２万円以上のものをいう。

なお、その取扱いについては、関東地方整備局が定める規定等による。 

２．特定備品の取扱い 

施設等運営者は、施設の管理・運営に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

ただし、本規定書第 1 編第２１条「業務の完了・引継、原状回復等」に記載があるとおり、

施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が解

除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、関東地方整備局に引き渡すこととな

ることとなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、本

規定書第１編第２２条「立退料等の不請求」にあるとおり、関東地方整備局に対し施設等

運営者の施設の買取等を請求することを禁じていることを踏まえ、施設等運営者の一切の

責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

ただし、下記引継方針に従い、次期施設等運営者に資産を引き渡す場合は、原状回復を行

わなくてもよいものとする。なお、資産の処分については、施設等運営者が責任を負うも

のとする。 

＜特定備品に関する方針＞ 

１）自転車に関する方針 

①自転車引継に関する方針 

現施設等運営者より、現在使用している自転車を全台有償で引継ぐものとする。また、

次期施設等運営者に対しても同様に、自転車全台を有償で引継ぐものとする。 

②自転車購入に関する方針 

計画的に自転車の更新を行うため、契約期間内に保有自転車の４０％以上を新車で揃え

るものとする。ただし、更新する自転車は自転車の品質を保証する公的機関の認定を受

けたものでなければならない。また、ＴＳマーク認定（後述）から外れた自転車、故障

や事故で安全性の確保が保てない自転車については随時更新をするものとする。 
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なお、特殊自転車（二人乗り自転車等）については、公的機関認定の対象外、及びＴＳ

マーク認定の整備対象外であることから、関東地方整備局の許可を得た上で購入をする

ものとする。 

ＴＳマークとは：公益財団法人日本交通管理技術協会発行、年１回自転車安全整備士が

点検・整備をすることで自転車の安全性が認定されるもの。１年間の付帯保険付。 

③自転車の安全管理に関する方針 

貸出自転車は、毎年自転車安全整備士による点検・整備を行い、ＴＳマーク認定を受け

なければならない。 

④自転車管理台帳に関する方針 

施設等運営者は、一台ごとの購入日、修繕履歴等を記載した自転車管理台帳を作成し管

理を行うこととする。なお、自転車管理台帳は次期施設等運営者に引継ぐものとする。 

３．機器・設備等を持ち込む費用、電気工事等の措置等に必要な経費及び持ち込んだ設備・機

器等から生じる経費（電気代、コピー代、電話代等）、原状回復に必要な経費は、施設等運

営者の負担とする。 

 

第４８条 本業務の引継 

１．施設等運営者は、業務の履行が満了するとき（継続して、契約した場合は除く）または、

契約が解除された場合は、関東地方整備局または新たな施設等運営者と十分に事務引き継

ぎを行い、施設の管理運営に支障が生じないようにする。この際、速やかに施設を原状に

回復して、関東地方整備局に引き渡すこと。ただし、原状回復することが不可能若しくは

不適当である場合、関東地方整備局の承認を得て原状回復せずに引き渡すことができる。 

２．不可抗力その他、関東地方整備局や施設等運営者の責めに帰することができない事由によ

り管理の継続が困難となった場合は、関東地方整備局と施設等運営者は管理の継続の可否

について協議すること。 

３．施設等運営者は、本業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）または、契約が解

除されるまでは、施設の管理運営が円滑に実施されるよう業務実施体制（本規定書第１編

第２７条）を維持すること。 

４．履行期限後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵等が明らかな

場合は、その費用は施設等運営者が負担する。 
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第２編 国営昭和記念公園公園収益施設等管理運営個別規定書 

第１章 駐車場 

第１条 総則 

施設等運営者は、駐車場の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適な

サービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、本規定書に記載のない事項又は本規

定書に疑義が生じたときは、その都度、施設等運営者は関東地方整備局と協議するものとする。 

 

第２条 施設の目的 

駐車場及び臨時駐車場は、公園利用者の国営昭和記念公園への来園手段である車両等を、公

園利用時間内に限り保管する場所を提供することを施設の目的とする。 

 

第３条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりとする。なお、許可範囲に関しては別途指示する。 

■運営対象施設一覧（常設駐車場） 
施設名称 大     型 普     通 原付・自動二輪 

立川口 83 台 1,755 台 70 台 

西立川口 なし 345 台 40 台 

砂川口 10 台 431 台 18 台 

＜裁量施設＞ 
施設名称 大     型 普     通 原付・自動二輪 

高松口臨時 なし 204 台 なし 

■運営対象施設一覧（臨時駐車場）※ 
区域 施設名称 確保規模（普通車相当の最大数） 備  考 

園内 
立川口芝生広場 200 台 公園利用者の安全確保に配慮

砂川口芝生広場 100 台 公園利用者の安全確保に配慮

園外 
立川飛行場跡留

保地 
500 台 詳細は関東地方整備局が指示

※臨時駐車場の運営に際しては、土地使用料が別途発生する。 

 

第４条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者を選任した上で駐車場の管理運営にあたらせるものとする。 

 

第５条 運営日時 

１．施設等運営者は、原則として本公園の開園日を常設駐車場の営業日とする。ただし、高松

口臨時駐車場については、施設等運営者の裁量により運営日時を定めることができるが、

駐車場の不足が見込まれるなど当該駐車場を運営する必要性が高い日は、営業しなければ

ならない。 

２．施設等運営者は、原則として開園時間に合わせた営業時間とし、発券時間は本公園の開園

時間から閉園時間の１時間前までとし、施設利用者へのサービスの提供を安定的に行うこ

と。 

３．繁忙日等対応、及び冬期イベント等開催のため、運営時間を延長または変更する場合は、
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関東地方整備局に書面により提出することとする。 

４．行催事の開催等により、必要が認められるときは、関東地方整備局より営業日時の変更の

指示を行うことがある。 

 

第６条 利用料金 

１．利用料金は、次のとおりとする。臨時駐車場の利用料金も同様である。ただし、冬期イベ

ント等開催に伴う夜間開園時間については、大型車・普通車ともに一台につき 210 円、二

輪車については無料とする。なお、消費税率が 10％に改定された場合の利用料金は、下表

の括弧書きのとおりとする。 

■利用料金一覧 

車種 
利用料金 

備考 
一般 

パ ス ポ ー ト
提示 

大型（１回） 
1，750 円 

（1,780 円）
－ 

車体総重量８トン以上、最大積載量５ト
ン以上、又は乗車定員が 30 人以上の自
動車 

普通（１回） 
820 円 

（840 円） 
720 円 

(730 円) 
上記以外の自動車 

原付・自動二輪（1 回）
260 円 

（260 円） 
210 円 

（210 円）
自動二輪車及び原付自転車 

身障者等 無料 無料 

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害
者保健手帳の交付を受けている心身障
害者の方もしくは同乗者の方の手帳提
示 

 

第７条 業務の内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

 １）駐車場の運営に関すること。 

 ２）駐車場の維持管理に関すること。 

 ３）駐車場の安全管理に関すること。 

 ４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第８条 施設の運営 

１．駐車場の運営 

１）施設等運営者は、立川口駐車場及び西立川口駐車場においては、料金ブースに必要人員

を配置し、駐車場利用料金の徴収及び領収書の発行等を行う。 

２）施設等運営者は、駐車場管理機器等の施設・設備のある高松口臨時駐車場及び砂川口駐

車場においては、駐車場利用料金の徴収を駐車場管理機器の精算機において１日１回以

上行うものとし、回収にあたっては十分注意を払い行うものとする。その際、つり銭を

補充するなどの金銭管理を行うこと。ただし、繁忙期においては、立川口及び西立川口

と同様の徴収を行う。 

３）原則として、施設利用者が全て退出することを確認し閉場することとするが、著しく退

出が遅延し、施設利用者を確認することができない場合は、残車両を確認し、記録する
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こと。なお、残車両所有の施設利用者から、退出の申し出があった場合は、適切に対処

すること。 

４）観光バス等が西立川口駐車場を利用する場合、西立川口駐車場での乗客の降車及び乗車

と、立川口駐車場及び砂川口駐車場への回送を誘導すること。 

５）駐車場の混雑具合に応じて誘導員等を配置する等、適切な運営を行うこと。 

６）運営条件に定めていない事項に関しては、必要に応じて関東地方整備局と協議すること。 

２．繁忙期の対応 

１）駐車場が満車になることが予測される場合は、あらかじめその対策をたて、本公園内外

に臨時駐車場を確保するとともに、警備、案内・誘導員を増員するなど、事前に必要な

措置を講じるものとする。 

２）施設等運営者は、繁忙期の混雑状況に応じて、誘導員数、配置を工夫する等円滑な誘導

に努める。 

３．臨時駐車場の確保 

１）繁忙期においては、関東地方整備局の指定する園内の立川口及び砂川口の芝生広場、砂

川口近傍の園外１箇所に臨時駐車場を用意し、確実に施設利用者の駐車スペースを確保

しなければならない。 

なお、臨時駐車場を運営する場合は、都市公園法第 5 条に基づく許可申請を行うものと

する。 

２）臨時駐車場の使用は、常設駐車場が満車となる状態を見計らって開始する。 

３）臨時駐車場への案内は、臨時駐車場の使用時に限定して看板等を設置し、誘導を行うも

のとする。 

４）臨時駐車場の安全対策として、誘導員等を適宜配置するものとし、歩行者や公園利用者

の安全確保に細心の注意を払うものとする。 

５）臨時駐車場の使用時は、一般園地との範囲区分が明確となるよう、移動看板及び簡易柵

等を設置する。また、特に公園利用の混雑が予想されるときは、ハンドマイクによる誘

導も行うものとする。 

４．利用制限等 

１）次の各号に該当する場合は、駐車場の利用を拒否することができるものとする。 

 ①駐車場利用者が遵守事項を守らない場合又は業務従事者の指示に従わない場合。 

②危険物を積載している車両、その他駐車場の管理上支障のある車両が駐車しようとして

いる場合。 

 

第９条 施設・設備等の維持管理 

１．施設等運営者は、立川口駐車場及び西立川口駐車場においては、以下の施設・設備等の維

持管理等を行う。また、砂川口駐車場における繁忙期における対応も以下のとおりとする。 

１）施設等運営者は、立川口駐車場及び西立川口駐車場においては、施設が有する機能を最

大限に活用するとともに、施設利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、安全面、

衛生面、機能面及び景観に留意して適切な管理を行うこと。 

２）施設等運営者は、駐車場施設・設備の機能を保持し、日常の円滑な運用に支障が生じな
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いよう、消防法等の関係法令を遵守し、日常的な保守・点検や必要な備品等の管理、調

達を行うことで適切な維持管理を行うこと。 

２．施設等運営者は、駐車場管理機器等の施設・設備のある高松口臨時駐車場及び砂川口駐車

場においては、以下の施設・設備等の維持管理等を行う。 

１）駐車場管理機器について、施設等運営者は日常的な保守及び管理を行い、機器の適切な

維持管理に努めること。なお、当該施設・設備の保守点検については、関東地方整備局

が別途実施する。 

２）営業開始前に、駐車場管理機器の電源を入れ、機器に故障や損傷等がないか、正常に作

動するかを確認するとともに、営業中は、駐車場管理機器の運転の作動状況を確認・監

視し、業務終了時には、駐車場機器の電源を確実に切ること。 

３）機器の故障について連絡や表示がある場合は、機器に付属するマニュアル等に従い、適

切に処理し、完全な状態に回復すること。 

４）駐車場機器について万一故障が発生し、ただちに回復する見込のないときは、回復まで

の間、車両の入出場は手動で行うこと。このとき、料金計算は料金計算機を使用するな

どの方法により、迅速かつ確実に行い、入出場車両に支障をきたさないようにすること。 

５）その他の駐車場の施設・設備についても、施設等運営者は、施設が有する機能を最大限

に活用するとともに、施設利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛

生面、機能面及び景観に留意して適切な管理を行うこと。 

６）施設等運営者は，その他の駐車場施設・設備の機能を保持し、日常の円滑な運用に支障

が生じないよう、消防法等の関係法令を遵守し、日常的な保守・点検や必要な備品等の

管理、調達を行うことで適切な維持管理を行うこと。 

３．駐車場内にある植栽地の植物管理を行うこと。なお、実施に当たっては、別紙９「個別仕

様書（植物）」に準じて実施すること。 

 

第１０条 安全管理 

１．施設等運営者は、施設利用者の安全に万全の注意を払い、安全管理を行うものとする。 

２．補修、その他管理上やむを得ない理由があるときは、駐車場の全部又は一部を休止するこ

とができるものとする。 

３．管理上必要があると認められるときは、駐車場の出入口の全部又は一部を閉鎖することが

できるものとする。 

４．駐車場内において、災害や事故が発生し、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措

置を取ることとする。 

５．やむを得ず、駐車場の全部又は一部を休止・閉鎖・変更する際は公園利用者及び施設利用

者に的確に告知すると共に関東地方整備局に報告するものとする。 

６．緊急車両等の入出場については適宜協力をすること。 

７．施設等運営者は、施設利用者の安全確保、施設状況の把握、及び施設利用案内等を行うた

め、定期的に巡視を実施するものとする。また、事件、事故または災害等緊急時対応、不

審物の有無確認や拾得物への対処、清掃状況の点検等も併せて行うものとする。 
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第１１条 緊急時の対応 

災害や事件、事故等が発生した際には、本規定書第１編第４章「安全衛生管理」を参照し対

応することとする。 

 

第１２条 費用負担 

１．駐車場運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費、清掃

費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修理等等）、運営に関

する備品等（建物除く）の費用及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工

作物、設備等に係る補修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．駐車場の満車表示など施設利用者の利便に資する移動式看板（既設の看板の更新も含む）

他、本業務を実施するに必要な備品等については施設等運営者の負担で準備すること。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに原状に回復して関東地方整備局に引き渡すこと。 

３．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、管理備品等を破損または紛失した場

合は、原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

４．関東地方整備局の職員や業務等で入園する業務公園利用者からは、駐車料を徴収すること

はできない。（別添１６「業務入園マニュアル」参照） 

 

第１３条 責任の範囲 

１．次の各号に該当する場合は、関東地方整備局及び施設等運営者は、賠償責任を負わないも

のとし、その旨を施設利用者が分かるように看板等の掲示を行うものとする。 

１）天変地異、その他不可抗力による事故、及び管理上の責に帰することのできない事由に

よって生じた車両及び施設利用者の損害。 

２）車両に残された貴重品、その他物品及び取付物に関する損害。 

２．前号及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、施設等運

営者は車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を

賠償すること。 

３．施設等運営者の過失等が原因で、施設を損傷し又は滅失した場合、施設等運営者がその損

害を賠償すること。ただし、施設利用者の責めに帰すべき理由がある場合には、施設利用

者に損害の賠償を求める。 

 

第１４条 施設利用上の注意 

１．施設利用者に対し、以下の各号について看板等において注意を促すものとする。 

１）場内での車両通行速度は、時速 20km/h を超えないこと。 

２）場内での追い越しをしないこと。 

３）喫煙又は火気の取り扱いをしないこと。 

４）標識又は係員の指示に従うこと。 

５）車両を離れるときは、エンジンを停止し、ドア及びトランクには施錠し、盗難に備える

こと。 
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６）公害防止の為、エンジンを空ぶかししないこと。 

７）施設、他の車両及びその取付物等への損害、又はその他の事故を目撃した時は施設等運

営者へ速やかに連絡すること。 

８）施設利用者及びその関係者（同乗者含む。）が故意又は過失により駐車場の施設並びに他

の車両に損害を与えたときは、当事者がその損害賠償を行うこと。 

９）「車いす使用者用駐車スペース」は該当車両がいつでも利用できるよう、一般施設利用者

は利用を控えること。 

10）その他、施設等運営者の業務又は他の施設利用者の妨げになるような行為はしないこと。 
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第２章 レンタサイクル施設 

第１５条 総則 

施設等運営者は、レンタサイクル施設の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用

者への快適なサービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、本規定書に記載のない

事項又は本規定に疑義が生じたときは、その都度、施設等運営者は関東地方整備局と協議する

ものとする。 

 

第１６条 施設の目的 

レンタサイクル施設は、国営昭和記念公園において施設利用者への自転車等の貸出しを行う

ことを施設の目的とする。また、自動二輪車等を持ち込むなど施設利用者及び公園利用者に対

する安全確保に反する行為をしてはならない。 

 

第１７条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりとする。 

■運営対象施設一覧 
施設名称 現行運営台数（参考） 備考 

立川口サイクリングセンター ８８３台 
普通車、前かご・後かご付、子供用、

ＭＴＢ、一輪車 

西立川口サイクリングセンター ６８３台 
普通車、前かご・後かご付、子供用、

ＭＴＢ 

砂川口サイクリングセンター ６６９台 
普通車、前かご・後かご付、子供用、

ＭＴＢ 

 

第１８条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者を選任した上でレンタサイクル施設の管理運営にあたらせ

るものとする。 

 

第１９条 運営日時 

１．施設等運営者は、原則として本公園の開園日を営業日とする。 

２．施設等運営者は、原則として開園時間に合わせた営業時間とし、発券時間は本公園の開園

時間から閉園時間の１時間前までとし、施設利用者へのサービスの提供を安定的に行うこ

と。 

３．繁忙日等対応、及び冬期イベント等開催のため、運営時間を延長または変更する場合は、

関東地方整備局に書面により提出することとする。 

４．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、関東

地方整備局より営業時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 

 

第２０条 利用料金 

１．施設利用者へ提供する自転車貸出の利用料金は、以下に定める額を上限とし、３時間料金

及び超過料金の設定は必須とするが、１日料金の設定の有無は施設等運営者の裁量とする。

ただし、施設等運営者の提案により施設利用者の利便性向上の観点からその料金を下げる
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場合は、関東地方整備局と協議の上定めるものとする。なお、消費税率が 10％に改定され

た場合の利用料金の上限額は、下表の括弧書きのとおりとする。 

 

■利用料金一覧 

区分 利用料金 備考 

大人（15 歳以上） 
3 時間…410 円（420 円）、超過 30分

ごとに 70円(70 円) 
1 日…520 円（530 円） 

 

小人（小・中学生） 
3 時間…260 円（260 円）、超過 30分

ごとに 30円（30円） 
１日…310 円（320 円） 

 

 

第２１条 業務の内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）自転車の貸出に関すること。 

２）サイクリング施設の維持管理に関すること。 

３）自転車の利用に伴う苦情処理に関すること。 

４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

２．日常の管理上で必要があると認められたときは、自転車の貸出の全部又は一部を中止する

ことができるものとする。 

３．自転車の貸出を中止することが、施設利用者へ影響が与えると考えられる場合は、関東地

方整備局と協議を行う。 

 

第２２条 施設の運営 

１．サイクリングセンターの運営 

１）施設等運営者は、各サイクリングセンターに必要人員を配置し、自転車貸出に伴う利用

料金の徴収及び領収書の発行、自転車の貸出、自転車の整備等を行う。 

２）施設等運営者は、自転車の貸出開始前にサイクリングコースに異常がないか確認を行う

こととする。 

３）施設等運営者は、貸出自転車について本規定書第２編第２４条に基づく点検を行い、異

常のないことを確認した上で貸し出すものとする。 

４）施設等運営者は、閉園後全ての自転車が返却されているか台数確認を行い、不足してい

る場合はサイクリングコース等の探索を行い、未返却車両がないか確認をするものとす

る。 

５）施設等運営者は、待ち時間が長時間になることが予測される場合は、あらかじめその対

策をたて、待機場所を設置する等、事前に必要な措置を講じるものとする。 

６）施設等運営者は、施設の混雑状況に応じて、導線を工夫する等円滑な誘導に努めること。 

７）運営条件に定めていない事項に関しては、必要に応じて関東地方整備局と協議すること。 

２．利用制限等 

１）次の各号に該当する場合は、利用を禁止するものとする。 

別紙　159



- 46 - 

①危険物を持ち込み、その他、秩序を乱し風俗を害する恐れのある者。 

②関東地方整備局が定める制限事項に違反する者。 

③自転車に乗れない者。 

 

第２３条 施設・設備等の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、常に清潔かつ快適な状態

に維持するため、以下の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）施設及び施設周辺の清掃及び塵芥処理。 

２）施設の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理。 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等。 

 

第２４条 安全管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に自転車を利用されるよう心がけ、常に自転

車を正常な状態で維持するため、日常点検、定期点検、一斉点検を行う。 

２．日常点検、定期点検、一斉点検については、下記頻度等により実施する。 

１）日常点検：自転車貸出し時、及び返却時に毎回、車両及びその周辺等の点検を行い、良

好な環境維持に努めること。 

２）定期点検：概ね四半期ごとに１回、繁忙期前後で全保有車両を順次点検し、安全な環境

整備に努めること。 

３）一斉点検：年１回、自転車安全整備士の資格者によりＴＳマークの点検を、全保有車両

を対象に行い、有効期限が切れないよう注意すること。 

３．施設等運営者は、日常点検として、自転車を貸出し時及び自転車返却時に次の各号をはじ

め安全に関する項目について、点検を行うこととする。 

１）貸出し時 

①目視による車両の汚れの点検。 

②目視・触検によるタイヤの空気圧、スポークの不具合、ブレーキの動作確認、ハンドル

の歪み、チェーンの緩み等の点検。 

③自転車の注意事項や操作方法等の説明を行う。特に、超過料金、ヘルメット着用及びス

ピード出しすぎ注意の安全走行についての案内は確実に伝えること。 

④サドルの高さ調整を行うこと。 

⑤施設利用者に不都合がないかを確認後、貸出しを行うこと。 

２）返却時 

①施設利用者から走行中に不都合がなかったかを確認すること。 

②施設利用者から指摘があった場合は、その部分及び関連部分を点検すること。 

③「自転車業務日報」を定め、点検結果を転記すること。 

４．施設等運営者は、定期点検として、全保有車両を順次、次の各号に示す点検項目に従い点

検を行うこととする。なお、点検の実施は、平日及び閑散期とする。 

１）フレーム・前ホーク ：目視・打検による点検。 

２）ハンドル ：目視・触検・作動による点検。 
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３）タイヤ・スポーク ：目視・触検による点検。 

４）ギヤクランク ：目視・触検による点検。 

５）ペダル ：目視・触検・作動による点検。 

６）ブレーキ ：目視・触検・作動による点検。 

７）チェーン ：目視・触検・作動による点検。 

８）サドル ：目視・触検・作動による点検。 

９）スタンド ：目視・触検・作動による点検。 

10）鍵 ：目視・触検・作動による点検。 

11）子供乗せ用かご ：目視・触検・作動による点検。 

12）ボルト ：目視・触検による点検。 

13）変速機 ：作動による点検。 

14）その他 ：その他、異常個所があった場合に、異常箇所を追加点検。 

５．点検後は以下の各号に示す処理を行う。 

１）点検時に異常があった場合、自転車修理カードを添付し貸出し禁止とする。また、異常

のある車両は他の車両と分けて１箇所にまとめておく。 

２）異常箇所等の修繕については、軽微なものは担当者が行い、専門技術を要するものは自

転車安全整備士の資格者が行うこと。 

３）修理終了後、確認を行った後、貸出し禁止を解除すること。 

６．点検の結果は、「自転車業務日報」を定めた上で、転記する。 

７．その他、繁忙期においても、前項までに示す点検等項目を確実に行うものとし、日常点検

を担当する者の技術力向上のため、自転車安全整備士による点検講習を受講する。 

 

第２５条 緊急時の対応 

１．次の各号の時は、施設等運営者は、貸出を一時中止・変更又は休止するものとし、関東地

方整備局に報告するものとする。貸出を一時中止・変更又は休止するときは、駐車場、ゲ

ート及びサイクルセンター前に営業休止の掲示を行うなど公園利用者及び施設利用者に適

切に告知するものとする。 

１）地震、台風、大雨、大雪等悪天候または自然災害のため、走行に危険が予想されるとき。 

２）事故などの不測の事態が生じたとき。 

３）緊急事態が発生し、又はその発生が予想されるとき。 

４）関東地方整備局又は維持管理業務事業者の総括責任者の指示のあったとき。 

２．施設等運営者は、前項の規定により自転車貸出を中止したときは、再開の前にサイクリン

グコースに異常のないことを確認しなければならない。 

３．サイクリングコース等において事故が発生し又はその恐れがあるときは、緊急連絡体制に

基づき速やかに必要な措置を行うものとする。 

 

第２６条 費用負担 

１．貸出に供する自転車及び一輪車の購入費用 

  なお、準備する台数は施設利用者が快適に利用できる台数（最大５万人／日が来園）とす
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る。その際、自転車等については、原則として台数の構成（普通車 50％、子ども同乗機能

つき自転車 20％、子供用自転車 20％、マウンテンバイク 10％）の比率を保つこと。台数

の構成比率に関しては、施設利用の増進の観点から、施設等運営者と関東地方整備局の協

議により変更可能である。 

  また、貸出に供する自転車は、自転車の品質を保証する公的機関の認定を受けたものでな

ければならない。また、購入後にＴＳマーク（財団法人日本交通管理技術協会）の取得を

した自転車は、ＴＳマーク取得基準に適合しなくなった時点で新車に更新を行うものとす

る。なお、ＴＳマーク対象外の自転車については、購入後５年を経過した段階で随時新車

に更新をするものとする。なお、タンデム車（二人乗り自転車）等の特殊自転車は、自転

車の品質を保証する公的機関の認定対象外であることから、関東地方整備局の許可を得た

上で購入をするものとする。 

２．レンタサイクル施設運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光

熱水費等）、券売機を始めとする運営に関する備品等（建物除く）の費用、許可区域に関る

建物管理費（清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修

理等）及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修

又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

３．その他、ヘルメット、修理に必要な備品類（タイヤチューブ等）、空気入れ等本業務を実施

するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で必要な数を準備すること。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復すること。 

４．前項までに記載の設備・備品に関する修理や劣化等による交換費用についても、施設等運

営者の負担とする。 

５．施設利用者の不適切な使用により、レンタル自転車を破損（パンクを含む）または紛失し

た場合は、原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収

する。 

６．施設等運営者は、業務終了時には本規定書第１編第６章第４７条に記載のとおり、保有す

る自転車を次期施設等運営者に引き継ぐものとする。 

 

第２７条 責任の範囲 

１．次の各号に該当する場合は、関東地方整備局及び施設等運営者は、賠償責任を負わないも

のとし、その旨を施設利用者が分かるように看板等の掲示を行うものとする。 

１）天変地異、その他不可抗力による事故、及び管理上の責に帰することのできない事由に

よって生じた施設利用者の損害。 

２）施設等運営者の過失あるいは貸出自転車の整備不良等に依らない損害。 

２．前号及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、施設等運

営者はその損害を賠償すること。 

３．施設等運営者の過失等が原因で、施設を損傷し又は滅失した場合、施設等運営者がその損

害を賠償すること。ただし、施設利用者の責めに帰すべき理由がある場合には、施設利用

者に損害の賠償を求める。 
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第２８条 施設利用上の注意 

施設利用者に対し、以下の各号について注意喚起を促すものとする。 

１）自転車を使用しようとするときは、あらかじめ試乗し、ハンドル・ブレーキ・その他の

装置が確実に操作でき整備が良好であることを確認すること。 

２）乗車中又は使用中に自転車の装置について不良箇所が発生したときは、直ちに乗車を停

止すること。 

３）安全運転をすること。 

４）備え付けのヘルメットを着用すること。 

５）乗車又は使用中に故意又は過失の有無にかかわらずその発生した傷害物件損害その他の

事故による補償の請求を関東地方整備局に対して行わないこと。 

６）自転車の使用を終了したときは、簡単な掃除を行い所定の場所に返還すること。 

７）無謀運転、酒気帯び運転、その他施設利用者及び公園利用者等に迷惑を及ぼす行為をし

ないこと。 

８）危険箇所、不適当な場所での使用をしないこと。 

９）公園利用者等の通行障害となるような行為をしないこと。 

10）自転車の構造・装置等の改造及び変更をしないこと。 
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第３章 飲食・物販施設 

第２９条 総則 

施設等運営者は、飲食・物販施設の管理運営（自主事業として行う臨時の飲食・物販施設の

運営を含む）に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適なサービスの提供及び安全

確保に努めるものとする。なお、本規定書に記載のない事項又は本規定書に疑義が生じたとき

は、その都度、施設等運営者は関東地方整備局と協議するものとする。 

 

第３０条 施設の目的 

飲食・物販施設は、国営昭和記念公園において飲食及び物販サービスを提供することを、施

設の目的とする。 

 

第３１条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりとする。 

■運営対象施設一覧 

＜飲食施設＞ 
施設名称 営業場所 

ふれあい広場レストラン 展示ゾーン 

レイクサイドレストラン 水のゾーン 

渓流広場レストラン 広場ゾーン 

総合案内所カフェ みどりの文化ゾーン 

花みどり文化センターカフェ みどりの文化ゾーン 

立川口軽飲食店売店 展示施設ゾーン 

歓楓亭 呈茶 森のゾーン 

 

＜物販施設＞ 
施設名称 営業場所 

芝生中央売店 広場ゾーン 

芝生南売店 広場ゾーン 

花木園カフェ売店 水のゾーン 

立川ゲート売店 展示施設ゾーン 

西立川口ゲート売店 水のゾーン 

子供の森売店 森のゾーン 

砂川ゲート売店 森のゾーン 

ミュージアムショップ みどりの文化ゾーン 

水遊び広場売店 水のゾーン 

プール内売店 レインボープール 

昭島口管理棟売店 水のゾーン 
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＜臨時施設＞ 
設置時期 営業場所 売店設置可能箇所数 

春 

展示施設ゾーン 1箇所 

広場ゾーン 2箇所 

森のゾーン 4箇所 

秋（コスモスまつり） 
広場のゾーン 2箇所 

森のゾーン 4箇所 

秋（紅葉） 
広場ゾーン 2箇所 

森のゾーン 2箇所 

秋（紅葉） 広場ゾーン 1箇所 

冬（ウィンターヴィスタイルミネー
ション） 

展示施設ゾーン 3箇所 

 

第３２条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者、防火管理者、食品衛生責任者等、管理運営上法的に必要

な資格を保持する者を選任した上で、飲食施設及び物販施設の管理運営にあたらせるものとす

る。 

 

第３３条 運営日時 

１．施設等運営者は、原則として本公園の開園日を営業日とする。ただし、飲食施設について

は２日／月を目安として定休日の設定ができるものとするが、必ず１店舗以上は運営する

こと。さらに、定休日が祝日及び繁忙期にあたる場合については原則全店舗運営とする。 

２．臨時施設については、関東地方整備局と協議の上、決定すること。 

３．施設等運営者は、以下の営業時間を原則とする。ただし、施設利用者へのサービス提供を

安定的に行うことを前提に、施設利用者の状況に応じて、定休日以外に休業する場合や運

営期間を短縮又は延長する場合は、施設等運営者は関東地方整備局に書面により提出する

ものとする。 

４．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、関東

地方整備局より営業時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 

■営業時間 

＜飲食施設＞ 

１１：００～閉園時間 1 時間前（オーダーストップ営業終了３０分前） 

ただし、春休み・ゴールデンウィーク・夏休み・イベント実施期間の営業時間延長の場合

は、飲食施設毎に協議するものとする。 

＜物販施設＞ 

（年間常設売店） 

１０：００～閉園時間３０分前（各ゲート売店は閉園時間まで） 

ただし、春休み・ゴールデンウィーク・夏休み・イベント実施期間の営業時間延長の場合

は、協議するものとする。 

（水遊び広場売店） 

①４月最終土曜日～７月第１日曜日の土日祝：１０：００～閉園時間３０分前 

②プール開園期間中：プール内売店として営業 
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③９月第２土曜日～９月最終日曜日の土日祝：１０：００～閉園時間３０分前 

（プール内売店、昭島口管理棟売店） 

プール営業時間と同様：９：３０～閉園時間３０分前 

（その他臨時売店） 

上記年間常設売店の営業時間に準ずるものとする。 

 

第３４条 利用料金 

１．施設利用者へ提供する商品は提案された内容とするが、販売価格は関東地方整備局長との

協議の上、周辺類似事例に基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価

格に準じて定める。なお、販売品目等は施設利用者のニーズを把握し、その見直しを図る

など、満足度の向上に努めること。見直しを行う際は、関東地方整備局と事前に協議する

こと。 

■サービス内容等一覧 

＜飲食施設＞ 
施設名称 販売品目 

ふれあい広場レストラン 

物販 
（裁量） 

飲食 
（裁量） 

レイクサイドレストラン 

物販 
（裁量） 

飲食 
（裁量） 

渓流広場レストラン 

物販 
（裁量） 

飲食 
（裁量） 

総合案内所カフェ 

物販 
（裁量） 

飲食 
（裁量） 

花みどり文化センターカフェ

物販 
（裁量） 

飲食 
（裁量） 

立川口軽飲食店売店 

物販 
（裁量） 

飲食 
（裁量） 

歓楓亭 呈茶 
飲食 

お茶、茶菓子等 

＜物販施設＞ 

①物販：裁量 

②飲食：裁量 

 

第３５条 繁忙期の対応 

繁忙期の管理運営にあたっては、飲食施設の供給機能を補完し施設利用者へのサービス提供

別紙　166



- 53 - 

を強化するため、関東地方整備局が指定した場所及び期間に臨時売店の開設を許可するものと

する。なお、開設にあたっては、事前に開設時間及び販売品目について、別途、都市公園法第

5 条に基づく許可申請を行うものとする。 

 

■臨時売店開設場所及び開設期間一覧 
施設名称 営業場所 開設期間 

こもれびの里休憩棟付近 森のゾーン 
春 ３月第４土曜日～５月最終日曜日 
秋 ９月第３土曜日～１０月最終日曜日

日本庭園入口近傍の園内
交通施設停留所付近 

森のゾーン 
春 ３月第４土曜日～５月最終日曜日 
秋 ９月第３土曜日～１０月最終日曜日

雲の海付近 森のゾーン 
春 ３月第４土曜日～５月最終日曜日 
秋 ９月第３土曜日～１０月最終日曜日

こどもの森付近 森のゾーン 
春 ３月第４土曜日～５月最終日曜日 
秋 ９月第３土曜日～１０月最終日曜日

みんなの原っぱ中央売店
付近 

広場ゾーン 
春 ３月第４土曜日～５月最終日曜日 
夏 ７月最終土曜日（花火大会） 
秋 ９月第３土曜日～１０月最終日曜日

みんなの原っぱ南売店付
近 

広場ゾーン 
春 ３月第４土曜日～５月最終日曜日 
夏 ７月最終土曜日（花火大会） 
秋 ９月第３土曜日～１０月最終日曜日

うんどう広場付近 広場ゾーン 秋 ９月第３土曜日～１１月最終日曜日

花木園展示棟付近 水のゾーン 
春 ３月第４土曜日～５月最終日曜日 
秋 ９月第３土曜日～１０月最終日曜日

ふれあい広場レストラン付
近 

展示施設ゾーン 
春 ３月第３土曜日～５月最終日曜日 
夏 ７月最終土曜日（花火大会） 
秋 ９月第３土曜日～１１月最終日曜日

文化ゾーン内 みどりの文化ゾーン
春 ３月第３土曜日～５月最終日曜日 
夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

ドッグラン付近 展示施設ゾーン 休園日を除く年間の土・日・祝日 

立川口サイクルセンター付
近 

展示施設ゾーン 
夏 ７月最終土曜日（花火大会） 
冬１２月第１土曜日～１２月２５日 

立川口無料区 展示施設ゾーン 冬１２月第１土曜日～１２月２５日 

カナール西側園路付近 展示施設ゾーン 冬１２月第１土曜日～１２月２５日 

西立川口無料区 水のゾーン 夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

眺めのテラス付近 水のゾーン 夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

昭島管理棟前 広場ゾーン 夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

バーベキューガーデン入口 広場ゾーン 夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

原っぱ三叉路 広場ゾーン 夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

原っぱ南東 広場ゾーン 夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

原っぱ南西上下 広場ゾーン 夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

原っぱ中央管理棟前 広場ゾーン 夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

原っぱ北 広場ゾーン 夏 ７月最終土曜日（花火大会） 

レイクサイドレストラン 水のゾーン 
春 ３月第３土曜日～５月最終日曜日 
夏 ７月最終土曜日（花火大会） 
秋 ９月第３土曜日～１１月最終日曜日

渓流広場レストラン 水のゾーン 
春 ３月第３土曜日～５月最終日曜日 
夏 ７月最終土曜日（花火大会） 
秋 ９月第３土曜日～１１月最終日曜日

レインボープール入口前 水のゾーン 夏 レインボープール営業期間中 

 

第３６条 業務の内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 
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１）飲食・物販施設の運営に関すること。 

２）飲食・物販施設の維持管理に関すること。 

３）飲食・物販施設利用に伴う苦情処理に関すること。 

４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

２．歓楓亭の運営にあたっては、下記の点に留意するものとする。 

１）呈茶サービスを行うスタッフは、お茶の心得のあるものを充てるものとする。 

２）服装は、歓楓亭の雰囲気を壊さないよう配慮することとする。 

 

第３７条 施設・設備の維持管理 

施設等運営者は、施設利用者が快適に施設を利用できるよう、常に清潔かつ快適な状態に維

持することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）施設に係る清掃及び塵芥処理。 

特に歓楓亭では、建物の傷みを避け、その雰囲気を壊さないよう、清掃時の窓の開閉や

部屋の美観を維持すること。 

２）施設の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理。 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等。 

 

第３８条 安全衛生管理 

１．衛生管理及び安全管理は、施設等運営者において全責任を負うものとする。 

２．食品衛生法、消防法等の関係諸法令及び規則に基づき、安全衛生管理計画書及び緊急時連

絡体制を定めて、関東地方整備局に提出すること。また、安全衛生管理計画書作成にあた

っては、以下に示す項目のほか、十分な衛生管理及び安全管理等を行うとともに事故防止

に努めるものとする。 

１）運営に当たる全職員を対象として、年１回の健康診断を実施し、検査の結果、異常ある

者は、完全に回復したとの医師の診断が得られるまで職場復帰は認めないこと。 

その他、下痢を起こしているなど体調不良者は出勤させてはならない。 

２）消防法に基づき、消火器点検を年２回実施し、不備なものは随時取り替えること。 

３）消防法に基づき、避難訓練、消火器訓練等を年２回実施すること。 

３．上記法定点検等の結果については、遅滞なく関東地方整備局に報告すること。 

４．飲食施設は、施設利用者に満足していただけるよう、商品管理の徹底、消防設備の点検、

身だしなみ等、常に清潔、快適かつ安全な状態に維持するものとする。そのため、以下の

管理を実施する。 

１）始業及び終業時には、ガス、電気等を使う火災につながる器具の点検を行うとともに、

清掃状態や施設の不具合についても点検を行うこと。 

２）毎日の始業事に、服装、髪型、アクセサリー、爪、健康状態、頭髪について点検を行い、

安全衛生や施設利用者の利用満足度の向上に努めること。 

３）毎日、害虫の発生状況を点検し、必要に応じ適切な害虫駆除を行うこと。 

４）清掃点検項目を定めた上で、これに基づき清掃を行い、テーブルや厨房内、カウンター、

排水溝、厨房機器、ごみ箱の点検を行うこと。 
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５）毎日、売店商品の保管状況点検を行い、賞味期限切れ製品等を供することのないよう、

賞味期限、腐敗、変色、異味、異臭などを確認すること。 

６）毎日、冷蔵庫、冷凍庫等の温度点検を行うこと。 

７）緊急時には、緊急連絡事項の取り扱いに関する規約と緊急連絡体制に基づいて、関東地

方整備局、維持管理業務事業者をはじめ、関係機関に対し迅速に連絡・対応すること。 

８）納品を行う業者に対して、書面及び日常的な安全運転の指導を行うこと。 

９）運営に当たる全職員を対象として、腸内細菌検査のための検便検査を年２回実施し、検

査の結果、異常がある者は、二次検査で異常の有無を確認し正常であることが確認され

ない限り、就業を認めないこととするなど、二次感染の防止に努めること。 

５．食中毒等の事故が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、

緊急時連絡体制に基づき、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書面等により関東

地方整備局に報告するものとする。なお、食中毒等社会的な影響や人的影響等を伴うとき

は、関東地方整備局がマスコミ対応等を行うが、その際、関東地方整備局の求めに応じ施

設等運営者は迅速かつ適切に協力しなければならない。また、関東地方整備局が策定した

事故等への対応計画、規定等がある場合は、それに則った対応を図ること。 

６．食中毒等により、施設利用者に対して、人的損害を及ぼした場合は、施設等運営者の責任

において、その賠償を行う。 

 

第３９条 費用負担 

１．飲食施設運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費等）、

運営に関する備品等（建物除く）の費用、管理区域に関る建物管理費（清掃費、消耗品の

購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修理等）及び各種保険料、さらに

は施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修又は改造等に係る経費は、施設

等運営者の負担とする。 

２．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、関東地方整備局に引き渡すこと。 

３．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第４０条 責任の範囲 

１．次の各号に該当する場合は、関東地方整備局及び施設等運営者は、賠償責任を負わないも

のとし、その旨を施設利用者が分かるように看板等の掲示を行うものとする。 

１）天変地異、その他不可抗力による事故、及び管理上の責に帰することのできない事由に

よって生じた施設利用者の損害。 

２）施設等運営者の過失に依らない損害。 

２．前号及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、施設等運

営者はその損害を賠償すること。 
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３．施設等運営者の過失等が原因で、施設を損傷し又は滅失した場合、施設等運営者がその損

害を賠償すること。ただし、施設利用者の責めに帰すべき理由がある場合には、施設利用

者に損害の賠償を求める。 

 

第４１条 施設利用上の注意 

１．次の各号に該当する場合は、原則として施設の利用を禁止するものとする。 

１）危険物を持ち込み、その他、秩序を乱し、風紀を害する恐れがある者。 

２）公園で定める制限事項に違反する者。 

３）ペット等の動物。ただし、身体障害者補助犬となる盲導犬、介助犬、聴導犬については

除く。 

４）その他施設利用者及び公園利用者の安全、快適を妨げる者。 
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第４章 船遊施設 

第４２条 総則 

施設等運営者は、船遊施設の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適

なサービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、本規定書に記載のない事項又は本

規定に疑義が生じたときは、その都度、施設等運営者は関東地方整備局と協議するものとする。 

 

第４３条 施設の目的 

船遊施設は、国営昭和記念公園において施設利用者へのボートの貸出しを行うことを施設の

目的とする。 

 

第４４条 運営対象施設及び運営範囲 

１．運営対象施設は次のとおりであり、また、ボート運営の範囲は別途提示する。 

２．貸出しに供するボートは、施設利用者が快適に利用できる台数を施設等運営者が準備する

こと。 

■営業ボート数（参考） 
種類 艇数  規 格  定員 

 （艇） 長さ（ｍ） 幅（ｍ） 深さ（ｍ） 重量（ｋｇ） （名）

ローボート 
40 

3.60 1.14 0.44 
66 

3 
32 80 

サイクルボート 53 3.00 1.44 0.82 170 4 

 

第４５条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者を選任した上で船遊施設の管理運営にあたらせるものとす

る。 

 

第４６条 運営日時 

１．施設等運営者は、原則として以下の期間を営業日とする。なお、営業日を短縮又は延長す

る場合は、施設等運営者は、事前に関東地方整備局と協議し、書面により提出するものと

する。 

■営業期間 

１）３月第２土曜日～１１月末日：公園開園日 

２）１２月～３月第１日曜日（３月１日が日曜日の場合は、第２日曜日）：土日祝日 

上記以外に営業を行う場合、または臨時休業等をする場合は、事前に関東地方整備局と

協議を行うものとする。 

２．施設等運営者は、原則として開園時間に合わせた営業時間とする。ただし、発券時間及び

ボートの貸出受付時間は本公園の開園時間から閉園時間の１時間前まで、ボートの貸出終

了時間は閉園時間の３０分前までとし、施設利用者へのサービスの提供を安定的に行うこ

と。なお、繁忙日等対応により、運営時間を短縮又は延長する場合は、関東地方整備局に

書面により提出することとする。 
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３．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、関東

地方整備局より営業時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 

 

第４７条 利用料金 

１．施設利用者へ提供するボート貸出の利用料金は、関東地方整備局長との協議の上、周辺類

似事例に基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。

 

第４８条 業務の内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）ボートの貸出に関すること。 

２）ボートハウス、桟橋、浮き桟橋の維持管理に関すること。 

３）ボートの利用に伴う苦情処理に関すること。 

４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

２．日常の管理上で必要があると認められたときは、ボートの貸出の全部又は一部を中止する

ことができるものとする。 

３．ボートの貸出を中止することが、施設利用者へ影響が与えると考えられる場合は、関東地

方整備局と協議を行う。 

 

第４９条 施設の運営 

１．ボートの運営 

１）施設等運営者は、ボート貸出に際して必要人員を配置し、チケットの授受、ボート乗降

のサポート、貸出中のボートの安全確認等を行うものとする。 

２）施設等運営者は、ボートの貸出開始前に水位の確認、及びボートに異常がないか確認を

行うこととする。 

３）施設等運営者は、救命艇の操縦のため、営業期間中は船舶免許保持者を１名以上／日ず

つ業務に従事させなければならない。 

４）施設等運営者は、閉園後全てのボートが返却されているか台数確認を行い、不足してい

る場合は早急にボートの探索を行うこととする。 

５）施設等運営者は、待ち時間が長時間になることが予測される場合は、あらかじめその対

策をたて、待機場所を設置する等、事前に必要な措置を講じるものとする。 

６）施設等運営者は、施設の混雑状況に応じて、導線を工夫する等円滑な誘導に努めること。 

７）運営条件に定めていない事項に関しては、必要に応じて関東地方整備局と協議すること。 

２．利用制限等 

１）次の各号に該当する場合は、利用を禁止するものとする。 

①酒気を帯びた者。 

②係員の指示に従わない者。 

③他の施設利用者の迷惑となるおそれのある者。 

④付添者を伴わない１０歳未満の者。 

⑤ペット等の動物。 
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第５０条 施設・設備等の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が快適に施設を利用できるよう、常に施設を良好な状態に維

持することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行うものとす

る。 

１）施設に係る光熱水費（池の補給水費用を除く）。 

２）施設に係る清掃及び塵芥処理（池内のボート利用に起因するごみを含む）。 

３）施設の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理。 

４）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等。 

 

第５１条 安全管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適にボートを利用されるよう心がけ、常にボー

トを正常な状態で維持するため、日常点検、定期点検、一斉点検を行う。 

２．ボート及びボート場の安全を確保するため、以下の項目について、ボート及びボート場の

始業前点検を行う。 

１）ボート舟艇に蛇等が入っていないかなどボート及びボート場周辺の清掃・点検。 

２）救命胴衣の点検。 

３）いつでも出動できるよう救助艇の点検を行い、良好な管理をすること。 

３．施設等運営者は、ボートを良好に保つため、日常点検整備、月次点検整備、集中整備を行

う。 

１）日常点検整備：毎日、貸出しに際してボートの点検整備を行うこと。 

２）月次点検整備：点検整備項目を定めた上で、ボートの点検整備を月１回行うこと。 

３）集中整備：ボートの点検整備を行うこと。 

４．施設等運営者は、日常点検整備として、ボートを貸し出す際、次の各号をはじめ安全に関

する項目について、点検し貸し出すこととする。 

始業点検 

１）水抜きプラグ（オートビルジ）の点検（目視） 

２）オール・クラッチ・クラッチ台の点検（目視、触検） 

３）救命浮環の確認（目視） 

４）係船ロープの点検（目視、触検） 

ボート貸出時・返却時点検 

１）船体異常の有無、座席の汚れ、忘れ物確認（目視） 

終業点検 

１）ボート数、異常の確認 

２）ボートの整理・整頓 

３）桟橋・施設の整理・整頓、施錠確認 

５．施設等運営者は、月次点検整備として、ボートについて、次の各号に関する点検整備を行

う。 

１）各可動部及び取付部の作動点検、ボルト増締 
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２）船体、船底（亀裂、穴、腐食など）点検 

６．施設等運営者は、集中整備として、ボートについて、次の各号に関する整備を行う。 

１）各船体洗浄 

２）船体、船底（亀裂、穴、腐食など）点検 

３）各部分解点検・清掃、グリスアップ等 

４）部品の修理・交換 

５）船体キズ修理・塗装 

６）予備部品補充 

７．施設等運営者は、施設利用者の安全を十分に確保するものとし、下記事項について留意す

る。 

１）乗下船案内 

係員は、利用者を桟橋に案内して、乗船又は下船させる。 

２）乗船及び下船 

施設利用者の乗船及び下船に際して、係員は、ボートをしっかり固定させ、施設利用者

の安全を図るものとする。 

３）乗船定員 

定員超過の乗船は、認めないものとする。 

 

第５２条 緊急時の対応 

１．営業休止の基準は、以下のとおりとする。 

１）風速５ｍ以上の、悪天候等安全管理上支障をきたすおそれのあるとき（施設等運営者の

判断による）。 

２）近くで雷が発生し、落雷のおそれがあるとき。 

３）雨天のとき。ただし、施設利用者に迷惑のかからない程度の雨天時を除く。 

４）有感地震のとき。 

５）その他、故障等の緊急事態が発生又は発生が予想されるとき。 

２．施設等運営者は、前項の規定により営業を休止したときは、再開の前に水鳥の池や桟橋、

浮き桟橋に異常のないことを確認しなければならない。 

３．水鳥の池や桟橋、浮き桟橋等において事故が発生し又はその恐れがあるときは、直ちに必

要な措置を取ることとする。 

 

第５３条 費用負担 

１．貸しボート運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費等）、

貸出に供するボートを始めとする運営に関する備品等（建物除く）の費用、管理区域に関

る建物管理費（清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の

修理等）及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補

修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．その他、ライフジャケット等本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者

の負担で準備すること。 
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但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、関東地方整備局に引き渡すこと

となることとなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、

関東地方整備局に対し施設等運営者の施設の買取等を請求することを禁じていることを踏

まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

３．施設利用者の不適切な使用により、ボートを破損等した場合は、原則施設利用者責任とし

て、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第５４条施設利用上の注意 

施設利用者に対し、以下の各号について注意喚起を促すものとする。 

１）二人漕ぎをしないこと。 

２）船上で立ち上がらないこと。 

３）島及びブイで仕切った立入禁止区域内には、立ち入らないこと。 

４）貸しボートから空き缶、ごみ等を捨てないこと。 

５）池では、魚等を放流したり、取ったりしないこと。 

６）池では泳がないこと。 
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第５章 レインボープール 

第５５条 総則 

施設等運営者は、レインボープールの管理運営に際して、関係法令等を遵守し、利用者への

快適なサービスの提供及び安全確保に努めるとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資

するよう適切に管理運営を行うものとする。なお、本規定書に記載のない事項又は本規定書に

疑義が生じたときは、その都度、施設等運営者は関東地方整備局と協議するものとする。 

 

第５６条 施設の目的 

レインボープールは、国営昭和記念公園において施設利用者への遊泳を目的としたプール施

設の提供を行うことを施設の利用目的とする。 

 

第５７条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりである。 

■運営対象施設一覧 
施設名称 営業場所 

レインボープール 水のゾーン 

 

＜プール内売店＞ 
施設名称 営業場所 

プール内売店 A レインボープール 

プール内売店 B レインボープール 

プール内売店 C 水のゾーン 

昭島口管理棟売店 水のゾーン 

 

第５８条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者を選任した上でレインボープールの管理運営にあたらせる

ものとする。 

 

第５９条 運営日時 

１．施設等運営者は、原則として７月第２土曜日・日曜日、７月第３土曜日から９月第１日曜

日までの公園開園日を営業期間とする。なお、営業期間を短縮又は延長する場合は、施設

等運営者は、事前に関東地方整備局と協議するものとする。 

２．施設等運営者は、原則として以下の時間を営業時間とする。 

■営業時間 

①７月第２土曜日・日曜日：９：３０～１６：３０ 

②７月第３土曜日～８月第３日曜日：９：３０～１８：３０ 

ただし、７月の平日：９：３０～１７：３０ 

③８月第３日曜日の翌日～９月第１日曜日：９：３０～１８：００ 

ただし、９月の平日：９：３０～１７：００ 
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第６０条 利用料金 

１．施設利用者へ提供するレインボープールの利用料金は、関東地方整備局長との協議の上、

周辺類似事例に基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて

定める。 

 

第６１条 業務の内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）プールの運営に関すること。 

２）プールの各施設、設備等維持管理に関すること。 

３）プールの安全衛生管理に関すること。 

４）プールの利用に伴う苦情処理に関すること。 

５）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第６２条 プール入場券の販売等 

１．プール入場券の発券は、以下の方法で行うこと。なお、プール期間中、混雑時における発

売窓口の緩和対策として、仮設券売所を設置することができる。この際、仮設券売所は、

混雑時に開くものとし、全て手売りとする。 

１）一般券 

プール入場者は、公園口において公園入園料を含む通し券として自動販売機及び手売り

により発行する。 

２）割引券 

割引券は、公園口において公園入園料を含む通し券として、手売りにより発行する。 

３）その他 

①招待券は、入園整理券を組にしたものとし、利用者はこの券で入園できるものとする。 

②万一、公園入園後にプールに入場する者については、プール管理棟において一般券など

と同様に公園入園料の払い戻しを行う。 

２．プール入場券に含まれている公園の入園料は、利用者が公園に入園した日に国庫に振り替

えるものとする。また、特別割引券及び入園整理券、招待券で利用者が公園に入園した場

合は、入園した日に集計した入園料相当額を国庫に納入する。 

３．施設利用者で、プール場外へ退場し、当日のうちに再入場を希望する者は、プールゲート

で透明インクの押印を指定の箇所で受けるものとする。施設利用者が再入場する場合は、

透明インクの押印をプール係員が確認し、再入場を認める。 

 

第６３条 営業開始前後の対策 

１．レインボープールの安全な管理運営を行うため、施設等運営者は安全衛生管理計画書を作

成し、毎年６月末日までに関東地方整備局に提出するものとする。なお、作成に当たって

は「東京都プール等取締り条例（昭和 50 年東京都条例第 22 号）及び同施行規則（昭和 50

年東京都規則第 78 号）」、「水泳プールの衛生管理について（平成 16 年６月東京都福祉保

健局）、プールの安全標準指針（平成 19 年３月文部科学省 国土交通省）」、並びにその他関
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係法令を参考にすること。 

２．施設等運営者は、下記に示す項目を盛り込んだ安全衛生管理計画書を基にプール安全衛生

管理マニュアルを作成し、点検等を行うものとする。本点検において、異常が発見された

場合は、直ちに関東地方整備局に報告し、修理、交換を行うなど対応を協議する。 

１）消防法に基づき定期点検を実施し、消防設備の現状把握及び良好な状態の維持に努める

とともに、不具合箇所が発生した場合には速やかに関東地方整備局に報告し、対策を協

議すること。 

①自動火災報知機設備、消火器設備、誘導灯設備、非常警報設備の外観確認、動作等の確

認等、外観・機能点検を年２回実施。（１回目：毎年２月、２回目：毎年プール営業前の

７月に実施。） 

②自動火災報知機設備、消火器設備、誘導灯設備、非常警報設備の配線の絶縁抵抗等の確

認のための総合点検を年１回実施。（毎年２月に実施。） 

２）施設等運営者は点検に関するチェックシートを作成し、プール施設・設備の使用期間前

及び使用期間後の点検を行う。特に、次の事項については重点的に点検を行う。 

①排水口の蓋がネジやボルト等で正常な位置に堅固に固定されているか。（蓋の重量による

固定、針金による固定は不可。） 

②蓋等やこれを固定しているネジ、ボルト等に腐食、変形、欠落、緩み、亀裂、破損等の

異常がないか。 

③配管の取り付け口に吸い込み防止金具等が取り付けられているか。 

④プールが安全で快適に利用できるよう開園前清掃が確実に行われているか。 

３）「プール等取締条例施行規則」（昭和 50 年東京都規則第 78 号）、及び「遊泳用プールの

衛生基準について」（平成 19 年 5 月 28 日健発第 0528003 号厚生労働省健康局長通知）

（「プールの安全・衛生の管理」（平成 20 年 5 月東京都福祉保健局））に従い水質検査を

実施する。（詳細は、第２編第６８条「プールの水管理」を参照のこと。） 

４）プール営業期間中にネジ、ボルト等が破損、欠落した場合に備え、ネジやボルト等の予

備、必要な工具をプール管理棟に備えておく。 

３．施設等運営者は、プール安全衛生管理マニュアルに従い、プール管理体制の構築、監視員

の教育、プール施設の点検を行う者とする。（監視員等の教育訓練についての詳細は、第２

編第６５条「監視員等の教育」を参照のこと。） 

４．施設の点検にあたっては、関東地方整備局が立ち会うものとする。なお、給水口、排水口、

吐出口については、専門業者と共に点検すること。また、点検の際には過去の点検結果と

の照合を行い、僅かでも異常がないか確認すること。 

５．点検の結果、施設の整備や改修を行う場合は、関東地方整備局と協議を行い、必要な措置

を講じるものとする。 

６．営業開始前には、施設全体の一斉清掃を行うとともに、プールエリアを区切る外柵の設置

など、必要な施設・設備の設営を行うこと。なお、営業期間前の一斉清掃の内容は以下の

とおりである。 

１）業務区域：プール水槽、プールサイド、プール管理棟、便所、腰洗い槽、足洗い槽、昭

島口管理（売店、管理室、赤ちゃん休憩所を除く）、ロッカー棟及びその周辺、水遊び広
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場 

２）清掃内容は以下の項目を実施すること。 

①プール槽、プールサイド等（所定場所に応じてデッキブラシ、高圧洗浄、バキューム車、

ワックス洗浄を行う） 

②ロッカー棟の床清掃 

③日よけ等仮設工作物の配置 

④プールエリア内の草刈り及びごみ拾い 

⑤プール開園準備及び諸行事の設営補助 

⑥テーブル、イス、ごみ箱、灰皿、監視台、案内板、コースロープ等の配置 

⑦その他関東地方整備局又は管理責任者が指示する作業 

７．施設等運営者は、給水口、排水口、吐出口の蓋、ネジ、ボルト等について異常がないか確

認するものとする。 

８．施設等運営者は、営業期間中の管理日誌、点検チェックシート等の記録について、営業終

了の翌日から５年間保管するものとする。 

 

第６４条 プール監視体制の構築 

１．プールの監視を円滑に遂行するため、下記の体制を構築する。 

１）施設担当責任者：プールの管理及び運営の総括にあたる。なお、施設担当責任者を補佐

する施設担当責任者代理も選任する。 

２）管理責任者：現場に常駐し、プールについての管理上の権限を行使し、安全で衛生的な

プールの現場総括にあたる。管理責任者には、プール施設管理士講習、ウォータスライ

ド講習、普通救命講習を受講した者をあてる。 

３）衛生管理者：水質に関する基礎的知識、プール水の浄化消毒知識を有し、プール管理の

ための施設の維持、水質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理にあたる。

衛生管理者には、プール衛生管理者講習及び普通救命講習を受講した者をあてる。 

４）管理棟スタッフ：管理責任者の指示に従い、プールの利用案内、監視状況の確認、トイ

レの清掃状況の確認等を行う。管理棟に通常１名／日を配置し、土曜日、日曜日、祝日、

お盆期間（８月１３日～１５日）については、１～２名／日を配置する。 

５）監視員：施設利用者が安全に利用できるよう、施設利用者の監視及び指導等を行うとと

もに、事故等の発生時に救助活動を行う。監視員は次の４種類に分類し、配置する。 

①チーフ監視員：監視について経験豊富で、かつ高度な判断力並びに業務の総合的な指導

等の能力を有する者をあてる。他の監視員を総括、指導するとともに、管理責任者や衛

生管理者と連絡を密にして安全衛生管理につとめる。チーフ監視員には、６年以上の監

視経験があり、日本赤十字社水上安全法救助員の資格を有する者をあてる。プール開園

期間中１名／日を配置する。 

②サブチーフ監視員：監視について経験豊富で、かつ的確な判断力を有する者をあてる。

流水プール、クローバープール、大波プール、冒険プールにそれぞれ１名（計４名／日）

を配置し、担当エリアの監視を行うとともに、あわせて、チーフ監視員の補佐、各プー

ルの監視員を指導、監督する。サブチーフ監視員には、３年以上の監視経験があり、日
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本赤十字社水上安全法救助員の資格を有する者をあてる。 

③監視員：チーフ監視員、サブチーフ監視員の指示に従って担当エリアの監視を行い、安

全衛生管理に努める。監視員は、「日本赤十字社水上安全法救助員短期講習」又はこれと

同等の講習を受講した者で普通救命資格を有し、５０ｍ以上の泳力のある者をあてる。 

④巡回監視員：チーフ監視員の指示に従い、１時間に１回プール内を巡回し、プール内の

巡回警備（刺青対応等）、各工作物（仮設日よけ、外柵、看板等）の点検及び清掃等を行

う。また、ロッカー棟の出入口及びロッカー棟内に常駐し、安全管理に努める。 

６）救護員：プール内にて傷病者が発生した場合に応急救護にあたる。期間中、看護師を１

名常駐させる。（土曜日は２名。）また、施設利用者が多くなる日曜、祝日、お盆期間（８

月１３日～１５日）については、看護師２名に加え、医師１名を常駐させ応急救護にあ

たる。 

７）施設維持管理員：プール内施設が常に安全快適に利用できるよう、機械室に１名常駐さ

せ、主に電気・機械施設の維持管理を行う。 

８）クリーンスタッフ：原則として通常期は３名体制（２交代制）、繁忙期は６名体制（２交

代制）にて、プール内が常に清潔に保たれるよう清掃・ごみ処理を行う。 

９）バス運行管理員：立川口及び砂川口から入園する施設利用者のためにバスによる園内送

迎を行い、施設利用者の利便を図る。運行速度は 20km 以下の走行を徹底し、利用状況

に応じてバス停留所に誘導員を適宜配置するなど、安全管理の徹底を図る。 

２．施設等運営者は、施設利用者の安全を確保するため、プール営業期間中の監視員の配置に

ついては、一般的な監視の重点ポイントに加え、レインボープールの施設的な特徴や過去

における利用状況を踏まえ、適正な箇所に適正な人数の監視員を配置する。また、利用状

況に応じて、適宜監視員数を増員すること。なお、配置箇所については、別途定める。 

１）監視員のポスト数：３９ポスト～５２ポスト 

 

第６５条 監視員等の教育 

施設等運営者は、プール営業開始前に、監視員等に対して「日本赤十字社水上安全救助員短

期講習」またはそれと同等の講習会を受講させるとともに、監視員スタッフマニュアルを別に

定めた上で、これに基づいて、以下の監視員等の教育・訓練を実施する。 

１）すべての監視員に対して、次に示す事項を中心とした安全管理にかかる教育・訓練を実

施する。また、プール営業期間中に新たに雇用した監視員へは、就業前に同様の教育・

訓練を実施する。 

①プールの施設概要 

②プール施設内での事故防止対策 

③事故発生等緊急時の措置と救護 

２）プール営業期間中においては、定期的に緊急事態の発生を想定した実地訓練を行う。ま

た、毎日の始業及び終業において、ヒヤリハットの事例等について監視員に発表させ、

翌日以降の安全管理に備える。 

①飛び込み事故や溺水事故を想定した、緊急連絡方法の周知、訓練を行う。 

②異常等の察知からポンプの非常停止までの手順及び所要時間の計測を行う訓練を、毎週
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１回プール営業終了後に実施する。 

③毎日の始業及び終業時に「ヒヤリとしたこと」、「ハットしたこと」、「気がかりなこと」、

「施設利用者からの苦情」等について、監視員より発表させ、即時、状況に応じた対策

を講じる。 

３）教育・訓練の実施記録は、その記録を５年間保管する。 

 

第６６条 営業期間中のプール点検 

１．施設等運営者は、プール営業期間中において、「プール等取締条例施行規則」（昭和 50 年東

京都規則第 78 号）、及び「遊泳用プールの衛生基準について」（平成 19 年 5 月 28 日健発

第 0528003 号厚生労働省健康局長通知）（「プールの安全・衛生の管理」（平成 20 年 5 月東

京都福祉保健局））に従い水質検査を実施するほか（詳細は、第２編第６８条「プールの水

管理」を参照のこと。）、プール安全衛生管理マニュアルに従い、監視業務、施設利用者へ

の指導、緊急時の対応、施設利用者への情報提供、衛生管理、電気機械設備管理等、下記

に示す点検等を行うものとする。本点検において異常が発見された場合は、管理責任者は

直ちにその対策を講じることとする。なお、各種点検表については、事前に定め、それに

点検結果等を記録するとともに、５年間保管する。 

■点検項目 
項目 主な内容 実施時期 報告のフロー 

プール日誌 
（ 施 設 担
当 責 任 者
用） 

・日々の入場者数、最高気温、水温、スタッフ配置人数、迷子
件数等の基本情報の記録。 

・事故、雷対応記録。 
毎営業日 管理責任者 

救護日誌 
・救護者の基本情報及び発生場所、症状、処置方法、発生原
因の記録。 

毎営業日  

安 全 巡 視
報告書 

・監視が適正に行われているかの確認及び指導。 
・清掃状況及び不審物の有無の確認及び指導。 
・巡回中の施設利用者への案内・利用制限等の臨機な対応。 

毎営業日 
管理棟スタッフ 

↓ 
管理責任者 

始業・終業
報告書 

・各種情報共有。 
・ヒヤリハットの事例及びその対策。事例については、監視員
控室に常時掲示する。 

・クレームとその内容。 

毎営業日 
チーフ監視員 

↓ 
管理責任者 

業 務 開 始
前点検表 

・排水口等の点検。 
・水位、塩素濃度、救命具、表示物の確認 
・プールやスライダー本体及び足洗い槽等の付属施設の確認

毎営業日 

監視員 
↓ 

サブチーフ監視員
↓ 

チーフ監視員 
↓ 

管理責任者 

業 務 終 了
後点検表 

訓 練 報 告
書 

・溺水等の事故を想定した訓練。 
毎日 
※吸い込み事故

訓練実施日除く 

チーフ監視員 
↓ 

管理責任者 

・排水口等における吸い込み事故等を想定した訓練。 毎週１回 
チーフ監視員 

↓ 
管理責任者 

プール日誌 
（ 監 視 員
用） 

・水質、気温、水温の測定。 
・清掃状況、異常個所の有無の確認。 

毎営業日 

監視員 
↓ 

サブチーフ監視員
↓ 

チーフ監視員 
↓ 

管理責任者 

環 （ 排 ） 水
口 等 点 検
表 

・環水口、排水口、排水升の状況やボルト等の点検。 
・足洗い槽の管理や点検。 

毎営業日 

監視員 
↓ 

サブチーフ監視員
↓ 
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チーフ監視員 
↓ 

管理責任者 

巡 回 監 視
員日報 

・置き引き、喫煙、迷子、違反・迷惑行為、清掃状況等の点検。
・工作物（足洗い槽、仮設日よけ、外柵、看板等）の点検。 

毎営業日 

巡回監視員 
↓ 

チーフ監視員 
↓ 

管理責任者 

日々の点検
結果の掲示 

・プール入口に看板を設置し、プールの安全性の確認状況を
掲示。 

・日々点検結果、気温、水温、湿度を記録（９時、１２時、１４
時）。 

毎営業日 
管理棟スタッフ 
（看板記入者） 

２．関東地方整備局は、必要に応じ施設等運営者による業務の履行状況を検査するものとする。

なお、検査方法及び期間については、別途協議の上決定するものとする。 

 

第６７条 施設・設備の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が快適に施設を利用できるよう、常に施設を良好な状態に維

持することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行うものとす

る。 

１）施設に係る清掃及び塵芥処理。 

２）施設の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理。 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等。 

２．営業開始前及び営業終了後、及び関東地方整備局が指示したときは、次の各号に示す巡視・

点検を行う。 

１）運転前には、電気系統、バルブの開閉、水位の確認等の点検を行う。 

２）美観や設備の機能回復等のため、定期的（3～４回/年）に設備の総点検を行う。なお、

長期休止後の再運転前も同様に設備の総点検を行うものとする。 

３）損傷防止のため、点検の結果に基づき、調整、給油、部品交換、修理、清掃を行う。 

４）巡視・点検結果は、点検報告書として取りまとめ、関東地方整備局に報告する。 

５）その他、ポンプ施設等の点検内容は次のとおりである。 

■点検項目 

名称 点検内容 

水中ポンプ 

a)電流計の指針のよる負荷状態 
b)絶縁抵抗 
c)モーターの封水 
d)防錆状態 
e)ケーブルの損傷 

陸上ポンプ 

a)ポンプの負荷状態 
b)軸受部の異音・振動 
c)カップリングの点検 
d)ドレインパイプの排水状態 
e)ボトル・ナットの緩み 
f)漏水発生の点検 
g)軸受部オイル点検 
h)モーターの絶縁抵抗 

ろ過設備 

a）動作確認 
b）ろ材の状態 
c）配管、バルブの発錆、漏水状態 
d）池内の水の状態 

滅菌・殺藻設備 
a)動作確認 
b)消毒・殺藻素材の状態 
c)配管、バルブの発錆、漏水状態 
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d)消毒・殺藻濃度または強度 

水景制御盤 

a)箱体(塗装・損傷・扉の開閉・施錠・扉のパッキン) 
b)盤面(電圧・電流計・表示灯・銘板・スイッチ動作) 
c)盤内(端子のゆるみ・配線の変色・換気装置) 
d)タイマー(時刻修正・動作確認) 
e)漏電ブレーカー(動作確認) 
f)サーマルリレー(動作確認・設定値の確認) 
g)警報回路(動作確認) 
h)絶縁測定 

 

第６８条 プールの水管理 

１．プールへの給水は、近隣地域等への影響のないよう、水道管理者である昭島市と事前に協

議を行い、その協議結果に基づき行うこと。 

２．「プール等取締条例施行規則」（昭和 50 年東京都規則第 78 号）、及び「遊泳用プールの衛

生基準について」（平成 19 年 5 月 28 日健発第 0528003 号厚生労働省健康局長通知）（「プ

ールの安全・衛生の管理」（平成 20 年 5 月東京都福祉保健局））に基づき、営業開始前及び

月１回定期での水質管理を行うとともに、営業期間中は毎日、１時間ごとに残留塩素濃度

の検査を行い、記録すること。なお、その結果、遊離残留塩素が基準値を下回るなど水質

が悪化した場合には、速やかに塩素濃度調整や給水等による水質向上のための措置を行う。 

１）プール等取締条例施行規則に基づき、毎時１回監視員が遊離残留塩素を計測。 

プール開園期間中、２回、専門機関により、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリ

ウム消費量、大腸菌群、一般細菌の検査を実施。 

２）厚生労働省通知に基づき、プール開園期間中、２回、専門機関により、総トリハロメタン濃

度の検査を実施。 

３．東京都多摩立川保健所の水質検査等が実施されるときは、施設等運営者は協力すること。 

■水質等基準 

項目 基準値 測定回数 

水素イオン濃度 ｐH 値 5.8 から 8.6 まで 

毎月 1 回以上 

濁度 2 度を超えない 

過マンガン酸カリウム消費量 12ｍｇ/ｌを超えない 

大腸菌群 50ｍｌ中に検出されない 

一般細菌 1ｍｌにつき 200CFU を超えない 

遊離残留塩素 
0.4ｍｇ/ｌ以上となるようにすること 

（1.0ｍｇ/ｌ以下が望ましい） 
毎時 1 回以上 

総トリハロメタン濃度 おおむね 0.2mg/l 以下が望ましい 
毎年１回以上 

(６月～９月) 

 

４．営業期間中の清掃作業で以下の作業を実施する。 

１）巡回清掃：営業期間中は利用状況等に応じてクリーンスタッフにより、プールサイドや

床面他の掃き掃除、水洗い、ごみ拾い、ごみ箱のごみ回収等を行う。また、便所、ロッ

カー棟の建物清掃や水面の落ち葉等のごみ拾い等を適宜行う。 

２）プールクリーナー清掃：営業時間外においてプールクリーナーを使用し、監視員等によ
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り適宜プール内の砂等を除去する。 

３）管理棟スタッフによる巡回：営業時間内において毎時１回、管理棟スタッフにより、各

建物、プール、プールサイド等の清掃状態のチェックを行い、不具合があった場合には、

速やかに不具合を解消する。 

 

第６９条 営業の休止 

１．施設利用者の健康管理及び安全管理の徹底を図るため、悪天候等により以下の基準のいず

れかを満たす場合には、状況に応じてプールの営業を休止できるものとする。 

１）午前９時の時点で、「プールの水温が 22℃以上」に満たない場合。なお、午後１時の時

点で、再度判断を行うこととする。 

２）午前９時の時点で、「プールの水温と気温の合計が 48℃未満」であり、「午後から水温と

気温の大幅な上昇が見込まれない」場合。なお、午後１時の時点で、再度判断を行うこ

ととする。 

３）午前９時の時点で、「気温が水温よりも低く」、かつ、「午後から水温を上回る気温の上昇

が見込まれない」場合。なお、午後１時の時点で、再度判断を行うこととする。 

４）午後１時の時点で、「降雨等によりプールを利用している者がおらず、今後の利用見込み

がない」場合。 

５）「雷における避難命令が発令されており、今後のプール運営が行えない」と判断される場

合。 

６）「午前７時における気象情報において台風の予想進路が関東地方を示している」場合。 

２．営業休止の基準が満たされた場合において、休止の最終判断は原則として管理責任者が行

う。但し、管理責任者が不在の場合は、その他管理者が行う。 

営業を休止する場合には、直ちに関東地方整備局へ連絡を行い、調整を図るものとする。 

 

第７０条 緊急時の対応 

１．施設等運営者は、雷の発生に伴う適切な措置を組織的に行い、かつ、施設利用者を雷の被

害から防護することを目的に、以下の手順に従って、対応する。 

１）プール営業中に雷の発生が予想される場合は、雷対策班を編成し、雷避難誘導体制によ

り、施設利用者の避難誘導を的確に行う。 

２）雷の発生が予想される場合は、管理責任者は、自ら又は職員を配置し、雷探知機による

観測、雷雲による雷鳴、稲光を観測し記録するとともに、その状況を施設担当責任者に

報告する。 

管理責任者は、プール営業期間中の雷情報を的確に収集するため、気象情報会社等と雷

情報に関する気象情報提供を受けるものとする。 

３）雷に関する発令は、予報及び避難指示の２種類として、施設担当責任者の決定を受けて、

管理責任者が発令し又は解除するものとする。 

発令は、雷避難誘導体制により実施する。 

発令の伝達は、プールエリア放送設備により行うとともに、メガホン等を使用して施設

利用者に周知させる。 
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４）雷予報が発令された場合は、次の事項の措置を行うものとする。 

①スライダープールの滑走を中止し、滑走台から施設利用者を退場させること。 

②各プールの遊泳者及び休憩中の施設利用者に、雷発生時の避難場所を周知させること。 

③休憩中の監視員は、速やかに避難場所へ配置につき避難命令に備えること。 

④発券及び改札については施設利用者に雷が発生し接近している旨を告げて発券及び改札

を行うこと。 

５）避難指示が発令された場合は、次の事項の方法により施設利用者の安全確保を図る。 

①発券及び出改札を中止すること。 

②建物へ施設利用者を速やかに誘導すること。 

③雷情報を随時放送し施設利用者に状況を周知すること。 

④入場券を所持し入場しようとする施設利用者には、出改札係は事情を説明し、入場を一

時中止すること。 

６）落雷の恐れがなくなったと判断された場合には、施設担当責任者の決定を受けて管理責

任者が発令を解除する。発令解除は、避難した施設利用者に対し放送により行うものと

する。また、不測の事態を防止するため、各監視員は監視場所に付いて施設利用者の誘

導を行う。 

７）管理責任者は、落雷によって施設利用者またはプール施設に被害が発生した場合は以下

の事項の措置をとるものとする。 

①救急救護等、人命救助を最優先に行うこと。 

②二次被害を防止するため、プール利用の一時中止を行うこと。 

③混乱を防止するため、放送等を通じて施設利用者に適宜情報提供を行うとともに、安全

な場所へ施設利用者を避難誘導する。 

④被害の状況、対応措置等について、速やかに所轄警察署、消防署に連絡するとともに、

関東地方整備局あて報告するものとする。 

２．施設等運営者は、前項の雷他災害や事故等、施設利用者の安全を確保するため、安全衛生

管理計画書に加え、緊急時連絡体制を定めて、十分な安全衛生管理を行うと共に事故防止

に努めるものとする。万一、人命に影響を及ぼす事故等が発生したとき、又はその恐れが

あるときは、人命の救助を最優先として施設等運営者は速やかに必要な措置をとるものと

する。 

１）管理責任者は、事故発生の報告を受けた時は、緊急時連絡体制に基づき施設担当責任者

に報告するとともに、関東地方整備局をはじめ関係機関に連絡する。また、溺者発見時

や環水口の異常発生時においては、それぞれに緊急伝達体制を事前に定め、これらに基

づいて、適切な対応を行う。 

２）プールエリアの救護について、下記の体制を整えるものとする。 

①管理棟スタッフ、監視員、クリーンスタッフ等は事故発生の連絡を受けたときは速やか

に管理責任者に連絡するとともに負傷者の救護にあたる。 

②負傷者や急病人の発生に備え、プール管理棟に救護室を設置するとともに、救急器具や

負傷者搬送用具を常備する。 

③看護師１～２名を常駐させるとともに、土曜日、日曜日、祝日、お盆期間（８月１３日
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～１５日）には、医師を常駐させ、救急業務にあたること。 

３）事故発生時には、以下の事項の措置を行うものする 

①事故が発生し、さらに二次被害の恐れがある場合、管理責任者（管理責任者が不在の場

合は、その他管理者）は施設担当責任者と協議の上、プール施設の全部又は一部に使用

を中止するなど、必要な措置を講ずること。 

②救急車搬送の場合、管理責任者は医師への状況説明が必要な場合等、必要に応じてスタ

ッフを同行させるとともに、直ちに交代要員の手配を行うこと。 

③施設担当責任者は、プールに職員を派遣して管理責任者とともに事故対応に当たらせる

他、搬送先の病院に職員を派遣して負傷の程度等、関連情報の収集にあたらせること。 

④管理責任者は、事故発生の状況と原因、負傷の程度等、事故の状況について、逐次、施

設担当責任者に報告すること。 

 

第７１条 費用負担 

１．レインボープール運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱

水費等）、運営に関する備品等（建物除く）の費用、管理区域に関る建物管理費（清掃費、

消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修理等）及び各種保険料、

さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修又は改造等に係る経費は、

施設等運営者の負担とする。 

２．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復すること。 

３．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第７２条 施設利用上の注意 

１．施設等運営者は、施設利用者に対して、次の各号に掲げる禁止事項を始めとして、施設利

用者の安全確保上必要な事項を遵守するよう看板等で注意を促すものとする。 

１）潜水及び飛び込み。 

２）プール内でのたんはき、鼻かみ、放尿。 

３）ボール投げ等。（混雑の度合いによりチーフ監視員の指示により、制限しない場合もある。） 

４）プールサイド（水面隣接地。）での飲食。 

５）定められた履物以外の使用。 

６）サンオイル、日焼け止めクリームを使用しての遊泳。（シャワー励行。） 

７）喫煙所以外での喫煙。 

８）水着を着用しない者の遊泳。（ラッシュガード、遊泳用パンツは除く。） 

９）プールを汚染するような不潔な行為。（乳児用のオムツ着用等。） 

10）遊泳中における、時計、眼鏡類（競泳用ゴーグルを除く。）の着用。 

11）スライダープールにおける同一滑り台での２人同時滑走、又は逆走。 
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12）他人に危害を及ぼしたり、又は迷惑となるような行為。（悪ふざけ等） 

13）飲酒しての遊泳。 

２．以下に示す物品については、持ち込みをさせないよう、施設利用者に遵守するよう指導す

るものとする。 

１）プールエリア内への持ち込み禁止物品は次のとおりとする。 

①潜水用具一式。 

②オール又は動力機を備え付けて航行するもの又は搬送するもの。 

③波乗り用板又はこれに類するもの。 

④アルコール類及びプールを汚染する恐れのあるもの。 

⑤ビン類等危険物。 

⑥動物。 

⑦その他、その物の使用及び破損により遊泳者に危害を及ぼすと認められるもの。 

２）プール内への持ち込み禁止物品は次のとおりである。 

①飲食物、タオル、シャツ、オムツ（水遊び用オムツ含む。）等衛生上好ましくないもの。 

②ネックレス、イヤリング、ブレスレット等の装身用類。 

③その他、その物の使用及び破損により遊泳者に危害を及ぼすと認められるもの。 

３．施設等運営者は、施設利用者の安全を確保するため、次の各号に該当する者は、原則とし

てプール利用を禁止するものとする。 

１）心身に異常があると思われる者。 

２）伝染病の疾患があると思われる者。 

３）過度な酒気を帯びていると思われる者。 

４）保護者又は付き添い人のない幼児（６歳未満の者）。 

５）介添えが必要な者で、介添え者がいない者。 

６）暴力団関係者、刺青、タトゥー（シールを含む）をした者。 

７）他の施設利用者に危害を及ぼす恐れのある物品、迷惑となるような物品を携帯している

者。 

８）管理責任者又は監視員の指導に従わない者。 

９）その他特に遊泳上不適と思われる者。 

１０）発熱や咳等の症状があり、インフルエンザ等の伝染性疾病感染の疑いのある者。 

 

第７３条 売店等の管理運営 

１．プールに附帯する売店の管理運営にあたっては、本規定書第２編第３章「飲食施設及び物

販施設」に準じ、適切な管理運営を行うものとする。また、ロッカーの管理運営にあたっ

ては本規定書第１１章「コインロッカー」に準じ、適切な管理運営を行うものとする。 

２．プール内売店のうち、水遊び広場売店は原則としてプール営業期間外にも営業を行うもの

とする。プール内売店はプール営業日とする。なお、定休日以外に休業する場合や運営期

間を短縮又は延長する場合は、施設等運営者は、事前に関東地方整備局と協議し、書面に

より提出するものとする。 

■営業時間 
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（水遊び広場売店） 

①４月最終土曜日～７月第１日曜日の土日祝：１０：００～閉園時間３０分前 

②プール開園期間中：プール内売店として営業 

③９月第２土曜日～９月最終日曜日の土日祝：１０：００～閉園時間３０分前 

（プール内売店） 

プール営業時間と同様：９：３０～閉園時間３０分前 

 

第７４条 施設利用者送迎用園内バスの運行 

施設利用者の利便を図るため、レインボープールの開業期間にあっては、施設利用者の送迎

用園内バスとして立川口及び砂川口とレインボープールの間で、送迎用園内バスを運行するも

のとする。なお、運行にあたっては、施設等運営者は「プールシャトルバス運行計画」を作成

し、関東地方整備局に提出した上で、計画に従って適切な管理運営を行うものとする。なお、

運行は以下の各号により行う。 

１）運行コース  ：立川口及び砂川口とレインボープール間。 

２）運行期間・間隔：プール開園期間、時間内で、１５～３０分間隔。 

３）確保車両数  ：バス４～６台を確保し運行。 

４）料金     ：無料 
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第６章 園内交通施設 

第７５条 総則 

施設等運営者は、園内交通施設の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、公園利用者及び

施設利用者の安全を十分に確保した上で、園内交通施設の運営・運行管理について、その責任

体制を明確にし、適正な運営と運行の安全を図るものとする。なお、本規定書に記載のない事

項又は本規定書に疑義が生じたときは、その都度、施設等運営者は関東地方整備局と協議する

ものとする。 

 

第７６条 施設の目的 

園内交通施設は、別図に示す所定のルートにおいて、高齢者や身体の不自由な方等公園利用

者の公園内の移動を補助するための園内交通施設の運行を目的とする。（別添６５「園内交通施

設基本ルート図」参照） 

 

第７７条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりである。車両の仕様は、施設等運営者の提案によるものとし、関

東地方整備局と協議した上で、車両の導入を行うこととする。 

■運営対象施設一覧 
施設名称 営業場所 

園内交通施設（運転手詰所、作業車駐車場所、バス停留所 10 箇
所） 

本公園内 
（みどりの文化ゾーン除く） 

 

第７８条 責任者の選任 

施設等運営者は、園内交通施設の運行にあたり、施設担当責任者及び運行管理者を選任した

上で、園内交通施設の運行にあたらせるものとする。 

 

第７９条 運営日時 

１．施設等運営者は、原則として本公園の開園日を営業日とする。ただし、以下の運休日を除

くものとする。 

■運休日 

公園の休園日及び車輌定期点検日、荒天その他管理上の観点から適当でないと判断でき

る場合。 

２．園内の運行は、原則として開園時間に合わせた営業時間とする。 

３．繁忙日等対応、及び冬期イベント等開催のため、運営時間を延長または変更する場合は、

関東地方整備局に書面により提出することとする。 

４．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、関東

地方整備局より営業時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 

 

第８０条 利用料金 

１．施設利用者へ提供する園内交通施設の利用料金は、障害者や高齢者の園内移動施設である
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ため、施設利用者の負担軽減の観点から、以下に定める額を上限とするが、施設等運営者

の提案により、その料金を下げる場合、関東地方整備局と協議の上、定めるものとする。

なお、消費税率が 10％に改定された場合の利用料金の上限額は、下表の括弧書きのとおり

とする。 

■利用料金一覧 

※３月から１２月土日祝日及びコスモス期間の平日は、原則１日フリーパスの適用除外日とする。また、

別に適用除外日を定める場合は、事前に施設等運営者は関東地方整備局と協議するものとする。別に定

めた場合は、施設等運営者は関東地方整備局へ事前に協議し、提出するものとする。 

※１日フリーパスの適用除外日は、各停留所及び園内放送にて施設利用者へ告知を行う。ただし、荒天等

により施設利用者が少ない場合は、１日フリーパスを適用できるものとする。 

 

第８１条 業務の内容 

施設等運営者は、次の業務を行うものとする。 

１）園内交通施設の運行及び利用料金の徴収、領収書の発行に関すること 

２）園内交通施設の維持管理に関すること 

３）園内交通施設利の安全管理に関すること 

４）園内交通施設の利用に伴う苦情処理に関すること 

５）前各号に掲げる業務に付随すること 

 

第８２条 施設の運営 

１．施設等運営者は、園内交通施設の運営を行うにあたり、あらかじめ定めた期間において運

行ルートを変更するものとする。 

２．園内交通施設の運行ルート・停留所は以下のうち、通年では「通常」コースで運行する。

ただし、行催事等による運行への影響等管理上必要があるときは、運行ルート・停留所を

変更することができるが、その場合、施設等運営者は関東地方整備局と事前に協議し、書

面により提出するものとする。 

なお、繁忙期間には、通常コースに加え、外周コースの運行を行わなければならない。 

 

■ルート運行の期間区分 
期間 期間の内容 停留所の案内表示 

通常期間 臨時期間以外  

（臨時） 
繁忙期間 

①春休みから４月２９日までの土日祝日 
②４月２９日から５月５日頃までのゴール
デンウィーク期間の土日祝日 

③コスモス祭りの期間の土日祝日 

・停留所に変更ルート表示を行う。 
・使用しない停留所は、カバーをかけた
上、通常期間以外のルート運行中の掲示
を行う。 

・追加が必要になる停留所は仮設とし、
あわせて利用者の利便性を高めるため
仮設誘導案内板を設置する。 

（臨時） 
プール期間 

プールを営業している期間の全日 

※繁忙期間及びプール期間については、具体の日付について、関東地方整備局と事前に協議し、書面によ

種類 区分 利用料金 備考 

一般券（１回） 
大人 

310 円 
（310 円）

 

小人（４歳以上中学生以下）
150 円 

（160 円）
 

１日フリーパス券 ４歳以上 
510 円 

（520 円）
当日限り有効 
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り提出を行うものとする。 

※イベント期間においては、運行コース・停留所について、関東地方整備局と事前に協議し、書面により

提出を行うものとする。 

■運行コース・停留所 

コース 停留所 コース図 

通常 
立川口→みんなの原っぱ→砂川口→日本庭園→こどもの森→渓流広場→（外
周）→レイクサイドレストラン前→（外周）→立川口 

別途提示す
る。 

外周 
立川口→（外周）→砂川ゲート口→（外周）→こどもの森裏→（外周）→西
立川口→（外周）→立川口 

別途提示す
る。 

プール 
昭島口→もみじ橋前→バーベキューガーデン→花木園→ふれあい広場→花木
園→みんなの原っぱ→砂川口→日本庭園→こどもの森→渓流広場→バーベキ
ューガーデン→もみじ橋前→昭島口 

別途提示す
る。 

 

３．運行コースにおいて、管理用園路は１５ｋｍ/ｈ以内、園路は１０ｋｍ/ｈ以内で走行する。

繁忙期等施設利用者数に応じて、弾力的な変更を行い施設利用者の利便を確保しなければ

ならない。また、行催事等に応じて運行間隔及び時刻表を変更することができるが、その

場合、関東地方整備局と事前に運行間隔等について協議するものとする。また、公園の利

用状況によっては、公園利用者の安全に万全を期するよう、さらに減速して運行すること

とする。 

 

第８３条 施設・設備等の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が快適に施設を利用できるよう、常に施設を良好な状態に維

持することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行うものとす

る。 

１）施設に係る清掃 

２）施設の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等 

 

第８４条 安全管理 

１．衛生管理及び安全管理は、施設等運営者において全責任を負うものとする。 

２．営業開始前の準備 

１）園内交通施設の安全な管理運営を行うために、施設等運営者は安全衛生管理計画書を定

めて関東地方整備局に提出するものとする。なお、作成にあたっては関係法令を遵守す

ること。 

２）施設等運営者は、園内交通施設安全衛生管理計画書に従い、管理体制の構築、業務従事

者の教育、車両の点検を行うこと。 

３．営業期間中の管理運営 

１）施設等運営者は、園内交通施設安全衛生管理計画書に従い、利用者への指導、車両の点

検、緊急時の対応、利用者への情報提供、衛生管理を行うこと。 

４．営業終了後の対応 

１）施設等運営者は、営業期間中の管理日誌、点検チェックシート等の記録について､営業終

了の翌日から５年間保存すること。 
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５．運行管理者は、以下に示す点検検査等を行い、園内交通施設が正常であるか確認し、機械

的な事故の防止並びに安全かつ快適な運行を図るよう努めるものとする。 

１）始業終業点検。 

２）身だしなみチェック。 

３）清掃チェック。 

４）１ケ月点検。 

５）納品業者への指導管理。 

６）定期点検（１年次）。 

７）消防避難訓練。 

６．点検検査に当たっては、次の各号に掲げる注意事項を守り安全作業に心がけることとする。

ただし、毎日点検については安全作業に十分心がけ、下記にはよらない。 

１）作業服及び安全帽を必ず着用すること。 

２）靴は必要に応じ安全靴、又はこれと同等以上のものを着用のこと。 

７．施設等運営者は点検表（または運行日誌）の様式を作成し、運行予定日には、運転者及び

車掌は毎日園内交通施設の運行開始前に試運転を行うとともに、点検表（または運行日誌）

により始業終業点検を行い、異常のないことを確認する。また、実施の記録を点検表（ま

たは運行日誌）に記載する。点検の上、異常が発見された場合は速やかに運行管理者に報

告の上、異常の処置を行う。なお、点検項目は以下のとおりである。 

１）乗降口扉に破損はないか。座席、床、ボディー等に破損はないか。 

２）エンジン音に異常はないか。 

３）ブレーキの効きは十分か。 

４）ハンドルのあそびに異常はないか。 

５）タイヤの摩耗は正常範囲か。 

６）バンパー等車体に損傷はないか。 

７）ミラーその他機器に異常はないか。 

８）放送設備は正常に働くか。 

８．身だしなみチェックリストを作成した上で、これに基づいて、当日従事する者全員を対象

として、身だしなみのチェックを行い、公園利用者及び施設利用者に不快感を与えないよ

う努めること。 

９．運転者及び車掌は、始業前に乗車する車両の清掃を行い、公園利用者及び施設利用者に不

快感を与えないよう努めるものとする。また、実施の記録を点検表（または運行日誌）に

記載する。 

１０．運行管理者は標準検査項目及び１ヶ月点検表を作成し、それに基づいて１ヶ月点検を行

い安全運行に努める。また、１ヶ月点検表に実施の記録を記載する。なお、点検の上、異

常が発見された場合は速やかに関東地方整備局に報告し、異常の処置を行う。 

１１．納品業者（修理業者含む）へ公園諸規則遵守の指導を行い、許可証の有無、許可証番号、

氏名、納品経路の確認を適時行う。 

１２．年１回、下記検査項目に基づき検査項目１ヶ年検査表を作成の上、これにより定期検査

（１年次）を行う。また、１ヶ年検査表に実施の記録を記載する。なお、点検の上、異常
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が発見された場合は速やかに関東地方整備局に報告し、異常の処置を行う。 

 

■１ヶ年検査の内容一覧 
検 査 項 目 検 査 内 容 備  考 

構造物 
１．シャーシー等のリベット、ボルトの弛み等の良否 
２．各取付部の摩耗、欠損等の有無 
３．消火器、報知機等作動の良否 

 

放送設備 
信号・通信 

１．電線の腐食、支持物等の損傷の有無及び取付状態の良否  

車体・搬器 
１．軸取付部の各組立ボルトの弛み及び外部の状態、異常の有無
２．タイヤの摩耗、欠損の有無、作動の良否 
３．各車軸、取付部等の給油状態の良否 

 

駆動装置 
制御装置 

１．エンジン・プラグの異常の有無 
２．各軸受組立部の摩耗及び異常の有無 
３．制御片の摩耗及び制動片と制動輪の間隔等の良否 
４．接続部の摩耗作用の良否 

必要により油
の取替 

制御回路 
１．バッテリーの接続状態、バッテリー液の状態、各端子の取付等

異常の有無 
２．各計器類の作用の良否 

 

 

１３．公園利用者及び施設利用者の安全な誘導とともに迅速に消火活動が行えるよう本業務に

従事するスタッフ全員を対象に年１回、消防避難訓練を行う。 

１４．次の各事項に該当する場合は、設備の一部、又は全般にわたりその状態及び作用につい

て、臨時検査を行う。 

１）製作又は購入したとき。 

２）一時休止後仕様を再開したとき。 

３）災害その他運転事故が生じたとき。 

４）重要な改造又は、修理をしたとき。 

５）その他必要があるとき。 

１５．次の各事項に該当する場合は、試運転を行う。 

１）始業前。 

２）諸点検をしたとき。 

３）その他必要があるとき。 

１６．第６項に規定する点検検査等の実施の記録は、１ヶ月毎に取りまとめ関東地方整備局に

提出し、確認を得るものとする。 

１７．施設等運営者は、前項に規定する点検検査等の記録を３年以上保存するものとする。 

１８．施設等運営者は、車輌ごとに運行日誌を備え、運転回数、利用状況、天候状態その他運

行管理上必要な事項を運行日誌に記載し、これを１年以上保存するものとする。 

 

第８５条 研修 

施設等運営者は、運行に従事する者に対して、当該業務遂行上必要な知識及び技能を習得さ

せるため研修を年 1 回以上行うものとする。研修は次の項目について行うこと。 

１）園内交通施設に関する一般知識。 

２）園内交通施設の運行及び点検の方法。 
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３）悪天候時、地震発生時に講ずべき措置。 

４）故障時に講ずべき措置。 

５）人身事故発生時に必要な応急措置、救急方法等に関する知識及びその訓練。 

６）緊急時における関係部署への連絡方法及びその訓練。 

７）国営昭和記念公園についての一般知識。 

８）園内交通施設及びその利用者等の安全を確保するために必要な事項。 

９）関係法令その他必要な事項。 

 

第８６条 緊急時の対応 

１．施設等運営者は次の各号に該当するときは運行を一時中止・変更、又は休止するものとし、

関東地方整備局に報告するものとする。また、施設等運営者は、園内交通施設の運行を一

時中止したときは、運転再開の前に各部の点検を行い、異常のないことを確認しなければ

ならない。なお、運行の一時中止・変更又は休止する際には公園利用者及び施設利用者に

的確に告知することとする。 

１）地震、台風、大雨、大雪等大規模な自然災害や悪天候のため、運行に危険が予想される

とき。 

２）公園利用者が多く、運行コースにおいて運行が困難と認められるとき。 

３）事故又は故障等により運転不能のとき。 

４）緊急事態が発生し、又はその発生が予想されるとき。 

５）その他関東地方整備局の指示があったとき。 

 

第８７条 費用負担 

１．園内交通施設運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費

等）、園内交通施設への車両の導入、交換、撤去並びに保守・故障対応等に要する費用を始

めとする運営に関する設備・備品等（建物除く）の費用、園内交通施設の安全対策に要す

る費用、管理区域に関る建物管理費（清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修

繕、貸与した備品類の修理等）及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工

作物、設備等に係る補修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、関東地方整備局に引き渡すこと

となることとなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、

関東地方整備局に対し施設等運営者の施設の買い取り等を請求することを禁じていること

を踏まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

３．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第８８条 施設利用上の注意 
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施設利用者に対し、以下の各号について注意喚起を促すものとする。 

１）運転手等の安全指示に従うこと。 

２）運転に支障を及ぼす恐れのある行為を行わないこと。 

３）他の公園利用者及び施設利用者に迷惑を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。 

４）強度の酒気を帯びていると判断できる状態で乗車しないこと。 

５）子供（6 歳未満）が単独で乗車しないこと。 

６）手回り品・危険物（別途提示する。）を所持して乗車しないこと。 
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第７章 バーベキューガーデン 

第８９条 総則 

施設等運営者は、バーベキューガーデンの管理運営に際して、関係法令等を遵守し、利用者

への快適なサービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、本規定書に記載のない事

項又は本規定書に疑義が生じたときは、その都度、施設等運営者は関東地方整備局と協議する

ものとする。 

 

第９０条 施設の目的 

バーベキューガーデンは、国営昭和記念公園において施設利用者へのバーベキュー器具の貸

出し及び食材等飲食物の提供を目的とする。 

 

第９１条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりである。 

■運営対象施設一覧 
施設名称 営業場所 

バーベキューガーデン 広場ゾーン 

 

第９２条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者、防火管理者、食品衛生責任者等、管理運営上法的に必要

な資格を保持する者を選任した上で、バーベキューガーデンの管理運営にあたらせるものとす

る。 

 

第９３条 運営日時 

１．施設等運営者は、原則として以下の期間を営業日時とする。なお、営業日時を短縮又は延

長する場合は、施設等運営者は関東地方整備局に書面により提出するものとする。 

■定休日 

年末年始（１２月２７日～１月５日）及び２月の第４月曜日とその翌日 

なお、定休日以外に休業する場合は、事前に関東地方整備局と協議するものとする。 

■営業時間 

１０：００～１６：００ 

２．施設の利用については事前予約制とし、１回の利用時間は４時間以内とする。 

 

第９４条 利用料金 

１．施設の利用料は無料とする（器具、食材等を持ち込む場合）。 

２．施設利用者へ提供する器具貸出品目及び価格、飲食品目及び価格は、関東地方整備局長と

の協議の上、周辺類似事例に基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場

価格に準じて定める。 
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■＜参考＞サービス内容等一覧 
施設名称 販売・貸出品目 

バーベキューガーデン 

器具貸出 
炭火焼き用バーベキューグリル、フライ返しセット、トング、
包丁・まな板セット、ざる・ボウルセット、お玉、鍋（寸胴）、
やかん、折りたたみテーブル、折りたたみイス、ライスクッカ
ー、ダッヂオーブン、クーラーボックス、ヘキサテント、スク
エアテント等 

飲食提供 
バーベキュー用食材（牛肉、豚肉、肉加工品、油、調味料等）、
酒類、ソフトドリンク、ロックアイス、切炭、使い捨て食器等

 

第９５条 業務の内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）広場の利用に伴う受付・調整に関すること。 

２）バーベキュー器具の貸出に関すること。 

３）バーベキュー用食材の提供に関すること。 

４）バーベキューガーデンの利用に伴う苦情処理に関すること。 

５）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

２．日常の管理上で必要があると認められたときは、バーベキューガーデンの全部又は一部の

利用を中止することができるものとする。 

３．バーベキューガーデンの利用を中止することが、施設利用者へ影響が与えると考えられる

場合は、関東地方整備局と協議を行う。 

 

第９６条 施設の運営 

１．予約受付 

１）施設等運営者は、バーベキューガーデンの利用について、２ヶ月前から予約を受け付け、

先着順で予約調整を行うこと。 

２）施設等運営者は、予約受付のための専用の電話、FAX を用意するほかに、昭和記念公園

のホームページからも予約が可能なようにすること。 

２．器材貸出、食材販売 

１）施設等運営者は、バーベキューガーデン利用者のために、器材貸出及び食材の販売を行

うこと。 

２）天候の変化に対応するため、雨よけテント等を準備しておくこと。なお、雨よけテント

等の貸出は無償で行うものとする。 

３．運営条件に定めていない事項に関しては、必要に応じて関東地方整備局と協議すること。 

４．利用制限等 

１）次の各号に該当する場合は、利用を禁止するものとする。 

①危険物を持ち込み、その他、秩序を乱し、風紀を害する恐れがある者 

②公園で定める制限事項に違反する者 

③付添者を伴わない中学生未満の者 

④その他施設利用者及び公園利用者の安全、快適を妨げる者。 
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第９７条 施設・設備等の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が快適に施設を利用できるよう、常に施設を良好な状態に維

持することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行うものとす

る。 

１）施設に係る清掃及び塵芥処理（掃き掃除は毎日、舗装面洗浄は月１回実施） 

２）施設の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等 

 

第９８条 安全衛生管理 

１．衛生管理及び安全管理は、施設等運営者において全責任を負うものとする。 

２．食品衛生法、消防法等の関係諸法令及び規則に基づき、安全衛生管理計画書及び緊急時連

絡体制を定めて、関東地方整備局に提出すること。また、安全衛生管理計画書作成にあた

っては、以下に示す項目のほか、十分な衛生管理及び安全管理等を行うとともに事故防止

に努めるものとする。 

１）運営に当たる全職員を対象として、年１回の健康診断を実施し、検査の結果、異常ある

者は、完全に回復したとの医師の診断が得られるまで職場復帰は認めないこと。 

その他、下痢を起こしているなど体調不良者は出勤させてはならない。 

２）消防法に基づき、消火器点検を年２回実施し、不備なものは随時取り替えること。 

３）消防法に基づき、避難訓練、消火器訓練等を年２回実施すること。 

３．上記法定点検等の結果については、遅滞なく関東地方整備局に報告すること。 

４．飲食施設は、施設利用者に満足していただけるよう、商品管理の徹底、消防設備の点検、

業務従事者の身だしなみ等、常に清潔、快適かつ安全な状態に維持するものとする。その

ため、以下の管理を実施する。 

１）始業及び終業時には、ガス、電気等を使う火災につながる器具の点検を行うとともに、

清掃状態や施設の不具合についても点検を行うこと。 

２）毎日の始業事に、服装、髪型、アクセサリー、爪、健康状態、頭髪について点検を行い、

安全衛生や施設利用者の利用満足度の向上に努めること。 

３）毎日、害虫の発生状況を点検し、必要に応じ適切な害虫駆除を行うこと。 

４）清掃点検項目を定めた上で、これに基づき清掃を行い、テーブルや厨房内、カウンター、

排水溝、厨房機器、ごみ箱の点検を行うこと。 

５）毎日、売店商品の保管状況点検を行い、賞味期限切れ製品等を供することのないよう、

賞味期限、腐敗、変色、異味、異臭などを確認すること。 

６）毎日、冷蔵庫、冷凍庫等の温度点検を行うこと。 

７）緊急時には、緊急連絡事項の取り扱いに関する規約と緊急連絡体制に基づいて、関東地

方整備局、維持管理業務事業者をはじめ、関係機関に対し迅速に連絡・対応すること。 

８）納品を行う業者に対して、書面及び日常的な安全運転の指導を行うこと。 

９）運営に当たる全職員を対象として、腸内細菌検査のための検便検査を年２回実施し、検

査の結果、異常がある者は、二次検査で異常の有無を確認し正常であることが確認され
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ない限り、就業を認めないこととするなど、二次感染の防止に努めること。 

５．食中毒等の事故が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、

緊急時連絡体制に基づき、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書面等により関東

地方整備局に報告するものとする。なお、食中毒等社会的な影響や人的影響等を伴うとき

は、関東地方整備局がマスコミ対応等を行うが、その際、関東地方整備局の求めに応じ施

設等運営者は迅速かつ適切に協力しなければならない。また、関東地方整備局が策定した

事故等への対応計画、規定等がある場合は、それに則った対応を図ること。 

６．食中毒等により、施設利用者に対して、人的損害を及ぼした場合は、施設等運営者の責任

において、その賠償を行う。 

 

第９９条 費用負担 

１．バーベキューガーデン運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、

光熱水費等）、貸出に供するバーベキュー器具を始めとする運営に関する備品等（建物除く）

の費用、許可区域に関る建物管理費（清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修

繕、貸与した備品類の修理等）及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工

作物、設備等に係る補修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復すること。 

３．施設利用者の不適切な使用により、バーベキュー器具を破損等した場合は、原則施設利用

者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第１００条 施設利用上の注意 

施設利用者に対し、以下の各号について注意喚起を促すものとする。 

１）指定された場所以外では、バーベキューを行わないこと。また、直火での利用は行わな

いこと。 

２）穴、溝等を勝手に掘らないこと。 

３）バーベキュー終了後は、利用した場所及び器具を清掃の上、園外から持ち込んだごみに

ついては持ち帰ること。 
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第８章 うんどう広場 用具貸出し 

第１０１条 総則 

施設等運営者は、うんどう広場における用具貸出しの管理運営に際して、関係法令等を遵守

するものとする（別添３５「うんどう広場について」参照）。なお、本規定書に記載のない事項

又は本規定書に疑義が生じたときは、その都度、施設等運営者は関東地方整備局と協議するも

のとする。 

 

第１０２条 施設の目的 

うんどう広場における用具貸出しは、国営昭和記念公園において施設利用者へのスポーツ用

具等の貸出しを施設の目的とする。 

 

第１０３条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりである。 

■運営対象施設一覧（参考） 

スポーツ名 用具 数量 

ディスクゴルフ ディスク ８０枚 

ペタンク ボール ３０個 

クロッケー 
マレット 

大人用１２本 
小人用８本 

ボール ４８個 

ローンボウルス ボール等 ４０個 

ホースシューズ 
ホースシュー 

大人用２０本 
小人用１０本 

フットサル ボール １０個 

3on3 ボール ９個 

 

第１０４条 担当責任者の選任 

施設等運営者は、担当責任者を選任した上でうんどう広場における用具貸出しの管理運営に

あたらせるものとする。 

 

第１０５条 運営日時 

１．施設等運営者は、原則として本公園の開園日を営業期間とする。なお、運営期間、時間を

延長する場合は、関東地方整備局と協議することとする。 

２．施設等運営者は、原則としてうんどう広場の用具貸出の公開期間を以下の時間とし、施設

利用者へのサービスの提供を安定的に行う。なお、運営時間を短縮又は延長する場合は、

関東地方整備局に書面により提出することとする。 

■貸出時間一覧 

スポーツ名 用具 貸出時間 

ディスクゴルフ ディスク 9：30～閉園の 30分前まで※ 

ペタンク ボール 9：30～閉園の 30分前まで※ 

クロッケー マレット、ボール 9：30～閉園の 30分前まで※ 
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ローンボウルス ボール 9：30～閉園の 30分前まで※ 

ホースシューズ ホースシュー 9：30～閉園の 30分前まで※ 

フットサル ボール 

（通常の開園期間） 
9：30～12：00、12：00～14：00、14：00～閉園の
30 分前まで※ 
（プール開園期間） 
9：30～12：00、12：00～14：00、14：00～16：00、
16：00～閉園の 30 分前まで※ 

3on3 ボール 9：30～閉園の 30分前まで※ 

※ 用具の貸出は閉園の 1 時間前まで 

 

第１０６条 利用料金 

１．施設利用者へ提供する用具貸出の利用料金は、関東地方整備局長との協議の上、周辺類似

事例に基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。 

■＜参考＞現行利用料金一覧 

スポーツ名 用具 料金 

ディスクゴルフ ディスク 1枚 3 時間…210 円 ※ 

ペタンク ボール 3 個 1 時間…100 円 ※ 

クロッケー マレット 1本、ボール 4個 1 時間…210 円 ※ 

ローンボウルス ボール 4 個 1 時間…210 円 ※ 

ホースシューズ ホースシュー2本 1 時間…100 円 ※ 

フットサル ボール 1 個 1 時間…210 円 ※ 

3on3 ボール 1 個 1 時間…100 円 ※ 

※ 保証金（後返却）200 円別途必要 

 

第１０７条 業務内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）うんどう広場の用具の貸出に関すること。 

２）うんどう広場の用具の維持管理に関すること。 

３）うんどう広場の用具の利用に伴う苦情処理に関すること。 

４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

２．日常の管理上で必要があると認められたときは、うんどう広場の用具の貸出しの全部又は

一部を中止することができるものとする。 

３．うんどう広場の用具貸出を中止することが、施設利用者へ影響が与えると考えられる場合

は、関東地方整備局と協議を行う。 

 

第１０８条 施設・設備等の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が快適に施設を利用できるよう、常に施設を良好な状態に維

持することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行うものとす

る。 

１）用具の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理。 

２）その他利用によって消耗する用具の修繕、消耗品の購入等。 
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第１０９条 安全管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に用具を利用されるよう心がけ、常に用具を

正常な状態で維持するため、点検整備を行う。 

２．施設等運営者は、用具を貸し出す際、次の各号をはじめ安全に関する項目について、点検

し貸し出すこととする。 

１）ディスク及びホースシューの損傷の有無。 

２）マレットの結束部の損傷や緩み。 

３）ボールの空気圧等。 

 

第１１０条 緊急時対応 

１．次の各号の時は、施設等運営者は、貸出を一時中止・変更又は休止するものとし、関東地

方整備局に報告するものとする。貸出を一時中止・変更又は休止するときは、公園利用者

及び施設利用者に適切に告知するものとする。あわせて、利用中止する旨の看板を掲げる

こと。 

１）地震、台風、大雨、大雪等悪天候または自然災害のため、走行に危険が予想されるとき。 

２）事故などの不測の事態が生じたとき。 

３）緊急事態が発生し、又はその発生が予想されるとき。 

４）その他関東地方整備局の指示のあったとき。 

２．施設等運営者は、前項の規定によりうんどう広場の用具貸出を中止したときは、再開の前

にうんどう広場に異常のないことを確認しなければならない。 

３．うんどう広場において事故が発生し又はその恐れがあるときは、緊急連絡体制に基づき速

やかに必要な措置を行うものとする。 

 

第１１１条 費用負担 

１．うんどう広場用具貸出し運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、

光熱水費等）、貸出に供する用具を始めとする運営に関する備品等（建物除く）の費用、管

理区域に関る建物管理費（清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与し

た備品類の修理等）及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備

等に係る補修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、関東地方整備局に引き渡すこと

となることとなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、

関東地方整備局に対し施設等運営者の施設の買い取り等を請求することを禁じていること

を踏まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

３．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、用具等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

別紙　202



- 89 - 

 

第１１２条 施設利用上の注意 

施設利用者に対し、以下の各号について注意喚起を促すものとする。 

１）使用中に故意又は過失の有無にかかわらずその発生した傷害物件損害その他の事故によ

る補償の請求を関東地方整備局に対して行わないこと。 

２）その他施設利用者及び公園利用者等に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

３）危険箇所、不適当な場所での使用をしないこと。 
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第９章 自主事業における行催事等 

第１１３条 自主事業における行催事等 

１．事業者は、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により、自主事業（広報

も含む）を行うことが出来る。 

２．行催事を開催する場合は、本公園の利用増につながる各種行催事の主催、共催等も可能と

する。 

３．自主事業の内容については、本公園利用に相応しくない場合、その実施を認めない場合が

ある。このため事業者は、事前に調査職員と協議を行うこと。 

４．調査職員と事業者は、本公園の利用促進等のために自主事業の実施について協議すること。 

５．事業者は、自主事業による公園施設の利用が他の公園利用者による利用や安全に支障が生

じないよう、十分に調整を図って対応すること。 

６．事業者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第

６条又は 12 条に基づく許可を得る必要がある場合、申請書を関東地方整備局に提出して許

可を受けなければならない。ただし、都市公園法第 12 条第１項第２号に掲げる行為の許可

については、事業者の申請に限り、自主事業の内容を「業務計画書」に記載することにより、

年間を通して一括申請を行うことができる。 

７．事業者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 

条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必要となる場合が

ある。 

８．事業者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法施行令第 20 条に基づく都市公園法第５

条又は第６条の許可を受けた範囲の維持管理にかかる費用（水道、電気料金を含む）を負担

するものとする。 

９．事業者は、自主事業の実施にあたり、協賛企業から協賛金を募り、実施費用に当てること

ができる。なお、この場合、以下の点に留意すること。 

１） 事業者は、事前に関東地方整備局長の承諾を得た上で、自主事業の実施場所及び各ゲー

トに協賛企業の名称等の表示等を行うことができる（はり紙、はり札等、広告旗、立看

板等、広告幕及びアドバルーンへの協賛企業名の表示。）。この場合、東京都の屋外広告

物に関する規制等、関係法令等を遵守すること。なお、協賛企業の名称、ロゴマーク又

はブランド名称等は表示できるが、商品の名称等は一切表示出来ない。 

２） 事業者は、事前に発注者の承諾を得た上で、協賛企業に自己の協賛内容を広報宣伝させ

ることができる。 

３）事業者は、事前に発注者の承諾を得た上で、自らが作成する自主事業に関するポスター・

パンフレット・スタッフジャンパー等に、協賛企業の名称等を表示させることができる。 

１０．事業者は、調査職員が自主事業に関する収支状況等の報告を求めた場合には、それに応

じなければならない。 
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第１０章 自動販売機 

第１１４条 設置箇所、販売内容・料金等 

１．自動販売機での販売は、缶、ペットボトル、紙パック又は紙コップの飲料品（乳飲料を含

む）、アイス、ヌードル等を想定しており、下記の箇所に設置し、管理すること。 

２．自動販売機で酒類の販売は行わないこと。 

３．自動販売機の大きさについては、指定の範囲内に設置できるものであること。 

４．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、

機能面及び景観に留意して適切な管理を行うこと。 

５．設置箇所は原則以下のとおりであり、設置台数は施設等運営者の提案によるものとする。 

■設置箇所一覧 
設置箇所 設置する自動販売機の種別 

総合案内所 飲料（缶及びペットボトル）等 
花みどり文化センター 飲料（缶及びペットボトル）等 

ドッグラン 飲料（缶及びペットボトル）等 
立川口無料区ゲート側 飲料（缶及びペットボトル）等 
立川口サイクルセンター 飲料（缶及びペットボトル）等 
立川口無料区売店側 飲料（缶及びペットボトル）等 

立川口駐車場 飲料（缶及びペットボトル）等 
ふれあい広場レストラン 飲料（缶及びペットボトル）等 

花木園展示棟 飲料（缶及びペットボトル）等 
花木園売店前 飲料（缶及びペットボトル）等 

西立川口サイクルセンター 飲料（缶及びペットボトル）等 
西立川口無料区売店側 飲料（缶及びペットボトル）等 
西立川口無料区ゲート側 飲料（缶及びペットボトル）等 

西立川口売店 飲料（缶及びペットボトル）等 
西立川口ゲート 飲料（缶及びペットボトル）等 

レイクサイドレストラン 飲料（缶及びペットボトル）等 
昭島口管理棟 飲料（缶及びペットボトル）等 
わんぱく遊具 飲料（缶及びペットボトル）等 
原っぱ南売店 飲料（缶及びペットボトル）等 

原っぱ中央売店 飲料（缶及びペットボトル）等 
原っぱ北売店 飲料（缶及びペットボトル）等 

渓流広場レストラン 飲料（缶及びペットボトル）等 
フットサルコート 飲料（缶及びペットボトル）等 

こもれびの家 飲料（缶及びペットボトル）等 
虹のハンモックトイレ 飲料（缶及びペットボトル）等 

こどもの森売店 飲料（缶及びペットボトル）等 
こどもの森売店 飲料（缶及びペットボトル）等 

ふわふわドーム No.36 トイレ 飲料（缶及びペットボトル）等 
雲の海男子トイレ 飲料（缶及びペットボトル）等 

玉川上水口 飲料（缶及びペットボトル）等 
こもれびの里休憩所 飲料（缶及びペットボトル）等 

砂川口休憩所 飲料（缶及びペットボトル）等 
砂川口サイクリングセンター 飲料（缶及びペットボトル）等 

砂川口無料区域 飲料（缶及びペットボトル）等 
砂川口駐車場トイレ 飲料（缶及びペットボトル）等 
砂川口業務入園口 飲料（缶及びペットボトル）等 

 

 

第１１５条 費用負担 

１．自動販売機運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費、

清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修理等等）、自動
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販売機の購入、設置、機械の交換、撤去並びに保守・故障対応等に要する費用、自動販売

機に装着する漏電・漏水等安全対策に要する費用、その他運営に関する備品等（建物除く）

の費用及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修

又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．自動販売機の商品の補充、売上金回収等に要する経費、自動販売機周辺に設置する回収ボ

ックスの設置及び空き容器回収・処分に要する費用は、施設等運営者の負担とする。 

その他園内のごみ箱についても、空き容器等の発生量に応じて、維持管理業務事業者との

間で、応分の費用負担を行う。その際、事前に関東地方整備局と協議の上、費用分担ルー

ル及び費用分担結果の関東地方整備局との確認方法について協議し、決定すること。なお、

費用分担の確認方法に基づき、関東地方整備局及び維持管理業務事業者と確認を行った上

で、費用分担を行うこと。 

３．自動販売機の設置に伴う電気・排水工事の追加工事を必要とする場合はそれに要する経費

は、施設等運営者の負担とする。 

４．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、関東地方整備局に引き渡すこと

となることとなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、

関東地方整備局に対し施設等運営者の施設の買い取り等を請求することを禁じていること

を踏まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

５．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第１１６条 自動販売機の維持管理 

１．商品管理、売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、自動販売機の維持管理については、

施設等運営者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、売り切れ商品

がないよう努めること。 

２．自動販売機に併設して、原則として自動販売機１台に１個の割合で、選別回収タイプの回

収ボックスを設置するとともに、施設等運営者の責任で適切に空き容器を回収・処分する

こと。 

３．自動販売機の清掃を実施するとともに、衛生管理及び感染症対策については、関係法令を

遵守するとともに徹底を図ること。 

４．自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認した上で「安全設置」すること。 

 

第１１７条 責任者の選任 

  施設等運営者は、担当責任者を専任した上で自動販売機の管理運営にあたらせるものとする。 

 

第１１８条 その他留意事項 

１．自動販売機の設置に関する必要な手続きは、施設等運営者が行うこと。 
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２．自動販売機の設置にあたっては、事前に関東地方整備局と協議し、必要な手続きを実施し

た上で設置すること。 

３．販売商品等については事前に関東地方整備局と協議し、決定すること。 

４．自動販売機を第三者に譲渡又は貸与してはならないこと。 

５．販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、関東地方整備局の指示に従うこと。 
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第１１章 コインロッカー 

第１１９条 設置箇所等 

１．施設等運営者は、コインロッカーを下記の箇所に設置し、管理すること。 

■運営対象施設一覧 
施設名称 数量 

西立川口 36 口 

ボートハウス 10 口 

立川口サイクルセンター 16 口 

西立川口サイクルセンター 20 口 

砂川口サイクルセンター 20 口 

レインボープール 6,404 口（男子 3,000、女子 3,404） 

 

２．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、

機能面及び景観に留意して適切な管理を行うこと。 

３．利用料金は、関東地方整備局長と協議の上、周辺類似事例に基づき、収益施設全体の収支

のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。 

■＜参考＞現行利用料金一覧 

施設名称 利用料金 備考 

コインロッカー 100 円 1 回、1日 

 

第１２０条 費用の負担 

１．コインロッカー運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水

費、清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修理等）、コ

インロッカーの購入、設置、交換、撤去並びに保守・故障対応等に要する費用、コインロ

ッカーの安全対策に要する費用、その他運営に関する備品等（建物除く）の費用及び各種

保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修又は改造等に係

る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．コインロッカーの売上金回収等に要する経費は、施設等運営者の負担とする。 

３．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、関東地方整備局に引き渡すこと

となることとなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、

関東地方整備局に対し施設等運営者の施設の買い取り等を請求することを禁じていること

を踏まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

４．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第１２１条 コインロッカーの維持管理 

１．商品管理、売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、コインロッカーの維持管理につい

ては、施設等運営者が行うこと。 
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２．コインロッカーの清掃を実施するとともに、衛生管理については、関係法令を遵守すると

ともに徹底を図ること。 

３．コインロッカーを設置するにあたっては、据付面を十分に確認した上で「安全設置」する

こと。 

 

第１２２条 担当責任者の選任 

 施設等運営者は、担当責任者を選任した上でコインロッカーの管理運営にあたらせるものとす

る。 

 

第１２３条 その他留意事項 

１．コインロッカーの設置に関する必要な手続きは、施設等運営者が行うこと。 

２．コインロッカーの設置にあたっては、事前に関東地方整備局と協議し、必要な手続きを実

施した上で設置すること。 

３．コインロッカーを第三者に譲渡又は貸与してはならないこと。 

４．忘れ物等残存物の発見をしたときは、所定の手続きを行い、できる限りの便宜をはかるこ

と。 
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第１２章 公衆電話 

第１２４条 設置箇所 

施設等運営者は、下記の箇所に設置された公衆電話の通話料金の集金及び納付等の管理を行

うこと。 

■運営対象施設一覧 
施設名称 

砂川口サイクルセンター 

玉川上水口

こどもの森 森の家 

みんなの原っぱ中央売店 

昭島口管理棟 

西立川口外 

立川口サイクルセンター 

総合案内所 

 

第１２５条 通話料金の集金及び納付 

施設等運営者は、毎月１回公衆電話の料金を集金し、金額を確認した上で所定の納付書によ

り、指定金融機関等で納入すること。なお、回収時には、硬貨回収用の袋を用意し、必ず２名

で行うこと。 

納入後は、領収書を整理・保管すること。 

 

第１２６条 費用の負担 

１．公衆電話運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費、清

掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修理等）、公衆電話

の設置、交換、撤去並びに保守・故障対応等に要する費用、公衆電話の安全対策に要する

費用、その他運営に関する備品等（建物除く）の費用及び各種保険料、さらには施設等運

営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の

負担とする。 

２．通話料金の集金及び納付に要する経費は、施設等運営者の負担とする。 

３．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、関東地方整備局に引き渡すこと

となることとなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、

関東地方整備局に対し施設等運営者の施設の買い取り等を請求することを禁じていること

を踏まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

４．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 
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第１３章 有料シャワー 

第１２７条 設置箇所 

施設等運営者は、有料シャワーを下記の箇所に設置し、管理すること。 

■運営対象施設一覧 
施設名称 設置ブース数 

中央管理棟 男性用 3、女性用 3 

 

第１２８条 施設・設備の維持管理 

１．売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、有料シャワーの維持管理については、施設等

運営者が行うこと。 

２．有料シャワー内の清掃を実施するとともに、衛生管理については、関係法令を遵守すると

ともに徹底を図るとともに、必要な備品類等の補充を行う。 

３．給水・給湯設備等の保守点検や維持修繕等を行い、常に正常な機能を維持すること。 

 

第１２９条 利用制限等 

１．他の施設利用者に危害を及ぼす恐れのある物品、迷惑となるような物品を携帯する者の利

用を制限すること。 

２．巡回等を行い、迷惑行為等を防止するための対策を講じなければならない。 

 

第１３０条 費用の負担 

１．有料シャワー運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費、

清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修理等）、有料シ

ャワーの設置、交換、撤去並びに保守・故障対応等に要する費用、有料シャワーの安全対

策に要する費用、その他運営に関する備品等（建物除く）の費用及び各種保険料、さらに

は施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修又は改造等に係る経費は、施設

等運営者の負担とする。 

２．有料シャワーの料金の集金に要する経費は、施設等運営者の負担とする。 

３．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、関東地方整備局に引き渡すこと

となることとなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、

関東地方整備局に対し施設等運営者の施設の買い取り等を請求することを禁じていること

を踏まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

４．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第１３１条 責任者の専任 

  施設等運営者は、担当責任者を専任した上で有料シャワーの管理運営にあたらせるものとす
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る。 
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第１４章 花みどり文化センター講座運営 

第１３２条 目的・趣旨 

本公園では、「みどりの文化ゾーン」において、「都市における緑の文化の創造と発信」を基

本テーマとする本施設に相応しい「多様な体験・交流を通じた花と緑の楽しみの提供」を実現

するために、花と緑に関する幅広い研修の機会を提供することを目指している。 

施設等運営者は、「みどりの文化ゾーン」にある「花みどり文化センター」を拠点とする「花

と緑に関わる講座」の運営を行うこと。（別添３０「花みどり文化センター運営関連」参照） 

 

第１３３条 対象講座 

１．講座内容は、一般市民を対象とした、花と緑に関わる幅広く質の高い講座とする。 

２．平成２７年４月より、本公園の「花みどり文化センター」において、「花と緑に関わる講座」

を平日のみ年間延べ１００回／年程度（週２回相当以上）開催できる講座とする。 

但し、「花みどり文化センター」の全貸出コマ数（４８８コマ）の３割を超えないものとす

る。 

 

第１３４条 優先利用規定 

１．施設等運営者は、次の各号の施設等を優先的に利用することができる。ただし、公園主催

の行催事などにより優先利用が制限される場合がある。なお、各号とも、利用料金の支払

方法については別途協議の上定める。  

１）「花みどり文化センター」の一般貸出施設について、優先的に利用することができる。 

利用は、有料利用（実施要項 表 3-2 を参照のこと。）とし、講座運営に必要な事務室等

を常設的に本施設内に置くことはできないが、講座当日に必要に応じて用意することは

可能とする。 

また、中止となった講座の受付については、３０日前までにキャンセルすることができ

る。 

２）本公園の屋外フィールドについては、関東地方整備局との調整の上、優先的に利用する

ことができる。なお、公園の有料区域を活用する場合は、入園料が必要となる。 

２．施設等運営者は、次の各号の優遇措置を受けることができる。 

１）施設等運営者は、前年度の９月（半年前）から当該年度の年間の優先利用申込みができ

る。 

２）施設等運営者は、、講座名に「国営昭和記念公園」の名称を使用することができる。 

３）施設等運営者は、関東地方整備局と調整の上、公園内フィールドを活用した環境学習、

ガーデン実習、樹木剪定講習会などを優先的に行うことができる。 

４）施設等運営者は、公園内ゲート等での講座案内チラシ・パンフレット等の設置等、本公

園の行う広報宣伝の範囲内で、当該講座の告知に関わる支援を受けることができる。 

３．施設等運営者は、実施した講座について毎年度事後評価を行うこととし、その結果を関東

地方整備局に報告するとともに、実施した講座の目標が達せられていない場合には、次年

度以降の運営を改善しなければならない。 

４．次の各号に該当する場合、関東地方整備局は、有効期間の満了を待たずに事業者の優先利
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用を無効とする場合がある。 

１）公序良俗に反する行為のほか、本公園の運営に重大な影響を与える行為があった場合 

２）実施した講座について、当該講座の実績回数等が当初の目標を大幅に下回り、かつ次年

度以降も改善が見られない場合 
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従来の実施状況に関する情報の開示 

 

１ 従来の実施に要した経費                    (単位：千円)

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

 

人件費 
常勤職員  

非常勤職員  

物件費  

委託費等 

委託費定額部分 774,000 525,861 529,347

成果報酬等  

旅費その他  

計（ａ）  

参考値

（ｂ） 

減価償却費  

退職給付費用  

間接部門費  

（ａ）＋（ｂ）  

（注意事項） 

・ 委託費定額部分の内訳は以下のとおりである。 

（単位：千円）                  

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

植物管理 189,019 101,090 103,770 

建物管理 23,728 8,652 7,727 

工作物管理 41,375 15,855 13,020 

清掃 34,196 35,471 31,216 

運営管理 202,125 143,998 151,591 

公園管理 179,757 157,222 152,848 

一般管理費 66,943 38,532 43,968 

消費税 36,857 25,041 25,207 

小計 774,000 525,861 529,347 

 

・ 平成 26 年 4 月 1 日に、4.1ha を追加供用している。 
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２ 従来の実施に要した人員                     (単位：人)
 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

常勤職員 0 0 0

非常勤職員 0 0 0

（平成 27 年度の業務従事者に求められる知識・経験等） 

１． 知識、経験に関する要件 

同種又は類似業務の実務経験 

２． 技術力に関する要件 

○植物管理業務の業務責任者 

・１級造園施工管理技士 

（過去の業務従事者に求められる知識・経験等） 

・入札の対象となる業務は全て外部委託として実施していた。業務実施の際、従事者に求められる知識・

経験等は以下の通りであった。（平成24年） 

１．知識、経験に関する要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．技術力に関する要件 

  ○植物管理業務の業務責任者 

    ・1級造園施工管理技士 

（業務の繁閑の状況とその対応） 

なし 

(注記事項) 

・ 運営維持管理業務の人員のみ（収益施設等管理運営業務に係る人員はのぞく）。 

・ 平成 24 年度では受託者の職員 31 名、契約職員（常勤）48 名、契約職員（非常勤）23 名、平成 25 年度

では受託者の職員 29 名、契約職員（常勤）46 名、契約職員（非常勤）23 名が従事していた。 

・ 大規模イベント時や繁忙期には、臨時でアルバイト等を募集している。 

・ 従事者に求める知識や技術は、平成 24 年時の資格要件である。 

ｱ) 収益施設等（ｲ)を除く）の運営 ｲ) ﾌﾟｰﾙの運営

下記の1)～2)のいずれかを対象とし
た運営維持管理業務に関する計画
立案及びマネジメント業務の実績を
有し、かつ、下記のｱ)～ｳ)のいずれ
かの経験を有すること

下記の1)～2)のいずれかを対象
とした企画運営管理業務に関す
る業務の実績を有し、かつ、下
記のｴ)又はｵ)のいずれかの経
験を有すること

下記の1)～2)のいずれかを対象
とした施設・設備維持管理業務
に関する業務の実績を有し、か
つ、下記のｴ)又はｵ)のいずれか
の経験を有すること

下記の1)～2)のいずれかを対象
とした植物管理業務に関する業
務の実績を有し、かつ、下記の
ｴ)又はｵ)のいずれかの経験を
有すること

下記の1)～2)のいずれかを対象とし
た収益施設等運営業務に関する業
務の実績（レジャープールを除く収
益施設のうち、いずれか１種類以上
の運営を行った実績）を有し、か
つ、下記のｴ)又はｵ)のいずれかの
経験を有すること

下記の5)～6)のいずれかを対象とした収
益施設等運営業務に関する業務の実績
（レジャープールの運営を行った実績）を
有し、かつ、下記のｴ)又はｵ)のいずれか
の経験を有すること

5)都市公園の種別として、総合公園以上
（総合公園、運動公園、広域公園及び国
営公園）で、レジャープールを含む都市公
園
6)レクリエーション施設又は観光・商業施
設、花や遊具、レジャープール等を含む
2ha以上の園地管理を行っている施設

平成13年度以降に完了した延べ12ヶ月以
上の業務または、申請書類提出時におい
て延べ12ヶ月継続する予定の業務におい
て実績を有していること。

ｱ)延べ２年以上の総括責任者の経
験
ｲ)延べ３年以上の業務責任者の経
験
ｳ)総括責任者または業務責任者の
経験を有し、かつ技術士（建設部
門：都市及び地方計画）または技術
士（総合技術監理部門：建設）の資
格を有する者

下記の3)～4)のいずれかを対象とし
た運営維持管理業務に関する計画
立案及びマネジメント業務の実績を
有し、かつ、下記のｱ)～ｳ)のいずれ
かの経験を有すること

下記の3)～4)のいずれかを対象
とした企画運営管理業務に関す
る業務の実績を有し、かつ、下
記のｴ)又はｵ)のいずれかの経
験を有すること

下記の3)～4)のいずれかを対象
とした施設・設備維持管理業務
に関する業務の実績を有し、か
つ、下記のｴ)又はｵ)のいずれか
の経験を有すること

下記の3)～4)のいずれかを対象
とした植物管理業務に関する業
務の実績を有し、かつ、下記の
ｴ)又はｵ)のいずれかの経験を
有すること

下記の3)～4)のいずれかを対象とし
た収益施設等運営業務に関する業
務の実績（水泳プールを除く収益施
設のうち、いずれか１種類以上の運
営を行った実績）を有し、かつ、下
記のｴ)又はｵ)のいずれかの経験を
有すること

下記の7)～8)のいずれかを対象とした収
益施設等運営業務に関する業務の実績
（水泳プールの運営を行った実績）を有
し、かつ、下記のｴ)又はｵ)のいずれかの
経験を有すること

7)都市公園の種別として、地区公園又は
特殊公園で、水泳プールを含む都市公園
8)レクリエーション施設又は観光・商業施
設、花及び水泳プールを含む園地管理を
行っている施設

平成13年度以降に完了した延べ12ヶ月以
上の業務または、申請書類提出時におい
て延べ12ヶ月継続する予定の業務におい
て実績を有していること

ｱ)延べ３年以上の総括責任者の経
験
ｲ)延べ４年以上の業務責任者の経
験
ｳ)延べ１年以上の総括責任者また
は延べ２年以上の業務責任者の経
験を有し、かつ技術士（建設部門：
都市及び地方計画）または技術士
（総合技術監理部門：建設）の資格
を有する者

①本業務全体の計画立案及びマネ
ジメント業務の業務責任者(総括責
任者)

②企画運営管理業務の業務責
任者

③施設・設備維持管理業務の業
務責任者

④植物管理業務の業務責任者

⑤収益施設等運営業務の業務責任者
【ｱ)又はｲ)のいずれかを満たす必要がある。】

業
務
の
経
験

下記に示す同種又は類似業務の経験を有すること

同
種
業
務
の
経
験

1)都市公園の種別として、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園）
2)レクリエーション施設又は観光・商業施設で、花や遊具等を含む2ha以上の園地管理を行っている施設

平成13年度以降に完了した延べ12ヶ月以上の業務または、申請書類提出時において延べ12ヶ月継続する予定の業務において実績を有していること。

ｴ)延べ２年以上の業務責任者の経験
ｵ)延べ３年以上の業務経験

類
似
業
務
の
経
験

3)都市公園の種別として、地区公園又は特殊公園
4)レクリエーション施設又は観光・商業施設で、花を含む園地管理を行っている施設

平成13年度以降に完了した延べ12ヶ月以上の業務または、申請書類提出時において延べ12ヶ月継続する予定の業務において実績を有していること。

ｴ)延べ３年以上の業務責任者の経験
ｵ)延べ４年以上の業務経験
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３ 従来の実施に要した施設及び設備（受託者に対して供与した施設・設備） 

・ 別紙 1 主要公園施設一覧、別紙 2 主要建築物一覧、別紙 21 提供施設等一覧及び別紙 38 建物及

び工作物に関する修繕履歴を参照 

（注記事項） 

・ 運営維持管理業務の施設・設備のみ（収益施設等管理運営業務に係る施設・設備はのぞく）。 
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４ 従来の実施における目的の達成の程度 

■年間指標 

 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 
目標 
計画 

実績 
目標 
計画 

実績 
目標 
計画 

実績 

公園利用者数※1 

有料区域（花火大

会実施日を除く） 
2,487,147 人  2,371,387 人 2,398,046 人

花みどり文化セン

ター 
187,157 人 269 千人以上 189,585 人 269 千人以上 321,572 人

「非常に満足」

の回答比率※2、３、

４ 

公園 

「非常に満足」※2 
50.3%  53.3% 54.2%

チューリップ 

「非常に満足」※3 
83.4% 80％以上 87.4% 80％以上 74.6%

コスモス 

「非常に満足」※3 
30.1% 45％以上 46.7% 45％以上 45.2%

収益施設 

「非常に満足」※4 
38.4% 39.3% 39.6%

利用プログラム

の開催※５ 

主催イベント（件

数） 
75 件 95 件 119 件

主催イベント（参

加人数） 
10,789 人 18,332 人 28,992 人

マスコミによる報道件数※6 978 件 1,009 件以上 814 件 1,009 件以上 823 件

ホームページの総アクセス件数 2,034,839 件 2,210 千件以上 2,142,785 件 2,210 千件以上 2,473,780 件

■四半期指標 
 平成 23年度 

4～6月 7～9月 10～12 月 1～3月 

目標
計画

実績 
目標
計画

実績 
目標
計画

実績 
目標
計画

実績 

公園利用者数※1 

有料区域（花火大会

実施日を除く） 
778,684 人  528,392 人  954,678 人 225,393 人

花みどり文化セン

ター 
50,329 人  32,946 人  70,293 人 33,589 人

「非常に満足」

「満足」の回答

比率※2、４ 

公園 

「非常に満足」※2 
59.4%  45.4%  48.2% 40.7%

収益施設 

「非常に満足」※4 
39.2%  37.6%  37.5% 39.7%

 平成 24年度 

4～6月 7～9月 10～12 月 1～3月 

目標
計画

実績 
目標
計画

実績 
目標
計画

実績 
目標
計画

実績 

公園利用者数※1 

有料区域（花火大会

実施日を除く） 
 779,742 人  465,236 人  768,523 人 357,886 人

花みどり文化セン

ター 
95 千人

以上 
58,131 人

41 千人 

以上 
30,338 人 

85 千人 

以上 
61,506 人 

48 千人

以上 
39,610 人

「非常に満足」 

の回答比率※2、４ 

公園 

「非常に満足」※2 
60.4%  49.8%  52.7% 44.0%

収益施設 

「非常に満足」※4 
37.6%  42.8%  36.0% 41.1%

 平成 25年度 

4～6月 7～9月 10～12 月 1～3月 

目標
計画

実績 
目標
計画

実績 
目標
計画

実績 
目標
計画

実績 

公園利用者数※1 

有料区域（花火大会

実施日を除く） 
 782,597 人 519,749 人 796,441 人 299,259 人

花みどり文化セン

ター 
95 千人

以上 
85,985 人

41 千人

以上 
59,023 人

85 千人

以上 
121,735 人 

48 千人

以上 
54,829 人

「非常に満足」

の回答比率※2、４ 

公園 

「非常に満足」※2 
57.7% 49.0% 54.0% 55.4%

収益施設 

「非常に満足」※4 
39.4% 40.6% 38.3% 39.7%
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（注記事項） 

１． (指標の意義、選定根拠) 

運営管理の基本方針に基づいた公園の管理運営による効果を客観的に評価するための指標。 

運営管理の重点事項を選定している。 

２． (目標値・計画値の設定根拠) 

過年度実績をもとに設定。 

３． （実績の計算・把握の方法） 

実施要項1.3.4.モニタリング方法による。 

受託者からの管理月報及び公園の利用に関するアンケート調査より。 

４． 表中の注記は以下のとおり。 

※1；公園利用者数の集計方法は別紙１３による。 

※2；年間及び四半期毎の「公園の利用に関するアンケート調査」(別紙 14)のＱ10-1 における「非常に

満足」の回答比率。 

※3；フラワーフェスティバル開催時の「チューリップ」、コスモスまつり開催時の「コスモス」について、

「公園の利用に関するアンケート調査」（別紙14）のＱ14-1で対象イベント・行事等に「参加・観賞し

た」人で、Ｑ14-2の回答者のうち対象花の観賞の「非常に満足」の回答比率。 

※4；公園管理者が指定するレインボープール、レストラン、サイクルセンターの 3 種の収益施設につい

て、年間及び四半期ごとの「個別施設に関するアンケート調査票」（別紙 14）におけるＱ７における

「非常に満足」の回答比率。 

※5；利用プログラムの開催数とは、利用プログラム（イベント・行事から構成される行催事含む）のう

ち、事業者が主催する展示又は３０人程度以上の公園利用者が参加する体験型のもの（ただし、

ボランティア関連のものを除く。）の回数をいう。また、利用プログラムの参加人数とは、利用プロ

グラム（イベント・行事から構成される行催事含む）のうち、事業者が主催する３０人程度以上の公

園利用者が参加する体験型のもの（ただし、ボランティア関連のものを除く。）の参加人数をいう。 

※6；マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。 

委託費による有料広告等についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等による

有料広告等はカウントできるものとする。 

・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。 

・財団法人日本新聞協会加盟の新聞・販売や配布エリアが立川・昭島市域を超える範囲の雑誌・

情報誌への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１カウントとし、雑誌・情報誌につ

いては、１冊／回につき１カウントとする。但しホームページ等インターネット記事掲載は除く。 

但しホームページ等インターネット記事掲載は除く。 

・事件、事故等の報道件数は除く。 
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５ 従来の実施方法等 

従来の実施方法 

・業務区分表参照 

（事業の目的を達成する観点から重視している事項） 

・公園特性を生かした植物管理、多様な利用プログラムの提供、情報の受発信の充実を一元的に検

討し、利用者数及び満足度の向上を目標としている。 

（注記事項） 

・別紙 13公園利用者数（団体、パスポート、無料区域を含めた公園利用者数及びその計測方法）、

別紙 14 利用者アンケート、別紙 15 イベントリスト（実績）、別紙 16 マスコミ等による報道件数、

別紙 17 ホームページ総アクセス件数 
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【業務区分表】 

 

業務内容 業務細目 

現状（24-26 年度） 民間競争入札（27 年度以降） 備考 

（作業時期・頻

度・条件等） 

国土 

交通省

A（受託

者） 

A 以外

の業者

国土 

交通省

B（受託

者） 

B 以外

の業者

国
営
昭
和
記
念
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務 

①計画立案及びマネ

ジメント業務 

計画立案及びマネ

ジメント業務 
 ○   ○  通年 

②企画運営管理業務
企画運営管理業務  ○   ○  通年 

③施設・設備維持管

理業務 

維持修繕・保守点

検等 
 ○   ○  通年 

清掃  ○   ○  通年 

④植物管理業務 
植物管理  ○   ○  通年 

⑤収益施設等運営業

務 
収益施設運営  ○   ○  通年 

自主事業  ○   ○  通年 
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別紙１２

精算報告書 

 

【平成２３年度】 
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【平成２４年度】 
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【平成２５年度】 
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公園利用者数 

（団体、パスポート、無料区域を含めた入園者数及びその計測方法） 
 

■公園利用者数 

【H23】 （単位：人）

団体 パスポート 有料区域　計 花文センター 無料区域　計

4月 19,868 27,205 399,161 21,817 130,894 530,055

5月 34,692 18,987 285,267 16,286 49,309 334,576

6月 11,963 15,932 94,256 12,226 27,362 121,618

7月 7,656 12,985 125,743 9,767 26,621 152,364

8月 6,988 12,661 239,384 9,700 64,719 304,103

9月 12,434 15,499 163,265 13,479 57,301 220,566

10月 28,727 23,440 393,023 25,713 84,803 477,826

11月 18,924 24,203 271,169 34,254 186,989 458,158

12月 9,145 16,641 290,486 10,326 21,248 311,734

1月 3,097 14,523 50,746 8,862 16,166 66,912

2月 18,509 13,398 65,815 9,942 17,691 83,506

3月 13,159 17,033 108,832 14,785 31,159 139,991

年計 185,162 212,507 2,487,147 187,157 714,262 3,201,409

【H24】 （単位：人）

団体 パスポート 有料区域　計 花文センター 無料区域　計

4月 17,796 25,304 410,722 25,863 114,692 525,414

5月 41,371 22,250 266,402 18,623 190,135 456,537

6月 10,501 17,480 102,618 13,645 128,332 230,950

7月 5,614 14,583 424,711 10,527 50,913 475,624

（花火除く） (5,403) (14,082) (114,260) (8,462) (26,628) (140,888)

8月 7,481 13,029 245,373 7,956 34,341 279,714

9月 11,207 13,525 105,603 11,855 48,810 154,413

10月 27,502 23,864 360,046 33,404 248,283 608,329

11月 18,043 20,937 237,060 19,177 54,725 291,785

12月 7,597 16,065 171,417 8,925 19,580 190,997

1月 4,613 16,632 61,633 9,292 17,926 79,559

2月 17,629 15,820 89,696 11,590 24,803 114,499

3月 16,654 22,894 206,557 18,728 64,509 271,066

年計 186,008 222,383 2,681,838 189,585 997,049 3,678,887

（花火除く） (185,797) (221,882) (2,371,387) (187,520) (972,764) (3,344,151)

※（花火除く）とは、立川まつり国営昭和記念公園花火大会の開催日（平成24年7月28日）の入園者数を除いた人数である

合計

合計

無料区域

無料区域

有料区域

有料区域

 

別紙１３

別紙　225



 

【H25】 （単位：人）

団体 パスポート 有料区域　計 花文センター 無料区域　計

4月 24,776 20,964 349,064 28,614 98,318 447,382

5月 36,301 22,790 311,145 37,621 225,274 536,419

6月 10,453 16,877 122,388 19,750 111,684 234,072

7月 3,476 13,990 359,873 11,633 53,145 413,018

（花火除く） (2,775) (13,436) (128,702) (10,833) (27,511) (156,213)

8月 6,848 12,776 243,206 27,056 177,069 420,275

9月 8,458 15,822 147,841 20,334 40,251 188,092

10月 28,913 17,357 251,197 46,600 99,504 350,701

11月 34,482 23,990 338,646 55,734 207,314 545,960

12月 9,321 17,898 206,598 19,401 31,105 237,703

1月 7,341 16,880 79,888 14,580 25,984 105,872

2月 12,584 9,796 52,859 9,886 16,283 69,142

3月 15,464 19,575 166,512 30,363 80,166 246,678

年計 198,417 208,715 2,629,217 321,572 1,166,097 3,795,314

（花火除く） (197,716) (208,161) (2,398,046) (320,772) (1,140,463) (3,538,509)

※（花火除く）とは、立川まつり国営昭和記念公園花火大会の開催日（平成25年7月27日）の入園者数を除いた人数である

有料区域
合計

無料区域

 

 

■有料区域の公園利用者数（日別一覧） 

【H23】 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 5,790 6,465 1,963 1,097 3,738 764 9,984 5,930 651 休園日 1,401 767

2 11,745 11,437 528 4,492 4,994 810 11,951 5,672 415 2,771 1,734 306

3 8,922 29,224 4,703 7,981 4,541 945 5,220 24,439 4,380 3,751 2,139 3,824

4 6,044 49,666 11,094 1,156 4,493 10,346 6,493 6,247 17,588 3,036 3,500 17,064

5 6,915 23,222 12,144 1,186 3,178 1,094 1,014 12,232 5,562 1,891 4,152 165

6 7,378 7,440 3,522 1,200 9,155 1,877 4,035 3,196 1,338 1,756 1,013 1,215

7 7,470 3,528 3,411 1,014 13,612 3,022 6,369 4,158 4,027 2,466 113 2,458

8 3,690 25,195 1,440 1,139 6,795 2,945 14,490 3,722 1,225 4,510 1,679 1,294

9 3,588 4,864 2,460 8,119 7,429 2,601 31,561 4,026 2,660 4,652 2,302 189

10 46,513 3,906 2,469 12,373 7,861 7,958 32,287 2,509 14,306 1,434 1,564 470

11 8,823 393 1,738 1,201 7,922 9,092 7,904 485 19,673 952 4,580 4,277

12 6,814 1,000 7,296 1,065 10,081 2,476 9,589 10,906 5,345 801 5,562 2,010

13 10,149 8,745 1,220 1,066 13,733 2,230 8,345 22,004 4,609 939 2,588 2,299

14 8,386 16,578 1,828 1,173 18,118 2,152 7,584 6,306 3,662 2,828 1,740 2,314

15 7,756 18,182 2,444 975 16,037 2,107 17,350 4,699 4,820 3,037 2,687 2,000

16 18,700 4,594 2,560 8,638 13,127 2,508 53,561 6,324 5,292 643 1,853 2,044

17 53,001 6,117 351 15,265 10,675 6,383 8,678 6,079 14,359 1,152 2,319 483

18 3,942 6,133 3,034 12,706 9,989 16,271 13,124 3,887 16,728 1,036 2,043 3,112

19 1,794 5,747 6,865 718 2,004 15,220 11,797 1,865 4,642 1,055 4,012 2,091

20 5,990 9,571 2,546 274 3,453 969 8,831 19,200 7,250 175 2,993 10,399

21 5,232 14,160 2,058 598 1,992 51 9,904 7,344 6,544 182 2,855 2,549

22 7,784 8,125 2,554 3,296 1,408 2,222 2,357 7,241 7,874 672 2,520 3,942

23 1,462 931 1,248 7,311 4,024 11,036 16,837 34,704 34,324 479 340 567

24 28,429 1,452 1,523 11,198 7,752 18,676 4,878 7,718 53,218 534 2,444 1,613

25 7,183 5,377 3,878 4,254 2,326 17,974 7,462 7,755 41,427 598 453 10,636

26 10,581 4,058 4,836 3,712 4,811 2,095 6,695 18,742 1,590 1,593 6,727 4,507

27 5,938 3,262 781 3,220 4,990 4,568 6,837 24,053 1,239 1,605 休園日 6,202

28 8,750 1,183 1,961 1,962 22,906 4,902 6,797 3,533 1,322 1,886 休園日 5,041

29 63,237 659 1,016 1,744 7,775 4,877 18,242 2,510 2,219 1,990 502 7,598

30 27,155 681 785 3,457 7,751 5,094 39,109 3,683 2,197 887 6,120

31 3,372 2,153 2,714 3,738 休園日 1,435 1,276

計 399,161 285,267 94,256 125,743 239,384 163,265 393,023 271,169 290,486 50,746 65,815 108,832
※水色は土曜日、桃色は日曜日又は祝日を表す  
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【H24】 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 15,298 8,742 4,560 4,503 4,850 10,981 5,435 6,378 5,193 休園日 1,927 1,633

2 7,624 1,714 10,421 1,440 5,258 5,320 3,482 5,918 7,709 3,556 4,834 3,302

3 1,081 870 5,735 1,475 4,861 1,327 1,936 14,446 1,194 3,951 6,769 22,794

4 7,630 14,109 4,081 1,500 7,479 1,543 4,391 17,798 701 2,775 1,694 1,543

5 8,230 55,163 3,113 1,555 11,630 1,356 6,114 3,119 1,844 2,187 2,466 2,856

6 5,585 13,868 899 976 2,496 1,097 10,756 418 1,555 3,821 241 3,008

7 23,499 3,437 2,458 4,037 6,435 1,858 8,943 4,078 1,738 1,353 2,402 2,730

8 41,726 8,373 3,086 6,182 5,737 5,306 34,125 4,572 9,245 1,230 2,151 3,148

9 12,713 3,135 1,131 1,654 6,395 8,409 8,102 5,179 12,189 916 3,388 6,702

10 14,041 2,996 9,838 1,875 6,706 1,335 6,841 21,122 2,501 918 10,460 8,794

11 1,381 7,543 1,017 1,430 6,726 1,427 9,129 10,011 2,623 918 8,848 1,416

12 10,503 11,667 763 518 11,337 1,492 9,599 2,550 3,080 3,065 2,270 2,414

13 9,632 15,775 1,714 1,009 12,696 1,792 21,384 4,754 2,731 7,034 2,706 1,274

14 1,295 4,041 2,731 6,419 3,898 1,577 43,039 9,490 4,123 399 2,862 797

15 58,980 947 2,799 13,605 12,772 5,129 8,910 5,443 4,429 513 998 2,033

16 6,142 4,435 1,009 11,392 11,803 6,136 12,611 6,469 11,486 436 1,836 7,224

17 4,192 6,374 4,796 2,346 8,037 6,007 7,978 2,495 1,005 570 4,736 11,156

18 6,575 7,025 3,030 1,593 4,688 1,615 1,623 24,079 3,589 1,140 1,521 982

19 5,072 14,298 911 1,555 17,378 844 8,083 4,365 3,799 2,178 928 3,453

20 6,391 15,051 1,234 1,216 6,693 1,904 41,573 5,648 3,507 3,611 3,091 11,837

21 14,007 4,045 1,303 2,809 7,189 2,207 27,814 6,756 4,593 896 2,843 3,381

22 5,238 1,067 296 6,338 6,927 6,155 9,416 6,321 6,030 422 3,289 7,735

23 341 4,142 7,184 3,089 5,531 1,390 1,200 2,341 22,034 1,299 4,190 25,307

24 11,699 6,042 10,935 3,696 5,644 2,661 8,604 17,992 33,675 2,393 8,383 12,217

25 7,641 7,503 1,365 3,490 13,584 2,024 7,802 32,775 15,822 1,232 休園日 1,973

26 1,001 11,873 2,552 3,666 17,840 3,606 9,646 1,082 1,288 2,651 休園日 12,757

27 1,401 16,200 2,875 3,348 6,304 2,643 17,262 3,742 1,090 4,276 1,815 1,704

28 16,962 4,983 1,605 310,451 6,731 2,189 8,857 2,662 774 1,983 3,048 10,929

29 77,274 3,328 1,400 12,569 6,016 10,331 5,681 3,378 1,583 2,005 15,226

30 27,568 4,394 7,777 4,413 5,616 5,942 5,113 1,679 287 1,859 10,642

31 3,262 4,562 6,116 4,597 休園日 2,046 5,590

計 410,722 266,402 102,618 424,711 245,373 105,603 360,046 237,060 171,417 61,633 89,696 206,557
※水色は土曜日、桃色は日曜日又は祝日を表す　　※7月28日は立川まつり国営昭和記念公園花火大会の開催日である  

【H25】 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 14,331 6,041 12,655 2,277 1,907 13,223 2,526 8,493 17,025 休園日 5,882 1,388

2 766 8,172 11,156 1,881 3,971 2,236 817 11,704 4,477 3,899 5,297 15,040

3 555 28,936 4,217 1,521 7,227 2,152 4,338 24,975 3,502 5,185 3,010 948

4 16,167 35,976 3,387 1,208 11,033 923 3,873 7,396 3,257 3,841 497 2,583

5 13,522 46,999 2,544 1,013 5,906 712 1,178 5,283 3,382 3,022 2,071 289

6 3,191 22,833 2,973 9,739 3,538 1,580 20,390 6,451 3,972 1,475 2,387 1,420

7 10,091 3,108 1,895 18,526 7,362 6,952 3,683 1,232 10,909 1,650 2,573 2,739

8 6,094 5,449 7,684 982 7,106 3,868 5,829 6,217 13,504 785 447 5,589

9 6,609 5,608 12,069 906 6,185 1,861 4,166 13,906 2,508 483 535 7,238

10 5,854 7,063 2,541 963 10,678 1,944 8,699 20,879 1,457 791 806 1,416

11 4,184 2,048 1,356 787 13,691 1,162 5,074 5,074 2,969 2,998 2,466 2,387

12 6,321 14,070 735 692 9,388 1,820 13,767 5,558 3,060 5,804 2,840 3,091

13 21,193 2,594 277 6,469 9,529 2,265 34,564 6,783 3,756 4,789 1,923 775

14 44,328 5,846 601 14,452 11,335 8,946 31,940 7,847 11,677 1,005 224 963

15 6,713 4,468 4,643 12,601 10,670 734 2,060 2,025 10,200 473 閉園 6,548

16 8,283 4,364 3,782 2,040 11,693 閉園 833 33,964 3,489 1,527 1,162 14,724

17 6,136 9,385 3,114 1,526 12,424 2,775 7,139 31,424 3,158 1,424 610 2,906

18 8,457 13,738 2,069 1,689 13,445 2,892 8,586 10,335 960 3,526 783 2,621

19 4,483 13,300 1,098 1,976 6,907 3,045 32,356 8,408 568 3,223 1,249 2,478

20 9,523 2,074 671 6,133 6,940 2,956 1,065 8,377 1,691 1,212 1,712 355

21 2,494 5,308 1,109 9,567 5,501 9,898 5,745 7,747 12,994 1,361 2,560 7,572

22 4,246 4,446 6,327 3,471 5,296 18,652 4,769 8,001 29,937 1,830 4,237 10,968

23 10,048 5,315 12,510 2,676 4,235 13,680 5,069 30,732 19,411 1,759 3,402 16,020

24 1,243 6,098 1,560 967 8,916 2,083 1,524 31,433 12,757 3,196 休園日 5,098

25 5,789 12,093 987 1,809 6,248 874 357 2,577 16,118 6,796 休園日 5,493

26 9,424 16,410 422 2,776 6,645 1,878 1,186 4,390 1,122 6,166 2,970 3,474

27 16,124 6,146 1,534 231,171 6,114 5,391 18,961 5,169 496 2,226 872 1,279

28 33,293 4,816 1,590 10,758 6,070 12,206 5,837 4,005 1,846 2,691 2,344 8,720

29 65,818 1,782 6,347 978 5,259 16,238 1,806 3,592 3,074 2,788 20,200

30 3,784 1,180 10,535 4,229 5,636 4,895 7,478 14,669 3,322 1,011 2,014

31 5,479 4,090 12,351 5,582 休園日 2,952 10,176

計 349,064 311,145 122,388 359,873 243,206 147,841 251,197 338,646 206,598 79,888 52,859 166,512

※水色は土曜日、桃色は日曜日又は祝日を表す　　※7月27日は立川まつり国営昭和記念公園花火大会の開催日である  
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■花みどり文化センターの利用者数（日別一覧） 

【H23】 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 406 482 357 200 282 114 685 539 172 休園日 275 234

2 626 512 196 490 328 151 681 547 117 243 179 191

3 570 940 439 685 383 270 310 1,031 207 322 346 1,276

4 336 1,648 816 113 208 508 567 589 994 357 647 450

5 495 831 895 239 220 168 164 4,613 280 258 798 161

6 544 404 259 342 376 276 376 3,103 222 312 68 443

7 544 382 378 183 353 529 479 342 338 479 173 522

8 266 1,903 448 241 303 281 1,672 546 132 478 213 330

9 244 323 373 436 352 254 2,607 511 141 522 211 423

10 1,412 266 444 670 458 483 2,456 363 584 432 238 1,172

11 392 248 430 176 167 646 592 336 873 242 1,155 1,062

12 456 162 791 274 267 184 589 2,291 301 207 1,198 223

13 493 334 243 289 276 377 413 3,129 344 207 198 390

14 528 791 341 274 462 328 437 368 265 453 182 462

15 412 1,099 427 178 262 392 577 617 258 470 241 467

16 897 243 316 330 260 263 1,795 722 189 152 152 265

17 1,301 320 159 470 311 627 387 580 449 251 181 197

18 239 487 387 424 214 837 739 529 520 286 365 411

19 253 428 864 159 164 682 589 651 210 267 573 284

20 573 415 206 161 247 199 453 1,989 448 99 324 732

21 408 901 342 214 242 103 357 575 270 117 395 362

22 298 558 372 364 145 292 307 763 169 413 373 545

23 266 88 290 470 360 712 2,715 2,653 523 111 160 130

24 4,951 446 240 506 370 1,369 348 831 449 164 348 473

25 236 626 349 201 222 1,413 607 760 500 332 322 898

26 651 327 576 363 332 231 662 1,546 225 202 436 445

27 431 334 146 336 361 401 511 2,317 301 228 休園日 519

28 379 153 327 210 776 596 443 283 223 391 休園日 670

29 2,220 152 527 193 252 383 1,413 567 312 364 191 445

30 990 151 288 328 482 410 1,406 563 310 179 440

31 332 248 265 376 休園日 324 163

計 21,817 16,286 12,226 9,767 9,700 13,479 25,713 34,254 10,326 8,862 9,942 14,785  

【H24】 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 1,044 373 488 333 280 342 388 724 583 休園日 277 345

2 386 175 2,168 198 154 297 499 381 618 323 477 455

3 193 473 1,438 275 216 165 440 1,078 136 295 630 854

4 648 1,140 254 441 222 252 437 1,104 185 309 186 209

5 431 1,923 335 193 271 218 611 180 357 272 242 365

6 527 998 219 171 156 236 1,482 195 248 389 252 452

7 1,059 237 243 204 346 189 1,487 525 253 229 238 515

8 1,279 401 291 505 353 332 3,461 406 548 311 220 339

9 518 262 188 131 295 1,354 556 393 794 242 498 815

10 598 201 1,298 301 203 170 512 1,307 175 181 1,447 876

11 263 451 135 262 235 240 2,005 1,400 231 185 1,253 184

12 483 676 329 137 382 304 541 291 216 356 242 744

13 351 903 342 166 187 224 1,535 589 405 593 307 511

14 213 209 277 366 243 375 2,244 531 229 126 279 192

15 2,323 295 279 520 296 687 513 475 213 198 145 573

16 305 443 175 380 267 611 801 621 631 200 529 1,900

17 349 284 613 196 235 582 528 471 74 172 771 1,093

18 399 316 232 210 281 283 259 1,644 289 142 150 399

19 301 705 191 236 341 244 520 180 224 347 219 567

20 332 758 399 145 230 325 1,706 637 185 595 427 765

21 636 178 204 567 283 174 2,338 547 159 154 371 465

22 3,351 274 199 687 201 435 533 471 155 154 345 541

23 290 389 568 188 249 234 294 510 438 269 658 1,021

24 474 635 778 358 143 209 691 1,170 424 218 611 639

25 787 261 156 215 425 343 429 1,773 295 389 休園日 203

26 387 1,278 357 236 387 400 706 63 286 633 休園日 603

27 361 1,771 461 161 175 327 4,058 431 217 840 311 361

28 1,070 813 244 2,065 265 368 2,637 440 119 148 505 587

29 4,181 637 243 254 250 1,118 290 403 196 254 647

30 2,324 674 541 146 194 817 460 237 42 304 859

31 490 280 191 443 休園日 464 649

計 25,863 18,623 13,645 10,527 7,956 11,855 33,404 19,177 8,925 9,292 11,590 18,728  
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【H25】 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 645 624 2,179 372 267 492 443 700 1,217 休園日 1,269 388

2 212 665 2,977 375 578 221 483 868 316 457 854 522

3 386 2,797 1,313 443 644 358 464 8,276 394 425 863 453

4 791 2,942 521 252 1,021 310 785 6,942 927 457 206 406

5 796 2,864 449 339 320 286 1,493 501 950 430 310 183

6 280 1,733 353 450 427 412 7,928 738 2,599 328 411 296

7 923 453 314 698 557 703 636 585 4,442 357 217 383

8 430 593 593 171 507 695 637 1,510 649 256 100 1,170

9 746 523 825 255 529 352 638 2,001 237 202 221 1,429

10 643 557 280 245 668 518 530 3,297 192 261 248 305

11 576 281 199 194 634 382 756 616 319 451 508 436

12 521 1,387 272 195 357 373 1,657 906 311 721 310 461

13 1,144 341 119 367 331 294 5,394 906 473 617 308 318

14 1,711 693 307 443 395 868 4,346 984 838 237 93 623
15 418 444 873 398 404 275 1,142 613 584 317 閉園 6,383

16 587 487 1,056 301 334 閉園 829 5,113 212 252 376 1,261

17 506 548 410 275 440 622 2,162 4,583 318 226 182 381

18 615 2,129 594 247 510 494 1,893 801 162 440 269 542

19 386 2,417 311 292 211 401 3,373 1,103 170 791 229 614

20 368 385 190 485 386 375 1,532 1,632 306 314 168 80

21 5,765 1,228 179 800 313 851 450 851 514 519 273 1,303

22 456 1,313 721 265 380 1,251 531 1,011 750 428 682 1,089

23 558 1,254 1,065 294 668 2,047 407 2,964 378 440 543 3,085

24 259 1,340 332 240 7,900 525 375 4,182 297 622 休園日 1,039

25 605 2,268 328 240 6,296 692 102 239 342 615 休園日 1,103

26 578 3,131 242 482 247 758 528 689 262 1,570 416 720

27 1,294 1,278 521 800 438 887 4,790 1,032 143 708 156 265

28 1,864 983 398 568 403 1,753 512 577 378 514 674 833

29 4,145 737 905 213 295 2,568 371 580 421 598 2,867

30 406 404 924 444 289 571 763 934 300 514 364

31 822 490 307 650 休園日 513 1,061

計 28,614 37,621 19,750 11,633 27,056 20,334 46,600 55,734 19,401 14,580 9,886 30,363  

 

■「みどりの文化ゾーン」公園利用者数のカウント方法 

A=1.14×(B-C)+0.24×D+C 

A：みどりの文化ゾーン公園利用者数 

B：花みどり文化センター人数カウント自動計測値 

C：昭和天皇記念館入館者数 

D：立川口から入園した公園利用者数 

 

 ※平成 25 年度までのカウント方法であり、平成 26 年度以降はカウント方法を変更予定である 

 

■花みどり文化センター人数カウント自動計測装置機器仕様 

画像認識ボード一体型カメラ 2 箇所 

解析装置 

集計装置（ＰＣ） 
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 別紙１４

 

利用者アンケート 

 

１．利用者満足度調査 

１）国営昭和記念公園を利用する一般来園者を対象に利用者アンケート調査を実施する。 

２）調査内容については、「公園の利用に関するアンケート調査票」によるものとする。 

３）アンケート調査は、園内主要箇所において原則として対面方式で行う。 

４）アンケート調査の実施時間は国営昭和記念公園の開園時間中に実施するものとする。 

 

２．個別施設満足度調査 

１）国営昭和記念公園の各施設（レストラン、サイクルセンター、レインボープール）を利用する一

般来園者を対象に利用者アンケート調査を実施する。 

２）調査内容については、「レストランに関するアンケート調査票」等によるものとする。 

３）アンケート調査は、各施設の出入り口付近において原則として対面方式で行う。また、調査は原

則として、利用者満足度調査と同日に実施する 

４）アンケート調査の実施時間は国営昭和記念公園の開園時間中に実施するものとする。 

 

３．満足度調査の実施時期、回数 

１）利用者満足度調査の実施時期は各月の平日、休日各１日/回を基本とする。 

２）調査の実施にあたっては、調査日が無料開園日や大型イベントの実施等、特異日とならないよう

調整する。 
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国営昭和記念公園 公園の利用に関するアンケート調査票 
 今後のより良い公園づくりに反映するためのアンケート調査にご協力をお願いします。 

 今回の調査で知り得た個人情報等は、調査の目的以外には使用いたしません。回答いただいた調査票やデータについても適切に

処分・管理し、調査の目的以外に利用することはありません。           国営昭和記念公園事務所 

 

Ｑ１．あなたのお住まいを教えてください（ご記入下さい）。 
 
 
Ｑ２．あなたの性別を教えてください（該当するものに○をつけて下さい）。 
 
Ｑ３．あなたの年齢を教えてください。               （該当するものに○をつけて下さい） 

 

 

Ｑ４．本日はどなたと来園されましたか。              （該当するものに○をつけて下さい） 

 

 

Ｑ５．主に利用した交通機関を教えてください。             （該当するものに○をつけて下さい） 

 

 

Ｑ６．ご来園までの所要時間を教えてください。             （該当するものに○をつけて下さい） 

 
 
Ｑ７．公園の滞在時間（滞在予定時間）を教えてください。             （該当するものに○をつけて下さい） 

 
 
 

Ｑ８．この公園には度々いらっしゃいますか。             （該当するものに○をつけて下さい） 

 

 

 

Ｑ９．今日、この公園に来たきっかけを教えてください。           （３つまで選んで○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 
 

Ｑ10-1．この公園に満足されましたか。              （該当するものに○をつけて下さい） 

 
 

Ｑ10-2．入園された際に支払った料金タイプを教えて下さい。          （該当するものに○をつけて下さい） 

 

 

 

 

Ｑ10-3．入園料は満足いく金額でしたか。  

（該当するものに○をつけて下さい。不満の場合は納得できる金額をご記入下さい） 

 

 

 

      都・県        市・区・郡      区・町・村 

1 男性   2 女性 

1  小学生   2  中学生   3  15～18 歳   4  19～29 歳   5   30～39 歳  

6  40～49 歳   7  50～59 歳   8  60～64 歳   9  65～69 歳 10  70 歳以上 

1 一人    2 友人・知人   3 カップル   4 ご夫婦    5 ご家族   

6 学校の団体   7 地域の団体   8 職場の団体   9 その他（            ） 

1 鉄道    2 路線バス   3 貸切バス   4 自家用車   5 バイク   

6 自転車    7 タクシー   8 徒歩    9 その他（            ） 

1  30分以内   2  30 分～1時間  3 1時間～1.5時間  4  1.5時間～2時間 5  2 時間以上 

1  0～1 時間   2  1～2 時間   3  2～3 時間   4  3～4 時間   5  4～5 時間 

6  5～6 時間   7  6～7 時間   8  7～8 時間   9  8～9 時間   10  9 時間以上 

1  ほぼ毎日   2  週に 2～3 回程度   3  週に 1 回程度 4  月に 2～3 回程度 

5  月に 1 回程度  6  年に数回（だいたい   回） 7  年に 1 回程度 8  数年に 1 回程度 9  今回がはじめ

1 非常に満足  2 まあまあ満足   3 やや不満   4 非常に不満 

入園料に対して   1 満足   2 不満（         円くらいならば納得） 

1  イベントをやっているから    2 景色がいいから   3  料金が安いから  

4  広々としているから     5 花がきれいだから   6  一日中遊べるから 

7  バーベキューができるから   8 近くに来たから   9  友人・家族に誘われたから 

10 子供を安心して遊ばせられるから   11  楽しい遊具があるから  12 スポーツができるから 

13 自然観察ができるから    14  サイクリングができるから 

15 ドッグランがあるから     16  その他（                                ） 

    1 一般料金（大人400 円、小人80 円、65 歳以上200 円） 

    2 団体料金（大人280 円、小人50 円、65 歳以上200 円） 

    3 年間ﾊﾟｽﾎﾟー ﾄ：大人4,000 円、小人800 円、65 歳以上2,000 円 

       4 無料（無料区域のみ利用、入園料免除） 

【料金タイプ】 

裏面にもお答えください。 
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Ｑ11．この公園を利用された感想をお尋ねします。        （利用後の感想で該当するものに○をつけて下さい） 

 
利用後の感想 

満足だった まあまあ満足だった やや不満だった 非常に不満だった

① 自然や緑の豊かさ １ 2 3 4 
② 芝生や樹木の手入れの良さ １ 2 3 4 
③ 季節を彩る花の演出、手入れの良さ １ 2 3 4 
④ 子供の遊び場としての安心感、安全性 １ 2 3 4 
⑤ 高齢者・障害者の利用への配慮の良さ １ 2 3 4 
⑥ 小さな子供連れ利用への配慮の良さ １ 2 3 4 
⑦ 公園内の清潔さ、清掃状態の良さ １ 2 3 4 
⑧ イベントの楽しさ １ 2 3 4 
⑨ スタッフの対応・サービスの良さ １ 2 3 4 
⑩ レストラン・売店の良さ １ 2 3 4 
⑪ 全般的な管理の状態の良さ １ 2 3 4 

Ｑ12-1．今日、この公園でご利用になった施設は何ですか。またその施設を利用して満足できましたか。 

（利用した全ての施設を対象に、満足、不満いずれかに○をつけてください） 

施設名 満足 不満 施設名 満足 不満 施設名 満足 不満
1 カナール・ふれあい広場    9 スポーツ施設   17 花みどり文化センター   

2 水鳥の池（ボート等）   10 日本庭園   18 昭和天皇記念館   

3 バードサンクチュアリ   11 盆栽苑   19 ドックラン   

4 花木園   12 こどもの森   20 こもれびの里   

5 みんなの原っぱ   13 わんぱくゆうぐ   21 パークトレイン   

6 トンボの湿地   14 サイクリング   22 レインボープール   

7 バーベキューガーデン   15 花畑   23 その他 （         ）   

8 うんどう広場   16 ﾚｽﾄﾗﾝ・売店      

Ｑ12-2．不満だった施設について、その理由を教えて下さい。 

施設番号 
 

理由
 

Ｑ13．園内が混雑していてご不満だったことがありますか。          （該当するものに○をつけて下さい） 

 

 

 

 

Ｑ14-1．渓流広場下流のチューリップは観賞されましたか。 

（該当するものに○をつけて下さい） 

Ｑ14-2．渓流広場下流のチューリップを観賞された方にお聞きします。満足されましたか。 

（該当するものに○をつけて下さい） 

 
 
      Ｑ14-3．具体的な理由を教えて下さい。          （３つまで選んで○をつけて下さい） 

 

 

Ｑ15．今回来園にあたって、公園の情報を何でお知りになりましたか。             （３つまで選んで○をつけて下さい） 

 

 

 

 

Ｑ16．この公園へまた来たいと思いますか。                               （該当するものに○をつけて下さい） 

 

 

Ｑ17．公園を利用されて、お気づきの点がありましたらご記入ください。 

（要望等のご意見は、出来るだけ場所なども具体的にご記入いただければ幸いです。） 

 

1 新聞記事   2 テレビ    3 ラジオ     4 雑誌・情報誌（雑誌名：         ） 

5 チラシ    6 ポスター   7 公園ホームページ  8 公園メールマガジン 

9 道路の看板  10 駅の看板・情報板 11 市町村の広報誌  12 知人に聞いて 

13 ｷｬﾝﾍﾟー ﾝ（会場名             ） 14 その他（                                   ） 

1 観賞した  2 観賞していない・知らない 

1 トイレ（混雑して待たされた）      2 駐車場（混雑して待たされた） 

3 遊具（混雑して利用できなかった）      4 ﾚｽﾄﾗﾝ・売店（混雑して利用できなかった、待たされた） 

5 サイクルセンター（混雑して利用できなかった）   6 その他（対象施設：      どんなこと：          ） 

7 とくに無し（混雑してなかった、不満には思わなかった）  8 パークトレイン（混雑して利用できなかった、待たされた） 

1 定期的に来たい      2 たまには来たい   3 イベント等があれば来たい 

4 ついでの機会があれば来たい       5 もう来たくない 

 

1 非常に満足   2 まあまあ満足  3 やや不満      4 非常に不満 

ご協力ありがとうございました。

1 花壇の広さ  2 花の品種  3 花の配色  4 咲き具合  5 手入れの具合 

6 その他（                                                           ） 
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公園の利用に関するアンケート調査票（案）のQ１４に係るイベント予定一覧

4月 フラワーフェスティバル チューリップ

5月 フラワーフェスティバル ポピー

6月 ハーブフェスタ ハーブ

7月 － 花ハス、あじさい

8月 サギソウまつり サギソウ

9月 コスモスまつり コスモス

10月 コスモスまつり コスモス

11月 紅葉まつり －

12月 Winter　Vista　Illumination －

1月 雪と花の早春フェスティバル アイスチューリップ、蝋梅

2月 雪と花の早春フェスティバル 寒咲ナノハナ、梅

3月
雪と花の早春フェスティバル
またはフラワーフェスティバル

サクラ、スイセン

イベント名又は開花中の主たる花類（案）

別紙　233



                       ご協力ありがとうございました。 

国営昭和記念公園 レストランに関するアンケート調査票 
 今後のより良い公園づくりに反映するためのアンケート調査にご協力をお願いします。 

 今回の調査で知り得た個人情報等は、調査の目的以外には使用いたしません。回答いただいた調査票やデータについ

ても適切に処分・管理し、調査の目的以外に利用することはありません。     国営昭和記念公園事務所

Ｑ１．あなたのお住まいを教えてください。          （ご記入下さい） 

 
 

Ｑ２．あなたの性別を教えてください。          （該当するものに○をつけて下さい） 

 
 

Ｑ３．あなたの年齢を教えてください。        （１つ選んで○をつけて下さい） 

 

 

Ｑ４．本日はどなたと来園されましたか。      （１つ選んで○をつけて下さい） 

 

 

Ｑ５．この公園には度々いらっしゃいますか。      （１つ選んで○をつけて下さい） 

 

 

Ｑ６．このレストランを利用した理由は何ですか。     （１つ選んで○をつけて下さい） 

 

 

 

Ｑ７．このレストランは満足できましたか。      （１つ選んで○をつけて下さい） 

 

Ｑ８．実際に食べられた、飲まれたメニューを教えてください。    （メニュー表をもとに全てご記入ください） 

 

 

Ｑ９．以下の点について満足されましたか。 

（該当するものを選んで○をつけて下さい。不満の場合は理由もご記入ください） 

Ｑ10．このレストランをまた利用したいと思いますか。     （１つ選んで○をつけて下さい） 

 

Ｑ11．お気づきの点がありましたらご記入下さい。 

（要望等のご意見は、出来るだけ場所なども具体的にご記入いただければ幸いです） 
 

 

 非常に
満足 

まあまあ
満足 

やや
不満

非常に
不満 

「やや不満」、「非常に不満」の理由 

【味・量】おいしかったですか。量が少なすぎ（多すぎ）では
なかったですか。 

4 3 2 1  

【金 額】内容に見合った値段でしたか。 4 3 2 1  

【スタッフの対応】挨拶、言葉づかい、身だしなみ、接客は
満足できましたか 

4 3 2 1  

【施設・メニュー】メニューの種類は満足できましたか。調味
料や食器等は充実していましたか。 

4 3 2 1  

【清潔感】汚れているなど衛生面で不愉快な思いはしませ
んでしたか 

4 3 2 1  

【その他】注文してからお待たせしませんでしたか。落ち着
けましたか。 

4 3 2 1  

1  週に１回以上  2  月に 2～3 回程度 3  月に 1 回程度  4  年に数回 

5  年に 1 回程度  6  数年に 1 回程度 7  今回がはじめて 

 

1 以前に利用して、気に入ったから   2 雰囲気がよい、落ち着けそうだから 

3 飲食したいメニューがあったから   4 便利な場所（近く）にあったから 

5 なんとなく（明確な理由は無い）   6 その他（             ） 

1 非常に満足  2 まあまあ満足  3 やや不満  4 非常に不満 

1  小学生 2  中学生 3  15～18 歳 4  19～29 歳 5   30～39 歳 

6  40～49 歳 7  50～59 歳 8  60～64 歳 9  65～69 歳 10  70 歳以上 

1 一人  2 友人・知人 3 カップル 4 ご夫婦  5 ご家族  

6 学校の団体 7 地域の団体 8 職場の団体 9 その他（         ） 

     都・県      市・区・郡      区・町・村 

1 男性  2 女性 

1 また利用したい  2 たまには利用したい 3 もう利用したくない 4 わからない 
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国営昭和記念公園 サイクルセンターの利用に関するアンケート調査票 
 今後のより良い公園づくりに反映するためのアンケート調査にご協力をお願いします。 

 今回の調査で知り得た個人情報等は、調査の目的以外には使用いたしません。回答いただいた調査票やデータについても適切に

処分・管理し、調査の目的以外に利用することはありません。           国営昭和記念公園事務所 

 

Ｑ１．あなたのお住まいを教えてください（ご記入下さい）。 
 
 
Ｑ２．あなたの性別を教えてください（該当するものに○をつけて下さい）。 
 
Ｑ３．あなたの年齢を教えてください。                （1 つ選んで○をつけて下さい。） 

 

 

Ｑ４．本日はどなたと来園されましたか。               （1 つ選んで○をつけて下さい。） 

 

 

Ｑ５．この公園は度々いらっしゃいますか。                   （1 つ選んで○をつけて下さい。） 

 

 

Ｑ６．今日は何を借りられましたか。                    （1 つ選んで○をつけて下さい。） 

 

 
 
Ｑ７．公園内のレンタルサイクル、サイクルセンター、サイクリングコースは満足できましたか。 

                （1 つ選んで○をつけて下さい。） 

 
 
Ｑ８．以下の点に満足されましたか。 

             （該当するものに○をつけて下さい。不満の場合は理由もご記入下さい。） 

 非常に

満足 

まあまあ

満足 

やや

不満

非常に

不満 

「やや不満」、「非常に不満」 

の理由 

【自転車・施設】自転車やヘルメット等の質・量は充実していま
したか。使いたい自転車はありましたか 

4 3 2 1  

【レンタル料金】内容に見合った値段でしたか。 
大人3 時間で 400 円（30 分ごとに 70 円超過料金）、小人3 時
間で 250 円（30 分ごとに 30 円の超過料金） 

4 3 2 1  

【スタッフの対応】挨拶、言葉づかい、身だしなみ、接客・方法
の説明は満足できましたか 

4 3 2 1  

【安全・安心】コース上の安全柵、誘導案内や注意喚起の看板
等は安全面で役に立ちましたか。 

4 3 2 1  

【その他】貸出・返却時にお待たせしましたか。 4 3 2 1  

Ｑ９．公園内のレンタルサイクル、サイクルセンターをまた利用したいと思いますか。     （1 つ選んで○をつけて下さい。） 

 

 

 

Ｑ10．お気づきの点がありましたらご記入ください。             

（要望等のご意見は、出来るだけ場所なども具体的にご記入いただければ幸いです。） 

 

      都・県        市・区・郡      区・町・村 

1 男性   2 女性 

1  小学生   2  中学生   3  15～18 歳   4  19～29 歳   5   30～39 歳  

6  40～49 歳   7  50～59 歳   8  60～64 歳   9  65～69 歳 10  70 歳以上 

1 一人    2 友人・知人   3 カップル   4 ご夫婦    5 ご家族   

6 学校の団体   7 地域の団体   8 職場の団体   9 その他（                      ） 

 

ご協力ありがとうございました。 

1  週に１回以上  2  月に 2～3 回程度 3  月に 1 回程度  4  年に数回 

5  年に 1 回程度  6  数年に 1 回程度 7  今回がはじめて 

1 大人用自転車（普通車、マウンテンバイク、タンデム） 2 子供用自転車 

3 一輪車                      4 その他（              ） 

1 非常に満足  2 まあまあ満足  3 やや不満  4 非常に不満 

1 また利用したい   2 たまには利用したい   

3 もう利用したくない  4 わからない 
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国営昭和記念公園 レインボープールに関するアンケート調査票 
 今後のより良い公園づくりに反映するためのアンケート調査にご協力をお願いします。 

 今回の調査で知り得た個人情報等は、調査の目的以外には使用いたしません。回答いただいた調査票やデータについても適切に

処分・管理し、調査の目的以外に利用することはありません。            国営昭和記念公園事務所 

 

Ｑ１．あなたのお住まいを教えてください（ご記入下さい）。 
 
 
Ｑ２．あなたの性別を教えてください（該当するものに○をつけて下さい）。 
 
Ｑ３．あなたの年齢を教えてください。              （該当するものに○をつけて下さい。） 

 

 

Ｑ４．本日はどなたと来園されましたか。             （該当するものに○をつけて下さい。） 

 

 

Ｑ５．この公園には度々いらっしゃいますか。                （該当するものに○をつけて下さい。） 

 

 

Ｑ６．このレインボープールには度々いらっしゃいますか。          （該当するものに○をつけて下さい。） 

 
 
Ｑ７．このプールを利用した理由は何ですか。                   （該当するものに○をつけて下さい。） 

 
 
 

Ｑ８．このレインボープールに満足されましたか。            （該当するものに○をつけて下さい。） 

 

Ｑ９．以下の点について満足されましたか。   （該当するものを選んで○をつけて下さい。不満の場合は理由もご記入下さい。） 

Ｑ10．このレインボープールをまた利用したいと思いますか。          （該当するものに○をつけて下さい。） 

 

Ｑ11．利用料金の割引サービスは利用されましたか。               （該当するものに○をつけて下さい。） 

 

 

 
 

Ｑ1２．お気づきの点がありましたらご記入ください。（要望等のご意見は、出来るだけ場所なども具体的にご記入いただければ幸いです。） 

 

 非常に

満足 

まあまあ 

満足 

やや

不満 

非常に

不満 
「やや不満」、「非常に不満」の理由 

【プール】施設は楽しく遊べましたか。施設は充実していましたか。 4 3 2 1  

【安全面】安全に利用できましたか。危険な場面に遭遇しませんでし
たか。 

4 3 2 1  

【金 額】内容に見合った値段でしたか。 4 3 2 1  

【スタッフの対応】 言葉遣い、身だしなみ、案内、接客は満足でき
ましたか。 

4 3 2 1  

【売 店】メニュー、品揃えの種類、味は満足できましたか。 4 3 2 1  

【衛生面】汚れているなど衛生面で不愉快な思いはしませんでし
たか。 

4 3 2 1  

【その他】混雑していて利用できなかった、待たされた場面はあり
ましたか。 

4 3 2 1  

      都・県        市・区・郡      区・町・村 

1 男性   2 女性 

1 小学生    2 中学生    3 15～18 歳   4 19～29 歳   5  30～39 歳 
6 40～49 歳   7 50～59 歳   8 60～64 歳   9 65～69 歳 10 70 歳以上 

1 一人    2 友人・知人   3 カップル   4 ご夫婦    5 ご家族   
6 学校の団体   7 地域の団体   8 職場の団体   9 その他（                ） 

1 週に１回以上   2 月に 2～3 回程度  3 月に 1 回程度   4 年に数回 
5 年に 1 回程度   6 数年に 1 回程度   7 今回がはじめて 

1 毎年、年に数回    2 毎年、年１回程度  3 今年がはじめてで数回 4 今回がはじめて 

1 施設やイベントが充実しているから      2 一日中遊べるから、（公園でも遊べるから） 
3 広いから      4 家の近くだから  5 手ごろな値段だから 
6 なんとなく（明確な理由はない）       7 その他（                         ） 

1 非常に満足    2 まあまあ満足    3 やや不満    4 非常に不満 

1 また利用したい   2 たまには利用したい   3 もう利用したくない  4 わからない 

 

ご協力ありがとうございました。

1 Suica・PASMO の支払割引を利用した     2 サンセット割引を利用した 

3 シルバー・マタニティ・障害者・介添人割引を利用した 4 団体割引を利用した        5 パスポートを利用した 

6 割引対象カード※の提示割引を利用した    7 ホームページのインターネットクーポンを利用した 

8 利用していない（一般料金）    ※対象カード：Suica・PASMO・アイワイ・イオン・えらべる倶楽部・高島屋・モリタウン・グランデュオ・JAF 
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イベントリスト（実績）

開催数※１ 参加人数※２ 開催数※１ 参加人数※２ 開催数※１ 参加人数※２

3 － 4 － 4 －

①委託費のみで実施 132 10,671 146 18,145 148 27,211

うち包括的な質の対象イベント 62 9,817 86 17,731 100 26,852

②実費を公園利用者から徴収 24 1,126 44 1,068 59 2,684

うち包括的な質の対象イベント 13 972 9 601 19 2,140

①委託費のみで実施 182 12,299 144 23,496 143 27,588

②実費を公園利用者から徴収 22 745 37 973 46 1,521

80 － 23 － 48 －

110 － 228 － 278 －

553 24,841 626 43,682 726 59,004

うち包括的な質の対象イベント 75 10,789 95 18,332 119 28,992

※１　１日に複数回数行われるイベント、複数日にわたって開催されるイベントは、原則として、体験イベントは１日ごと、展示等は会期ごとに１回とカウントする

　　　　ただし、会期が複数年度にわたる展示等は、それぞれの年度で１回ずつカウントする。

※２　参加人数は大型主催、主催行事のうち展示、自主事業、持込イベントの参加人数を除く

※３　フラワーフェスティバルは前年度から継続開催されているもののみをカウント対象とする（平成24年度は平成24年3月～5月実施分のみカウント）

※４　大型主催の一環として実施される個々のイベントは「主催」としてカウントする

※５　別紙32「ボランティア活動」に示すボランティアが企画・準備・実施等に参画するイベントをカウント対象とする

※６　別紙10「H27-30国営昭和記念公園収益施設等監理運営規定書」第9章に基づくイベントをカウント対象とする

※７　都市公園法第12条に基づき第三者が本公園内で実施するイベントをカウント対象とする

主催※４

ボランティア関連※５

平成25年度

下記以外

区　　　　分

大　型　主　催　※３

合　　　　計

自　主　事　業　※６

持　込　イ　ベ　ン　ト　※７

平成23年度 平成24年度

別紙１５
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■平成23年度　大型主催
①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2011/4/1 2010/5/30 【Flower Festival 2011】 震災のため中止

2011/9/17 2011/11/3 【コスモスまつり】
コスモスの開花時期にあわせて、コスモス等に関連したイ
ベントを開催した。

673,752 期間中の入園者数

2011/11/5 2011/11/27 【紅葉まつり】
イチョウの黄葉やモミジなどの紅葉にあわせて、見所巡り
や晩秋の魅力を感じさせるイベントを開催した。

395,745 期間中の入園者数

2011/12/3 2011/12/25 【Winter Vista　Illumination2011】
一部夜間開園を行い、カナールを中心にイルミネーション
等によるライトアップをするとともに、関連イベントを行っ
た。

210,715
期間中の夜間の来園
者数

②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

該当なし

別紙　238



■平成23年度　主催
①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数

2011/4/1 2011/4/10 【文化】桜コンシェルジェ展示
くにたち桜守の方々の協力より、全国の桜守の活動を紹介
する展示、国立市内の小中学校の生徒が作成した大きな
桜の貼り絵の展示を行った。

5,443 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/4/1 2011/4/10
【文化】「昭和記念公園のチューリップ」瀬戸
豊彦写真展

昭和記念公園のチューリップを８年間に渡り撮影した多く
の写真の中から、10点を選び展示を行った。

1,500 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/4/2
【文化】桜コンシェルジェ展　樹木医と歩く桜
ツアー

樹木医により、園内の桜を紹介するツアーを行った。 21

2011/4/3
【文化】桜コンシェルジェ展　春色のワーク
ショップ

葉っぱなどを紙に貼って、ポストカードづくりを行った。 21

2011/4/6
【文化】桜コンシェルジェ展　桜守と歩く桜ツ
アー

国立桜守による「第4回桜コンシェルジュ展」の紹介と、園
内で見頃を迎えた桜を紹介するツアーを行った。

10

2011/4/10
【文化】桜コンシェルジェ展　樹木医と歩く桜
ツアー

樹木医による「園内のソメイヨシノが咲く頃の桜（オオシマ
ザクラ・コウコウ・コマトトメ・マメザクラ・アメリカ等）を紹介
するツアー」を行った。

23

2011/4/10
【文化】桜コンシェルジェ展　春色のワーク
ショップ

桜の木や植物の葉っぱなどを使ったポストカードづくりを
行った。

57 ○ ○

2011/4/16
【文化】桜コンシェルジェ展　樹木医と歩く桜
ツアー

樹木医による「園内のソメイヨシノに続いて咲く桜（ヤマザク
ラ等）を紹介するツアー」を行った。

22

2011/4/17 フラワーガードツアー①
渓流広場チューリップ花畑において職員によるフラワーガ
イドツアーを30分×2回(午前・午後1回ずつ）行った。

34 ○ ○

2011/4/17 花緑相談コーナー 花緑文化士による植物の相談コーナーを設置した。 5

2011/4/18 2011/4/25 国営昭和記念公園桜情報
園内で見頃を迎えている桜の写真、桜マップ、桜に関する
情報をパネルで紹介した。

7,224 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/4/23
【文化】桜コンシェルジェ展　樹木医と歩く桜
ツアー

樹木医による「園内の名残の桜（サトザクラ等）を紹介する
ツアー」を行った。

3

2011/4/27 水曜館長ツアー　4月
花みどり文化センターの館長が園内の季節の植物（コケリ
ンドウ、フゲンゾウ、オオデマリ、ユリノキ、チューリップ、ム
ラサキハナナ、クマガイソウ、シロヤシオ等）を案内した。

15

2011/4/30 国営昭和記念公園　花畑・花の丘ツアー①
園内で見頃を迎えている「花の丘・花畑」を案内するツアー
を行った。

21

2011/5/3 2011/5/5 フラワークラフト教室
地元押し花の会の協力のもと押し花をを使った額及び栞・
葉書作りの体験教室を行った。

222 ○ ○

2011/5/3 2011/5/5 そよ風の小さな音楽会
みんなの原っぱにて小さな音楽会を実施し、新緑と春の心
地よい風と合わせ音楽を楽しんでいただいた。

560 ○ ○

2011/5/3 2011/5/5 チューリップ凧を作ろう！
本物のチューリップと同じサイズで、チューリップの形をし
た凧を作った。

82 ○ ○

2011/5/5 ふるさとあそび in 昭和記念公園
立川レクリエーション協会の協力いただき、こどもの森で兜
作りやベーゴマ、竹とんぼなどふるさとあそびを楽しんでい
ただいた。

3,000 ○ ○

2011/5/5
国営昭和記念公園2011チューリップスライド
ショー

風景写真家の瀬戸豊彦氏が今年撮影した国営昭和期苑
公園のチューリップの写真をスライドにてご紹介するほか、
写真撮影ポイントについてもお話しした。

35 ○ ○

2011/5/7 国営昭和記念公園　花畑・花の丘ツアー②
園内で見頃を迎えている「花の丘・花畑」を案内するツアー
を行った。

10

2011/5/14 国営昭和記念公園　花畑・花の丘ツアー③
園内で見頃を迎えている「花の丘・花畑」を案内するツアー
を行った。

16

2011/5/15 フラワーガードツアー②
花の丘においてシャーレーポピーを中心に解説ガイドツ
アーを行った。植物に関する豆知識や珍しい花の紹介をあ
わせて行った。

10

2011/5/15 花緑相談コーナー
お客様から、一般の植物やお手持ちの植物の育て方など
について質問コーナーを設け、花緑文化士による回答を
行った。

4

2011/5/21 国営昭和記念公園　花畑・花の丘ツアー④
園内で見頃を迎えている「花の丘・花畑」を案内するツアー
を行った。

6

2011/5/2
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校1

立川市の介護福祉施設や要介護者の方々へ送る自然素
材等を使ったフラワーバスケットを作った。

10

2011/5/23 2011/5/30 みんなでチューリップを育てよう！2011
事前に申し込まれた保育園・小学校・中学校を対象に
チューリップの球根堀取り体験をしていただいた。

223 ○ ○

2011/5/25 水曜館長ツアー　5月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

29

2011/5/28 国営昭和記念公園　花畑・花の丘ツアー⑤
園内で見頃を迎えている「花の丘・花畑」を案内するツアー
を行った。

4

2011/6/15 国営昭和記念公園　ハナショウブツアー①
6月15日から7月20日までの第④を除く毎週水曜日(全5回)
に、見頃を迎えている国営昭和記念公園のハナショウブ等
を紹介するツアーを開催した。

4

2011/6/19 花緑相談コーナー

植物全般に関わる疑問などについて、お客様からの問い
合わせに対し、花緑文化士による回答を行った。今回は、
植物全般(樹木、野草、食べられる植物についてなど）につ
いての質問を受け付けた。.

4

2011/6/22 水曜館長ツアー　6月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

15

2011/6/25
国営昭和記念公園みんなのアジサイ情報ア
ジサイツアー

園内のアジサイを坂野氏がご案内した。 7

2011/6/26
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校3

立川市の介護福祉施設や要介護者の方々へ送る自然素
材等を使ったフラワーバスケットを作った。

10

開始日 終了日 行事名 行事内容
包括的な質の対象

参加者数 参加者数備考 展示等
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2011/6/26 国営昭和記念公園　ハナショウブツアー②
6月15日から7月20日までの第④を除く毎週水曜日(全5回)
に、見頃を迎えている国営昭和記念公園のハナショウブ等
を紹介するツアーを開催した。

7

2011/7/1 2011/7/7
七夕イベント　星に願いを ～公園の笹竹を
使った七夕飾り～

７月７日の「七夕」にちなみ、各ゲートや花みどり文化セン
ターに七夕飾りを設置し、短冊に願い事を書いていただい
た。

1,000 ○ ○

2011/7/3 七夕飾りをつくってみよう！ 大小の折り紙を使って七夕飾りを作成していただいた。 35 ○ ○

2011/7/6 国営昭和記念公園　ハナショウブツアー③
見頃を迎えている国営昭和記念公園の花等を紹介するツ
アーを開催した。

10

2011/7/10
瀬戸豊彦写真展「東京で見た雲のドラマ」の
スライドショー

すじ雲、うろこ雲、羊雲、入道雲などの写真をスライドで紹
介するほか、雲の写真の取り方についての解説を行った。

126 ○ ○

2011/7/12 2011/7/31 トンボ写真展

国営昭和記念公園で見られるトンボを長年撮影してきた須
藤尋美氏に協力いただき、公園内で見られる様々なトンボ
の写真を展示紹介した。会場ではトンボの園内観察ポイン
ト等も紹介した。

1,125 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/7/16 2011/9/4 【サマーフェスティバル2011】 765,314 期間中の入園者数 展示等 ○

2011/7/13 国営昭和記念公園　ハナショウブツアー④
見頃を迎えている国営昭和記念公園の花等を紹介するツ
アーを開催した。

6

2011/7/17 花緑相談コーナー
植物に関する質問について、総合案内所にて花緑文化士
による回答を行った。

1

2011/7/20 国営昭和記念公園　ハナショウブツアー⑤
見頃を迎えている国営昭和記念公園の花等を紹介するツ
アーを開催した。

2

2011/7/24
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校4

立川市の介護福祉施設や要介護者の方々へ送る自然素
材等を使ったプレゼントを作った。

11

2011/7/24
【サマーフェスティバル2011】カブトムシとあ
そぼう！
「ドラゴン先生の昆虫ガイド」①

ドラゴン先生による昆虫のお話会とこもれびの丘を使った
野外観察会を行った。

46 ○ ○

2011/7/24
サマーフェスティバル2011
みどりのカーテンの効果を測ろう！
～市民講座①～

今夏はじめての緑のカーテン作りに取り組み始めた初心者
を対象に、緑のカーテンモニターを募集し、緑のカーテンの
事例、生育術に関する講義、今後の観察に関する説明を
行った。

15

2011/7/27 水曜館長ツアー　7月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

11

2011/8/5 2011/8/7
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
星を探してみよう

町中でも見られる夏の夜の星の観察を行う予定でしたが、
期間を通して天候不良のため、望遠鏡の取り扱いなどを
行った。

5

2011/8/5 2011/8/7
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
ちびっこ花火広場①

ゆめひろば内に小さなお子様連れの家族に安心して花火
を楽しいんでいただく広場を提供押し花火を楽しんでいた
だいた。

30 ○ ○

2011/8/6
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
懐かしの仕掛け花火①

ナイアガラなど、どこか懐かしい石掛花火の打ち上げを
行った。

1,611
期間中の夜間入園者
数

展示等 ○

2011/8/7
【サマーフェスティバル2011】「カブトムシとあ
そぼう！
「ドラゴン先生の昆虫ガイド」②

ドラゴン先生による昆虫のお話会とこもれびの丘を使った
野外観察会を行った。

24

2011/8/12 2011/8/15
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
SHOWA　SHORT　FILM　FIELD

自然や環境をテーマにしたメッセージ性のある作品を中心
に子供向けアニメやCG作品の上映を行った。

14,056
期間中の夜間入園者
数

展示等 ○

2011/8/12 2011/8/15
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
ちびっこ花火広場②

ゆめひろば内に小さなお子様連れの家族に安心して花火
を楽しいんでいただく広場を提供押し花火を楽しんでいた
だいた。

700 ○ ○

2011/8/12 2011/8/15
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
みどりのビアガーデン

フードアクションニッポンの一環として地元である多摩地域
をはじめ被災地の食品を積極的に活用したビアガーデンを
オープンした。

14,056
期間中の夜間入園者
数

展示等 ○

2011/8/13
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
懐かしの仕掛け花火②

ナイアガラなど、どこか懐かしい仕掛け花火の打ち上げを
毎週土曜日に開催し、夏の思い出に楽しんでいただいた。

5,492
期間中の夜間入園者
数

展示等 ○

2011/8/14
【サマーフェスティバル2011】「カブトムシとあ
そぼう！
「ドラゴン先生の昆虫ガイド」③

ドラゴン先生による昆虫のお話会とこもれびの丘を使った
野外観察会を行った。

30 ○ ○

2011/8/24 水曜館長ツアー　8月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

12

2011/8/26 2011/8/28
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
ちびっこ花火広場④

ゆめひろば内に小さなお子様連れの家族に安心して花火
を楽しいんでいただく広場を提供押し花火を楽しんでいた
だいた。

380 ○ ○

2011/8/27
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
懐かしの仕掛け花火④

ナイアガラなど、どこか懐かしい仕掛け花火の打ち上げを
毎週土曜日に開催し、夏の思い出に楽しんでいただいた。

6,090
期間中の夜間入園者
数

展示等 ○

2011/8/27
サマーフェスティバル2011
みどりのカーテンを食べちゃおう！
～市民講座②～

緑のカーテン節電モニター参加者の生育状況や節電効果
や温度設定状況の報告のほか、収穫物を楽しむ料理教室
や試食会、酷暑に耐える体作りによいレシピなどの紹介を
行った。

15

2011/8/28
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校5

立川市の介護福祉施設や要介護者の方々へ送る自然素
材等を使ったプレゼントを作った。

17

2011/9/3 2011/9/25 ボタニカルアート展
グループＲＥＮの協力を得て花木園展示棟内にボタニカル
アート（植物詳細画）を展示しました。

2,400 期間中の来場者数 展示等 ○

2011/9/5 2011/9/21 いきもののつながり体験コーナー
お子様向けに「いきものの食べ物当てゲーム」等、体験し
ながらいきものについて学習できるコーナーを設置した。

6,629 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/9/6 2011/9/19
瀬戸豊彦写真「東京のコスモスと紅葉」写真
展

国営昭和記念公園のコスモスを中心に東京の公園などの
コスモスと紅葉の写真を展示した、

4,013 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/9/7 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

9
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2011/9/14 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

8

2011/9/17
サマーフェスティバル2011
みどりのカーテンを比べよう！
～市民講座③～

緑のカーテン節電モニター参加者の結果報告や節電効果
等の優秀な取り組みなどの表彰のほか、夏を終えた緑の
カーテンの片付け方や秋以降に楽しめるコンテナづくりの
紹介などを行った。

15

2011/9/18 花緑相談コーナー
一般の植物やお手持ちの植物の育て方などについて相談
コーナーを設け、花緑文化士による回答を行った。

2

2011/9/21 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

3

2011/9/25
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校6

立川市の介護福祉施設や要介護者の方々へ送る自然素
材等を使ったプレゼントを作った。

34 ○ ○

2011/9/28 水曜館長ツアー　9月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

31 ○ ○

2011/10/1 2011/10/31 アートサラダ2011　コスモスの風をうけ
多摩地域で活躍する7人による、木、テラコッタ等の素材か
ら生まれた人形やアート作品を展示した。

25,713 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/10/5 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

11

2011/10/8 2011/10/9 【コスモスまつり】 コスモス・ミニコンサート
みんなの原っぱの一角で秋の心地よい風と合わせ、音楽
を楽しんでおただいた。

1,500 ○ ○

2011/10/8 2011/10/10 【コスモスまつり】 秋のアートバザール
地元のアーチストやマーケット実行委員会の協力により手
作りアート作品の展示販売を行った。

78,338 期間中の入園者数 展示等 ○

2011/10/9
国営昭和記念公園「FIT PARK：ベアフットラ
ン体験会」

自然豊かで開放感ある環境の中、ランニングやウォーキン
グを日常的に行うお客様が多く来園しているため、公園の
特性である芝生を生かし、「ベアフットラン」を試行的に実施
した。

43 ○ ○

2011/10/10 2011/10/9
【コスモスまつり】 コスモス・ミニコンサート
「シャンソン」

地元で活躍されているシャンソン歌手のミニコンサートを緑
あふれる公園にて開催した。

400 ○ ○

2011/10/12 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

5

2011/10/15 2011/10/16 【コスモスまつり】 秋の見どころガイドツアー
秋、見頃となろコスモス畑や花木、野草など紹介するお楽
しみコーナーを設定し、底を巡るガイドツアーを開催した。
10/15は雨天のため中止。

20

2011/10/16 花緑相談コーナー
一般の植物やお手持ちの植物の育て方などについて相談
コーナーを設け、花緑文化士による回答を行った。

4

2011/10/18 2011/10/27 瀬戸豊彦写真展　東京の公園秋景色
国営昭和記念公園をはじめ、皇居東御苑、余予備公園、
新宿御苑、野川公園など都内の公園の紅葉名所を10点の
写真で紹介した。

7,288 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/10/19 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

14

2011/10/23
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校7

立川市の介護福祉施設や要介護者の方々へ送る自然素
材等を使ったプレゼントを作った。

20

2011/10/23
【よみがえる樹々のいのち展】
いけばな体験

「よみがえる樹々のいのち展」の特別企画として、緑あふれ
る公園の中での「いけばな体験」を開催した。

42 ○ ○

2011/10/23
【コスモスまつり】 コスモスコンサート
横田基地米国空軍太平洋音楽隊「パシ
フィックトレンズ」

横田基地米国空軍太平洋音楽隊「パシフィックトレンズ」に
よるコンサートを実施。

500 ○ ○

2011/10/26 水曜館長ツアー　10月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

21

2011/10/30
【武蔵野の原風景　ススキの世界】イベント
ススキでフクロウを作ろう（ススキ de 2960
2960)

展示に付随したイベントとして、ススキを使ってフクロウを
作った。

20

2011/10/30
【コスモスまつり】 コスモスコンサート
「アンサンブル　ヴィルトゥオーソ吹楽団」

多摩地域で活動する吹奏楽団のコンサートを開催した。 300 ○ ○

2011/11/2 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

27

2011/11/5 2011/11/27 【紅葉まつり】 晩秋の見どころコース案内
紅葉スポットなど園内の見所を結ぶ散策コースを設定し、
ゲートやチラシ等で案内を行った。

395,745 期間中の入園者数 展示等 ○

2011/11/5 2011/11/27 【紅葉まつり】 記念撮影スポット
見頃となるイチョウやカエデなどの紅葉スポットに記念撮影
用の額縁看板などを設置し、ご来園の思い出作りをしてい
ただいた。

395,745 期間中の入園者数 展示等 ○

2011/11/6
【紅葉まつり】 Acoustic Festival in 昭和記
念公園

みんなの原っぱにおいて地元アマチュアミュージシャンに
よる演奏を行った。

100 ○ ○

2011/11/9 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

18

2011/11/12 2011/11/13 押し花額展
昭島市で活動する「押し花　虹の会」による作品展示や土
日祝日にクラフト教室を行った。
クラフト参加者数は102名

178,345 期間中の入園者数 展示等 ○

2011/11/16 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

25

2011/11/16 2011/11/27
【紅葉まつり】 瀬戸豊彦「秋の東京の公園を
歩く」写真展

写真家瀬戸豊彦氏が撮影した当公園を中心とした紅葉な
どの写真を展示した。

13,916 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/11/16 2011/11/27
【紅葉まつり】 ヤジマキミオ　発砲スチロー
ル巨大動物アート展

アーティスト　ヤジマキミオ氏による発泡スチロールで制作
した巨大動物アートの展示会を開催した。

13,916 期間中の入館者数 展示等 ○
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■平成23年度　主催
①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数
開始日 終了日 行事名 行事内容

包括的な質の対象
参加者数 参加者数備考 展示等

2011/11/23 水曜館長ツアー　11月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

29

2011/11/27
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校8

立川市の介護福祉施設や要介護者の方々へ送る自然素
材等を使ったプレゼントを作った。

33 ○ ○

2011/11/30 国営昭和記念公園　コスモス・紅葉ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎えるコスモ
ス・紅葉等を紹介するツアーを行った。

30 ○ ○

2011/12/1 2011/12/25 【いきものののつながり展2011】
いきもののつながり（進化）について、お子様にもわかりや
すいパネル展示を行った。

8,955 期間中の入館者数 展示等 ○

2011/12/4 2011/12/11
【いきものののつながり展2011】
イベント　いきもののつながり工作

公園の枝と落ち葉を使って、森などに棲んでるいきものを
作って、適応について親子で考えていただいた。

33 ○ ○

2011/12/18 花緑相談コーナー
植物全般に関わる疑問などについて、お客様からの問い
合わせに対し、花緑文化士による回答を行った。

1

2011/12/25
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校9

立川市の介護福祉施設や要介護者の方々へ送る自然素
材等を使ったプレゼントを作った。

17

2011/12/28 水曜館長ツアー　12月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

21

2011/11/20 花緑相談コーナー
植物全般に関わる疑問などについて、お客様からの問い
合わせに対し、花緑文化士による回答を行った。

3

2012/1/22
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校10

在宅ケア勉強会の準備を行った。 5

2012/1/25 水曜館長ツアー　1月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

19

2012/2/1 国営昭和記念公園　寒梅・早春桜ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎える寒梅・早
春の桜等を紹介するツアーを行った。

11

2012/2/8 国営昭和記念公園　寒梅・早春桜ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎える寒梅・早
春の桜等を紹介するツアーを行った。

8

2012/2/12 2012/2/26 空から見た東京のみどり・つながり展
国営昭和記念公園を含めた東京のみどりやそのつながり
を航空写真（約30点）で紹介した、

9,898 期間中の入館者数 展示等 ○

2012/2/15 国営昭和記念公園　寒梅・早春桜ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎える寒梅・早
春の桜等を紹介するツアーを行った。

17

2012/2/16 2012/2/26 山田道恵ボタニカルアート展
山田道恵により国営昭和記念公園で見られるボタニカル
アート（植物画／水彩）を展示しました。

3,871 期間中の入館者数 展示等 ○

2012/2/19 花緑相談コーナー

植物全般に関わる疑問などについて、お客様からの問い
合わせに対し、花緑文化士による回答を行った。今回は特
に植物全般に加え、菌類、カビについての質問を受け付け
た。

2

2012/2/22 水曜館長ツアー　2月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

22

2012/2/29 国営昭和記念公園　寒梅・早春桜ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎える寒梅・早
春の桜等を紹介するツアーを行った。

1

2012/3/5 2012/3/8 日本の心「藍・愛・逢」展（藍染教室作品展） 時染教室受講生による作品展を実施した。 1,456 期間中の入館者数 展示等 ○

2012/3/5 2012/3/25 武蔵野の原風景「欅展」
国営昭和記念公園「みんなの原っぱの大ケヤキ」や、古く
から武蔵野の人々の生活とともにあったケヤキの過去・現
在・将来についてパネルで紹介した。

9,952 期間中の入館者数 展示等 ○

2012/3/7 国営昭和記念公園　寒梅・早春桜ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎える寒梅・早
春の桜等を紹介するツアーを行った。

22

2012/3/10 2012/3/11
国際雪割草協会・関東支部　平成22年度展
示会

早春を彩る花・雪割草の草鉢や写真パネルを展示するほ
か、国際雪割草協会会員による講演会を開催した。

500 期間中の入館者数 展示等 ○

2012/3/14 国営昭和記念公園　寒梅・早春桜ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎える寒梅・早
春の桜等を紹介するツアーを行った。

22

2012/3/15 2012/3/25 復活・小金井桜展 小金井桜を中心とした桜の名所に関する展示を行った。 4,764 期間中の入館者数 展示等 ○

2012/3/15 2012/3/25 【第5回桜コンシェルジェ展】展示
くにたち桜守が桜の保全活動や地域での活動を紹介する
桜守の紹介を行った。

4,764 期間中の入館者数 展示等 ○

2012/3/18 花緑相談コーナー
花緑文化士が公園内・外問わず、植物についての質問を
受け付けるコーナーを設けた。

2

2012/3/18 2012/3/24
【第5回桜コンシェルジェ展】　「桜の香りをお
茶で楽しむ」

紅茶教室を主宰している講師が桜のお茶を通した桜を食
する文化の紹介を行った。

37 ○ ○

2012/3/18 2012/3/25
【第5回桜コンシェルジェ展】　「桜・春の季節
を彩る音楽たち」

桜や春をテーマにした音楽（洋楽）を聞きながら、丁寧に解
説した。

39 ○ ○

2012/3/20
【第5回桜コンシェルジェ展】　桜守と歩く桜ツ
アー

国立桜守が桜や春の植物の解説をしながら園内を散策し
た。

4

2012/3/21 国営昭和記念公園　寒梅・早春桜ツアー
花みどり文化センター館長が園内で見頃を迎える寒梅・早
春の桜等を紹介するツアーを行った。

32 ○ ○

2012/3/24
【第5回桜コンシェルジェ展】　「桜の歌を楽し
もう！」

桜をテーマにしたオリジナルソングを、参加者の型も一緒
に歌えるように演奏した。

65 ○ ○

2012/3/25
ボタニカルキッズクラブ昭和記念公園園芸
学校12

立川市の介護福祉施設や要介護者の方々へ送る自然素
材等を使ったプレゼントを作った。

15
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■平成23年度　主催
①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数
開始日 終了日 行事名 行事内容

包括的な質の対象
参加者数 参加者数備考 展示等

2012/3/25
【【第5回桜コンシェルジェ展】　樹木医と歩く
桜ツアー

樹木医による桜や春の植物の解説をしながら園内を案内
した。

5

2012/3/28 水曜館長ツアー　3月
花みどり文化センター館長が園内の季節の植物をご案内
した。

38 ○ ○

件数 132

参加者数（展示等除く） 10,671

包括的な質の対象
件数

62

包括的な質の対象
参加者数（展示等除く）

9,817
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■平成23年度　主催
②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

件数 参加者数

2011/4/10
お茶を楽しむ会(1) 「春のお手前　透木釜に
て」

日本庭園の歓楓亭広間において、気軽にお茶を楽しめる
場を提供した。今回は、桜模様のお道具や春をイメージし
たお菓子をお出しし、4月に使われる透木釜を用いお茶を
楽しんでいただいた。 【当日受付】お手前　11：00、13：00、
14：00の３回

77 ○ ○

2011/5/8 お茶を楽しむ会(2) 「端午の節句」
日本庭園の歓楓亭広間において、気軽にお茶を楽しめる
場を提供した。今回は、歓楓亭広間に五月人形を飾り、端
午の節句の雰囲気の中、お茶を楽しんでいただいた。

69 ○ ○

2011/5/8 盆栽教室「カエデの盆栽作り(1)」
カエデを使って年間を通した育て方を3回の講義に分けて
学んで頂く。第1回目は全体の姿が見られている樹形をア
ルミ線を使って整える整姿を実践していただいた。

19

2011/6/4 盆栽教室「盆栽なんでも相談」
盆栽に関する相談やアドバイスを行うとともに、ご自身の盆
栽を持参して頂いた方には、不要枝剪定整姿などを実演し
ながら、アドバイスを行った。

9

2011/6/12 お茶を楽しむ会(3)「盆点前」
日本庭園の歓楓亭広間において気軽にお茶を飲める場を
提供した。テーマは「お菓子で一服」と題して、お客様にお
点前の体験をしていただいた。

56 ○ ○

2011/6/18 盆栽教室「涼しげな寄せ植えづくり」
ハンゲショウ、シマフトイなどを主材料にした、初夏の山野
草の寄せ植えを作成した。

16

2011/7/10 お茶を楽しむ会(4)「納涼の茶会」
日本庭園の歓楓亭広間において気軽にお茶を飲める場を
提供した。今回のテーマは「納涼の茶会」と題し、季節のお
茶を味わっていただいた。

45 ○ ○

2011/8/14 お茶を楽しむ会(5)「お濃茶席」
日本庭園の歓楓亭広間及び小間にて、いつもの薄茶と
違った、濃茶の飲み方を体験していただいた。

37 ○ ○

2011/8/26 2011/8/28
【サマーフェスティバル2011】「昭和で涼まな
いと」
サマーキャンドルナイト

6000本のキャンドルによる壮大な地上絵をゆめひろばに描
き出し、都会の喧噪を忘れてひと時の安らぎが感じられる
ようなキャンドルの「あかり」を楽しんでいただいた。8/26は
雨天のため中止となった。

11,471
期間中の夜間入園者
数

○

2011/9/11 お茶を楽しむ会(6)「重陽の節句」

日本庭園の歓楓亭において気軽にお茶を飲める場を提供
するとともに、今回は菊尽くしのお道具でお手前を披露し、
長寿を祝いながらお茶を楽しんでいただいた。
天気：9/12晴

66 ○ ○

2011/9/18 盆栽教室「お月見の寄せ植え作り」
ススキ、ノギク、リンドウ等を主材料にした秋の山野草の寄
せ植えを作成した。

16

2011/10/9
お茶を楽しむ会(7)「なごりの茶花を生けて
みよう」

「なごりの茶花を生けてみよう」と題し、茶花の作法を体験
していただいた。

77 ○ ○

2011/10/9 盆栽教室「盆栽なんでも相談」
盆栽に関する相談やアドバイスを行うとともに、ご自身の盆
栽を持参して頂いた方には、不要枝剪定整姿などを実演し
ながら、アドバイスを行った。

10

2011/11/12 盆栽教室「カエデの盆栽作り(2)」
第2回目は、強く伸びている枝を切り作業（徒長枝の剪定）
及び樹形を整える整姿作業を実施した。

17

2011/11/13 お茶を楽しむ会(8)「紅葉狩りの茶会」

日本庭園の歓楓亭広間において気軽にお茶を飲める場を
提供するとともに、床の間に紅葉の枝を飾り、水琴窟の音
色を楽しんでいただいた。
天気 曇り

98 ○ ○

2011/11/20
【紅葉まつり】 日本庭園ガイドツアー（外国
人来園者向け）

イタヤカエデやオオモミジなどの紅葉やアカマツの雪吊り、
盆栽苑などの日本庭園の秋の魅力を通訳を介してガイドし
た。

17

2011/11/26 盆栽教室「実物の寄せ植え作り」
カラタチ、ヤブコウジ、ウラジロ等を主材料にした実物の寄
せ植えを作成した。

21

2011/12/10 盆栽教室「松竹梅の寄せ植え」
梅、松、笹、南天等の山野草を主材料にした、正月用の松
竹梅の寄せ植え作りを行いました。

14

2012/12/11 お茶を楽しむ会(9)「クリスマスの茶」
梅、松、笹、南天等の山野草を主材料にした、正月用の松
竹梅の寄せ植え作りを行いました。

2

2012/1/3
新春イベント
手作り凧を揚げよう

お正月の風物詩でもある凧を手作りするほか、凧の回の
協力による大凧などを揚げるデモンストレーションを行っ
た。

253 ○ ○

2012/1/8
お茶を楽しむ会(10)「新年を祝って正月には
じめてかける釜」

結び柳を床の間に飾ったり、お正月らしいお道具を用いお
茶を楽しんでいただくとともに、お正月の遊び「百人一首」
を行った。

67 ○ ○

2012/2/12 お茶を楽しむ会(11)「大炉の間の茶」
日本庭園の歓楓亭広間から歓楓亭大炉の間（控えの間）
に会場を移して開催した。

78 ○ ○

2012/3/4 盆栽教室「カエデの盆栽作り(3)」
第3回目は、鉢から樹を抜き、土を半分くらい落として、根
の調整をしながら切りつめ、植え替え作業を実施した。

13

2012/3/11
お茶を楽しむ会(12)「雛の茶事・幼子の成長
を祈る」

日本庭園の歓楓亭広間において気軽にお茶を御飲める場
を提供し、桃の節句に合わせひな人形を飾りひな人形の
模様のあるお道具を用い、お茶を楽しんでいただいた。

49 ○ ○

件数 24

参加者数（展示等除く） 1,126

包括的な質の対象
件数

13

包括的な質の対象
参加者数（展示等除く）

972

参加者数備考 展示等
包括的な質の対象

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数
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■平成23年度　ボランティア
①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2011/4/2 2011/4/3
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。4月は「桜のメッセージ」を実施した。

76

2011/4/3 こどもの森　草笛教室(1)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

110

2011/4/3 ペタンク探球講座（1)
園内ペタンクコートの利用促進とペタンクの普及を図るた
め、初心者の方にも気軽に楽しんでいただける月例講習
会「ペタンク探球講座」を開催した。

7

2011/4/9
こどもの森教室(1)　チューリップキーホル
ダーを作ろう

こどもの森日野広場にて中学生までの子どもを対象に、焼
印を使ってチューリップのキーホルダーを作る工作教室を
行った。

2

2011/4/9 2011/4/10
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。4月は「桜のメッセージ」を実施した。

77

2011/4/16 こどもの森　草笛教室(2)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

100

2011/4/16 2011/4/17
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。4月は「桜のメッセージ」を実施した。

46

2011/4/17 サンデースポーツ教室(1)

スポーツボランティアに協力いただき、ディスクゴルフ・ペタ
ンク・クロッケー・ローンボウルス・ホースシューズの各種
目のルールやプレー方法等を指導するスポーツ体験教室
を行った。立川口サイクリングセンター前では一輪車の体
験教室を行った。

395

2011/4/23
こどもの森教室(2)　チューリップキーホル
ダーを作ろう

こどもの森火の広場にて中学生までの子どもを対象に、焼
印を使ってチューリップのキーホルダーを作る工作教室を
行った。

15

2011/4/23 2011/4/24
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。4月は「桜のメッセージ」を実施した。

61

2011/4/24 野鳥観察会(1)
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマ
ナーや観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しな
がら野鳥観察会を行った。

30

2011/4/24
こもれびの丘自然観察会「春の野草・雑木
林の様子」

こもれびの丘の林床に咲く春の野草を中心に、こもれびの
丘ボランティアの講師のもと散策する観察会を行った。講
師はこもれびの丘ボランティア。

8

2011/4/29 2011/4/30
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。4月は「桜のメッセージ」を実施した。

73

2011/5/1 ペタンク探球講座（2)
園内ペタンクコートの利用促進とペタンクの普及を図るた
め、初心者を対象とした「ペタンク探球講座」を開催した。

33

2011/5/1 こどもの森　草笛教室(2)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

50

2011/5/1
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。5月は「チューリップのメッセージ」を実施した。

15

2011/5/3
【こもれびの里 里の春を楽しもう】　縄ない
体験

わらを用いた縄ない（縄作り）の体験を行った。また、機械
による縄ないの実演も行った。

70

2011/5/3 2011/5/4 【こもれびの里 里の春を楽しもう】 昔遊び
竹馬、竹ポックリ、フラフープ、ベーゴマなど昭和30年代の
遊び道具の体験を行った。

250

2011/5/3 2011/5/4
【こもれびの里 里の春を楽しもう】 粉ひき体
験

石臼２台を使用し、小麦による粉ひきを行いった。 306

2011/5/3 2011/5/4
【こもれびの里 里の春を楽しもう】 水車の
米つき

水車による米つきの実演を行い、玄米を白米（精米）にし
た。

160

2011/5/3 2011/5/5
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。5月は「チューリップのメッセージ」を実施した。

89

2011/5/4
【こもれびの里 里の春を楽しもう】 カブトム
シの幼虫をさがそう

リサイクルや里にいる生物の学習の一環として、堆肥の中
～こもれびの里で育ったかぶと虫の幼虫の探しだし（1人1
匹）、カブトムシの生態や飼い方についてのレクチャーを
行った。

100

2011/5/5 こどもの日　スポーツ体験教室
「こどもの日」にちなんで、各スポーツの体験教室を無料で
行った。

884

2011/5/5 こどもの森　草笛教室(4)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

200

2011/5/7 2011/5/8
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。5月は「チューリップのメッセージ」を実施した。体
験プログラムと平行して千羽鶴折りを行った。

52

2011/5/14
こども竹とんぼ大会（こどもの森教室(3)を同
時開催)

子供向けの竹とんぼづくりの教室を開催し、その手作りの
竹とんぼを使って来そう協議会を行った。

200
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①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2011/5/14 2011/5/15 山野草展(2)
山野草会連絡会の協力のもと、多摩の野草を中心に様々
な野草の展示を行い、来場者に山野草の紹介と育成方法
等の解説を行った。

1,049 期間中の入館者数 展示等

2011/5/14 2011/5/15
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。5月は「チューリップのメッセージ」を実施した。体
験プログラムと平行して千羽鶴折りを行った。

83

2011/5/15 草笛コンサート（１）
草笛ボランティアと関東草笛の会に協力いただき、草笛奏
者によるコンサートを行った。草笛の優しい音色を演奏し、
来園者に公園ならでは催しを楽しんでいただいた。

300

2011/5/15 サンデースポーツ教室(2)

スポーツボランティアに協力いただき、ディスクゴルフ・ペタ
ンク・クロッケー・ローンボウルス・ホースシューズの各種
目のルールやプレー方法等を指導するスポーツ体験教室
を行った。立川口サイクリングセンター前では一輪車の体
験教室を行った。

310

2011/5/21 こどもの森　草笛教室(5)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

100

2011/5/21 2011/5/22 山野草展(2)
山野草会連絡会の協力のもと、多摩の野草を中心に様々
な野草の展示を行い、来場者に山野草の紹介と育成方法
等の解説を行った。

834 期間中の入館者数 展示等

2011/5/21 2011/5/22
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。5月は「チューリップのメッセージ」を実施した。体
験プログラムと平行して千羽鶴折りを行った。

46

2011/5/22 野鳥観察会(2)
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマ
ナーや観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しな
がら野鳥観察会を行った。

29

2011/5/28 こどもの森教室(4)
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、小刀
を使ってオリジナルの竹トンボを作る工作教室を行った。

1

2011/5/28 【こもれびの里】 こもれび講話（1） 武蔵野の民俗についてレクチャーした。 20

2011/5/28 2011/5/29
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる、月例のイベント
を行った。5月は「チューリップのメッセージ」を実施した。体
験プログラムと平行して千羽鶴折りを行った。

10

2011/6/4 【こもれびの里】 ミニガイド「炭焼き編」
リサイクルや環境への配慮の学習の一環として、炭焼きを
行い、資源の循環や炭の活用方法、環境へ果たす役割の
レクチャーを行った。

49

2011/6/4 2011/6/5
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

6月は「アジサイの貼り絵」を行った。体験プログラムと平
行して千羽鶴折りを行った。

61

2011/6/4 2011/6/12
国営昭和記念公園ハーブ園オープンガー
デン「ガイドツアー」

ハーブ園が見頃を迎える時期に合わせて、ボランティアに
よるハーブ園のガイドツアーを開催した。

870

2011/6/5 ペタンク探球講座（3)
ペタンクボランティアの協力のもと、ペタンクの初心者を対
象とした講習会を行った。

18

2011/6/5 こどもの森　草笛教室(6)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

100

2011/6/11 こどもの森教室(5)木の昆虫を作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、キリ
やノコギリを使ってオリジナルの木の昆虫を作る工作教室
を行った。

6

2011/6/11 2011/6/12
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

6月は「アジサイの貼り絵」を行った。体験プログラムと平
行して千羽鶴折りを行った。

36

2011/6/12 2011/6/17 【こもれびの里】 鎌洗い
「鎌洗い」は麦刈りのあと、麦刈り鎌をきれいに洗って、箕
の中にうどん・鎌・とっくり・収穫物などを入れて、縁側に供
えた。

500 期間中の来場者数 展示等

2011/6/18 こどもの森　草笛教室(7)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

15

2011/6/18 2011/6/19
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

6月は「アジサイの貼り絵」を行った。体験プログラムと平
行して千羽鶴折りを行った。

56

2011/6/19 サンデースポーツ教室(3)

スポーツボランティアに協力いただき、ディスクゴルフ・ペタ
ンク・クロッケー・ローンボウルス・ホースシューズの各種
目のルールやプレー方法等を指導するスポーツ体験教室
を行った。立川口サイクリングセンター前では一輪車の体
験教室を行った。

155

2011/6/25 こどもの森教室(6)木の昆虫を作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、キリ
やノコギリを使ってオリジナルの木の昆虫を作る工作教室
を行った。

2

2011/6/25 【こもれびの里】 こもれび講話（2） 武蔵野の民俗についてレクチャーした。 27

2011/6/25 2011/6/26
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

6月は「アジサイの貼り絵」を行った。体験プログラムと平
行して千羽鶴折りを行った。

34

2011/6/26 野鳥観察会(3)
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマ
ナーや観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しな
がら野鳥観察会を行った。

12
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2011/7/2 2011/7/3
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。7
月は「葉っぱの図鑑」を行った。

50

2011/7/2 2011/7/8 【こもれびの里】 七夕
竹を切って飾り付けをした。期間中来園者に短冊を自由に
描いてもらい、吊してもらいました。

350 期間中の来場者数 展示等

2011/7/3 ペタンク探球講座（4)
ペタンクボランティアの協力のもと、ペタンクの初心者を対
象とした講習会を行った。

12

2011/7/3 こどもの森　草笛教室(8)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

100

2011/7/9 こどもの森教室(7)木の船を作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、ノコギ
リなどの工具を使ってオリジナルの木の船を作る工作教
室を行った。

15

2011/7/9 2011/7/10
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。7
月は「葉っぱの図鑑」を行った。

45

2011/7/9 2011/7/16 【こもれびの里】 お盆
砂川地区の盆棚飾りを展示した。こもれびの里で収穫した
夏野菜を一緒にお供えした。

450 期間中の来場者数 展示等

2011/7/16 こどもの森　草笛教室(9)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

35

2011/7/16 2011/7/18
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。7
月は「葉っぱの図鑑」を行った。

40

2011/7/23 こどもの森教室(8)木の船を作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、ノコギ
リなどの工具を使ってオリジナルの木の船を作る工作教
室を行った。

31

2011/7/23 【こもれびの里】 こもれび講話（3） 武蔵野の民俗についてレクチャーした。 30

2011/7/23 2011/7/24
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。7
月は「葉っぱの図鑑」を行った。

32

2011/7/24 エンジョイ！ディスクゴルフ(2)
ディスクゴルフボランティアの協力のもと、ディスクゴルフ
の初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティング
（近くから的に投げる）コンテストを行った。

33

2011/7/24 こもれびの丘自然観察会「夏の野草」
こもれびの丘の林床に咲く夏の野草を中心に、こもれびの
丘を散策する観察会を行った。講師はこもれびの丘。

5

2011/7/30 2011/7/31
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。7
月は「葉っぱの図鑑」を行った。

20

2011/8/6 2011/8/7
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。8
月は「昆虫の名前クイズ」を行った。

47

2011/8/6 2011/8/31 サギソウまつり
サギソウの開花に合わせ、さざなみ広場を中心に展示用
花壇を設置し、１年をかけてボラティアの手で大切に育て
あげたサギソウを紹介した。

2,000 期間中の来場者数 展示等

2011/8/7 ペタンク探球講座（5)
ペタンクボランティアの協力のもと、ペタンクの初心者を対
象とした講習会を行った。

7

2011/8/7 こどもの森　草笛教室(10)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

50

2011/8/13 こどもの森教室(9)水鉄砲を作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、キリ
やノコギリなどの工具を使ってオリジナルの水鉄砲を作る
工作教室を行った。

14

2011/8/13 2011/8/14
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。8
月は「昆虫の名前クイズ」を行った。

30

2011/8/20 こどもの森　草笛教室(11)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

35

2011/8/20 【こもれびの里】 ミニガイド「炭焼き編」
リサイクルや環境への配慮の学習の一環として、炭焼きを
行い、資源の循環や炭の活用方法、環境へ果たす役割の
レクチャーを行った。

28

2011/8/20 2011/8/21
サギソウ相談会～栽培教室その後の管理
～

サギソウやサギソウの育て方についての質問や相談を受
け、日頃の疑問を解決した。

10

2011/8/20 2011/8/14
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。8
月は「昆虫の名前クイズ」を行った。

33

2011/8/27 こどもの森教室(10)水鉄砲を作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、キリ
やノコギリなどの工具を使ってオリジナルの水鉄砲を作る
工作教室を行った。

7

2011/8/27 【こもれびの里】 こもれび講話（4） 武蔵野の民俗についてレクチャーした。 15
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①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2011/8/27 2011/8/28
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。8
月は「昆虫の名前クイズ」を行った。

24

2011/8/28 エンジョイ！ディスクゴルフ(3)
ディスクゴルフボランティアの協力のもと、ディスクゴルフ
の初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティング
（近くから的に投げる）コンテストを行った。

59

2011/9/3 2011/9/4
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。9
月は「野菜の花クイズ」を行った。

9

2011/9/4 こどもの森　草笛教室(12)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

35

2011/9/10 こどもの森教室(11)紙すきでハガキを作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、紙す
きを行いオリジナルのハガキを作る工作教室を行った。

18

2011/9/10 2011/9/11
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。9
月は「野菜の花クイズ」を行った。

30

2011/9/17 こどもの森　草笛教室(13)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

35

2011/9/17 2011/9/19
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花緑文化センターボランティアによる月例イベント。9月は
「野菜の花クイズ」を行った。

87

2011/9/17 2011/9/22 【こもれびの里】 十五夜
里で収穫した米を粉にした上新粉で月見団子を作り飾っ
た。

1,400 期間中の来場者数 展示等

2011/9/18 サンデースポーツ教室(4)

スポーツボランティアに協力いただき、ディスクゴルフ・ペタ
ンク・クロッケー・ローンボウルス・ホースシューズの各種
目のルールやプレー方法等を指導するスポーツ体験教室
を行った。立川口サイクリングセンター前では一輪車の体
験教室を行った。

248

2011/9/23 2011/9/24
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。9
月は「野菜の花クイズ」を行った。

31

2011/9/24 こどもの森教室(12)紙すきでハガキを作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、紙す
きを行いオリジナルのハガキを作る工作教室を行った。

54

2011/9/24 【こもれびの里】 こもれび講話（5）
「雑草の四季」についての話を行った。雑草の種はどこか
ら来るのか。季節毎の雑草の紹介を代表的な畑の雑草の
見本を見ながら説明を行った。

29

2011/9/25 エンジョイ！ディスクゴルフ(4)
ディスクゴルフボランティアの協力のもと、ディスクゴルフ
の初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティング
（近くから的に投げる）コンテストを行った。

114

2011/9/25 野鳥観察会(4)
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマ
ナーや観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しな
がら野鳥観察会を行った。

21

2011/10/1 2011/10/2
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。10
月は「秋の花とコスモスの塗り絵」を行った。

33

2011/10/2 ペタンク探球講座（7)
ペタンクボランティアの協力のもと、ペタンクの初心者を対
象とした講習会を行ったが、雨天により参加者がなかっ
た。

19

2011/10/2 こどもの森　草笛教室(14)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

80

2011/10/6 【こもれびの里】 うどん作り
里で収穫した小麦粉を使用して、うどん作りの講習会を
行った。

11

2011/10/8
こどもの森教室(13)コスモスキーホルダーを
作ろう

こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、焼き
印を使ってコスモスのキーホルダーを作る工作教室を行っ
た。

136

2011/10/8 2011/10/9 山野草展(4)
山野草会連絡会の協力のもと、多摩の野草を中心に様々
な野草の展示を行い、来場者に山野草の紹介と育成方法
等の解説を行った。

1,092 期間中の入館者数 展示等

2011/10/8 2011/10/10
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。10
月は「秋の花とコスモスの塗り絵」を行った。

69

2011/10/9 草笛コンサート（2）
草笛ボランティアと関東草笛の会に協力いただき、草笛奏
者によるコンサートを行った。草笛の優しい音色を演奏し、
来園者に公園ならでは催しを楽しんでいただいた。

250

2011/10/10 体育の日　スポーツ体験教室
スポーツボランティアの協力のもと、体育のひにちなみ、
各スポーツの体験教室を無料で行った。

777

2011/10/15 2011/10/16 山野草展(5)
山野草会連絡会の協力のもと、多摩の野草を中心に様々
な野草の展示を行い、来場者に山野草の紹介と育成方法
等の解説を行った。

1,550 期間中の入館者数 展示等

2011/10/15 2011/10/16
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。10
月は「秋の花とコスモスの塗り絵」を行った。

36
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2011/10/16 サンデースポーツ教室(5)

スポーツボランティアに協力いただき、ディスクゴルフ・ペタ
ンク・クロッケー・ローンボウルス・ホースシューズの各種
目のルールやプレー方法等を指導するスポーツ体験教室
を行った。立川口サイクリングセンター前では一輪車の体
験教室を行った。

336

2011/10/19 2011/10/21 【こもれびの里】 十三夜 米粉で月見団子を作り、里で収穫した作物を飾った。 3,000 期間中の来場者数 展示等

2011/10/22
こどもの森教室(14)コスモスキーホルダーを
作ろう

こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、焼き
印を使ってコスモスのキーホルダーを作る工作教室を行っ
た。

12

2011/10/22 【こもれびの里】 こもれび講話（6）
「雑草の四季」についての話を行った。雑草の種はどこか
ら来るのか。季節毎の雑草の紹介を代表的な畑の雑草の
見本を見ながら説明を行った。

26

2011/10/22 2011/10/23
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。10
月は「秋の花とコスモスの塗り絵」を行った。

25

2011/10/23 エンジョイ！ディスクゴルフ(5)
ディスクゴルフボランティアの協力のもと、ディスクゴルフ
の初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティング
（近くから的に投げる）コンテストを行った。

82

2011/10/23 野鳥観察会(5)
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマ
ナーや観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しな
がら野鳥観察会を行った。

20

2011/10/23
こもれびの丘自然観察会「秋の雑木林の様
子・野草」

こもれびの丘の林床に咲く秋の野草を中心に、こもれびの
丘ボランティアの講師のもと散策する観察会を行いまし
た。

13

2011/10/29 2011/10/30 【こもれびの里】 おかまの団子
「おかまさま」は荒神様ともいい、お勝手（台所）の火の神
様。おかまさまには36人の子供の数のお団子を作りお重
に入れ、お供えした。

5,500 期間中の来場者数 展示等

2011/10/29 2011/10/30 ボランティアデー
お客様とボランティア交流、及びボランティア同士の交流
の場として、複数のボランティア団体の指導により、園内
の発生剤を移用したクラフト系体験イベントを実施した。

108

2011/11/3
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。11
月は「赤い実当クイズ」を行った。

13

2011/11/5 2011/11/6
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。11
月は「赤い実当クイズ」を行った。

51

2011/11/6 ペタンク探球講座（8)
ペタンクボランティアの協力のもと、ペタンクの初心者を対
象とした講習会を行ったが、雨天により参加者がなかっ
た。

2

2011/11/6 こどもの森　草笛教室(16)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

8

2011/11/12 こどもの森教室(15)クリスマス飾りを作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、ホット
ボンドなどの工具を使って、オリジナルのクリスマス飾りを
作る工作教室を行った。

30

2011/11/12 2011/11/13
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。11
月は「赤い実当クイズ」を行った。

65

2011/11/19 【こもれびの里】 焼きもち
里で収穫した小麦とネギで作る昔のおやつ作り体験を
行った。

8

2011/11/19 2011/11/20
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。11
月は「赤い実当クイズ」を行った。

27

2011/11/19 2011/11/23 【こもれびの里】 里の収穫祭 こもれびの里で作り上げた実りの収穫をお祝いした。 4,859 期間中の来場者数 展示等

2011/11/20 サンデースポーツ教室(6)

スポーツボランティアに協力いただき、ディスクゴルフ・ペタ
ンク・クロッケー・ローンボウルス・ホースシューズの各種
目のルールやプレー方法等を指導するスポーツ体験教室
を行った。立川口サイクリングセンター前では一輪車の体
験教室を行った。

329

2011/11/23
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。11
月は「赤い実当クイズ」を行った。

42

2011/11/23 【こもれびの里】 餅つき こもれびの里で収穫した餅米を使った餅つきを実施した。 150

2011/11/26 こどもの森教室(16)クリスマス飾りを作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、ホット
ボンドなどの工具を使って、オリジナルのクリスマス飾りを
作る工作教室を行った。

34

2011/11/26 【こもれびの里】 こもれび講話（7） 武蔵野の民俗についてレクチャーした。 17

2011/11/26 2011/11/27
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。11
月は「赤い実当クイズ」を行った。

23

2011/11/27 エンジョイ！ディスクゴルフ(6)
ディスクゴルフボランティアの協力のもと、ディスクゴルフ
の初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティング
（近くから的に投げる）コンテストを行った。

166
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2011/11/27 野鳥観察会(6)
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマ
ナーや観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しな
がら野鳥観察会を行った。

42

2011/12/3 2011/12/4
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。12
月は「木の実で遊ぼう」を行った。

75

2011/12/4 ペタンク探球講座（9)
ペタンクボランティアの協力のもと、ペタンクの初心者を対
象とした講習会を行ったが、雨天により参加者がなかっ
た。

12

2011/12/4 こどもの森　草笛教室(18)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

60

2011/12/10 こどもの森教室(17)正月飾りを作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、ノコギ
リやハサミなどの工具を使って、オリジナルの正月飾りを
作る工作教室を行った。

13

2011/12/10 2011/12/11
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。12
月は「木の実で遊ぼう」を行った。

127

2011/12/12 2011/12/30 【こもれびの里】 お花炭展示
こもれびの里ボランティアが作成した「ヒョウタン」「ハス」
「ドングル」等のお花炭約10種類を展示した。

6,266 期間中の来場者数 展示等

2012/12/17 こどもの森　草笛教室(19)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

15

2011/12/17 2011/12/18
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。12
月は「木の実で遊ぼう」を行った。

92

2011/12/18 サンデースポーツ教室(7)

スポーツボランティアに協力いただき、ディスクゴルフ・ペタ
ンク・クロッケー・ローンボウルス・ホースシューズの各種
目のルールやプレー方法等を指導するスポーツ体験教室
を行った。立川口サイクリングセンター前では一輪車の体
験教室を行った。

132

2011/12/23 2011/12/25
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。12
月は「木の実で遊ぼう」を行った。

65

2011/12/24 こどもの森教室(18)正月飾りを作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、ノコギ
リやハサミなどの工具を使って、オリジナルの正月飾りを
作る工作教室を行った。

23

2011/12/24 【こもれびの里】 こもれび講話（8） 武蔵野の民俗についてレクチャーした。 19

2011/12/25 野鳥観察会(7)
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマ
ナーや観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しな
がら野鳥観察会を行った。

20

2012/1/7 2012/1/8
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。1
月は「木の実で遊ぼう」を行った。

136

2012/1/7 2012/1/8 【こもれびの里】 小正月

まゆだまとあぼへぼを展示します。まゆだまは養蚕が盛ん
だった頃、まゆの豊作を祈願した小正月行事の再現で、あ
ぼへぼは粟穂稲穂のことで、穀物の豊作を依頼する小正
月行事を再現した。

700 期間中の来場者数 展示等

2012/1/8 ペタンク探球講座（10)
ペタンクボランティアの協力のもと、ペタンクの初心者を対
象とした講習会を行った。

9

2012/1/8 こどもの森　草笛教室(20)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

160

2012/1/14 こどもの森教室(19)干支を作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、オリジ
ナルの干支を作る工作教室を行った。

15

2012/1/14 2012/1/15
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。1
月は「木の実で遊ぼう」を行った。

77

2012/1/15 サンデースポーツ教室(8)

スポーツボランティアに協力いただき、ディスクゴルフ・ペタ
ンク・クロッケー・ローンボウルス・ホースシューズの各種
目のルールやプレー方法等を指導するスポーツ体験教室
を行った。立川口サイクリングセンター前では一輪車の体
験教室を行った。

135

2012/1/21 2012/1/22
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。1
月は「木の実で遊ぼう」を行った。

6

2012/1/28 こどもの森教室(20)干支を作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、オリジ
ナルの干支を作る工作教室を行った。

11

2012/1/28 【こもれびの里】 こもれび講話（9） 武蔵野の民俗についてレクチャーした。 15

2012/1/28 2012/1/29
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。1
月は「木の実で遊ぼう」を行った。

6
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■平成23年度　ボランティア
①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2012/2/3 【こもれびの里】 節分
鬼が柊の「葉を嫌がり、鰯を焼くにおいを嫌がって逃げ出
すと考えられているため、里の小屋周りに柊の枝に鰯の
頭を差して飾った。

50 期間中の来場者数 展示等

2012/2/4 【こもれびの里】 初午

２月最初の午の日に行う、お稲荷様のお祭りで、お社を設
置し、おあげを飾ります。また、五色の旗（青・黄・赤・白・
紫＝しょう・おう・せき・びゃく・こく）に書き、社の周りに飾っ
た。

250 期間中の来場者数 展示等

2012/2/4 2012/2/5
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。2
月は「公園パズル」を行った。

43

2012/2/5 ペタンク探球講座（10)
ペタンクボランティアの協力のもと、ペタンクの初心者を対
象とした講習会を行った。

18

2012/2/5 こどもの森　草笛教室(22)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

60

2012/2/11 こどもの森教室(21)竹の箸と箸置きを作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、ノコギ
リや小刀などの工具を使って、オリジナルの竹の箸と箸置
きを作る工作教室を行った。

23

2012/2/11 2012/2/12
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。2
月は「公園パズル」を行った。

39

2012/2/18 こどもの森　草笛教室(23)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

15

2012/2/18 2012/2/19
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。2
月は「公園パズル」を行った。

33

2012/2/19 サンデースポーツ教室(9)

スポーツボランティアに協力いただき、ディスクゴルフ・ペタ
ンク・クロッケー・ローンボウルス・ホースシューズの各種
目のルールやプレー方法等を指導するスポーツ体験教室
を行った。立川口サイクリングセンター前では一輪車の体
験教室を行った。

119

2012/2/25 こどもの森教室(22)竹の箸と箸置きを作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、ノコギ
リや小刀などの工具を使って、オリジナルの竹の箸と箸置
きを作る工作教室を行った。

1

2012/2/25 【こもれびの里】 こもれび講話（10） 武蔵野の民俗についてレクチャーした。 17

2012/2/25 2012/2/26
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。2
月は「公園パズル」を行った。

7

2012/2/26 エンジョイ！ディスクゴルフ(8)
ディスクゴルフボランティアの協力のもと、ディスクゴルフ
の初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティング
（近くから的に投げる）コンテストを行った。

46

2012/2/26 野鳥観察会(9)
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマ
ナーや観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しな
がら野鳥観察会を行う事としていたが参加者がなかった。

27

2012/3/3 2012/3/4
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。3
月は桜のメッセージ」を行った。

61

2012/3/12 ペタンク探球講座（12)
ペタンクボランティアの協力のもと、ペタンクの初心者を対
象とした講習会を行った。

12

2012/3/4 こどもの森　草笛教室(24)
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使
い、参加した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導
する草笛教室を行った。

50

2013/3/10 2013/3/11
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。3
月は桜のメッセージ」を行った。

46

2012/3/17 2012/3/18
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。3
月は桜のメッセージ」を行った。

23

2012/3/20
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。3
月は桜のメッセージ」を行った。

19

2012/3/24 こどもの森教室(23)竹の剣玉を作ろう
こどもの森木工房にて小学生から中学生を対象に、ノコギ
リなどの工具を使って、オリジナルの竹の剣玉を作る工作
教室を行うこととしていたが、参加者がなかった。

10

2012/3/24 【こもれびの里】 こもれび講話（11） 武蔵野の民俗についてレクチャーした。 15

2012/3/24 2012/3/25
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。3
月は桜のメッセージ」を行った。

51

2012/3/25 野鳥観察会(10)
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマ
ナーや観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しな
がら野鳥観察会を行た。

32
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■平成23年度　ボランティア
①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2012/3/31
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム

花みどり文化センターボランティアによる月例イベント。3
月は桜のメッセージ」を行った。

2

件数 182

参加者数（展示等除く） 12,299
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■平成23年度　ボランティア
②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2011/6/26
カムバック武蔵野多摩の雑木林を育てよう
（1）

こもれびの丘ボランティアの指導のもと、市民参加で育て
た雑木林の管理作業を、一般市民の方に協力いただき
行った。

7

2011/7/9 【こもれびの里】ジャガイモ掘り体験 こもれみの里にて、ジャガイモ掘りを行った。 101

2011/7/26 藍の生葉染め体験会
ハーブボランティア協力のもと、公園で摘んだ藍で色染め
の液を作り、シルクのハンカチに藍染めを行った。

15

2011/9/11
カムバック武蔵野多摩の雑木林を育てよう
（2）

こもれびの丘ボランティアの指導のもと、市民参加で育て
た雑木林の管理作業を、一般市民の方に協力いただき
行った。

15

2011/9/27 藍の生葉染め体験会
ハーブボランティア協力のもと、公園で摘んだ藍で色染め
の液を作り、シルクのハンカチに藍染めを行った。

14

2011/10/15
【こもれびの里】 サツマイモ堀り・落花生掘
り体験

サツマイモ掘りと落花生掘りの体験を行った。 82

2011/10/17 【こもれびの里】 サツマイモ堀り体験① サツマイモ掘り体験を行った。 30

2011/10/19 【こもれびの里】 サツマイモ堀り体験② サツマイモ掘り体験を行った。 30

2011/10/21 【こもれびの里】 サツマイモ堀り体験③ サツマイモ掘り体験を行った。 8

2011/10/24 【こもれびの里】 サツマイモ堀り体験④ サツマイモ掘り体験を行った。 30

2011/10/26 【こもれびの里】 サツマイモ堀り体験⑤ サツマイモ掘り体験を行った。 30

2011/10/30 【こもれびの里】 お花炭焼き
松ぼっくりなど里内で調達した材料を使用し、炭焼きの体
験を行った。また、炭の役割などを講師が説明した。

16

2011/11/3 【こもれびの里】 うどん作り
里で収穫した小麦粉を使用して、うどん作りの講習会を
行った。

17

2011/11/27 【こもれびの里】 お花炭焼き
松ぼっくりなど里内で調達した材料を使用し、炭焼きの体
験を行った。また、炭の役割などを講師が説明した。

17

2012/1/14 【こもれびの里】 焼きイモ体験！ 里で収穫したサツマイモを使い、焼き芋体験を行った。 100

2012/1/26 【こもれびの里】 そば作り 里で収穫したさば粉を使用して、そば作りを行った。 7

2012/2/4 【こもれびの里】 竹炭焼き
竹炭の焼き方を体験していただき、炭の役割を楽しみなが
ら知っていただいた。

9

2012/2/12 こもれびの丘「間伐体験」
自然に興味のある中学生以下のお子様とその家族に、雑
木林の中で樹木の間伐を体験していただいた。

5

2012/2/23 【こもれびの里】うどん作り
こもれびの里で収穫した小麦粉を使用して、うどん作りを
実施した。

17

2012/3/10 2012/3/11 サギソウ栽培教室
サギソウボランティア協力により一般に栽培が難しいとさ
れるサギソウの育て方講習会を行った。

166

2012/3/15 【こもれびの里】うどん作り
こもれびの里で収穫した小麦粉を使用して、うどん作りを
実施した。

15

2012/3/24 【こもれびの里】 竹炭焼き
竹炭の焼き方を体験していただき、炭の役割を楽しみなが
ら知っていただいた。

14

件数 22

参加者数（展示等除く） 745
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平成23年度　自主事業

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2011/5/12
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート入門
教室①1回目

公園で見られる季節の植物(アイスランドポピー)を題材
に、植物画（ボタニカルアート）を描く教室を開催した。

13

2011/5/15
【プロジェクトワイルドキッズプログラム】自
然発見塾①

プロジェクトワイルドのプログラムに沿った環境教育プログ
ラムを行った。

17

2011/5/20
【花とみどりの楽校】 葉画ワークショップ 1
回目葉っぱのスタンプ／筆ペンで書いてみ
よう

群馬直美講師により、身近な植物の葉を、簡易テンペラを
用いて描く教室を開催した。

15

2011/5/21
【緑・花文化を楽しむ講習会 】歌をうたって
植物を知ろう春編

園内で見られる植物が取り入れられている歌を一緒に歌
い、その歌の背景や歌に出てくる植物の性質、植物にまつ
わる文化的なことについてわかりやすく解説した。

6

2011/5/26
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート入門
教室①2回目

公園で見られる季節の植物(アイスランドポピー)を題材
に、植物画（ボタニカルアート）を描く教室を開催した。

12

2011/5/28 2011/5/29
【夢プラン】 珍樹ハンターになろう！体験プ
ログラム

12月中旬から3月中旬まで一般入園者の方に撮影して応
募して頂いた珍樹写真の展覧会を行った。

50

2011/5/29
【緑・花文化を楽しむ講習会 】薬草を探して
みよう

園内に生えている薬草を新ルートで紹介します。植物とし
ての特徴・薬草としての利用方法などをお話しするととも
に、園内に生えていない種類や一部の生薬もお見せす
る。

9

2011/6/3
【花とみどりの楽校】 葉画ワークショップ 2
回目シャープペンシルで描いてみよう

群馬直美講師により、身近な植物の葉を、簡易テンペラを
用いて描く教室を開催した。

19

2011/6/5
【緑・花文化を楽しむ講習会 】春の日本庭
園観察会

目にも鮮やかな。新緑の日本庭園を巡りながら、独特の造
園技法や、建築様式、植物の管理方法などを解説した。

10

2011/6/5
【夢プラン】 自然の中のドリームフラワー
ウェデングinふれあい広場

ふれあい広場において人前結婚式を行った。 50

2011/6/9
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
②1回目

山田道恵講師により、公園で見られる「ノバラ」を題材にボ
タニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

15

2011/6/12
【緑・花文化を楽しむ講習会 】カビを知って
いますか？身近で知らない仲間

植物ともかかわり、かつては植物に入れられていた類のう
ち、カビ(糸状菌）について話をした。

11

2011/6/17
【花とみどりの楽校】 葉画ワークショップ 3
回目初挑戦！テンペラで描いてみよう

群馬直美講師により、身近な植物の葉を、簡易テンペラを
用いて描く教室を開催した。

18

2011/6/19
【プロジェクトワイルドキッズプログラム】自
然発見塾③

プロジェクトワイルドのプログラムに沿った環境教育プログ
ラムを行った。
今回は「あめあめふれふれ」戸田医師、雨の音について学
んだ後、雨の音のする楽器「レインスティック」を作った。

42

2011/6/19
【緑・花文化を楽しむ講習会 】アジサイとプ
ラントハンターの世界

日本の花、アジサイは世界中の植物をあたうメタプラント
ハンターと呼ばれる人たちによって欧米に紹介されまし
た。プラントハンター達の日本での活動と、古くて新しい
花、アジサイの歴史と育て方を紹介した。

12

2011/6/23
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
②2回目

山田道恵講師により、公園で見られる「ノバラ」を題材にボ
タニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

15

2011/6/25
【緑・花文化を楽しむ講習会 】ハーブを楽し
む①ハーブ石鹸をつくりましょう！

ハーブを使った石鹸づくりに挑戦した。 16

2011/7/1
【花とみどりの楽校】 葉画ワークショップ 4
回目それぞれの葉っぱの絵を見つけてみよ
う

群馬直美講師により、身近な植物の葉を、簡易テンペラを
用いて描く教室を開催した。

15

2011/7/1 2011/7/2
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界～初
級編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～初級編
は、伝統的な藍染めの手法を用いた型彫りから紗張り、藍
染めまでを行った。

23

2011/7/8 2011/7/9
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界～初
級編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～初級編
は、伝統的な藍染めの手法を用いた型彫りから紗張り、藍
染めまでを行った。

20

2011/7/10
【緑・花文化を楽しむ講習会 】花について
もっと知ろう

植物観察の楽しさはやはり花が中心となります。今回は虫
媒花・鳥媒花を中心にお話しした。

12

2011/7/14
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
③3回目

山田道恵講師により、公園で見られる「みどりのカーテン」
の植物を題材にボタニカルアート（植物画）を描く教室を開
催した。

16

2011/7/15
【花とみどりの楽校】 葉画ワークショップ 5
回目葉っぱの絵でプチ展覧会をしてみよう

群馬直美講師により、身近な植物の葉を、簡易テンペラを
用いて描く教室を開催した。

18

2011/7/15 2011/7/16
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界～初
級編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～初級編
は、伝統的な藍染めの手法を用いた型彫りから紗張り、藍
染めまでを行った。

23

2011/7/17
【プロジェクトワイルドキッズプログラム】自
然発見塾④

プロジェクトワイルドのプログラムに沿った環境教育プログ
ラムを行った。

34

2011/7/17
【緑・花文化を楽しむ講習会 】植物の名前
の調べ方

幾つかの実物を例にして、観察しながら、名前の調べ方を
知ります。また、図鑑を使うときに役立つ植物分類学の基
礎を学びます。植物観察の楽しさはやはり花が中心となり
ます。

17
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平成23年度　自主事業

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2011/7/22 2011/7/23
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界～初
級編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～初級編
は、伝統的な藍染めの手法を用いた型彫りから紗張り、藍
染めまでを行った。

23

2011/7/28
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
②4回目

山田道恵講師により、公園で見られる「みどりのカーテン」
の植物を題材にボタニカルアート（植物画）を描く教室を開
催した。

16

2011/7/29 2011/7/30
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界～初
級編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～初級編
は、伝統的な藍染めの手法を用いた型彫りから紗張り、藍
染めまでを行った。

22

2011/7/30 【夢プラン】 大きなしゃぼん玉できるかな
割れにくいシャボン液とシャボン玉を作るための材料(道
具)を用意しておおきなシャボン玉づくりに挑戦した。

25

2011/8/1 【夢プラン】 大きなしゃぼん玉できるかな
割れにくいシャボン液とシャボン玉を作るための材料(道
具)を用意しておおきなシャボン玉づくりに挑戦した。

60

2011/8/6
【緑・花文化を楽しむ講習会 】柿渋のたたき
染め

身近な渋柿を使って染め物をします。今回はトートバッグ
の両面にたたき染めを行った。

15

2011/8/8
【緑・花文化を楽しむ講習会 】昭和記念公
園で木を知ろう

色々な木の幹の肌や、葉の形を木によってどのように違っ
ているかを調べて記録します。

8

2011/8/11
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
③1回目

山田道恵講師により、公園で見られる「みどりのカーテン」
の植物を題材にボタニカルアート（植物画）を描く教室を開
催した。

14

2011/8/21
【プロジェクトワイルドキッズプログラム】自
然発見塾⑤

プロジェクトワイルドのプログラムに沿った環境教育プログ
ラムを行った。

16

2011/8/25
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
③2回目

山田道恵講師により、公園で見られる「みどりのカーテン」
の植物を題材にボタニカルアート（植物画）を描く教室を開
催した。

11

2011/9/5
【緑・花文化を楽しむ講習会 】つる植物につ
いてもっと知ろう

つる植物の登坂の仕方について、また、その植物の名前
がわかったり、それが属する属がおおよそ見当がつく、そ
んなノウハウの一端を園内を歩きながら話を行った。

11

2011/9/8
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
③3回目

山田道恵講師により、公園で見られる「みどりのカーテン」
の植物を題材にボタニカルアート（植物画）を描く教室を開
催した。

14

2011/9/18
【プロジェクトワイルドキッズプログラム】自
然発見塾⑥

プロジェクトワイルドのプログラムに沿った環境教育プログ
ラムを行った。

36

2011/9/22
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
③4回目

山田道恵講師により、公園で見られる「みどりのカーテン」
の植物を題材にボタニカルアート（植物画）を描く教室を開
催した。

15

2011/9/24
【緑・花文化を楽しむ講習会 】秋の花を訪
ねて「科」の性質を調べる

公園に咲いている秋の草や木の花を訪ねて散策し、それ
らの植物が属している仲間の性質について調べる。同時
に分類はどのように行われているのかについても学んだ。

10

2011/10/2
【緑・花文化を楽しむ講習会 】園内でキノコ
を探してみよう

キノコを探して観察するイベントを実施した。 11

2011/10/3 【夢プラン】 大きなしゃぼん玉できるかな
割れにくいシャボン液とシャボン玉を作るための材料(道
具)を用意しておおきなシャボン玉づくりを行った。

100

2011/10/10
【緑・花文化を楽しむ講習会 】向島百花園と
江戸の花文化

江戸時代の日本の園芸文化の講習を実施した。 10

2011/10/13
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
④1回目

山田道恵講師により、公園で見られるコスモスを題材にボ
タニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

12

2011/10/16
【プロジェクトワイルドキッズプログラム】自
然発見塾⑦

プロジェクトワイルドのプログラムに沿った環境教育プログ
ラムを行った。

29

2011/10/20
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
④2回目

山田道恵講師により、公園で見られるコスモスを題材にボ
タニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

8

2011/10/23
【緑・花文化を楽しむ講習会 】木のみを見よ
う、もっと知ろう

公園を散策して色々な木の実を観察しましょう。木の実に
ついての講習会を実施した。

8

2011/10/30 【夢プラン】 大きなしゃぼん玉できるかな
割れにくいシャボン液とシャボン玉を作るための材料(道
具)を用意しておおきなシャボン玉づくりを行った。

200

2011/11/6 【夢プラン】 大きなしゃぼん玉できるかな
割れにくいシャボン液とシャボン玉を作るための材料(道
具)を用意しておおきなシャボン玉づくりを行った。

50

2011/11/10
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
④3回目

山田道恵講師により、公園で見られるコスモスを題材にボ
タニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

11

2011/11/13
【緑・花文化を楽しむ講習会 】動物が散布
する種子

植物は種子を散布するために様々な工夫をしています。
植物たちが動物に種子を運ばせるために、こらしている工
夫や植物の散布を手伝う動物たちの行動についての講習
会を実施した。

7

2011/11/20
【プロジェクトワイルドキッズプログラム】自
然発見塾⑧

プロジェクトワイルドのプログラムに沿った環境教育プログ
ラムを行った。

23
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平成23年度　自主事業

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2011/11/20
【緑・花文化を楽しむ講習会 】秋の日本庭
園の観察会

鮮やかに染まる庭園を散策しながら、庭園や建物の技
法、秋の植物の観察、この季節の植物の手入れ方法等を
解説する観察会を開催した。

10

2011/11/24
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
④4回目

山田道恵講師により、公園で見られるコスモスを題材にボ
タニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

9

2011/12/3 【連続公開講座】 花と緑と知のミュージアム
地域振興を目的とし、多摩地域のビジネスや行政のトップ
等を招き、ビジュアルな写真やビデオを使用した対談形式
でお話しいただいた。

36

2011/12/5
【緑・花文化を楽しむ講習会 】和のステンシ
ルで年賀状をつくろう

伝統的な型友禅の用具と技法で、ステンシルの型紙作り
からはじめ、オリジナルの年賀状作りを行った、

15

2011/12/8
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
⑤1回目

山田道恵講師により、ノバラ（実）を題材に、ボタニカル
アート（植物画）を描く教室を開催した。

13

2011/12/11 【緑・花文化を楽しむ講習会 】仏教の植物

仏教には各種の儀式に使われる植物、仏典に登場する植
物など、実在のものや想像上のものも含めて多数の植物
が登場します。それらの植物と仏教の関わり、歴史などに
ついて実施しました。

8

2011/12/18
【プロジェクトワイルドキッズプログラム】自
然発見塾⑨

プロジェクトワイルドのプログラムに沿った環境教育プログ
ラムを行った。

36

2011/12/22
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
⑤2回目

山田道恵講師により、ノバラ（実）を題材に、ボタニカル
アート（植物画）を描く教室を開催した。

13

2012/1/2 2012/1/31
【夢プラン】 植物からの贈り物～野花の彩
り、葉のしずく、雪花もよう

直井和子氏（夢プラン応募者）が撮影した植物の生態、植
物を取り囲む自然環境を交えながら「植物の生命」を表現
した写真を展示した。

8,862 期間中の入館者数

2012/1/2 2012/1/31 【夢プラン】 凧展
中川武利氏（夢プラン応募者）制作の鳥や蝶を表現した凧
等約40点を展示した。

8,862 期間中の入館者数

2012/1/12
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
⑤3回目

山田道恵講師により、公園で見られるアネモネを題材に、
ボタニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

15

2012/1/13 2012/1/14
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界　上級
編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～上級編
は額装して飾ることが出来る型紙作品を実施した。

19

2012/1/14
【緑・花文化を楽しむ講習会 】ギリシャの花
を楽しむ

ペレポネソス半島の島奥部に咲くチューリップタイエトス山
脈に群生する原種のシクラメン、オフリス欄、クロッカスの
原種などの花もお見せします、一緒にギリシャの花を楽し
む講習会を実施。

10

2012/1/20 2012/1/21
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界　上級
編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～上級編
は額装して飾ることが出来る型紙作品を実施した。

22

2012/1/21 【緑・花文化を楽しむ講習会 】火と植物
火に関する植物との関わりをお話しした。また、火事でも
えることを前提とした生き方をしている植物もあるように
「火を利用する植物」を実施した。

6

2012/1/26
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
⑤4回目

山田道恵講師により、公園で見られるアネモネを題材に、
ボタニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

15

2012/1/27 2012/1/28
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界　上級
編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～上級編
は額装して飾ることが出来る型紙作品を実施した。

21

2012/2/6
【緑・花文化を楽しむ講習会 】冬芽について
もっと知ろう

冬芽をはじめとする樹木の冬の姿で樹木を見分ける方法
をお話しします。今回は園内に生えている樹木をじっくり見
て歩き、講習会を実施した。

12

2012/2/9
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
⑥1回目

山田道恵講師により、公園で見られるパンジー・ビオラを
題材に、ボタニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

8

2012/2/10 2012/2/11
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界　上級
編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～上級編
は額装して飾ることが出来る型紙作品を実施した。

21

2012/2/19
【緑・花文化を楽しむ講習会 】唐草－植物
文様の遙かな旅

花唐草を中心に、誰もが知っていて馴染みの深い伝統的
文様の成り立ちと歴史について、実例をみながら解説、実
施しました。

6

2012/2/23
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
⑥2回目

山田道恵講師により、公園で見られるパンジー・ビオラを
題材に、ボタニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

14

2012/2/24 2012/2/25
【緑・花文化を楽しむ講習会 】伝統的な文
様を藍で染める～Japan Blueの世界　上級
編

伝統的な文様を藍で染める～Japan Blueの世界～上級編
は額装して飾ることが出来る型紙作品を実施した。

19

2012/3/8
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
⑥3回目

山田道恵講師により、公園で見られる季節の植物を題材
に、ボタニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

16

2012/3/11
【緑・花文化を楽しむ講習会 】春の万葉植
物に親しむ・こもれびの丘編

寒い冬を過ごした後、再び巡ってきた春の慶びを感じさせ
てくれる「万葉集」ゆかりの植物をこもれびの丘周辺で観
察しながら、歌といにしえの人々の暮らしとの関わりなど
についてお話しを実施した。

10
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平成23年度　自主事業

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2012/3/19
【緑・花文化を楽しむ講習会 】早春の森の
秘密・・・スプリングエフェメラルの生存戦略

早春の森の中に咲くカタクリの花、ニリンソウなどの花々
は、その生活史からスプリングエフェメラル（春のはかない
もの）と呼ばれています。しかし、その生き方には巧妙なサ
バイバル戦略が隠されています。他の花との比較を通じ
考察し講習会を実施した。

10

2012/3/22
【花とみどりの楽校】 ボタニカルアート教室
⑥4回目

山田道恵講師により、公園で見られる季節の植物を題材
に、ボタニカルアート（植物画）を描く教室を開催した。

14

件数 80
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平成23年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2011/4/24
春の楽市－「みどり・はな・環境の交流フェ
スタ」

市民活動展・緑化まつり・環境フェア・地方観光物産などを
開催した。各テントで東日本大震災で被災された方への義
援金を受け付けた。

61,000

2011/4/29 「昭和の日」ビデオ上映会
昭和天応記念館主催の「昭和の日」にちなんだ、ビデオの
上映と講演会を行った。

301

2011/4/30 国立音大金管バンドチャリティーコンサート

立川祖地域文化振興財団がコンサートのイベントを募集し
て、公園管理センターと共同で開催した。今回は東日本大
震災の復興支援のため国立音大金管バンドサークルが演
奏をした

1,000

2011/4/23 東京ＴＡＭＡ音楽祭
「たちかわみんなの音楽祭」から「東京ＴＡＭＡ音楽祭」に
改称し、東京多摩３０市町村をつなぐ音楽祭として、様々
な音楽イベントを公園内で開催した。

100

2011/4/16 2011/4/17 春の洋蘭展示会
一般には知られていない多種多様な洋蘭を展示して、そ
の魅力を多くの人に知ってもらうとともに、その栽培方法を
説明し、洋蘭栽培の普及を図る。

2,198 期間中の入館者数

2011/4/17 「○○いけばな展」説明会
立川高島屋で開催される「いけばな展」のための資料配付
と展覧会の説明

200

2011/5/1 2011/5/5 アートバザール
地元のアーチストやマーケット実行委員会の協力により手
続きアート作品の展示販売を行った。

1,000 期間中の入館者数

2011/5/24 2011/5/31 たちかわアートギャラリー展入賞者記念展
立川市民会館で開催されたアートギャラリー展の入賞者
作品（絵画10点）を展示した。

2,521 期間中の入館者数

2011/5/21
講習会及び園内見学「昭和記念公園を100
倍楽しむ講座～初夏を楽しむ」

立川市民を対象に国営昭和記念公園の魅力をして頂くた
めの生涯学習講座を開催した。

25

2011/5/8 とびっきりまつり

立川市と近隣市のこどもたちに、人との出会い、芸術との
出会い、地域との出会い、自然との出会い等の多くの出会
いの場をつくる。今年で5回目、今年のテーマは「とびっき
りの森で新しいを探そうよ」を行った。

300

2011/5/18 2011/5/22
剪定枝葉を原料とする堆肥を使った土づく
りと植え付け講座

剪定枝葉を原料とする堆肥を使った土づくりと苗の植え付
けを講座形式で開催した。

37

2011/5/21 ○○モデル撮影会
○○が主催する写真撮影会を実施します。園内の風景や
モデルを撮影し、コンテストを開催します。

100

2011/5/21 ○○スポーツデー
○○学校に通こどもたちスポーツを通じて交流、親睦を深
めるレクリエーションの会を行った。

50

2011/5/22 ○○俳句会 公園内の草木・花・水を干渉・作句した後、句会を行った。 20

2011/6/2 2011/6/5 COE-つなぐ－展
芸術家と鑑賞者の「COE（声）をつなぎ、日本の美しい自然
と文化の継承を目的として、様画、日本画、工芸等の芸術
作品を展示した。

2,346 期間中の入館者数

2011/6/5 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行った。

54

2011/6/5 句会○○
有料区域で動植物を観察した後、花みどり文化センターで
俳句の発表と鑑賞を行った。

30

2011/6/5 ○○タイコまつり
立川地域の和太鼓の演奏グループが一堂に会して演奏
会を開催した。

300

2011/6/10 2011/6/12 プリザーブフラワー・パラダイス作品展
プリザードフラワーを使用した咲くhんの展示と体験講習会
(展示開催中随時受け付け／定員15名）を行った。

1,665 期間中の入館者数

2011/6/12
「全国一斉・遊びの日」in昭和記念公園　足
育ワークショップ

子供の正しい足の発育を促すイベントをプログラム形式で
行った。プログラム内容はスタンプラリー、ウォーキング
ゲーム、足裏たいそう、お話し演奏会、ミニ本作り、計測会
を実施した。

300

2011/6/12 ○○フットサル大会
会員のレクリエーション及び交流を図ることを目的にフット
サル大会を開催した。

80

2011/6/19
プロジェクト・ワイルドエデュケーター養成講
習会

「プロジェクト・ワイルド」のエデュケーターの養成講習会を
実施した。

26

2011/7/3 ○○トライアスロン大会 トライアスロン大会を開催。 800

2011/7/9 【連続公開講座】花と緑と知のミュージアム
地域振興を目的とし、造園家竹谷仁志氏に庭造りについ
て、対談形式でお話し頂いた。

15

2011/7/29 2011/7/31 ○○フライングディスク大会
フライングディスク7種目(ディスクゴルフなど)の今年度の
日本一を決定する大会。

180

2011/8/28
体験型環境教育プロジェクトそれいけ！た
まレンジャー！！

小学校を対象とし、ケナフの紙漉き体験、ペットボトルビー
ズを使ったストラップ、ブレスレットづくりを行った。

21
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2011/8/27 2011/8/28 ○○サッカー大会
みんなの原っぱで、関東一円の幼稚園児と小学校１・２年
生が集まり、サッカーリーグ戦を行った。

3,800

2011/8/6 ○○ハンドランチグライダー大会
みんなの原っぱをフィールドにして、ハンドランチグライ
ダー（翼幅1.5ｍ程度の動力のない模型飛行機）の技術向
上及び普及を図るイベントを行った。

50

2011/8/7 ○○パーカッション演奏会
みんなの原っぱ北川・桜の園付近でアフリカパーカッショ
ンの演奏会を行った。

40

2011/8/7 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行った。

54

2011/8/19 ○○フットサル教室
立川市とその近郊に住む少年少女を対象にして、フットサ
ル教室を開催した。

30

2011/9/18 足育ワークショップ
フットプリントアートや足育体験などを体験していただい
た。

20

2011/9/10 ○○トライアスロン
高校生以上の男女が参加し、スイム（750Ｍ）・バイク（20Ｋ
Ｍ）・ラン（5ＫＭ）の距離を最短の時間で競いあう。

716

2011/9/11 ○○トライアスロン大会
スイム、自転車とマラソンを組み合わせたトライアスロン競
技大会を行います。子供（小学生・中学生）の参加資格を
持つ男女がエントリーする。

340

2011/9/3 2011/9/4 ○○展 いけばなの展示を行った。 778 期間中の入館者数

2011/9/4 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行った。

42

2011/9/16 ○○研究報告 研究発表会を行った。 19

2011/9/18 箱根駅伝予選会の試走会
10/15（土）の箱根駅伝予選会に参加する大学の試走会を
行った。

400

2011/9/22 2011/9/28 ○○展示 「花みどり」をテーマに陶芸作品の発表・展示を行った。 5,014 期間中の入館者数

2011/9/24 2011/9/25 ○○ピクニック
ピクニックをテーマとしたイベント。音楽ステージ、親子で
楽しめるワークショップ、野菜・雑貨販売などを行った。

21,000

2011/9/25 ローンボウルズ　クラブ交流大会 ローンボウルズの関東地区クラブ対抗大会を実施。 40

2011/9/29 ○○フォークダンス練習会 フォークダンス練習と花を観賞して会員の親睦を深める。 30

2011/9/30 ○○運動会 運動会を通じて学生と職員の交流と親睦を図る。 250

2011/10/1 2011/10/2 秋の洋蘭展示会
○○会員が栽培した洋蘭（50～100鉢）を展示するほか、
栽培方法等の解説を行った。

1,366 期間中の入館者数

2011/10/2 ○○パーティー
英会話スクール受講生（幼～高）を対象とした、英会話を
活用してのエッグハンティングやオリエンテーリング、疑似
ショッピング等による体験学習を行った。

200

2011/10/2 森のようちえんワークショップin立川
森のようちえん（環境学習）の指導者育成講習会で、ネイ
チャーゲームや自然物を利用したアクティビティー体験の
他、座学での講義を行った。

20

2011/10/5 2011/10/16 題41回野鳥の巣箱コンクール作品展示会
野鳥の巣箱コンクールの表彰及び作品展示と野鳥保護に
関する展示やイベントを開催した。

2,372 期間中の入館者数

2011/10/8
【連続公開講座】
花と緑と知のミュージアム

地域振興を目的とし、ドラゴン先生（岡村茂氏）を招き、「マ
ルチに生きよう！ドラゴン先生の人生講演」というテーマで
ビジュアルな写真を使用して対談形式でお話し頂いた。

20

2011/10/8 2011/10/10 季節の移ろいを撮る
読売文化センター写真教室の受講生による、国営昭和記
念公園の風景や花の写真展を行った。

6,735 期間中の入館者数

2011/10/8 2011/10/10 いけばなnow2011緑へのアクセス
○○地区48支部の若い会員1500名が若き家元とともに一
人では表現することのできない大きな作品をゆめひろばで
公開製作・展示しました。

21,511 期間中の来場者数

2011/10/9 ○○ウオークラリー ○○が主催する健康づくりのウオークラリーを行った。 350

2011/10/10 公園でヨガ 屋外でヨガを楽しみ、会員同士の交流を深めた。 20

2011/10/16
第88回東京箱根間往復大学駅伝競走予選
会

平成24年1月に行われる第87回東京箱根間往復大学駅
伝競走の予選会を行った。公園に隣接する自衛隊立川駐
屯地をスタートし、立川中心部を経由して、みんなの原っ
ぱをゴールとした。

500
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2011/10/16 立川ｎｅｗフォトラリー
立川レクリエーション協会の主催による、家族、仲間と共
にコミニュケーションと健康作りを目的とした写真の場所を
巡るウォークラリー大会を行った。

200

2011/10/21 ○○詩吟会
花の丘でコスモスを見た後、花みどり文化センター研修室
にて句会を行った。

15

2011/10/23 ○○サッカー大会
三多摩広域６ブロックの養護施設児童を対象とし、健全な
心身の育成を目的としたサッカー大会を行った。

200

2011/10/23 LET'S　GET　OUTSIDE

○○（アウトドアブランド）のアウトドアをテーマとしたCSRイ
ベント。○○の取り組む環境保全活動の展示の他、子供
向けのワークショップ、アウトドア用品販売、ケータリング
等の出展を行った。

10,000

2011/10/29 ○○ウオークラリー ○○が主催する健康づくりのウオークラリーを行った。 200

2011/10/29 ○○ウオークラリー ○○関係者及びその家族の親睦会を開催した。 500

2011/10/29 ○○撮影会
○○の写真愛好家で構成する○○のモデル撮影会を行っ
た。

5

2011/10/30
昭和記念公園を100倍楽しむ講座～秋の紅
葉を楽しむ～座学

花みどり文化センター館長による公園の概要、歴史、見所
についての講座を行った。

25

2011/11/3 2011/11/6 ○○ディスクゴルフトーナメント
日本ディスクゴルフ協会公認戦のディスクゴルフ大会を公
園内のディスクゴルフコースで行いました。

200

2011/11/3 ボーイスカウト○○ラリー 結成集会を行った。 750

2011/11/5 2011/11/6 秋の楽市
市民や地域を構成する各種諸団体、企業や周辺都市等
の出店、各種ステージ等を行った。

99,000

2011/11/12 クッブ
木製の杭を投げて相手の杭を倒したチームが勝ちとなる
ゲーム。東京大会を開催しました。

45

2011/11/12 ○○「歩け歩け大会」 ○○3社合同のウオーキング大会を実施した。 45

2011/11/12 2011/11/13 Ｋonaフェスタ　2011
日清製粉による「粉と学ぶ」イベントや、小麦粉を使った食
べ物の出店を行った。

15,419

2011/11/13 ○○健歩大会
○○の加入者への健康保持と体力増進を図るウォーキン
グイベント。

130

2011/11/13 ローンボウルス大会 ローンボウルスのムックスペアにより大会を開催。 16

2011/11/14 ○○フットサル大会
フットサルをして日ごろの運動不足の解消と親睦をする理
容師の祭典として大会を開催しました。

100

2011/11/18
昭和記念公園を100倍楽しむ講座～秋の紅
葉を楽しむ～散策

花みどり文化センター館長による公園の概要、歴史、見所
についての講座の2回目として、園内内見学を行った。

23

2011/11/18 ○○ターゲットバードゴルフ大会
ボランティアの方に運営をお願いしているターゲットバード
ゴルフの○○支部の創立20周年記念大会を開催。

90

2011/11/18 2011/11/20 植栽基盤診断士認定試験
「植栽基盤診断士」に必要な実技能力を判定する試験を
実施しました。

68

2011/11/19 2011/11/24 ○○作陶展 花や緑をデザインしたやきものの展示会を開催。 7,462 期間中の入館者数

2011/11/20 2011/11/23 ○○フットサルリーグ大会
日本に滞在する外国人留学生・就学生・研修生などが日
本人青年学生とともにフットサルを行いました。

150

2011/11/23 ○○ウオークラリー
従業員と家族の健康づくりを兼ねたレクリエーションを実
施。

500

2011/11/26 ○○ロード選手権
園内特設コースにおいて、ハーフマラソンと10Ｋｍレースを
行った。

1,500

2011/11/26 2011/11/27
とうきょうの森と樹のエキシビジョン～東京
産材の香とその魅力にふれる

多摩産材を活用した木材製品の積み木や玩具に触れて
遊べるコーナーなど、多摩産材を紹介するイベントを行っ
た、

3,863

2011/11/27
プロジェクト・ワイルドエデュケーター養成講
習会

環境教育の指導者を養成する講習会を開催。 12

2011/11/27 ○○ハイキング 厚生年金加入者とその家族の健康増進を図った。 500
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2011/12/3
【連続公開講座】
花と緑と知のミュージアム

地域振興を目的とし、多摩地域のビジネスや行政のトップ
を招き、ビジュアルな写真や部で尾を使用して対談形式で
お話しいただいた。

36

2011/12/4 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行った。

79

2011/12/4 ○○サッカー大会
うんどう広場、フットサルコートを利用し、サッカー大会を行
います。対象は立川近郊小学校１・２年生の生徒。

150

2011/12/10 ○○講座
○○氏による「江戸野菜」の描き方を学ぶ講座です。3回
シリーズの1回目で、カラーブラッシュでしんとり菜を描い
た。

17

2011/12/11 ○○マラソン大会
子どもたちに走る楽しさを体感してもらい、マラソンへの関
心と理解を深めてもらう。

850

2011/12/11 ○○研究会と展覧会 2月に開催予定の展覧会等の説明を参加者に行った。 100

2011/12/17 ○○サッカー大会
うんどう広場、フットサルコートを利用し、サッカー大会を行
います。対象は立川近郊小学校３年生以上の生徒。

100

2011/12/17 ○○講座
○○氏による「江戸野菜」の描き方を学ぶ講座です。3回
シリーズの1回目で、カラーブラッシュとシャープペンシル
で後閑晩生を描いた。

15

2011/12/23 2011/12/24 ○○サッカーリーグ戦
みんなの原っぱで、関東一円の幼稚園児と小学校１・２年
生が集まり、サッカーリーグ戦を行った。

4,000

2012/1/15
プロジェクト・ワイルドエデュケーター養成講
習会

環境教育の指導者を養成する講習会を開催。 20

2012/1/7 ○○講座
○○氏による「江戸野菜（亀戸だいこん）」の描き方を学ぶ
講座を行った。

24

2012/1/8 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行った。

120

2012/2/26
プロジェクト・ワイルドエデュケーター養成講
習会

環境教育の指導者を養成する講習会を開催。 17

2012/2/25
第9回体験型環境教育プロジェクト「それい
け！たまレンジャー！！」

小学校を対象に、星をテーマとした環境学習イベントを
行った。

55

2012/2/3 2012/2/5 ○○展覧会 いけばなの展示を行った。 1,791 期間中の入館者数

2012/2/4 ○○サッカー大会
うんどう広場、フットサルコートを利用し、サッカー大会を行
います。対象は立川近郊小学校３年生以上の生徒。

100

2012/2/5 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行った。

50

2012/2/11 2012/2/12 ○○展
はなとみどりを守り創造する世界を表現した子供達の作品
展示と、子供の楽しめるワークショップ（有料）や工作を
行った。

2,353 期間中の入館者数

2012/2/16 ○○の打合せ ○○展の打合せを行った。 13

2012/2/18 ○○ハンドランチグライダー大会
みんなの原っぱをフィールドにして、ハンドランチグライ
ダー（翼幅1.5ｍ程度の動力のない模型飛行機）の技術向
上及び普及を図るイベントを行います。

45

2012/2/26
42.195kmリレーマラソン
第21回国営昭和記念公園大会

4名から10名でチームを組み、チーム内でリレー形式にた
すきをつないで、42.195kmの完走を目指すマラソン大会を
開催。

2,000

2012/3/4 立川シティーハーフマラソン
昭和記念公園の外周園路を走り、公園内のゴールへと向
かう日本陸連公認のハーフマラソンの他、園内特設コース
の3km、親子マラソン2kmを行った。

8,000

2012/3/4 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行った。

48

2012/3/5 2012/3/11 ○○展 壺、更、花器の陶芸作品を展示した。 4,113 期間中の入館者数

2012/3/10
地域連携・活性化イベント「食・健康・ふるさ
と自慢in国営昭和記念公園」

地域連携＆一大地域活性化イベントととして、立川を中心
に地元から地域から、元気の環・健康の環を全国に広げ
るため食や健康のイベントを開催した。

25,000

2012/3/10 2012/3/11 ○○町文化祭
○○在住、在勤の方々による初動、会が、盆栽の展示を
行った。

2,234 期間中の入館者数

2012/3/10 2012/3/11 春の洋蘭展覧会
○○会員が栽培した洋蘭（50～100鉢）を展示するほか、
栽培方法等の解説を行った。

2,234 期間中の入館者数

2012/3/18 マイスポーツラリー
日常では体験する機会が少ない「ニュースポーツ」を通じ
て市民のふれあいの場を作り、相互交流の輪を広げ、健
康増進と健全なレクリエーションの進行を図った。

208
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2012/3/18 第23回視覚障害者健康マラソン東京大会
視覚障害者の体力増強と社会参加を目的とし、3km、
5km、10km、20kmの4つのコースでマラソン大会を実施し
た。

600

2012/3/24
【連続公開講座】
花と緑と知のミュージアム

地域振興を目的とし、多摩地域のビジネスや行政のトップ
を招き、ビジュアルな写真や部で尾を使用して対談形式で
お話しいただいた。

84

件数 110
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■平成24年度　大型主催
①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2012/3/24 2012/5/20 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ　２０１２

毎年恒例のサクラ・ムラサキハナナ・アイスランドポピー・シャーレー
ポピーと春の訪れを感じていただくために、「開花リレー」を実現し約
２ヶ月に渡って開花させます。「花」を楽しむ各種催事を提供し、来園
者獲得を図ります。

820,153 期間中の入園者数

2012/9/29 2012/10/28 第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
毎年恒例の「コスモスまつり」を発展させ、花の丘などの大規模なコス
モスの花修景や、大規模花壇の設置のほか、地域やボランティアの
方々の協力した多種多様な展示や体険などを行います。

616,825 期間中の入園者数

2012/11/10 2012/11/25 黄葉＆紅葉まつり　～黄と赤の二重奏～
紅葉の見頃に合わせて、お茶を楽しむ会や写真展、ガイドツアーな
ど、深まる秋を感じていただけるイベントを開催いたしました。

197,831 期間中の入園者数

2012/12/8 2012/12/25 Winter　Ｖｉｓｔａ　Illumination　2012
一部夜間開園を行い、カナール中心にイルミネーション等によるライト
アップをするとともに、関連イベントを行いました。

104,305
期間中の夜間入園者
数

2013/3/23 2013/5/26 フラワーフェスティバル　2013
春の花を次々に開花させる「開花リレー」を実施し、「花」の様々な情
報の提供や春の訪れを感じていただけるようなイベントを行います。

113,355 期間中の入園者数

②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

該当なし
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■平成24年度　主催
①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数

2012/3/24 2012/5/20 春の見所スタンプラリー
５箇所のチェックポイントを設け、スタンプを押してウォーキングをお楽しみ
いただきます。

820,153 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2012/3/24 2012/5/20 記念撮影スポット
顔出し看板を設置して、写真撮影をお楽しみいただき、ご来園の思い出作
りにしていただきます。

820,153 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2012/3/24 2012/5/20 花の塗り絵はがきを楽しもう
見どころの花を観賞しながら、塗り絵はがきの彩色をお楽しみいただきま
す。

820,153 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2012/3/24 2012/5/20 春のお花の情報コーナー
見ごろとなる花木について、豆知識を紹介したインフォメーションパネルを
設置いたします。

820,153 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2012/4/1 2012/5/6 松川佳代パステル風景画展 パステル画家 松川佳代氏が画いた公園の四季の絵を展示しました。 28,618 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/4/1 2012/4/22 瀬戸豊彦写真展 風景写真家 瀬戸豊彦氏が撮影した公園内の写真を展示しました。 15,328 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/4/7 2012/4/18 桜コンシェルジェ展
くにたちの桜守の活動内容や桜守活動に参加する子供たちの、桜に関す
る作品の展示を行いました。

7,479 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/4/14 2012/4/15 山野草展（むさしの野草会） 多摩の野草を中心にさまざまな野草の展示を行いました。 500 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/4/21
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

6

2012/4/28 2012/5/6 バードカービング展
「愛鳥週間」に先駆けて、精巧な彫刻によって作製した野鳥（バードカービ
ング）を展示しました。

6,650 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/4/28 2012/5/20 瀬戸豊彦写真展 風景写真家 瀬戸豊彦氏が撮影した公園内の写真を展示しています。 18,968 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/4/29 緑のフィールドコンサート 航空自衛隊・航空中央音楽隊による野外コンサートを実施しました。 5,000 ○ ○

2012/5/2 2012/5/6 春のアートバザール
「立川アートマーケット実行委員会」の協力により、手作り作品の展示販売
を行いました。

83,140 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2012/5/4 2012/5/6 春のコンサート ふれあい広場において小さな演奏会を開催しました。 69,031 期間中の入園者数 ○ －

2012/5/5 ふるさとあそび　　in 国営昭和記念公園
こどもの日にちなみ、こどもの森で昔なつかしいふるさと遊びを行いまし
た。

600 ○ ○

2012/5/12
樹木医 ドクターフクシマの　　公園の自然探
訪ツアー

歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り
交ぜながらご案内しました。

13

2012/5/12 2012/5/13 山野草展（大多摩山草会） 多摩の野草を中心にさまざまな野草の展示を行いました。 1,200 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/5/13
第14回関東竹トンボ競技大会　第12回わん
ぱくクラブ子ども竹とんぼ大会

竹とんぼ作り教室を開催して、出来上がった竹とんぼを使って競技会を開
催しました。

150 ○ ○

2012/5/19 2012/5/20 山野草展（東京山草会） 多摩の野草を中心にさまざまな野草の展示を行いました。 1,200 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/5/26
樹木医 ドクターフクシマの　公園の自然探
訪ツアー

歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り
交ぜながらご案内しました。

33 ○ ○

2012/5/28 みんなでチューリップを育てよう！2012 525 ○ ○

2012/6/1 2012/6/30
瀬戸豊彦写真展
 「東京で見た雲」

風景写真家 瀬戸豊彦氏が撮影した東京都内と公園内から見た雲の写真
を展示しました。

15,217 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/6/10 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/6/13 2012/7/16 「ヒマラヤの高山植物」記録展

植物研究家源原重行氏が実際に5回にわたりヒマラヤに赴き研究、撮影し
たヒマラヤの高山植物の写真を、解説と共に展示します。ヒマラヤには、
特殊な環境下に自生する珍しい植物が多数あり、それぞれが寒さの中で
生き延びるために様々な姿かたちをしており、その様子を収めた写真で
す。

11,283 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/6/23
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

30 ○ ○

2012/6/24
瀬戸豊彦写真展
「東京で見た雲」スライドショー

風景写真家 瀬戸豊彦氏が撮影した東京都内と公園内から見た雲の写真
をスライドショーで説明しました。

71 ○ ○

2012/6/24 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/7/1 2012/7/31
谷川絵里子写真展
Harmony　of　color　～植物と色彩の調和～

谷川絵里子氏が撮影した昭和記念公園の植物の写真約30点を展示しま
した。

8,926 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/7/1
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

1

2012/7/7 2012/7/29 東京のトンボ写真展
国営昭和記念公園内に生息する「トンボ」を撮影した写真展を開催してい
ます。

1,500 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/7/8 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/7/14
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

3

2012/7/15 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/7/21 2012/8/5
世界の昆虫展「カブトムシに触れてみよ
う！」

こもれびの丘で育てたカブトムシに触れていただき、観察をしていただきま
した。

810 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/7/21 2012/8/5
世界の昆虫展「昆虫標本＆昆虫ジオラマ
館」

漫画家岡村先生の甲虫や蝶のコレクションを展示して、子供たちに昆虫に
興味をもってもらう。

5,520 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/7/22 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/7/28
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

8

2012/7/28 2012/8/19
写真展「多摩の野草と国営昭和記念公園の
花たち」

希少種を含む多摩地区に自生する野草の写真と、国営昭和記念公園内
の花の写真、計約40点を展示しています。

7,185 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/7/29 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

2

2012/7/29 ドラゴン先生の昆虫ガイドツアー
こもれびの丘に生息する昆虫たちを捕獲して、ドラゴン先生により解説して
いただく「昆虫観察ミニツアー」を開催する。

52 ○ ○

2012/8/2 2012/8/31 「森の妖精達　吉川　潔　人形展」

人形作家吉川潔氏による木彫人形と陶器人形50点の作品を展示しまし
た。テーマは森の妖精達です。木で彫られた可愛らしい妖精や動物達が、
森の中で楽しげに過ごしている姿を表現しました。一部の人形は触って動
かせ、8/12、8/19は、コルク粘土を使って、ストラップを作るワークショップ
を開催しました。

7,750 期間中の入館者数 展示等 ○ －

参加者数 参加者数備考開始日 終了日 行事名 展示等
包括的な質の対象

行事内容
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■平成24年度　主催
①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数
参加者数 参加者数備考開始日 終了日 行事名 展示等

包括的な質の対象
行事内容

2012/8/5
世界の昆虫展
「ドラゴン先生の昆虫ガイドツアー」

ドラゴン先生による公園内の昆虫ガイドツアーを開催しました。 30 ○ ○

2012/8/10 2012/9/9
松川佳代パステル画
「Best　Selection展」

昭和記念公園の風景画を800枚以上描き続けている画家松川佳代氏によ
るパステル風景画を35点展示します。約5年間展示をした中で人気の高
かった作品やケヤキ等公園のスポット、またテーマごとに作品を配置する
など昭和記念公園を紹介するとともに公園の魅力を伝えます。

9,048 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/8/11
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

3

2012/8/12 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/8/25
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

9

2012/9/1 2012/9/10 押し花展示会「四季の押し花」

四季の身近な草花達のコーナーや、風に揺れるコスモス畑を触って、眺め
ていただけるコーナー等を設け、短い花の命を長く楽しめる押し花の魅
力、美しさを感じていただけるような展示をしました。作品は約100点でし
た。

3,555 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/9/1 2012/9/23 ボタニカルアート展
グループRENの協力を得て、花木園展示棟内にボタニカルアート（植物詳
細画）を展示します。

1,330 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/9/2 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/9/8
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

16

2012/9/9 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/9/13 2012/9/17 バードカービング展
希少種を含む多摩地区に自生する野草の写真と、国営昭和記念公園内
の花の写真、計約40点を展示しました。

2,479 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/9/16 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/9/22
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

25

2012/9/29 2012/10/18 よみがえる樹木のいのち展 公園の廃材を使ったオブジェの模型を展示します。 509,630 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2012/9/29 2012/10/18 目黒天空庭園大橋ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ緑化展 大橋ジャンクション屋上公園の模型やパネルを展示します。 25,761 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/9/29 2012/10/18 よみがえる樹木のいのち模型展 公園の廃材を使ったオブジェの模型を展示しました。 25,761 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/9/29 2012/10/18 ダンボールアート展 武蔵野美術大学の学生達によるダンボールアートを展示します。 25,761 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/9/29 2012/10/25 にわ展
多摩地区の園芸や環境を学んでいる学生と、美術を学んでいる学生によ
る作品展示を行います。

33,466 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/9/29 2012/10/25 ジャンクアート展 植物と廃材アートのコラボレーションで不思議空間を演出します。 33,466 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/9/29 2012/10/25 ランドスケープ遺産展
「風景のタカラモノを見つけよう」をテーマに全国のランドスケープ遺産を
紹介しました。

33,466 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/9/29 2012/10/28 わくわく冒険ゲームこどもの森クエスト
冒険気分でスタンプラリーをしながら、こどもの森についての豆知識を習
得して、より深くこどもの森を楽しんでもらいました。

1,131 ○ ○

2012/9/29 2012/10/2
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
「ハーブクラフト展」

花木園展示棟にて、ハーブボランティアによるクラフト展示を開催しまし
た。

280 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/9/29 2012/10/7
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
ツリーハウス制作パフォーマンス

地上５ｍにツリーハウス出現！世界的に有名な小林崇氏による樹上の制
作作業を見ていただきました。
期間中の６日間

22,251 期間中の入園者数 ○ －

2012/9/30 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/10/6 2012/10/7 山野草展（五日市やまくさ会）
多摩の野草を中心に様々な野草の展示をし、来場者に山野草の紹介と育
成方法等の解説を行いました。

400 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/10/6 2012/10/8 秋のアートバザール
地元のアーティストやマーケット実行委員会の協力により、手作りアート作
品の展示販売を行いました。

53,824 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2012/10/7 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/10/7 植物クラフト
こもれびの丘ボランティア指導のもと、押し花はがき作りなど公園内の植
物を使ったクラフトイベントを開催しました。

80 ○ ○

2012/10/8 2012/10/12
瀬戸豊彦写真展
「昭和記念公園のコスモス展」

風景写真家 瀬戸豊彦氏が撮影した公園内のコスモスの写真を展示しまし
た。

800 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/10/13
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

14

2012/10/13 2012/10/14 山野草展（福生山草会）
多摩の野草を中心に様々な野草の展示をし、来場者に山野草の紹介と育
成方法等の解説を行いました。

400 期間中の来場者数 展示等 ○ －

2012/10/13 2012/10/14
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
たまがわ・みらいパーク「ボウサイとミライの
たま」

ジャンクアートの作者、田中梅夫氏のワークショップやリヤカー部隊による
防災活動など、企業、行政と共同でごみ減量と防災のイベントを展開しま
した。

11,000 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2012/10/14 植物クラフト
こもれびの丘ボランティア指導のもと、押し花はがき作りなど公園内の植
物を使ったクラフトイベントを開催しました。

140 ○ ○

2012/10/14 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/10/20 2012/10/28 バードカービング展
来園者に野鳥に対する関心や興味を持っていただくことを目的にバード
ガービング作品の展示を行いました。

4,070 期間中の入館者数 展示等 ○

2012/10/20
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
ランドスケープ遺産　トークイベント

「残したい場所、守りたい風景（仮）」をテーマに有識者によるトークイベン
トを開催しました。

136 ○ ○

2012/10/20 2012/10/21

第29回全国都市緑化フェアTOKYO
【持ち込み】
東京TAMA音楽祭キッズ＆ユースフェスティ
バル

「子どもたちと家族、そして地域の人々のふれあいの場」をイメージし、
様々なジャンルのダンスパフォーマンスを繰り広げました。キッズフェス
ティバルは21日午後のみ。20日午後は大学生が参加するユースフェス
ティバルを開催しました。

3,800 ○ ○

2012/10/21 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

1

2012/10/21 植物クラフト
こもれびの丘ボランティア指導のもと、押し花はがき作りなど公園内の植
物を使ったクラフトイベントを開催しました。

89 ○ ○
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2012/10/27
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

7

2012/10/27
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
たまグリーンウェイWALK
～風と水の散歩道～

狭山公園パークセンター前からスタートし、コースマップを見ながら秋の狭
山公園、狭山境緑道、野火止用水、玉川上水緑道、国営昭和記念公園み
んなの原っぱをゴールとしたウォーキングを行いました。

678 ○ ○

2012/10/28
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
植物クラフト

こもれびの丘ボランティア指導のもと、押し花はがき作りなど公園内の植
物を使ったクラフトイベントを開催しました。

62 ○ ○

2012/11/3 2012/11/14 「HANA　MIDORI　Art

元立川の銅版造形作家「MABO」と若手華道家「渡辺仙伺」との緑と器の
コラボレーション展示を行いました。多摩の野山の季節の樹木、草花を、
銅版による花器（木器）に生け、会場を小さな森に見立て、素朴な緑で彩り
展示しました。

8,465 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/11/3
「HANA　MIDORI　Art」
フラワーライブパフォーマンス

生演奏と映像に合わせた生花の実演パフォーマンスを行い、身近にある
自然の草花樹木がアートと工夫で演出される様子を楽しんでもらいまし
た。

60 ○ ○

2012/11/4 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしま
した。

2

2012/11/10
「HANA　MIDORI　Art」
フラワーライブパフォーマンス

生演奏と映像に合わせた生花の実演パフォーマンスを行い、身近にある
自然の草花樹木がアートと工夫で演出される様子を楽しんでもらいまし
た。

60 ○ ○

2012/11/10
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

9

2012/11/10 コスモス花摘みイベント(花の丘）
コスモス畑（花の丘、みんなの原っぱ東花畑）において、コスモスの花摘み
イベントを実施し、お客様に見ごろの花をご家庭でも楽しんでいただきまし
た。

2,260 ○ ○

2012/11/10
コスモス花摘みイベント(みんなの原っぱ東
花畑）

コスモス畑（花の丘、みんなの原っぱ東花畑）において、コスモスの花摘み
イベントを実施し、お客様に見ごろの花をご家庭でも楽しんでいただきまし
た。

1,154 ○ ○

2012/11/11
「HANA　MIDORI　Art」
アコースティックライブ　“木の響き”

ギター・パーカッション・ウッドベースで陽気でカラフルなサウンドを奏でる
『コロリダス』のアコースティックライブと、ボードビリアンの『バロン』によ
る、ウクレレベースにしたタップダンスやジャグリングなど、“おもちゃ箱”の
ような楽しいライブパフォーマンスをお楽しみいただきました。

100 ○ ○

2012/11/14 2012/12/9
松川佳代パステル画
―カレンダー原画と冬景色―

昭和記念公園の風景画を800枚以上描き続けている画家松川佳代氏によ
るパステル風景画を40点展示します。黄葉や雪景色といった秋・冬の風景
を中心に季節ごとの公園の様子が描かれ、年間を通しての公園の魅力を
紹介し展示しました。

14,428 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/11/17 黄葉＆紅葉めぐりツアー
ドクターフクシマの自然探訪ツアーで園内を案内している樹木医の福島氏
が、黄葉＆紅葉の見所をご案内しました。黄色や赤く染まった園内の木々
を詳しく解説いたしました。

8

2012/11/18 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

1

2012/11/24
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

9

2012/11/25 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

1

2012/12/1 2013/2/28 田中梅夫　「ジャンクアート展」
立川市在住の自動車整備工場経営者である田中梅夫氏が自動車やオー
トバイ等の不要となった部品や流木を使って、個性的なオブジェや家具と
して甦ったアート作品を展示しました。

30,026 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/12/2 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

2

2012/12/9 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

1

2012/12/13 2013/1/29
活き活き動物達
　「ⅰ 葉っぱとともに」

造形作家　内田芳明氏が、アニマルクラフトの世界を繰り広げます。葉っ
ぱを中心に自然の植物素材で作られた立体的な動物たちを展示しまし
た。

22,030 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2012/12/16 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

1

2012/1/3 Let's　enjoy　”お正月”
毎年恒例行事である凧揚げイベントを中心に日本の凧の会、こどもの森
ボランティアの協力のもと、お正月の伝統遊びを実施しました。また、渓流
広場レストランバーベキュー広場側では、餅つき体験を開催しました。

600 ○ ○

2013/1/5 2013/2/3 青山佳世氏　「植物模様展」
正方形の原画をつなげてリピートしてつくる模様づくりのプロセスをあわせ
て、植物をモチーフにした（衣服などに用いられる）模様の展示を行いまし
た。

9,488 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/1/12
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

5

2013/1/12 2013/1/27
じん　ふみ　写真展
国営昭和記念公園　早春の顔

約５年の間に　じん　ふみ氏が撮影した昭和記念公園の植物の写真の
中から、早春（2月～３月）の写真　約100点を展示しました。

5,386 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/1/20 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

2

2013/1/26
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

6

2013/2/3 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

1

2013/2/9
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

10

2013/2/9 2013/3/17 じん　ふみ　写真展
国営昭和記念公園　「爛漫」

約５年の間に　じん　ふみ氏が撮影した昭和記念公園の植物の写真の
中から、春（4月～5月）の写真　約100点を展示する。

20,629 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/2/10 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

2

2013/2/14 2013/3/13
山田　道惠
「ボタニカルアート展」

館内で行われているボタニカルアート教室の講師でもある山田道惠氏と
教室に通う生徒による植物画を約50点展示します。

12,719 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/2/16 2013/3/3 写真展　自然の中で・・・ 多摩地区の山野草の写真を約７０点展示します。 6,668 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/2/17 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

1
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2013/2/23
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

7

2013/2/24 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

3

2013/3/3 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

1

2013/3/9 2013/3/10 平成２５年　雪割草展

花の話題が少ないこの時期の話題づくりを越後丘陵公園の協力を得て、
日本が誇る新潟県を中心とする日本海側に自主して早春を彩る「雪割草
（オオミスミソウ）」の作品約70～８０点展示しました。また、自生地や花の
写真７～１０点、押し花絵５～６点も展示しました。

998 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/3/9 平成２５年　雪割草展　講演会

花の話題が少ないこの時期の話題づくりを越後丘陵公園の協力を得て、
日本が誇る新潟県を中心とする日本海側に自主して早春を彩る「雪割草
（オオミスミソウ）」の講演を、国際雪割草協会関東支部の講師を招いて行
いました。

22

2013/3/9
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

6

2013/3/10 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

1

2013/3/10 平成２５年　雪割草展　講演会

花の話題が少ないこの時期の話題づくりを越後丘陵公園の協力を得て、
日本が誇る新潟県を中心とする日本海側に自主して早春を彩る「雪割草
（オオミスミソウ）」の講演を、国際雪割草協会関東支部の講師を招いて行
いました。

27

2013/3/16 2013/4/14 都市緑化技術展示
花みどり文化センターでも施されている壁面緑化に使用する植物の紹介
をパネル展示します。実物サンプル展示もします。また、花みどり文化セン
ターの壁面緑化や緑のカーテンについても紹介したパネルを展示します。

11,371 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/3/17 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー
樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えし
た。

1

2013/3/19 2013/3/31 昭和記念公園　風景スケッチ展
佐藤岳三氏が描いた国営昭和記念公園の風景スケッチ画を約25点展示
します。あわせて、季節の花の絵を飾り、その花の花言葉も添えます。

7,915 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/3/20 ゆる体操教室
NPO法人日本ゆる協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高め
る、安全で老若男女でもできる効果的なトレーニングなどの基本的な動作
と技術を分かりやすく指導します。

12

2013/3/20 親子でキャッチボール教室
グループ保有の埼玉西武ライオンズ球団ＯＢを招き、初心者を対象にボー
ルの正しい握り方、投げ方、受け方などの基本的な動作と技術を分かりや
すく指導します。

40 ○ ○

2013/3/20 ＢＮ体操教室
ＢＮ体操普及協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高める、
安全で老若男女でもできる効果的なトレーニングなどの基本的な動作と技
術を分かりやすく指導します。

11

2013/3/23 2013/4/3 昭和記念公園の花たち スタッフによる園内で咲く春の花の写真を展示します。 5,573 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/3/23 2013/4/14 桜コンシェルジェ展
国立の桜守である大谷氏が国立市内の小中学生と一緒に桜守の活動を
行っている様子を紹介します。

5,573 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/3/23 2013/5/26
フラワーフェスティバル　2013 記念撮影ス
ポット

春の各花畑に記念撮影スポット（顔出し看板）を設置し、ご来園の思い出
作りをしていただきます。小さなお子様から大人の方まで幅広いお客様に
お楽しみいただけます。

113,355 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2013/3/23 2013/5/26
フラワーフェスティバル　2013 開花リレース
タンプラリー

開花に合わせて園内５ヶ所に花スタンプを設置し、リレーに合わせてスタ
ンプを押すことで、期間中を通じて公園を楽しんでいただきます。また、す
べてのスタンプを集めた方の中から抽選でプールの招待券をプレゼントし
ます。

113,355 期間中の入園者数 展示等 ○ －

2013/3/23 ゆる体操教室
NPO法人日本ゆる協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高め
る、安全で老若男女でもできる効果的なトレーニングなどの基本的な動作
と技術を分かりやすく指導しました。

13

2013/3/23 ＢＮ体操教室
ＢＮ体操普及協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高める、
安全で老若男女でもできる効果的なトレーニングなどの基本的な動作と技
術を分かりやすく指導します。

26

2013/3/23
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

7

2013/3/23
フィールドミュージアム　フラワーフェスティ
バルウィークエンドコンサート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある
日は除く）にコンサートを行い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとし
ていただきました。

300 ○ ○

2013/3/24
フィールドミュージアム　フラワーフェスティ
バルウィークエンドコンサート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある
日は除く）にコンサートを行い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとし
ていただきました。

400 ○ ○

2013/3/24 ゆる体操教室
NPO法人日本ゆる協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高め
る、安全で老若男女でもできる効果的なトレーニングなどの基本的な動作
と技術を分かりやすく指導しました。

10

2013/3/24 ＢＮ体操教室
ＢＮ体操普及協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高める、
安全で老若男女でもできる効果的なトレーニングなどの基本的な動作と技
術を分かりやすく指導します。

26

2013/3/28 今日からはじめるハーバルライフ講座

来園者にハーブを身近に感じていただき、当公園内ハーブ園の魅力を発
信するため、ハーブを用いた講座を開催します。また、ハーブボランティア
の協力により、日頃ハーブ園を管理している手法や季節ごとの魅力なども
お伝えします。

20

2013/3/29 今日からはじめるハーバルライフ講座

来園者にハーブを身近に感じていただき、当公園内ハーブ園の魅力を発
信するため、ハーブを用いた講座を開催します。また、ハーブボランティア
の協力により、日頃ハーブ園を管理している手法や季節ごとの魅力なども
お伝えします。

18

2013/3/30 今日からはじめるハーバルライフ講座

来園者にハーブを身近に感じていただき、当公園内ハーブ園の魅力を発
信するため、ハーブを用いた講座を開催します。また、ハーブボランティア
の協力により、日頃ハーブ園を管理している手法や季節ごとの魅力なども
お伝えします。

20
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■平成24年度　主催
①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数
参加者数 参加者数備考開始日 終了日 行事名 展示等

包括的な質の対象
行事内容

2013/3/30
フィールドミュージアム　フラワーフェスティ
バルウィークエンドコンサート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある
日は除く）にコンサートを行い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとし
ていただきました。

100 ○ ○

2013/3/30 2013/4/11
瀬戸豊彦写真展
国営昭和記念公園　春

写真家 瀬戸豊彦氏による園内の花を１０点展示します。各々の写真には
植物の説明や見頃を書いた２００字ほどの解説文を掲載します。

1,125 期間中の入館者数 展示等 ○ －

2013/3/31
樹木医　ドクターフクシマの公園の自然探訪
ツアー

歩きながら昭和記念公園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事など
の話を織り交ぜながらご案内しました。

2

2013/3/31
フィールドミュージアム　フラワーフェスティ
バルウィークエンドコンサート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある
日は除く）にコンサートを行い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとし
ていただきました。

50 ○ ○

件数 146

参加者数（展示等除く） 18,145

包括的な質の対象
件数

86

包括的な質の対象
参加者数（展示等除く）

17,731
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■平成24年度　主催
②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

件数 参加者数

2012/4/8 お茶を楽しむ会 日本庭園「観楓亭」で、誰でも気軽に楽しめるお茶会を指導しました。 77 ○ ○

2012/4/12 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

12

2012/4/26 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

15

2012/5/10 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

14

2012/5/13 お茶を楽しむ会 お茶を楽しむ会 74 ○ ○

2012/5/24 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

15

2012/6/14 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

12

2012/6/23
【盆栽教室】
「盆栽なんでも相談」

盆栽に関する相談やアドバイスを行うとともに、ご自身の盆栽を持参して
頂いた方には、不要枝剪定整姿などを実演しながら、アドバイスを行っ
た。

7

2012/6/28 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

11

2012/7/7
【盆栽教室】
七夕を楽しむための寄せ植えづくり

七夕をテーマにした盆栽作りの実技教室。キキョウ、イトススキなどを使用
しました。

7

2012/7/12 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

11

2012/7/26 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

11

2012/8/9 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

8

2012/8/12
「森の妖精達　吉川　潔　人形展」ワーク
ショップ　コルク粘土でストラップを作ろう

人形作家吉川潔氏のアドバイスにより、コルク粘土を使ったオリジナルの
ストラップを作りました。

15

2012/8/19
「森の妖精達　吉川　潔　人形展」ワーク
ショップ　コルク粘土でストラップを作ろう

人形作家吉川潔氏のアドバイスにより、コルク粘土を使ったオリジナルの
ストラップを作りました。

7

2012/8/23 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

12

2012/9/1
盆栽教室
お月見を楽しむための寄せ植えづくり

9/30の十五夜をより楽しく過ごすために。オミナエシ、ススキ、リンドウな
ど、秋の山野草の寄せ植え作りの実技教室を行いました。

7

2012/9/13 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

11

2012/9/27 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

12

2012/10/6 2012/10/7 ノルディックウォーキング
日本ノルディック振興協会の協力でノルディックウォーキングを体験しても
らいました。

26

2012/10/11 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

12

2012/10/13 ミニツリーハウスをつくろう ミニサイズのツリーハウスを作るワークショップを行いました。 22

2012/10/13
【盆栽教室】
「盆栽なんでも相談」

盆栽に関する相談やアドバイスを行うとともに、ご自身の盆栽を持参して
頂いた方には、不要枝剪定整姿などを実演しながら、アドバイスを行っ
た。

5

2012/10/14
お茶を楽しむ会
「なごりの茶花を生けてみよう」

歓楓亭において気軽に茶道に触れる場を提供しました。今回は、実際に
茶花の作法も体験していただきました。

71 ○ ○

2012/10/14
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫYO
「よみがえる樹々のいのち展」体験いけばな

「よみがえる樹々のいのち展」の特別企画として、緑あふれる公園の中で
いけばなを体験していただきました。

40 ○ ○

2012/11/8 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

16

2012/11/11 お茶を楽しむ会「紅葉狩り」 歓楓亭において気軽にお茶を楽しんでいただく場を提供しました。 51 ○ ○

2012/11/22 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

13

2012/11/24 盆栽教室「五葉松の盆栽づくりに挑戦」
五葉松の盆栽作りを2回にわたって学びます。1回目は、針金かけなどの
整姿作業を実践していただきました。

17

2012/12/9 お茶を楽しむ会　「クリスマス」 歓楓亭において気軽にお茶を楽しんでいただく場を提供しました。 64 ○ ○

2012/12/13 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

13

2012/12/15
盆栽教室　「お正月に飾りたいおめでたい寄
せ植えづくり」

梅、松、笹、南天など、おめでたい樹木をお正月用に寄せ植えしました。 25

2012/12/27 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

12

2013/1/10 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

15

2013/1/13
お茶を楽しむ会「新年を祝って正月にはじめ
てかける釜」

歓楓亭において気軽にお茶を楽しんでいただく場を提供しました。 71 ○ ○

2013/1/24 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

13

2013/2/10 お茶を楽しむ会「大炉の間の茶」
今回は特別に歓楓亭広間から大炉の間（控の間）に会場を移し開催しまし
た。大きな炉を囲みながら早春をイメージしたお菓子をお出しし、お茶を味
わっていただきました。

83 ○ ○

2013/2/14 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

13

2013/2/28 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

25

2013/3/10 お茶を楽しむ会「幼子の成長を祈る」
桃の節句にちなんだお道具を使い、歓楓亭において気軽にお茶を楽しん
でいただく場を提供します。

70 ○ ○

2013/3/14 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

12

2013/3/23 盆栽教室　「五葉松の盆栽づくりに挑戦」 五葉松の盆栽作りを２回にわたって学びます。 14

2013/3/28 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者
に描いていただきました。

12

参加者数備考 展示等
包括的な質の対象

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数
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■平成24年度　主催
②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

件数 参加者数
参加者数備考 展示等

包括的な質の対象
開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数

2013/3/31
桜コンシェルジェ展
ワークショップ
「桜の枝でフォトフレームづくり」

桜の枝を使って、オリジナルのフォトフレームを作ります。 15

件数 44

参加者数（展示等除く 1,068

包括的な質の対象
件数

9

包括的な質の対象
参加者数（展示等除
く）

601
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■平成24年度　ボランティア

①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2012/4/1 ペタンク探球講座
初心者を対象として球の投げ方やゲームの進め方を指導しまし
た。

26

2012/4/1 こどもの森 　「草笛教室」
公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を
指導しました。

200

2012/4/15 サンデースポーツ教室
スポーツエリアのニュースポーツと一輪車などのプレー方法を指
導し、参加者に体験していただきました。

308

2012/4/21 こどもの森 「草笛教室」
公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を
指導しました。

300

2012/4/21 2012/5/6 【こもれびの里】端午の節句
鯉のぼりは、立川・砂川の農家にあった鯉のぼりと古民家の石
井家の蔵にあった鯉のぼりをあげました。五月人形は、古民家
の石井家の蔵にあった五月人形を小屋内に展示しました。

17,234 期間中の来場者数 展示等

2012/4/22 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、野鳥観察のマナーや観察用具
の扱い方を説明して、園内を散策しながら観察会を行いました。

17

2012/4/28
こどもの森教室「チューリップキーホルダー
を作ろう」

４歳から中学生を対象としてボランティアの指導の基、「チュー
リップのキーホルダー」を作りました。

153

2012/4/28 【こもれびの里】こもれび講話

「武蔵野のくらしと自然」について、夏野菜の作り方を講話しまし
た。植え付け時期の話から始まり、「良い苗の見分け方」「接ぎ木
による連作障害の防ぎ方」「水のやり方」等農業に携わっている
からこその知恵について講話しました。

22

2012/5/4 里の春まつり 990

2012/5/5 こどもの森　「草笛教室」
公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を
指導しました。

280

2012/5/5 こどもの日スポーツフェスティバル
中学生以下の子どもを対象として、園内のニュースポーツ（ディ
スクゴルフ・ペタンク・ホースシューズ・クロッケー・ローンボウル
ズ・一輪車）を体験していただきました。

1,152

2012/5/6 こどもの森　「草笛教室」
公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を
指導しました。

100

2012/5/6 ペタンク探球講座
初心者を対象として球の投げ方やゲームの進め方を指導しまし
た。

27

2012/5/12 こどもの森教室「竹とんぼを作ろう」 竹とんぼを作る工作教室を行いました。 20

2012/5/12 2012/6/24
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム「ハーブ香り当てクイズ」

6種類のハーブの香りを嗅いでもらい、ハーブ名を当ててもらい
ました。（解答用紙にはヒントもありました。）　期間中の土日

610

2012/5/19 こどもの森　「草笛教室」
公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を
指導しました。

80

2012/5/19 こどもの森教室　「竹とんぼを作ろう」 竹とんぼを作る工作教室を行いました。 25

2012/5/20 草笛コンサート 草笛ボランティアの協力により、童謡や歌謡曲を演奏しました。 200

2012/5/20 サンデースポーツ教室
スポーツエリアのニュースポーツと一輪車などのプレー方法を指
導し、参加者に体験していただいた。

277

2012/5/26 こどもの森教室　「竹とんぼを作ろう」 竹とんぼを作る工作教室を行いました。 25

2012/5/26 【こもれびの里】　　こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。 22

2012/5/27 野鳥観察会
野鳥ボランティア協力の基、参加者に野鳥観察のマナーや観察
用具の扱い方を解説した後、園内を散策しながら観察会を行い
ました。

30

2012/6/2 2012/6/10
ハーブ園　オープンガーデン
「ハーブボランティア活動展」

ハーブボランティアによる活動展を開催しました。
開催日：6/2、6/3、6/5、6/9、6/10

982 期間中の来場者数 展示等

2012/6/2 2012/6/10
ハーブ園　オープンガーデン
「ハーブ園ガイドツアー」

ハーブが見ごろを迎える時期に合わせて、ボランティアによる
ハーブ園のガイドツアーを開催しました。
開催日：6/2、6/3、6/5、6/9、6/10

489

2012/6/2 2012/6/10
ハーブ園　オープンガーデン
「ハーブ体験教室」　１

押し花を使った葉書を作りました。
開催日：6/2、6/5、6/10

41

2012/6/2 2012/6/9
ハーブ園　オープンガーデン
「ハーブ体験教室」　２

ハーブ石鹸を作りました。
開催日：6/2、6/5、6/9

61
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2012/6/3 ペタンク探球講座
園内ペタンクコートの利用促進とペタンクの普及を図るため、初
心者の方にも気軽に楽しんでいただける月例講習会「ペタンク探
球講座」を開催した。

7

2012/6/3 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

30

2012/6/16 2012/6/22 【こもれびの里】 鎌洗い
「鎌洗い」は麦刈りのあと、麦刈り鎌をきれいに洗って、箕の中に
うどん・鎌・とっくり・収穫物などを入れて、縁側に供えた。

300 期間中の来場者数 展示等

2012/6/17 サンデースポーツ教室
スポーツボランティアに協力いただき、スポーツエリアのニュース
ポーツと一輪車などのプレー方法を指導し、参加者に体験して
いただいた。

203

2012/6/23
こどもの森教室
「竹の昆虫を作ろう」

竹の昆虫を作る工作教室を行いました。 29

2012/6/24 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマナーや
観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しながら野鳥観察
会を行った。

51

2012/6/24 エンジョイ！ディスクゴルフ
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習
会や自由参加のパッティングコンテストを行いました。

115

2012/6/30 【こもれびの里】 こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。 28

2012/6/30 2012/7/8 【こもれびの里】 七夕
竹を切って飾り付けをした。期間中来園者に短冊を自由に描い
てもらい、吊してもらいました。

900 期間中の来場者数 展示等

2012/6/30 2012/7/8
花みどり文化センターボランティア　体験プ
ログラム「七夕飾りをつくろう」

短冊を書いていただき、エントランス外の竹に飾っていただきま
した。　期間中の土日。

212

2012/7/1 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

70

2012/7/14
こどもの森教室
「木の船を作ろう」

木の船を作る工作教室を行いました。 3

2012/7/14 2012/7/20
【こもれびの里】
お盆

砂川地区の盆棚飾りを展示しました。こもれびの里で収穫した夏
野菜を一緒にお供えしました。

600 期間中の来場者数 展示等

2012/7/14 2012/9/2
花みどり文化センターボランティア
体験プログラム「竹の水鉄砲であそぼう」

竹の水鉄砲で的を狙い、皆で遊びましょう。
期間中の土日開催

520

2012/7/21 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

30

2012/7/22
【こもれびの丘】
自然観察会「夏の野草について」

公園北側に位置する「こもれびの丘」において、雑木林を中心に
園内の夏の山野草を観察しました。

19

2012/7/28
こどもの森教室
「木の船を作ろう」

木の船を作る工作教室を行いました。 10

2012/7/28 【こもれびの里】 こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。 15

2012/8/4 2012/8/31
サギソウまつり
「鉢の貸出し」

ボランティアが栽培したサギソウを展示します。サギソウの鉢を
貸し出して撮影していただきました。

983

2012/8/4 2012/8/31
サギソウまつり
「スタンプラリー完走」

ボランティアが栽培したサギソウを展示した３箇所の場所でスタ
ンプラリーを行いました。

69

2012/8/4 2012/8/31 サギソウまつり「栽培教室申込み」
平成25年３月に行われるサギソウの栽培教室の申し込み受付を
行いました。

141

2012/8/4 2012/8/31 サギソウまつり「育て方販売」 9

2012/8/11
こどもの森教室
「水鉄砲を作ろう」

４歳から中学生を対象としてボランティアの指導の基、「水鉄砲」
を作りました。

22

2012/8/18 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行ったが雨天により参加者が無かった。

55

2012/8/25
サギソウまつり
「サギソウ相談会」

サギソウボランティアによる、サギソウ相談会を開催しました。 3

2012/8/25
こどもの森教室
「水鉄砲を作ろう」

４歳から中学生を対象としてボランティアの指導の基、「水鉄砲」
を作りました。

43

2012/8/25 【こもれびの里】 こもれび講話
「武蔵野のくらしと自然」について、９月（長月）の歳時記のお話と
秋に種を蒔く野菜について種の蒔き方や手入れについてレク
チャーしました。

15

2012/8/26
サギソウまつり
「サギソウ相談会」

サギソウボランティアによる、サギソウ相談会を開催しました。 3

2012/9/2 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

60
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2012/9/8 2012/10/28
花みどり文化センターボランティア
体験プログラム　　「コスモスモビールをつく
ろう」

色画用紙を用いて、コスモスの型に切ってモビールとして、エント
ランスに飾ります。期間中の土日祝に開催

899

2012/9/8
こどもの森教室
「紙すきの体険」

４歳から中学生を対象としてボランティアの指導の基、「紙すき」
体験していただきます。

8

2012/9/15 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

60

2012/9/22
こどもの森教室
「紙すきの体険」

４歳から中学生を対象としてボランティアの指導の基、「紙すき」
体験していただきます。

20

2012/9/22 【こもれびの里】 こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーします。 28

2012/9/29 2012/9/30 【こもれびの里】里の秋まつり 2,135 期間中の来場者数 展示等

2012/9/29 2012/10/5
【こもれびの里】
「十五夜」

米粉で月見団子を作り、里で収穫した作物を飾ります。 2,700 期間中の来場者数 展示等

2012/9/29 2012/10/28 こもれびの里農家　特別公開
来年春に完成予定のこもれびの里農家をオープンに先駆けて週
末限定で特別公開しました。

33,270 期間中の来場者数 展示等

2012/9/29 2012/10/28 こもれびの丘自然展示
こもれびの家にて、こもれびの丘で見られる自然の魅力を展示し
ました。

51,273 期間中の来場者数 展示等

2012/9/29 2012/10/28 ボランティア活動展
19団体ある国営昭和記念公園のボランティア活動について、パ
ネル展示を行い、お客様にボランティア活動による公園づくりを
知っていただきました。

40,366 期間中の入館者数 展示等

2012/9/29 2012/10/28
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
【こもれびの里】「こもれび展」

里の小屋にて、こもれびの里での活動の紹介を行います。昔遊
びや梅の種飛ばしなど遊びの体験を行います。

42,135 期間中の来場者数 展示等

2012/10/6 2012/10/7 里の秋まつり 5,602 期間中の来場者数

2012/10/6
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
こもれびの里　ミニガイド　稲刈り

ボランティアによる稲刈りの作業を見てもらいながら、説明を行
いました。

800

2012/10/7 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

80

2012/10/8
体育の日
スポーツフェスティバル

園内のニュースポーツ（ディスクゴルフ・ペタンク・ホースシュー
ズ・クロッケー・ローンボウルス・一輪車）を、ボランティア指導の
もと体験していただきました。

671

2012/10/13
こどもの森教室
「コスモスのキーホルダーを作ろう」

小学生から中学生を対象としてボランティアの指導のもと、コス
モスの焼印を使ってキーホルダーを作りました。

50

2012/10/14 草笛コンサート 草笛ボランティアの協力により、童謡や歌謡曲を演奏しました。 200

2012/10/14 スポーツ教室
スポーツボランティアに協力いただき、スポーツエリアのニュース
ポーツと一輪車などのプレー方法を指導し、参加者に体験して
いただいた。

198

2012/10/14
こもれびの丘
自然観察会「秋の野草」

こもれびの丘の林床に咲く、秋の野草を中心にこもれびの丘を
散策する観察会を行いました。

13

2012/10/16
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
ハーブ園ガイドツアー

ボランティアによるハーブ園のガイドツアーを開催しました。 9

2012/10/20 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

50

2012/10/20 2012/10/21
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ５団体による連携ｲﾍﾞﾝﾄ】
「ボランティアイベントデー」

葛のつるでリースやかごを作ったり、どんぐりを使ったキーホル
ダー作りを体験していただきました。

151

2012/10/21 サンデースポーツ教室
スポーツボランティアに協力いただき、スポーツエリアのニュース
ポーツと一輪車などのプレー方法を指導し、参加者に体験して
いただいた。

321

2012/10/21
こもれびの丘
自然観察会「秋の野草」

こもれびの丘の林床に咲く、秋の野草を中心にこもれびの丘を
散策する観察会を行いました。

18

2012/10/26 2012/10/28
【こもれびの里】
十三夜

米粉で月見団子を作り、里で収穫した作物を飾ります。 3,500 期間中の来場者数 展示等

2012/10/27 【こもれびの里】 こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーします。 18

2012/10/27
こどもの森教室
「コスモスのキーホルダーを作ろう」

小学生から中学生を対象としてボランティアの指導のもと、コス
モスの焼印を使ってキーホルダーを作りました。

145
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2012/10/27
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
【こもれびの里】ミニガイド　稲の脱穀

ボランティアによる稲の脱穀作業を見てもらいながら、説明を行
いました。

700

2012/10/30 2012/11/1
【こもれびの里】
おかまの団子

お勝手（台所）の火の神様、「おかまさま」。おかまさまに供える
36個の団子をつくり、飾りました。

1,000 期間中の来場者数 展示等

2012/11/3 2012/11/25
花みどり文化センターボランティア
体験プログラム

公園内の数種類のどんぐりを展示し、その名前を当てるクイズを
開催しました。期間中の土日祝

412

2012/11/4 ペタンク探球講座
園内ペタンクコートの利用促進とペタンクの普及を図るため、初
心者の方にも気軽に楽しんでいただける月例講習会「ペタンク探
球講座」を開催した。

42

2012/11/4 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

300

2012/11/10
こどもの森教室
「クリスマス飾りを作ろう」

小学生から中学生を対象としてボランティアの指導のもと、公園
内の木の実を使ってクリスマス飾りを作りました。

27

2012/11/17
【こもれびの里】
えびす講

神無月（旧暦10月）に出雲に赴かない「留守神」とされたえびす
神（夷、戎、胡、恵比須、恵比寿、蛭子、恵美須）ないし、かまど
神を祀り、１年の無事を感謝し、五穀豊穣、大漁、商売繁盛を祈
願しました。

73 期間中の来場者数 展示等

2012/11/17 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

4

2012/11/18 サンデースポーツ教室
スポーツボランティアに協力いただき、スポーツエリアのニュース
ポーツと一輪車などのプレー方法を指導し、参加者に体験して
いただいた。

429

2012/11/21 2012/11/24
【こもれびの里】 里の収穫祭
宝船展示

収穫の秋をお祝いし、里で収穫した野菜を使って宝船を作成（実
演）して展示しました。展示した野菜は11/24に解体し、餅つき参
加者に抽選で配布しました。

374 期間中の来場者数 展示等

2012/11/23
【こもれびの里】 里の収穫祭
脱穀　縄ない実演

里の指導員とボランティアが千歯こきで稲を脱穀し、縄ない機で
藁を縄にする実演とその解説を行いました。

50

2012/11/24
こどもの森教室
「クリスマス飾りを作ろう」

小学生から中学生を対象としてボランティアの指導のもと、公園
内の木の実を使ってクリスマス飾りを作りました。

31

2012/11/24
【こもれびの里】 里の収穫祭
宝船解体

宝船に積んだ野菜を解体し、餅つき（有料）参加者にくじ引き当
選者に配布しました。（配布時間11：00～13：00）

50

2012/11/24
【こもれびの里】 里の収穫祭
伝統芸能

殿ヶ谷十二支はやし連の協力による獅子舞などの伝統芸能をご
覧いただきました。

300

2012/11/24 【こもれびの里】 こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーします。 16

2012/11/25 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマナーや
観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しながら野鳥観察
会を行った。

44

2012/11/25 エンジョイ！ディスクゴルフ
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習
会や自由参加のパッティングコンテストを行った。

289

2012/12/1 2013/1/27
花みどり文化センターボランティア
体験プログラム[木の実でつくろう、あそぼ
う」

公園内の木の実を使って、クラフト作りを行いました。 718

2012/12/2 ペタンク探球講座
園内ペタンクコートの利用促進とペタンクの普及を図るため、初
心者の方にも気軽に楽しんでいただける月例講習会「ペタンク探
球講座」を開催した。

13

2012/12/2 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

100

2012/12/8
【こもれびの里】
新米を食べる

田植え、稲刈りの参加者を対象に行いました。 6

2012/12/8 こどもの森教室　「正月飾り」
小学生から中学生を対象に、ノコギリやハサミなどの工具を使っ
て、正月飾りを作る工作教室を行いました。

20

2012/12/15 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

13

2012/12/16 サンデースポーツ教室
スポーツボランティアに協力いただき、スポーツエリアのニュース
ポーツと一輪車などのプレー方法を指導し、参加者に体験して
いただいた。

139

2012/12/22 こどもの森教室　「正月飾り」
小学生から中学生を対象に、ノコギリやハサミなどの工具を使っ
て、正月飾りを作る工作教室を行いました。

4

2012/12/22 【こもれびの里】 こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーします。 17
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■平成24年度　ボランティア

①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2012/12/22 2013/1/4
【こもれびの里】
正月飾り

新年を迎えるにあたり、武蔵野の伝統的な正月飾りの注連縄、
松飾り、鏡餅などを飾りました。

600 期間中の来場者数 展示等

2012/12/23 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマナーや
観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しながら野鳥観察
会を行ったが雨天により中止となった。

25

2013/1/5 2013/1/11
【こもれびの里】
小正月

まゆだまとあぼへぼを展示します。まゆだまとは、養蚕が盛ん
だった頃、まゆの豊作を祈願したことで、あぼへぼとは、粟穂稲
穂のことで、穀物の豊作を依頼するいづれも小正月行事を再現
しました。

550 期間中の来場者数 展示等

2013/1/6 ペタンク探球講座
園内ペタンクコートの利用促進とペタンクの普及を図るため、初
心者の方にも気軽に楽しんでいただける月例講習会「ペタンク探
球講座」を開催した。

18

2013/1/6 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

100

2013/1/12 こどもの森教室　「干支を作ろう」 公園の材木を使って来年の干支（巳）を作りました。 11

2013/1/19 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

40

2013/1/20 サンデースポーツ教室
スポーツボランティアに協力いただき、スポーツエリアのニュース
ポーツと一輪車などのプレー方法を指導し、参加者に体験して
いただいた。

69

2013/1/26 こどもの森教室　「干支を作ろう」 公園の材木を使って来年の干支（巳）を作りました。 14

2013/1/26 【こもれびの里】 こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーします。 13

2013/1/27 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマナーや
観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しながら野鳥観察
会を行った。

35

2013/1/27 エンジョイ！ディスクゴルフ
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習
会や自由参加のパッティングコンテストを行った。

107

2013/1/27
こもれびの丘
自然観察会

こもれびの丘を散策する観察会を行いました。 12

2013/2/2 2013/3/3
【こもれびの里】
ひなまつり

里の小屋内にお雛様を飾り、里にある桃の花も添えました。 3,000 期間中の来場者数 展示等

2013/2/2
【こもれびの里】
節分

鬼が柊の葉を嫌がり、鰯を焼くにおいを嫌って逃げ出すと考えら
れているため、里の小屋の周りに柊の枝に鰯の頭を刺し飾りま
した。

50

2013/2/2 2013/2/24
花みどり文化センターボランティア
体験プログラム 「冬芽クイズ」

公園内の数種類の冬芽を展示し、植物の名前を当てるクイズを
開催しました。

295

2013/2/3 ペタンク探球講座
園内ペタンクコートの利用促進とペタンクの普及を図るため、初
心者の方にも気軽に楽しんでいただける月例講習会「ペタンク探
球講座」を開催した。

17

2013/2/3 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

80

2013/2/9 【こもれびの里】 初午
初午とは、２月最初の午の日に行う、お稲荷さまのお祭りです。
お社を設置し、おあげを飾りました。

250 期間中の来場者数 展示等

2013/2/9 こどもの森教室　「花立てを作ろう」
作をする機会が少ない現代の子供たちに、公園の竹を使って花
立てを作り、自分で作る楽しさを体験していただきました。

16

2013/2/10 こもれびの丘　「間伐体験」
自然に興味を持つ中学生以下のお子様とその家族に、雑木林
の中で樹木の伐採等を体験していただきました。

11

2013/2/11 ディスクゴルフ講習会
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習
会や自由参加のパッティングコンテストを行った。

188

2013/2/16 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

50

2013/2/17 サンデースポーツ教室
スポーツボランティアに協力いただき、スポーツエリアのニュース
ポーツと一輪車などのプレー方法を指導し、参加者に体験して
いただいた。

224
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■平成24年度　ボランティア

①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2013/2/23 こどもの森教室　「花立てを作ろう」
作をする機会が少ない現代の子供たちに、公園の竹を使って花
立てを作り、自分で作る楽しさを体験していただきました。

17

2013/2/23 【こもれびの里】 こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーします。 40

2013/2/24 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマナーや
観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しながら野鳥観察
会を行った。

68

2013/2/24 エンジョイ！ディスクゴルフ
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習
会や自由参加のパッティングコンテストを行った。

19

2013/3/2 2013/3/20
【花みどり文化センター】
ボランティア体験プログラム「冬芽クイズ」

公園内の数種類の冬芽を展示し、植物の名前を当てるクイズを
開催します。

182

2013/3/3 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

100

2013/3/9 こどもの森教室　「竹の剣玉を作ろう」
工作をする機会が少ない現代の子供たちに、公園の竹を使って
剣玉を作り、自分で作る楽しさを体験していただきます。

27

2013/3/16 こどもの森　草笛教室
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木の葉を使い、参加
した子供達にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導する草笛教室
を行った。

200

2013/3/23 こどもの森教室　「竹の剣玉を作ろう」
工作をする機会が少ない現代の子供たちに、公園の竹を使って
剣玉を作り、自分で作る楽しさを体験していただきます。

32

2013/3/23 【こもれびの里】 こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーします。 17

2013/3/23 2013/5/26
ボランティア体験プログラム「お花のぬりえ
で楽しもう」

園内の開花リレーに合わせて、見頃の花々をぬりえで楽しみま
した。

125

2013/3/24 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、参加者に野鳥観察のマナーや
観察用具の扱い方を解説した後、園内を散策しながら野鳥観察
会を行った。

29

件数 144

参加者数（展示等除く） 23,496
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2012/5/13 【こもれびの里】　うどん作り
こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

13

2012/6/14 【こもれびの里】　うどん作り
こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

7

2012/6/24
【こもれびの里】
うどん作り

こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

17

2012/7/7
【こもれびの里】
ジャガイモ堀り体験

こもれびの里ボランティアの協力のもと、じゃがいも堀りを行いま
した。

59

2012/7/9 2012/7/13
【こもれびの里】
ジャガイモ堀り体験

こもれびの里ボランティアの協力のもと、じゃがいも堀りを行いま
した。

49

2012/7/10
ハーブ体験イベント　ラベンダースティック
づくり

公園内のラベンダーを用いて、ボランティア指導のもとラベン
ダースティックを作りました。

16

2012/7/22 【こもれびの里】　うどん作り
こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

4

2012/7/31 ハーブ体験イベント藍の生葉染め体験会
ボランティア指導のもと、ハーブを使った藍の生葉染め対険を行
いました。

18

2012/8/9
【こもれびの里】
うどん作り

こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

21

2012/9/9
【こもれびの里】
うどん作り

こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

7

2012/10/2
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
ハーブ体験イベント　　　藍の生葉染め体験
会

ボランティア指導のもと、ハーブを使った藍の生葉染め体験を行
いました。

18

2012/10/7
【こもれびの里】
うどん作り

こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

8

2012/10/9
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫYO
ハーブ体験イベント　押し花はがき作り

ボランティア指導のもと、ハーブをあしらったハガキを作りまし
た。

20

2012/10/13
【こもれびの里】
水田稲刈り

里で育てている稲の収穫体験をしました。 10

2012/10/17
【こもれびの里】
サツマイモ落花生堀体験

里で育てているサツマイモ、落花生を収穫体験しました。 10

2012/10/17
【こもれびの里】
サツマイモ堀体験

里で育てているサツマイモを収穫体験しました。 20

2012/10/19
【こもれびの里】
サツマイモ落花生堀体験

里で育てているサツマイモ、落花生を収穫体験しました。 10

2012/10/19
【こもれびの里】
サツマイモ堀体験

里で育てているサツマイモを収穫体験しました。 20

2012/10/20
【こもれびの里】
サツマイモ落花生堀体験

里で育てているサツマイモ、落花生を収穫体験しました。 150

2012/10/21
【こもれびの里】
 お花炭焼き

里で収穫したまつぼっくりやひょうたんなどを使用し、炭焼きの体
験を行いました。

17

2012/10/22
【こもれびの里】
サツマイモ落花生堀体験

里で育てているサツマイモ、落花生を収穫体験しました。 10

2012/10/22
【こもれびの里】
サツマイモ堀体験

里で育てているサツマイモを収穫体験しました。 21

2012/10/24
【こもれびの里】
サツマイモ落花生堀体験

里で育てているサツマイモ、落花生を収穫体験しました。 8

2012/10/24
【こもれびの里】
サツマイモ堀体験

里で育てているサツマイモを収穫体験しました。 22

2012/10/26
【こもれびの里】
サツマイモ落花生堀体験

里で育てているサツマイモ、落花生を収穫体験しました。 10

2012/10/26
【こもれびの里】
サツマイモ堀体験

里で育てているサツマイモを収穫体験しました。 20

2012/11/4
【こもれびの里】
うどん作り

こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

17

2012/11/18
【こもれびの里】
お花炭焼き

里で収穫したまつぼっくりやひょうたんなどを使用し、炭焼きの体
験を行いました。

14

2012/11/24
【こもれびの里】 里の収穫祭
餅つき

里で収穫したもち米を使い、餅つき体験と試食を行いました。 130

2013/1/12
【こもれびの里】
焼き芋体験

こもれびの里で収穫されたサツマイモを使用して、焼き芋も体験
を行いました。

81

2013/1/24
【こもれびの里】
そば作り

こもれびの里ボランティアの協力のもと、そば作りを行いました。 4
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2013/2/14
【こもれびの里】
うどん作り

こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

3

2013/2/16
【こもれびの里】
 竹炭焼き

竹炭焼きの体験を行いました。 3

2013/3/9 サギソウ栽培教室
サギソウボランティアの協力のもと、サギソウの植え付けを行
い、その管理方法を学びます。

55

2013/3/10
【こもれびの里】
うどん作り

こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いまし
た。

5

2013/3/10 サギソウ栽培教室
サギソウボランティアの協力のもと、サギソウの植え付けを行
い、その管理方法を学びます。

74

2013/3/23
【こもれびの里】
 竹炭焼き

竹炭焼きの体験を行いました。 2

件数 37

参加者数（展示等除く） 973
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平成24年度　自主事業

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2012/4/1 パフォーマンスショー 大道芸による楽しいストリートパフォーマンスショーを開催しました。 500

2012/7/7 2012/7/8 レインボープールプレオープン
7/14（土）から、オープンするレインボープールのプレオープンを行いまし
た。

2,885

2012/7/14 2012/9/2 サマーフェスティバル　２０１２
夏の利用促進策として、3種・7,000本の「ヒマワリ畑」の花修景を実施しま
す。また、サギソウまつり等実施します。プール内では、アクアビクスなど
の各イベントを開催しています。

736,206 期間中の入園者数

2012/8/3 2012/9/2 ニシタチサマーイルミネーションガーデン
西立川口のさざなみ広場、レイクサイドレストランをエリア限定で夜間特別
オープンします。ライトアップされた園内には星くずレストランやえんにち屋
台があるほか、毎週土曜日には星ぞらライブを行いました。（雨天中止）

9,678
期間中の夜間入園者
数

2012/8/3 2012/8/5 こどもイベントデ―「水風船あてゲーム」
水玉風船をマトに向かって投げて、うまく当たれば点数に応じて園内で使
えるチケットをプレゼントしました。

229

2012/8/3 2012/8/5 こどもイベントデ―「水玉入れゲーム」
水玉風船を使って運動会でよくある玉入れを行います。全部入れば園内で
使えるチケットをプレゼントしました。

229

2012/8/3 2012/8/5 こどもイベントで―「放水して虹をつくろう！」 ホースで放水して虹作りにチャレンジしました。 40

2013/1/26 2013/3/3 雪と花の早春フェスティバル
早春から咲く花々を紹介し、今までになかった公園の新たな冬の楽しみ方
を感じていただくことを目的に行ないます。当公園の「冬の花」の情報提供
や楽しく利用できる冬のイベントに取り組みます。

155,501 期間中の入園者数

2013/1/26 2013/3/3
雪と花の早春フェスティバル
田中梅夫　「ジャンクアート展新春バージョン」

早春をイメージした作品の展示をします。 155,501 期間中の入園者数

2013/1/26 2013/3/3
雪と花の早春フェスティバル
昭和を満喫！昭和の時代展

昭和時代において年月と共に変わりゆく当地域の日常生活風景の変遷
を、公園名でもある「昭和」の時代にタイムスリップして、なつかしい生活関
連用品や写真を中心に展示を行います。

155,501 期間中の入園者数

2013/2/2 2013/2/11
雪と花の早春フェスティバル
雪・ソリ遊び広場

新潟県苗場プリンスホテルスキー場から雪を運搬して、雪遊び広場を造成
し、子供を対象としたソリ遊びや雪像造り体験を行いました。また、新潟県
の冬季観光案内による抽選会を実施しました。

2,350

2013/2/3
雪と花の早春フェスティバル
節分（福）豆まき・餅つき

雪・ソリあそび広場イベントとのコラボレーションとして、節分豆まきを楽し
んでいただきました。また、レイクサイドレストラン前では、子供の餅つき体
験を行いました。

500

2013/2/9 2013/2/17
雪と花の早春フェスティバル
ＢＯＮＳＡＩ　Ｃａｆｅ　ｉｎ　国営昭和記念公園

盆栽材料産地の高松市で行っている若者向けの盆栽イベントの出張展示
及び販売を行い、当公園の盆栽苑を広く知っていただきました。

3,500 期間中の入園者数

2013/2/9
雪と花の早春フェスティバル
ＢＯＮＳＡＩ　Ｃａｆｅ　ｉｎ　国営昭和記念公園　ボサノ
バコンサート

盆栽カフェの一環でボサノバコンサートを行いました。 350

2013/2/10
雪と花の早春フェスティバル
ＢＯＮＳＡＩ　Ｃａｆｅ　ｉｎ　国営昭和記念公園　ボサノ
バコンサート

盆栽カフェの一環でボサノバコンサートを行いました。 800

2013/2/11
雪と花の早春フェスティバル
ＢＯＮＳＡＩ　Ｃａｆｅ　ｉｎ　国営昭和記念公園　ボサノ
バコンサート

盆栽カフェの一環でボサノバコンサートを行いました。 600

2013/2/16
雪と花の早春フェスティバル
ＢＯＮＳＡＩ　Ｃａｆｅ　ｉｎ　国営昭和記念公園　ボサノ
バコンサート

盆栽カフェの一環でボサノバコンサートを行いました。 200

2013/2/17
雪と花の早春フェスティバル
ＢＯＮＳＡＩ　Ｃａｆｅ　ｉｎ　国営昭和記念公園　ボサノ
バコンサート

盆栽カフェの一環でボサノバコンサートを行いました。 400

2013/3/2
雪と花の早春フェスティバル
ナノハナ花摘みイベント

寒咲きナノハナ畑において、寒咲きナノハナの摘み取りイベントを実施し、
お客様に見頃の花をご家庭でも楽しんでいただきます。

500

2013/3/3
雪と花の早春フェスティバル
ひなまつり ＆ 餅つき

雪・ソリあそび広場イベントとのコラボレーションとして、ふれあい広場レス
トラン内にお雛さまを飾ります。また、ふれあいレストラン前では、子供の餅
つき体験を行います。

600

2013/3/16 がんばろう日本！！そなえパークの日
地域の交流や憩いの場、広域避難場所である当公園において、「東日本
大震災」が発生した時期にもう一度防災意識を見直す機会を創出し、防災
クイズラリーや紙食器づくりのイベントを行ないます。

120

2013/3/21 春野菜と　ワインのマリアージュを楽しむ会
プリンスホテルシェフソムリエのワイン講座と、料理長による野菜を中心と
した料理と家庭でも応対できるプロの技やワンランク上のワインの楽しみ
方を説明します。

12

2013/3/31 春のびっくすまいる寄席
公園運営テーマ「Ｂｉｇ　Ｓｍｉｌｅ プロジェクト」の一環として、日本の伝統芸
能である落語を開催します。

52

件数 23
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平成24年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2012/4/1 茶花と自然の草花を楽しむ会
茶花を生けて自然の草花を楽しみながら抹茶を楽しみま
した。

6

2012/4/3 2013/3/27
○○カルチャー「花みどり文化センター教
室」

○○が主催するカルチャースクールを開催しました。 5,489

2012/4/8 ウォーキング大会
公園内にチェックポイントを設置し、そのポイントを通過す
るウォーキングを行いました。

250

2012/4/14 探鳥会
日本野鳥の会奥多摩支部による公園内の自然と野鳥に
親しみ散策しました。

18

2012/4/20 藍染をするための会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしま
す。また、染めた布を使って作品を作りました。

16

2012/4/21 ○○健康ウォーキング
○○における健康の保持増進を図る事業の一環として、
園内をウォーキングしました。

220

2012/4/22 春の楽市
市民や地域を構成する各種諸団体、企業や周辺都市等
の出店、各種ステージ等を行った。

42,000 期間中の入園者数

2012/4/28 2012/4/29 人の輪・花の輪みんなの花展 伝統文化である○○いけばなの展示を行いました。 3,519 期間中の入館者数

2012/4/29 「昭和の日」におけるビデオ上映と講習会

昭和天皇に係わるビデオ「森のちから～日本の原点・豊
かな森～」「森のちから～森に生かされ、森にかえる～」
「皇室の伝統文化」の上映と「昭和天皇と平和への取り
組み」の講演会を開催しました。

227

2012/5/3
水草の写真展示および国産グッピーの展
示

生体と水草の関係、水草の役割についての研修、生き物
を飼うという責任と飼育者へのモラルの普及に関する説
明を行いました。

250

2012/5/12 探鳥会
日本野鳥の会奥多摩支部による公園内の自然と野鳥に
親しみ散策しました。

13

2012/5/13
ワークショップ
ボタニカルキッズクラブ

押し花を使ったカードや自然素材を使った飾り等を公園
利用者に作成していただき、立川市の在宅ケア施設を通
じてお体の不自由な方やお年寄りに届けました。

35

2012/5/13 コスプレアイランドIN国営昭和記念公園
コスプレ愛好者交流のため、参加者が作成・購入した衣
装を着用し、キャラクターになりきって写真を撮影しまし
た。

200

2012/5/19 ○○フェスティバル 1,200

2012/5/19 ○○写真クラブ撮影会
会員等の相互親睦のため、モデル撮影及び園内の風景
撮影会を開催しました。

90

2012/5/19 2012/5/20
第８回ドッグランフェスタ
ＩＮ国営昭和記念公園

人と犬のあり方やペットの社会公共の普及啓発を目的と
したイベントを開催しました。

7,757

2012/5/19 2012/5/20 ○○フットサルリーグ春季大会

日本に滞在する外国人留学生、就学生、研修生又は元
留学生等が日本人青年学生とともにフットサルに興ずる
ことによりスポーツ文化の振興と国際理解の促進に寄与
することを趣旨とする大会を開催しました。

100

2012/5/22 2012/5/28 ○○展入賞者記念展 ○○展入賞者の記念展示を行いました。 5,599 期間中の入館者数

2012/5/25 藍染をするための会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしま
す。また、染めた布を使って作品を作りました。

16

2012/5/25 「まんパク」前夜祭「まちコン」
第２回「まんパク」の前夜祭として、地域の会社やお店の
交流を求め、地域の協働を行いました。

400

2012/5/26 2012/5/27 フラワーエッセンス療法初級講座
公園内での植物観察も織り交ぜながら、体験として花と
の関係を深めていける講座をしました。

7

2012/5/26 ○○スポーツイベント 40
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平成24年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2012/5/26 2012/6/3 「まんパク」
史上最大級のフードフェスティバルとして、地域の店舗や
食材を活用し「食の豊かさ」を立川から発信するイベント
を行いました。

191,000

2012/5/27 ○○関東選手権大会 25

2012/5/30 昭島チャレンジデー
昭島市では、スポーツの力で元気都市あきしまを目指
し、行政・民間団体・住民が一体となって取り組むスポー
ツイベントを開催しました。

700

2012/6/3 ○○太鼓祭
太鼓の演奏を通じ、少年・少女の育成や発表の場を設
け、また、伝統文化の継承を行いました。

300

2012/6/3 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディス
クゴルフの大会を行った。

43

2012/6/3 「よみがえる樹々のいのち」展　説明会 よみがえる樹々のいのち展の説明会を行いました。 80

2012/6/8 藍染をするための会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしま
す。また、染めた布を使って作品を作りました。

12

2012/6/10 とびっきりまつり2012

自然素材を使用しての工作、ミニコンサート、絵本の読み
聞かせ、地域の子どもたちによる和太鼓演奏とワーク
ショップ、異年齢集団のよる体を使っての集団遊びを行
いました。

460

2012/6/17 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会
を開催しました。

100

2012/6/24
ワークショップ
ボタニカルキッズクラブ

押し花を使ったカードや自然素材を使った飾り等を公園
利用者に作成していただき、立川市の在宅ケア施設を通
じてお体の不自由な方やお年寄りに届けました。

19

2012/7/1
国営昭和記念公園
トライアスロン大会

トライアスロン競技の普及・発展を目的とし、大会を実施
しました。

670

2012/7/1
 レディーストライアスロン選手権
国営昭和記念公園大会

トライアスロン競技の普及・発展を目的とし、大会を実施
しました。

153

2012/7/1 ○○吟行会 園内を散策し歌を詠み、批評会をしました。 20

2012/7/7 ○○サッカー大会 サッカーを通して子どもたちの交流を図りました。 100

2012/7/8
ワークショップ
ボタニカルキッズクラブ

押し花を使ったカードや自然素材を使った飾り等を公園
利用者に作成していただき、立川市の在宅ケア施設を通
じてお体の不自由な方やお年寄りに届けました。

25

2012/7/8 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディス
クゴルフの大会を行った。

247

2012/7/13 藍染をするための会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしま
す。また、染めた布を使って作品を作りました。

11

2012/7/15
花とみどりの楽校
「キッチンを彩る」

薫り高いハーブで、お料理でも使える寄せ植え作りに挑
戦しました。それらのハーブの楽しみ方や、ハーブにまつ
わる物語や歴史などにもふれました。

10

2012/7/17 ○○中学行事 148

2012/7/20 2012/7/22 日本フライングディスク選手権大会
フライングディスク競技10種目で、個人競技における日
本一を決定する大会を行いました。

40

2012/7/21 2012/7/22 トラディショナル・ハワイアンキルト展
草花などをモチーフにしたハワイアンキルトを展示しまし
た。

1,254 期間中の入館者数
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平成24年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2012/7/21 花と緑と知のミュージアム
多摩地域のビジネス・行政のトップリーダー及び花や緑
をテーマにした専門家の方々を招き、ビジュアルな写真
やビデオを使用して対談形式でお話をして頂きました。

2

2012/7/28 立川まつり国営昭和記念公園花火大会
みんなの原っぱを中心とした園内各所を観覧場所として
提供し、多摩地区の中でも大規模な花火大会を立川の
町づくりと町の発展を図るため開催しました。

344,736 期間中の入園者数

2012/7/29
花とみどりの楽校
「香りを纏う」

香りの歴史に触れながら、ハーブの精油などの自然素材
を使ったオリジナルローション作りに挑戦しました。

6

2012/7/31 2012/8/5 ○○作品展 武蔵野などの緑の風景の作品を展示しました。 1,423 期間中の入館者数

2012/8/4 ハンドランチグライダー競技会 ハンドランチグライダーの講習会と競技会を開催する。 50

2012/8/4 藍型染め 型染めの技法。紗張・染色・型彫りを行いました。 5

2012/8/5 ○○タイコ練習会 アフリカンパーカッションの練習会とダンス会 20

2012/8/5 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディス
クゴルフの大会を行った。

100

2012/8/18
花とみどりの楽校
「型紙を使って藍染をしてみよう！」

型紙を使った伝統的な方法で、かわいい絵を染めてみま
した。花瓶敷きなどにも使える麻のコースターを染めまし
た。

3

2012/8/25
体験型環境教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　　それいけ！た
まレンジャー！！

小学生全学年を対象として、ネットワーク多摩学生委員
会と大学生ボランティアが中心となり、「自然環境」「食
育」をテーマとしたワークショッププログラムや体験型
ゲームを行いました。

18

2012/8/25 2012/8/26
○○幼稚園サッカー夏季大会
○○ジュニアサッカー夏季大会

サッカーを通じて団体生活を体験して、協調性を高める。 3,000

2012/9/1 2012/9/2 ○○サッカー大会 サッカー大会を開催します。 200

2012/9/9
ワークショップ
ボタニカルキッズクラブ

押し花を使ったカードや自然素材を使った飾り等を公園
利用者に作成していただき、立川市の在宅ケア施設を通
じてお体の不自由な方やお年寄りに届けました。

33

2012/9/2 愛犬なんでも相談会
ドッグライフカウンセラーが、愛犬や愛犬との生活に関す
るお悩みにお応えします。

9

2012/9/2 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディス
クゴルフの大会を行った。

20

2012/9/6 2012/9/20 ○○生花教室
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室を行いました。

4

2012/9/8 ○○フットサル大会 フットサル大会を開催 100

2012/9/8
チームケンズカップトライアスロンⅰn国営
昭和記念公園大会

トライアスロン開催 700

2012/9/9
【持ち込み】 2010オールキッズトライアスロ
ン大会

子供の健全な育成およびジュニアアスリートの普及と育
成を図る。

430

2012/9/9 LET’S　GET　OUTSIDE　大運動会　2012
緑の芝生の上でリレー・大縄跳び・綱引き大会・大玉転
がしなど、運動会を行いました。ワークショップコーナー
やアコースティックステージもありました。

10,000

2012/9/13 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ました。

3
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平成24年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2012/9/14 藍型染め 型染めの技法。紗張・染色・型彫りを行いました。 12

2012/9/14 2012/9/20 ○○会 花とみどりをテーマに陶芸作品を約100点展示しました。 3,107 期間中の入館者数

2012/9/14 2012/9/20 ○○展
ラッピングとペーパーアートの受講生との合同作品展及
びラッピング本出版記念会を開催しました

3,107 期間中の入館者数

2012/9/16 「愛犬と楽しく暮らすためのセミナー」
愛犬家向けにセミナーを実施し、公園内のマナーアップ
を図ります。

16

2012/9/18
都民スポレク大会・ターゲットバードゴルフ
大会

都民のふれあいを目的として、ニュースポーツの普及を
図る

200

2012/9/20 ○○生花教室
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室を行いました。

2

2012/9/28 ○○運動会 100

2012/9/29 2012/9/30
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
東京にしがわ天国

東京にしがわ大学の授業、講演会やシンポジウム、コン
サート、FMたちかわの公開放送などに加え、30自治体の
PRブースを展開しました。

4,500 期間中の入館者数

2012/9/29 2012/12/24 みどりの継承　「昭和から平成へ」

緑化フェアや植栽祭、みどりの愛護のつどいを取り上
げ、播かれた種が天皇陛下から皇太子殿下へと受け継
がれていく様子をお写真や御製などの関連資料により紹
介いたしました。

6,414 期間中の入館者数

2012/10/4 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室を行いました。 2

2012/10/4 ○○マラソン大会　試走会
マラソン大会のコースを各校ごとに歩いて下見をしまし
た。

576

2012/10/6 2012/10/8
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
東京ピクニック「ソトでアソブたま」

都会の身近な環境である公園のなかで楽しめる様々な
新しい外遊びの過ごし方を提案し、自然とのふれ合いや
野外活動の素晴らしさを体感してもらいました。

24,000

2012/10/6
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
花と緑と知のミュージアム

多摩地域のビジネス・行政のトップリーダー及び花や緑
をテーマにした専門家の方々を招き、ビジュアルな写真
やビデオを使用して対談形式でお話をして頂きました。

50

2012/10/6
花とみどりの楽校
「秋の万葉植物に親しむ」

万葉集ゆかりの秋の草木を観察しながら、いにしえのひ
とびとのくらしや草木に寄せた思いを考えて、秋の風情を
楽しみました。

5

2012/10/7 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディス
クゴルフの大会を行った。

31

2012/10/7
花とみどりの楽校
植物の「名前の覚え方」を知ろう

植物観察のポイント、デジカメやスケッチの使いかた、図
鑑やネットの活用法、さらに植物の体系的な覚えかたな
ど、植物の名前を知る・覚えるためのいろいろな方法を
解説・実習しました。

16

2012/10/7 愛犬なんでも相談会
ドッグライフカウンセラーが、愛犬や愛犬との生活に関す
るお悩みにお応えします。

4

2012/10/7 「愛犬と楽しく暮らすためのセミナー」
愛犬家向けにセミナーを実施し、公園内のマナーアップ
を図ります。

11

2012/10/11 ウォーキングハイキング 1,363

2012/10/11 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ました。

5

2012/10/11 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の
校内マラソン大会を行いました。

2,284
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2012/10/12 ○○中学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の
校内マラソン大会を行いました。

393

2012/10/12 藍型染め
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍型染めの技法を学び伝えていきました。

15

2012/10/13 探鳥会 公園内の自然と野鳥に親しむ会を開催しました。 23

2012/10/14 立川フォトラリー大会

年齢・性別また、身体的ハンディキャップを問わず、健康
づくりとして、ニュースポーツを体験しながら、仲間の交
流の場として秋の昭和記念公園を楽しんでいただきまし
た。

293

2012/10/14 ○○大会 25

2012/10/14
花とみどりの楽校
「葉っぱを見よう、もっと知ろう」

いろいろな植物の葉を観察して特徴をつかみ、仕組みや
働き、その他、葉にまつわるお話をしました。

6

2012/10/18 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室を行いました。 2

2012/10/20
花とみどりの楽校
「歌の中の植物たち」

歌詞やタイトルに植物が登場する歌について、作者や歌
が作られた時代背景、その植物の性質などについてお
話しました。観察しながら歌の背景に思いをはせ、みんな
で一緒に歌いました。

6

2012/10/20
第89回東京箱根間往復
大学駅伝競走　予選会

平成25年1月に行われる箱根駅伝の予選会を開催しまし
た。

56,834 期間中の入園者数

2012/10/20 ○○ソフトボール大会
社内リクリエーションの一環としてのソフトボール大会を
開催しました。

100

2012/10/21 ○○大地と生命の讃歌
食と農と大地、人間再生のドラマを田植えの季節から稲
刈りの季節を通じ、美しい映像と音楽で描いた映画会を
行いました。

123

2012/10/21
花とみどりの楽校
「柿渋のたたき染め」

渋柿の渋を利用して染めました。たたき染めとスタンプ染
めに挑戦しました。

16

2012/10/21 愛犬なんでも相談会
ドッグライフカウンセラーが、愛犬や愛犬との生活に関す
るお悩みにお応えします。

8

2012/10/21 「愛犬と楽しく暮らすためのセミナー」
愛犬家向けにセミナーを実施し、公園内のマナーアップ
を図ります。

11

2012/10/22 ○○フットサル大会 ○○の親睦を兼ねたフットサル大会を開催しました。 116

2012/10/25 ○○小学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の
校内マラソン大会を行いました。

631

2012/10/27 2012/10/28
第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ
秋の楽市2012

市民活動展・緑化まつり・環境フェア・物産展等を行いま
した。

94,000 期間中の入園者数

2012/10/27 ○○ウォークラリー
健康づくりのために、チェックポイントを巡りながらの
ウォーキングを行いました。

567

2012/10/28
花とみどりの楽校
「木の実を見よう、もっと知ろう」

いろいろな木の実を観察しました。花から実への変化、
実のつくり、植物の繁殖作戦などのお話しをしました。

6

2012/11/1 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ました。

3

2012/11/2 2012/11/4 ○○展 ○○の会員の作品を一同に展示しました。 3,111 期間中の入館者数

2012/11/2 2012/11/4 ○○展 ○○の絵画の作品を展示しました。 3,111 期間中の入館者数
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2012/11/3 ○○健康ウォーク ○○関係者及びその家族の親睦会を開催した。 638

2012/11/3
花とみどりの楽校
「和模様の系譜」

キーワードはおめでた尽くし。生活が洋風になっても、松
竹梅に代表される昔ながらの絵柄の人気は健在です。
デザイン化された植物を中心に、その意味するところをお
話ししました。

5

2012/11/3 2012/11/4 ○○ディスクゴルフトーナメント
国内のディスクゴルフ愛好者による競技会を開催しまし
た。

200

2012/11/3 2012/11/4 秋の洋蘭展示会
○○会員が栽培した洋蘭（50～100鉢）を展示するほか、
栽培方法等の解説を行った。

2,648 期間中の入館者数

2012/11/4
花とみどりの楽校
『タネ』を知ろう

植物は動物と違って動くことができませんが、一生に一
度だけ移動することができます。それはタネの時期です。
実物を見ながら、植物たちの巧みな移動方法についてお
話しました。

8

2012/11/4 愛犬なんでも相談会
ドッグライフカウンセラーが、愛犬や愛犬との生活に関す
るお悩みにお応えしました。

6

2012/11/7 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の
校内マラソン大会を行いました。

228

2012/11/7 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の
校内マラソン大会を行いました。

1,556

2012/11/8 ○○いけばな「○○会」
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

2

2012/11/8 2012/11/14 ボタニカルアート展 ボタニカルアート約70点の作品を展示しました。 4,917 期間中の入館者数

2012/11/9 藍型染め
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍型染めの技法を学び伝えました。

14

2012/11/10
ジャパン・クッブオープン2012　　in　東京・
多摩地区

クッブの普及と振興のため、４コートでのリーグ戦を行い
ました。

65

2012/11/10 第６回　東京リレーション３大会
ゲートボールを通して、会員の交流・親睦を図り、健康維
持増進を目的とする。リーグ戦大会を開催しました。

277

2012/11/10 2012/11/11 第42回野鳥の巣箱コンクール作品展示会
野鳥の巣箱コンクール応募作品の展示やコンクール表
彰式を行いました。野鳥関連情報も展示しました。

2,707 期間中の入館者数

2012/11/11
ワークショップ
ボタニカルキッズクラブ

押し花を使ったカードや自然素材を使った飾り等を公園
利用者に作成していただき立川市の在宅ケア施設を通じ
てお体の不自由な方やお年寄りにお届けしました。

10

2012/11/11 ○○家族ハイキング
○○会員の家族に健康づくりの動機付けを促すことを目
的とし、ハイキングを行ないました。

274

2012/11/12 ○○自治会文化活動
○○による自然環境・生活環境についての講演会を行い
ました。

28

2012/11/15 2012/11/18 植栽基盤診断士認定試験
植栽基盤士に必要な実技能力を判定する試験を行いま
した。

77

2012/11/16 2012/11/21 季節の移ろいを撮る作品展
公園内の風景等デジタルカメラにより撮影した作品の展
示をしました。

4,202 期間中の入館者数

2012/11/17 2012/11/18 ○○フラワーアート作品展
○○メンバーによって制作されたフラワー作品の展示を
行いました。

2,115 期間中の入館者数

2012/11/17 ○○「歩け歩け大会」
従業員と家族を対象に健康づくりの一環として、ウォーキ
ング指導を取り入れ、園内コースを実践し、楽しんでいた
だきました。

123

2012/11/18 愛犬なんでも相談会
ドッグライフカウンセラーが、愛犬や愛犬との生活に関す
るお悩みにお応えしました。

11
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2012/11/21 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の
校内マラソン大会を行いました。

563

2012/11/22 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ました。

3

2012/11/22 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の
校内マラソン大会を行いました。

782

2012/11/23 ○○ファミリーウォーク
従業員と家族の健康づくりのためのウォーキング指導を
行い、園内コースを歩行して実践しました。

380

2012/11/24 2012/11/25 竹のフィッシングクラフト展
竹素材の釣り道具の展示を行いました。実際に竹竿を手
にして、その特性を実感できる体験コーナーを設置しまし
た。

2,943 期間中の入館者数

2012/11/25 ○○会
昭和記念公園内の植物を句材にして、各参加者が俳句
を作り、発表会を行いました。

17

2012/11/25
花とみどりの楽校
「落ち葉を使った草木染め」

ケヤキやサクラ、モミジ等の落ち葉を使った草木染めに
挑戦しました。

14

2012/11/25 ○○フットサル大会

日本に滞在する外国人留学生、就学生、研修生又は元
留学生等が日本人青年学生とともにフットサルに興ずる
ことによりスポーツ文化の振興と国際理解の促進に寄与
することを趣旨とする。上記趣旨の元、フットサル大会を
開催しました。

97

2012/11/29 ○○いけばな「○○会」
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

3

2012/12/1 国営昭和記念公園を１００倍楽しむ講座

昭和記念公園内19団体約1,000名のボランティア活動を
はじめ、四季折々の花情報や施設情報など園内の魅力
についての話を聞き、こもれびの里で「天地返し」（耕地
の土を深く耕して表層と下層の土を入れ替えること）の作
業に参加しました。

11

2012/12/1 東京マスターズロード選手権大会
園内特設コースにおいて、ハーフマラソンと10kmレース
を行いました。

1,015

2012/12/1 ハンドランチグライダー大会
ハンドライチグライダーの講習会及び競技会を開催いた
しました。

48

2012/12/1 フラワーアート　講習会 植物素材を使用したクリスマスリースの制作をしました。 2

2012/12/2 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会
を開催しました。

390

2012/12/2 愛犬なんでも相談会
ドッグライフカウンセラーが、愛犬や愛犬との生活に関す
るお悩みにお応えしました。

3

2012/12/3 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

280

2012/12/6 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

3

2012/12/7 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

134

2012/12/8 花と緑と知のミュージアム
多摩地域のビジネス・行政のトップリーダー及び花や緑
をテーマにした専門家の方々を招き、ビジュアルな写真
やビデオを使用して対談形式でお話をして頂きました。

25

2012/12/9
ワークショップ
ボタニカルキッズクラブ

押し花を使ったカードや自然素材を使った飾り等を公園
利用者に作成していただき立川市の在宅ケア施設を通じ
てお体の不自由な方やお年寄りにお届けしました。

24

2012/12/9 ○○ちびっ子マラソン大会

地元地域の子供たちに走る楽しさ素晴らしさを体感して
もらうと同時に、親子レースでは親子の絆を深める場とし
てもらうなど、より多くの人々に走ることへの関心を深め
てもらう大会を行ないました。

1,230
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2012/12/13 ○○の会
緑豊かな昭和記念公園内の万象を句材とする吟行後、
批評会を行いました。

16

2012/12/14 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

758

2012/12/14 藍型染め
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍型染めの技法を学び伝えていきました。

16

2012/12/19 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

284

2012/12/20 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

3

2012/12/22 フラワーアレンジメント教室
各自お花をアレンジしていただいたのち、参加者同士で
発表をしてもらいました。

14

2012/12/22 2012/12/23 ○○サッカー大会
みんなの原っぱで、関東一円の幼稚園児と小学生のサッ
カー大会を行いました。

1,457

2012/12/23 お正月飾り　講習会
法連縄飾り又はプリザーブドフラワーを使ったお正月向
けアレンジメントを作製しました。

6

2013/1/6 愛犬なんでも相談会
ドッグライフカウンセラーが、愛犬や愛犬との生活に関す
るお悩みにお応えしました。

6

2013/1/10 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

3

2013/1/11 藍型染め
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍型染めの技法を学び伝えていきました。

15

2013/1/17 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ました。

3

2013/1/18 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

489

2013/1/20
花とみどりの楽校
「火と植物」

燃料としての植物、焼き畑、防火林、など、植物とヒトとの
関わりを「火」を中心にした観点から考えたお話をしまし
た。

6

2013/1/23 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

182

2013/1/24 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

3

2013/1/24 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

539

2013/1/28 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

830

2013/1/29 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

754

2013/1/31 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

682

2013/1/31 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ました。

3

2012/2/1 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

368

2013/2/2 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会
を開催しました。

465

2013/2/3 愛犬なんでも相談会
ドッグライフカウンセラーが、愛犬や愛犬との生活に関す
るお悩みにお応えしました。

20
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2013/2/3
花とみどりの楽校
「植物の冬の姿」

夏とは違った冬越しの姿になった植物の、冬芽、体形等
を観察し、植物たちの冬越しの方法を調べました。

6

2013/2/3 ○○フットサル大会

日本に滞在する外国人留学生、就学生、研修生又は元
留学生等が日本人青年学生とともにフットサルに興ずる
ことによりスポーツ文化の振興と国際理解の促進に寄与
することを趣旨とするフットサルの大会を開催しました。

75

2013/2/3 ○○研修会 座学を中心とした研修を行いました。 38

2012/2/5 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

541

2012/2/5 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

455

2012/2/7 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

633

2012/2/7 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

376

2013/2/7 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

3

2012/2/8 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

629

2012/2/8 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

530

2013/2/8 ○○講習会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍型染めの技法を学び伝えていきました

15

2013/2/10 2013/2/11 ○○展
○○教室の子ども達による作品の展示や、ワークショッ
プ、マジックショーを開催しました。

3,036 期間中の入館者数

2012/2/12 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

585

2012/2/12 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

457

2012/2/13 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

507

2012/2/13 ○○ロードレース大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内ロード
レース大会を行いました。

1,180

2012/2/14 ○○ロードレース大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内ロード
レース大会を行いました。

599

2012/2/14 ○○ロードレース大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内ロード
レース大会を行いました。

595

2013/2/14 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ました。

4

2012/2/15 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

482

2013/2/17
花とみどりの楽校
「生薬と植物」

ヒトに優しいクスリとして注目されている生薬。様々な生
薬をお見せしながら特徴・薬効などのお話をしました。

12

2012/2/18 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

691

2012/2/19 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

594

2012/2/20 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

385

2012/2/20 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

972

2012/2/21 ○○ロードレース大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内ロード
レース大会を行いました。

402

別紙　288



平成24年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2012/2/21 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

307

2013/2/21 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

3

2012/2/22 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

1,601

2013/2/23 ハンドランチグライダー競技会
ハンドランチグライダーの講習会と競技会を開催しまし
た。

42

2013/2/24 ４２．１９５kmリレーマラソン
スポーツの楽しさを知ってもらうため、２ｋｍコースを21
周、４～１０名でタスキリレーを行いました。

2,340

2013/2/24
花とみどりの楽校
「東洋蘭の世界と古典園芸」

東洋蘭の品種の解説と栽培方法、「蘭文化」が社会で果
たしてきた役割などのお話をしました。

6

2013/2/28 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ました。

2

2012/2/27 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

834

2012/2/28 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン
大会を行いました。

268

2013/3/1 2013/4/21
昭和天皇記念館
香淳皇后のご趣味
－バイオリン、お絵、組紐－

香淳皇后ご使用の貴重な品々を展示します。 1,506 期間中の入館者数

2013/3/2 花と緑と知のミュージアム
多摩地域のビジネス・行政のトップリーダー及び花や緑
をテーマにした専門家の方々を招き、ビジュアルな写真
やビデオを使用して対談形式でお話をして頂きます。

32

2013/3/3 愛犬なんでも相談会
ドッグライフカウンセラーが、愛犬や愛犬との生活に関す
るお悩みにお応えします。

11

2013/3/10 ワークショップボタニカルキッズクラブ
押し花を使ったカードや自然素材を使った飾り等を公園
利用者に作成していただき立川市の在宅ケア施設を通じ
てお体の不自由な方やお年寄りにお届けしました。

16

2013/3/10
花とみどりの楽校　「早春の日本庭園に学
ぶガーデニング術」

早春の日本庭園で伝統的な作庭技術や建築技術、植物
の管理方法などを見て回ります。またお茶室では茶道の
文化に触れ、日本庭園とは一味違った茶庭の独特な世
界を体験します。

11

2013/3/3 立川シティハーフマラソン 2013

立川市が主催する市民マラソン大会で、自衛隊駐屯地
内、公園外周道路および園内を走りゴールへと向かう、
日本陸連公認のハーフマラソンの他、園内特設コースの
３Km、親子ペアレース（３Km）を行ないます。

25,000

2013/3/7 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

3

2013/3/8 糊置き・紗ばり講習会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍型染めの技法を学び伝えました。

15

2013/3/9 2013/3/10 ○○子ども生け花サークル 生け花サークルの子ども達の作品を約20点展示します。 2,030 期間中の入館者数

2013/3/10
「ネイチャー鬼ごっこ」～大自然の宝を見つ
け出せ！～

楽しく自然に触れ合う機会を作るため、鬼ごっこ、自然散
策を行います。

25

2013/3/14 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ます。

5

2013/3/16 ニュースポーツ　EXPO　in　多摩

ニュースポーツを通じてスポーツを体験できる場を創出
し、都民のスポーツ実践層のすそ野の拡大を図り、また、
多摩地域で行われる「デモスポ行事」を中心に体験する
ことでスポーツ際東京2013の開催気運の醸成と多摩地
域の連携活性化を図る。

15,000

2013/3/16 2013/3/17 ○○文化祭
○○に在住の町民による作品（書道、絵画、盆栽、写
真、手工芸）を展示します。

3,053 期間中の入館者数
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平成24年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2013/3/17 視覚障害者健康マラソン東京大会
視覚障害者の体力増強と社会参加を目的とし、３Km、５
Km、１０Km、２０Kmの４つのコースでマラソン大会を実施
します。

780

2013/3/17 マイスポーツラリー
日常では体験する機会が少ない「ニュースポーツ」を通じ
て市民のふれあいの場を作り、相互交流の輪を広げ、健
康増進と健全なリクリエーションの振興を図ります。

512

2013/3/21 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただけるよう、入門的な技術
を身につけていただく生け花の実践教室をしました。

3

2013/3/24
花とみどりの楽校「江戸の園芸と現代の
ガーデニング」

草花を楽しむ世界初のオープンガーデンは江戸で生まれ
ました。江戸の園芸ブームと現在の園芸植物との関係、
日本の「草庭」の伝統を生かした一年中花の絶えない
「日本式フラワーガーデンの作り方」についてお話しま
す。

13

2013/3/24 ○○サッカー大会 サッカーを通して子どもたちの交流を図りました。 360

2013/3/28 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行い
ます。

3

件数 228
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■平成25年度　大型主催
①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2013/3/23 2013/5/26 フラワーフェスティバル　2013
春の花を次々に開花させる「開花リレー」を実施し、「花」の様々な情報の提供
や春の訪れを感じていただけるようなイベントを行いました。

1,027,866 期間中の入園者数

2013/9/14 2013/11/4 開園３０周年記念コスモスまつり 2013

１９８３年に開園して、今年の１０月２６日（土）で３０周年を迎えました。「開園３０
周年記念コスモスまつり」を実施いたします。首都圏最大級５５０万本のコスモ
ス畑を修景していただき、３０にまつわる様々なイベントを繰り広げて、お客様
に「コスモスまつり」を楽しんでいただいております。

708,702 期間中の入園者数

2013/11/9 2013/11/24 黄葉＆紅葉まつり　2013
１１月中旬から下旬にかけて黄葉＆紅葉のすばらしさを楽しんでいただき、お
茶を楽しむ会や写真展、ガイドツアーなど深まる秋を感じていただけるイベント
を開催いたしました。

307,571 期間中の入園者数

2013/11/30 2013/12/25 Winter　Ｖｉｓｔａ　Illumination　2013
一部夜間開園を行い、カナール中心にイルミネーション等によるライトアップを
するとともに、関連イベントを行いました。

120,940 期間中の夜間入園者数

2014/3/21 2014/5/25 フラワーフェスティバル　2014
春の花を次々に開花させる「開花リレー」を実施し、「花」の様々な情報の提供
や春の訪れを感じていただけるようなイベントを行います。

114,390 期間中の入園者数

②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

該当なし
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■平成25年度　主催

①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数

2013/3/23 2013/4/3 国営昭和記念公園の花たち スタッフによる園内で咲く春の花の写真を展示しました。 6,818 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/3/23 2013/4/14 桜コンシェルジェ展
国立の桜守である大谷氏が国立市内の小中学生と一緒に桜守の活動を行っている様子を紹介しま
した。

15,379 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/3/23 2013/5/26
【フラワーフェスティバル　2013】記念撮影ス
ポット

春の各花畑に記念撮影スポット（顔出し看板）を設置し、ご来園の思い出作りをしていただきました。
小さなお子様から大人の方まで幅広いお客様にお楽しみいただきました。

737,156 期間中の入園者数 展示等 ○

2013/3/23 2013/5/26
【フラワーフェスティバル　2013】
開花リレースタンプラリー

開花に合わせて園内５ヶ所に花スタンプを設置し、リレーに合わせてスタンプを押すことで、期間中を
通じて公園を楽しんでいただきました。また、すべてのスタンプを集めた方の中から抽選でプールの
招待券をプレゼントしました。

737,156 期間中の入園者数 展示等 ○

2013/3/30 2013/4/11 瀬戸豊彦写真展　「昭和記念公園の春」
写真家 瀬戸豊彦氏による園内の花を１０点展示しました。各々の写真には植物の説明や見頃を書
いた２００字ほどの解説文を掲載しました。

3,365 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/4/3 2013/5/12 松川佳代パステル画展　花ざかりの公園
春の梅や桜から秋のコスモスなどの花のある風景画を中心に、昭和記念公園のパステル風景画を
約40点展示しました。

43,228 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/4/6 2013/5/7 写真展「多摩の野草と国営昭和記念公園の花たち」
希少種を含む多摩地区に自生する野草の写真と、国営昭和記念公園内の花の写真を展示しまし
た。

37,912 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/4/6 桜コンシェルジェ展　ワークショップ「スプリングコンサート」
国立ママさんリコーダーアンサンブルによる、あたたかい音色に癒されながら、一緒に歌い楽しみま
した。

30 ○ ○

2013/4/6 桜コンシェルジェ展　樹木医＆桜守りと歩く桜ツアー 桜がきれいな公園を樹木医と国立桜守と一緒に解説を聞きながら、散策します。 4

2013/4/6
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

50 ○ ○

2013/4/7 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 2

2013/4/12 2013/4/23 瀬戸豊彦写真展「昭和記念公園のチューリップ」
渓流広場のチューリップの大花壇をはじめ多彩な種類のチューリップの写真２０点を展示しました。
またチューリップの種類や歴史の説明文を掲示し、お客様を園内へ誘致しました。

7,899 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/4/13 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー 樹木医ドクターフクシマが見頃の花や樹木等、植物の解説を行いながら公園内を巡りました。 13

2013/4/13
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

200 ○ ○

2013/4/14
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

300 ○ ○

2013/4/20
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

50 ○ ○

2013/4/21 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 3

2013/4/25 2013/5/8 約５年の間に じんふみ氏が撮影した昭和記念公園の植物の写真の中から、初夏～夏（6月～７
じん　ふみ　写真展 国営昭和記念公園　「艶姿」 月）の写真　約40点を展示しました。

21,563 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/4/25 2013/5/8 瀬戸豊彦写真展　　「昭和記念公園の春」
昭和記念公園で撮影したナノハナ、桜、ムラサキハナナ、など春の花といろいろな種類のチューリッ
プの写真を展示しました。

21,563 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/4/27 2013/5/6 バードカービング展
来園者に野鳥に対する関心や興味を持っていただくことを目的にバードカービング作品の展示会を
行いました。

9,593 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/4/27 2013/5/6 ドラゴン先生の世界の昆虫展
世界の珍しい昆虫（甲虫類、蝶など）の標本を展示する事で、ゴールデンウィークに来館される子ど
もや大人に自然への興味を深めていただきました。

19,334 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/4/27 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー 樹木医ドクターフクシマが見頃の花や樹木等、植物の解説を行いながら公園内を巡りました。 15

2013/4/27
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

300 ○ ○

2013/4/28
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

300 ○ ○

2013/4/29 緑のフィールドコンサート
春の都市緑化推進運動に伴い、航空自衛隊・航空中央音楽隊による、どなたでも親しめる野外コン
サートを実施し、音楽を楽しんでいただきました。

5,000 ○ ○

2013/5/3 フィールドミュージアムお花畑コンサート
小さな演奏会（アコースティック音楽）を実施し、新緑と春の心地よい風とあわせ、公園を散策してい
るとどこからともなく聞こえる音楽を、春の花修景のひとつとして楽しんでいただきました。

500 ○ ○

2013/5/3 2013/5/6 春のアートバザール
地元のアーティストやアートマーケット実行委員会の協力により、手作りアート作品の展示販売を行
い、来園記念の思い出にお買い求めいただける場を提供しました。

134,744 期間中の入園者数 展示等 ○

2013/5/4 フィールドミュージアムお花畑コンサート
小さな演奏会（アコースティック音楽）を実施し、新緑と春の心地よい風とあわせ、公園を散策してい
るとどこからともなく聞こえる音楽を、春の花修景のひとつとして楽しんでいただきました。

600 ○ ○

2013/5/5 フィールドミュージアムお花畑コンサート
小さな演奏会（アコースティック音楽）を実施し、新緑と春の心地よい風とあわせ、公園を散策してい
るとどこからともなく聞こえる音楽を、春の花修景のひとつとして楽しんでいただきました。

600 ○ ○

2013/5/5 樹木医 ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 3

2013/5/5 ドラゴン先生の昆虫教室 「こどもの日」にちなんで、イラストを書きながらの昆虫教室を行いました。 50 ○ ○

2013/5/11 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー
ツアーへの参加を通して公園や植物に興味関心を持っていただけるよう、見ごろの植物をテーマに
公園内をご案内いたしました。

2

2013/5/11 2013/5/12 山野草展（大多摩山草会） 多摩の野草を中心にさまざまな野草の展示を開催しました。 368 期間中の来場者数 展示等 ○

2103/5/11 2013/5/26 葉画家　群馬直美の野菜たち「いのちのいろ展」
葉画家　群馬直美氏が野菜の絵を通し、野菜に宿ったいのちの大切さと野菜の魅力をお伝えしまし
た。また、食材である”野菜”に興味を持っていただき来園者の誘客を図りました。

19,646 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/5/11
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

300 ○ ○

2013/5/12
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

320 ○ ○

参加者数備考 展示等
包括的な質の対象

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数

別紙　292



■平成25年度　主催

①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数
参加者数備考 展示等

包括的な質の対象
開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数

2103/5/12
第１５回関東竹とんぼ競技大会第１３回わ
んぱくクラブ子ども　竹とんぼ大会

園内で取れた竹を使用して、子ども向けの竹とんぼづくりの教室を開催し、その手作りの竹とんぼを
使って、「滞空時間」と「距離」を競う競技会を行いました。また、竹とんぼ名人によるデモンストレー
ションも開催しました。

165 ○ ○

2013/5/18 2013/6/5 スイーツアート展 洋菓子・和菓子・パンなどで花や盆栽などを表現したアート作品を展示しました。 27,128 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/5/19 樹木医 ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 2

2013/5/25 樹木医 Ｄｒ．フクシマの　公園の自然探訪ツアー
ツアーへの参加を通して公園や植物に興味関心を持っていただけるよう、見ごろの植物をテーマに
公園内をご案内いたしました。

6

2013/5/25
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

500 ○ ○

2013/5/26
フィールドミュージアム
フラワーフェスティバルウィークエンドコン
サート

フラワーフェスティバル期間中の毎週土日曜日（他の音楽イベントがある日は除く）にコンサートを行
い、花と共に春の公園を満喫するきっかけとしていただきました。

600 ○ ○

2013/5/26 シャーレーポピーの摘み取りイベント
花の丘のシャーレーポピーの花摘みイベントを実施し、お客様に見頃の花をご家庭で楽しんでいた
だきました。

2,707 ○ ○

2013/6/1 2013/6/30 瀬戸豊彦写真展 「東京で見たすごい雲」
風景写真家 の瀬戸豊彦氏が、昭和記念公園や東京で撮られた「雲」の写真を気象の特徴や雲につ
いての解説文を添え展示しました。

19,750 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/6/2 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 3

2013/6/8 2013/7/7 「４人のアーティストが描く童話の世界」
「童話の中の植物」をテーマに、植物に絡んだ5つの有名な童話を題材にして、植物がでてくる場面
の中から4人の女性アーティストの方に自由に制作していただいた作品を展示しました。

14,573 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/6/8 2013/7/15 「いろんな花器展」
3人のアーティストにより、銅・革・ガラス、それぞれの素材で作られた花器を展示しました。花器には
野草などを挿し、花器と植物の調和を楽しんでいただきました。

16,841 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/6/8 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー 歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しました。 19

2013/6/8 東日本支援企画　「チューリップ掘り取りイベント」

チューリップ、ムスカリの球根堀りイベントを実施し、球根から育つチューリップに対する植物の理解
を深めていただきました。また、被災地東北で球根を植える活動をしている「東日本に花を咲かせ
隊」と協力し、花を通じて被災地と参加者とを「絆」でつなぎ、球根掘り作業終了後は、昨年被災地で
植えた花の開花状況などの報告を織り交ぜたMCや癒しのヒーリングポップスの演奏を行いました。

700 ○ ○

2013/6/15 2013/7/15 世界一幸せな国　　ブータンの自然と生活
源原重行氏がブータンの植物を写真と解説付きで展示しました。また、世界一幸せな国といわれて
いる“ブータン”の人々の生活の様子についてもご紹介しました。

16,841 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/6/22 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー 歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しました。 11

2013/6/22  瀬戸豊彦写真展雲のスライド＆トークショー「東京で見たすごい雲」
風景写真家 の瀬戸豊彦氏が、昭和記念公園や東京で撮られた「雲」の写真をスラードショーで説明
しました。

30 ○ ○

2013/7/4 2013/7/28 東京のトンボ写真展 国営昭和記念公園を始めとした東京各所で見ることができるトンボの写真展を行いました。 1,918 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/7/7 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 1

2013/7/11 2013/8/18 昭和記念公園　風景スケッチ展Ⅱ
佐藤岳三氏が描いた国営昭和記念公園の風景スケッチ画を展示しました。期間中「スケッチで遊
ぶ」ツアーを実施し、参加者が描いた絵も展示しました。

16,956 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/7/13 2013/7/28 ハスの展示 希少種を含めた約１００種類のハスを展示しました。 350,697 期間中の入園者数 展示等 ○

2013/7/13 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

6

2013/7/18 2013/8/13 国営昭和記念公園のトンボ写真展
国営昭和記念公園内のトンボ湿地をはじめとした公園各所で見ることができるトンボの写真展を開
催しました。

12,700 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/7/20 2013/8/18 藍型染め作品展　「涼しげな夏」
日本の伝統的な型染めの手法を用いて型紙を彫り、植物などの文様を藍で染めた小物やのれん・Ｔ
シャツ等の作品を展示しました。

14,244 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/7/20 2013/8/4 【世界の昆虫展】昆虫標本＆昆虫ジオラマ展
ドラゴン先生が収集した世界の昆虫コレクションや自ら製作した「昆虫ジオラマ」をこもれびの家に展
示して、子どもたちにたくさんの昆虫を知っていただきました。

5,436 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/7/20 2013/8/18 【世界の昆虫展】カブトムシ生体展示 カブトムシの生態展示を行いました。 1,037 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/7/20 2013/8/18 夏休み自由研究対策本部【夏休み自由研究展示】
こども（小学生～中学生）の自由研究のヒントになる展示を行いました。「街の中の化石を探そう」
「多摩から見える山々を研究しよう」「つる性植物を観察しよう」「顕微鏡で虫や植物を観察しよう」「世
界の昆虫を研究しよう」など

14,244 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/7/21 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 3

2013/7/24  昭和記念公園風景スケッチ展Ⅱスケッチツアー「スケッチで遊ぶ」
風景スケッチ画の佐藤岳三氏が、絵の描き方を説明した後、園内へ行き風景画を描きました。参加
者の方々が描いた絵は、展示しました。

9

2013/7/27 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

3

2013/7/28  【夏休み自由研究対策本部】ドラゴン先生の昆虫教室 漫画家のドラゴン先生が昆虫を楽しく解説しました。 60 ○ ○

2013/8/4 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 3

2013/8/4 ドラゴン先生の昆虫ガイドツアー
ドラゴン先生（漫画家で昆虫研究家の岡村茂氏）と一緒にこもれびの丘で昆虫観察会を行いました。
昆虫に関する説明や昆虫採集の仕方などの解説を聞きながら、こもれびの丘を探訪していただきま
した。

140 ○ ○

2013/8/10 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

6

2013/8/10 ドラゴン先生の昆虫ガイドツアー
ドラゴン先生（漫画家で昆虫研究家の岡村茂氏）と一緒にこもれびの丘で昆虫観察会を行いました。
昆虫に関する説明や昆虫採集の仕方などの解説を聞きながら、こもれびの丘を探訪していただきま
した。

75 ○ ○

2013/8/18 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 1

2013/8/24 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

4

2013/8/31 2013/9/21 松川佳代ﾊﾟｽﾃﾙ画展「公園で見上げた空、と花」
昭和記念公園の風景画を描き続ける画家松川佳代氏による絵画展です。夏の軽やかな空のパステ
ル風景画を中心に、カレンダー原画、花の絵など合わせて40点展示しています。

9,589 期間中の入館者数 展示等 ○

別紙　293



■平成25年度　主催

①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数
参加者数備考 展示等

包括的な質の対象
開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数

2013/8/31 2103/9/29 わたしの好きな昭和記念公園
昭和記念公園誕生30周年を祝し、公園模型の展示、園内施設のパネル紹介や春夏秋冬見られる
花々の写真展示を行いました。また、来館者による投票で、お気に入りの施設・花々を選出しまし
た。

20,070 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/9/1 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 1

2013/9/14 2013/9/16 バードカービング展 詳細に写実された鳥の彫刻（木製）を50点展示しました。 1,143 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/9/14 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

7

2013/9/14 2013/11/4
国営昭和記念公園開園30周年記念
コスモスまつり2013　コスモスクラフト体験

コスモスの花と開園３０周年記念ロゴをあしらった小物や風車を作成できる体験参加型イベントを開
催しました。

1,942 ○ ○

2013/9/14 2013/9/29
開園３０周年記念コスモスまつり 2013
コスモスコンサート

本園が開園した昭和５８年当時のヒット曲を中心に各アーティストがそれぞれのテイストを活かした
演奏を披露するライブを開催しました。

632 ○ ○

2013/9/14 2013/11/4
開園３０周年記念コスモスまつり 2013
ロゴデザイン花壇

開園３０周年記念ロゴをデザインした花壇（コスモス）を各ゲートに設置することで開園３０周年記念
の特別なお出迎えの演出をしております。

708,702 期間中の入園者数 展示等 ○

2013/9/14 2013/11/4
開園３０周年記念コスモスまつり 2013
記念スタンプラリー

開園３０周年記念ロゴを８つに分割したスタンプを８箇所のチェックポイントに設置。期間中すべての
スタンプを集めた方の中から抽選で招待券などを贈呈します。

20,844 展示等 ○

2013/9/15 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 1

2013/9/22 開園30周年記念コスモスまつり2013　モチモチの木を探そう
モチモチの木の朗読会と園内の大きなトチノキめぐりを行いました。園内探訪では、トチノキだけでな
く葉に特徴のある樹木やドングリがなる樹木なども紹介しました。

10

2013/9/28 樹木医 ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

20

2013/9/9 2013/11/9 第１７回　よみがえる樹木のいのち展模型展 公園の廃材を使ったオブジェの模型を展示しました。 85,216 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/10/6 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 3

2013/10/12 樹木医 Ｄｒ．フクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

10

2013/10/12 2013/10/13 山野草展（五日市やまくさ会）
多摩の野草を中心に様々な野草の展示をし、来場者に山野草の紹介と育成方法等の解説を行いま
した。

1,812 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/10/12 2013/10/13 秋のミニコンサート
地元のアーティストやパフォーマーの協力により、コスモスの花畑をバックにミニコンサートを行いま
した。

3,500 ○ ○

2013/10/12 2013/10/14 秋のアートバザール
地元のアーティストやマーケット実行委員会の協力により、手作りアート作品の展示販売を行いまし
た。

80,271 期間中の入園者数 展示等 ○

2013/10/15 2013/11/9 第１７回　よみがえる樹木のいのち展
人と樹々とのセッション・エコアート。公園内で剪定された樹木を素材とした草月野外インスタレー
ション。草月会東京西支部会員187名14作品　東京農業大学27名1作品を展示しました。

247,836 期間中の入園者数 展示等 ○

2013/10/19 2013/10/27 バードガービング展
来園者に野鳥に対する関心や興味を持っていただくことを目的にバードガービング作品の展示を行
いました。

1,745 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/10/23
開園３０周年記念コスモスまつり 2012
コスモススケッチツアー

風景スケッチ画の佐藤岳三氏と一緒にコスモスを描いてみました。 6

2013/10/23 2013/10/31
開園３０周年記念コスモスまつり 2013
映画　「黒部の太陽」パネル展示

映画「黒部の太陽」のパネルの展示と黒部ダム名工事記録映画を上映しました。 8,498 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/10/23 2013/11/4

国営昭和記念公園開園30周年記念コスモ
スまつり　ボランティア活動展　ボランティア
ビレッジ～公園とともにあゆんできたボラン
ティアのあゆみ展～

北のエリアにある「こもれびの家」を拠点にボランティアビレッジ（ボランティア村）が出現！公園と共
に歩んできた国営昭和記念公園の19団体あるボランティアについて、パネルや作品の展示、体験イ
ベントを通して、楽しく知っていただきました。

1,570 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/11/2 2013/11/4 盆栽展
地域連携の一環として昭島市盆栽会の協力を得て、日本の伝統文化のひとつである盆栽を展示し
ました。また、「盆栽」を多く方々に広げるために当公園の「盆栽苑」の紹介も兼ねて行ないました。

1,071 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/11/2 2013/11/24 昭和の時代展2013　昭和の名車展示
映画『ALWAYS三丁目の夕日』に登場したトヨペットクラウンをはじめとした昭和の名車３０台程度を
展示しました。

295,751 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/11/2 2013/11/24 昭和の時代展2013　映画『黒部の太陽』 映画『黒部の太陽』のパネル40枚の展示と黒部ダム工事現場の記録映画を上映する。 295,751 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/11/2 2013/11/24 昭和の時代展2013　昭和のくらし展 昭和期の名車の展示、パレードおよびファッションギャラリー、スペシャルライブを実施しました。 295,751 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/11/3 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 3

2013/11/3 コスモス花摘みイベント
コスモス畑（花の丘、みんなの原っぱ東花畑）において、コスモスの花摘みイベントを実施し、お客様
に見ごろの花をご家庭でも楽しんでいただきました。

3,000 ○ ○

2013/11/4 コスモス花摘みイベント
コスモス畑（花の丘、みんなの原っぱ東花畑）において、コスモスの花摘みイベントを実施し、お客様
に見ごろの花をご家庭でも楽しんでいただきました。

1,052 ○ ○

2013/11/5 2013/11/7 昭和の時代展2013　菊花展
秋を彩る花と言えば「菊」が代名詞です。古来より、菊は仕立てて競い合う文化があります。地域連
携の一環として昭島市菊友会の協力を得て、こもれびの里農家のオープンを期に日本の伝統文化
の継承を来園者に伝えます。丹精こめて仕立てられた「菊」を展示しました。

18,711 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/11/7 2013/11/21 写真展「多摩の野草と国営昭和記念公園の花たち」
希少種を含む多摩地区に自生する野草の写真と、国営昭和記念公園内の花の写真を展示しまし
た。

25,139 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/11/9 樹木医 Ｄｒ．フクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

13

2013/11/9 2013/11/17 黄葉＆紅葉まつり2013　インフィオラータ
黄葉＆紅葉、花びら、色砂を敷き絵を描くアートイベントで、今回は本園にちなんだ３０周年記念ロ
ゴ、立川・昭島、ガッチャマンクラウズの図柄を地域の小学生などの参加を得て完成させて展示しま
した。

127,460 期間中の入園者数 展示等 ○

2013/11/9 2013/11/17 昭和の時代展2013　中央線と立川の昭和展 本園と共に歩んできた中央線の歴史をパネルと鉄道関連グッズを展示しました 18,657 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/11/16 樹木医ドクターフクシマの黄葉＆紅葉めぐりツアー
ドクターフクシマの自然探訪ツアーで園内を案内している樹木医の福島氏が、黄葉＆紅葉の見所を
ご案内し、黄色や赤く染まった園内の木々を詳しく解説いたしました。

6

2013/11/17 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 2

2013/11/23 樹木医 Ｄｒ．フクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

20

2013/12/1 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 2

2013/12/7 2013/12/25
Winter　Ｖｉｓｔａ　Illumination　2013立川手づ
くり展　アートバザール

地元のアーティストやマーケット実行委員会の協力により、手作りアート作品の展示販売を行いまし
た。

97,850 期間中の夜間入園者数 展示等 ○
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■平成25年度　主催

①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数
参加者数備考 展示等

包括的な質の対象
開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数

2013/12/12 2013/1/13 松川佳代パステル画展―公園で見上げた空、と花―
国営昭和記念公園のパステル風景画を描き続ける画家松川佳代氏による絵画展です。秋から冬の
季節のパステル風景画を中心に、花の絵など合わせて４０点展示しました。

12,121 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/12/12 2013/1/13 葉画家　群馬直美展　「言の葉　葉っぱ暦」
葉画家　群馬直美氏が葉っぱを原寸大で丹念に描いた葉画（ようが）の他、木の実、冬芽や花の絵
など約55点の作品を展示しました。

12,121 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/12/14 樹木医ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

11

2013/12/15 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 2

2013/12/16 2014/1/7 北アルプス山麓地域観光展
大町市をはじめ北アルプス山麓地域の冬の魅力や、国営アルプスあづみの公園の紹介また、黒部
ダム及び映画『黒部の太陽』の写真展を行いました。

7,407 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/12/16 2014/1/10 国営昭和記念公園　「景観木30選」写真展 昭和記念公園で選出した景観木30本の写真を展示しました。 8,126 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/12/28 樹木医ドクターフクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

12

2014/1/3 Let's　enjoy　”お正月”
毎年恒例行事である凧揚げイベントを中心に日本の凧の会、こどもの森ボランティアの協力のもと、
お正月の伝統遊びを実施し、みんなの原っぱ中央売店付近では、餅つき体験を開催しました。

1,200 ○ ○

2014/1/5 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 1

2014/1/11 樹木医 Ｄｒ．フクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

13

2014/1/16 2014/2/16 ボタニカルアート 三人展
昨年も好評であった「三人展」。繊細な絵が伝える新たな植物の魅力をテーマにボタニカルアート作
家３人による作品を展示します。

15,358 期間中の入館者数 展示等 ○

2014/1/16 2014/2/23 花とこよみ～昭和記念公園の草花たち2014～
じんふみ氏が撮影した公園内で咲く主要な草花の写真を各月毎（和暦）に解説文を添え展示しま
す。

17,704 期間中の入館者数 展示等 ○

2014/1/18 2014/2/9 珍樹ハンター小山の写真展
珍樹ハンター小山氏が樹幹の節や幹肌によって作り出される人や動物の顔などの模様を撮影した
写真を展示します。

17,226 期間中の入館者数 展示等 ○

2014/1/19 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 1

2014/1/25 樹木医 Ｄｒ．フクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

18

2014/2/22 樹木医 Ｄｒ．フクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

15

2014/3/2 樹木医ドクターフクシマの植物相談コーナー 樹木医ドクターフクシマがお客様の植物に関する質問に個別にお答えしました。 1

2014/3/3 2014/3/13 オモシロ樹木ＯＣＪ４８総選挙
園内において実施された「あなたも珍樹ハンター」の応募作品の展示と投票（総選挙）により選出し
たオモシロ珍樹（ＯＣＪ48）の展示を行いました。

5,840 期間中の入館者数 展示等 ○

2014/3/3 2014/3/16 写真展　自然の中で・・・（立川自然観察友の会） 国営昭和記念公園を含む多摩地区の山野草の写真、約70点を展示しました。 14,107 期間中の入館者数 展示等 ○

2014/3/4 2014/3/13 ボタニカルアート教室 展示会
館内で行われているボタニカルアート教室の講師でもある山田道惠氏と教室に通う生徒による植物
画を約50点展示しました。

5,387 期間中の入館者数 展示等 ○

2013/3/8 樹木医 Ｄｒ．フクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

21

2014/3/8 2014/3/9 平成２６年　雪割草展
花の話題が少ないこの時期の話題づくりを越後丘陵公園の協力を得て、日本が誇る新潟県を中心
とする日本海側に自主して早春を彩る「雪割草（オオミスミソウ）」の作品約70～８０点展示しました。
また、自生地や花の写真７～１０点、押し花絵５～６点も展示しました。

814 期間中の来場者数 展示等 ○

2013/3/8 平成２６年　雪割草展　講演会
花の話題が少ないこの時期の話題づくりを越後丘陵公園の協力を得て、日本が誇る新潟県を中心
とする日本海側に自主して早春を彩る「雪割草（オオミスミソウ）」の講演を、国際雪割草協会関東支
部の講師を招いて行いました。

20

2013/3/9 平成２６年　雪割草展　講演会
花の話題が少ないこの時期の話題づくりを越後丘陵公園の協力を得て、日本が誇る新潟県を中心
とする日本海側に自主して早春を彩る「雪割草（オオミスミソウ）」の講演を、国際雪割草協会関東支
部の講師を招いて行いました。

31 ○ ○

2014/3/15 ゆる体操教室
NPO法人日本ゆる協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高める、安全で老若男女でも
できる効果的なトレーニングなどの基本的な動作と技術を分かりやすく指導しました。

42 ○ ○

2014/3/16 ゆる体操教室
NPO法人日本ゆる協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高める、安全で老若男女でも
できる効果的なトレーニングなどの基本的な動作と技術を分かりやすく指導しました。

31 ○ ○

2014/3/16 樹木医 Ｄｒ．フクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

3

2014/3/21 2014/5/25
フラワーフェスティバル　2014　記念撮影ス
ポット

春の各花畑に記念撮影スポット（顔出し看板）を設置し、ご来園の思い出作りをしていただきます。小
さなお子様から大人の方まで幅広いお客様にお楽しみいただけます。

91,014 期間中の入園者数 展示等 ○

2014/3/21 2014/5/25
フラワーフェスティバル　2014　フラワーリ
レースタンプラリー

開花に合わせて園内５ヶ所に花スタンプを設置し、リレーに合わせてスタンプを押すことで、期間中を
通じて公園を楽しんでいただきます。また、すべてのスタンプを集めた方の中から抽選でプールの招
待券をプレゼントします。

91,014 期間中の入園者数 展示等 ○

2014/3/21 2014/5/25
フラワーフェスティバル　2014　ウィークエン
ド大道芸まつり

昨年の黄葉＆紅葉まつりで好評をいただいた猿まわしの公演を行うほか、ジャグリング・パントマイ
ムなどの公演を行い、期間中を通じて公園を楽しんでいただきます。来園したお客様へ驚きと笑いを
提供します。また、大道芸の一環として投げ銭も受付します。

1,750 ○ ○

2014/3/22 樹木医 Ｄｒ．フクシマの公園の自然探訪ツアー
歩きながら園内の植物の見ごろや特徴を、樹木医の仕事などの話を織り交ぜながらご案内しまし
た。

18

2014/3/22 ＢＮ体操教室
ＢＮ体操普及協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高める、安全で老若男女でもできる
効果的なトレーニングなどの基本的な動作と技術を分かりやすく指導しました。

43 ○ ○

2014/3/23 ＢＮ体操教室
ＢＮ体操普及協会から講師を招き、来園者を対象に体力全般を高める、安全で老若男女でもできる
効果的なトレーニングなどの基本的な動作と技術を分かりやすく指導しました。

52 ○ ○

2014/3/24 2014/5/25 フラワーフェスティバル　見頃の花展
園内で開花している花自体とその花を写したじんふみ氏の写真を展示します。また花のぬり絵も行
います。

8,252 期間中の入館者数 展示等 ○
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■平成25年度　主催

①委託費のみで行ったもの

件数 参加者数
参加者数備考 展示等

包括的な質の対象
開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数

2014/3/24 2014/4/6 瀬戸豊彦写真展　「東京の桜」
昭和記念公園をはじめ東京の桜の名所の写真１２点を展示します。また、それぞれの写真には植
物・景観・見頃・アクセスなどを記載した説明文も掲載します。

1,567 期間中の来場者数 展示等 ○

2014/3/27 2014/4/13 第７回　桜コンシェルジェ展
国立の桜守である大谷氏が国立市内の小中学生と一緒に桜守の活動を行っている様子を紹介しま
す。

5,390 期間中の入館者数 展示等 ○

件数 148

参加者数
（展示等除く）

27,211

包括的な質の対
象件数

100

包括的な質の対
象参加者数（展
示等除く）

26,852
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■平成25年度　主催

②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

件数 参加者数

2013/4/6
桜コンシェルジェ展　ワークショップ
「桜の枝でフォトフレームづくり」

桜の枝を使って、オリジナルのフォトフレームを作ります。 15

2013/4/11 ボタニカルアート教室
ボタニカルアート（植物画）の講師である山田氏が、公園内の季節の植物を題
材として植物画の画き方をお教えしました。月2回で１つの植物を画きます。

13

2013/4/13
桜コンシェルジェ展　ワークショップ　「桜の
香りをお茶で楽しむ」

桜をブレンドしたお茶を飲んで、自然の桜の香りを楽しんでいただきました。 20

2013/4/14 お茶を楽しむ会　「春のお手前　（透木釜）」 歓楓亭において気軽にお茶を楽しんでいただく場を提供しました。 63 ○ ○

2013/4/14
桜コンシェルジェ展　ワークショップ　「桜の
香りをお茶で楽しむ」

桜をブレンドしたお茶を飲んで、自然の桜の香りを楽しんでいただきました。 11

2013/4/25 ボタニカルアート教室
ボタニカルアート（植物画）の講師である山田氏が、公園内の季節の植物を題
材として植物画の画き方をお教えしました。月2回で１つの植物を画きます。

12

2013/4/27 盆栽なんでも相談室
盆栽に関する相談をお受けし、アドバイスを行いました。ご自身の盆栽を持参
していただいた方には、不要枝剪定や整姿作業などを実演しながらアドバイ
スしました。

5

2013/5/9 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

12

2013/5/12 お茶を楽しむ会　「端午の節句（初風炉）」
日本庭園の歓楓亭広間において、気軽にお茶を楽しめる場を提供します。今
回は歓楓亭入口に五月人形を飾り、端午の節句の雰囲気の中、お茶を楽し
んでいただきました。

60 ○ ○

2013/5/23 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

12

2013/6/9 盆栽なんでも相談室
盆栽に関する相談をお受けし、アドバイスを行いました。ご自身の盆栽を持参
していただいた方には、不要枝剪定や整姿作業などを実演しながらアドバイ
スしました。

7

2013/6/9 お茶を楽しむ会　「お茶をたててみよう　（盆手前）
歓楓亭の広間において、気軽にお茶を楽しめる場を提供しました。「盆手前」
題し、お客様にお点前を体験していただきました。

54 ○ ○

2013/6/13 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

12

2013/6/20 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

11

2013/6/23 盆栽教室　「初心者のための山野草寄せ植えづくり」
ヤシャゼンマイ、ハナセキショウ、イワユキノシタ、フウチソウ、ナチアワモリ
ショウマなど５種類の山野草を使った寄せ植え作りを行いました。

23

2013/7/1 今日から始まるハーバルライフ講座part2
国営昭和記念公園のハーブ園にもある、身近なハーブを使いながら、自宅で
気軽に活用できる方法をお伝えし、実際に体験していただきました。

28

2013/7/11 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

12

2013/7/14 お茶を楽しむ会　「七夕祭り」
日本庭園の歓楓亭広間において、七夕にちなんだ道具やお菓子を用いたお
点前を見ていただき、短冊に願い事を書いてもらうなど、七夕の雰囲気の中、
お茶を楽しんでいただきました。

32 ○ ○

2013/7/25 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

12

2013/7/26  藍型染め作品展　「涼しげな夏」体験教室　「藍型染めの麻コースター作り」 麻のコースターに型を糊置きをして、藍で染めました。 24

2013/8/7  昭和記念公園風景スケッチ展Ⅱスケッチツアー「スケッチで遊ぶ」
風景スケッチ画の佐藤岳三氏が、絵の描き方を説明した後、園内へ行き風景
画を描きました。参加者の方々が描いた絵は、展示しました。

11

2013/8/8 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

9

2013/8/9  藍型染め作品展　「涼しげな夏」体験教室　「藍型染めの麻コースター作り」
麻のコースターに型を糊置きをして、藍で染め麻コースター作りを行ないまし
た。

30 ○ ○

2013/8/10 夏休み自由研究対策本部【プラネタリウム夏の星座と流星群】
夏の星座とペルセウス座流星群を紹介するプログラムでした。お子さまと一
緒に夏の夜の星座の楽しみ方をお伝えしました。

87 ○ ○

2013/8/11 夏休み自由研究対策本部　【プラネタリウム夏の星座と流星群】
夏の星座とペルセウス座流星群を紹介するプログラムでした。お子さまと一
緒に夏の夜の星座の楽しみ方をお伝えしました。

107 ○ ○

2013/8/11 お茶を楽しむ会　「納涼の茶」
日本庭園の歓楓亭において、季節の道具の取り合わせでお客様をお迎えし
ました。夏の茶室で初秋の気配を感じていただきました。

32 ○ ○

2013/8/22 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

10

2013/9/8 お茶を楽しむ会　「重陽の節句」
日本庭園の歓楓亭において、月見の茶、菊の節句。菊にちなんだ茶道具でお
点前と茶箱をご用意してお客様と長寿を祝いながらお茶を楽しんでいただき
ました。

43 ○ ○

2013/9/12 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

12

2013/9/19 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

12

2013/9/29 盆栽教室　「盆栽なんでも相談室」
盆栽に関する相談をお受けし、アドバイスを行いました。ご自身の盆栽を持参
していただいた方には、不要枝剪定や整姿作業などを実演しながらアドバイ
スしました。

9

2013/10/1 藍の生葉染め体験会 ハーブボランティア協力のもと、藍の生葉染め体験会を行いました。 12

2013/10/6
開園３０周年記念コスモスまつり 2013
みんなの願いをコスモスの畑から空へ

コスモスと風船が創り出す特別な瞬間をみんなでつくりました。 1,000 ○ ○

2013/10/10 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

16

2013/10/12 盆栽教室「秋の山野草寄せ植えづくり」
イトススキ、ユウノウギク、リンドウ、コガネシタ、ハギなど、秋の山野草の寄せ
植え作りを行いました。

23

2013/10/13 お茶を楽しむ会　「なごりの茶花を生けてみよう」
歓楓亭において気軽に茶道に触れる場を提供しました。今回は、実際に茶花
の作法も体験していただきました。

65 ○ ○

2013/10/24 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

1

2013/10/29 今日から始めるハーバルライフ講座
身近なハーブを使いながら、自宅で簡単にできる方法をお伝えし、実際に体
験していただきます。今回は花とハーブの香りのミニブーケ「タッジーマッ
ジー」を作りました。

15

2013/11/10 盆栽教室  花もの盆栽
花つきのよいフジモドキを教材とし、針金を使って形を整える整姿実技を行い
ました。

17

参加者数備考 展示等
包括的な質の対象

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数
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■平成25年度　主催

②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

件数 参加者数
参加者数備考 展示等

包括的な質の対象
開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数

2013/11/10 お茶を楽しむ会　「紅葉狩り」 歓楓亭において気軽にお茶を楽しんでいただく場を提供しました。 51 ○ ○

2013/11/14 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

13

2013/11/16
黄葉＆紅葉まつり2013　黄葉＆紅葉乗馬ト
レッキング

馬の背から眺めるいつもとは違う紅葉を楽しみました。本場のサラブレットを
呼んで引き馬トレッキングを実施いたしました。

150 ○ ○

2013/11/28 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

13

2013/12/7 公園でモンテッソーリ教育  親子で楽しむ自然教室
「幼児期における五感を通した原体験の大切さ」を体験しながら学ぶ自然体
験教室を行いました。

12

2013/12/8 お茶を楽しむ会　「クリスマス」
日本庭園の歓楓亭において、クリスマスにちなんだ茶道具を使ってお茶を楽
しんでいただきました。また、楯岡眞弓先生の朗読　「心に染みるお話」を楽し
んでいただきました。

57 ○ ○

2013/12/12 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

14

2012/12/15 盆栽教室　「お正月に飾る寄せ植えづくり」 梅、松、笹、南天など、おめでたい樹木をお正月用に寄せ植えしました。 30 ○ ○

2013/12/26 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

13

2014/1/9 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

17

2014/1/12 お茶を楽しむ会　「初釜（新年にはじめてかける釜）」 歓楓亭において気軽にお茶を楽しんでいただく場を提供しました。 83 ○ ○

2014/1/23 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

15

2014/2/1 公園でモンテッソーリ教育　親子で楽しむ自然教室
「幼児期における五感を通した原体験の大切さ」を体験しながら学ぶ自然体
験教室を行いました。

36 ○ ○

2014/2/13 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

12

2014/2/18 今日から始めるハーバルライフ講座
身近なハーブを使いながら、自宅で簡単にできる方法をお伝えし、実際に体
験していただきます。

18

2014/2/27 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

14

2014/3/9 お茶を楽しむ会　「雛祭り」
桃の節句にちなんだお道具を使い、歓楓亭において気軽にお茶を楽しんでい
ただく場を提供しました。

69 ○ ○

2014/3/13 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

13

2014/3/23 親子でキャッチボール教室
小学６年生までの野球経験をしていないお子様を含んだ親子を対象に、読売
巨人軍　ジャイアンツアカデミーによるキャッチボール及びストレッチの指導等
を行いました。

91 ○ ○

2014/3/27 ボタニカルアート教室
植物を詳細に描く 「ボタニカルアート」の描き方を紹介して、実際に参加者に
描いていただきました。

14

件数 59

参加者数
（展示等除く）

2,684

包括的な質の対
象件数

19

包括的な質の対
象参加者数（展
示等除く）

2,140
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■平成25年度　ボランティア
①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2013/3/23 2013/5/26 ボランティア体験プログラム「お花のぬりえで楽しもう 園内の開花リレーに合わせて、見頃の花々をぬりえで楽しみました。 1387

2013/4/7 こどもの森 　「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 30

2013/4/13 【こもれびの里】　こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。 30

2013/4/13 こどもの森教室　「チューリップキーホルダーをつくろう」
指導員が工具の扱い方や使用する材料について解説した後、フラワーフェスティバルに
あわせてチューリップのキーホルダーをつくりました。

125

2013/4/16 ハーブ園ガイド
ハーブボランティアの協力のもと、日頃ハーブの植替え、手入れなどを行っているハーブ
園の魅力をご案内しました。

9

2013/4/20 2013/5/5 【こもれびの里】 　端午の節句 五月人形やこいのぼりの展示を行いました。 23,500 期間中の来場者数 展示等

2013/4/20 こどもの森 　「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 60

2013/4/27 こどもの森教室　「チューリップキーホルダーをつくろう」
指導員が工具の扱い方や使用する材料について解説した後、フラワーフェスティバルに
あわせてチューリップのキーホルダーをつくりました。

141

2013/4/28 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、野鳥観察のマナーや観察用具の扱い方を説明して、園
内を散策しながら観察会を行いました。

56

2013/5/5 里の春まつり「昔あそび」 こどもの日にちなみ、昔なつかしいふるさと遊びを体験していただきました。 2,000

2013/5/5 こどもの日　スポーツフェスティバル
子どもに限らず一般来園者を対象に、園内のニュースポーツ（ディスクゴルフ・ペタンク・
ホースシューズ・クロッケー・ローンボウルズ・一輪車）を体験していただきました。

971

2013/5/5 こどもの森「草笛教室」
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木を使い、参加した子供達にわかりやすく草
笛の鳴らし方を指導する教室を行いました。

150

2013/5/11 【こもれびの里】　こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。 31

2013/5/11 こどもの森教室　「竹とんぼを作ろう」 竹とんぼを作る工作教室を行いました。 9

2013/5/18 こどもの森「草笛教室」
草笛ボランティアの協力のもと、公園内の草木を使い、参加した子供達にわかりやすく草
笛の鳴らし方を指導する教室を行いました

100

2013/5/19 草笛コンサート
草笛ボランティアと関東草笛の会の協力のもと、草笛奏者によるコンサートを行いました。
草笛のやさしい音色を演奏し、来園者に公園ならではの催しを楽しんでいただきました。

200

2013/5/19 サンデースポーツ教室
スポーツボランティアに協力いただき、スポーツエリアのニュースポーツと一輪車などのプ
レー方法を指導し、参加者に体験していただきました。

296

2013/5/21 ハーブ園ガイドツアー
ハーブボランティア協力のもと、季節のハーブ園の魅力をご紹介。普段は入れないガー
デンの中もご案内しました。

11

2013/5/25 こどもの森教室　「竹とんぼを作ろう」 竹とんぼを作る工作教室を行いました。 27

2013/5/26 野鳥観察会
野鳥ボランティア協力のもと、参加者に野鳥観察のマナーや観察用具の扱い方を解説し
た後、園内を散策しながら観察会を行いました。

34

2013/6/1 2013/6/30 ボランティア体験プログラム　「キッチンハーブクイズ」
5種類のキッチンハーブをどの料理に使われているかを当ててもらいました。（解答用紙
にはヒントもありました。）

362

2013/6/2 ペタンク探球講座 ペタンクボランティアの協力のもと、初心者を対象とした講習会を行いました。 8

2013/6/2 こどもの森　「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 100

2013/6/8 2013/6/16 ハーブ園　オープンガーデン「ハーブボランティア活動展」 ハーブボランティアの活動写真や手作りのクラフトを展示しました。 626 期間中の来場者数 展示等

2013/6/8 ハーブ園　オープンガーデン「ハーブ園ガイドツアー」 ハーブボランティアによるハーブ園の案内を行いました。 170

2013/6/8 こどもの森教室　「竹の昆虫を作ろう」 竹の昆虫を作る工作教室を行いました。 30

2013/6/9 ハーブ園　オープンガーデン「ハーブ園ガイドツアー」 ハーブボランティアによるハーブ園の案内を行いました。 175

2013/6/11 ハーブ園　オープンガーデン「ハーブ園ガイドツアー」 ハーブボランティアによるハーブ園の案内を行いました。 100

2013/6/15 2013/6/21 【こもれびの里】年中行事「鎌洗い」展示
麦刈り鎌をきれいに洗って、蓑の中にうどん・鎌・とっくり・収穫物などを入れて、縁側に供
えました。

17 期間中の来場者数 展示等

2013/6/15 こどもの森「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 50

2013/6/15 ハーブ園　オープンガーデン「ハーブ園ガイドツアー」 ハーブボランティアによるハーブ園の案内を行いました。 100

2013/6/16 ハーブ園　オープンガーデン「ハーブ園ガイドツアー」 ハーブボランティアによるハーブ園の案内を行いました。 150

2013/6/22 こどもの森教室　「竹の昆虫を作ろう」 竹の昆虫を作る工作教室を行いました。 14

2013/6/23 野鳥観察会
野鳥ボランティア協力のもと、参加者に野鳥観察のマナーや観察用具の扱い方を解説し
た後、園内を散策しながら野鳥観察をしました。

31

2013/6/23 エンジョイ！ディスクゴルフ
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティ
ングコンテストを行いました。

71

2013/6/29 【こもれびの里】　こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。 22
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2013/6/29 2013/7/7 【こもれびの里】　年中行事「七夕」展示
期間中、七月七日の「七夕」にちなみ、こもれびの里農家では七夕飾りを設置します。こも
れびの里作業小屋では、七夕飾りの短冊に願い事を自由に書いていただき、ご来園のお
客様に夏の風物詩を楽しんでいただきます。

1,450 期間中の来場者数 展示等

2013/7/6 2013/7/7 ボランティア体験プログラム「七夕かざりをつくろう」 短冊を書いていただき、エントランス外の竹に飾っていただきました。 63

2013/7/7 ペタンク探球講座 ペタンクボランティアの協力のもと、初心者を対象とした講習会を行いました。 2

2013/7/7 こどもの森　「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導を行ないました。 50

2013/7/13 2013/7/17 【こもれびの里】年中行事　盆棚飾り
砂川地区の盆棚飾りを展示しました。こもれびの里で収穫した夏野菜を一緒にお供えしま
した。

450 期間中の来場者数 展示等

2013/7/13 こどもの森教室　「木の船を作ろう」 小・中学生を対象に、木の船を作る工作教室を行いました。 5

2013/7/13 2013/9/8 ボランティア体験プログラム「セミの鳴き声当てクイズ」 ５つのセミを鳴き声や、形をヒントに当てるクイズを実施しました。 491

2013/7/13 【こもれびの里】　こもれび講話
「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。今月は、立川市と砂川町の合併に
ついて、年表を基に合併に至る背景や国主導による市町村合併があったことや、周辺の
篠合併の歴史についてもレクチャーしました。

17

2013/7/16 ハーブ園ガイドツアー
ハーブボランティア協力のもと、季節のハーブ園の魅力をご紹介。普段は入れないガー
デンの中もご案内いたしました。

39

2013/7/20 こどもの森「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 45

2013/7/27 こどもの森教室　「木の船を作ろう」 小・中学生を対象に、木の船を作る工作教室を行いました。 12

2013/7/28 【こもれびの丘】自然観察会「夏の野草について」
公園北側に位置する「こもれびの丘」において、雑木林を中心に園内の夏の山野草を観
察しました。

17

2013/8/3 2013/9/1 サギソウまつり
常時30,000球のサギソウ花壇をご覧いただきました。また、サギソウ展、サギソウスタンプ
ラリー、サギソウ相談会、撮影用サギソウ鉢貸し出しなどサギソウにまつわる様々な催し
ものを行い、サギソウへの興味関心を深めていただきました。

422,821 期間中の入園者数 展示等

2013/8/3 2013/9/1 サギソウまつり「サギソウ展」 サギソウに関する写真や作品などの展示を行いました。 2,706 期間中の来場者数 展示等

2013/8/3 2013/9/1 サギソウまつり「サギソウスタンプラリー」

園内のサギソウの見どころを巡るスタンプラリーを通して、トンボの湿地、花木園展示棟
などへ足を運んでいただきました。また、ゴールされた方の中から抽選で10名様を3月に
行われる『サギソウ栽培教室』にご招待いたします。ｽﾀｰﾄ場所：各ｹﾞｰﾄ（あけぼの口を除
く）　ｺﾞｰﾙ場所：西立川ｹﾞｰﾄ前、ｻｷﾞｿｳﾃﾝﾄ（15：00まで）

76

2013/8/3 2013/9/1 サギソウまつり「撮影用サギソウ鉢貸し出し」
花を写真撮影したいお客さまのために、サギソウの鉢を貸し出しました。（さざなみ広場内
のみ、園内持ち出し不可。）

908

2013/8/4 こどもの森　「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 50

2013/8/10 こどもの森教室　「水鉄砲を作ろう」
４歳から中学生を対象としてこどもの森ボランティアの指導のもと、「水鉄砲」を作りまし
た。

22

2013/8/10 【こもれびの里】　こもれび講話
こもれびの里は、平成19年10月に開園して今日まで整備を進めていた農家エリアが完成
し、全面オープンすることとなり、こもれびの里農家エリア供用式典を行いました。立川市
長・昭島市長・狛江市長をはじめ寄贈者を招待して供用式典を行いました。

19

2013/8/17 こどもの森　「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 10

2013/8/24 こどもの森教室「水鉄砲をつくろう」
４歳から中学生を対象としてこどもの森ボランティアの指導のもと、「水鉄砲」を作りまし
た。

20

2013/8/24 【こもれびの里】　農家オープニングイベント　大のぼり揚げ
農家エリアオープンに際して、こもれびの里の開園を記念して復活した16ｍもある幟竿
（のぼりさお）、ケヤキ作りの彫刻が特徴の大のぼりを揚げました。

175

2013/8/24 【こもれびの里】　農家オープニングイベント　伝統芸能「和太鼓　趣」
「和太鼓　趣」による太鼓演奏を行ないました。こもれびの里内を太鼓演奏で練り歩きまし
た。

100

2013/8/24 【こもれびの里】　農家オープニングイベント　水車の米つき
水車の杵で玄米をつき、玄米を白米に精米する作業を水車小屋の外からご覧いただきま
した。

175

2013/8/24 サギソウまつり「サギソウ相談会」
サギソウボランティアによる、サギソウの育て方や開花後の管理方法などサギソウに関
する相談会を開催しました。

108

2013/8/25 サギソウまつり「サギソウ相談会」
サギソウボランティアによる、サギソウの育て方や開花後の管理方法などサギソウに関
する相談会を開催しました。

54

2013/8/25 【こもれびの里】　農家オープニングイベント大のぼり揚げ
農家エリアオープンに際して、こもれびの里の開園を記念して復活した16ｍもある幟竿
（のぼりさお）、ケヤキ作りの彫刻が特徴の大のぼりを揚げました。

110

2013/8/25 【こもれびの里】　農家オープニングイベント　水車の米つき
水車の杵で玄米をつき、玄米を白米に精米する作業を水車小屋の外からご覧いただきま
した。

110

2013/8/25
【こもれびの里】　農家オープニングイベント
こもれび講話　「空の都よ立川よ～立川飛
行機ものがたり～」

里の小屋で「武蔵野のくらしと自然」に関する講話を行いました。大正時代に立川に飛行
場が出来てからの歴史を中心に、当時使われていた飛行機のプロペラを展示しながら飛
行場の歴史や豊泉講師の体験を話されました。

23

2013/9/1 こどもの森　「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 10

2013/9/14 【こもれびの里】　こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」について、レクチャーしました。 24
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2013/9/14 こどもの森教室　「コスモスキーホルダーをつくろう」
親子を対象に、ボランティアの指導の基コスモスの焼印を押したキーホルダーを作りまし
た。

64

2013/9/17 ハーブ園ガイドツアー
ハーブボランティア協力のもと、季節のハーブ園の魅力をご紹介。普段は入れないガー
デンの中もご案内いたしました。

10

2013/9/18 2013/9/22 【こもれびの里】　年中行事「十五夜」
こもれびの里ボランティアの協力のもと、里で収穫したうるち米を粉にした上新粉で月見
団子を作り、農作物のサツマイモ・里芋・カキ等とススキとハギ等の秋の花を飾りました。

1,500 期間中の来場者数 展示等

2013/9/21 こどもの森　「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 200

2013/9/22 野鳥観察会
野鳥ボランティア協力のもと、参加者に野鳥観察のマナーや観察用具の扱い方を解説し
た後、園内を散策しながら野鳥観察をしました。

22

2013/9/22 エンジョイ！ディスクゴルフ
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティ
ングコンテストを行いました。

278

2013/9/28 こどもの森教室　「コスモスキーホルダーをつくろう」
親子を対象に、ボランティアの指導の基コスモスの焼印を押したキーホルダーを作りまし
た。

71

2013/10/5 【こもれびの里】　こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」について、レクチャーしました。 15

2013/10/6 ペタンク探球講座 初心者を対象として球の投げ方やゲームの進め方を指導しました。 21

2013/10/6 こどもの森「草笛教室」
ボランティアの協力のもと、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導し楽しんでいた
だきました。

200

2013/10/12 こどもの森教室「クズのカゴ編みをつくろう」 小・中学生を対象に、葛のツルを使ったカゴ編みを作る工作教室を行いました。 24

2013/10/13 草笛コンサート 草笛ボランティアの協力により、童謡や歌謡曲を演奏しました。 200

2013/10/14 体育の日　スポーツフェスティバル
園内のニュースポーツ（ディスクゴルフ・ペタンク・ホースシューズ・クロッケー・ローンボウ
ルス・ターゲットバードゴルフ・一輪車）を、ボランティア指導のもと体験していただきまし
た。

401

2013/10/16 2013/10/18 【こもれびの里】　十三夜 米粉で月見団子を作り、里で収穫した作物を飾りました。 2,118 期間中の来場者数 展示等

2013/10/19 こどもの森「草笛教室」
ボランティアの協力のもと、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導し楽しんでいた
だきました。

60

2013/10/31 2013/11/3 【こもれびの里】　おかまの団子
お勝手（台所）の火の神様、「おかまさま」。おかまさまに供える36個の団子をつくり、飾り
ました。

11,442 期間中の来場者数 展示等

2013/11/3 ペタンク探球講座
ペタンクボランティアにご協力いただき、初心者を対象としたルールの説明や基本的な技
術の講習等を行いました。このイベントを通して、当公園のﾍﾟﾀﾝｸを紹介し、イベント参加
者への認知度向上を図りました。

25

2013/11/3 こどもの森「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 400

2013/11/4 【ボランティアビレッジ】コスモス風車作り
花みどり文化センターボランティア協力のもと、紙で作る、コスモスを模した風車作りを行
いました。

104

2013/11/9 こどもの森教室　　「クリスマス飾りを作ろう」 公園内の木の実を使ってクリスマス飾りを作りました。 33

2013/11/16 【こもれびの里】　えびす講
神無月（旧暦10月）に出雲に赴かない「留守神」とされたえびす神（夷、戎、胡、恵比須、
恵比寿、蛭子、恵美須）ないし、かまど神を祀り、１年の無事を感謝し、五穀豊穣、大漁、
商売繁盛を祈願しました。

3,072 期間中の来場者数 展示等

2013/11/16 こどもの森「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 100

2013/11/17 サンデースポーツ教室
スポーツエリアのニュースポーツと一輪車などのプレー方法をボランティアが指導し、参
加者に体験していただきました。

457

2013/11/20 2013/11/24 【こもれびの里　里の収穫祭】 収穫の秋をお祝いし、こもれびの里で様々なイベントを開催しました。 9,670

2013/11/20 2013/11/22 【こもれびの里　里の収穫祭】　宝船展示 収穫の秋をお祝いし、里で収穫した野菜を使って宝船を作成（実演）して展示しました。 2,748 期間中の来場者数 展示等

2013/11/20 2013/11/24 【こもれびの里　里の収穫祭】　大のぼり こもれびの里に大のぼりを掲げました。 1,400 期間中の来場者数 展示等

2012/11/23 【こもれびの里　里の収穫祭】 宝船解体
宝船に積んだ野菜を解体し、餅つき（有料）参加者にくじ引き当選者に配布しました。（配
布時間11：00～13：00）

100

2012/11/23 【こもれびの里　里の収穫祭】　昔あそび
竹馬、竹ぽっくり、メンコ、コマ、剣玉、輪投げ等の遊び道具を用意しておき、ボランティア
が遊びの見本を見せ、お客様に自由に遊んでいただきました。

100

2012/11/23 こどもの森教室　　「クリスマス飾りを作ろう」 公園内の木の実を使ってクリスマス飾りを作りました。 34

2013/11/24 エンジョイ！ディスクゴルフ
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティ
ングコンテストを行いました。

155

2013/11/24 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、野鳥観察のマナーや観察用具の扱い方を説明して、園
内を散策しながら観察会を行いました。

32
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2013/11/30 【こもれびの里】　こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。 18

2013/12/1 ペタンク探球講座
ペタンクボランティアにご協力いただき、初心者を対象としたルールの説明や基本的な技
術の講習等を行いました。このイベントを通して、当公園のﾍﾟﾀﾝｸを紹介し、イベント参加
者への認知度向上を図りました。

4

2014/12/1
【花みどり文化センター】ボランティア体験プ
ログラム「こうようしんけいすいじゃく」

黄色にかわるカード・紅葉にかわるカード・色のかわらないカードの３種類のカードで、お
客様が絵と色を合わせた神経衰弱を行いました。

35

2013/12/1 こどもの森「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 130

2013/12/7 【こもれびの里】　新米を食べる 田植え、稲刈りの参加者を対象に行いました。 13

2013/12/7 2014/1/26
【花みどり文化センター】ボランティア体験プ
ログラム「木の実でつくろう、あそぼう」

公園内の木の実を使って、クラフト作りを行います。 2,550

2013/12/14 こどもの森教室　　「正月飾りをつくろう」
小学生から中学生を対象に、ノコギリやハサミなどの工具を使って、正月飾りを作る工作
教室を行いました。

26

2013/12/15 サンデースポーツ教室
スポーツエリアのニュースポーツと一輪車などのプレー方法をボランティアが指導し、参
加者に体験していただきました。

135

2013/12/21 【こもれびの里】　こもれび講話
立川の年中行事が、長い歴史の中で社会の動きに伴って変化してきている。多摩地域で
も民族的な行動や伝統行事は数多く行われているが、近代化により年々姿を消している
現状をレクチャーしました。

24

2013/12/22 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、野鳥観察のマナーや観察用具の扱い方を説明して、園
内を散策しながら観察会を行いました。

24

2013/12/22 こどもの森「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 70

2013/12/25 2014/1/10 【こもれびの里】　年中行事　正月飾り
新年を迎えるにあたり、砂川地域で行われていた正月飾りを今年初めて農家で展示しま
した。

1,813 期間中の来場者数 展示等

2013/12/28 こどもの森教室　　「正月飾りをつくろう」
小学生から中学生を対象に、ノコギリやハサミなどの工具を使って、正月飾りを作る工作
教室を行いました。

32

2014/1/5 ペタンク探球講座
ペタンクボランティアにご協力いただき、初心者を対象としたルールの説明や基本的な技
術の講習等を行いました。

11

2014/1/5 こどもの森 「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 70

2014/1/11 【こもれびの里】年中行事　　まゆ玉　(小正月）
まゆ玉とあぼへぼを展示しました。まゆ玉とは、養蚕が盛んだった頃、まゆの豊作を祈願
したことで、あぼへぼとは、粟穂稲穂のことで、穀物の豊作を依頼するいづれも小正月行
事を再現しました。

1,065 期間中の来場者数 展示等

2014/1/11 こどもの森教室　「干支をつくろう」 公園の材木を使って来年の干支（午）を作りました。 4

2014/1/11 【こもれびの里】　こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。 15

2014/1/18 こどもの森 「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 30

2014/1/18 【こもれびの里】　冬まつり
こもれびの里ボランティアの協力のもと、焼き芋体験・昔あそび・かるた取り大会・昔話の
朗読・缶けり大会といったイベントを行いました。こもれびの里のＰＲを図り、お客様が楽し
い雰囲気を味わっていただくために、ボランティア同士の工夫があり盛況に終了しました。

250

2014/1/18 【こもれびの里】　冬まつり　昔あそび 懐かしい竹馬や輪投げなどを体験をしてもらいました。 50

2014/1/18 【こもれびの里】　冬まつり　かるた取り大会 農家の主屋でかるた取り競争を行いました。 30

2014/1/18 【こもれびの里】　冬まつり　昔話の朗読
貧乏神と福の神の話、立川の昔ばなし、干支の牛の話のほか、囲炉裏を囲んで語り部に
よる昔ばなしの朗読を行ないました。

40

2014/1/18 【こもれびの里】　冬まつり　缶けり大会 農家の庭で懐かしい缶けりをして競いました。 30

2014/1/19 サンデースポーツ教室
スポーツエリアのニュースポーツと一輪車などのプレー方法をボランティアが指導し、参
加者に体験していただきました。

70

2014/1/25 こどもの森教室　「干支をつくろう」 公園の材木を使って来年の干支（午）を作りました。 25

2014/1/26 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、野鳥観察のマナーや観察用具の扱い方を説明して、園
内を散策しながら観察会を行いました。

21

2014/1/26 エンジョイ！ディスクゴルフ
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティ
ングコンテストを行いました。

73

2014/1/26 【こもれびの丘】　自然観察会　「冬芽について」 こもれびの丘ボランティアの協力のもと、こもれびの丘を散策する観察会を行いました。 27

2014/2/1 2014/3/4 【こもれびの里】　ひなまつり
こもれびの里の小屋及び農家に七段飾り（木目込み）のお雛様を飾り、里にある桃の花も
添えました。

2,315 期間中の来場者数 展示等

2014/2/2 こどもの森「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 80

2014/2/3 【こもれびの里】　　節分
鬼が柊の葉を嫌がり、鰯を焼くにおいを嫌って逃げ出すと考えられているため、里の小屋
の周りに柊の枝に鰯の頭を刺し飾りました。

200 期間中の来場者数 展示等
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■平成25年度　ボランティア
①委託費のみで行ったもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2014/2/8 【こもれびの里】　　初午
初午とは、２月最初の午の日に行う、お稲荷さまのお祭りです。お社を設置し、おあげを
飾りました。

182 期間中の来場者数 展示等

2014/2/22 こどもの森教室　「一輪挿しをつくろう」
工作をする機会が少ない現代の子供たちに、公園の竹を使って一輪挿しを作り、自分で
作る楽しさを体験していただきました。

3

2014/2/23 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、野鳥観察のマナーや観察用具の扱い方を説明して、園
内を散策しながら観察会を行いました。

37

 3/ 1～3/30
【花みどり文化センター】
　ボランティア体験プログラム
　「サクラのぬりえ」

花みどり文化センターボランティア協力のもと、園内で見られるサクラのぬりえをお子様に
塗っていただきました。

628

2013/3/2 ペタンク探球講座
ペタンクボランティアのご協力のもと、初心者を対象としたルールの説明や基本的な技術
の講習等を行います。このイベントを通して、当公園のペタンクを紹介し、イベント参加者
への認知度向上を図ります。

10

2014/3/2 こどもの森「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 50

2013/3/8 こどもの森教室　　「紙すき体験をしよう」
こどもの森ボランティアの強力のもと、溶かした紙を使ってハガキ作りを行う「紙すき」体験
をしていただきました。

14

2014/3/8 【こもれびの里】　こもれび講話 「武蔵野のくらしと自然」についてレクチャーしました。 24

2013/3/9 こもれびの丘　「間伐体験」
自然に興味を持つ中学生以下のお子様とその家族に、雑木林の中で樹木の伐採等を体
験していただきました。

17

2014/3/15 こどもの森「草笛教室」 公園内の草木を使い、参加者にわかりやすく草笛の鳴らし方を指導しました。 100

2013/3/22 こどもの森教室　「紙すき体験をしよう」
こどもの森ボランティアの強力のもと、溶かした紙を使ってハガキ作りを行う「紙すき」体験
をしていただきました。

37

2014/3/23 野鳥観察会
野鳥ボランティアの協力のもと、野鳥観察のマナーや観察用具の扱い方を説明して、園
内を散策しながら観察会を行いました。

32

2014/3/23 エンジョイ！ディスクゴルフ
ディスクゴルフボランティア協力のもと、初心者を対象とした講習会や自由参加のパッティ
ングコンテストを行います。

188

件数 143

参加者数（展示等除く） 27,588
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■平成25年度　ボランティア

②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2013/5/5 里の春まつり「柏もち作り体験」 こどもの日にちなみ、柏もち作りを体験していただきました。 200

2013/5/12 【こもれびの里】　うどん作り こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いました。 11

2013/6/1 【こもれびの里】田植え体験 こもれびの里で田植え体験を行いました。 19

2013/6/8 ハーブ園　オープンガーデン　「ハーブ体験教室」　石鹸づくり
ハーブボランティアの協力のもと、手作りのハーブセッケンを作りまし
た。

21

2013/6/9 ハーブ園　オープンガーデン　「ハーブ体験教室」　石鹸づくり
ハーブボランティアの協力のもと、手作りのハーブセッケンを作りまし
た。

30

2013/6/11 ハーブ園　オープンガーデン　「ハーブ体験教室」　石鹸づくり
ハーブボランティアの協力のもと、手作りのハーブセッケンを作りまし
た。

20

2013/6/11 ハーブ園　オープンガーデン　「ハーブ体験教室」　寄せ植え
ハーブボランティアの協力のもと、ハーブ苗の寄植体験を行いまし
た。

15

2013/6/15 ハーブ園　オープンガーデン　「ハーブ体験教室」　石鹸づくり
ハーブボランティアの協力のもと、手作りのハーブセッケンを作りまし
た。

5

2013/6/16 ハーブ園　オープンガーデン　「ハーブ体験教室」　石鹸づくり
ハーブボランティアの協力のもと、手作りのハーブセッケンを作りまし
た。

21

2013/6/16
ハーブ園　オープンガーデン　「ハーブ体験教室」
　ダイヤーズカモマイルの染色

ハーブボランティアの協力のもと、ダイヤーズカモマイルを使って絹
のショールを染色しました。

17

2013/6/27 【こもれびの里】　うどん作り こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いました。 5

2013/7/1 【こもれびの里】ジャガイモ堀り体験
こもれびの里ボランティアの協力のもと、ジャガイモ堀り体験を行い
ました。

18

2013/7/2 ハーブ体験イベント　ラベンダースティックづくり
公園内のラベンダーを用いて、ボランティア指導のもとラベンダース
ティックを作りました。

21

2013/7/3 【こもれびの里】ジャガイモ堀り体験
こもれびの里ボランティアの協力のもと、ジャガイモ堀り体験を行い
ました。

24

2013/7/5 【こもれびの里】ジャガイモ堀り体験
こもれびの里ボランティアの協力のもと、ジャガイモ堀り体験を行い
ました。

13

2013/7/6 【こもれびの里】ジャガイモ堀り体験
こもれびの里ボランティアの協力のもと、ジャガイモ堀り体験を行い
ました。

75

2013/7/8 【こもれびの里】ジャガイモ堀り体験
こもれびの里ボランティアの協力のもと、ジャガイモ堀り体験を行い
ました。

13

2013/7/10 【こもれびの里】ジャガイモ堀り体験
こもれびの里ボランティアの協力のもと、ジャガイモ堀り体験を行い
ました。

15

2013/7/21 【こもれびの里】　うどん作り こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いました。 9

2013/7/30 ハーブ体験イベント　藍の生葉染め体験会
ボランティア指導のもと、ハーブを使った藍の生葉染めを体験してい
ただきました。

15

2013/7/31 【こもれびの里】「鍋敷き作り」体験イベント こもれびの里ボランティアの協力のもと、鍋敷き作りを行いました。 2

2013/8/8 【こもれびの里】　うどん作り こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いました。 18

2013/8/24
【こもれびの里】　農家オープニングイベント
ちょこっとうどん作り体験

農家の土間で、里で獲れた小麦を使って手回し製麺機（昔のもの）を
体験していただきました。うどん作り体験後、試食していただきまし
た。

38

2013/8/29 【こもれびの里】　うどん作り こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いました。 7

2013/9/15 【こもれびの里】　そば作り
こもれびの里ボランティアの協力のもと、そば作りを体験していただ
きます。そば作り体験後、試食していただきました。

5

2013/10/5 【こもれびの里】　稲刈り体験
ボランティア協力のもと、稲刈り体験にご参加いただきました。稲刈り
体験者は、12/7(土)の「新米ご飯炊き」にご招待いたします。（小学２
年生以下のお子様の参加・同行は不可）。

4

2013/11/1 【こもれびの里】　サツマイモ堀体験 里で育てているサツマイモの収穫体験をしました。 33

2013/11/1 【こもれびの里】　サツマイモ・落花生堀体験 里で育てているサツマイモ、落花生の収穫体験をしました。 27

2013/11/2 【こもれびの里】　サツマイモ・落花生堀体験 里で育てているサツマイモ、落花生の収穫体験をしました。 150

2013/11/2 【ボランティアビレッジ】ハーブの石鹸作り
ハーブボランティア協力のもと、ボランティアビレッジを賑わす体験イ
ベント。初心者でも簡単に出来る押し花をあしらい、アロマの香りの
する手作りの石鹸作りを行いました。

30

2013/11/3 【ボランティアビレッジ】押し花はがき　しおり作り
こもれびの丘ボランティア協力のもと、ボランティアビレッジを賑わす
体験イベント。葉っぱや野草の押し花を使ってオリジナルのはがきと
しおり作りを行いました。

95

2013/11/6 【こもれびの里】　サツマイモ堀体験 里で育てているサツマイモの収穫体験をしました。 30

2013/11/6 【こもれびの里】　サツマイモ・落花生堀体験 里で育てているサツマイモ、落花生の収穫体験をしました。 20

2013/11/7 【こもれびの里】　そば作り こもれびの里ボランティアの協力のもと、そば作りを行いました。 21

2013/11/8 【こもれびの里】　サツマイモ堀体験 里で育てているサツマイモの収穫体験をしました。 24
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■平成25年度　ボランティア

②委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収した等のもの

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考 展示等

2013/11/8 【こもれびの里】　サツマイモ・落花生堀体験 里で育てているサツマイモ、落花生の収穫体験をしました。 44

2013/11/17 【こもれびの里】　　お花炭焼き体験
里で収穫したまつぼっくりやひょうたんなどを使用し、炭焼きの体験
を行いました。

14

2012/11/23 【こもれびの里　里の収穫祭】　餅つき体験 里で収穫したもち米を使い、餅つき体験と試食を行いました。 104

2013/12/1 【こもれびの里】　お花炭焼き
里で収穫したまつぼっくりやヒョウタンなどを使用し、ドラム缶で炭焼
きの体験を行いました。

15

2014/1/18 【こもれびの里】　冬まつり　焼き芋体験 里で収穫したサツマイモで焼き芋体験をしてもらいました。 100

2014/1/19 【こもれびの里】　うどん作り こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行いました。 12

2014/1/25 【こもれびの里】　竹炭焼き体験 竹炭焼きの体験を行いました。 11

2013/3/8 サギソウ栽培教室
サギソウボランティアの協力のもと、夏に咲く可憐な花「サギソウ」の
球根植え付けを行い、その管理方法を学びました。

72

2014/3/9 【こもれびの里】　うどん作り こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行います。 5

2013/3/9 サギソウ栽培教室
サギソウボランティアの協力のもと、夏に咲く可憐な花「サギソウ」の
球根植え付けを行い、その管理方法を学びました。

62

2014/3/27 【こもれびの里】　うどん作り こもれびの里ボランティアの協力のもと、うどん作りを行います。 11

件数 46

参加者数（展示等除く） 1,521
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平成25年度　自主事業

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2013/6/15 2013/7/7 国営昭和記念公園　「幸せの青い花をさがしに」

季節的に、アジサイ、ハナショウブ、ハーブ類など、青紫の花が見
頃になるので、「幸せの青い花をさがしに」と題して、広報を実施す
る。この時期こそ「風」「雲」「雨」「花」を体感し、楽しむ展示イベント
を実施します。

127,143 期間中の入園者数

2013/6/15 2013/7/7 アジサイロード
花木園を中心としたアジサイが多く植えられているエリアのアジサ
イの品種の解説を交えたアジサイロードマップを作成し、掲示しま
す。(インターネットでもダウンロード可能にします。）

127,143

2013/6/15 2013/7/7 青いバラ・青いカーネーション・新品種アジサイの展示
花みどり文化センターにて青いバラと青いカーネーション、新品種
のアジサイを展示します。

11,978 期間中の入館者数

2013/6/15 2013/7/7 「1000本かざぐるま」
ふれあい広場に1,000本のカラフルなかざぐるまを設置し、風に踊
る様子を楽しんでいただきます。

127,143

2013/6/29 2013/7/7 七夕飾り～夢を叶えたい～

期間中、七月七日の「七夕」にちなみ、各ゲートやこどもの森、総
合案内所に七夕飾りを設置して、短冊に願い事を自由に書いてい
ただきます。ご来園のお客様に夏の風物詩を楽しんでいただきま
す。

7,213

2013/7/6 レインボープールプレオープン
7/13（土）から、オープンするレインボープールの営業開始に先立
ちプレオープンを実施しました。

8,220

2013/7/7 レインボープールプレオープン
7/13（土）から、オープンするレインボープールの営業開始に先立
ちプレオープンを実施しました。

14,944

2013/7/13 2013/9/8 サマーフェスティバル　２０１３

レインボープールをはじめとして、サギソウ・ハス・ヒマワリなどの
花修景や夕涼みガーデン、夏休み自由研究対策内容の展示な
ど、夏休みに入る子供達を中心としたファミリーや学生をメインター
ゲットにお客様に公園を楽しんでいただく、さまざまなイベントを開
催しています。

782,862 期間中の入園者数

2013/7/13 レインボープールオープニングイベント

昭島市・立川市両市長、ご来賓の方々をお招きしてレインボープー
ルのオープニングセレモニーを行いました。また、セレモニー終了
後、昭島市・多摩保育園、立川市・こばと保育園児による歌、風船
上げ、記念写真と尚美学園によるブラスバンドとダンスチームのパ
フォーマンスを行いました。

750

2013/7/13 レインボープールDANCESHOW レインボープールのプールサイドでダンスショーを開催しました。 200

2013/7/14 2013/7/15 夏のスノーフェスティバル　にいがた【夏の雪旅】
真夏の公園に新潟から雪がやってくる！！雪遊び・雪のステージ
でのゲーム・ソリ遊び・裸足で雪の上我慢大会などイベントを実施
しました。７/１４ レルヒ（ゆるキャラ）も登場しました。

500

2013/7/26 2013/8/18 【レイクサイド夕涼みガーデン】

レイクサイドレストラン前広場を中心に『涼』をテーマとしたイベント
を行い、夕方の涼しい時間を公園で過ごしていただいています。ぶ
らぶら坂にミスト＆風鈴と、レイクサイドレストラン前広場のメタセコ
イアに誘導装飾を行っています。

165,412

2013/7/26 2013/8/18 【レイクサイド夕涼みガーデン】TWILIGHT　ＬＩＶＥ さまざまなジャンルの音楽のコンサートを行いました。 4,200

2013/7/26 2013/8/18 【レイクサイド夕涼みガーデン】えんにち屋台 夏祭りの縁日のように、こどもが遊べる屋台を出店いたしました。 4,200

2013/7/27 レインボープールDANCESHOW レインボープールのプールサイドでダンスショーを開催しました。 100

2013/7/28 いきいきアクアビクス
レインボープール内クローバープールで、エクササイズダンスをイ
ンストラクターが指導しました。

300

2013/8/1 2013/8/18 【レイクサイド夕涼みガーデン】スリラーハウス
来園していただいたお客様に、お化け屋敷の恐怖を体験していた
だきました。

2,311

2013/8/4 いきいきアクアビクス
レインボープール内クローバープールで、エクササイズダンスをイ
ンストラクターが指導しました。

200

2013/8/18 いきいきアクアビクス
レインボープール内クローバープールで、エクササイズダンスをイ
ンストラクターが指導しました。

150

2013/8/24 アイスカービングショー
アイスカービング（氷彫刻）のスイス国際大会優勝やアラスカ世界
大会３位などの経験を持つ小阪芳史氏による実演会を開催しまし
た。

300

2013/9/21 2013/9/23 開園30周年記念コスモスまつり2013　気仙沼物産展
東北宮城県気仙沼市から美味しい物産が大集合。ふかひれスー
プなどの試食し大変好評をいただきました。

704

2013/11/2 2013/11/24 昭和の時代展2013
昭和期の名車の展示、パレードおよびファッションギャラリー、スペ
シャルライブを実施しました。

295,751

2013/11/3 2013/11/4 昭和の時代展201③ ミニSL乗車会
コスモスのプランターで修景したルート（旧パターゴルフ場跡）にお
いて、ミニＳＬを運行してお客様に楽しんでいただきました。

3,200

2013/11/8 2013/11/10 国営昭和記念公園　　「気仙沼物産展」
お客様に東北宮城県気仙沼市からの美味しい物産展を楽しんで
いただきました。

4,500
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平成25年度　自主事業

開始日 終了日 行事名 行事内容 参加者数 参加者数備考

2013/11/9 2013/11/24 黄葉＆紅葉まつり2013　伝統芸能　猿まわし
伝統芸能である「猿まわし」の講演を行ないました。縁起物である
猿まわしを行なうことで紅葉を観賞のお客様に福を提供するととも
に、お猿さんと人間の愉快な演芸を楽しんでいただきました。

2,390

2013/11/9 2013/11/17 昭和の時代展2013ファッションギャラリー
昭和期に活躍したファッションデザイナー中原淳一氏のデザイン画
（レプリカ）の展示とＴシャツや小物グッズの販売を行ないました。

17,089 期間中の来場者数

2013/11/16 黄葉＆紅葉まつり2013　黄葉＆紅葉乗馬トレッキング
馬の背から眺めるいつもとは違う紅葉を楽しみました。本場のサラ
ブレットを呼んで引き馬トレッキングを実施いたしました。

150

2013/11/23 昭和の時代展2013昭和の名車＆マーチングバンドパレード

昭和の名車１０台を使用して、園内特設コースをパレートしました。
パレードの際は、マーチングバンドによる演奏、演技を併せて披露
しました。

500

2013/11/24 昭和の時代展2013　アンサリ―スペシャルライブ
シンガーソングライター　アン・サリー氏を迎え、農家のステージで
心地よい歌声とともに秋のひと時を楽しんでいただきました。

200

2013/11/30 2013/12/25 Winter　Ｖｉｓｔａ　Illumination　2013ミニコンサート
イルミネーションのムードを盛り上げる音楽を楽しんでいただきまし
た。

2,500

2013/11/30 2013/12/25 Winter　Ｖｉｓｔａ　Illumination　2013光のラビリンス
21ｍ×45ｍのエリアに高さ２mほどの壁に覆われたイルミネーショ
ン迷路の空間を設置し、スタンプラリーを行い、光るブレスレットを
プレゼントしました。

19,022

2013/11/30 2013/12/25 Winter　Ｖｉｓｔａ　Illumination　2013ファンタジアトレイン イルミネーションで装飾したミニトレインを運行しました。 4,793

2013/12/21 イルミネーション点灯カウントダウン
SKE48のメンバー3人と一緒にイルミネーションの点灯カウントダウ
ンを行いました。

300

2013/12/21 バルーンアートファッションショー
バルーンアーティスト山北由香さんによるバルーンドレスのファッ
ションショーを行いました。

300

2013/12/21 2013/12/23 気仙沼物産展
東北宮城県気仙沼市から美味しい物産を楽しんでいただきまし
た。

3,000

2014/1/14 2014/2/23 青いシクラメン展示～セレナーディア～
ジャパンフラワーセレクション2013-2014ベスト・フラワー賞を受賞し
た、花では珍しい青い色素を含むシクラメン「セレナーディア」を展
示します。

23,604 期間中の入館者数

2014//1/18 2014/3/9 雪と花の早春フェスティバル　2014
早春から咲く花々を紹介し、今までになかった公園の新たな冬の
楽しみ方を感じていただくことを目的に行います。当公園の「冬の
花」の情報提供や楽しく利用できる冬のイベントに取り組みます。

172,256 期間中の入園者数

2014//1/18 2014/3/9
雪と花の早春フェスティバル
2014こどもの森　「落ち葉プール」

こどもの森の空のすべり台の下にある東屋の一部を利用し、「落ち
葉のプール」を実施し、こどもの森の利用を促進します。

17,335

2014//1/18 2014/4/9
雪と花の早春フェスティバル　2014
『牡蠣小屋』　in　バーベキューガーデン

バーベキューガーデンにおいて冬の味覚である牡蠣（焼き牡蠣）を
提供します。暖かく牡蠣を召し上がっていただけるよう横幕つきの
テントを用意し、『牡蠣小屋』と称してサービスと提供いたします。

14,678

2014/1/20 2014/3/31
雪と花の早春フェスティバル　2014
昭和の風景写真展

立川印刷所様の協力のもと、昭和３０年以降の立川市の風景を写
真にまとめて時代の移り変わりをお客様に見ていただきます。

115,544 期間中の入園者数

2014/2/1 2014/2/11
雪と花の早春フェスティバル　2014
雪・ソリあそび広場

新潟県苗場プリンスホテルスキー場から雪を運搬して、公園内にミ
ニゲレンデを作り、ソリ遊び・雪遊びができる雪の広場を作りまし
た。

2,550

2014/2/2
雪と花の早春フェスティバル　2014
節分豆まき＆もちつき

節分にあわせ、豆まき大会、もちつき大会を実施しました。 500

2014/2/8 2014/2/16 ＢＯＮＳＡＩ　Ｃａｆｅ　ｉｎ　国営昭和記念公園
盆栽を各所に展示したカフェスペースを展開し、ミニ盆栽の販売と
期間限定メニューを提供します。また、土・日・祝にはミニコンサー
トを実施しました。

2,000

2014/2/11 2014/2/16 ＢＯＮＳＡＩ　Ｃａｆｅ　ｉｎ　国営昭和記念公園コンサート 盆栽カフェの一環でコンサートを行いました。 100

2014/2/14 2014/3/14
雪と花の早春フェスティバル　2014
バレンタイン特別企画　「シークレットハート
を探せ！」

園内に設置された7つのハート形をしたオブジェや植栽（キーワー
ドが設定されている）を探してもらいます。すべてのキーワードを見
つけた方には、オリジナル缶バッチをプレゼントします。

8

2014/2/14 2014/3/14
雪と花の早春フェスティバル　2014
バレンタイン特別企画　「ﾀﾝﾃﾞﾑ自転車乗車
でﾄﾞﾘﾝｸ券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ」

バレンタインデー～ホワイトデーにかけ、カップル向けの企画を実
施し、カップルの利用を促進します。男女カップル限定企画として
レンタサイクルでタンデム自転車をレンタルするとレストランで利用
できるドリンク券をプレゼントします。

162

2014/3/8 2014/3/9 がんばろう日本！！そなえパークの日

地域の交流や憩いの場、広域避難場所である当公園において、
「東日本大震災」が発生した時期にもう一度防災意識を見直す機
会を創出し、防災クイズラリーや紙食器づくりのイベントを行いまし
た。

2,599

2014/3/29 2014/3/30 気仙沼物産展
東北宮城県気仙沼市から美味しい特産品が大集合します。お客
様に物産展を楽しんでいただきます。

300

件数 48
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平成25年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名(公表用） 行事内容(公表用） 参加者数 参加者数備考

2013/4/2 2014/3/26
○○カルチャー国営昭和記念公園花みどり
文化センター教室

○○が主催するカルチャースクールを開催しました。 5,115

2013/4/7 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

23

2013/4/11 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

4

2013/4/12 講習会　藍染め
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍染めの技法を学び、伝えていきました。

18

2013/4/14
○○連合自治会　第四回　ウォーキング大
会

公園内にチェックポイントを設置し、そのポイントを通過する
ウォーキングを行いました。ゴール地点で福引大会を実施
しました。

150

2013/4/21 春の楽市　2013
「みどり・はな・環境の交流フェスタ２０１３」と題して、市民に
よる参加型のイベントを開催しました。

29,000 期間中の来園者数

2013/4/23 2013/6/23 「昭和天皇のご肖像」展示

昭和天皇のお誕生日4月29日に因んだ昭和天皇のご生涯
を改めて回顧する企画展示です。皇太子時代のご渡欧、終
戦直後の地方巡幸、昭和50年のご訪米そして、晩年等に
関した資料も展示しています。

3,563 期間中の入館者数

2013/4/25 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

2

2013/4/26 講座　「植物学入門～植物と対話しよう～」 植物の講義のあと、公園内で実際に観察しました。 28

2013/4/28 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

16

2013/4/29 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

23

2013/4/29 「昭和の日」における　講演とビデオ上映会
昭和天皇とみどりの文化に係る講演「昭和天皇の御製にふ
れて」とビデオ上映「修学院離宮」を行いました。

182

2013/5/2 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

10

2013/5/3
国産グッピー展示会 2013ｸﾞｯﾋﾟｰﾋﾞｭｰﾃｨｰ・ｺ
ﾝﾃｽﾄ

水草の写真展と国産グッピーを展示しました。 124

2013/5/3 2013/5/4
生け花の展示　「花の輪・人の輪　みんなの
花展」

○○による、生け花の展示を行いました。 5,739 期間中の入館者数

2013/5/5 「全国一斉・あそびの日」　in　昭和記念公園
昭和の時代の子どもたちが夢中になった、さまざまな遊び
をする参加型イベント。幅広い世代の人々の参加体験を通
じて、世代を超えた交流の機会を創出しました。

3,000

2013/5/5 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

37

2013/5/6 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

23

2013/5/7
第25回都民スポレクふれあい大会　in　国営
昭和記念公園　ターゲットバードゴルフ

ターゲットバードゴルフの競技会とその普及を図るため、体
験コースも設けた競技会を開催しました。

300

2013/5/9 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/5/9 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

2

2013/5/10 講習会　藍染め
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍染めの技法を学び、伝えていきました。

15

2013/5/11 講習会　藍染め
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍染めの技法を学び、伝えていきました。

8
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平成25年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名(公表用） 行事内容(公表用） 参加者数 参加者数備考

2013/5/11 ○○写真クラブ　春のモデル撮影会
会員等の相互親睦のため、モデル撮影及び園内の風景撮
影会を開催しました。

56

2013/5/12 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

22

2013/5/12 コスプレイベント
コスプレ愛好者交流のため、参加者が作成・購入した衣装
を着用し、キャラクターになりきって写真を撮影しました。

30

2013/5/18 2013/5/26 第20回　たちかわアートギャラリー展
描く喜び、見る楽しみをテーマとした市民のための絵画展を
開催しました。

15,465 期間中の入館者数

2013/5/18 ○○ウォークラリー大会
○○の従業員の健康意識向上および健康維持などを目的
としたイベントで、公園内をオリエンテーリングをしながら
ウォークラリーを行いました。

114

2013/5/18 2013/5/19 立川いったい音楽まつり

立川いったい音楽まつりは、公園内および市内の数ヶ所に
ステージを設営して一斉ライブを実施しました。公園では、
ご来園の誰もが気軽に音楽に触れ、立川に愛着を持って
いただくこと、そしてまちに活気を与えるイベントとして実施
しました。

400

2013/5/18 2013/6/3 フードイベント「まんパク」

史上最大級のフードフェスティバルとして、地域の店舗や食
材を活用し「食の豊かさ」を立川から発信するイベントを行
います。今回で、２年目となりバージョンアップと日程が１７
日間となっております。

265,400 期間内来場者数

2013/5/19
花とみどりの楽校　「歌と植物の素敵な関
係」

歌の時代背景とその植物の持つ性質についてお話ししまし
た。

4

2013/5/19 留学生フットサルリーグ

日本に滞在する外国人留学生、就学生、研修生又は元留
学生等が日本人青年学生とともにフットサルに興ずること
によりスポーツ文化の振興と国際理解の促進に寄与するこ
とを趣旨とする大会を開催しました。

66

2013/5/20
花とみどりの楽校　「夏を涼しく爽やかに　緑
のカーテンづくりに挑戦！」

万葉集に歌われている植物を観察しながら、いにしえの
人々の生活と植物の関わり、植物に込めた思いをお話しし
ました。

2

2013/5/23 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

5

2013/5/23 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

2

2013/5/26
花とみどりの楽校　「初夏の万葉植物に親し
もう」

万葉集に歌われている植物を観察しながら、いにしえの
人々の生活と植物の関わり、植物に込めた思いをお話しし
ました。

7

2013/5/26 留学生フットサルリーグ

日本に滞在する外国人留学生、就学生、研修生又は元留
学生等が日本人青年学生とともにフットサルに興ずること
によりスポーツ文化の振興と国際理解の促進に寄与するこ
とを趣旨とする大会を開催しました。

86

2013/5/26 ○○ヨガイベント
ヨガ講師によるアウトドアでの心体ともにリラックスできるヨ
ガイベントを行ないます。

17

2013/5/29 昭島チャレンジデー２０１３
昭島市では、スポーツの力で元気都市あきしまを目指し、
行政・民間団体・住民が一体となって当日１５分間以上運
動やスポーツを取り組むスポーツイベントを開催しました。

81

2013/6/1 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

23

2013/6/2 ○○太鼓祭　ｉｎ　国営昭和記念公園
太鼓の演奏を通じ、少年・少女の育成や発表の場を設け、
また、伝統文化の継承を行いました。

520

2013/6/2 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

17

2013/6/2 ○○サッカー大会 サッカー大会を開催します。 620

2013/6/2 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行います。

49
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2013/6/3 花とみどりの楽校　「薬草を観察しよう」
意外と身近に生えている”薬用植物”を観察・紹介し、その
効能・使い方を解説しました。

10

2013/6/8 国営昭和記念公園を100倍楽しむ講座
花みどり文化センターでこもれびの丘のクイズや解説を
行った後、こもれびの家に移動し、クラフト体験を行いまし
た。

9

2013/6/13 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

2

2013/6/14 講習会　藍染め
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍染めの技法を学び、伝えていきました。

13

2013/6/15 2013/6/16  ドッグランフェスタ　ＩＮ 国営昭和記念公園
人と犬のあり方やペットの社会公共の普及啓発を目的とし
たイベントを開催しました。

7,544

2013/6/15 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

8

2013/6/15 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

490

2013/6/16 ○○サッカー大会 サッカー大会を開催します。 380

2013/6/16 第17回　「よみがえる樹々のいのち」展　説明会
10月に開催される「よみがえる樹々のいのち」展に伴う概
要及び日程の説明会を行いました。

60

2013/6/17 花とみどりの楽校　「野草茶の効用を知ろう」
身近な野草を利用したお茶を作ってみました。野草の利用
のされ方や効能、人とのかかわりについて解説しました。

10

2013/6/20 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

2

2013/6/21
花とみどりの楽校
「ハーブを楽しもう！肌にやさしい軟膏を作
ろう～カレンヂュラの軟膏～」

カレンヂュラは昔からのどの炎症や外傷、やけどなどに使
われてきました。このカレンヂュラを使って肌にやさしい軟
膏剤をつくりました。

5

2013/6/22 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

435

2013/6/23 花とみどりの楽校　「“葉っぱ”の不思議」
植物にとって最も大事な器官「葉」。「葉」の進化の歴史や
機能、構造、環境との関係についてお話しました。

6

2013/6/23 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

2

2013/6/30  国営昭和記念公園　トライアスロン大会
トライアスロン競技の普及・発展を目的とし、大会を実施し
ました。

1,552

2013/6/30 レディーストライアスロン選手権大会
トライアスロン競技の普及・発展を目的とし、大会を実施し
ました。

229

2013/6/30 ○○サッカー大会 サッカー大会を開催します。 450

2013/7/4 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

2

2013/7/5 葉画ワークショップ研究会
1枚の葉を描く行程表づくりを通して、着彩の仕方を学びま
した。

18

2013/7/7  花とみどりの楽校「ジャパニーズフラワーガーデンの作り方とその歴史」
日本の気候や風土に合った、一年中花の絶えない庭づくり
の方法を伝授しました。

9

2013/7/7 ○○サッカー大会
子どもたちの練習成果の発表のため、サッカー大会を開催
しました。

450

2013/7/7 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行います。

14

2013/7/11 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/7/12 講習会　藍染め
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍染めの技法を学び、伝えていきました。

12
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2013/7/13 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

7

2013/7/13 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

210

2013/7/14 花とみどりの楽校　「帰化植物を知ろう」
帰化植物ってなに？意外と知らない帰化植物の定義や生
態、そして社会問題などについてお話ししました。

5

2013/7/14 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

6

2013/7/14 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

530

2013/7/18 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

2

2013/7/19 2013/7/21 全日本フライングディスク個人総合選手権大会
フライングディスク競技１０種目の中の個人競技８種目の総
合および各種目の今年度の日本一を決定する大会を行い
ました。

110

2013/7/25 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/7/26 2013/7/27 ○○ハワイアンパーティー2013
ハワイアンキルトの展示、ハワイアンフラショーを行いまし
た。

1,282

2013/7/27 第55回立川まつり国営昭和記念公園花火大会
みんなの原っぱを中心とした園内各所を観覧場所として提
供し、多摩地区の中でも大規模な花火大会を立川の町づく
りと町の発展を図るため開催しました。

256,805 期間中の入園者数

2013/7/28 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/8/2 2013/8/11 立川オクトーバーフェスト　２０１３
ドイツにおける世界最大のお祭り「オクトーバーフェスト」を
国際交流や地域活性化、環境対応型イベントとして、立川
で開催しました。

86,206

2013/8/3 ハンドランチグライダー競技会 ハンドランチグライダーの講習会と競技会を開催しました。 35

2013/8/4 ○○タイコ同好会・タイコ練習
アフリカンパーカッションの練習会とダンスの会を開催しま
した。

54

2013/8/4 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行います。

56

2013/8/8 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/8/11 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/8/14 2013/8/18 ○○個展
電熱ペンで木材を焦がし、焦げ茶色のみで描写する「焼き
絵」の展示を行いました。

2,083 期間中の入館者数

2013/8/22 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/8/24 2013/8/25 多摩東京移管１２０周年記念イベント「多摩フェスティバル」

産業・歴史・文化・アニメ・食・観光・スポーツなど、多摩地
域の様々な魅力が終結しました。多摩30市町村の魅力を
存分に満喫できる体験型イベントを行ないました。

27,057 期間中の入園者数

2013/8/24 2013/8/25 ○○サッカー夏季大会
サッカーを通じて団体生活を体験して、協調性を高めた
サッカー大会を開催しました。

4,600

2013/9/1 2013/12/1 【昭和天皇記念館】　特別展摂政宮と関東大震災
宮内庁区内公文書館が所蔵する記録から関東大震災発生
以降の摂政（のちの昭和天皇）のご動静を描き出し、あわ
せて震災対策に走した宮内省の動向も紐解きました。

6,092 期間中の入館者数

2013/9/4 2013/9/10 ○○陶芸会
花とみどりをテーマに陶芸作品の発表と展示を行いまし
た。

3,276 期間中の入館者数

2013/9/5 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

3

2013/9/12 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

別紙　311



平成25年度　持ち込み

開始日 終了日 行事名(公表用） 行事内容(公表用） 参加者数 参加者数備考

2013/9/13 葉画ワークショップ研究会
1枚の葉を描く行程表づくりを通して、着彩の仕方を学びま
した。

10

2013/9/14 トライアスロン大会ケンズカップ
高校生以上を対象としたトライアスロン大会を開催いたしま
した。

736

2013/9/14 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

11

2013/9/15 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

8

2013/9/19 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

3

2013/9/21 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

550

2013/9/22 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

500

2013/9/22 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

2

2013/9/22 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会　試走会

１０月１９日（土）に行なわれる第９０回東京箱根間往復大
学駅伝競走予選会のコースを出場校の選手に下見と試走
していただきました。

404

2013/9/23 2013/9/25 受講者作品展・発表会 受講者の作品展示、発表会、講座体験会を行いました。 3,264

2013/9/26 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/9/26 2013/10/2 ○○会作陶展 花・植物などを取り入れた陶芸作品の展示を行いました。 7,463 期間中の入館者数

2013/9/27 2013/10/1 ○○会墨画展
自然の植物や花、景色を取り入れた水墨画の展示を行い
ました。

6,222 期間中の入館者数

2013/9/28 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

480

2013/9/28 ○○社会保険労務士会○○支部研修
園内の見学と森林ボランティア活動に関する講義を行いま
した。

50

2013/9/28 オリジナルキャンドルを作ろう！
ガラス容器に色砂やビー玉、ガラス細工等を自由にデコ
レーションし、植物等の世界に一つだけのオリジナルキャン
ドルを作りました。

24

2013/9/28 2013/9/29 ○○大学○○学部○○ゼミ
ゼミの活動でイベント運営について学ぶため、フットサル大
会を開催いたしました。

222

2013/9/29 【昭和天皇記念館】　宮内庁の記録にみる関東大震災

宮内公文書館所蔵資料にみられる関東大震災時の皇太子
裕仁親王のご動静及び宮内省の動向について紹介しまし
た。

65

2013/10/4 ○○マラソン大会　試走会
10/11（木）実施のマラソン大会のコースを各校ごとに歩い
て下見を行いました。

583

2013/10/5 2013/10/6 日清製粉グループKona フェスタ2013
日清製粉による食と地域振興を目的としたイベントを行い
ました。

9,421

2013/10/10 ○○マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の校
内マラソン大会を行いました。

1,529

2013/10/10 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

4

2013/10/12 ○○協同組合○○支店　ぶらり散策
組合員との親睦を深めるため、昼食をとりながらコミュニ
ケーションを取り園内散策を楽しみました。

115

2013/10/12 ○○健康フェスティバルウォークラリー
健康づくりのために、チェックポイントを巡りながらのウォー
キングを行いました。

336

2013/10/12 ○○楽器ヨガ教室
生徒同士の交流を図るため、初心者向けの野外レッスンを
行いました。

11

2013/10/13 花とみどりの楽校　「柿渋で染めるたたき染め」
渋柿の渋を利用して染めます。たたき染めとスタンプ染め
に挑戦しました。

7
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2013/10/13 2013/10/20 わたしと地球の環境展
地球上で起きている環境問題を分かりやすく解説した映像
やパネルを展示しました。

20,671 期間中の入館者数

2013/10/13 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

4

2013/10/13 ○○運動会 健康の促進のための運動会を行いました。 50

2013/10/17 ○○中学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の校
内マラソン大会を行いました。

393

2013/10/17 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

1

2013/10/19 国営昭和記念公園を100倍楽しむ講座（秋編）
開園30周年を迎える国営昭和記念公園についての講義を
花みどり文化センターで実施後、園内を散策しました。

30

2013/10/19 第９０回　東京箱根間往復大学駅伝競走　予選会
平成２６年１月に行われる「第９０回東京箱根間往復大学
駅伝競走」の予選会を開催しました。

33,911 期間中の入園者数

2013/10/19  第９０回　東京箱根間往復大学駅伝競走　予選会日本テレビ中継 33,911 期間中の入園者数

2013/10/21 ○○フットサル大会 ○○の親睦を兼ねたフットサル大会を開催しました。 116

2013/10/24 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

4

2013/10/26 2013/10/27 野鳥の巣箱コンクール作品展示会
野鳥の巣箱コンクール全応募作品の展示や野鳥関連情報
の展示をしました。

5,318

2013/10/27 メレルと芝生とsampoフェス
公園内を心地よくウォーキングして健康とアウトドアの楽し
みを満喫できる参加型イベントを行いました。

11,977

2013/10/30 ○○小学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の校
内マラソン大会を行いました。

429

2013/10/30 ○○ターゲットバードゴルフ協会オープン大会
○○のターゲットバードゴルフ競技大会と園普及を図りまし
た。

320

2013/11/1 ○○中・高校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の校
内マラソン大会を行いました。

476

2013/11/2 2013/11/3 ディスクゴルフトーナメント 国内のディスクゴルフ愛好者による競技会を開催しました。 189

2013/11/2 2013/11/10 全国大陶器市
美術工芸品から日常食器まで、全国の有名陶器約20万点
を展示即売します。

98,043 期間中の入園者数

2013/11/2 2013/11/3 ○○サッカー大会
子どもたちの練習成果の発表のため、サッカー大会を開催
します。

957

2013/11/2 ○○ソフトボール大会 社内リクリエーションの一環としてのソフトボール大会です。 111

2013/11/3 2013/11/4 秋の楽市　2013
市民活動展・緑化まつり・環境フェア・物産展等を行いまし
た。

106,000 期間中の入園者数

2013/11/6 ○○中学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の校
内マラソン大会を行いました。

250

2013/11/7 2013/11/9 植栽基盤診断士認定試験
植栽基盤士に必要な実技能力を判定する試験を行いまし
た。

36

2013/11/9 ○○オープン2013
クッブの普及と振興のため、４コートでのリーグ戦を行いま
した。

96

2013/11/9 2013/11/10 ○○流　グループ展
生け花を通じての美しさ、生命の大切さ、日本の植物と
人々との関わりを広める生け花の展示を行いました。

4,936 期間中の入館者数

2013/11/9 2013/11/17 ○○絵画展
花、緑、樹木、田園、草原、山をテーマにしたアクリル風景
画とインスピレーションを得たアクリル抽象画を展示しまし
た。

18,657 期間中の入館者数

2013/11/9 ○○事業所　ウォーキング大会
従業員と家族を対象に健康づくりの一環として、ウォーキン
グ指導を取り入れ、園内コースを実践し、楽しんでいただき
ました。

94

2013/11/9 ○○組合ウォーキング大会
健康づくりの一環としてウォーキングイベントを開催しまし
た。

159

2013/11/9 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

170
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2013/11/10 花とみどりの楽校　「落ち葉を使う草木染め」
ケヤキやサクラ、モミジ等の落ち葉を使った草木染めに挑
戦してもらいました。

2

2013/11/10 ○○ウォーキング大会
組合員及びその家族を対象とした健康づくりの一環として、
健康に対する意識の高賜を図ることを目的とし、ウォーキン
グ大会を開催しました。

9,475

2013/11/10 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/11/10 ○○サッカー大会
子どもたちの練習成果の発表のため、サッカー大会を開催
しました。

494

2013/11/14 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/11/14 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

1

2013/11/15 ○○藍染講習会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍型染めの技法を学び伝えました。

14

2013/11/16 ○○ウォーキング大会
組合員及びその家族を対象とした健康づくりの一環として、
健康に対する意識の高賜を図ることを目的とし、ウォーキン
グ大会を開催しました。

5,928

2013/11/16 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

56

2013/11/16 心を癒す　花セラピー体験
何種類かの生花を、心のおもむくままにアレンジして、花の
こころの与える効果を体感していただきました。

15

2013/11/16 2013/11/17 竹のフィッシングクラフト展
竹素材の釣り道具の展示を行いました。実際に竹竿を手に
して、その特性を実感できる体験コーナーを設置しました。

9,696

2013/11/17 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

67

2013/11/17 花とみどりの楽校　「日本庭園でふれる伝統的技法」
紅葉の日本庭園を愛でながら、日本庭園の伝統的な作庭
技法や植えられている植物について解説しました。

6

2013/11/17 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

1

2013/11/17 フラワーエッセンスの集い
植物研究・芸術的表現を取り入れた既存の形式に捕われ
ないフラワーエッセンスについての発表などを行いました。

200

2013/11/18 ユニセフ「世界のトイレの日」プロジェクト
世界のトイレや衛生に関する問題の啓発のため、”見えな
いトイレ”を設置して来演された方々へ見学していただきま
した。

100

2013/11/20 ○○住民協議会事務局職員研修（第1回）
国営昭和記念公園で花を観察し、その後、国土交通省　関
東地方整備局　出前講座を受講しました。

16

2013/11/21 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

1

2013/11/22 ○○中学高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、毎年恒例の校
内マラソン大会を行いました。

555

2013/11/22 ○○の会　昭和記念公園吟行
公園内を散策し、晩秋の紅葉、銀杏その他植物などを題材
にした俳句をつくり、句会を開催しました。

17

2013/11/23 ○○ウォーキング大会
○○労働組合 ○○事業所におけるコミュニケーションの一
環としてウォークラリーを行いました。

219

2013/11/23 2013/11/24 ○○市民文化祭　作品展示フェスティバル
○○市民文化協会（書道・絵画・盆栽・生け花・写真・拓本・
陶芸など）の作品を展示しました。

7,146 期間中の入館者数
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2013/11/23 ○○事業所ファミリーウォーク2013<秋>
従業員と家族の健康づくりを兼ねたレクリエーションの一環
として、ウォーキング指導を行い、園内コースを歩行して実
践しました。

465

2013/11/23 2013/11/24 留学生フットサルリーグ秋季大会

日々増加するフットサル人気及び人口に伴い、日本に滞在
する外国人留学生、就学生、研修生又は元留学生等が日
本人青年学生とともにフットサルに興ずることによりスポー
ツ文化の振興と国際理解の促進に寄与することを趣旨とす
るフットサルの大会を開催しました。

136

2013/11/24 ○○基金家族ハイキング
○○基金会員の家族に健康づくりの動機付けを促すことを
目的とし、ハイキングを行いました。

258

2013/11/24
○○健康ｳｫｰｸ2013
～多摩を歩いて楽しく知ろう、
大腸がん検診の大切さ～

国営昭和記念公園をスタート地点に自然豊かな多摩地区
をウォーキングし、館内にてパネル展示を行いました。

1,750

2013/11/27 2013/12/1 季節の移ろいを撮る作品展
風景及び花々等の国営昭和記念公園内の撮影の発表会
を行いました。

4,340

2013/11/28 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/11/29 2013/12/1 生きもの祭り 里山ハーブと農文化
里山の野草、生きもの調査、生物多様性に配慮した農業や
農文化の展示、講義、発表会を行いました。

2,731 期間中の入館者数

2013/11/30 第15回　東京マスターズロード選手権大会
中高齢者の健康増進と生涯スポーツ振興発展の為、園内
特設コースにおいて、ハーフマラソンと10kmレースを行いま
した。

1,467

2013/11/30 ハンドランチグライダー競技会 ハンドランチグライダーの講習会と競技会を開催しました。 31

2013/12/1 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行います。

35

2013/12/2 ○○小学校マラソン大会
みんなの原っぱ周回路を小学３年～６年生が健康体力作り
のため、マラソン大会を行いました。

292

2013/12/6 2013/12/7 かぞく市　～多摩の健康・介護・医療展～
健康・介護・医療をテーマに「触ってみて、使ってみて、楽し
める」体験型の展示・セミナー及び健康をテーマにした
ウォーキングイベントなどを実施しました。

7,041 期間中の入館者数

2013/12/6 ○○高校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

145

2013/12/7 ○○駅伝大会
社員間のチームワークと体力向上を図るため社内駅伝大
会を開催しました。

659

2013/12/8 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

57

2013/12/8 第28回よみうり・国営昭和記念公園　ちびっ子マラソン大会

地元地域の子供たちに走る楽しさ素晴らしさを体感してもら
うと同時に、親子レースでは親子の絆を深める場としてもら
うなど、より多くの人々に走ることへの関心を深めてもらう
大会を行いました。

1,138

2013/12/12 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

1

2013/12/13 ○○住民協議会事務局職員研修（第1回）
国営昭和記念公園で花を観察し、その後、国土交通省　関
東地方整備局　出前講座を受講しました。

16

2013/12/13 ○○中学校マラソン大会
生徒の基礎体力向上のため、校内マラソン大会、ミニオリ
ンピックを行いました。

314

2013/12/14 ○○駅伝大会
職員の健康増進及び職員間の親睦交流を深めるため駅伝
大会を開催しました。

1,132

2013/12/14 ○○藍染講習会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍型染めの技法を学び伝えました。

7

2013/12/15 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/12/16 ○○中学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

737

2013/12/19 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

1

2013/12/20 ○○いけばな教室
○○流いけばなの楽しさを継承する生け花の実践教室を
行いました。

1
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2013/12/21 2013/12/22 ○○冬季サッカーリーグ戦
みんなの原っぱで、幼稚園児と小学生のサッカー大会を行
いました。

2,617

2013/12/22 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/12/26 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2013/12/27 ○○いけばな教室
○○流いけばなの楽しさを継承する生け花の実践教室を
行いました。

1

2013/12/29 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

3

2014/1/5 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行います。

56

2014/1/9 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2014/1/9 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

1

2014/1/11 葉画研究会
葉画制作のための工程表作り、葉画の描き方を学びまし
た。

11

2014/1/11 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

187

2014/1/12 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2014/1/16 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

1

2014/1/16 ○○中高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

279

2014/1/17 藍型染め講習会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをし、伝統
的な藍型染めの技法を学び伝えました。

12

2014/1/17 ○○高等学校マラソン大会
マラソンを通し、最後まで諦めない気持ちと基礎体力の向
上を図るため、校内マラソン大会を行いました。

451

2014/1/18 第３８回おんきょうマラソン
中学生以上の健康な男女を対象に５ｋｎ・１０ｋｍ・駅伝の部
を用意し、広大で豊かな木々のなか、ランニングを楽しんで
いただきました。

759

2014/1/19 花とみどりの楽校　「植物の冬の姿」
冬越しの姿になった植物の冬芽、枝ぶり、樹皮等の実物を
手に取って観察し、植物の持つ生命力を感じていただきま
した。

7

2014/1/19 ○○流支部　説明会
○○会支部が3月に開催される「小さな展覧会」の説明会を
行いました。

70

2014/1/22 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

387

2014/1/23 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2014/1/23 ○○学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

173

2014/1/24 ○○中高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

1,201

2014/1/25 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

470

2014/1/26 ○○サッカー大会 サッカー大会を開催します。 580

2014/1/26 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2014/1/27 ○○中高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

891

2014/1/28 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

904

2014/1/29 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

954
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2014/1/31 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

656

2014/1/31 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

480

2014/2/2 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行います。

39

2014/2/5 ○○高等学校ロードレース大会
基礎体力と個々の忍耐力の養成のため、校内ロードレース
大会を行いました。

540

2014/2/5 ○○高等学校マラソン大会
生徒の基礎体力向上と強い精神力をつくるため、校内マラ
ソン大会を行いました。

356

2014/2/6 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

1

2014/2/6 ○○高等学校マラソン大会
自己の持つ体力や精神力を発揮し、持久力の向上を図る
ため、校内マラソン大会を行いました。

558

2014/2/6 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

532

2014/2/7 ○○高等学校ロードレース大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内ロードレー
ス大会を行いました。

612

2014/2/7 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

689

2014/2/12 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

631

2014/2/12 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内ロードレー
ス大会を行いました。

1,300

2014/2/13 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

4

2014/2/13 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

448

2014/2/13 ○○高等学校ロードレース大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内ロードレー
ス大会を行いました。

626

2014/2/14 藍型染め講習会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをし、伝統
的な藍型染めの技法を学び伝えました。

9

2014/2/16 藍型染め講習会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをし、伝統
的な藍型染めの技法を学び伝えました。

7

2014/2/19 ○○高等学校マラソン大会
生徒の自己体力に応じて、長距離を走りきる態度を育てる
ため、校内マラソン大会を行いました。

596

2014/2/20 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

1

2014/2/20 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

658

2014/2/20 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

317

2014/2/21 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

811

2014/2/21 ○○中学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

372

2014/2/22 農あるまちづくりシンポジウム
農・商・工・観の連携ならびに立川情報の発信拠点である
本拠地をまちづくり資源と捉え、まちづくりにおけるみのー
れ立川の役割や展望について考えました。

52

2014/2/22 第8回　ベジタブルマラソンin立川
日本の自給率の向上及び健康促進を図るため、マラソン大
会を開催しました。

1,196

2014/2/22 2014/2/23 子ども生け花サークル　作品展 生け花サークルの子ども達の作品を約２０点展示しました。 1,225

2014/2/23 ○○サッカー大会 サッカー大会を開催します。 80

2014/2/23 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2014/2/26 ○○高等学校ロードレース大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内ロードレー
ス大会を行いました。

409
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2014/2/27 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

3

2014/2/27 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内ロードレー
ス大会を行いました。

218

2014/2/28 2014/3/2 ○○流展覧会
○○による展覧会を開催しました。全館を使用するため、
花みどり文化センターがお花で華やかになりました。

1,584

2014/2/28 ○○高等学校マラソン大会
生徒の体力向上と体育教育の一環として、校内マラソン大
会を行いました。

627

2014/3/1 2014/5/25 【昭和天皇記念館】　「昭和天皇のご装束－黄櫨染御袍－」

昭和天皇がお召しになった黄櫨染御袍について、一式を襲
ねの状態ではなく、御下襲・御巣・御大口袴など各部を一つ
一つ並列する珍しい展示を行います。また、昭和天皇、香
淳皇后ゆかりのお品（竹桃印銀製スプーン・銀製蓋付容
器）や、記念のお品（記念盃・記念杯・記念切手）の展示も
行います。

733 期間中の入館者数

2014/3/2 ディスクゴルフマンスリートーナメント
初心者からトッププレーヤーまで幅広く参加できるディスク
ゴルフの大会を行います。

23

2014/3/2 立川シティハーフマラソン 2014

立川市が主催する市民マラソン大会で、自衛隊駐屯地内、
公園外周道路および園内を走りゴールへと向かう、日本陸
連公認のハーフマラソンの他、園内特設コースの３Km、親
子ペアレース（３Km）を行いました。

9,350

2014/3/5 2014/5/6 ステンド・グリーン　展示

○○が研究した「ステンド・グリーン」の実験的展示を行い
ます。窓辺の緑化景観による癒し効果や涼感効果を窓ガラ
スの内側にプランターを貼り付けるという方法を取り、窓自
体を緑化にする新しい発想の展示です。

28,594 期間中の入館者数

2014/3/8 葉画研究会
葉画制作のための工程表作り、葉画の描き方を学びまし
た。

16

2014/3/9 花とみどりの楽校 「クリスマスローズと春の草花の楽しみ」

スノードロップから始まり人気のクリスマスローズ、そして春
の最後を飾るアイリスまで、春の庭を飾る様々な植物の育
て方と庭での魅せ方を伝授しました。

4

2014/3/9 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

4

2014/3/13 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

6

2014/3/14 糊置き・紗ばり講習会
花と緑を普及・啓発するために藍を使って型染めをしまし
た。伝統的な藍型染めの技法を学び伝えていきました。

10

2014/3/15 ニュースポーツ　EXPO　in　多摩２０１４

ニュースポーツ（２３種目体験）を通じてスポーツを体験でき
る場を創出し、都民のスポーツ実践層のすそ野の拡大をし
ました。また、「たま発！In　Spring」を開催することで多摩
地域の連携活性化を図りました。

30,180

2014/3/16 マイスポーツラリー

日常では体験する機会が少ない「ニュースポーツ」を通じて
市民のふれあいの場を作り、相互交流の輪を広げ、自然の
中で思う存分汗を流し、健康増進と生涯スポーツ、健全なリ
クリエーションの振興を図ります。

535

2014/3/16 視覚障害者健康マラソン東京大会
視覚障害者の体力増進と社会参加を目的とし、３ｋｍ・５ｋ
ｍ・１０ｋｍ・２０ｋｍの４つのコースでマラソン大会を実施し
ました。

763

2014/3/16 ○○サッカー大会
○○がスクールの子どもたちを対象としてサッカー大会を
開催しました。

389

2014/3/20 ○○いけばな
生け花に親しみを持っていただける様、入門的な技術を身
につけていただく生け花の実践教室を行いました。

3

2014/3/23 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

4

2014/3/24 自然の恵みを楽しむ　アロマテラピー体験講座
植物に由来する精油アロマオイルを使用して、花粉症予防
にもなる空気を浄化するルームスプレーを作りました。

15

2014/3/27 ハワイアンキルトでクッションカバーを作る
ハワイアンキルトでクッションカバーの作り方教室を行いま
した。

10

3/16～3/18 防災展２０１４（多摩エリア）
多摩直下地震や土砂災害など多摩地域の住民が抱える危
機に備えるためのパネル展示などを行いました。

2,184

3/16～3/23 花写真展　「花を装う」 公設の公園で撮影した花の写真を100点展示しました。 8,355
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3/21～3/23 ○○展
○○が撮った花や自然の写真と花の絵柄の食器を展示し
ました。

5,477

3/22～3/23 ○○文化祭
○○に在住の町民による作品（書道、絵画、盆栽、写真、
手工芸）を展示しました。

4,174

3/3～3/10 ○○高等学校○○センター美術展 美術作品の展示、作品の表彰式・鑑賞会を行いました。 4,625

件数 278
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マスコミ等による報道件数

【H23年度】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間計

新聞 16 11 19 11 6 17 28 17 29 7 6 9 176

テレビ 23 37 23 44 29 22 54 36 44 19 19 25 375

ラジオ 8 9 10 11 8 10 11 8 10 8 8 9 110

雑誌・情報誌 16 13 43 64 19 28 19 27 26 11 21 30 317

計 63 70 95 130 62 77 112 88 109 45 54 73 978

【H24年度】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間計

新聞 9 18 6 11 7 9 38 9 9 7 12 12 147

テレビ 28 36 18 23 24 23 40 31 20 19 24 33 319

ラジオ 9 16 12 8 9 11 7 9 9 9 4 5 108

雑誌・情報誌 8 18 34 40 11 24 14 20 13 10 18 30 240

計 54 88 70 82 51 67 99 69 51 45 58 80 814

【H25年度】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間計

新聞 11 13 7 4 7 8 32 16 13 9 11 11 142

テレビ 29 26 24 24 44 22 30 47 23 18 20 25 332

ラジオ 11 13 4 4 5 4 7 5 4 4 4 4 69

雑誌・情報誌 26 18 34 44 15 13 28 29 13 17 22 21 280

計 77 70 69 76 71 47 97 97 53 48 57 61 823

別紙１６
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番号 掲載日等 媒体名 内容
1 2011/4/5 読売新聞 入園者数昨年より9万人減
2 2011/4/8 読売新聞 桜の園（花見自粛についての記事中）
3 2011/4/8 東京新聞 桜の園（入園者数9万人減の記事中）
4 2011/4/8 朝日新聞 桜コンシェルジェ展
5 2011/4/12 読売新聞 災害時の帰宅困難者の受け入れ対策について
6 2011/4/14 読売新聞 こどもの森教室
7 2011/4/18 読売新聞 チューリップ

8 2011/4/19 読売新聞
松川佳代展（吉祥寺で行われる昭和記念公園を描
いた作品展の記事中で）

9 2011/4/20 朝日新聞 チューリップ
10 2011/4/21 読売新聞 多摩のアニメ展
11 2011/4/22 朝日新聞 春の楽市
12 2011/4/23 読売新聞 春の楽市
13 2011/4/23 東京新聞 春の楽市

14 2011/4/29 東京新聞
松川佳代展（吉祥寺で行われる昭和記念公園を描
いた作品展の記事中で）

15 2011/4/30 読売新聞 園内の様子
16 2011/4/30 朝日新聞 アイスランドポピー
17 2011/5/3 朝日新聞 こどもの日スポーツ体験教室ほか
18 2011/5/4 東京新聞 瀬戸豊彦スライドショー
19 2011/5/5 東京新聞 ポピー
20 2011/5/12 朝日新聞 サギソウボランティア
21 2011/5/12 読売新聞 サンデースポーツ教室
22 2011/5/13 読売新聞 草笛コンサート
23 2011/5/16 産経新聞 花火大会中止相次ぐ
24 2011/5/20 読売新聞 野鳥観察会
25 2011/5/23 朝日新聞 シャーレーポピー
26 2011/5/28 毎日新聞 瀬戸さん雲の写真展
27 2011/5/30 読売新聞 こどもの森教室
28 2011/6/1 毎日新聞 ディスクゴルフ（読者の投稿）
29 2011/6/3 読売新聞 こどもの森教室、立川太鼓祭
30 2011/6/7 産経新聞 瀬戸さん写真展
31 2011/6/9 朝日新聞 瀬戸さん写真展
32 2011/6/9 読売新聞 お茶を楽しむ会
33 2011/6/10 読売新聞 緑・花文化を楽しむ講習会
34 2011/6/14 東京新聞 珍樹
35 2011/6/14 サンケイスポーツ プール招待券プレゼント
36 2011/6/14 読売新聞 瀬戸さん写真展
37 2011/6/14 読売新聞 ウィンターヴィスタイルミネーション（投稿写真）
38 2011/6/16 東京新聞 瀬戸さん写真展
39 2011/6/17 読売新聞 エンジョイ！ディスクゴルフ
40 2011/6/18 読売新聞 プール招待券プレゼント
41 2011/6/20 東京新聞 多摩の野草写真展
42 2011/6/21 毎日新聞 長屋門上棟式
43 2011/6/23 読売新聞 水あそび広場
44 2011/6/24 読売新聞 七夕飾りをつくってみよう！
45 2011/6/25 朝日新聞 花火大会中止
46 2011/6/30 朝日新聞 プール招待券プレゼント
47 2011/7/1 東京新聞 プレオープン
48 2011/7/8 読売新聞 お茶を楽しむ会
49 2011/7/9 毎日新聞 プール招待券プレゼント
50 2011/7/10 日刊スポーツ プール招待券プレゼント
51 2011/7/15 朝日新聞 瀬戸さん写真展「雲のドラマ」
52 2011/7/20 読売新聞 立川市民マラソン
53 2011/7/22 読売新聞 カブトムシとふれあおう！
54 2011/7/27 朝日新聞 松川佳代パステル画展
55 2011/7/27 朝日新聞 松川佳代パステル画展
56 2011/7/28 読売新聞 昭和で涼まないと
57 2011/7/31 読売新聞 遊学塾で公算散策とブルーベリー収穫を満喫
58 2011/8/10 毎日新聞 プール
59 2011/8/12 読売新聞 野外映画を楽しもう

＜新聞＞
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番号 掲載日等 媒体名 内容

＜新聞＞

60 2011/8/13 読売新聞 こもれびの里（豊泉さんの取材の中で）
61 2011/8/18 朝日新聞 緑のカーテン市民講座
62 2011/8/21 東京新聞 松川佳代パステル画展
63 2011/8/26 読売新聞 フィルムコミッション展、サマーキャンドルナイト
64 2011/9/1 読売新聞 草笛教室
65 2011/9/2 読売新聞 ボタニカルアート展
66 2011/9/6 朝日新聞 お茶を楽しむ会
67 2011/9/9 読売新聞 お茶を楽しむ会
68 2011/9/11 読売新聞 コスモス
69 2011/9/15 朝日新聞 ボタニカルアート展
70 2011/9/15 読売新聞 野鳥観察会
71 2011/9/16 読売新聞 箱根駅伝予選会、こどもの森教室
72 2011/9/17 東京新聞 コスモスまつり切手を販売
73 2011/9/17 日本経済新聞 紅葉名所
74 2011/9/19 読売新聞 箱根駅伝予選会試走会
75 2011/9/22 毎日新聞 多摩陶芸展
76 2011/9/23 読売新聞 草笛コンサート
77 2011/9/26 読売新聞 箱根駅伝予選会
78 2011/9/27 朝日新聞 コスモス（台風の影響含む）
79 2011/9/28 東京新聞 コスモスまつり（台風の影響含む）
80 2011/9/30 読売新聞 こどもの森教室、らくらく秋のフォトウォーキング
81 2011/10/1 読売新聞 箱根駅伝予選会ののぼり設置
82 2011/10/4 読売新聞 箱根駅伝予選会ののぼり設置
83 2011/10/5 読売新聞 ちびっ子マラソン、花と緑と知のミュージアム
84 2011/10/8 読売新聞 箱根駅伝予選会
85 2011/10/14 読売新聞 箱根駅伝予選会
86 2011/10/15 読売新聞 箱根駅伝予選会
87 2011/10/15 毎日新聞 箱根駅伝予選会
88 2011/10/15 東京新聞 箱根駅伝予選会
89 2011/10/15 産経新聞 箱根駅伝予選会
90 2011/10/15 日本経済新聞 箱根駅伝予選会
91 2011/10/15 朝日新聞 コスモスまつり
92 2011/10/15 読売新聞 箱根駅伝予選会
93 2011/10/15 読売新聞 箱根駅伝予選会
94 2011/10/16 読売新聞 箱根駅伝予選会
95 2011/10/16 朝日新聞 箱根駅伝予選会
96 2011/10/16 産経新聞 箱根駅伝予選会
97 2011/10/16 東京新聞 箱根駅伝予選会
98 2011/10/16 日本経済新聞 箱根駅伝予選会
99 2011/10/16 毎日新聞 箱根駅伝予選会

100 2011/10/17 産経新聞 花の丘
101 2011/10/18 東京新聞 花の丘
102 2011/10/19 朝日新聞 アートサラダ
103 2011/10/20 読売新聞 こどもの森教室
104 2011/10/21 読売新聞 サツマイモ掘り、Konaフェスタ
105 2011/10/22 東京新聞 秋の楽市（アニメで町おこしの記事中で）
106 2011/10/27 夕刊フジ 花の丘
107 2011/10/28 毎日新聞 売店（中学生の職場体験）
108 2011/10/28 読売新聞 コスモス・紅葉ツアー
109 2011/11/1 朝日新聞 ジャパン・クッブ・オープンin東京
110 2011/11/4 公明新聞 紅葉
111 2011/11/4 読売新聞 ヤジマキミオ発砲スチロール巨大動物アート展
112 2011/11/5 朝日新聞 秋の楽市で「とある-」のオリジナルグッズ販売
113 2011/11/8 毎日新聞 瀬戸さんの写真展
114 2011/11/9 読売新聞 立川シティハーフマラソン
115 2011/11/11 読売新聞 野鳥観察会
116 2011/11/12 読売新聞 ヤジマキミオ発砲スチロール巨大動物アート展
117 2011/11/16 毎日新聞 イチョウ並木（カナール）
118 2011/11/17 読売新聞 イチョウ並木　紅葉まつり
119 2011/11/23 産経新聞 イチョウ並木
120 2011/11/23 読売新聞 瀬戸豊彦写真展
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番号 掲載日等 媒体名 内容

＜新聞＞

121 2011/11/23 東京新聞 瀬戸豊彦写真展
122 2011/11/23 産経エクスプレス イチョウ並木
123 2011/11/25 読売新聞 草笛教室
124 2011/11/25 朝日新聞 ヤジマキミオ展
125 2011/11/27 読売新聞 ヤジマキミオ展
126 2011/12/1 東京新聞 ウィンターヴィスタイルミネーション

127 2011/12/1 東京新聞
公園管理業務、西武が落札、ウィンターヴィスタイル
ミネーション

128 2011/12/2 毎日新聞 公園管理は西武が落札
129 2011/12/2 産経新聞 ウィンターヴィスタイルミネーション
130 2011/12/2 読売新聞 葉っぱの詩
131 2011/12/3 読売新聞 ウィンターヴィスタイルミネーション
132 2011/12/3 東京新聞 ウィンターヴィスタイルミネーション
133 2011/12/4 毎日新聞 ウィンターヴィスタイルミネーション
134 2011/12/6 読売新聞 日本庭園（読者からの投稿写真）
135 2011/12/7 朝日新聞 西武グループが公園管理
136 2011/12/9 読売新聞 お茶を楽しむ会
137 2011/12/10 読売新聞 立川シティハーフマラソン
138 2011/12/13 朝日新聞 サンデースポーツ教室
139 2011/12/13 読売新聞 ちびっ子マラソン
140 2011/12/15 読売新聞 よみうりカルチャー生徒募集
141 2011/12/15 読売新聞 ウィンターヴィスタイルミネーション
142 2011/12/16 読売新聞 水曜館長ツアー
143 2011/12/18 読売新聞 シモバシラ
144 2011/12/18 スポーツ報知 ちびっ子マラソン
145 2011/12/19 THE　DAILY　YOMIURI シモバシラ
146 2011/12/22 朝日新聞 ダイヤモンド富士
147 2011/12/23 読売新聞 手作り凧を揚げよう
148 2011/12/23 サンケイスポーツ ウィンターヴィスタイルミネーション
149 2011/12/25 読売新聞 ウィンターヴィスタイルミネーション
150 2011/12/25 朝日新聞 ウィンターヴィスタイルミネーション
151 2011/12/26 読売新聞 葉っぱの詩展
152 2011/12/29 日本経済新聞 とあるのキャラクターを販売（秋の楽市で）
153 2011/12/31 朝日新聞 手作り凧を揚げよう
154 2011/12/31 読売新聞 手作り凧を揚げよう
155 2012/1/6 読売新聞 公園で冬芽の観察会（読売新聞主催の遊学塾）
156 2012/1/13 読売新聞 こもれびの丘自然観察会
157 2012/1/18 朝日新聞 葉っぱの詩
158 2012/1/18 東京新聞 葉っぱの詩
159 2012/1/20 読売新聞 凧展
160 2012/1/21 東京新聞 寒咲きナノハナ（雪の映像）
161 2012/1/22 読売新聞 遊学塾（昭和記念公園での開催風景）
162 2012/2/3 読売新聞 江戸東京野菜の魅力
163 2012/2/8 産経新聞 ボタニカルアート展
164 2012/2/16 東京新聞 フクジュソウ
165 2012/2/18 読売新聞 セツブンソウ
166 2012/2/21 読売新聞 立川シティマラソン
167 2012/2/25 読売新聞 第8回多摩支部展　全陶展
168 2012/3/3 読売新聞 立川シティハーフマラソン
169 2012/3/5 読売新聞 立川シティハーフマラソン
170 2012/3/6 朝日新聞 お茶を楽しむ会
171 2012/3/6 毎日新聞 全陶展
172 2012/3/15 読売新聞 こどもの森教室3月
173 2012/3/25 読売新聞 よみうりカルチャー生徒募集
174 2012/3/28 毎日新聞 フラワーフェスティバル
175 2012/3/30 読売新聞 フラワーフェスティバル
176 2012/3/31 日本経済新聞 ツバキ
177 2012/4/2 読売新聞 平成23年度入園者数増減
178 2012/4/5 読売新聞 サクラ
179 2012/4/6 読売新聞 サクラ
180 2012/4/10 毎日新聞 サクラとムラサキハナナ
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181 2012/4/12 読売新聞 春の見どころスタンプラリー、ミニコンサートなど
182 2012/4/13 読売新聞 こどもの森教室
183 2012/4/17 東京新聞 緑化フェア

184 2012/4/21 日本経済新聞
プリンスホテルに運営が変わったことについて本社
マーケティング部にて回答

185 2012/4/23 読売新聞 春の楽市
186 2012/5/5 東京新聞 ポピーの花
187 2012/5/17 読売新聞 ドッグランフェスタ
188 2012/5/17 読売新聞 シャーレーポピー
189 2012/5/18 毎日新聞 シャーレーポピー

190 2012/5/18 毎日新聞
関連記事（立川市の小学校が遠足先として上級生と
下級生が昭和記念公園に遠足）

191 2012/5/18 読売新聞
設計図の修正業務の入札やり直し、ドッグランフェス
タ

192 2012/5/18 東京新聞 設計図の修正業務の入札やり直し
193 2012/5/19 スポーツニッポン シャーレーポピー
194 2012/5/21 読売新聞 ナノハナ
195 2012/5/22 読売新聞 みんなの原っぱ大けや木の写真
196 2012/5/22 読売新聞 まんパク
197 2012/5/22 毎日新聞 瀬戸さんの写真展「東京で見た雲」
198 2012/5/22 東京新聞 まんパク
199 2012/5/23 毎日新聞 水あそび広場
200 2012/5/23 毎日新聞 シャーレーポピー
201 2012/5/24 読売新聞 瀬戸さんの写真展「東京で見た雲」
202 2012/5/28 サンケイスポーツ まちコン
203 2012/5/28 夕刊フジ まちコン
204 2012/6/2 読売新聞 ハーブ
205 2012/6/18 読売新聞 地域情報
206 2012/6/21 読売新聞 プール特集
207 2012/6/21 読売新聞 水あそび広場
208 2012/6/25 産経新聞 プール特集
209 2012/6/27 読売新聞 ヒマラヤ
210 2012/7/8 日刊スポーツ プール特集
211 2012/7/13 読売新聞 イベント情報
212 2012/7/15 朝日新聞 三連休初日の話題
213 2012/7/17 読売新聞 暑さの映像
214 2012/7/18 サンケイスポーツ プール特集
215 2012/7/20 日刊ゲンダイ おでかけ情報
216 2012/7/25 日本経済新聞 国有財産
217 2012/7/25 読売新聞 夏プリ
218 2012/7/28 毎日新聞 サマーイベントガイドTAMA
219 2012/7/28 産経新聞 花火大会到来
220 2012/7/29 東京新聞 立川の夜空に大輪の華が咲く
221 2012/8/5 読売新聞 多摩地域山河あり(連載)
222 2012/8/8 産経新聞 秋分の日の映像
223 2012/8/10 毎日新聞 地域情報
224 2012/8/18 読売新聞 地域情報
225 2012/8/19 毎日新聞 園内夏のイベント撮影
226 2012/8/21 読売新聞 多摩版
227 2012/8/24 読売新聞 イベント情報
228 2012/9/1 東京新聞 歩行者デッキを延伸
229 2012/9/2 読売新聞 四季の押し花８０点
230 2012/9/14 読売新聞 多摩版
231 2012/9/21 読売新聞 多摩の里山
232 2012/9/24 読売新聞 多摩版
233 2012/9/25 読売新聞 多摩版
234 2012/9/27 毎日新聞 色鮮やかにコスモス
235 2012/9/29 東京新聞 広告
236 2012/9/30 東京新聞 多摩版
237 2012/10/2 読売新聞 園芸ごよみ
238 2012/10/3 読売新聞 投稿欄
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239 2012/10/5 読売新聞 季節の花
240 2012/10/5 毎日新聞 情報コーナー
241 2012/10/7 読売新聞 多摩版
242 2012/10/10 東京新聞 秋彩るコスモス
243 2012/10/10 読売新聞 のぼり旗で予選会盛りあげ
244 2012/10/10 朝日新聞 コスモスが見頃
245 2012/10/11 読売新聞 多摩版
246 2012/10/12 読売新聞 スタンプラリーで立川の土産品PR
247 2012/10/17 朝日新聞 アンダンテー稲の旋律上映会
248 2012/10/18 読売新聞 「熱気つなげ」地域一丸

249 2012/10/19 読売新聞
昭和記念公園（第89回東京箱根間往復大学駅伝競
走予選会開催

250 2012/10/19 スポーツ報知
昭和記念公園（第89回東京箱根間往復大学駅伝競
走予選会開催

251 2012/10/19 読売新聞 読売タウンリポート
252 2012/10/20 読売新聞 箱根駅伝予選会会場
253 2012/10/20 産経新聞 10年前の今日
254 2012/10/20 毎日新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
255 2012/10/20 読売新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
256 2012/10/20 日本経済新聞 昭和記念公園（プラス1秋のお出かけ安く楽しく）
257 2012/10/20 報知新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会開催）
258 2012/10/20 産経新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会開催）

259 2012/10/20 読売新聞
昭和記念公園（第89回東京箱根間往復大学駅伝競
走予選会開催

260 2012/10/21 産経新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
261 2012/10/21 朝日新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
262 2012/10/21 毎日新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
263 2012/10/21 読売新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
264 2012/10/21 東京新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
265 2012/10/21 報知新聞 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
266 2012/10/21 日刊スポーツ 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
267 2012/10/21 スポーツニッポン 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
268 2012/10/21 サンケイスポーツ 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
269 2012/10/21 デイリースポーツ 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
270 2012/10/21 東京中日スポーツ 昭和記念公園（箱根駅伝予選会）
271 2012/10/22 公明新聞 わが街/多摩
272 2012/10/23 読売新聞 第１６回よみがえる樹々のいのち展
273 2012/10/27 産経新聞 都内公園での銀杏拾い
274 2012/10/28 東京新聞 立川で秋の楽市
275 2012/11/3 毎日新聞 地域の情報
276 2012/11/3 東京新聞 花の丘コスモス見頃
277 2012/11/6 読売新聞 黄葉
278 2012/11/8 デイリースポーツ 首都圏のイベント情報
279 2012/11/13 東京新聞 部品再生　廃車アート
280 2012/11/14 読売新聞 紅葉シーズン空撮
281 2012/11/16 サンケイスポーツ 秋のおすすめスポット情報
282 2012/11/26 東京新聞 水面に鮮やかに映える紅葉
283 2012/11/30 ジャパンタイムス クリスマス企画特集

284 2012/12/6 読売新聞
花みどり文化センター作品展(松川佳代パステル風
景画展・カレンダー原画と冬景色)、インタヴュー

285 2012/12/6 読売新聞 こどもの森教室
286 2012/12/6 読売新聞 こどもの森教室
287 2012/12/11 読売新聞 読売ちびっ子マラソン
288 2012/12/24 読売新聞 ウィンタービスタイルミネーション
289 2012/12/30 朝日新聞 凧の製作教室「手作り凧を揚げよう」他
290 2012/12/31 東京新聞 Let's Enjoy お正月
291 2012/12/31 朝日新聞 Let's Enjoy お正月
292 2012/12/31 読売新聞 葉っぱｸﾗﾌﾄ
293 2013/1/4 読売新聞 Let's Enjoy お正月
294 2013/1/4 朝日新聞 Let's Enjoy お正月
295 2013/1/11 読売新聞 ソシンロウバイ
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296 2013/1/15 毎日新聞 ボランティア募集
297 2013/1/24 読売新聞 こもれびの里　ずりだしうどん作り
298 2013/1/25 朝日新聞 じん　ふみ写真展
299 2013/1/27 毎日新聞 アイスチューリップ
300 2013/2/3 朝日新聞 雪と花の早春フェスティバル､雪･ｿﾘ遊び取材
301 2013/2/3 東京新聞 セツブンソウ
302 2013/2/6 朝日新聞 昭和の時代展の取材
303 2013/2/6 読売新聞 立川ハーフマラソン
304 2013/2/8 読売新聞 Ｂonsai　Ｃａｆｅ と 盆栽苑
305 2013/2/8 読売新聞 昭和の時代展 展示品とお客様、雪・ソリあそび広場
306 2013/2/13 四國新聞 Bonsai  Caf 
307 2013/2/14 東京新聞 ﾌｸｼﾞｭｿｳ･ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ･ｾﾂﾌﾞﾝｿｳ
308 2013/2/15 読売新聞 Bonsai  Caf 
309 2013/2/16 読売新聞 立川自然観察友の会写真展
310 2013/2/20 読売新聞 じん　ふみ写真展
311 2013/2/28 読売新聞 草笛教室
312 2013/3/1 毎日新聞 寒咲きナノハナ、ナノハナの花摘みイベント
313 2013/3/2 読売新聞 立川ティーハーフマラソン
314 2013/3/3 読売新聞 花摘みイベント
315 2013/3/3 東京新聞 花摘みイベント
316 2013/3/4 読売新聞 立川ティーハーフマラソン
317 2013/3/15 東京新聞 ニュースポーツEXPO
318 2013/3/17 朝日新聞 ニュースポーツEXPO
319 2013/3/20 東京新聞 サクラの開花
320 2013/3/20 毎日新聞 サクラ開花
321 2013/3/24 東京新聞 桜コンシェルジェ展
322 2013/3/28 東京新聞 ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌを体験しよう
323 2013/3/30 夕刊フジ フラワーフェスティバル、無料開園日
324 2013/4/9 東京新聞 松川佳代パステル画展
325 2013/4/10 毎日新聞 チューリップ
326 2013/4/10 読売新聞 桜コンシェルジェ展、園芸ゼミ（連載）
327 2013/4/11 読売新聞 チューリップ
328 2013/4/12 読売新聞 チューリップ
329 2013/4/14 東京新聞 こもれびの農家
330 2013/4/14 毎日新聞 こもれびの農家
331 2013/4/14 朝日新聞 こもれびの農家
332 2013/4/17 読売新聞 コウテイダリア
333 2013/4/26 読売新聞 バードカービング展
334 2013/4/30 読売新聞 アイスランドポピー
335 2013/5/2 東京新聞 シャーレーポピー
336 2013/5/2 読売新聞 アイスランドポピー
337 2013/5/6 東京新聞 まんパク

338 2013/5/8 読売新聞
クレマチス、Drふくしまの植物相談コーナー、花と緑
の学校

339 2013/5/9 読売新聞 GWの人手について
340 2013/5/13 朝日新聞 盆栽苑
341 2013/5/15 読売新聞 シャーレーポピー

342 2013/5/15 読売新聞
球根類のお手入れ（チューリップ）、立川シティハーフ
マラソン

343 2013/5/16 読売新聞 立川いったいまつり
344 2013/5/18 朝日新聞 シャーレーポピー
345 2013/5/18 読売新聞 まんパク
346 2013/5/24 毎日新聞 シャーレーポピー、カラタネオガタマ
347 2013/5/24 東京新聞 まんパク
348 2013/6/1 東京新聞 雲の写真展
349 2013/6/3 産経新聞 瀬戸さん写真展「雲」
350 2013/6/12 読売新聞 つつじ（園芸ゼミ）
351 2013/6/18 読売新聞 水遊び広場取材

352 2013/6/26 読売新聞
ヒマワリの育て方、多摩の魅力発信プロジェクト「多
摩フェスティバル」の紹介

353 2013/6/27 読売新聞 こもれびの里で開催するジャガイモ掘り体験の案内
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354 2013/6/28 読売新聞 瀬戸さん写真展「雲」
355 2013/7/6 読売新聞 プール招待券プレゼント
356 2013/7/7 読売新聞 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ
357 2013/7/11 朝日新聞 プール招待券プレゼント
358 2013/7/21 日刊スポーツ プール招待券プレゼント
359 2013/8/7 読売新聞 ｺｽﾓｽ
360 2013/8/22 東京新聞 各種遊具･ｽﾎﾟｰﾂｴﾘｱ･BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ
361 2013/8/23 日本経済新聞 多摩ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
362 2013/8/25 東京新聞 多摩フェスティバル
363 2013/8/25 読売新聞 こもれびの里農家エリアオープン･多摩ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
364 2013/8/25 毎日新聞 こもれびの里農家エリアオープン
365 2013/8/28 建通新聞 こもれびの農家エリアオープン
366 2013/9/6 読売新聞 ｻｷﾞｿｳ
367 2013/9/11 読売新聞 園芸ゼミ 多肉植物
368 2013/9/13 毎日新聞 コスモスまつり
369 2013/9/13 読売新聞 水あそび広場 再ｵｰﾌﾟﾝ
370 2013/9/18 読売新聞 園芸ゼミ 牡丹の手入れ

371 2013/9/18 読売新聞
レインボープール・スノーフェスティバル・アイスカー
ビング

372 2013/9/23 読売新聞 箱根駅伝試走会
373 2013/9/25 読売新聞 園芸ゼミ シコンノボタン
374 2013/10/3 読売新聞 ｺｽﾓｽまつり
375 2013/10/3 読売新聞 ｺｽﾓｽまつりとｲﾍﾞﾝﾄ情報
376 2013/10/10 読売新聞 コスモス畑紹介
377 2013/10/10 朝日新聞 ボランティアで活躍する人々
378 2013/10/13 毎日小学生新聞 コスモスまつり
379 2013/10/16 読売新聞 ヒヤシンス
380 2013/10/19 読売新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
381 2013/10/19 読売新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
382 2013/10/20 読売新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
383 2013/10/20 毎日新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
384 2013/10/20 報知新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
385 2013/10/20 山梨日日新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
386 2013/10/20 朝日新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
387 2013/10/20 神奈川新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
388 2013/10/20 四國新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
389 2013/10/20 サンケイスポーツ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
390 2013/10/20 産経新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
391 2013/10/20 静岡新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
392 2013/10/20 上毛新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
393 2013/10/20 ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
394 2013/10/20 中日新聞社 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
395 2013/10/20 ﾃﾞｲﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
396 2013/10/20 東京新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
397 2013/10/20 東京中日ｽﾎﾟｰﾂ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
398 2013/10/20 日刊ｽﾎﾟｰﾂ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
399 2013/10/20 秋田魁新報 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
400 2013/10/20 読売新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
401 2013/10/20 読売新聞 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
402 2013/10/20 福島民報 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
403 2013/10/23 朝日新聞 ｺｽﾓｽ開花情報
404 2013/10/23 読売新聞 ミニ盆栽
405 2013/10/30 読売新聞 チューリップ(園芸ゼミ)
406 2013/11/5 読売新聞 よみがえる樹々のいのち展
407 2013/11/5 読売新聞 秋の楽市
408 2013/11/8 夕刊三重 黄葉&紅葉まつり
409 2013/11/9 読売新聞 花みどり文化ｾﾝﾀｰ  鉄道模型展示会
410 2013/11/9 読売新聞 昭和の時代展
411 2013/11/10 毎日新聞 インフィオラータ
412 2013/11/13 日刊ゲンダイ 昭和の時代展
413 2013/11/14 読売新聞 蕎麦の花
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414 2013/11/20 読売新聞 世界トイレの日
415 2013/11/20 東京新聞 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
416 2013/11/20 朝日新聞 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
417 2013/11/21 読売新聞 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
418 2013/11/21 産経新聞 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
419 2013/11/22 読売新聞 雪吊り
420 2013/11/23 産経新聞 イチョウ並木
421 2013/11/30 毎日新聞 Winter  Vista Illumination 2013
422 2013/12/5 朝日新聞 かぞく市
423 2013/12/7 東京新聞 Winter  Vista Illumination 2013
424 2013/12/8 しんぶん 赤旗 こどもの森教室  ｸﾘｽﾏｽ飾り

425 2013/12/10 読売新聞
第28回よみうり･国営昭和記念公園ちびっ子ﾏﾗｿﾝ大
会

426 2013/12/11 東京新聞 入園7000万人突破記念
427 2013/12/11 読売新聞 シクラメン
428 2013/12/12 読売新聞 Winter  Vista Illumination 2013
429 2013/12/12 東京新聞 Winter  Vista Illumination 2013
430 2013/12/13 東京新聞 群馬直美展「言の葉　葉っぱ暦」
431 2013/12/18 朝日新聞 群馬直美展「言の葉　葉っぱ暦」
432 2013/12/18 読売新聞 ツルバラ
433 2013/12/25 読売新聞 ｾﾚﾅｰﾃﾞｨｱ   ｼｸﾗﾒﾝ
434 2013/12/31 朝日新聞 Ｌｅｔ’ｓ　ｅｎｊｏｙ　お正月
435 2014/1/4 読売新聞 Let's　enjoy　お正月
436 2014/1/13 読売新聞 ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲ
437 2014/1/15 読売新聞 プリムラ
438 2014/1/19 朝日新聞 落ち葉ﾌﾟｰﾙ･ﾊﾟﾝｼﾞｰ･ﾋﾞｵﾗ
439 2014/1/21 ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ ･かき小屋紹介
440 2014/1/22 読売新聞 クレマチス
441 2014/1/27 東京新聞 こもれびの里・防災の日
442 2014/1/29 読売新聞 バラ
443 2014/1/31 朝日新聞 雪と花の早春ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
444 2014/2/2 東京新聞 雪ソリあそび広場
445 2014/2/4 読売新聞 雪ソリあそび広場
446 2014/2/6 読売新聞 ｾﾂﾌﾞﾝｿｳ
447 2014/2/10 東京新聞 珍樹ハンター
448 2014/2/12 朝日新聞 かき小屋
449 2014/2/13 日刊ゲンダイ かき小屋
450 2014/2/14 読売新聞 雪と花の早春ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
451 2014/2/16 東京新聞 雪害と安全点検作業
452 2014/2/19 読売新聞 コチョウラン
453 2014/2/22 読売新聞 写真展「自然の中で・・・」
454 2014/2/26 読売新聞 クリスマスローズ
455 2014/3/1 読売新聞 あす立川シティハーフマラソン
456 2014/3/3 読売新聞 立川シティハーフマラソン実施
457 2014/3/5 読売新聞 そなえﾊﾟｰｸ紹介
458 2014/3/9 東京新聞 雪害と対応
459 2014/3/11 読売新聞 親子でキャッチボール告知
460 2014/3/12 読売新聞 サギソウ
461 2014/3/19 読売新聞 ミニ盆栽
462 2014/3/22 日本経済新聞 花と遊具紹介
463 2014/3/26 読売新聞 春の寄せ植え
464 2014/3/30 東京新聞 高松口オープン
465 2014/3/31 東京新聞 桜コンシェルジェ展
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1 2011/4/6 マイテレビ 桜の園
2 2011/4/9 マイテレビ 桜の園
3 2011/4/10 マイテレビ 桜の園
4 2011/4/13 マイテレビ 桜の園、ふれあい橋の桜
5 2011/4/14 MXテレビ 桜の園、菜の花、チューリップ、シバザクラ
6 2011/4/14 日本テレビ チューリップ
7 2011/4/16 マイテレビ 桜の園、ふれあい橋の桜
8 2011/4/17 マイテレビ 桜の園、ふれあい橋の桜
9 2011/4/18 フジテレビ ギョイコウ（写真のみの紹介）

10 2011/4/20 マイテレビ チューリップ
11 2011/4/21 TBSテレビ 公園紹介
12 2011/4/22 テレビ朝日 シャーレーポピー、雲の海、日本庭園
13 2011/4/22 日本テレビ チューリップ

14 2011/4/23 日本テレビ
カナール、サイクリング、水鳥の池、みんなの
原っぱほか

15 2011/4/23 マイテレビ チューリップ
16 2011/4/24 マイテレビ チューリップ
17 2011/4/25 日本テレビ チューリップ
18 2011/4/26 マイテレビ 春の楽市
19 2011/4/27 フジテレビ 園内の強風の様子
20 2011/4/27 マイテレビ アイスランドポピー
21 2011/4/28 テレビ東京 公園紹介
22 2011/4/30 マイテレビ 春の楽市
23 2011/4/30 マイテレビ アイスランドポピー

24 2011/5/1 日本テレビ
カナール、サイクリング、水鳥の池、みんなの
原っぱほか

25 2011/5/1 マイテレビ 春の楽市
26 2011/5/1 マイテレビ アイスランドポピー
27 2011/5/2 MXテレビ アイスランドポピー
28 2011/5/2 MXテレビ アイスランドポピー
29 2011/5/2 テレビ東京 アイスランドポピー
30 2011/5/3 日本テレビ アイスランドポピー
31 2011/5/4 マイテレビ こどもの森
32 2011/5/4 マイテレビ ハーブ園
33 2011/5/5 テレビ朝日 アイスランドポピー、ハノハナ、チューリップほか
34 2011/5/5 フジテレビ ゴールデンウィーク情報
35 2011/5/5 テレビ朝日 アイスランドポピー
36 2011/5/7 マイテレビ こどもの森
37 2011/5/7 フジテレビ バーベキューガーデン
38 2011/5/8 マイテレビ こどもの森
39 2011/5/9 フジテレビ バーベキューガーデン
40 2011/5/11 マイテレビ スイレン

41 2011/5/12 日本テレビ
カナール、サイクリング、水鳥の池、みんなの
原っぱほか

42 2011/5/14 マイテレビ スイレン
43 2011/5/15 マイテレビ スイレン
44 2011/5/16 マイテレビ 草笛コンサート
45 2011/5/16 日本テレビ シャーレーポピー
46 2011/5/18 日本テレビ シャーレーポピー
47 2011/5/18 マイテレビ シャーレーポピー
48 2011/5/18 日本テレビ シャーレーポピー
49 2011/5/19 テレビ東京 シャーレーポピー
50 2011/5/21 マイテレビ シャーレーポピー
51 2011/5/22 マイテレビ シャーレーポピー
52 2011/5/23 テレビ朝日 シャーレーポピー
53 2011/5/23 テレビ朝日 シャーレーポピー
54 2011/5/23 MXテレビ シャーレーポピー
55 2011/5/23 MXテレビ シャーレーポピー
56 2011/5/25 テレビ朝日 公園内
57 2011/5/25 マイテレビ カラタネオガタマ、シラン
58 2011/5/27 テレビ東京 シャーレーポピー、パークトレイン

＜テレビ＞
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59 2011/5/28 マイテレビ カラタネオガタマ、シラン
60 2011/5/29 マイテレビ カラタネオガタマ、シラン
61 2011/6/1 マイテレビ ハーブ園
62 2011/6/4 マイテレビ ハーブ園
63 2011/6/5 マイテレビ ハーブ園
64 2011/6/6 MXテレビ 瀬戸さん写真展

65 2011/6/7 テレビ朝日
瀬戸さん雲写真展（産経新聞に載った記事紹
介）

66 2011/6/8 マイテレビ 瀬戸さん雲写真展
67 2011/6/11 マイテレビ 瀬戸さん雲写真展
68 2011/6/12 よみうりテレビ 珍樹ハンター
69 2011/6/12 マイテレビ 瀬戸さん雲写真展
70 2011/6/14 マイテレビ 緑・花文かを楽しむ講習会
71 2011/6/15 マイテレビ ハナショウブ
72 2011/6/18 マイテレビ ハナショウブ
73 2011/6/20 日本テレビ 珍樹
74 2011/6/22 JCOM みんなの原っぱ
75 2011/6/22 マイテレビ ハナショウブ
76 2011/6/22 テレビ朝日 水あそび広場
77 2011/6/22 マイテレビ トケイソウ
78 2011/6/23 テレビ朝日 水あそび広場
79 2011/6/25 マイテレビ トケイソウ
80 2011/6/26 マイテレビ トケイソウ
81 2011/6/29 日本テレビ 珍樹
82 2011/6/29 マイテレビ ラベンダー、オカトラノオ
83 2011/6/30 MXテレビ 珍樹
84 2011/7/1 NHK ナツツバキ
85 2011/7/1 NHK ナツツバキ
86 2011/7/2 マイテレビ ラベンダー、オカトラノオ
87 2011/7/3 マイテレビ ラベンダー、オカトラノオ
88 2011/7/4 NHK ナツツバキ
89 2011/7/4 フジテレビ 珍樹
90 2011/7/6 マイテレビ レインボープール
91 2011/7/7 日本テレビ レインボープール水質検査
92 2011/7/8 フジテレビ 節電対策
93 2011/7/9 マイテレビ レインボープール
94 2011/7/9 多摩テレビ 瀬戸さん雲の写真展
95 2011/7/9 TBSテレビ プールプレオープン
96 2011/7/9 TBSテレビ プールプレオープン
97 2011/7/9 TBSテレビ プールプレオープン
98 2011/7/10 マイテレビ レインボープール
99 2011/7/10 多摩テレビ 瀬戸さん雲の写真展

100 2011/7/11 多摩テレビ 瀬戸さん雲の写真展
101 2011/7/11 マイテレビ レインボープールプレオープン
102 2011/7/11 TBSテレビ プールプレオープン
103 2011/7/12 多摩テレビ 瀬戸さん雲の写真展
104 2011/7/13 多摩テレビ 瀬戸さん雲の写真展
105 2011/7/13 日本テレビ ネムノキ
106 2011/7/14 多摩テレビ 瀬戸さん雲の写真展
107 2011/7/15 多摩テレビ 瀬戸さん雲の写真展
108 2011/7/15 TBSテレビ 珍樹
109 2011/7/15 テレビ朝日 サマーフェスティバル、ヒマワリ
110 2011/7/16 マイテレビ レインボープールプレオープン
111 2011/7/16 テレビ朝日 プールオープン
112 2011/7/16 MXテレビ プールオープン
113 2011/7/16 MXテレビ プールオープン
114 2011/7/17 マイテレビ バーベキューガーデン
115 2011/7/17 マイテレビ レインボープールプレオープン
116 2011/7/17 フジテレビ プールオープン
117 2011/7/19 マイテレビ バーベキューガーデン
118 2011/7/20 マイテレビ バーベキューガーデン
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119 2011/7/20 日野ケーブルテレビ プール紹介
120 2011/7/21 マイテレビ バーベキューガーデン
121 2011/7/21 日野ケーブルテレビ プール紹介
122 2011/7/22 マイテレビ バーベキューガーデン
123 2011/7/25 テレビ東京 ヒマワリ、ユリなど
124 2011/7/27 マイテレビ かぶとむしと遊ぼう！
125 2011/7/28 日本テレビ カサブランカ
126 2011/7/30 マイテレビ かぶとむしと遊ぼう！
127 2011/7/31 マイテレビ かぶとむしと遊ぼう！
128 2011/8/1 多摩テレビ プール招待券プレゼント

129 2011/8/3 TBSテレビ
バーベキューガーデン（来園者へのインタ
ビュー）

130 2011/8/3 マイテレビ ヒマワリ
131 2011/8/6 マイテレビ ヒマワリ
132 2011/8/7 マイテレビ ヒマワリ
133 2011/8/9 日本テレビ バーベキューガーデン
134 2011/8/10 マイテレビ ナツズイセン
135 2011/8/13 マイテレビ ナツズイセン
136 2011/8/14 マイテレビ ナツズイセン
137 2011/8/16 マイテレビ 昭和で涼まないと
138 2011/8/17 マイテレビ サギソウまつり
139 2011/8/19 TBSテレビ プール
140 2011/8/20 マイテレビ サギソウまつり
141 2011/8/21 マイテレビ サギソウまつり
142 2011/8/22 MXテレビ サギソウまつり
143 2011/8/22 MXテレビ サギソウまつり
144 2011/8/23 NHK サギソウ
145 2011/8/23 NHK サギソウ
146 2011/8/24 マイテレビ レインボープール
147 2011/8/24 NHK サギソウ
148 2011/8/27 マイテレビ レインボープール
149 2011/8/28 マイテレビ レインボープール
150 2011/8/30 TBSテレビ 園内でのインタビュー
151 2011/8/30 テレビ愛知 クロッケー
152 2011/8/30 NHK カリガネソウ
153 2011/8/30 NHK カリガネソウ
154 2011/8/31 NHK コスモス
155 2011/8/31 NHK コスモス
156 2011/8/31 マイテレビ コスモス
157 2011/9/3 マイテレビ コスモス東花畑
158 2011/9/4 マイテレビ コスモス東花畑
159 2011/9/7 MXテレビ コスモス
160 2011/9/7 マイテレビ ナンバンギセル、パンパスグラス
161 2011/9/10 マイテレビ ナンバンギセル、パンパスグラス
162 2011/9/10 TBSテレビ コスモス
163 2011/9/11 マイテレビ ナンバンギセル、パンパスグラス
164 2011/9/11 TBSテレビ コスモス
165 2011/9/13 テレビ東京 コスモス
166 2011/9/14 マイテレビ ボタニカルアート展
167 2011/9/15 フジテレビ コスモス
168 2011/9/17 マイテレビ ボタニカルアート展
169 2011/9/17 NHK コスモス
170 2011/9/18 マイテレビ ボタニカルアート展
171 2011/9/22 MXテレビ 台風の影響について（コスモス）
172 2011/9/22 MXテレビ 台風の影響について（コスモス）
173 2011/9/23 マイテレビ 園内の台風の状況
174 2011/9/24 マイテレビ 園内の台風の状況
175 2011/9/25 マイテレビ 園内の台風の状況
176 2011/9/26 マイテレビ コスモス切手の販売風景
177 2011/9/28 マイテレビ ヒガンバナ
178 2011/9/30 テレ玉 コスモスまつり
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179 2011/10/1 マイテレビ ヒガンバナ、コスモス切手の販売
180 2011/10/2 マイテレビ コスモス切手の販売、ヒガンバナ
181 2011/10/2 マイテレビ キンモクセイ、ウスギモクセイ
182 2011/10/3 NHK シオン
183 2011/10/3 NHK シオン
184 2011/10/5 マイテレビ キンモクセイ、ウスギモクセイ
185 2011/10/8 マイテレビ キンモクセイ、ウスギモクセイ
186 2011/10/9 日本テレビ 黄色いコスモス
187 2011/10/9 TBSテレビ コスモス
188 2011/10/9 日本テレビ 箱根駅伝予選会
189 2011/10/10 日本テレビ 箱根駅伝予選会
190 2011/10/11 テレビ朝日 花の丘、原っぱ西側花畑（冒頭のコメント）
191 2011/10/12 日野ケーブルテレビ よみがえる樹々のいのち
192 2011/10/12 日本テレビ 花の丘、黄色いコスモス
193 2011/10/12 マイテレビ 花の丘、原っぱ西花畑
194 2011/10/13 NHK アメジストセージ
195 2011/10/13 NHK アメジストセージ
196 2011/10/14 日本テレビ 花の丘
197 2011/10/14 日本テレビ 箱根駅伝予選会
198 2011/10/14 日本テレビ 箱根駅伝予選会
199 2011/10/15 日野ケーブルテレビ よみがえる樹々のいのち
200 2011/10/15 マイテレビ 花の丘、原っぱ西花畑
201 2011/10/15 日本テレビ 箱根駅伝予選会
202 2011/10/15 テレビ朝日 コスモスまつり
203 2011/10/16 日野ケーブルテレビ よみがえる樹々のいのち
204 2011/10/16 マイテレビ 花の丘、原っぱ西花畑
205 2011/10/16 日本テレビ 箱根駅伝予選会
206 2011/10/16 マイテレビ よみがえる樹々のいのち
207 2011/10/17 MXテレビ 花の丘ほか
208 2011/10/17 MXテレビ 花の丘ほか
209 2011/10/17 テレビ東京 花の丘ほか
210 2011/10/17 TBSテレビ 花の丘
211 2011/10/17 日テレCS放送 花の丘
212 2011/10/17 NHK 花の丘（一般視聴者からの投稿写真）
213 2011/10/17 TBSテレビ 花の丘
214 2011/10/17 TBSテレビ 花の丘
215 2011/10/18 日本テレビ チョコレートコスモス、花の丘
216 2011/10/18 テレビ朝日 花の丘じゃら生中継
217 2011/10/19 フジテレビ 原っぱ西花畑（遊具の撮影）
218 2011/10/19 マイテレビ よみがえる樹々のいのち
219 2011/10/19 日本テレビ 箱根駅伝予選会
220 2011/10/22 G+ 箱根駅伝予選会
221 2011/10/22 マイテレビ よみがえる樹々のいのち
222 2011/10/23 テレビ朝日 花の丘
223 2011/10/23 テレビ朝日 花の丘
224 2011/10/24 NHK ドングリ
225 2011/10/24 NHK ドングリ
226 2011/10/24 テレビ朝日 花の丘
227 2011/10/26 マイテレビ ホトトギス

228 2011/10/26 NHK
公園オープンの話題（日めくりカレンダーのコー
ナーで）

229 2011/10/29 マイテレビ ホトトギス
230 2011/10/30 マイテレビ ホトトギス
231 2011/10/30 日本テレビ 紅葉状況（文字のみ）
232 2011/10/31 NHK 紅葉
233 2011/11/1 G+ 箱根駅伝予選会
234 2011/11/2 NHK 日本庭園のモミジ
235 2011/11/2 NHK 日本庭園のモミジ
236 2011/11/2 マイテレビ バードカービング展
237 2011/11/4 TBSテレビ 珍樹のレポート
238 2011/11/5 マイテレビ バードカービング展
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239 2011/11/6 マイテレビ バードカービング展
240 2011/11/8 日本テレビ サザンカ
241 2011/11/8 フジテレビ イチョウ並木、日本庭園のモミジ
242 2011/11/8 テレビ東京 イチョウ並木、日本庭園紅葉
243 2011/11/9 マイテレビ 日本庭園　紅葉まつり
244 2011/11/11 MXテレビ イチョウ並木（カナール）
245 2011/11/11 MXテレビ イチョウ並木（カナール）
246 2011/11/12 マイテレビ 日本庭園　紅葉まつり
247 2011/11/12 TBSテレビ イチョウ並木（カナール）　日本庭園　紅葉
248 2011/11/13 マイテレビ 日本庭園　紅葉まつり
249 2011/11/15 TBSテレビ イチョウ並木

250 2011/11/16 マイテレビ
イチョウ並木　紅葉まつり　ヤジマキミオ発泡ス
チロール

251 2011/11/17 テレビ朝日 イチョウ並木
252 2011/11/17 フジテレビ イチョウ並木
253 2011/11/18 日本テレビ イチョウ並木　日本庭園　紅葉まつり
254 2011/11/18 MXテレビ イチョウ並木（カナール）
255 2011/11/18 MXテレビ イチョウ並木（カナール）

256 2011/11/19 マイテレビ
イチョウ並木　紅葉まつり　ヤジマキミオ発泡ス
チロール

257 2011/11/19 フジテレビ イチョウ並木

258 2011/11/20 マイテレビ
イチョウ並木　紅葉まつり　ヤジマキミオ発泡ス
チロール

259 2011/11/21 フジテレビ イチョウ並木ほか
260 2011/11/21 NHK イチョウ並木（一般視聴者からの投稿写真）
261 2011/11/23 マイテレビ 皇帝ダリア
262 2011/11/24 NHK イチョウ並木
263 2011/11/24 NHK イチョウ並木
264 2011/11/25 日本テレビ 紅葉
265 2011/11/25 フジテレビ イチョウ並木（紅葉情報）
266 2011/11/26 マイテレビ 皇帝ダリア
267 2011/11/27 マイテレビ 皇帝ダリア
268 2011/11/28 NHK モミジ（一般視聴者からの投稿写真）
269 2011/12/1 テレビ朝日 イチョウ並木
270 2011/12/2 MXテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
271 2011/12/2 MXテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
272 2011/12/3 マイテレビ メタセコイヤ
273 2011/12/4 テレビ朝日 ウィンターヴィスタイルミネーション
274 2011/12/4 マイテレビ メタセコイヤ
275 2011/12/7 マイテレビ 葉っぱの詩展
276 2011/12/7 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション

277 2011/12/10 マイテレビ
ウィンターヴィスタイルミネーション、葉っぱの詩
展

278 2011/12/10 テレビ朝日 ウィンターヴィスタイルミネーション

279 2011/12/13 マイテレビ
ウィンターヴィスタイルミネーション、葉っぱの詩
展

280 2011/12/13 テレビ朝日 ウィンターヴィスタイルミネーション
281 2011/12/13 マイテレビ 読売ちびっ子マラソン
282 2011/12/13 マイテレビ パークトレイン
283 2011/12/14 フジテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
284 2011/12/15 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
285 2011/12/16 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
286 2011/12/17 マイテレビ パークトレイン
287 2011/12/17 日本テレビ シモバシラ
288 2011/12/17 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
289 2011/12/18 マイテレビ パークトレイン
290 2011/12/18 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
291 2011/12/19 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
292 2011/12/20 MXテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
293 2011/12/20 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
294 2011/12/21 マイテレビ ダイヤモンド富士
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295 2011/12/21 TBSテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
296 2011/12/22 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
297 2011/12/22 TBSテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
298 2011/12/23 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
299 2011/12/24 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
300 2011/12/24 マイテレビ ダイヤモンド富士
301 2011/12/24 TBSテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
302 2011/12/25 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
303 2011/12/25 マイテレビ ダイヤモンド富士
304 2011/12/25 フジテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
305 2011/12/26 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
306 2011/12/27 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
307 2011/12/27 日本テレビ 寒さの映像（カナール）
308 2011/12/28 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
309 2011/12/29 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
310 2011/12/29 MXテレビ シモバシラ
311 2011/12/30 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
312 2011/12/31 マイテレビ ウィンターヴィスタイルミネーション
313 2012/1/1 日本テレビ ディスクゴルフ
314 2012/1/6 マイテレビ 手作り凧を揚げよう
315 2012/1/7 マイテレビ 手作り凧を揚げよう
316 2012/1/8 マイテレビ 手作り凧を揚げよう
317 2012/1/10 MXテレビ ソシンロウバイ
318 2012/1/10 MXテレビ ソシンロウバイ
319 2012/1/11 マイテレビ ソシンロウバイ
320 2012/1/14 マイテレビ ソシンロウバイ
321 2012/1/15 マイテレビ ソシンロウバイ
322 2012/1/18 NHK セツブンソウ
323 2012/1/18 NHK セツブンソウ
324 2012/1/18 マイテレビ 寒咲きハナナ
325 2012/1/21 マイテレビ 寒咲きハナナ
326 2012/1/22 マイテレビ 寒咲きハナナ
327 2012/1/25 マイテレビ なおいかずこ写真展、葉痕展
328 2012/1/27 NHK 寒咲きナノハナ
329 2012/1/27 NHK 寒咲きナノハナ
330 2012/1/28 マイテレビ なおいかずこ写真展、葉痕展
331 2012/1/29 マイテレビ なおいかずこ写真展、葉痕展
332 2012/2/1 マイテレビ セツブンソウ、梅
333 2012/2/3 日本テレビ セツブンソウ
334 2012/2/4 マイテレビ セツブンソウ、梅
335 2012/2/4 NHK 寒咲きハナナ
336 2012/2/5 マイテレビ セツブンソウ、梅
337 2012/2/8 マイテレビ マンサク、寒咲きナノハナ
338 2012/2/10 NHK 寒咲きハナナ（ナレーションのみ）
339 2012/2/11 マイテレビ マンサク、寒咲きナノハナ
340 2012/2/12 マイテレビ マンサク、寒咲きナノハナ
341 2012/2/15 マイテレビ 山田道惠ボタニカルアート展
342 2012/2/18 マイテレビ 山田道惠ボタニカルアート展
343 2012/2/19 マイテレビ 山田道惠ボタニカルアート展
344 2012/2/22 マイテレビ 盆栽苑のウメ
345 2012/2/23 日本テレビ セツブンソウ
346 2012/2/24 日本テレビ セツブンソウ
347 2012/2/25 マイテレビ 盆栽苑のウメ
348 2012/2/26 マイテレビ 盆栽苑のウメ
349 2012/2/29 日本テレビ 日本庭園（大雪の映像）
350 2012/2/29 マイテレビ こもれびの里ひなまつり
351 2012/3/1 NHK フクジュソウ
352 2012/3/3 マイテレビ 日本庭園ひなまつり
353 2012/3/3 マイテレビ 盆栽苑のウメ
354 2012/3/4 マイテレビ 日本庭園ひなまつり
355 2012/3/7 マイテレビ クリスマスローズ、フクジュソウ、スノードロップ
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356 2012/3/10 マイテレビ クリスマスローズ、フクジュソウ、スノードロップ
357 2012/3/11 マイテレビ クリスマスローズ、フクジュソウ、スノードロップ
358 2012/3/12 NHK クロッカス（一般視聴者からの投稿写真）
359 2012/3/12 テレビ東京 クリスマスローズ、ウメ、クロッカス
360 2012/3/13 MXテレビ フクジュソウ、ウメ
361 2012/3/13 MXテレビ フクジュソウ、ウメ
362 2012/3/14 マイテレビ ウメ
363 2012/3/17 マイテレビ ウメ
364 2012/3/18 マイテレビ 立川シティハーフマラソン
365 2012/3/18 マイテレビ ウメ
366 2012/3/21 マイテレビ クロッカス
367 2012/3/24 マイテレビ クロッカス
368 2012/3/25 マイテレビ 立川シティハーフマラソン
369 2012/3/25 マイテレビ ウメ
370 2012/3/26 マイテレビ フラワーフェスティバル
371 2012/3/28 NHK 洋ズイセン
372 2012/3/28 NHK 洋ズイセン
373 2012/3/28 マイテレビ カワヅザクラ、洋ズイセン、ナノハナ
374 2012/3/31 マイテレビ フラワーフェスティバル
375 2012/3/31 マイテレビ カワヅザクラ、洋ズイセン、ナノハナ
376 2012/4/3 MXテレビ 平田センター長のインタビュー、園内撮影
377 2012/4/6 NHK サクラ
378 2012/4/10 TBSテレビ サクラの開花について
379 2012/4/10 日本テレビ ムラサキハナナとサクラ
380 2012/4/12 日本テレビ サクラとムラサキハナナ
381 2012/4/13 マイテレビ サクラ
382 2012/4/14 マイテレビ サクラ
383 2012/4/14 テレビ朝日 桜、ムラサキハナナ
384 2012/4/15 マイテレビ サクラ
385 2012/4/16 マイテレビ くにたち桜コンシェルジュ展
386 2012/4/16 マイテレビ くにたち桜コンシェルジュ展
387 2012/4/19 日本テレビ チューリップ
388 2012/4/20 日本テレビ チューリップ（渓流広場下流）
389 2012/4/20 マイテレビ 楽市ＰＲ、チューリップ、ストック
390 2012/4/21 テレビ朝日 チューリップ
391 2012/4/22 マイテレビ くにたち桜コンシェルジュ展
392 2012/4/23 マイテレビ 春の楽市
393 2012/4/23 テレビ朝日 チューリップ
394 2012/4/26 日本テレビ フラワーフェスティバル2012

395 2012/4/26 TBSテレビ
チューリップ、アイスランドポピー畑で来園者に
インタビュー

396 2012/4/27 マイテレビ こもれびの里端午の節句
397 2012/4/27 テレビ東京 緑化フェア会場である昭和記念公園紹介
398 2012/4/28 マイテレビ 春の楽市
399 2012/4/28 マイテレビ こもれびの里端午の節句
400 2012/4/28 日本テレビ アイスランドポピー
401 2012/4/29 マイテレビ 春の楽市
402 2012/4/29 マイテレビ こもれびの里端午の節句
403 2012/4/30 日本テレビ ドックランにて来園者インタヴュー撮り他
404 2012/5/1 テレビ朝日 タレントのきく姫が木工房でクラフト体験
405 2012/5/5 日野ケーブルテレビ チューリップ、アイスランドポピー
406 2012/5/10 マイテレビ 水あぞび広場、ボタン、オオデマリ
407 2012/5/11 マイテレビ 水あぞび広場、ボタン、オオデマリ
408 2012/5/11 マイテレビ 水あぞび広場、ボタン、オオデマリ
409 2012/5/11 NHK アイスランドポピー
410 2012/5/12 NHK アイスランドポピー
411 2012/5/14 NHK パズルロック
412 2012/5/14 マイテレビ こどもの森教室、ナノハナ
413 2012/5/14 マイテレビ こどもの森教室、ナノハナ
414 2012/5/15 マイテレビ こどもの森教室、ナノハナ
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415 2012/5/17 テレビ東京
ホテルのサービスを、ホテル外でも提供してい
る新しいビジネスモデルの取材

416 2012/5/18 日本テレビ
シャーレーポピー、みんなの原っぱ、サイクリン
グ

417 2012/5/20 マイテレビ
スポーツエリア、花の丘シャーレーポピー、アヤ
メ

418 2012/5/20 マイテレビ
スポーツエリア、花の丘シャーレーポピー、アヤ
メ

419 2012/5/20 マイテレビ
スポーツエリア、花の丘シャーレーポピー、アヤ
メ

420 2012/5/20 MXテレビ 園内撮影、シャーレーポピー
421 2012/5/20 MXテレビ 園内撮影、シャーレーポピー

422 2012/5/21 NHK
水鳥の池周辺（車いすに乗った
犬の飼い主インタビューなど）

423 2012/5/21 日本テレビ シャーレーポピー
424 2012/5/22 テレビ東京 シャーレーポピー
425 2012/5/24 マイテレビ まんパク、カラタネオガタマ
426 2012/5/24 マイテレビ まんパク、カラタネオガタマ
427 2012/5/24 マイテレビ まんパク、カラタネオガタマ
428 2012/5/25 日本テレビ シャーレーポピー
429 2012/5/25 日本BS放送 まんパク
430 2012/5/25 日本BS放送 まんパク
431 2012/5/25 日本BS放送 まんパク
432 2012/5/25 TBSテレビ まんパク、まちコン
433 2012/5/25 テレビ朝日 まんパク
434 2012/5/25 テレビ東京 まんパク
435 2012/5/25 日本テレビ まんパク
436 2012/5/26 NOT TV まんパク
437 2012/5/27 NHK シラン
438 2012/5/27 NHK シラン
439 2012/5/30 日本テレビ まちコン
440 2012/6/1 フジテレビ まんパク
441 2012/6/1 NHK まんパク
442 2012/6/1 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
443 2012/6/2 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
444 2012/6/2 BS日テレ
445 2012/6/3 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
446 2012/6/8 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
447 2012/6/9 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
448 2012/6/10 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
449 2012/6/15 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
450 2012/6/16 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
451 2012/6/17 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
452 2012/6/22 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
453 2012/6/23 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
454 2012/6/24 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
455 2012/6/25 MXテレビ ニュース番組内での公園紹介
456 2012/6/29 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
457 2012/6/30 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
458 2012/7/1 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
459 2012/7/2 日本テレビ 昭和記念公園来園者へのインタビュー取材
460 2012/7/6 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
461 2012/7/7 テレビ朝日 眠れる才能テスト
462 2012/7/7 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
463 2012/7/8 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
464 2012/7/10 テレビ朝日 プール特集
465 2012/7/13 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
466 2012/7/14 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
467 2012/7/14 日本テレビ 暑さの映像
468 2012/7/14 テレビ朝日 暑さの映像
469 2012/7/14 MXテレビ 暑さの映像
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470 2012/7/15 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
471 2012/7/15 テレビ朝日 暑さの映像
472 2012/7/17 マイテレビ 街の話題
473 2012/7/20 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
474 2012/7/21 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
475 2012/7/22 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
476 2012/7/26 TBSテレビ 猛暑日の様子
477 2012/7/27 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
478 2012/7/28 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
479 2012/7/28 マイテレビ 週末のニュース
480 2012/7/29 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
481 2012/8/1 JCN 立川市砂川町のドキュメンタリー
482 2012/8/3 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
483 2012/8/4 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
484 2012/8/5 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
485 2012/8/9 フジテレビ 天気予報内・なでしこジャパンの活躍
486 2012/8/10 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
487 2012/8/11 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
488 2012/8/12 日本テレビ 番組のラインナップ紹介の背景
489 2012/8/12 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
490 2012/8/13 NHK 季節の話題
491 2012/8/13 NHK 季節の話題
492 2012/8/15 MXテレビ 都市緑化フェアTOKYO
493 2012/8/17 フジテレビ 各地の話題
494 2012/8/17 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
495 2012/8/18 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
496 2012/8/19 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
497 2012/8/20 フジテレビ 雷に対する安全対策について
498 2012/8/24 フジテレビ ミストで涼む霧の森(お天気ニース内)
499 2012/8/24 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
500 2012/8/25 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
501 2012/8/26 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
502 2012/8/30 テレビ東京 エンディング映像
503 2012/8/31 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
504 2012/8/31 NHK 季節の話題
505 2012/9/1 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
506 2012/9/2 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
507 2012/9/3 フジテレビ お天気
508 2012/9/7 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
509 2012/9/8 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
510 2012/9/9 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
511 2012/9/11 日本テレビ 暑さの中にも秋の風情
512 2012/9/14 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
513 2012/9/14 MXテレビ 季節の話題
514 2012/9/14 MXテレビ 季節の話題
515 2012/9/15 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
516 2012/9/16 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
517 2012/9/17 NHK 敬老の日にちなんだ花
518 2012/9/18 日本テレビ もじったーのコーナー
519 2012/9/18 マイテレビ 花みどり文化センター
520 2012/9/21 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
521 2012/9/22 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
522 2012/9/23 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
523 2012/9/25 フジテレビ お天気コーナー
524 2012/9/28 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
525 2012/9/29 日本テレビ 中央線の旅
526 2012/9/29 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
527 2012/9/30 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
528 2012/10/1 マイテレビ 地域の情報
529 2012/10/5 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
530 2012/10/6 日本テレビ 中央線沿線のお出かけスポット情報
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531 2012/10/6 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
532 2012/10/6 日本テレビ 季節の花
533 2012/10/7 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
534 2012/10/9 マイテレビ 地域の情報
535 2012/10/9 テレビ東京 お天気コーナー
536 2012/10/11 テレビ朝日 緑化フェアの会場紹介
537 2012/10/11 TBSテレビ お天気コーナー
538 2012/10/11 TBSテレビ お天気コーナー
539 2012/10/12 日本テレビ お天気コーナー
540 2012/10/12 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
541 2012/10/12 NHK お天気コーナー
542 2012/10/12 NHK お天気コーナー
543 2012/10/13 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
544 2012/10/14 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
545 2012/10/15 MXテレビ 天気コーナー
546 2012/10/18 日本テレビ 季節の花
547 2012/10/19 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
548 2012/10/19 テレビ朝日 きのこの見分け方
549 2012/10/20 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
550 2012/10/20 日本テレビ 第89回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
551 2012/10/20 日本テレビ 第89回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
552 2012/10/21 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
553 2012/10/21 フジテレビ お天気コーナー
554 2012/10/21 日本テレビ 第89回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
555 2012/10/21 日本テレビ 第89回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
556 2012/10/21 フジテレビ お天気
557 2012/10/21 フジテレビ お天気
558 2012/10/21 テレビ朝日 お天気
559 2012/10/21 テレビ朝日 お天気
560 2012/10/22 MXテレビ ニュース番組内での公園紹介
561 2012/10/22 マイテレビ 町の話題
562 2012/10/26 日本テレビ ZIP番組用インサート撮影
563 2012/10/26 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
564 2012/10/27 JCN 観光情報
565 2012/10/27 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
566 2012/10/28 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
567 2012/10/29 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
568 2012/11/2 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
569 2012/11/3 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
570 2012/11/4 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
571 2012/11/7 フジテレビ ココ調
572 2012/11/9 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
573 2012/11/9 TBSテレビ お天気コーナー
574 2012/11/9 NHK お天気コーナー
575 2012/11/10 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
576 2012/11/11 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
577 2012/11/16 フジテレビ ココ調
578 2012/11/16 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
579 2012/11/17 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
580 2012/11/17 日本テレビ
581 2012/11/18 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
582 2012/11/18 フジテレビ お天気
583 2012/11/18 TBSテレビ 特派員情報
584 2012/11/19 日本テレビ スッキリ！！タイムズ
585 2012/11/19 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
586 2012/11/20 日本テレビ 木原さんのお天気
587 2012/11/20 テレビ朝日 朝刊プラスアングル
588 2012/11/21 TBSテレビ お天気コーナー
589 2012/11/21 フジテレビ お天気コーナー
590 2012/11/22 TBSテレビ お天気コーナー
591 2012/11/23 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
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592 2012/11/23 テレビ朝日 お天気コーナー
593 2012/11/23 TBSテレビ 寒い冬到来
594 2012/11/24 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
595 2012/11/24 日本テレビ お出かけ情報
596 2012/11/25 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園
597 2012/11/30 NHK 多摩モノレール沿線の旅
598 2012/11/30 マイテレビ おいでよ！昭和記念公園

599 2012/12/1 マイテレビ
花木園菖蒲田(カエデ類紅葉)、水鳥の池、さざ
なみ広場周辺(カエデ類紅葉）、こどもの森(メタ
セコイヤ)

600 2012/12/2 マイテレビ
花木園菖蒲田(カエデ類紅葉)、水鳥の池、さざ
なみ広場周辺(カエデ類紅葉）、こどもの森(メタ
セコイヤ)

601 2012/12/5 TBSテレビ うんどう広場のイチョウ、花木園展示棟のカエデ
602 2012/12/7 MXテレビ ウィンタービスタイルミネーション
603 2012/12/8 マイテレビ ウィンタービスタイルミネーション、雪吊り
604 2012/12/8 JCN ウィンタービスタイルミネーション
605 2012/12/9 マイテレビ ウィンタービスタイルミネーション、雪吊り
606 2012/12/10 マイテレビ ウィンタービスタイルミネーション、雪吊り
607 2012/12/10 テレビ朝日 氷、シモバシラ

608 2012/12/11 マイテレビ
第27回よみうり・国営昭和記念公園ちびっ子マ
ラソン大会

609 2012/12/13 NHK ロウバイ(BBQガーデン)

610 2012/12/14 マイテレビ
ウィンタービスタイルミネーション、ふれあい広
場レストラン(カップルメニュー)

611 2012/12/15 マイテレビ
ウィンタービスタイルミネーション、ふれあい広
場レストラン(カップルメニュー)

612 2012/12/16 NHK
カナール（イチョウ並木）、水鳥の池、みんなの
原っぱ（ケヤキ）

613 2012/12/16 マイテレビ
ウィンタービスタイルミネーション、ふれあい広
場レストラン(カップルメニュー)

614 2012/12/21 テレビ朝日 冬の花火
615 2012/12/21 テレビ東京 ウィンタービスタイルミネーション
616 2012/12/21 マイテレビ こどもの森教室、ソシンロウバイ
617 2012/12/22 マイテレビ こどもの森教室、ソシンロウバイ
618 2012/12/23 マイテレビ こどもの森教室、ソシンロウバイ
619 2013/1/4 フジテレビ Let's Enjoy お正月
620 2013/1/4 マイテレビ Let's Enjoy お正月
621 2013/1/4 テレビ朝日 こもれびの池ほか（寒さの映像で）
622 2013/1/4 テレビ朝日 こもれびの池ほか（寒さの映像で）
623 2013/1/5 マイテレビ Let's Enjoy お正月
624 2013/1/6 BSフジ みどりの文化ゾーン
625 2013/1/6 マイテレビ Let's Enjoy お正月
626 2013/1/10 NHK アイスチューリップ
627 2013/1/11 マイテレビ お茶を楽しむ会、スノードロップ
628 2013/1/12 マイテレビ お茶を楽しむ会、スノードロップ
629 2013/1/13 TBSテレビ 東京マスターズマラソン大会
630 2013/1/13 マイテレビ お茶を楽しむ会、スノードロップ
631 2013/1/22 テレビ朝日 公園紹介（こどもの森ボランティアほか）
632 2013/1/22 NHK サザンカ、カンツバキ
633 2013/1/22 NHK サザンカ、カンツバキ
634 2013/1/25 マイテレビ こどもの森教室、アイスチューリップ
635 2013/1/26 マイテレビ こどもの森教室、アイスチューリップ
636 2013/1/27 マイテレビ こどもの森教室、アイスチューリップ

637 2013/1/30 ＫＢＳ
基地返還後土地利用の面でのモデルになる土
地利用事例として韓国の視聴者に紹介

638 2013/2/1 マイテレビ レストランの限定メニュー、雪・ソリあそび広場
639 2013/2/1 マイテレビ レストランの限定メニュー、雪・ソリあそび広場
640 2013/2/1 マイテレビ レストランの限定メニュー、雪・ソリあそび広場
641 2013/2/2 NHK ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲ･寒咲きﾅﾉﾊﾅ･ｱｲｽﾁｭｰﾘｯﾌﾟの取材
642 2013/2/6 テレビ朝日 園内の雪景色
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643 2013/2/7 TBSテレビ 雪・ソリあそび広場、アイスチューリップ
644 2013/2/7 TBSテレビ 雪・ソリあそび広場、アイスチューリップ
645 2013/2/8 マイテレビ 雪・ソリあそび場、昭和の時代展
646 2013/2/8 TBSテレビ 雪・ソリあそび広場、アイスチューリップ
647 2013/2/9 マイテレビ 雪・ソリあそび場、昭和の時代展
648 2013/2/10 テレビ東京 ﾊﾟｰｸﾄﾚｲﾝ･草笛教室･みんなの原っぱ取材
649 2013/2/10 マイテレビ 雪・ソリあそび場、昭和の時代展
650 2013/2/11 テレビ朝日 こもれびの里
651 2013/2/12 NHK セツブンソウ
652 2013/2/12 NHK セツブンソウ
653 2013/2/13 日本テレビ アイスチューリップ
654 2013/2/13 日本テレビ アイスチューリップ
655 2013/2/15 マイテレビ Bonsai  Caf 
656 2013/2/16 マイテレビ Bonsai  Caf 
657 2013/2/17 マイテレビ Bonsai  Caf 
658 2013/2/18 MXテレビ 寒咲きナノハナ
659 2013/2/22 マイテレビ ｻｷﾞｿｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｳ広場取材
660 2013/2/23 マイテレビ ｻｷﾞｿｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｳ広場取材
661 2013/2/24 マイテレビ ｻｷﾞｿｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｳ広場取材
662 2013/3/1 マイテレビ ナノハナちらし、梅、ナノハナの花摘みイベント
663 2013/3/2 マイテレビ ナノハナちらし、梅、ナノハナの花摘みイベント
664 2013/3/2 日本テレビ こどもの森ボランティア、ドラゴンの砂山
665 2013/3/3 マイテレビ 立川シティハーフマラソン
666 2013/3/3 マイテレビ ナノハナちらし、梅、ナノハナの花摘みイベント
667 2013/3/8 マイテレビ お茶を楽しむ会、ウメ
668 2013/3/9 マイテレビ お茶を楽しむ会、ウメ
669 2013/3/10 マイテレビ お茶を楽しむ会、ウメ
670 2013/3/11 日本テレビ 開花情報  梅
671 2013/3/11 MCT 花の開花情報･梅 &ｲﾍﾞﾝﾄ情報･ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
672 2013/3/12 日本テレビ 開花情報  梅
673 2013/3/13 日本テレビ 開花情報  梅

674 2013/3/13 日本テレビ
ウメ、クリスマスローズ、チューリップ、ナノハナ
ほか

675 2013/3/14 日本テレビ 開花情報  梅
676 2013/3/15 マイテレビ ナノハナちらし、梅、ナノハナの花摘みイベント
677 2013/3/15 日本テレビ 開花情報  梅
678 2013/3/16 マイテレビ ナノハナちらし、梅、ナノハナの花摘みイベント
679 2013/3/17 テレビ東京 みんなの原っぱ取材   前回未公開ｼｰﾝの放映
680 2013/3/17 マイテレビ ナノハナちらし、梅、ナノハナの花摘みイベント
681 2013/3/19 マイテレビ サクラ開花
682 2013/3/22 マイテレビ  春野菜とﾜｲﾝのﾏﾘｱｰｼﾞｭを楽しむ会･BN体操
683 2013/3/23 テレビ朝日 サクラの開花状況
684 2013/3/23 マイテレビ  春野菜とﾜｲﾝのﾏﾘｱｰｼﾞｭを楽しむ会･BN体操
685 2013/3/23 マイテレビ 立川シティハーフマラソン
686 2013/3/24 マイテレビ  春野菜とﾜｲﾝのﾏﾘｱｰｼﾞｭを楽しむ会･BN体操

687 2013/3/25 日本テレビ
サクラ、アイスランドポピー、フラワーフェスティ
バル

688 2013/3/26 テレビ朝日 桜の園
689 2013/3/29 MXテレビ 桜の園、フラワーフェスティバル

690 2013/3/29 マイテレビ
 桜開花情報  ｿﾒｲﾖｼﾉ･ﾖｳｺｳ･ﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ･ｼｬﾚｰﾟ
ﾎﾟﾋﾟｰ

691 2013/3/30 日本テレビ サクラ、フラワーフェスティバル

692 2013/3/30 マイテレビ
 桜開花情報  ｿﾒｲﾖｼﾉ･ﾖｳｺｳ･ﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ･ｼｬﾚｰ
ﾎﾟﾟﾋﾟｰ

693 2013/3/30 マイテレビ 立川シティハーフマラソン

694 2013/3/31 マイテレビ
 桜開花情報  ｿﾒｲﾖｼﾉ･ﾖｳｺｳ･ﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ･ｼｬﾚｰ
ﾎﾟﾟﾋﾟｰ

695 2013/4/2 TBSテレビ 桜の園から生中継
696 2013/4/2 NHK ｢雲の海｣ってどんなどんなもの?
697 2013/4/2 マイテレビ 桜コンシェルジェ展
698 2013/4/3 フジテレビ 桜の園、アイスランドポピー
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699 2013/4/3 フジテレビ 桜の園、アイスランドポピー
700 2013/4/4 テレビ東京 公園内のお客様のお弁当作りのお悩み相談
701 2013/4/5 マイテレビ 桜の園、アイスランドポピー,盆栽宴
702 2013/4/5 日本テレビ 桜の園、アイスランドポピー,ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ
703 2013/4/6 マイテレビ 桜の園、アイスランドポピー,盆栽宴

704 2013/4/7 マイテレビ
桜の園、アイスランドポピー,盆栽苑、桜コンシェ
ルジェ

705 2013/4/8 MXテレビ アイスランドポピー
706 2013/4/8 MXテレビ アイスランドポピー
707 2013/4/12 マイテレビ チューリップ
708 2013/4/12 テレビ東京 アイスランドポピー
709 2013/4/13 マイテレビ チューリップ
710 2013/4/13 日本テレビ こもれびの農家
711 2013/4/14 マイテレビ チューリップ
712 2013/4/14 フジテレビ チューリップ
713 2013/4/14 フジテレビ アイスランドポピー
714 2013/4/16 日本テレビ チューリップ
715 2013/4/17 テレビ朝日 ｴﾝﾀﾒﾆｭｰｽ      ﾁｬﾊﾞﾈｱｵｶﾒﾑｼ
716 2013/4/19 マイテレビ こもれびの丘
717 2013/4/20 マイテレビ こもれびの丘
718 2013/4/21 マイテレビ こもれびの丘
719 2013/4/23 フジテレビ みんなの原っぱほか（ランチ風景）
720 2013/4/25 JCN みんなの原っぱ、ながめのテラス
721 2013/4/26 マイテレビ こもれびの農家･ナノハナ紹介
722 2013/4/27 マイテレビ こもれびの農家･ナノハナ紹介
723 2013/4/28 マイテレビ こもれびの農家･ナノハナ紹介
724 2013/5/6 日本テレビ バーベキューガーデン
725 2013/5/10 MXテレビ 水遊び広場
726 2013/5/10 MXテレビ 水遊び広場

727 2013/5/14 テレビ東京
シャーレーポピー、みんなの原っぱ、日本庭園
ほか

728 2013/5/15 NHK　ＢＳ１
聖☆おにいさん   ふわふわﾄﾞｰﾑ  みんなの原っ
ぱ

729 2013/5/15 テレビ朝日 ふれあい広場での商品説明

730 2013/5/17 マイテレビ
シャーレーポピー･バナナツリー・ハーブ園・まん
パク

731 2013/5/18 マイテレビ
シャーレーポピー･バナナツリー・ハーブ園・まん
パク

732 2013/5/19 日本テレビ シャーレーポピー

733 2013/5/19 マイテレビ
シャーレーポピー･バナナツリー・ハーブ園・まん
パク

734 2013/5/20 日本テレビ まんパク
735 2013/5/20 テレビ東京 シャーレーポピー、まんパク
736 2013/5/20 TBSテレビ まんパク
737 2013/5/20 TBSテレビ まんパク
738 2013/5/21 日本テレビ シャーレーポピー、バナナツリー
739 2013/5/24 テレビ朝日 シャーレーポピー、盆栽苑、まんパク
740 2013/5/24 マイテレビ シャーレーポピー･・まんパク紹介

741 2013/5/24 フジテレビ
シャレーポピー、みんなの原っぱ、盆栽苑・日本
庭園

742 2013/5/24 テレビ朝日 まんパク
743 2013/5/25 マイテレビ シャーレーポピー、まんパク紹介
744 2013/5/26 マイテレビ シャーレーポピー、まんパク紹介
745 2013/5/26 TBSテレビ まんパク
746 2013/5/30 NHK シャレーポピー
747 2013/5/30 MXテレビ シャーレーポピー
748 2013/5/30 MXテレビ シャーレーポピー

749 2013/5/31 マイテレビ
ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ･ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏ･花みどり文化ｾﾝﾀｰ･まん
ﾊﾟｸ

750 2013/6/1 マイテレビ
ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ･ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏ･花みどり文化ｾﾝﾀｰ･まん
ﾊﾟｸ
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751 2013/6/2 マイテレビ
ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ･ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏ･花みどり文化ｾﾝﾀｰ･まん
ﾊﾟｸ

752 2013/6/2 TBSテレビ まんパク
753 2013/6/5 MXテレビ 原っぱ西花畑  (ｼﾞｬｰﾏﾝｶﾓﾐｰﾙ･ｼｬｰﾚｰﾎﾟﾋﾟｰ)
754 2013/6/5 フジテレビ 瀬戸さん写真展「雲」
755 2013/6/7 マイテレビ ﾊｰﾌﾞ園･花木園(ｽｲﾚﾝ･菖蒲)
756 2013/6/8 マイテレビ ﾊｰﾌﾞ園･花木園(ｽｲﾚﾝ･菖蒲)
757 2013/6/9 マイテレビ ﾊｰﾌﾞ園･花木園(ｽｲﾚﾝ･菖蒲)
758 2013/6/10 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
759 2013/6/11 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
760 2013/6/12 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
761 2013/6/13 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
762 2013/6/14 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
763 2013/6/14 マイテレビ レイクサイドレストランのカレー、アジサイ
764 2013/6/15 マイテレビ レイクサイドレストランのカレー、アジサイ
765 2013/6/15 日本テレビ アジサイ、ﾊﾅｼｮｳブ
766 2013/6/16 マイテレビ レイクサイドレストランのカレー、アジサイ
767 2013/6/18 BS日テレ 竹とんぼ・草笛え
768 2013/6/19 BS日テレ 竹とんぼ・草笛え
769 2013/6/20 BS日テレ 竹とんぼ・草笛え
770 2013/6/24 BS日テレ 竹とんぼ・草笛え
771 2013/6/26 BS日テレ 竹とんぼ・草笛え
772 2013/6/28 BS日テレ 竹とんぼ・草笛え

773 2013/6/29 テレビ朝日
立川の中心地として公園を紹介、こもれびの里
も道のりとして紹介

774 2013/7/5 マイテレビ
 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ安全祈願式典･こもれびの里ｼﾞｬｶﾞ
ｲﾓ堀り ･ ﾊｽの花紹介

775 2013/7/6 マイテレビ
ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ安全祈願式典･こもれびの里ｼﾞｬｶﾞ
ｲﾓ堀り ･ ﾊｽの花紹介

776 2013/7/6 テレビ東京 ふれあい広場の風車･あじさいの花
777 2013/7/6 マイテレビ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ

778 2013/7/7 マイテレビ
ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ安全祈願式典･こもれびの里ｼﾞｬｶﾞ
ｲﾓ堀り ･ ﾊｽの花紹介

779 2013/7/8 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
780 2013/7/9 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
781 2013/7/10 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
782 2013/7/11 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
783 2013/7/12 BS日テレ サッカー　（フットサルコートにて）
784 2013/7/13 日本テレビ レインボープールのオープン
785 2013/7/13 TBSテレビ レインボープールのオープン
786 2013/7/13 テレビ朝日 レインボープールのオープン
787 2013/7/13 MXテレビ レインボープールのオープン
788 2013/7/13 MXテレビ レインボープールのオープン
789 2013/7/15 JCN レインボープールの紹介、スノーフェスティバル
790 2013/7/16 マイテレビ レインボープールの紹介、スノーフェスティバル

791 2013/7/19 JCN
レインボープールの紹介、ﾊｽの花､気球ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ紹介

792 2013/7/20 JCN レインボープールの紹介、スノーフェスティバル
793 2013/7/20 マイテレビ レインボープールの紹介、スノーフェスティバル

794 2013/7/20 マイテレビ
レインボープールの紹介、ﾊｽの花､気球ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ紹介

795 2013/7/21 JCN レインボープールの紹介、スノーフェスティバル
796 2013/7/21 マイテレビ レインボープールの紹介、スノーフェスティバル

797 2013/7/21 マイテレビ
レインボープールの紹介、ﾊｽの花､気球ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ紹介

798 2013/8/2 マイテレビ レインボープールフード
799 2013/8/5 テレビ東京 サギソウまつり
800 2013/8/5 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
801 2013/8/6 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
802 2013/8/7 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
803 2013/8/8 TBSテレビ ﾋﾏﾜﾘの紹介
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804 2013/8/8 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
805 2013/8/9 マイテレビ ｵｸﾄｰﾊﾞｰﾌｪﾌト・ヒマワリ・サギソウまつり
806 2013/8/9 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
807 2013/8/12 日本テレビ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ･BBQ･各施設紹介
808 2013/8/12 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
809 2013/8/13 日本テレビ ヒマワリ
810 2013/8/13 NHK オミナエシ
811 2013/8/13 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
812 2013/8/14 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
813 2013/8/15 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
814 2013/8/16 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
815 2013/8/19 MXテレビ 花の丘  北側  ﾋﾏﾜﾘ
816 2013/8/19 MXテレビ 花の丘  北側  ﾋﾏﾜﾘ
817 2013/8/19 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
818 2013/8/20 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
819 2013/8/21 テレビ朝日 多摩の魅力
820 2013/8/21 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
821 2013/8/22 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
822 2013/8/23 テレビ朝日 花みどり文化ｾﾝﾀｰでｻﾎﾟｰﾀｰ紹介
823 2013/8/23 フジテレビ 花の丘  北側  ﾋﾏﾜﾘ

824 2013/8/23 マイテレビ
ｻｷﾞｿｳまつり･ｻﾙｽﾍﾞﾘ･多摩ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ･こもれび
の里ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ

825 2013/8/23 日本テレビ レインボープールとひまわり畑

826 2013/8/24 マイテレビ
ｻｷﾞｿｳまつり･ｻﾙｽﾍﾞﾘ･多摩ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ･こもれび
の里ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ

827 2013/8/24 NHK 多摩ﾌｪｽｲﾍﾞﾝﾄ･花文ｲﾍﾞﾝﾄ紹介
828 2013/8/24 日本テレビ 多摩ﾌｪｽｲﾍﾞﾝﾄ･花文ｲﾍﾞﾝﾄ紹介
829 2013/8/24 テレビ朝日 多摩ﾌｪｽｲﾍﾞﾝﾄ･花文ｲﾍﾞﾝﾄ紹介

830 2013/8/25 マイテレビ
ｻｷﾞｿｳまつり･ｻﾙｽﾍﾞﾘ･多摩ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ･こもれび
の里ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ

831 2013/8/26 マイテレビ こもれびの里農家オープン
832 2013/8/26 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
833 2013/8/27 日本テレビ ヒマワリ
834 2013/8/27 マイテレビ 多摩フェス
835 2013/8/27 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
836 2013/8/28 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
837 2013/8/29 日本テレビ レインボープールとひまわり畑

838 2013/8/30 フジテレビ
バーベキューガーデン（コミュニケーション手段
として注目されているバーベキューについての
インタビュー取材）

839 2013/8/30 マイテレビ レイクサイドレストランとレインボープール
840 2013/8/30 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
841 2013/8/31 フジテレビ ﾄﾞｯｸﾗﾝ
842 2013/9/2 テレビ東京 ｻｷﾞｿｳと水鳥の池
843 2013/9/3 テレビ東京 ﾊﾟﾝﾊﾟｽｸﾞﾗｽとみんなの原っぱ
844 2013/9/4 テレビ東京 オミナエシとこもれびの丘
845 2013/9/5 テレビ東京 ﾄｹｲｿｳと花文  ･ｶﾅｰﾙ
846 2013/9/5 日本テレビ レインボープールとひまわり畑
847 2013/9/6 マイテレビ 水あそび広場再オープン
848 2013/9/6 マイテレビ  ｻｷﾞｿｳ
849 2013/9/7 マイテレビ  ｻｷﾞｿｳ
850 2013/9/8 フジテレビ ﾄﾞｯｸﾗﾝ･ｶﾅｰﾙ･花文
851 2013/9/8 マイテレビ  ｻｷﾞｿｳ
852 2013/9/12 TBSテレビ ヒマワリの美しい公園とｺｽﾌﾟﾚ
853 2013/9/13 マイテレビ コスモス開花情報・水あそび広場オープン
854 2013/9/14 マイテレビ コスモス開花情報・水あそび広場オープン
855 2013/9/15 マイテレビ コスモス開花情報・水あそび広場オープン
856 2013/9/18 NHK ｺｽﾓｽ開花情報･今後の見頃

857 2013/9/20 マイテレビ
コスモス開花情報・スタンプラリー・私の好きな
昭和記念公園・ヒガンバナ
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858 2013/9/21 マイテレビ
コスモス開花情報・スタンプラリー・私の好きな
昭和記念公園・ヒガンバナ

859 2013/9/22 MXテレビ 秋の公園特集 ｶﾅｰﾙ･日本庭園

860 2013/9/22 マイテレビ
コスモス開花情報・スタンプラリー・私の好きな
昭和記念公園・ヒガンバナ

861 2013/9/27 マイテレビ 盆栽苑・こどもの森木工房
862 2013/9/28 マイテレビ 盆栽苑・こどもの森木工房
863 2013/9/29 マイテレビ 盆栽苑・こどもの森木工房
864 2013/10/4 マイテレビ コスモス西花畑・スタンプラリー
865 2013/10/5 マイテレビ コスモス西花畑・スタンプラリー
866 2013/10/6 マイテレビ コスモス西花畑・スタンプラリー
867 2013/10/7 日本テレビ パンパスグラス
868 2013/10/9 MXテレビ ｺｽﾓｽ紹介   西花畑･花の丘
869 2013/10/10 MXテレビ ｺｽﾓｽ紹介   西花畑･花の丘
870 2013/10/11 マイテレビ コスモス西花畑・東花畑･花の丘
871 2013/10/12 マイテレビ コスモス西花畑・東花畑･花の丘
872 2013/10/13 マイテレビ コスモス西花畑・東花畑･花の丘
873 2013/10/15 TBSテレビ  ｺｽﾓｽ紹介 花の丘･東花畑と台風対策
874 2013/10/16 マイテレビ 環境展
875 2013/10/16 TBSテレビ ｺｽﾓｽ畑と台風対策
876 2013/10/18 マイテレビ コスモス東花畑･花の丘･ﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽ･草月
877 2013/10/19 マイテレビ コスモス東花畑･花の丘･ﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽ･草月
878 2013/10/19 日本テレビ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
879 2013/10/19 日本テレビ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
880 2013/10/19 日本テレビ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
881 2013/10/20 マイテレビ コスモス東花畑･花の丘･ﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽ･草月
882 2013/10/20 テレビ朝日 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
883 2013/10/22 MXテレビ 山北由香 10月26･27日 ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄｼｮｰ
884 2013/10/24 マイテレビ イベント中止のお知らせ
885 2013/10/25 テレビ朝日 紅葉・コウテイダリア
886 2013/10/25 マイテレビ 台風による開園状況
887 2013/10/26 NHK こもれびの農家･里 伝統行事の紹介
888 2013/10/26 マイテレビ 台風による臨時休園のお知らせ
889 2013/10/27 マイテレビ 台風による臨時休園のお知らせ
890 2013/10/29 日本テレビ コスモス
891 2013/10/30 日本テレビ コスモス・ディスクゴルフ
892 2013/10/30 NHK 日本庭園・園内紅葉
893 2013/10/30 NHK 日本庭園・園内紅葉
894 2013/11/1 マイテレビ 昭和の時代展
895 2013/11/2 日本テレビ ﾊﾟﾝﾊﾟｽｸﾞﾗｽ･ｺｽﾓｽ東花畑紹介
896 2013/11/2 マイテレビ 昭和の時代展
897 2013/11/3 マイテレビ 昭和の時代展
898 2013/11/4 マイテレビ 秋の楽市
899 2013/11/6 フジテレビ 日本庭園 紅葉紹介
900 2013/11/8 TBSテレビ 日本庭園
901 2013/11/8 マイテレビ インフィオラータ・日本庭園
902 2013/11/8 TBSテレビ ｲﾝﾌｨｵﾗｰﾀと黄葉
903 2013/11/9 マイテレビ インフィオラータ・日本庭園
904 2013/11/9 NHK インフィオラータ・日本庭園
905 2013/11/10 マイテレビ インフィオラータ・日本庭園
906 2013/11/11 フジテレビ イチョウ・日本庭園
907 2013/11/12 TBSテレビ 日本庭園・ボート
908 2013/11/13 NHK ｶﾅｰﾙ黄葉･日本庭園紅葉紹介
909 2013/11/13 MXテレビ ｶﾅｰﾙ黄葉･日本庭園紅葉紹介
910 2013/11/13 MXテレビ ｶﾅｰﾙ黄葉･日本庭園紅葉紹介
911 2013/11/13 日本テレビ ｶﾅｰﾙ黄葉･日本庭園紅葉紹介
912 2013/11/14 TBSテレビ ｶﾅｰﾙ黄葉･日本庭園紅葉紹介
913 2013/11/14 テレビ朝日 ｶﾅｰﾙ黄葉･日本庭園紅葉紹介
914 2013/11/15 マイテレビ 雪吊
915 2013/11/15 フジテレビ 紅葉
916 2013/11/15 NHK 黄葉＆紅葉まつり
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917 2013/11/16 JCN 公園紹介
918 2013/11/16 マイテレビ 雪吊
919 2013/11/17 マイテレビ 雪吊
920 2013/11/18 BSフジ コスモス・カナール
921 2013/11/18 テレビ東京 イチョウ・日本庭園
922 2013/11/19 日本テレビ サザンカ
923 2013/11/19 フジテレビ イチョウ・カエデ・サクラ・スズカケ・ケヤキ
924 2013/11/20 テレビ東京 昭和記念公園の紅葉
925 2013/11/20 日本テレビ 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
926 2013/11/20 TBSテレビ 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
927 2013/11/20 NHK 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
928 2013/11/20 JCN 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
929 2013/11/20 TBSテレビ 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
930 2013/11/20 テレビ朝日 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
931 2013/11/20 MXテレビ 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
932 2013/11/20 フジテレビ 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
933 2013/11/22 マイテレビ こもれびの里、わんぱくゆうぐ
934 2013/11/23 マイテレビ こもれびの里、わんぱくゆうぐ
935 2013/11/24 マイテレビ こもれびの里、わんぱくゆうぐ
936 2013/11/25 BSフジ コスモス・カナール再放送
937 2013/11/29 マイテレビ Winter  Vista Illumination 2013
938 2013/11/29 MXテレビ Winter  Vista Illumination 2013
939 2013/11/29 MXテレビ Winter  Vista Illumination 2013
940 2013/11/30 マイテレビ Winter  Vista Illumination 2013
941 2013/12/1 マイテレビ Winter  Vista Illumination 2013
942 2013/12/2 TBSテレビ Winter  Vista Illumination 2013
943 2013/12/3 マイテレビ Winter  Vista Illumination 2013 生放送
944 2013/12/6 マイテレビ  Illumination 2013 ･ かぞく市
945 2013/12/6 NHK かぞく市
946 2013/12/6 テレビ朝日 国営昭和記念公園
947 2013/12/7 マイテレビ  Illumination 2013 ･ かぞく市
948 2013/12/8 マイテレビ Winter  Vista Illumination 2013
949 2013/12/9 NHK シモバシラ
950 2013/12/13 マイテレビ  Illumination 2013 ･ ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ･花文
951 2013/12/14 マイテレビ  Illumination 2013 ･ ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ･花文
952 2013/12/15 マイテレビ  Illumination 2013 ･ ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ･花文
953 2013/12/16 日本テレビ Winter  Vista Illumination 2013
954 2013/12/20 マイテレビ  Illumination 2013 ･ ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲ･花文
955 2013/12/21 マイテレビ  Illumination 2013 ･ ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲ･花文
956 2013/12/22 マイテレビ  Illumination 2013 ･ ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲ･花文
957 2013/12/24 マイテレビ Winter  Vista Illumination 2013 生放送
958 2013/12/24 NHK Winter  Vista Illumination 2013
959 2013/12/25 TBSテレビ Winter  Vista Illumination 2013
960 2013/12/25 TBSテレビ Winter  Vista Illumination 2013
961 2013/12/27 マイテレビ Ｌｅｔ’ｓ　ｅｎｊｏｙ　お正月
962 2013/12/28 マイテレビ Ｌｅｔ’ｓ　ｅｎｊｏｙ　お正月
963 2013/12/29 マイテレビ Ｌｅｔ’ｓ　ｅｎｊｏｙ　お正月
964 2014/1/6 マイテレビ Let's　enjoy　お正月
965 2014/1/7 NHK ソシンロウバイ
966 2014/1/10 マイテレビ ｾﾚﾅｰﾃﾞｨｱ･富士山･歓楓亭 (初釜)紹介
967 2014/1/11 マイテレビ ｾﾚﾅｰﾃﾞｨｱ･富士山･歓楓亭 (初釜)紹介
968 2014/1/12 マイテレビ ｾﾚﾅｰﾃﾞｨｱ･富士山･歓楓亭 (初釜)紹介
969 2014/1/16 マイテレビ かき小屋紹介
970 2014/1/17 マイテレビ ｾﾚﾅｰﾃﾞｨｱ･日本庭園梅･落ち葉ﾌﾟｰﾙ紹介
971 2014/1/17 NHK セツブンソウ
972 2014/1/18 マイテレビ ｾﾚﾅｰﾃﾞｨｱ･日本庭園梅･落ち葉ﾌﾟｰﾙ紹介
973 2014/1/19 マイテレビ ｾﾚﾅｰﾃﾞｨｱ･日本庭園梅･落ち葉ﾌﾟｰﾙ･花文紹介
974 2014/1/20 テレビ東京  雪と花の早春ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
975 2014/1/23 NHK 梅･ﾌｸｼﾞｭｿｳ
976 2014/1/24 マイテレビ フクジュソウ･ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ･花文紹介
977 2014/1/25 マイテレビ フクジュソウ･ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ･花文紹介
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978 2014/1/26 マイテレビ フクジュソウ･ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ･花文紹介
979 2014/1/26 マイテレビ こもれびの里・防災の日
980 2014/1/30 フジテレビ BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ ･かき小屋紹介
981 2014/1/31 マイテレビ 雪ｿﾘ･ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ･花文紹介
982 2014/2/1 マイテレビ 雪ｿﾘ･ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ･花文紹介
983 2014/2/1 日本テレビ 雪ソリあそび広場
984 2014/2/2 マイテレビ 雪ｿﾘ･ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ･花文紹介
985 2014/2/3 TBSテレビ 雪ソリあそび広場
986 2014/2/4 フジテレビ 雪ソリあそび広場
987 2014/2/7 フジテレビ 雪ソリあそび広場
988 2014/2/7 マイテレビ 積雪量
989 2014/2/8 マイテレビ 雪と花の早春フェスティバル
990 2014/2/9 マイテレビ 雪と花の早春フェスティバル
991 2014/2/10 マイテレビ 雪と花の早春フェスティバル
992 2014/2/14 マイテレビ シークレットハート・日本庭園
993 2014/2/15 マイテレビ シークレットハート・日本庭園
994 2014/2/15 MXテレビ  ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2014
995 2014/2/16 マイテレビ シークレットハート・日本庭園
996 2014/2/17 マイテレビ 積雪量
997 2014/2/21 マイテレビ 梅園･立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014
998 2014/2/22 マイテレビ 梅園･立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014
999 2014/2/23 マイテレビ 梅園･立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014

1000 2014/2/25 テレビ朝日 ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ  みんなの原っぱ
1001 2014/2/28 マイテレビ
1002 2014/3/1 マイテレビ そなえﾊﾟｰｸ･ 立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014
1003 2014/3/2 マイテレビ そなえﾊﾟｰｸ･ 立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014
1004 2014/3/7 マイテレビ フラワーフェスティバル･そなえﾊﾟｰｸ
1005 2014/3/8 マイテレビ フラワーフェスティバル･そなえﾊﾟｰｸ
1006 2014/3/9 マイテレビ フラワーフェスティバル･そなえﾊﾟｰｸ
1007 2014/3/9 マイテレビ そなえﾊﾟｰｸ紹介
1008 2014/3/11 NHK こもれびの里寒咲きナノハナ
1009 2014/3/13 テレビ東京 梅園紹介
1010 2014/3/14 マイテレビ フラワーフェスティバル･梅園
1011 2014/3/15 マイテレビ フラワーフェスティバル･梅園
1012 2014/3/16 マイテレビ フラワーフェスティバル･梅園
1013 2014/3/20 NHK クロッカス
1014 2014/3/21 マイテレビ 立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014
1015 2014/3/21 マイテレビ フラワーフェスティバル･大道芸まつり
1016 2014/3/21 マイテレビ フラワーフェスティバル 2014 CF 4回放映
1017 2014/3/22 マイテレビ 立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014  再放送
1018 2014/3/22 マイテレビ フラワーフェスティバル･大道芸まつり
1019 2014/3/22 マイテレビ フラワーフェスティバル 2014 CF 4回放映
1020 2014/3/23 マイテレビ フラワーフェスティバル･大道芸まつり
1021 2014/3/23 マイテレビ フラワーフェスティバル 2014 CF 4回放映
1022 2014/3/26 マイテレビ 開花宣言
1023 2014/3/28 マイテレビ 立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014  特番
1024 2014/3/28 マイテレビ フラワーフェスティバル 2014 CF 4回放映
1025 2014/3/29 マイテレビ 立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014  特番
1026 2014/3/30 マイテレビ 立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014  特番
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1 2011/4/1 エフエムたちかわ サクラほか
2 2011/4/8 エフエムたちかわ サクラ、桜コンシェルジェ展
3 2011/4/15 エフエムたちかわ チューリップ、ナノハナ、シバザクラ、草笛教室
4 2011/4/16 エフエムたちかわ 公園紹介
5 2011/4/22 エフエムたちかわ チューリップ、ナノハナ、シバザクラ、春の楽市
6 2011/4/23 エフエムたちかわ 公園紹介

7 2011/4/29 エフエムたちかわ
アイスランドポピー、水あそび広場、無料入園
日、こどもの日イベント

8 2011/4/30 エフエムたちかわ 公園紹介
9 2011/5/6 エフエムたちかわ アイスランドポピー、水あそび広場

10 2011/5/7 エフエムたちかわ 公園紹介
11 2011/5/13 エフエムたちかわ シャーレーポピー、草笛コンサートほか
12 2011/5/14 エフエムたちかわ 公園紹介
13 2011/5/14 J-WAVE ディスクゴルフ
14 2011/5/20 エフエムたちかわ シャーレーポピーほか
15 2011/5/21 エフエムたちかわ 公園紹介
16 2011/5/27 エフエムたちかわ シャーレーポピーほか
17 2011/5/28 エフエムたちかわ 公園紹介
18 2011/6/3 エフエムたちかわ ハナショウブ、スイレンほか
19 2011/6/4 エフエムたちかわ 瀬戸豊彦写真展、太鼓まつり、ハナショウブ
20 2011/6/7 エフエムたちかわ 瀬戸豊彦写真展
21 2011/6/10 エフエムたちかわ ハナショウブ、トケイソウ、足育イベント

22 2011/6/11 エフエムたちかわ
瀬戸豊彦写真展、ハナショウブ、トケイソウ、足
育イベント

23 2011/6/17 エフエムたちかわ
ハナショウブ、サンデースポーツ教室、草笛教
室ほか

24 2011/6/18 エフエムたちかわ 瀬戸豊彦写真展
25 2011/6/24 エフエムたちかわ プレオープンほか
26 2011/6/25 エフエムたちかわ プレオープンほか
27 2011/6/29 J-WAVE 珍樹
28 2011/7/1 エフエムたちかわ プレオープン、藍の生葉染めほか
29 2011/7/2 エフエムたちかわ プレオープン、藍の生葉染め
30 2011/7/8 エフエムたちかわ プレオープン、サマーフェスティバルほか

31 2011/7/9 エフエムたちかわ
カブトムシとあそぼう！ドラゴン先生の世界の昆
虫展

32 2011/7/9 エフエムたちかわ プレオープン、サマーフェスティバル
33 2011/7/15 エフエムたちかわ プール紹介
34 2011/7/15 エフエムたちかわ プレオープン、サマーフェスティバルほか
35 2011/7/16 エフエムたちかわ プレオープン、サマーフェスティバル

36 2011/7/22 エフエムたちかわ
レインボープール、サマーフェスティバル、カブト
ムシと遊ぼう、節電

37 2011/7/23 エフエムたちかわ プール紹介、サマーフェスティバル

38 2011/7/29 エフエムたちかわ
レインボープール、サマーフェスティバル、カブト
ムシと遊ぼう、昭和で涼まないと

39 2011/8/4 エフエムたちかわ ヒマワリ、カブトムシと遊ぼう

40 2011/8/5 エフエムたちかわ
レインボープール、サマーフェスティバル、昭和
で涼まないと

41 2011/8/6 エフエムたちかわ プール紹介、サマーフェスティバル

42 2011/8/12 エフエムたちかわ
レインボープール、サマーフェスティバル、昭和
で涼まないと

43 2011/8/19 エフエムたちかわ
レインボープール、サマーフェスティバル、昭和
で涼まないと

44 2011/8/20 エフエムたちかわ プール紹介、サマーフェスティバル

45 2011/8/26 エフエムたちかわ
レインボープール、サマーフェスティバル、昭和
で涼まないと

46 2011/8/27 エフエムたちかわ プール紹介、サマーフェスティバル
47 2011/9/2 エフエムたちかわ コスモス

48 2011/9/2 エフエムたちかわ
アクアビクス、草笛教室、ペタンク探球講座、ボ
タニカルアート展

49 2011/9/3 エフエムたちかわ ボタニカルアート展、藍の生葉染め体験会
50 2011/9/9 エフエムたちかわ こどもの森教室、ボタニカルアート展ほか

＜ラジオ＞
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51 2011/9/10 エフエムたちかわ ボタニカルアート展、コスモスまつり
52 2011/9/16 エフエムたちかわ コスモスまつり、ボタニカルアート展ほか
53 2011/9/17 エフエムたちかわ ボタニカルアート展、コスモスまつり

54 2011/9/23 エフエムたちかわ
インターシップ、台風情報、コスモスまつり、野
鳥観察会、こどもの森教室

55 2011/9/24 エフエムたちかわ コスモスまつり、台風の影響
56 2011/9/30 エフエムたちかわ コスモスまつりほか
57 2011/10/1 エフエムたちかわ コスモスまつりほか
58 2011/10/2 NACK5 コスモスまつり
59 2011/10/7 エフエムたちかわ コスモスまつりほか
60 2011/10/8 エフエムたちかわ コスモスまつりほか
61 2011/10/14 エフエムたちかわ コスモスまつりほか
62 2011/10/15 エフエムたちかわ コスモスまつりほか
63 2011/10/21 エフエムたちかわ コスモスまつりほか
64 2011/10/22 エフエムたちかわ コスモスまつりほか
65 2011/10/23 FMフジ コスモスまつり
66 2011/10/28 エフエムたちかわ 紅葉まつり
67 2011/10/29 エフエムたちかわ 紅葉まつりほか
68 2011/11/4 エフエムたちかわ 紅葉まつり
69 2011/11/6 TBSラジオ 紅葉まつり
70 2011/11/11 エフエムたちかわ 紅葉まつりほか
71 2011/11/12 エフエムたちかわ 公園紹介
72 2011/11/18 エフエムたちかわ 紅葉まつりほか
73 2011/11/19 エフエムたちかわ 紅葉まつりほか
74 2011/11/25 エフエムたちかわ 紅葉まつりほか
75 2011/11/26 エフエムたちかわ ウィンターヴィスタイルミネーションほか
76 2011/12/2 エフエムたちかわ ウィンターヴィスタイルミネーション
77 2011/12/3 エフエムたちかわ ウィンターヴィスタイルミネーション
78 2011/12/9 FM西東京 ウィンターヴィスタイルミネーション
79 2011/12/9 エフエムたちかわ ウィンターヴィスタイルミネーション
80 2011/12/10 FM西東京 ウィンターヴィスタイルミネーション
81 2011/12/11 NACK5 ウィンターヴィスタイルミネーション
82 2011/12/16 エフエムたちかわ ウィンターヴィスタイルミネーション
83 2011/12/17 エフエムたちかわ ウィンターヴィスタイルミネーション
84 2011/12/23 エフエムたちかわ ウィンターヴィスタイルミネーション
85 2011/12/24 エフエムたちかわ ウィンターヴィスタイルミネーション
86 2012/1/6 エフエムたちかわ 週末のイベント
87 2012/1/7 エフエムたちかわ 凧展ほか
88 2012/1/13 エフエムたちかわ 週末のイベント
89 2012/1/14 エフエムたちかわ 凧展ほか
90 2012/1/20 エフエムたちかわ 週末のイベント
91 2012/1/21 エフエムたちかわ 凧展ほか
92 2012/1/27 エフエムたちかわ 週末のイベント
93 2012/1/28 エフエムたちかわ 週末のイベント
94 2012/2/3 エフエムたちかわ 週末のイベント
95 2012/2/4 エフエムたちかわ 週末のイベント
96 2012/2/10 エフエムたちかわ 週末のイベント
97 2012/2/11 エフエムたちかわ 週末のイベント
98 2012/2/17 エフエムたちかわ 週末のイベント
99 2012/2/18 エフエムたちかわ 週末のイベント

100 2012/2/24 エフエムたちかわ 週末のイベント
101 2012/2/25 エフエムたちかわ 週末のイベント
102 2012/3/2 エフエムたちかわ 週末のイベント
103 2012/3/3 エフエムたちかわ 週末のイベント
104 2012/3/9 エフエムたちかわ 週末のイベント
105 2012/3/10 エフエムたちかわ 週末のイベント
106 2012/3/16 エフエムたちかわ 週末のイベント
107 2012/3/17 エフエムたちかわ 週末のイベント
108 2012/3/23 エフエムたちかわ 週末のイベント
109 2012/3/24 エフエムたちかわ 週末のイベント
110 2012/3/30 エフエムたちかわ 週末のイベント
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111 2012/4/7 エフエムたちかわ フラワーフェスティバル2012、ボランティア募集
112 2012/4/13 エフエムたちかわ フラワーフェスティバル2012ほか
113 2012/4/14 TOKYO FM フラワーフェスティバル2012と園内の様子
114 2012/4/14 エフエムたちかわ フラワーフェスティバル2012ほか
115 2012/4/20 エフエムたちかわ フラワーフェスティバルほか
116 2012/4/20 エフエムたちかわ フラワーフェスティバル、春の楽市
117 2012/4/21 エフエムたちかわ フラワーフェスティバル、春の楽市

118 2012/4/27 エフエムたちかわ
園内花情報、水あそび広場オープン・イベント情
報他

119 2012/4/28 エフエムたちかわ
園内花情報、水あそび広場オープン・イベント情
報他

120 2012/5/8 NACK5 ニュースポーツ
121 2012/5/8 NACK5 ニュースポーツ
122 2012/5/10 NACK5 ニュースポーツ
123 2012/5/10 NACK5 ニュースポーツ

124 2012/5/14 エフエムたちかわ
こどもの日スポーツフェスティバル、春のコン
サートほか

125 2012/5/14 エフエムたちかわ
こどもの日スポーツフェスティバル、春のコン
サートほか

126 2012/5/15 エスエムたちかわ こどもの森教室、ナノハナ、シャーレーポピー
127 2012/5/17 エフエムたちかわ 園内花情報、竹とんぼ大会イベント情報他

128 2012/5/20 エフエムたちかわ
園内花情報、ドッグランフェスタ、ニュースポーツ
イベント情報他

129 2012/5/21 エフエムたちかわ
ドッグランフェスタ、草笛コンサート、シャーレー
ポピー

130 2012/5/25 エフエムたちかわ まんパク、カラタネオガタマ、シャーレーポピー
131 2012/5/25 エフエムたちかわ まんパク、カラタネオガタマ、シャーレーポピー
132 2012/5/28 TOKYO FM まちコン
133 2012/5/30 エフエムたちかわ まちコン
134 2012/5/31 NACK5 まちコン
135 2012/5/31 ニッポン放送 まちコン
136 2012/6/1 エフエムたちかわ 週末の公園情報
137 2012/6/2 エフエムたちかわ 週末の公園情報
138 2012/6/8 エフエムたちかわ 週末の公園情報
139 2012/6/9 エフエムたちかわ 週末の公園情報
140 2012/6/15 エフエムたちかわ 週末の公園情報
141 2012/6/16 エフエムたちかわ 週末の公園情報
142 2012/6/22 エフエムたちかわ 週末の公園情報
143 2012/6/23 エフエムたちかわ 週末の公園情報
144 2012/6/24 NACK5 おすすめスポット
145 2012/6/25 エフエムたちかわ 週末の公園情報
146 2012/6/29 エフエムたちかわ 週末の公園情報
147 2012/6/30 エフエムたちかわ 週末の公園情報
148 2012/7/6 エフエムたちかわ 週末の公園情報
149 2012/7/7 エフエムたちかわ 週末の公園情報
150 2012/7/13 エフエムたちかわ 週末の公園情報
151 2012/7/14 エフエムたちかわ 週末の公園情報
152 2012/7/20 エフエムたちかわ 週末の公園情報
153 2012/7/21 エフエムたちかわ 週末の公園情報
154 2012/7/27 エフエムたちかわ 週末の公園情報
155 2012/7/28 エフエムたちかわ 週末の公園情報
156 2012/8/3 エフエムたちかわ 週末の公園情報
157 2012/8/4 エフエムたちかわ 週末の公園情報
158 2012/8/10 FMたちかわ 週末の公園情報
159 2012/8/11 エフエムたちかわ 週末の公園情報
160 2012/8/17 エフエムたちかわ 週末の公園情報
161 2012/8/18 エフエムたちかわ 週末の公園情報
162 2012/8/24 エフエムたちかわ 週末の公園情報
163 2012/8/25 エフエムたちかわ 週末の公園情報
164 2012/8/31 エフエムたちかわ 週末の公園情報
165 2012/9/1 エフエムたちかわ 週末の公園情報
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166 2012/9/7 エフエムたちかわ 週末の公園情報
167 2012/9/8 エフエムたちかわ 週末の公園情報
168 2012/9/14 エフエムたちかわ 週末の公園情報
169 2012/9/15 エフエムたちかわ 週末の公園情報
170 2012/9/21 エフエムたちかわ 週末の公園情報
171 2012/9/22 エフエムたちかわ 週末の公園情報
172 2012/9/28 FM横浜 週末のお出かけ情報
173 2012/9/28 エフエムたちかわ 週末の公園情報
174 2012/9/29 エフエムたちかわ 週末の公園情報
175 2012/9/29 エフエムたちかわ 公園情報
176 2012/10/5 エフエムたちかわ 週末の公園情報
177 2012/10/6 エフエムたちかわ 週末の公園情報
178 2012/10/12 エフエムたちかわ 週末の公園情報
179 2012/10/13 エフエムたちかわ 週末の公園情報
180 2012/10/19 エフエムたちかわ 週末の公園情報
181 2012/10/20 エフエムたちかわ 週末の公園情報
182 2012/10/27 エフエムたちかわ 週末の公園情報
183 2012/11/3 エフエムたちかわ 週末の公園情報
184 2012/11/9 エフエムたちかわ 週末の公園情報
185 2012/11/10 エフエムたちかわ 週末の公園情報
186 2012/11/16 エフエムたちかわ 週末の公園情報
187 2012/11/17 エフエムたちかわ 週末の公園情報
188 2012/11/18 TBSラジオ
189 2012/11/23 エフエムたちかわ 週末の公園情報
190 2012/11/24 エフエムたちかわ 週末の公園情報
191 2012/11/30 エフエムたちかわ 週末の公園情報

192 2012/12/1 エフエムたちかわ
週末のイベント、ウィンタービスタイルミネーショ
ンほか

193 2012/12/7 エフエムたちかわ 週末のイベント、ウィンタービスタイルミネーショ
194 2012/12/8 TOKYO FM ウィンタービスタイルミネーション

195 2012/12/8 エフエムたちかわ
週末のイベント、ウィンタービスタイルミネーショ
ン

196 2012/12/14 エフエムたちかわ
週末のイベント、ウィンタービスタイルミネーショ
ン

197 2012/12/15 エフエムたちかわ
週末のイベント、ウィンタービスタイルミネーショ
ン

198 2012/12/21 エフエムたちかわ
週末のイベント、ウィンタービスタイルミネーショ
ン

199 2012/12/22 エフエムたちかわ
週末のイベント、ウィンタービスタイルミネーショ
ン

200 2012/12/28 エフエムたちかわ 週末のイベント、Let's Enjoy お正月

201 2013/1/4 エフエムたちかわ
週末のイベント、アイスチューリップ、寒咲きナノ
ハナ

202 2013/1/10 NHK アイスチューリップ

203 2013/1/11 エフエムたちかわ
週末のイベント、アイスチューリップ、寒咲きナノ
ハナ

204 2013/1/12 むさしのFM アイスチューリップ、寒咲きナノハナほか
205 2013/1/14 NACK５ ディスクゴルフ
206 2013/1/15 NACK５ ディスクゴルフ
207 2013/1/16 NACK５ ディスクゴルフ
208 2013/1/17 NACK５ ディスクゴルフ
209 2013/1/25 エフエムたちかわ 雪と花の早春フェスティバル
210 2013/2/1 エフエムたちかわ 雪と花の早春フェスティバル
211 2013/2/8 エフエムたちかわ 雪と花の早春フェスティバル
212 2013/2/15 エフエムたちかわ 雪と花の早春フェスティバル
213 2013/2/22 エフエムたちかわ 雪と花の早春フェスティバル
214 2013/3/1 エフエムたちかわ 花摘みイベント、草笛教室、梅
215 2013/3/8 エフエムたちかわ ワインセミナー、落語、お茶を楽しむ会ほか
216 2013/3/15 エフエムたちかわ ワインセミナー、落語、お茶を楽しむ会ほか
217 2013/3/22 エフエムたちかわ フラワーフェスティバル
218 2013/3/29 エフエムたちかわ フラワーフェスティバル
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219 2013/4/5 エフエムたちかわ チューリップ･ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ･ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞｺﾝｻｰﾄ
220 2013/4/12 エフエムたちかわ チューリップ･ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ･ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞｺﾝｻｰﾄ
221 2013/4/19 エフエムたちかわ チューリップ･ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ･ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞｺﾝｻｰﾄ
222 2013/4/22 NACK５ ローンボウルス
223 2013/4/23 NACK５ ローンボウルス
224 2013/4/24 NACK５ ペタンク
225 2013/4/25 NACK５ ペタンク
226 2013/4/26 エフエムたちかわ チューリップ･ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ･ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞｺﾝｻｰﾄ
227 2013/4/29 NACK５ ホースシューズ
228 2013/4/29 NACK５ 無料入園日
229 2013/4/30 NACK５ ホースシューズ
230 2013/5/1 NACK５ クロッケー
231 2013/5/2 NACK５ クロッケー

232 2013/5/3 エフエムたちかわ
春のアートバザール、水あそび広場、シャー
レーポピーほか

233 2013/5/10 エフエムたちかわ ウィークエンドコンサート、シャーレーポピーほか
234 2013/5/14 J-WAVE まんパク
235 2013/5/17 エフエムたちかわ シャーレーポピー、まんパクほか
236 2013/5/17 むさしのFM シャーレーポピー、まんパク、バナナツリーほか
237 2013/5/24 エフエムたちかわ シャーレーポピー、まんパクほか
238 2013/5/24 静岡放送 まんパク
239 2013/5/25 むさしのFM まんパク
240 2013/5/26 ニッポン放送 まんパク
241 2013/5/27 TOKYO FM まんパク
242 2013/5/31 エフエムたちかわ まんパク、カムバック武蔵野ほか

243 2013/6/7 エフエムたちかわ
チューリップの球根掘り取り、ハーブ園オープン
ガーデンほか

244 2013/6/14 エフエムたちかわ
幸せの青い花さがしに、、ハーブ園オープン
ガーデンほか

245 2013/6/21 エフエムたちかわ
イベント「カムバック武蔵野」の紹介、ねむの花
など園内の花情報

246 2013/6/28 エフエムたちかわ
レインボープールプレオープン、ジャガイモ掘り
体験ほか週末もイベント情報

247 2013/7/5 エフエムたちかわ レインボープールプレオープン
248 2013/7/12 エフエムたちかわ レインボープールグランドオープン

249 2013/7/19 エフエムたちかわ
サマーフェスティバルイベント紹介・ハス・サギソ
ウ

250 2013/7/26 エフエムたちかわ 花火大会
251 2013/8/2 エフエムたちかわ ｵｸﾄｰﾊﾞｰﾌｪﾌト・ヒマワリ・サギソウまつり
252 2013/8/9 エフエムたちかわ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ･ｻﾙｽﾍﾞﾘ･ｽﾘﾗｰﾊｳｽ

253 2013/8/16 エフエムたちかわ
レインボープール・ヒマワリ・こもれびの里農家・
多摩フェスティバル

254 2013/8/23 エフエムたちかわ
アイスカービングショー・農家エリアオープン・カ
リガネソウ・パンパスグラス

255 2013/8/30 エフエムたちかわ
ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ･水遊び広場･ﾊﾟﾝﾊﾟｽｸﾞﾗｽ･ﾅﾝﾊﾞﾝ
ｷﾞｾﾙ･ｵﾐﾅｴｼ･ｻｷﾞｿｳ(銀河)

256 2013/9/6 エフエムたちかわ ｺｽﾓｽまつり・ｺﾝｻｰﾄ・気仙沼物産展
257 2013/9/13 エフエムたちかわ 水あそび広場 再ｵｰﾌﾟﾝ･ｺｽﾓｽまつり

258 2013/9/20 エフエムたちかわ
コスモスまつり・スタンプラリー・私の好きな昭和
記念公園・ヒガンバナ

259 2013/9/27 エフエムたちかわ
コスモスまつり･開花状況・水あそび広場終了告
知･花文ｲﾍﾞﾝﾄ紹介･ｸｲｽﾞ回答

260 2013/10/4 エフエムたちかわ コスモスまつり
261 2013/10/11 エフエムたちかわ コスモスまつり
262 2013/10/18 エフエムたちかわ 箱根駅伝・コスモスの台風の影響
263 2013/10/19 文化放送 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
264 2013/10/19 ラジオニッポン 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
265 2013/10/22 TOKYO FM ボランティアビレッジ
266 2013/10/25 エフエムたちかわ 昭和の時代展
267 2013/11/1 エフエムたちかわ 昭和の時代展
268 2013/11/8 エフエムたちかわ 紅葉まつり
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269 2013/11/15 エフエムたちかわ 雪吊
270 2013/11/22 エフエムたちかわ 昭和の時代展パレード
271 2013/11/29 エフエムたちかわ Winter  Vista Illumination 2013
272 2013/12/8 NACK 5 Winter  Vista Illumination 2013
273 2013/12/13 エフエムたちかわ  Illumination 2013 ･ 雪中四花 紹介
274 2013/12/20 エフエムたちかわ  Illumination 2013 ･ ｼｸﾗﾒﾝ
275 2013/12/27 エフエムたちかわ Ｌｅｔ’ｓ　ｅｎｊｏｙ　お正月
276 2014/1/10 エフエムたちかわ 牡蠣小屋・セレナーディア紹介

277 2014/1/17 エフエムたちかわ
雪と花の早春フェスティバル・こもれびの里冬ま
つり

278 2014/1/24 エフエムたちかわ 珍樹ハンター・間伐体験
279 2014/1/31 エフエムたちかわ 節分豆まき・おもちつき
280 2014/2/7 エフエムたちかわ 雪と花の早春フェスティバル
281 2014/2/14 エフエムたちかわ 雪の中でも楽しめる公園
282 2014/2/21 エフエムたちかわ 梅園･ｾﾂﾌﾞﾝｿｳ･かき小屋
283 2014/2/28 エフエムたちかわ 梅園･立川ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ2014
284 2014/3/7 エフエムたちかわ こもれびの池 梅紹介
285 2014/3/14 エフエムたちかわ 桜･ ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂEXPO紹介
286 2014/3/21 エフエムたちかわ ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014紹介
287 2014/3/28 エフエムたちかわ 3月26日  ｻｸﾗ開花宣言の紹介
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1 2011/4/1 広報あきしま フラワーフェスティバル
2 2011/4/1 盆栽春秋 盆栽苑、春の花
3 2011/4/2 雑誌その他 フラワーフェスティバル

4 2011/4/2 雑誌その他
フラワーガイドツアー、みどころスタンプラリーほ
か

5 2011/4/3 その他 春の楽市
6 2011/4/5 読売ほうむたうん 園内の花

7 2011/4/6 その他
立川市の街紹介の中で（フラワーフェスティバル
写真）

8 2011/4/15 サンケイリビング チューリップ
9 2011/4/17 ハッピーかわら版 春の見どころスタンプラリー、小さな音楽会

10 2011/4/19 東京ウォーカー 文化カフェ
11 2011/4/23 tamamono フラワーフェスティバルほか
12 2011/4/23 サンケイリビング シャーレーポピー
13 2011/4/23 サンケイリビング シャーレーポピー
14 2011/4/23 サンケイリビング シャーレーポピー
15 2011/4/25 JCNプラス シャーレーポピー
16 2011/4/30 立川商工会議所ニュース 花火大会中止のお知らせ
17 2011/5/1 その他 フラワーフェスティバル
18 2011/5/1 盆栽春秋 盆栽苑、ハナショウブほか
19 2011/5/2 雑誌その他 雲の海
20 2011/5/5 その他 春の楽市
21 2011/5/10 多摩ECCO！！ 5月のイベント
22 2011/5/10 昭和 昭和天皇記念館

23 2011/5/12 その他
昭和記念公園のナノハナの蜜（立川ロールに使
われている蜂蜜の蜜源は公園のナノハナ

24 2011/5/14 サンケイリビング 春のイベント
25 2011/5/15 ハッピーかわら版 塗り絵葉書を楽しもう、葉画ワークショップ
26 2011/5/22 雑誌その他 プール招待券プレゼント
27 2011/5/25 雑誌その他 公園紹介
28 2011/5/25 雑誌その他 バーベキューガーデン
29 2011/5/28 立川商工会議所ニュース お茶を楽しむ会
30 2011/6/1 雑誌その他 プール招待券プレゼント
31 2011/6/1 雑誌その他 公園紹介
32 2011/6/1 盆栽春秋 盆栽苑、ハナショウブほか
33 2011/6/2 ぴあ プール
34 2011/6/2 雑誌その他 アジサイ
35 2011/6/10 サンケイリビング プール
36 2011/6/10 広報たちかわ 花火大会中止について
37 2011/6/10 その他 プール招待券プレゼント
38 2011/6/10 るるぶ プール、プール招待券プレゼント
39 2011/6/17 その他 プール招待券プレゼント
40 2011/6/17 雑誌その他 プール招待券プレゼント
41 2011/6/19 その他 プール招待券プレゼント
42 2011/6/19 ハッピーかわら版 プール招待券プレゼント
43 2011/6/20 その他 プール招待券プレゼント
44 2011/6/20 その他 プール招待券プレゼント
45 2011/6/20 るるぶ プール
46 2011/6/21 雑誌その他 プール招待券プレゼント

47 2011/6/21 東京ウォーカー
プール招待券プレゼント、ホワイトカレー（ぎんな
ん茶屋）

48 2011/6/23 その他 プール招待券プレゼント
49 2011/6/23 その他 プール招待券プレゼント
50 2011/6/23 その他 プール招待券プレゼント
51 2011/6/23 その他 プール招待券プレゼント
52 2011/6/23 ぴあ プール招待券プレゼント
53 2011/6/23 雑誌その他 プール招待券プレゼント
54 2011/6/23 雑誌その他 プール招待券プレゼント
55 2011/6/24 ぱど プール招待券プレゼント
56 2011/6/24 ぱど ジャガイモ掘り体験
57 2011/6/24 東京ウォーカー プール紹介

＜雑誌・情報誌＞
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58 2011/6/24 東京ウォーカー プール招待券プレゼント
59 2011/6/25 JCNプラス プール招待券プレゼント
60 2011/6/25 その他 プール招待券プレゼント
61 2011/6/25 その他 プール招待券プレゼント
62 2011/6/25 その他 プール招待券プレゼント
63 2011/6/25 その他 プール招待券プレゼント
64 2011/6/25 その他 プール紹介
65 2011/6/26 その他 プール招待券プレゼント
66 2011/6/26 雑誌その他 公園紹介
67 2011/6/26 雑誌その他 プール招待券プレゼント
68 2011/6/27 その他 プール招待券プレゼント
69 2011/6/28 その他 プール招待券プレゼント
70 2011/6/30 その他 プール招待券プレゼント
71 2011/6/30 雑誌その他 プール
72 2011/6/30 雑誌その他 プール招待券プレゼント
73 2011/7/1 その他 公園紹介
74 2011/7/1 ぱど プール招待券プレゼント
75 2011/7/1 その他 プール招待券プレゼント
76 2011/7/1 その他 プール招待券プレゼント
77 2011/7/1 その他 プール招待券プレゼント
78 2011/7/1 その他 プール招待券プレゼント
79 2011/7/1 その他 プール招待券プレゼント
80 2011/7/1 広報あきしま プール招待券プレゼント、プール市民割引
81 2011/7/1 その他 プール市民割引
82 2011/7/1 その他 プール招待券プレゼント
83 2011/7/1 その他 プール紹介
84 2011/7/1 じゃらん プール
85 2011/7/1 盆栽春秋 盆栽苑、ネムノキほか
86 2011/7/2 tamamono サマーフェスティバルほか
87 2011/7/2 雑誌その他 プール招待券プレゼント
88 2011/7/2 雑誌その他 プール招待券プレゼント
89 2011/7/5 読売ほうむたうん プール招待券プレゼント
90 2011/7/5 その他 プール招待券プレゼント
91 2011/7/5 その他 プール招待券プレゼント、プール市民割引
92 2011/7/5 その他 プール市民割引
93 2011/7/5 その他 プール広告
94 2011/7/5 東京ウォーカー プール
95 2011/7/6 雑誌その他 バーベキューガーデン
96 2011/7/7 その他 プール招待券プレゼント
97 2011/7/8 ぱど プール招待券プレゼント
98 2011/7/8 ぱど こどもの森教室
99 2011/7/8 雑誌その他 プール招待券プレゼント

100 2011/7/10 広報たちかわ プール招待券プレゼント
101 2011/7/10 その他 プール招待券プレゼント
102 2011/7/10 その他 プール招待券プレゼント
103 2011/7/10 その他 プール招待券プレゼント
104 2011/7/10 昭和 昭和天皇記念館
105 2011/7/10 その他 プール招待券プレゼント
106 2011/7/10 雑誌その他 プール招待券プレゼント
107 2011/7/10 雑誌その他 プール招待券プレゼント
108 2011/7/11 その他 プール
109 2011/7/11 その他 プール紹介
110 2011/7/11 雑誌その他 プール招待券プレゼント
111 2011/7/14 その他 プール招待券プレゼント
112 2011/7/14 雑誌その他 公園紹介
113 2011/7/15 その他 プール招待券プレゼント
114 2011/7/15 その他 公園紹介
115 2011/7/15 その他 プール市民割引
116 2011/7/15 その他 こどもの森教室
117 2011/7/15 その他 よみがえる樹々のいのち
118 2011/7/15 雑誌その他 コスモスまつり
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119 2011/7/16 その他 プール招待券プレゼント
120 2011/7/17 その他 プール招待券プレゼント
121 2011/7/17 ハッピーかわら版 サギソウまつりほか
122 2011/7/19 東京ウォーカー プール
123 2011/7/19 雑誌その他 プール招待券プレゼント
124 2011/7/19 東京ウォーカー プール紹介
125 2011/7/20 その他 プール招待券プレゼント
126 2011/7/20 その他 プール招待券プレゼント
127 2011/7/20 その他 プール紹介
128 2011/7/20 その他 プール招待券プレゼント
129 2011/7/20 その他 プール招待券プレゼント
130 2011/7/20 その他 昭和天皇記念館特別展示
131 2011/7/22 ぱど プール紹介
132 2011/7/23 その他 プール紹介
133 2011/7/25 広報たちかわ フィルムコミッション展示
134 2011/7/25 雑誌その他 プール招待券プレゼント
135 2011/7/28 その他 プール招待券プレゼント

136 2011/7/30 立川商工会議所ニュース
プール招待券プレゼント、プール広告、花火大
会中止

137 2011/8/1 その他 プール市民割引揃う
138 2011/8/1 盆栽春秋 盆栽苑、緑のカーテンほか
139 2011/8/2 東京ウォーカー バーベキューガーデン、昭和で涼まないと
140 2011/8/5 読売ほうむたうん サマーフェスティバル
141 2011/8/5 ぱど こどもの森教室
142 2011/8/8 雑誌その他 ドラゴン先生の昆虫ガイド
143 2011/8/9 雑誌その他 プールの運営状況
144 2011/8/10 その他 プール紹介
145 2011/8/10 雑誌その他 紅葉、盆栽苑、日本庭園

146 2011/8/10 雑誌その他
サギソウボランティア代表・西厚さんの取材でサ
ギソウまつり

147 2011/8/11 サンケイリビング プール
148 2011/8/11 雑誌その他 昆虫ガイド
149 2011/8/15 雑誌その他 コスモスまつり
150 2011/8/18 その他 サマーキャンドルナイト
151 2011/8/21 ハッピーかわら版 昭和で涼まないと
152 2011/8/25 JCNプラス コスモスまつり
153 2011/8/25 その他 コスモスの紹介
154 2011/8/26 ぱど こどもの森教室
155 2011/8/27 商工会議所ニュース コスモスまつり
156 2011/9/1 広報あきしま 公園利用案内
157 2011/9/1 ぴあ 紅葉、コスモスまつり
158 2011/9/1 雑誌その他 公園紹介
159 2011/9/1 盆栽春秋 盆栽苑、パンパスグラス
160 2011/9/3 その他 らくらく秋のフォトウォーキング
161 2011/9/5 読売ほうむたうん コスモスまつり
162 2011/9/6 東京ウォーカー コスモスまつり
163 2011/9/8 その他 コスモスまつり
164 2011/9/9 サンケイリビング こどもの森
165 2011/9/10 その他 紅葉
166 2011/9/10 その他 紅葉
167 2011/9/10 昭和 昭和天皇記念館
168 2011/9/10 その他 秋のイベント
169 2011/9/10 その他 公園案内
170 2011/9/10 広報たちかわ らくらく秋のフォトウォーキング
171 2011/9/17 tamamono 秋の楽市
172 2011/9/18 ハッピーかわら版 コスモスまつり
173 2011/9/19 その他 コスモス
174 2011/9/20 その他 コスモスまつり
175 2011/9/20 雑誌その他 体育の日だよ！スポーツフェスティバル
176 2011/9/22 その他 コスモスまつり
177 2011/9/23 ぱど こもれびの里　サツマイモ掘り体験
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178 2011/9/24 立川商工会議所ニュース コスモスまつり
179 2011/9/24 東京ウォーカー コスモスまつり
180 2011/9/25 JCNプラス 体育の日スポーツ体験教室
181 2011/9/25 広報たちかわ シャンソンコンサート、公演を100倍楽しむ講座
182 2011/9/26 その他 コスモスまつり
183 2011/9/29 その他 コスモスまつり
184 2011/10/1 その他 コスモスまつり
185 2011/10/1 盆栽春秋 コスモスまつり、盆栽苑
186 2011/10/3 その他 イチョウ並木
187 2011/10/4 立川ECCO！！ 立川まちの案内人、コスモスまつり
188 2011/10/7 その他 コスモスまつり
189 2011/10/10 広報たちかわ 箱根駅伝予選会
190 2011/10/13 その他 コスモスまつり
191 2011/10/13 その他 コスモスまつり
192 2011/10/15 広報あきしま コスモスまつり
193 2011/10/15 雑誌その他 園内紹介
194 2011/10/16 ハッピーかわら版 サツマイモ掘り体験、こもれびの丘観察会
195 2011/10/20 雑誌その他 イチョウ並木

196 2011/10/21 その他
昭和天皇記念館特別展示、イチョウ並木、コス
モス

197 2011/10/22 その他 秋の楽市
198 2011/10/25 JCNプラス お茶を楽しむ会
199 2011/10/25 広報たちかわ 秋の楽市
200 2011/10/25 雑誌その他 花みどり文化センター
201 2011/10/28 ぱど こどもの森教室
202 2011/10/29 立川商工会議所ニュース ウィンターヴィスタイルミネーションほか
203 2011/11/1 その他 コスモスまつり
204 2011/11/1 立川ECCO！！ ぎんなん茶屋
205 2011/11/1 東京ウォーカー 紅葉まつり
206 2011/11/1 盆栽春秋 いちょ、盆栽苑
207 2011/11/1 雑誌その他 ロープによるインスタレーション
208 2011/11/5 読売ほうむたうん ウィンターヴィスタイルミネーション
209 2011/11/5 その他 秋の楽市
210 2011/11/10 その他 サイクリング
211 2011/11/10 その他 ウィンターヴィスタイルミネーション

212 2011/11/10 昭和
昭和天皇記念館、ウィンターヴィスタイルミネー
ション

213 2011/11/10 広報たちかわ 立川シティハーフマラソン

214 2011/11/10 ぴあ
ウィンターヴィスタイルミネーション、手作り凧を
揚げよう

215 2011/11/13 その他 紅葉
216 2011/11/15 広報あきしま 立川シティハーフマラソン

217 2011/11/18 ぴあ
ウィンターヴィスタイルミネーション、手作り凧を
揚げよう

218 2011/11/20 その他 イチョウ、モミジ
219 2011/11/20 その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
220 2011/11/20 ハッピーかわら版 ウィンターヴィスタイルミネーション
221 2011/11/21 その他 箱根駅伝予選会
222 2011/11/21 雑誌その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
223 2011/11/25 その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
224 2011/11/25 JCNプラス ウィンターヴィスタイルミネーション
225 2011/11/25 ぱど こどもの森教室
226 2011/11/25 その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
227 2011/11/26 立川商工会議所ニュース ウィンターヴィスタイルミネーションほか
228 2011/11/26 雑誌その他 花の丘
229 2011/11/28 雑誌その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
230 2011/12/1 じゃらん ウィンターヴィスタイルミネーション
231 2011/12/1 じゃらん ウィンターヴィスタイルミネーション
232 2011/12/1 盆栽春秋 ウィンターヴィスタイルミネーション
233 2011/12/1 雑誌その他 昭和記念公園で詠んだ俳句
234 2011/12/2 雑誌その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
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235 2011/12/2 雑誌その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
236 2011/12/3 tamamono ウィンターヴィスタイルミネーション
237 2011/12/3 サンケイリビング ウィンターヴィスタイルミネーション
238 2011/12/3 その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
239 2011/12/3 その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
240 2011/12/6 立川ECCO！！ ウィンターヴィスタイルミネーション
241 2011/12/6 東京ウォーカー ウィンターヴィスタイルミネーション
242 2011/12/8 その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
243 2011/12/9 ぱど ウィンターヴィスタイルミネーション
244 2011/12/10 その他 こもれびの里
245 2011/12/10 その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
246 2011/12/10 その他 植栽基盤診断士試験
247 2011/12/10 じゃらん ウィンターヴィスタイルミネーション
248 2011/12/13 その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
249 2011/12/15 広報あきしま ウィンターヴィスタイルミネーション
250 2011/12/15 雑誌その他 ウィンターヴィスタイルミネーション
251 2011/12/16 ぱど ウィンターヴィスタイルミネーション
252 2011/12/18 ハッピーかわら版 葉っぱの詩、手作り凧を揚げよう

253 2011/12/23 ぱど
手作り凧を揚げよう、ウィンターヴィスタイルミ
ネーション

254 2011/12/25 JCNプラス 手作り凧を揚げよう、こどもの森教室1月
255 2011/12/25 その他 葉っぱの詩
256 2012/1/1 盆栽春秋 盆栽苑ほか
257 2012/1/7 立川商工会議所ニュース 花火大会ほか
258 2012/1/10 立川ECCO！！ 葉っぱの詩
259 2012/1/10 昭和 昭和天皇記念館、特別展示
260 2012/1/15 ハッピーかわら版 凧展、こもれびの丘観察会
261 2012/1/15 るるぶ フラワーフェスティバル
262 2012/1/15 雑誌その他 公園紹介
263 2012/1/20 雑誌その他 ドッグラン
264 2012/1/25 JCNプラス ウメ、ロウバイ
265 2012/1/26 ぴあ 公園紹介
266 2012/1/28 立川商工会議所ニュース 立川シティマラソン
267 2012/2/1 雑誌その他 フラワーフェスティバル
268 2012/2/1 盆栽春秋 盆栽苑ほか
269 2012/2/7 立川ECCO！！ お茶を楽しむ会、アコースティックフェスティバル
270 2012/2/9 ぴあ イチョウ並木（紅葉）
271 2012/2/10 雑誌その他 コスモスまつりほか
272 2012/2/10 るるぶ 公園紹介
273 2012/2/10 雑誌その他 サクラ
274 2012/2/10 雑誌その他 コスモスまつり
275 2012/2/15 広報あきしま ウメ、ペタンク探球講座
276 2012/2/16 ぴあ 公園紹介
277 2012/2/19 ハッピーかわら版 お茶を楽しむ会、観梅・早春桜ツアー

278 2012/2/20 その他
昭和天皇記念館特別展示、食・健康・ふるさと
自慢

279 2012/2/23 雑誌その他 アイスランドポピー、シャーレーポピー
280 2012/2/23 ぴあ 春の花
281 2012/2/24 その他 サクラ
282 2012/2/25 JCNプラス 春の楽市、立川シティマラソン
283 2012/2/25 立川商工会議所ニュース 立川シティマラソン、春の楽市
284 2012/2/25 サンケイリビング 立川シティマラソン、ふるさとイベント
285 2012/2/25 その他 フラワーフェスティバル
286 2012/2/25 雑誌その他 ドッグラン

287 2012/2/29 その他
サクラ、ムラサキハナナ、フラワーフェスティバ
ル

288 2012/3/1 その他 公園紹介
289 2012/3/1 じゃらん サクラ
290 2012/3/1 ぴあ フラワーフェスティバル、サクラ
291 2012/3/1 雑誌その他 公園紹介
292 2012/3/1 盆栽春秋 盆栽苑ほか
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293 2012/3/2 雑誌その他 バーベキューガーデン
294 2012/3/3 tamamono フラワーフェスティバル
295 2012/3/5 その他 チューリップ、フラワーフェスティバル
296 2012/3/5 読売ほうむたうん フラワーフェスティバル
297 2012/3/5 その他 チューリップ、フラワーフェスティバル
298 2012/3/5 オズマガジン フラワーフェスティバル
299 2012/3/6 立川ECCO！！ フラワーフェスティバル
300 2012/3/8 雑誌その他 公園紹介（井上忠佳氏のインタビュー）
301 2012/3/8 ぴあ バーベキューガーデン、ナノハナ
302 2012/3/9 サンケイリビング フラワーフェスティバル、サクラ
303 2012/3/10 その他 フラワーフェスティバル
304 2012/3/10 その他 春の楽市
305 2012/3/10 広報たちかわ マイスポーツラリー
306 2012/3/10 昭和 昭和天皇記念館
307 2012/3/10 雑誌その他 公園紹介
308 2012/3/10 雑誌その他 公園紹介
309 2012/3/12 雑誌その他 公園紹介
310 2012/3/15 雑誌その他 公園紹介
311 2012/3/15 るるぶ 公園紹介
312 2012/3/18 ハッピーかわら版 フラワーフェスティバル
313 2012/3/24 東京ウォーカー フラワーフェスティバル
314 2012/3/25 JCNプラス フラワーフェスティバル
315 2012/3/27 東京ウォーカー サクラ、フラワーフェスティバル
316 2012/3/28 その他 フラワーフェスティバル
317 2012/3/31 立川商工会議所ニュース 立川シティマラソン、春の楽市
318 2012/4/10 広報たちかわ 春の楽市
319 2012/4/17 東京ウォーカー フラワーフェスティバル

320 2012/4/20 tamamono
シャーレーポピー、サイクリング、バーベキュー
ガーデン

321 2012/4/21 西武ニュース フラワーフェスティバル2012
322 2012/4/22 東京ウォーカー フラワーフェスティバル
323 2012/4/25 ｊｃｎプラス シャーレーポピー
324 2012/4/25 マイガーデニング シャーレーポピー
325 2012/4/25 はっぴーママ シャーレーポピー、虹のハンモックその他
326 2012/5/1 旅行読売 シャーレーポピー
327 2012/5/2 立川ECCO!! こもれびの丘、まんパクほか
328 2012/5/2 ぱど 草笛教室
329 2012/5/3 POPEYE プール紹介
330 2012/5/4 東京ウォーカー・１０号 あじさい
331 2012/5/4 月間　ＢＬＥＮＤＡ 公園紹介紹介
332 2012/5/6 すまいる 水あぞび広場
333 2012/5/7 関東・東北じゃらん シャーレーポピー
334 2012/5/12 懸賞なび プール
335 2012/5/17 ハッピーかわら版 野鳥観察会、オープンガーデン
336 2012/5/18 えくてびあん フラワーフェスティバル
337 2012/5/26 広報あきしま フラワーフェスティバル
338 2012/5/27 旅行読売 まんパク
339 2012/5/28 東京ウォーカー まちコン
340 2012/5/28 ビジネスアイ まちコン
341 2012/5/29 月間raifu まちコン
342 2012/5/29 ホットペッパー まちコン
343 2012/5/30 メトロポリス まちコン
344 2012/6/1 基金だより 季節の花
345 2012/6/1 夏ぴあ2012 プール特集
346 2012/6/1 えくてびあん 街の話題
347 2012/6/2 旅行読売 夏の花
348 2012/6/2 立川ECCO!! イベント情報
349 2012/6/4 CIRCUS(サーカス) 人気女優と行く東京デート散歩
350 2012/6/10 びゅう立川ショッピング イベント情報
351 2012/6/10 ほのぼのマイタウン プール特集
352 2012/6/11 楽しい熱帯魚 2011グッピービューティー・コンテスト
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353 2012/6/11 散歩の達人 花を満喫する公園

354 2012/6/14
夏ぴあファミリー　こどもと
遊ぼう

プール＆じゃぶじゃぶ池大特集

355 2012/6/15 多摩ら・び 多摩の祭カレンダー
356 2012/6/15 高島平新聞 プール特集
357 2012/6/16 多摩リビング 編集長インタビュー
358 2012/6/17 ハッピーかわら版 イベント情報
359 2012/6/20 Living OLDY MODERN 米軍ハウスに住みたい
360 2012/6/20 月刊武州路 プール特集

361 2012/6/21
マップルマガジン家族でお
でかけ

プール特集

362 2012/6/22 週刊SPA! プール特集
363 2012/6/23 珈琲時間 カフェスポットガイド
364 2012/6/23 西武ニュースゆうゆう アウトドア特集
365 2012/6/23 リビング東京中央 アウトドア特集
366 2012/6/25 ism グループニュースカレンダー

367 2012/6/25
夏休みこどもとあそぼ！
2012首都圏版

夏のレジャーいろいろ！元気に遊べる公園＆ア
スレチック（仮）

368 2012/6/25 ｊｃｎプラス 街暦
369 2012/6/25 Linkids プール特集
370 2012/6/25 メディ・あさお プール特集
371 2012/6/25 Lococo プール特集
372 2012/6/26 カーマガジン プール特集
373 2012/6/28 クラスク プール特集
374 2012/6/30 ビジネスレポート 夏の昭和記念公園
375 2012/6/30 関東・東北じゃらん 夏休みおでかけプラン
376 2012/6/30 立川商工会議所ニュース プール特集
377 2012/6/30 街の便利帳 プール特集
378 2012/7/1 月刊Kacce プール特集
379 2012/7/1 しながわニュース プール特集
380 2012/7/1 びいーゆ プール特集
381 2012/7/1 tamamono イベント情報
382 2012/7/1 sacoco プール特集
383 2012/7/1 ムーサ 広告
384 2012/7/2 TOKYO　HEDLINE プール特集
385 2012/7/3 東京ウォーカー プール特集
386 2012/7/3 女性自身 プール特集
387 2012/7/3 漫画サンデー プール特集
388 2012/7/3 立川ECCO! 立川人
389 2012/7/5 マップル　夏遊び エンタテイメントプール
390 2012/7/5 千葉ウォーカー 夏遊びスポット100
391 2012/7/5 読売ほうむたうん お出かけインフォメーション
392 2012/7/5 読売新聞　ほうむたうん プール特集
393 2012/7/5 メトロガイド プール特集
394 2012/7/9 ヤングキング プール特集
395 2012/7/10 ベストカー プール特集
396 2012/7/10 エフロード プール特集
397 2012/7/10 Be-PAL プール特集
398 2012/7/10 週刊SPA! プール特集
399 2012/7/10 よみうりMy Town プール特集
400 2012/7/12 ヤングジャンプ プール特集

401 2012/7/12
タウンニュース相模原中
央版

プール特集

402 2012/7/12 タウンニュース町田版 プール特集
403 2012/7/15 マイタウン プール特集
404 2012/7/15 チュスマ プール特集
405 2012/7/15 ハッピーかわら版 イベント情報
406 2012/7/16 種の不思議 種について
407 2012/7/19 クロスワードキング プール特集
408 2012/7/19 えくてびあん プール特集
409 2012/7/19 もしもししんぶん プール特集
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410 2012/7/20 りぶるMdia プール特集
411 2012/7/22 タウンジャーナル プール特集
412 2012/7/27 イラストロジック プール特集
413 2012/7/27 西埼玉ぱど プール特集
414 2012/7/27 ぱど プール特集
415 2012/7/28 mismo プール特集
416 2012/7/28 Mismo レジャー
417 2012/7/31 東京ウォーカー ＢＢＱ特集
418 2012/8/1 立川ＥＣＣＯ！！ イベント＆ニュース
419 2012/8/3 漫画ゴラク プール特集
420 2012/8/10 こどもMOE 巻頭特集
421 2012/8/18 西武ニュース イベントカレンダー
422 2012/8/19 ハッピーかわら版 地域情報
423 2012/8/20 西武鉄道㈱花さんぽ 夏からの秋の花さんぽ
424 2012/8/20 えくてびあん パンのある風景
425 2012/8/25 公園図鑑　首都圏版 東京都多摩地域
426 2012/8/25 JCN puls 街暦
427 2012/8/28 クラスク ソトであそぼう！
428 2012/8/31 リライブ秋号 周辺レジャー施設紹介
429 2012/9/1 月刊LASDEC 表紙
430 2012/9/1 じゃらん 秋旬ドライブ
431 2012/9/1 ほほえみ 公園情報
432 2012/9/4 立川ECCO!! イベント＆ニュース
433 2012/9/5 読売ほうむたうん インフォメーション
434 2012/9/6 秋ぴあ 秋おすすめお手軽アウトドアレジャー（ＢＢＱ）
435 2012/9/7 あんふぁん わざわざ行きたい公園特集
436 2012/9/10 家族でおでかけ12　秋号 秋のイベントＩＮＦＯ
437 2012/9/10 まっぷる家族でおでかけ 安タダいろいろ体験しちゃおう！
438 2012/9/10 小さな旅/めぐる花ぐるめ 花とグルメ
439 2012/9/10 ムーサ イベント情報
440 2012/9/12 声優パラダイス 声優・能登有沙さん撮りおろしインタビュー
441 2012/9/15 プロハス からだにやさしいLOHSな一日
442 2012/9/15 リビング多摩 イベント情報
443 2012/9/16 ハッピーかわら版 イベント情報
444 2012/9/20 カメラ日和Vol.45 ウェディング特集
445 2012/9/20 カメラ日和Vol.45 インフォメーション情報
446 2012/9/20 ウォーキング＆ハイキング ウォーキング
447 2012/9/22 tamamono 散歩コーナー
448 2012/9/22 熟年万歳(増刊号) インフォメーション情報
449 2012/9/25 広報たちかわ 一面
450 2012/9/25 リミックス おでかけ情報
451 2012/9/25 JCN puls 街暦
452 2012/9/30 エンターテイメントビジネス 夏休み特集

453 2012/10/2
TOKYO夜デートスペシャ
ルなび

紅葉スポット厳選30

454 2012/10/5 昭和 公園情報
455 2012/10/5 2012紅葉ガイド首都圏版 紅葉ガイド
456 2012/10/6 リビング多摩 イベント情報
457 2012/10/6 リビングまちだ・むさしの イベント情報

458 2012/10/10 広報たちかわ
秋の楽市、立川シティハーフマラソン、緑化フェ
ア

459 2012/10/15 都議会だより 一面
460 2012/10/15 広報あきしま 一面
461 2012/10/15 広報東大和 地域情報
462 2012/10/15 広報あきしま 緑化フェア
463 2012/10/20 西武ニュース おでかけ情報
464 2012/10/21 ハッピーかわら版 イベント情報

465 2012/10/25 広報たちかわ
立川シティハーフマラソン、昭和記念公園を100
倍楽しむ講座

466 2012/10/25 JCNプラス 街暦
467 2012/11/1 連合会報 悠々散歩
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468 2012/11/1 関東・東北じゃらん 速報！イルミ最新NEWS
469 2012/11/1 エクラ イルミネーション特集
470 2012/11/6 東京ウォーカー イルミネーション特集
471 2012/11/6 立川ECCO! イベント情報
472 2012/11/8 冬ぴあ イルミネーション特集
473 2012/11/10 都議会だより 一面
474 2012/11/15 千葉ウォーカー
475 2012/11/17 西武ニュース イベント情報
476 2012/11/17 リビング多摩 イベント情報
477 2012/11/18 ハッピーかわら版 イベント情報
478 2012/11/21 散歩の達人 イルミネーションスケジュールチェック
479 2012/11/25 広報たちかわ １２面
480 2012/11/25 JCNプラス 街暦
481 2012/11/25 tamamono イルミネーション特集
482 2012/11/25 JR東日本　小さな旅 イルミネーション特集
483 2012/11/25 parupi イルミネーションスポット
484 2012/11/27 東京ウォーカー イルミネーション特集

485 2012/11/29
日本生命イルミネーション
ガイド首都圏版

486 2012/11/30 ホットペッパー イルミネーション特集
487 2012/12/1 asacoco ウィンタービスタイルミネーション
488 2012/12/1 ざ・いけのぼう サギソウまつり
489 2012/12/1 茶事茶会支度帖・改訂版 日本庭園
490 2012/12/1 関東・東北じゃらん ウィンタービスタイルミネーション
491 2012/12/4 立川ECCO!! ウィンタービスタイルミネーション

492 2012/12/4 月刊「盆裁世界」1月号
田中梅夫さんジャンクアートに緑（盆裁）がコラ
ボレーション

493 2012/12/5 読売新聞ほうむたうん ウィンタービスタイルミネーション
494 2012/12/5 昭和 ウィンタービスタイルミネーション
495 2012/12/15 熟年ばんざい ウィンタービスタイルミネーション
496 2012/12/15 多摩ら・び ウィンタービスタイルミネーション
497 2012/12/16 ハッピーかわら版 冬の花火、お茶を楽しむ会ほか
498 2012/12/25 JCNプラス こどもの森教室
499 2012/12/25 月刊俳句 日本庭園
500 2013/1/7 早春ぴあ サクラ、フラワーフェスティバル

501 2013/1/15
るるぶ東京遊び場コンプ
リートガイド

バーベキューガーデン

502 2013/1/20
るるぶ東京遊び場コンプ
リートガイド

公園紹介（フラワーフェスティバル含む）

503 2013/1/20 ハッピーかわら版 ソバ作り、お茶を楽しむ会

504 2013/1/24
ぴあ　こどもとおでかけ
365日

公園紹介

505 2013/1/25 JCNプラス 寒咲きナノハナ
506 2013/1/30 はたらく農具シリーズ こもれびの里

507 2013/1/30
散歩もお泊りもペットと
いっしょ

ドッグラン

508 2013/1/30
お散歩もお泊りもペットと
いっしょ！

バーベキューガーデン

509 2013/1/30 SAYSAYSAY 桜、フラワーフェスティバル
510 2013/2/1 多摩ECCO!! 早春フェスティバル
511 2013/2/5 わっしょい日本 紅葉（イチョウ並木）
512 2013/2/5 日本列島　花の絶景 四季折々の花
513 2013/2/5 日本列島　花の絶景 春の花
514 2013/2/5 ECCO!! 早春わくわくフェスタ
515 2013/2/14 ユニバーサルデザイン ガイドボランティア
516 2013/2/14 テーマパークぴあ レインボープール
517 2013/2/15 暮らすめいと ウド羊羹

518 2013/2/15
東京・関東周辺　家族で
遊ぶ600スポット

こどもの森ほか公園紹介

519 2013/2/17 ハッピーかわら版 昭和の時代展、じんふみ写真展
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520 2013/2/21
｢家族がﾊｯﾋﾟｰ!無料&格安
(得)遊び｣首都圏版

公園内の遊具と壮大な自然環境をﾌｧﾐﾘｰﾓﾃﾞﾙ
をｷｬｽﾃｨﾝｸﾞし撮影

521 2013/2/21 ｢散歩の達人｣3月号
春におすすめの散策方法を案内しながらｲﾗｽﾄ
にて紹介

522 2013/2/22
ﾎｯﾄﾍﾟｯﾊﾟｰ3月号お花見企
画

3月下旬～5月下旬のおすすめ花見ｼｰﾝ

523 2013/2/22 大人の桜旅 サクラ

524 2013/2/25
春ぴあ2013 ｢春･GWはお
得!お手軽野外ﾚｼﾞｬｰへ

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｽﾎﾟｯﾄ 紹介

525 2013/2/25 春ウォーカー 春ウォーカー

526 2013/2/25 JCNプラス
フラワーフェスティバル、立川シティハーフマラソ
ン

527 2013/2/26
 春ｳｫｰｶｰ｢2013 お花見ｽ
ﾎﾟｯﾄ｣

園内の桜･花見ｽﾎﾟｯﾄ紹介

528 2013/3/1
三井不動産会員誌「こん
にちは」

豊かな自然環境を象徴するスポットとして紹介

529 2013/3/1 家族でおでかけ　関東周 公園紹介
530 2013/3/1 草月 緑化フェア（貴賓室にいけた花）
531 2013/3/1 花鳥諷詠「駒」 昭和記念公園俳句の募集
532 2013/3/1 広報東京都 ニュースポーツEXPO in 多摩

533 2013/3/1
｢じゃらん4月号(3月ｲﾍﾞﾝﾄ
ｶﾚﾝﾀﾞｰ)｣

ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの取材

534 2013/3/2 tamamono フラワーフェスティバル、チューリップ
535 2013/3/5 昭和 フラワーフェスティバル
536 2013/3/5 読売新聞ほうむたうん フラワーフェスティバル

537 2013/3/8
つるの剛士のアウトドアの
達人

バーベキューガーデン

538 2013/3/8 春ぴあ首都圏 サクラ･ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･菜の花

539 2013/3/8
春ぴあファミリー　こどもと
遊ぼう首都圏版

フラワーフェスティバル

540 2013/3/9 リビング多摩 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰガーデン
541 2013/3/10 春ぴあ フラワーフェスティバル

542 2013/3/10 広報たちかわ
ニュースポーツEXPO in 多摩、マイスポーツラ
リー

543 2013/3/11 初夏ぴあ バーベキューガーデン
544 2013/3/12 Tokyo Walker フラワーフェスティバル、サクラ
545 2013/3/14 家族でおでかけ フラワーフェスティバル

546 2013/3/15
春ｳｫｰｶｰ｢2013 お花見ｽ
ﾎﾟｯﾄ｣

園内の桜･花見ｽﾎﾟｯﾄ紹介

547 2013/3/15 ｢るるぶ明星大学2013｣
ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ･ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場･紅葉ｼｰﾝ･ｺｽﾓｽの
丘の写真提供

548 2013/3/17 ハッピーかわら版 フラワーフェスティバル
549 2013/3/19 オズモール サクラ、フラワーフェスティバル

550 2013/3/20
るるぶ情報版「こどもとあ
そぼ！首都圏」

公園紹介（こどもの森、ボートほか）

551 2013/3/22 ぱど埼玉西版 フラワーフェスティバル
552 2013/3/24 ファミリーウォーカー こどもの森、サイクリングほか公園紹介
553 2013/3/25 昔の農具③ こもれびの里
554 2013/3/25 全国茶の湯の旅　東日本 日本庭園
555 2013/3/25 JCNプラス フラワーフェスティバル
556 2013/3/25 MAISHA vol.8 園内のチューリップの本数と種類など
557 2013/3/30 中央線が好きだ(創刊号) 桜･ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･こどもの森
558 2013/4/1 広報あきしま フラワーフェスティバル

559 2013/4/1
NEC社員向け情報誌｢
WAGAYA｣

桜の咲いている公園

560 2013/4/1 じゃらん5月号 ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
561 2013/4/2 多摩ECCO!! 花の開花ﾘﾚｰ  (桜･ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ)
562 2013/4/2 おはよう奥さん フラワーフェスティバルほか公園紹介

563 2013/4/5
聖☆おにいさん ｺﾐｯｸｶﾞｲﾄﾞ
奇跡の説法

国営昭和記念公園の紹介  ｶﾅｰﾙ･水鳥の池･
みんなの原っぱ
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564 2013/4/5 日刊工業新聞社 ﾒﾄﾛｶﾞｲﾄﾞ
国営昭和記念公園  花みどり文化ｾﾝﾀｰ･ﾊﾟｰｸﾄ
ﾚｲﾝ

565 2013/4/5 ムック ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌを体験しよう
566 2013/4/5 ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ｺｽﾓｽ畑
567 2013/4/5 ぱど フラワーフェスティバル
568 2013/4/6 VERY フラワーフェスティバル
569 2013/4/10 tamamono 2014 ｶﾊﾞｰ 桜とﾈﾓﾌｨﾗ
570 2013/4/10 広報たちかわ 春の楽市、フラワーフェスティバル
571 2013/4/11 初夏ぴあ ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰガーデン
572 2013/4/12 CUTIE 公園紹介、無料入園日
573 2013/4/12 あんふぁん 開花リレースタンプラリーほか
574 2013/4/12 ぱど埼玉西版 フラワーフェスティバル
575 2013/4/13 リビング多摩 サクラ、チューリップ
576 2013/4/15 西府ﾀｳﾝｶﾞｲﾄﾞ 国営昭和記念公園の案内
577 2013/4/16 東京ウォーカー フラワーフェスティバル
578 2013/4/20 tamamono フラワーフェスティバル
579 2013/4/21 ハッピーかわら版 ウィークエンドコンサート、バードカービング展

580 2013/4/22
JR東日本｢小さな旅おで
かけ帖｣

シャーレーポピー、フラワーフェスティバル

581 2013/4/22 ＨＡＮＡＭＡＲＵ　ＷＯＲＫ 渓流広場レストランＢＢＱコーナー
582 2013/4/25 JCNプラス フラワーフェスティバル
583 2013/4/25 東京トレンドランキング フラワーフェスティバル
584 2013/5/1 花図鑑 園内の花
585 2013/5/7 多摩ecco!！ まんパク
586 2013/5/9 MENS NON-NO まんパク

587 2013/5/10 昭和
フラワーフェスティバル、アジサイ、ハナショウブ
ほか

588 2013/5/10 広報たちかわ 市民ハイキングラリー
589 2013/5/10 声優パラダイス 桜の園、こどもの森ほか
590 2013/5/10 Beer&Pub 2013 SUMMER まんパク
591 2013/5/10 METROPOLIS まんパク
592 2013/5/12 Up6月号 まんパク
593 2013/5/15 LOCATION JAPAN まんパク
594 2013/5/18 リビングたま まんパク
595 2013/5/19 ハッピーかわら版 ハーブ園　オープンガーデン、自然探訪ツアー
596 2013/5/21 散歩の達人6月号 国営昭和記念公園こもれびの里農家
597 2013/5/22 社会新報 まんパク
598 2013/5/22 懸賞なび レインボープール
599 2013/5/24 夏ｳｫｰｶｰ 若い男女･ｸﾞﾙｰﾌﾟでも楽しめるﾌﾟｰﾙ特集
600 2013/5/25 夏ぴあ2013首都圏版 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｶﾞｰﾃﾞﾝ紹介
601 2013/5/25 えくてびあん 昭和天皇記念館特別展示
602 2013/6/1 SAY SAY SAY ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ
603 2013/6/1 山の手ライフ プール招待券プレゼント
604 2013/6/4 多摩ECCO!! ハーブ園　オープンガーデン
605 2013/6/7 ぱど 水あそび広場
606 2013/6/7 あんふぁん レインボープール紹介
607 2013/6/10 るるぶ東京観光 公園紹介
608 2013/6/10 ほのぼのマイタウン プール招待券プレゼント
609 2013/6/11 フィッシュマガジン グッピービューティーコンテスト
610 2013/6/13 夏ぴあ こどもと遊ぼう レインボープール
611 2013/6/13 夏なび サマーフェスティバル、サギソウまつり
612 2013/6/13 街ﾌﾟﾚ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ

613 2013/6/14
夏休み　こどもとあそぼ！
2013首都圏版

楽しく学べるスポット100、レインボープール

614 2013/6/14
スポーツ祭東京2013ガイ
ドブック

公園紹介

615 2013/6/15 夏プリ レインボープール
616 2013/6/15 市報 こがねい ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟｰﾙ
617 2013/6/15 家族でおでかけ プール
618 2013/6/15 まっぷる夏遊び プール、バーベキューガーデン
619 2013/6/16 ハッピーかわら版 カムバック武蔵野、プール招待券プレゼント
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620 2013/6/18 東京ウォーカー プール招待券プレゼント
621 2013/6/20 丘陵の風 レインボープール
622 2013/6/21 散歩の達人 花火大会
623 2013/6/23 えくてびあん7月号 花火大会
624 2013/6/24 ファミリーウォーカー レインボープール
625 2013/6/25 JCNプラス プールオープン
626 2013/6/25 Linkdids プール招待券プレゼント
627 2013/6/25 メディ・あさお プール招待券プレゼント
628 2013/6/27 熟年万歳 プール招待券プレゼント
629 2013/6/27 クーポンプレス プール招待券プレゼント
630 2013/6/28 ism サマーフェスティバル、サギソウまつり
631 2013/6/28 クラスク プール招待券プレゼント
632 2013/6/29 立川商工会議所ニュース プール招待券プレゼント
633 2013/6/29 街の便利帳 プール招待券プレゼント
634 2013/6/30 松２組だより レインボープールプレオープン
635 2013/6/30 わいわいタウンパレット プール招待券プレゼント
636 2013/7/1 市報むさしむらやま プール招待券プレゼント
637 2013/7/1 広報　日の出 プール招待券プレゼント
638 2013/7/1 広報ふっさ レインボープール市民割引情報
639 2013/7/1 Kacce プール招待券プレゼント
640 2013/7/1 読売新聞ほうむたうん プール招待券プレゼント

641 2013/7/1
スポーツ祭東京2013観光
ガイドブック

国営昭和記念公園

642 2013/7/2 多摩ecco!! レインボープール
643 2013/7/4 asacoco プール招待券プレゼント
644 2013/7/5 なかの区報 プール招待券プレゼント
645 2013/7/5 市報こだいら レインボープール市民割引情報
646 2013/7/5 西多摩新聞 プール招待券プレゼント
647 2013/7/6 月刊プリンセス プール招待券プレゼント
648 2013/7/6 tamamono プール紹介、花火大会
649 2013/7/9 ヤングチャンピオン プール招待券プレゼント
650 2013/7/10 とことこ レインボープ＾ル

651 2013/7/10 ism
サマーフェスティバル、花火大会、東京移管100
年記念イベント「たま発！」

652 2013/7/10 昭和 サギソウまつりの紹介
653 2013/7/10 広報たちかわ プール招待券プレゼント
654 2013/7/10 特選外車情報エフロード プール招待券プレゼント
655 2013/7/10 ベストカー プール招待券プレゼント
656 2013/7/10 よみうりマイタウン情報 プール招待券プレゼント
657 2013/7/11 タウンニュース プール招待券プレゼント
658 2013/7/12 埼玉中央よみうり プール招待券プレゼント
659 2013/7/15 市報むさしの レインボープール

660 2013/7/15 広報あきしま
レインボープール市民割引券と招待券プレゼン
ト

661 2013/7/15 市報国分寺 プール招待券プレゼント
662 2013/7/15 自転車ダイエット本 サイクリングの利用案内
663 2013/7/15 チュスマ プール紹介、プール招待券プレゼント
664 2013/7/15 暮らすめいと レインボープール招待券プレゼント
665 2013/7/17 タウン通信 レインボープール招待券プレゼント
666 2013/7/18 小学館eduパブ プール招待券プレゼント
667 2013/7/19 えくてびあん8月号 プール招待券プレゼント
668 2013/7/19 もしもししんぶん レインボープール招待券プレゼント
669 2013/7/20 広報くにたち レインボープール市民割引券
670 2013/7/25 園芸通信 サマーフェスティバル、サギソウまつり
671 2013/7/25 広報たちかわ 花火大会
672 2013/7/25 週刊ヤングジャンプ プール招待券プレゼント
673 2013/7/25 JCNプラス サマーフェスティバル紹介
674 2013/7/25 マイタウンＶＩＶＯ レインボープール招待券プレゼント
675 2013/7/26 週刊漫画ゴラク プール招待券プレゼント
676 2013/7/26 イラストロジック プール招待券プレゼント
677 2013/7/26 an 渓流広場ﾚｽﾄﾗﾝにてﾒﾆｭｰ･ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｳ紹介
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番号 掲載日等 媒体名 内容

＜雑誌・情報誌＞

678 2013/7/26 ぱど埼玉西版 レインボープール紹介
679 2013/7/30 週刊女性 プール招待券プレゼント
680 2013/8/1 建設物価 みどりの文化ゾーン

681 2013/8/1
山梨クチコミ情報誌
SAYSAYSAY

レインボープール

682 2013/8/1 多摩ecco!! サギソウまつりについて
683 2013/8/1 JCNプラス サマーフェスティバル2013紹介
684 2013/8/5 メトロガイド レインボープールの紹介
685 2013/8/10 オズマガジン レインボープール
686 2013/8/10 ism8月号 開園30周年コスモスまつり
687 2013/8/12 ヤングキング プール招待券プレゼント
688 2013/8/12 マイガーデニング ヒガンバナの紹介

689 2013/8/18 ハッピーかわら版
アイスカービングショー・サギソウまつり・こども
の森教室・自然探訪ツアー・ディスクゴルフ

690 2013/8/20 撮影地ｶﾞｲﾄﾞ コスモスの見頃
691 2013/8/22 秋ｳｫｰｶｰ BBQ紹介

692 2013/8/23 オトナアニメ
作品に使われたカットを実際に撮影（ゆめひろ
ば、花みどり文化センター他）

693 2013/8/25 秋ぴあ2013首都圏版 紅葉まつり
694 2013/8/31 山の手ﾗｲﾌ ｻｷﾞｿｳまつり
695 2013/9/1 JCNプラス 開園30周年コスモスまつり
696 2013/9/1 昭和 開園30周年・コスモスまつり・紅葉まつり
697 2013/9/3 多摩ECCO!! コスモスまつり
698 2013/9/10 BEｰPAL こもれびの里･ 農家
699 2013/9/15 ﾙﾐﾈ発行  AOZORA 花みどり文化ｾﾝﾀｰ･夢ひろば紹介

700 2013/9/15 ハッピーかわら版
コスモスまつり・コンサート・物産展・ディスクゴ
ルフ

701 2013/9/18 オズトラベル 紅葉まつり
702 2013/9/20 花saku コスモスまつり
703 2013/9/20 西武ニュース コスモスまつり

704 2013/9/24

クリエイト　求人特集」フ
リーペーパー「クリエイト
ジョブターミナル＆バイト
ジャングル」

コスモスまつり

705 2013/9/25 園芸通信 コスモスまつり
706 2013/9/27 クラスク コスモスまつり

707 2013/9/30
エンターテイメントビジネス
NO３４

夏休み集客アンケート

708 2013/10/1 JTB日帰りﾂｱｰ 園内ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ
709 2013/10/1 キキミミ 紅葉まつり
710 2013/10/1 ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ広報 昭和記念公園ﾄﾞｯｸﾗﾝ紹介
711 2013/10/1 マル得プラン バーベキューガーデン
712 2013/10/1 ファミリー109 ニュースポーツ
713 2013/10/1 2013首都圏紅葉ガイド カナール・うんどう広場
714 2013/10/1 JCN＋ スポーツフェスティバル
715 2013/10/5 asacoco ｺｽﾓｽまつり
716 2013/10/10 とことこ 日本庭園・盆栽苑
717 2013/10/10 広報たちかわ ｽﾀｰﾄ､ｺﾞｰﾙ紹介
718 2013/10/10 広報たちかわ 市民枠告知
719 2013/10/10 広報たちかわ 花みどり文化ｾﾝﾀｰでの開催
720 2013/10/15 冬ｳｫｰｶｰ首都圏版 ｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐ＆ｲﾍﾞﾝﾄ
721 2013/10/15 冬先取りぴあ 水辺の紅葉  ｶﾅｰﾙ･日本庭園
722 2013/10/15 冬先取りぴあ ウィンタービスタイルミネーション
723 2013/10/20 月刊ﾗﾝﾅｰｽﾞ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
724 2013/10/20 ハッピーかわら版 コスモスまつり・昭和の時代展・紅葉まつり
725 2013/10/20 ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ広報誌 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
726 2013/10/20 ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ広報誌 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
727 2013/10/20 ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ広報誌 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
728 2013/10/21 散歩の達人 コスモス情報・コスモスまつり
729 2013/10/25 MORE 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
730 2013/10/25 文藝春秋 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
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番号 掲載日等 媒体名 内容

＜雑誌・情報誌＞

731 2013/10/25 陸上競技ﾏｶﾞｼﾞﾝ 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
732 2013/10/25 月刊陸上競技 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
733 2013/10/25 NUMBER 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
734 2013/10/25 東京トレンドランキング 紅葉まつり
735 2013/10/25 広報たちかわ こもれびの里農家
736 2013/11/1 月刊ソトコト 国営昭和記念公園紹介
737 2013/11/1 関東・東北じゃらん Winter  Vista Illumination 2013
738 2013/11/1 マル得プラン Winter  Vista Illumination 2013
739 2013/11/1 えくてびあん トライアスロン
740 2013/11/1 JCNプラス 秋の楽市
741 2013/11/1 JCNプラス 紅葉まつり
742 2013/11/1 広報  たまちいき 11月号 ｶﾅｰﾙ黄葉･日本庭園紅葉紹介･ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ
743 2013/11/5 多摩ECCO!! 黄葉･紅葉まつり   ･  ｲﾝﾌｨｵﾗｰﾀ
744 2013/11/5 読売新聞ほうむたうん Winter  Vista Illumination 2013
745 2013/11/5 読売新聞ほうむたうん 日本庭園の紅葉
746 2013/11/5 多摩ECCO 11月号 かたらいの黄葉･ｲﾝﾌｨｵﾗｰﾀ
747 2013/11/10 市報たちかわ Winter  Vista Illumination 2013
748 2013/11/10 昭和 Winter  Vista Illumination 2013
749 2013/11/14 チュスマ Winter  Vista Illumination 2013
750 2013/11/15 冬ぴあ2014首都圏版 Winter  Vista Illumination 2013
751 2013/11/15 冬ぴあ2014首都圏版 冬の花火
752 2013/11/16 笑顔びより ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ紹介

753 2013/11/17 ハッピーかわら版
こもれびの里・野鳥観察会・エンジョイディスクゴ
ルフ

754 2013/11/21 散歩の達人 Winter  Vista Illumination 2013
755 2013/11/22 ぱど イルミネーション情報
756 2013/11/23 Tama Mono ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ紹介
757 2013/11/25 広報たちかわ Winter  Vista Illumination 2013
758 2013/11/25 ＰａｒｕＰｉ Winter  Vista Illumination 2013
759 2013/11/25 ぐるなび Winter  Vista Illumination 2013
760 2013/11/26 東京ウォーカー Winter  Vista Illumination 2013
761 2013/11/27 家族でおでかけ冬 公園の冬の花火
762 2013/11/27 家族でおでかけ冬 雪・ソリあそび広場
763 2013/11/29 ホットペッパー Winter  Vista Illumination 2013
764 2013/11/30 街の便利帳 Winter  Vista Illumination 2013
765 2013/12/1 じゃらん1月号 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ紹介
766 2013/12/1 SAYSAYSAY Winter  Vista Illumination 2013
767 2013/12/1 えくてびあん 第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
768 2013/12/1 JR東日本小さな旅 Winter  Vista Illumination 2013
769 2013/12/1 アッタカナ Winter  Vista Illumination 2013
770 2013/12/1 JCNプラス Winter  Vista Illumination 2013
771 2013/12/1 広報  たまちいき 12月号 Winter  Vista Illumination 2013
772 2013/12/5 多摩ECCO 12月号 Winter  Vista Illumination 2013
773 2013/12/6 立川経済新聞 Winter  Vista Illumination 2013
774 2013/12/7 園芸ガイド クリスマスローズ
775 2013/12/10 広報たちかわ 両陛下「摂政宮」展を鑑賞
776 2013/12/15 ハッピーかわら版 松川佳代パステル画展－北風と太陽と影－
777 2013/12/26 ism 雪と花の早春フェスティバル
778 2014/1/1 園芸通信 ロウバイ
779 2014/1/1 えくてびあん 秋の楽市
780 2014/1/1 ＪＣＮプラス こどもの森教室
781 2014/1/5 多摩ECCO!! 日本庭園・レイクサイドレストラン
782 2014/1/6 バスグラフィック 立川市の代表的な公園
783 2014/1/10 るるぶ東京遊び場ガイド フラワーフェスティバル
784 2014/1/10 昭和  雪と花の早春ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
785 2014/1/10 ぱど 雪と花の早春フェスティバル
786 2014/1/19 ハッピーかわら版 じんふみ写真展・間伐体験
787 2014/1/20 月刊「江戸楽」 ツバキ
788 2014/1/20 朝日おかあさん新聞 雪と花の早春フェスティバル
789 2014/1/21 アッタカナ 雪と花の早春フェスティバル
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番号 掲載日等 媒体名 内容

＜雑誌・情報誌＞

790 2014/1/25
お散歩もお泊りもペットと
いっしょ

ドッグラン

791 2014/1/25 たまもの 雪と花の早春フェスティバル
792 2014/1/28 こどもとおでかけ365日 公園紹介
793 2014/1/28 こどもとおでかけ365日 レインボープール
794 2014/1/30 朝雲新聞 かき小屋

795 2014/2/1
こどもとあそぼ！首都圏１
４－１５

公園紹介

796 2014/2/1
こどもとあそぼ！首都圏１
４－１５

レインボープール

797 2014/2/1 JCNプラス 雪ソリあそび広場
798 2014/2/10 立川・福生本 セプテンバーミーの好きな公園
799 2014/2/10 立川・福生本 公園紹介
800 2014/2/15 リビング多摩 シークレットハートを探せ
801 2014/2/15 ＭＹ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ ヒマワリ
802 2014/2/16 ハッピーかわら版 こどもの森教室・草月小さな展覧会
803 2014/2/19 東京Ｗａｌｋｅｒ 桜の紹介
804 2014/2/20 春ぴあ2014 首都圏版  ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2014
805 2014/2/21 ｢散歩の達人｣ 3月号 BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ ･かき小屋紹介
806 2014/2/21 花の名所と植物園  ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2014
807 2014/2/25 東京  Walker かき小屋・BBQ紹介
808 2014/2/25 2014お花見ｶﾞｲﾄﾞ首都圏版 園内 お花見ｽﾎﾟｯﾄ
809 2014/2/25 市報たちかわ 写真展「自然の中で・・・」

810 2014/2/26
東京ｳｫｰｶｰ MOOK 東京
街本

花の名所と施設紹介

811 2014/2/27 ぴあ｢花の名所と植物園｣ 花の名所案内
812 2014/2/28 春ｳｫｰｶｰ首都圏版 園内 お花見ｽﾎﾟｯﾄ
813 2014/2/28 ﾉｼﾞｭｰﾙ 浮遊の庭
814 2014/2/28 ﾎｯﾄﾍﾟｯﾊﾟｰ3月号 桜の園
815 2014/2/28 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ お花見ｶﾞｲﾄﾞ 桜の園

816 2014/2/28
ぽけかる倶楽部情報誌
2014年3月号

 ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2014

817 2014/3/1 東京さんぽ 桜ｽﾎﾟｯﾄ紹介･その他花紹介
818 2014/3/1 ＴａｍａＭｏｎｏ フラワーフェスティバル
819 2014/3/1 JCNプラス フラワーフェスティバル
820 2014/3/1 えくてびあん 文化防災デー

821 2014/3/1
ｔｏｋｙｕ　ｓｔｏｒｅ　沿線お花
見マップ

桜の名所

822 2014/3/1 ｉｓｍ フラワーフェスティバル
823 2014/3/1 日本達人（韓国語） フラワーフェスティバル
824 2014/3/1 日本達人（繁体中文） フラワーフェスティバル
825 2014/3/1 日本達人（簡体中文） フラワーフェスティバル

826 2014/3/6
春ぴあﾌｧﾐﾘｰ こどもと遊
ぼう 首都圏版

ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2014

827 2014/3/10 昭和 フラワーフェスティバル

828 2014/3/15
昭文社　家族でおでかけ
春号

フラワーフェスティバル

829 2014/3/16 ハッピーかわら版 親子でキャッチボール・ＢＮ体操
830 2014/3/18 アッタカナ フラワーフェスティバル
831 2014/3/20 春ぴあ　首都圏版　２０１４ 桜の名所
832 2014/3/20 春ぴあ　首都圏版　２０１４ 開花リレーの楽しめる公園
833 2014/3/20 春ぴあ　首都圏版　２０１４ フラワーフェスティバル

834 2014/3/21
防衛省ｵﾌｨｼｬﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ｢
MAMOR(ﾏﾓﾙ)｣5月号

ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2014

835 2014/3/25 tokyo walker 公園情報
836 2014/3/30 大京　マンション広告 公園紹介
837 2014/3/31 多摩発エリアガイド 桜の名所
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 別紙１７

 

ホームページ総アクセス件数 

                         （単位：件数） 

 H23 H24 H25 

4 月 281,952 303,920 294,065 

5 月 196,820 215,233 268,472 

6 月 122,854 124,044 145,466 

7 月 173,290 186,417 236,031 

8 月 190,843 189,735 221,229 

9 月 181,360 138,150 190,815 

10 月 246,474 261,926 259,119 

11 月 223,030 211,268 307,246 

12 月 181,675 128,721 154,960 

1 月 56,728 70,855 94,804 

2 月 63,765 93,080 94,700 

3 月 116,048 219,436 206,873 

合計 2,034,839 2,142,785 2,473,780 

 

総アクセス件数の集計方法 

総アクセス件数は、トップページの訪問数とする。 

 

※訪問数：延べ訪問者数（同一ＩＰはカウントする） 

 

以下のページのカウント数（重複は考慮しない） 

http://www.showakinenpark.go.jp/ 
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開園時間延伸状況 

■開園時間の変更状況 

【H23】 

期間 平成２３年８月５日（金）～８月２８日（金） 

内容 サマーフェスティバル２０１１ 

現行 
みどりの文化ゾーン ８月 ５日～８月２１日８：３０～１９：００ 

              ８月２２日～８月２８日８：３０～１８：３０ 

変更 みどりの文化ゾーン ８月 ５日～８月２８日８：３０～２１：００ 

  

期間 平成２３年１２月３（土）～１２月２５日（日） 

内容 「Winter Vista Illumination 2011」 

現行 ９：３０から１６：３０ 

変更 ９：３０から２１：００（立川口及びみどりの文化ゾーン） 

 

【H24】 

期間 平成２４年５月２５日（金）～６月２日（土） 

内容 まんパク 

現行 みどりの文化ゾーン８：３０～１８：００ 

変更 
みどりの文化ゾーン ５月２５日 ８：３０～２２：００ 

              ５月２６日～６月２日 ８：３０～２１：３０ 

 

期間 平成２４年７月２８日（土） 

内容 花火大会 

現行 ９：３０～１９：００（みどりの文化ゾーン９：００～１９：００） 

変更 ９：３０～２１：３０（みどりの文化ゾーン９：００～２１：３０） 

 

期間 
平成２４年８月３日（金）～８月９日（日）のうち、金・土・日曜日と８月１３日

～８月１７日 

内容 サマーイルミネーションガーデン 

現行 
有料区域 ８月１９日まで９：３０～１９：００ 

８月２０日以降９：３０～１８：３０ 

変更 有料区域 ９：３０～２１：３０ 

 

期間 平成２４年１０月２０日（土） 

内容 第８９回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 

現行 ９：３０～１７：００（みどりの文化ゾーン８：３０～１７：００） 

変更 ７：３０～１７：００（みどりの文化ゾーン８：３０～１７：００） 

 

期間 平成２４年１２月８日（土）～１２月２５日（火） 

内容 「Winter Vista Illumination 2012」 

現行 ９：３０から１６：３０ 

変更 ９：３０から１６：３０（立川口を除く有料区域） 

  ９：３０から２１：００（立川口及びみどりの文化ゾーン） 
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【H25】 

期間 平成２５年５月１８日（土）～６月３日（月） 

内容 まんパク 

現行 みどりの文化ゾーン８：３０～１８：００ 

変更 
みどりの文化ゾーン ６月３日以外 ８：３０～２１：３０ 

              ６月３日    ８：３０～１８：３０ 

 

期間 平成２５年７月２０日（土） 

内容 熱気球係留飛行 

現行 ９：３０～１９：００ 

変更 ７：３０～１９：００ 

 

期間 平成２５年７月２７日（土） 

内容 花火大会 

現行 ９：３０～１９：００（みどりの文化ゾーン９：００～１９：００） 

変更 ９：３０～２２：００（みどりの文化ゾーン９：００～２１：３０） 

 

期間 平成２５年８月２日（金）～８月１１日（日） 

内容 オクトーバーフェスト 

現行 みどりの文化ゾーン８：３０～１９：００ 

変更 みどりの文化ゾーン ８：３０～２１：３０ 

 

期間 平成２５年１０月１９日（土） 

内容 第９０回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 

現行 ９：３０～１７：００（みどりの文化ゾーン８：３０～１７：００） 

変更 ７：３０～１７：００（みどりの文化ゾーン８：３０～１７：００） 

 

期間 平成２５年１１月３０日（土）～１２月２５日（水） 

内容 「Winter Vista Illumination 2013」 

現行 ９：３０から１６：３０ 

変更 ９：３０から１６：３０（立川口を除く有料区域） 

  ９：３０から２１：００（立川口及びみどりの文化ゾーン） 

 

期間 平成２６年３月２日（日） 

内容 立川シティハーフマラソン 

現行 ９：３０～１７：００ 

変更 ７：４５～１７：００（みどりの文化ゾーンを除く） 
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混雑時の状況 

 

 

仮設トイレ設置状況 

設置期間 設置個所 基数 

平成 25 年 4 月 27 日 

～5 月 6 日 

（GW） 

No.10 トイレ脇 4 基（男子 2基、女子 2基）

原っぱ南売店西側 4 基（男子 2基、女子 2基）

バーベキューガーデン 4 基（男子 2基、女子 2基）

平成 24 年 10 月 27 日 

～11 月 4日 

（無料開園日） 

43 番トイレ横（こもれびの里休憩

所） 

4 台 

32 番トイレ横（ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰガーデン

横） 

3 台 
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臨時券売所設置状況 

設置期間 設置個所 設置窓口数 

ウィンタービスタイルミネーション 2013 

（平成 24年 12 月 19 日～12月 26 日） 

立川ゲート管理棟付近 4～6口 
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別紙２０

 

繁忙期における循環水・中水の特殊な管理方法について 
 

１．循環水の管理 

①背景 

・ 国営昭和記念公園では、園内に降る雨水を水資源として活用するため、水鳥の池を巨大な溜め池と

した水循環システムを構築している。 

・ 循環水は日本庭園池やカナール、渓流などの水修景施設の水源として活用される他、一部散水用水

栓、汚水処理施設中水の補給水などに活用される。 

・ 循環水は水鳥の池の送水設備において、ろ過滅菌処理され加圧送水される。 

・ 通常 1～2台のポンプで送水されるが、水需要が高まる夏期においては送水圧が低下するため、ポン

プ 3台の同時稼働が必要となる場合がある。 

・ しかしポンプ 3台で送水すると、ろ過設備が水圧に耐え切れず故障する可能性が高い。 

②特殊な管理方法 

・ ポンプ 3 台運転時にはろ過を行わず、バイパス管を経由して送水する。 

・ 水鳥の池ポンプ室のメーター指針により送水圧異常を確認した際には、花木園にある圧抜弁を開放

し、水鳥の池に放水することで減圧措置とする。 

・ 設備の補修後、運用方法が変更になる。 

２．中水の管理 

①背景 

・ 国営昭和記念公園では汚水を再生処理することによりトイレの洗浄水としてリサイクル活用するシ

ステムを構築している（立川無料区、昭島エリアの一部は公共下水に放流）。 

・ 通常、汚水は 24時間程度かけて浄化され中水槽に蓄えられるが、繁忙期にはトイレの利用頻度が高

まることから、汚水の収支バランスが崩れることがある。 

＜トラブルの事例＞ 

■立川口及び芝生広場汚水処理施設における汚水のパンク 

・ 夜間開園を伴う最繁忙期、サクラの開花時期及び秋の紅葉シーズンに発生する。 

・ 昼夜を問わず大量の洗浄水が使われることで汚水量が増加し、ろ過処理が追いつかないことから

原水槽を含む各処理槽に汚水があふれる。 

■こどもの森汚水処理場系統の便所における洗浄水の渇水 

・ こどもの森汚水処理施設が広範囲（こどもの森、日本庭園、こもれびの里）に洗浄水を供給して

いることに起因する。 

・ 特に繁忙期に発生する。 

・ 同時多発的にトイレが使用されることで中水貯留量が減少することや、送水圧が低下することで

系統の末端（特に標高の高い場所）に位置するトイレに洗浄水が供給しにくくなる。 

②特殊な管理方法 

・ 繁忙期間においては各汚水処理施設の中水貯留量の確認を行い、不足があれば循環水や上水を給水

して渇水に備える。 

・ 必要に応じて汚水処理施設にスタッフを配備し、中水槽の水位監視と適時注水を行う。 

・ ろ過処理が間に合わず大量の汚水が汚水処理施設に流れこむ場合、立川口汚水処理施設と芝生広場

汚水処理施設では、バルブの切換えにより旧設備の流量調整槽を一時的な汚水の貯留タンクとして

使用することにより、現行設備における汚水のパンクを防ぐという措置を講じる。 

※立川口汚水処理施設の旧設備槽については後日汲み取りあるいは、現行設備へのポンプ圧送が必

要。 
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別紙２１

建物番号 建物名称 構　造 単位 数量 延床面積 備考

1 昭和管理センター ＲＣ造 棟 1 718.00 別添４参照

2 立川口ゲート ＲＣ造 棟 1 470.64

4 車庫 Ｓ造 棟 1 281.94

11 中央管理棟 ＲＣ造 棟 1 242.25

18 西立川管理棟 Ｓ造 棟 1 45.00

31 西立川口ゲート ＲＣ造 棟 1 626.54

45 昭島口管理棟 ＲＣ造 棟 1 736.47

46 昭島口ゲート ＲＣ造 棟 1 16.64

53 レインボープール横機械室（倉庫） ＲＣ造 棟 1 138.60

54 北の管理ヤード大型倉庫 Ｓ造 棟 1 418.97

57 花木園展示棟 ＲＣ造 棟 1 260.76

58 中央管理棟横倉庫 Ｓ造 棟 1 92.21

67 渓流広場レストラン西側倉庫 Ｓ造 棟 1 27.92

68 北の管理ヤード倉庫（小） Ｓ造 棟 1 92.21

74 森の家中央インフォメーション棟 Ｗ造 棟 1 149.71

79 森の家東側木工房 Ｗ造 棟 1 104.34

80 こどもの森東側納屋 Ｗ造 棟 1 34.78

87 玉川上水口ゲート Ｗ造 棟 1 27.85

91 歓楓亭 Ｗ造 棟 1 285.39

98 リサイクルセンターＡ棟 Ｓ造 棟 1 201.26

99 リサイクルセンターＢ棟 Ｓ造 棟 1 746.44

100 リサイクルセンターＣ棟 Ｓ造 棟 1 330.88

101 日本庭園倉庫 Ｗ造 棟 1 13.65

105 砂川口管理棟 Ｓ造 棟 1 606.43

107 運動広場管理棟 Ｗ造 棟 1 204.96

108 総合案内所 ＲＣ造 棟 1 794.31

112 花みどり文化センター ＳＲＣ造 棟 1 5,121.87

115 盆栽展示苑管理棟 Ｗ造 棟 1 69.86

117 こもれび作業休憩所 Ｗ造 棟 1 259.20

118 こもれび作業小屋 Ｗ造 棟 1 210.60

119 記念館口ガードマンボックス ＲＣ造 棟 1 21.16

122 こもれびの家 Ｗ造 棟 1 298.89

201 砂川口ガードマンボックス プレハブ造 棟 1 31.36

209 日本庭園 受付 Ｗ造 棟 1 11.64

214 こもれびの里 水車小屋 Ｗ造 棟 1 9.94

221 ディスクゴルフボランティア倉庫 Ｗ造 棟 1 13.75

236 西立川口ガードマンボックス Ｓ造 棟 1 69.30

237 ドッグラン 倉庫 Ｓ造 棟 1 5.72

103 ドッグラン 受付 管理棟 Ｓ造 棟 1 5.57

238 こもれびの里主屋 Ｗ造 棟 1 194.74

239 こもれびの里内蔵 Ｗ造 棟 1 39.58

240 こもれびの里長屋門 Ｗ造 棟 1 77.66

128 こもれびの里外蔵 W造 棟 1 40.90

129 こもれびの里水屋 RC造 棟 1 24.30

130 こもれびの里機械室 RC造 棟 1 40.50

139 北の管理ヤード屋外作業場 S造 棟 1 124.08

140 北の管理ヤード温室 S造 棟 1 89.86

提供施設等一覧（建築物）
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建物番号 建物名称 構　造 単位 数量 延床面積 備考

141 北の管理ヤード会議棟 S造 棟 1 120.96

153 高松口ガードマンボックス プレハブ造 棟 1 1.83

構造凡例

ＲＣ： 鉄筋コンクリート造
Ｓ： 鉄骨造
Ｗ： 木造
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【車両及び船舶】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 軽貨物自動車 650cc　2人乗　U42TYNS12型 台 1 41こ7689(KT-1402)
2 軽自動車 電気自動車　4人乗 台 1 46つ1906(TT-852)
3 軽自動車 電気自動車　4人乗 台 1 100す1674(TT-670)
4 軽自動車 電気自動車　4人乗 台 1 400そ6167(TT-1513)
5 小型貨物自動車 ｸﾗｳﾝ　5人乗　2,000cc 台 1 300み2899(TT-1406)
6 小型貨物自動車 1500cc　3人乗　4×2G 台 1 34と8828(TT-853)
7 小型貨物自動車 1500cc　5人乗 台 1 100さ1368(TT-1158)
8 小型乗用自動車 ﾊｲｴｰｽ　10人乗　2,400cc 台 1 800せ889
9 小型トラック 2t　3人乗　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 台 1 88せ9258(CV-901)
10 散水車 4,000cc　2×2　3人乗 台 1 200さ583
11 作業車 塵芥車　三菱　2t 台 1  (TS-801)
12 路面清掃車 3t　2人乗 台 1
13 トラクターショベル 車輪式　0.4m3級 台 1
14 原動機付自転車 50CC 台 1
15 原動機付自転車 50CC 台 1
16 小型船舶 船外機２気筒 隻 1 (DS-22)

【保管場所：1_昭和管理センター】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 耐火金庫 コクヨHS-80 台 1
2 机（会議用） オカムラ81827TZ 台 4
3 マガジンスタンド ウチダ453-0504 台 1
4 耐火金庫 オカムラ4442SZ 台 1
5 書庫（引き違い） オカムラ4247AZ 台 2
6 書庫（引き違い） オカムラ4247ZZ 台 2
7 書籍 新日本植物誌 台 1
8 書籍 造園ハンドブック 台 1
9 額縁 930×1260 個 1
10 OAチェアー イトーRM-625C 台 1
11 書籍 ハーブ＆スパイス 台 1
12 テレビ ナショナル29型TH-29VS30 台 1
13 机（両袖） コクヨSD-BDH168D 台 1
14 椅子（事務用） コクヨCR-G283AKB 台 6
15 椅子（事務用） コクヨCR-G281AKB 台 6
16 タイムレコーダー アマノBX-2000 台 1
17 デジタルビデオカメラ ソニーデジタルハンディカムTRV10 個 1
18 机（片袖） プラスL2-167H-P 台 1
19 机（脇） オカムラ3631FH-M010 台 1
20 セーバソー 日立CR12V・K 個 1
21 天秤（上皿式） エーアンドディHR-120 個 1
22 ワークラック コクヨSU-WS1618 台 2
23 ワークラック コクヨSU-WS818 台 1
24 クリヤーキャビネット プラスAW-105KA 台 1
25 簡易無線機　基地局 Panasonic　EF-3221CMNSA 台 1
26 簡易現場透水試験器 長谷川式 台 1
27 土壌硬度計 山中式 台 1
28 デジタルカメラ フジfine-pixF420 個 1
29 簡易現場透水試験器 長谷川式 台 1
30 事務用テーブル コクヨSD-FR167LP81P1MN 台 1
31 ワゴン コクヨSD-FR46C3P81P1MN 台 1
32 ワゴン コクヨSD-FR46A2P81MN 台 1
33 デジタルカメラ ニコンCOOLPIX8700 個 1
34 HDD&DVDビデオレコーダー ビクターDR-MH5 台 1
35 シュレッダー リコーRICUTα1500 台 1
36 ワゴン コクヨSD-FR46C3P81P1MN 台 4
37 ワゴン コクヨSD-FR46A2P81MN 台 4

提供施設等一覧（物品）
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提供施設等一覧（物品）

【保管場所：1_昭和管理センター】
番号 品名 規格 単位 数量 備考
38 事務用テーブル コクヨSD-FR167LP81P1MN 台 3
39 椅子（事務用） コクヨCR-G203F4HS69-WN 台 2
40 椅子（事務用） コクヨCR-G201F4HS69-WN 台 1
41 傘立て コクヨUS-186 台 1
42 事務用テーブルパネル コクヨ デスクトップパネル1600×26×600 台 2
43 机 コクヨSD-BDN126L3F11 台 1
44 椅子 岡村製作所2833ZW-F564 台 1
45 デジタルカメラ ニコンD50BWZ 個 1
46 オープン棚 コクヨBWN-K59F1 台 4
47 オープン棚 コクヨBWN-K69F1 台 4
48 耐火金庫 CSG-72E 台 1
49 6人用ロッカー オカムラ4566FZシリンダー錠タイプ 台 2
50 百葉箱 台 1
51 樹木高度計 12m・15段 台 2
52 土壌貫入計 H-100型 台 1
53 リモコン送信機 台 11
54 プリンター EPSON　PS-10000 台 1
55 パーソナルコンピュータ EPSON　BEA284F040 台 1
56 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(15型液晶) EPSON　LCV-15AST 台 1
57 ＵＳＢマルチドライブ DVSM-DH516U2 台 1
58 ラミネ－タ－ LPD3206CITY 台 1
59 雨量計発信器 台 1
60 温度計発信器 TS-341 台 1
61 実体顕微鏡 SW-700TD 台 1
62 湿度計発信器 P-HMP45M 台 1
63 測定器 レジストグラフF300S-D 台 1
64 データロガー OKSAM4000 台 1
65 テレビ ナショナルTH-29VS20 台 1
66 ビデオデッキ ナショナルNV-SX10 台 1
67 会議用テーブル 台 6
68 センターテーブル オカムラ8308AT 台 1
69 ソファー 台 2
70 安楽椅子 オカムラ83372A 台 6
71 顕微鏡（CCDカメラ） 台 1
72 テレビ台 BD-KA10P14 台 1
73 ビデオ NV-SX10 台 1
74 椅子 ロビーチェアーCN-M161 台 2
75 ソファー CN-531H698 台 2
76 ソファー 3人掛けアームレス 台 1
77 テーブル 台 1
78 カメラ キャノンオートボーイエース 台 1
79 カメラ キャノンオートボーイズーム105 台 1
80 カットマシーン（ソフト） 個 1
81 カットマシーン FS2100-60A 台 1
82 カットマシーン（イラストレーター） 個 1
83 カットマシーン（スキャン） EPSON ES-7000H 台 1
84 カメラ（オート一眼レフ） キャノン EOS5 台 1
85 カメラ（レンズ） キャノン EF28-105mm 個 1
86 カメラ（レンズ） キャノン EF100-300mm 個 1
87 カメラ用フラッシュ キャノン 540EZ 個 1
88 デジタルカメラ ソニー DSC-S70 台 1
89 デジタルカメラ フジ FinePix F410 台 2
90 デジタルカメラ キャノン IXY DIGTAL30a 台 1
91 デジタルカメラ キャノン IXY DIGTAL60 台 1
92 中軽量ラック コクヨMA-7655CN 台 2
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【保管場所：1_昭和管理センター】
番号 品名 規格 単位 数量 備考
93 風速計 CN5005F（小型風杯型パルス式） 台 1
94 蜂の防護服 防護服ラプターⅡ 着 2
95 デジタルカメラ IXY300a 台 3

【保管場所：2立川口ゲート】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 書庫 イトー２０６０－Ｐ 台 1
2 机 イトー30C1670L 台 2
3 保管庫 コクヨS-3625 台 1
4 カップケース オカムラ4695ZZ 台 1
5 椅子（事務用） コクヨCR-G283AKB-V 台 1
6 器械棚 台 1
7 ニューレスバック 個 1
8 病院用ベッド ナビスSH1460N 台 1
9 マットレス ナビスKFM-80 台 1
10 診察台 ナビスR-8606 台 1
11 机（脇） オカムラ3631FH 台 1
12 机（両袖） オカムラ3701DA 台 1
13 冷蔵庫 富士通ER-L22E 台 1
14 五連おむつ替えシート 台 1
15 赤ちゃんベッド 台 1
16 ソファ 台 2
17 パーテーション 台 2
18 移動式投光器 400w × 2灯用 台 9
19 移動式投光器 1000w × 2灯用 台 3
20 障害者用三輪車 ﾘﾌﾄﾝR137ﾚﾝｼﾞｬｰ 台 2
21 自動券売機 BMI-5 台 8

【保管場所：4車庫】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 発電機 EB26 台 1
2 伸縮脚立 EA-903B-245 台 2
3 散水システム SG-30-4WS型 台 2

【保管場所：11_中央管理棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 ロッカー SH12B 台 2
2 自転車 KHSJC30700C 台 5
3 衝立 台 2
4 スタンダードベッド STD 台 1
5 冷蔵庫 ナショナルNRB172J 台 1
6 病院用ベッド ナビスSH1460N 台 1
7 マットレス ナビスKFM-80 台 1
8 長椅子 ナビスL7230V-Ⅱ 台 1
9 薬品等保管庫 ナビスFG5-10SG 台 1
10 薬品等保管庫下置棚 ナビスFG5-07S 台 1
11 車椅子（アルミ製） ナビスMP-43 台 1
12 事務机 オカムラDS15VF-MB51 台 1
13 椅子 オカムラCG94GZ-FM3 台 1
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【保管場所：11_中央管理棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考
14 更衣ロッカー オカムラ4573TK-Z13 台 1
15 片袖机 オカムラDS15VF-M 台 1
16 セールスマンデスク（3人用） オカムラDS2BLW-MB51 台 2
17 ロッカー（3段9人用） オカムラ4578KC-Z 台 1
18 ラック オカムラ63Y6AB 台 1
19 標準シートR-1 NS-04R-B 台 2
20 エンジェルチェアNS-R1 NC-02-B 台 2
21 ベンチ 1200×650アスクル 台 1
22 エンド用側板（2枚組）　　 NS-02 台 1       セットで使用
23 中間用側板 NS-03 台 1
24 回診車 KF-200 台 1
25 キカイタクシ 台 1
26 救急箱 71号 個 1
27 救急蘇生ケース navis （2B）第1559号 個 1
28 コードレスドライバー DS10DT 台 1
29 コインロッカー 台 36
30 煮沸消毒器 30cm 個 1

【保管場所： 31_西立川口ゲート】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 机（会議用） オカムラ８１８２７TZ 台 1
2 机 イトー30C1670L 台 2
3 カップケース オカムラ4695ZZ 台 1
4 冷蔵庫 東芝GR-A12T 台 1
5 自動券売機 BMI-5 台 7

【保管場所： 45_昭島口管理棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 CDプレーヤー 台 1
2 スピーカー コンパクトハイパワー 台 6
3 ミキサー WR-X02 台 1
4 ワイヤレス受信機 ダイバシティ 台 1
5 パワーアンプ ナショナルラムサWP-9220 台 2
6 マイク ダイナミックス 台 2
7 マイクロフォンスタンド ブームスタンド 台 2
8 ポータブルPA マイク付きW×282C 台 1
9 ワイヤレスマイク WX-4100B 台 3
10 ワイヤレスマイク(タイピン型) WX-4300B 台 2
11 ソファ 台 1
12 ベビーベッド 台 2
13 スピーカースタンド 台 6
14 スピーカーコード 12R50E3 台 1
15 音響ラック FLラックスタンダード19U 台 1

【保管場所： 46_昭島口ゲート】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 自動券売機 BMI-5 台 2
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【保管場所：54_北の管理ヤード大型倉庫】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 マップケース イトーAO-5 台 2
2 柱伸縮式フレーム 集会用テント2間×3間用 台 5
3 天幕 集会用テント2間×3間用 枚 5
4 三方幕 集会用テント2間×3間用 枚 5
5 ビニールハウス 4.5m×9.45m 台 1
6 床置投光器 台 15
7 床置投光器 250W2灯用 個 18
8 床置投光器 100W防水型 個 13
9 椅子 SS-6TPC 個 60

【保管場所： 57_花木園展示棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 物置 180×80×173 台 2

【保管場所： 58_中央管理棟横　倉庫】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 動力噴霧器 MS-O55T 台 1

【保管場所： 74_森の家中央　インフォメーション棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 ベット KA-411 台 2
2 酸素ボンベセット MF-1156 台 1
3 診察台 台 1
4 スタンド 山田医療照明331-C 台 1
5 酸素吸入器 オキシゲン5型 台 1
6 人工蘇生機 MY-1006 台 1
7 血圧計 アムコ水銀式 台 1
8 回診車 MY-1017引出式 台 1
9 レジャー用コインロッカー エイコーJC-2510 台 1
10 ポータブルワイヤレスアンプ WX-282C 台 1
11 冷蔵庫 NRB14M3 台 1
12 ベビーベッド 台 1
13 冷蔵庫 ナショナルNR-175TR 台 1

【保管場所： 79_森の家東側　木工房】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 ジグゾー JIGSAW158 台 1
2 丸のこ C8BA刀付き 台 1

【保管場所： 80_こどもの森東側　納屋】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 卓上丸のこ C15FB 台 1

【保管場所： 87_玉川上水口ゲート】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 冷蔵庫 ナショナルNR-B8M3-K 台 1
2 自動券売機 BMI-5 台 1

【保管場所： 91_歓楓亭】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 傘立 歓風亭用 台 2

別紙　382



提供施設等一覧（物品）

【保管場所： 98リサイクルセンターA棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 噴霧機（エンジン式） 共立HPE170H 台 1
2 草払機（肩掛式） 共立SRC260SL 台 2
3 テレビデオ シャープVT-21FS20 台 1
4 奥深両開き書庫 サカエG-3605 台 1
5 パーソナルロッカー コクヨBWS-SR268 台 1
6 パーソナルロッカー コクヨBWN-R69 台 5
7 洗濯機 シャープES56GS-C 台 1
8 肩掛式刈払機 コマツBC4410DW-EZ 台 2
9 じゅうたんブラシ（ポリッシャー） ヤマザキ ポリシャーCP-14M用 台 1
10 ロッカー コクヨBWN-R69F1 台 1
11 コンプレッサー 富士コンプレッサー製作所DS-02 台 1
12 高圧洗浄機 HD1050B 台 1
13 発電機 EBR2300CX 台 1
14 チェーンソ E340AV 台 1
15 プールクリーナー GP-56 台 1
16 吹出ホース(プールクリーナー用) 3m加工式 個 1
17 トラッシュポンプ KTR-50 台 1
18 吐水ホース 20m 個 1
19 パワーブロアー PBE260L 台 2
20 草刈機 SGC2310EZ 台 3
21 穴掘り機 WAG4310EZ 台 2
22 脚立(ジャバラ式) EA903B-245 台 2
23 ブロアー PB650 台 2
24 チェーンソ CS35E1 台 1
25 動力噴霧機 MS-410 台 1
26 芝刈機 GM65ARパロネスロータリーモア 台 1
27 トリマー HT751 台 2

【保管場所：99_リサイクルセンターB棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 バキュームスイパー トーコー685M 台 2

【保管場所：100_リサイクルセンターC棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 生ゴミ処理機 GNS-101WD 台 1
2 生ゴミ処理装置 KCN-200C 台 1

【保管場所： 105_砂川口管理棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 机（脇） オカムラ3631FH 台 1
2 机（脇） オカムラ3631FH 台 1
3 ベッドマット 台 1
4 セールスマンデスク ライオンLDX-124FS 台 1
5 自動券売機 BMI-5 台 5
6 ビデオデッキ NV-HV5 台 1
7 演題 WA-KA10P14 台 1
8 アームチェア CE-835KM 台 2
9 ソファー CE-833KM 台 1
10 応接テーブル NT-380 台 1
11 スクリーン HD-MS11KB4 台 6
12 液晶ディスプレイ TH42PWD3 台 1
13 スピーカー TY-SP42PWD3 台 2
14 スタンド TY-ST42PF3 台 1
15 回転黒板 台 1
16 パネルスクリーン SN-SP153K262 台 2
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【保管場所： 105_砂川口管理棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考
17 テーブル SNK-1212 台 1

【保管場所： 107_運動広場管理棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 サッカー得点板 KE619 台 1
2 ハンディーカウンター B-6220 台 3
3 コートベンチ B-3120 台 8
4 サッカーゴール 100-E791 台 1
5 サッカーネット K1241 個 1
6 オールアルミ指揮台 T-2246 台 1
7 物置 ｲﾅﾊﾞMBW-120H 台 1
8 ローカウンター 中棚付CS-18LSO 台 1
9 ローカウンター 中棚付CS-12LSO 台 1
10 ローカウンター 中棚付CS-9LSO 台 1
11 コーナーカウンター CS-9LR 台 2

【保管場所： 108_総合案内所】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 受付用回転椅子 CK33ZR-FS 台 3
2 テレビ(モニター用) シャープ21C-FG50 台 1
3 シンクテーブル 浄水器・温水器付 台 1
4 情報表示装置 大型液晶ディスプレイ（電子情報板） 台 1
5 折りたたみイス用台車 CP-70 台 2
6 傘立て オカムラL972FB-64 台 2
7 傘立て オカムラL972FA-64 台 1
8 机 コクヨSD-BDN126L3F11 台 2
9 机 イトーキTGL09C77N-T194 台 6
10 情報表示装置 台 1
11 椅子 イトーキKZ-440-W4E7 台 1
12 ワイヤレスマイクホン 台 1
13 ファイルワゴン 台 2
14 えん台 台 1
15 ホワイトボード 台 1
16 ビデオプロジェクター ４３型ＴＨ－４３ＶＩ 台 1
17 テレビ台 台 1
18 ビデオデッキ 台 1
19 音響設備 台 1
20 おむつ換えシート 台 1
21 ベンチ NB-02-B 台 1
22 授乳チェア NC-02-B 台 2
23 ベビー専用チェア BK-06FL 台 1
24 カタログスタンド イトーキLC-051-94 台 4
25 椅子 オカムラ2833ZWーF564 台 1
26 ファイルワゴン コクヨHT-NS10FIN 台 2
27 パーテーション イトーキFS65-1217A-4MA 台 6
28 机 イトーキC4-2266KS-9494 台 4
29 床頭台 台 1
30 車椅子 台 1
31 酸素吸入器 WJ－０５４８－０２ 台 1
32 ベット 病院用 台 1
33 診察台 台 1
34 回転黒板 台 1
35 椅子台車 台 2
36 冷蔵庫 台 1
37 担架 台 1
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【保管場所： 108_総合案内所】
番号 品名 規格 単位 数量 備考
38 会議用テーブル 台 21
39 マットレス 台 1
40 木目パネル オカムラポジット900W×1120HパネルZA 台 6

【保管場所： 112_花みどり文化センター】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 冷凍冷蔵庫 三洋SR-141J（HL） 台 1
2 ロッカー（3人用） 岡村製作所 4573FZ-Z13 台 4
3 清掃用具用カート テラモトDS-227-020-0 台 2
4 乾・湿両用掃除機 ヤマザキE-129 台 2
5 開放型収納棚 イトーキERE-16644 台 2
6 開放型収納棚 イトーキERE-16644 台 2
7 灰皿 テラモトSM-125 台 1
8 ハンズフリー拡声器 手ぶら拡声器4A G-505-A 台 1
9 乾式掃除機 ヤマザキ ライマークリーナーS-100 台 1
10 電気ポリシャー 14型 台 1
11 清掃機 ウルトラ2W 台 1
12 自走歩行式　床洗浄機 CLEAN21 台 1
13 作業台 イトーキWHH-6720 台 2
14 傘袋スタンド コクヨYTZ-K381T 台 1
15 アンブレラスタンド 80人用 台 2
16 収納棚 イトーキEWU-1894 台 2
17 保管庫 植物標本保管庫 台 8
18 棚 昆虫標本戸棚 台 1
19 鉱物保管抽斗箱 宮澤MT-8W 台 1
20 収納棚 イトーキEWS16460D-TE 台 6
21 ローリングタワー 台 1
22 運搬車 パイプテナー　イトーキL-D 台 2
23 ベルトリールパーティション H855㎜　ベルト長2ｍ 台 79
24 ホワイトボード オカムラ４３８０FA-H01 台 1
25 台車 オカムラ6212ZSP-T01 台 2
26 台車（会議テーブル用） 台 3
27 台車（椅子収納ワゴン） 台 20
28 作業用具入れ 台 4
29 液晶モニター 台 8
30 DVDプレーヤー ポータブルDVD-HP62 台 2
31 机 台 4
32 椅子 台 16
33 ホワイトボード オカムラ4W82AE-H81 台 2
34 パーティション イトーキFSK-98APC-Z5 台 1
35 ロッカー コクヨBWS-SR458F1 台 2
36 ロッカー コクヨBWS-SK58F１ 台 1
37 ロッカー コクヨBWS-SSD58F１ 台 1
38 収納棚 コクヨBWN-S69DF1 台 2
39 インフォセーバー コクヨECT-FW16815F1１ 台 1
40 プリンター NEC2360N 台 1
41 椅子 オカムラ2833ZWF564 台 2
42 下駄箱 コクヨSX-K3F1N 台 1
43 椅子 台 100
44 袖机(引き出し2) 台 4
45 袖机(引き出し3) 台 4
46 収納棚 イトーキEWV-1896 台 1
47 パーソナルコンピュータ WinXPPｒｏエプソンダイレクト 台 1
48 液晶ディスプレイ 17インチグリーンハウス 台 1
49 スモーキングスタンド 台 1
50 壁掛掲示板 120ｘ90 台 1
51 壁掛掲示板 180ｘ90 台 1
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【保管場所： 112_花みどり文化センター】
番号 品名 規格 単位 数量 備考
52 衣類掛 台 1
53 AED 台 1
54 プロジェクター LVP-EX 台 1
55 屋外用椅子 屋外用 台 23

56 屋外用テーブル 屋外用 台 6
57 応接セット 台 1
58 会議用テーブル 幅1800㎜奥行450㎜高さ700㎜前面幕付き棚あり 台 8
59 ゴミ集積ボックス ヤマザキＳＤＢ1000Ｈ 台 1
60 運搬車 ＥＳＣＯ　ＥＡ520ＢＣ－２ 台 2
61 投光器 台 1
62 昇降作業台 UL25E 台 1
63 アンプ BOSE1705Ⅱ 台 2
64 プロジェクター LVP-EX 台 2

【保管場所： 115_盆栽展示苑管理棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 エンジンブロワ ゼノアHB2302EZ 台 1
2 テ－ブル デリカテ－ブル 台 1
3 デジタルカメラ FX-440S 台 1
4 噴霧器 消毒用　動噴 台 1
5 盆栽用具 式 1
6 掛け軸 枚 5
7 植木台 飾り台（大・中・小） 台 1
8 台車 台 1
9 盆栽鉢（大） 個 31
10 皐月（洸淋） 本 1
11 皐月（日光） 本 2
12 皐月（光の司） 本 1
13 ぼけ（東洋錦） 本 1
14 くちなし 本 2
15 石南花 本 1
16 こまゆみ 本 1
17 たちまゆみ 本 1
18 琉球あせび 本 1
19 大丁字がまずみ 本 1
20 ブナ 本 1
21 つた 本 1
22 野梅 本 2
23 皐月（絞り朝顔） 本 1
24 五葉松 本 9
25 おおはまぼう 本 1
26 五葉松（瑞祥） 本 1
27 錦松 本 2
28 一位 本 1
29 百日紅 本 1
30 もみじ（清玄） 本 1
31 かりん 本 1
32 長寿梅 本 1
33 真柏 本 3
34 南京ハゼ 本 1
35 ハリツルマサキ 本 1
36 ヒメシャラ 本 2
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【保管場所： 115_盆栽展示苑管理棟】
番号 品名 規格 単位 数量 備考
37 オオイタビ 本 1
38 黒松 本 1
39 台湾サッコウフジ 本 1
40 カマツカ 本 1
41 ハマヒサカキ 本 1
42 ブーゲンビレア 本 1
43 寒グミ 本 1
44 イソザンショウ 本 1
45 ウバメガシ 本 1
46 宮様カエデ 本 1
47 カリン 本 1
48 イワシデ 本 1
49 カエデ 本 2
50 ヤマモミジ 本 2
51 ケヤキ 本 2
52 杜松 本 1
53 山桜 本 1
54 ガジュマル 本 1
55 山柿 本 1
56 ソナレ 本 1
57 蝦夷松 本 1
58 イチョウ 本 1
59 栂 本 1
60 寒桜 本 1
61 丁字カズラ 本 1
62 仏手柑 本 1
63 寒緋桜 本 1
64 山ぼうし 本 1
65 梅（大湊） 本 1
66 梅（大輪緋梅） 本 1
67 梅（八重海棠） 本 1
68 梅（東雲） 本 1
69 梅（一重唐梅） 本 1
70 梅（故郷の錦） 本 1

【保管場所：117_こもれび作業休憩所】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 おむつ台 4
2 丸机 3

【保管場所： 118_こもれび作業小屋】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 穀類保管庫 アルインコ 台 2
2 縁台 台 2
3 ロールスクリーン 1650ｘ2000 台 6
4 ロールスクリーン 1650ｘ1600 台 3
5 縁台 台 2
6 棚 高さ2100㎜ｘ幅1500㎜ｘ奥行600㎜ 台 1
7 電動かんな 日立工機　P35(SC) 台 1
8 卓上スライド丸のこ 日立工機　C-12FS 台 1
9 インパクトドライバー 日立工機　WH12DM2 台 1
10 チェンソー ゼノア　G3500WZ 台 2
11 ベンチグラインダー オレゴン　511A 台 1
12 エアーコンプレッサー KENOH　KL2036 台 1
13 チェンソーアタッチメント グランバーグ　Ｇ７７７ 台 1
14 フードプロセッサー （株）クイジナートサンエイ　DLC-6G 台 1
15 籾摺り機 大竹製作所　FSE28 台 1
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提供施設等一覧（物品）

【保管場所： 118_こもれび作業小屋】
番号 品名 規格 単位 数量 備考
16 臼 台 1
17 パーソナルコンピュータ DELL　Vostro1500 台 1
18 プリンタ EPSON　LP-5600F 台 1
19 テープワープロ KINGJIM　SR720 台 1
20 ラミネーター GBC　DS320P 台 1
21 ソフトウェア アドビイラストレーターCS3 個 1
22 ソフトウェア アドビフォトショップCS3 個 1
23 ソフトウェア マイクロソフトオフィススタンダード 個 1
24 包丁 個 6

【保管場所：119_記念館口ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾎﾞｯｸｽ】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 モニター 台 1
2 無線機 台 1

【保管場所： 201_砂川口ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾎﾞｯｸｽ】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 簡易無線 Panasonic EF-3221C 台 1
2 5W専用電源 Panasonic ED-1056B 台 1

【保管場所： 236_西立川口ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾎﾞｯｸｽ】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 簡易無線機　基地局 Panasonic　EF-3221CMNSA 台 1
2 スマートワゴン（3段） コクヨSD-SX46C3F11 台 2
3 スマートワゴン（2段） コクヨSD-SX46A2F11 台 1
4 両開き扉書庫 コクヨBWN-S79FIN 台 1

【保管場所：園内各所】
番号 品名 規格 単位 数量 備考

1 携帯用簡易無線 Panasonic EK-3239C 台 11
2 簡易無線機　携帯用 Panasonic　EK-3299C 台 13
3 無線電話装置 150MHz 1W 台 5
4 無線電話装置 150MHz 3W 台 4
5 無線機 EK-3300C 台 10
6 置柵 1.8×0.8 台 100
7 テント 3.6×5.4 個 3
8 テント イベント用 個 1
9 テント １間×２間 個 4
10 テント ２間×３間 個 4
11 テント 個 2
12 リヤカー 台 15
13 ステンレス加工Ａ看板 台 11
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リース物件（リスト） 

 

 

種別 物件名 単位 数量

車両 ダイナダブルキャブ 台 1

ハイエース（15人乗） 台 1

ハイエース 台 1

ハイエースバン 台 1

ハイゼット 台 1

ハイゼットカーゴ 台 1

ハイゼット（軽トラ） 台 1

タウンエース 台 1

ダイナ清掃ダンプ 台 1

ファンカーゴ1.3Ｘ 台 1

ファンカーゴ1.5Ｇ 台 1

ラクティス 台 1

医療用機器 自動体外式除細動機 台 2

事務用機器 パソコン（FMV-830) 台 4

パソコン（FMV-C63) 台 6

パソコン（Inspiron640m) 台 2

ノートパソコン（Lenovo Think Pad) 台 7

デスクトップパソコン（TinkcentreM55) 台 1

パソコン 台 2

サーバパソコン 台 1

複写機（NEO385-75) 台 2

複写機（NEO602-75) 台 2

複写機（imagioNEO C285) 台 1

プリンター（LP-7900） 台 1

印刷機（Priport850） 台 1

ファクシミリ（imagioNEO165) 台 1

紙幣計算機（J710AJ) 台 4

紙幣計算機（F-1500) 台 2

卓上紙幣計算機 台 2

硬貨餞別収納機 台 2

タイムレコーダー 台 2

フォトIDシステム 台 4

事務用備品 机 台 24

イス 脚 14

テーブル 台 5

ワゴン 台 47

収納庫 台 34

デスクトップパネル 式 1

応接セット 式 1

テレビ台 台 1
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別紙２３   

数量

（園内各所）

1 コーン 個 850

2 バー 個 700

3 プランター 個 300

4 イルミネーション（LED100球/本） 本 1,690

5 イルミネーション（電飾看板・飾り型・水中ライト等） 個 50

6 グラスツリー（シャンパンタワー） 式 1 タワー・台・水運び用の樽

7 折りたたみ椅子（屋内用） 脚 350

8 椅子（屋外用） 脚 100

9 折りたたみ机 台 80

10 柵 台 50

11 バリケード（プラスチック） 台 50

12 看板 枚 50

13 ベンチ 脚 100

14 スコップ 個 120

15 拡声器 個 20

16 懐中電灯 個 30

17 誘導棒 個 40

18 蛍光ベスト 着 40

19 投光器（手持ち用） 個 80

20 スプリンクラー 台 40

21 木杭（小） 本 150

22 木杭（大） 本 200

23 擬木 本 250

24 防風ネット 枚 120

25 花畑用支柱 本 800

27 鉄ピン（小） 本 100

28 鉄ピン（大） 本 200

29 盆栽鉢（小） 個 100

30 農具 式 1

31 茶道具 式 1

備考

備品以外の残存物品関係（リスト）

番号 物品名 単位
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寄贈品関係（リスト） 

 

 

物件名 単位 数量

自動体外式除細動機 台 5

灰皿 台 18
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4 月 1 日
4 月 30 日

5 月 1 日
5 月 31 日

使用せず

16時間30分

32時間

78時間30分

0日

149時間18日

24日

0時間

送迎

808㎞

8日

401㎞ 24日

5㎞

20日

―

多摩400そ61-67

落葉清掃

ゴミ回収

4㎞

185㎞

園内保安

多摩100す16-74 5日

スタッフ送迎

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

多摩41さ43-01

1日

使用せず

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青) 35時間

83㎞

多摩34と88-28

資材運搬

1時間

ミニキャブ軽ダンプ

0㎞

480㎞ 20日 10時間多摩41う79-34

多摩800す94-95 0日

三菱塵芥車

0㎞

145㎞

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

小型船舶

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード

【H24】

（至　日）

1日路面清掃

14時間

0時間

園内

多摩88せ92-58 30分

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

53㎞クラウンバン 多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

5日 5時間

摘要
主な修理箇所
及び取替部品

名

園内巡回

主な作業内容

稼働状況

2012 年 月分4

維持修理費

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

36時間

84時間

貸与車両の使用状況・維持管理状況

送迎

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

18時間30分

26日

16時間

817㎞

18日

9日

31日 257時間

多摩400そ61-67

資材運搬

園内巡回

園内

仮設トイレ給水多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68 園内ゴミ回収

多摩41さ43-01

―

小型船舶

サクシード

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

470㎞ 30日

維持修理費

4日

主な修理箇所
及び取替部品

名

稼働状況

運行日数/日 運転時間

多摩34と88-28

多摩46つ19-06

41時間30分

68㎞

スタッフ送迎

28㎞

44㎞

2日

5時間15分

17㎞

61㎞

32㎞

7日

路面清掃

落葉清掃

12時間30分25日600㎞

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

4日 7時間

ハイエース(青)

クラウンバン

多摩100す16-74

多摩41う79-34

イスズトラック（ユニック付）

（自　日）
（至　日）

2012 年 月分5

摘要

使用せず

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

園内保安

3日 3時間

5時間30分

247㎞

0㎞ 0時間0日
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6 月 1 日
6 月 30 日

7 月 1 日
7 月 31 日

0㎞ 0時間0日 使用せず

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

園内保安

3日 17時間

1時間

0㎞

（自　日）
（至　日）

2012 年 月分7

6日 22時間20分

摘要維持修理費
主な修理箇所
及び取替部品

名

228㎞

スタッフ送迎

18日

78時間

クラウンバン

多摩34と88-28

多摩46つ19-06

多摩100す16-74

多摩41う79-34

イスズトラック（ユニック付）

69㎞

9㎞

17日

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

ハイエース(青)

落葉清掃

122時間45分25日697㎞

7㎞

109㎞

1日

―

路面清掃

196㎞

稼働状況

運行日数/日 運転時間

36時間45分

小型船舶

サクシード

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

多摩400そ61-67

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

資材運搬

園内巡回

園内

766㎞ 30日

65時間20分

使用せず

30日

15時間30分

674㎞

園内ゴミ回収

22日

10日

0日 0時間

49時間50分

送迎

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

34時間30分

多摩41さ43-01

2012 年 月分6

維持修理費

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

摘要
主な修理箇所
及び取替部品

名

園内巡回

主な作業内容

稼働状況

多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

9日 12時間30分

4時間

0時間

26日

42㎞ 7時間30分

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

145㎞

0日

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード

（至　日）

7日路面清掃

クラウンバン

多摩41う79-34

多摩800す94-95

三菱塵芥車

0㎞

142㎞

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

小型船舶

トヨタダンプ

―

多摩400そ61-67

落葉清掃

使用せず

45時間

ミニキャブ軽ダンプ

0㎞

421㎞ 20日 137時間45分園内

4日

スタッフ送迎 511㎞

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青) 46時間55分

31㎞

多摩34と88-28

資材運搬多摩100す16-74

園内ゴミ回収

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

多摩41さ43-01

202㎞

9㎞

0時間

送迎

814㎞

0日

8時間

23日

12日

4日

園内保安 80時間10分

148時間18日

28日

25時間

使用せず
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8 月 1 日
8 月 31 日

9 月 1 日
9 月 30 日

58時間

8時間30分

使用せず

3時間

0時間

72時間

1日

27日

0㎞

園内保安

8日

28日56.7㎞

2日

9㎞送迎

670㎞

0日

―

多摩400そ61-67

落葉清掃

園内ゴミ回収

38㎞

20㎞

多摩100す16-74

園内灌水

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

多摩41さ43-01

669㎞

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青) 72時間25分

156㎞

多摩34と88-28

三菱塵芥車

園内作業ミニキャブ軽ダンプ

500㎞

386㎞ 17日 70時間多摩41う79-34

多摩800す94-95 24日

（至　日）

1日路面清掃

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

小型船舶

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード

40時間

153時間

30日

6㎞ 30分

14時間30分

8日

スタッフ送迎

園内作業

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

260㎞クラウンバン 多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

20日 29時間45分

主な修理箇所
及び取替部品

名

園内

主な作業内容

稼働状況

2012 年 月分8

維持修理費

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

摘要

送迎

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

35時間

園内清掃

24日

7時間30分

588㎞

17日

6日

0日 0時間

51時間

使用せず

園内作業

77時間5分15日447㎞

8㎞

園内作業

園内灌水

多摩41さ43-01

路面清掃

落葉清掃

多摩41う79-34

―

多摩400そ61-67

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

小型船舶

サクシード

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

671㎞ 29日

維持修理費

11日

主な修理箇所
及び取替部品

名

稼働状況

運行日数/日 運転時間

20時間5分

多摩34と88-28

多摩46つ19-06

68時間30分

138㎞

スタッフ送迎

202㎞

64㎞

132㎞

1日

7日 28時間

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

ハイエース(青)

クラウンバン 園内

イスズトラック（ユニック付）

20日

多摩100す16-74

252㎞

（自　日）
（至　日）

2012 年 月分9

摘要

使用せず

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

42.1㎞

園内保安

13日 64時間

1時間30分

0㎞

0㎞ 0時間0日
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10 月 1 日
10 月 31 日

11 月 1 日
11 月 30 日

68時間45分

146時間

使用せず

15時間30分

141㎞送迎

堆肥

761㎞

18日

26日園内保安

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青) 70時間50分

346㎞

多摩34と88-28

園内作業多摩100す16-74 4日

スタッフ送迎 738㎞

5時間40分

30日

ミニキャブ軽ダンプ

236㎞

421㎞ 20日 99時間27分

多摩800す94-95 13日

園内作業

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

園内灌水 77時間30分

37㎞

小型船舶

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード

三菱塵芥車

（至　日）

3日路面清掃多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

落葉清掃

ゴミ回収

137㎞

86㎞

6時間

多摩41さ43-01

―

多摩400そ61-67

36時間18日

28日53.6㎞

10日

多摩41う79-34

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

110㎞クラウンバン 多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

9日 8時間10分

主な修理箇所
及び取替部品

名

園内

主な作業内容

稼働状況

2012 年 月分10

維持修理費

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

摘要

送迎

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

33時間30分

ゴミ回収

23日

11時間

676㎞

28日

6日

18日 135時間30分

72時間

137㎞

64時間25分

園内灌水

多摩41さ43-01

路面清掃

落葉清掃

28㎞

―

多摩400そ61-67

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

小型船舶

サクシード

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

スタッフ送迎

650㎞ 30日

維持修理費

16日

主な修理箇所
及び取替部品

名

稼働状況

運行日数/日

34時間10分

多摩34と88-28

多摩46つ19-06

19時間15分

267㎞

スタッフ送迎

0㎞

0㎞

35㎞

88㎞

2日

0日

15日351㎞

17日

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

ハイエース(青)

クラウンバン

多摩100す16-74 0時間イスズトラック（ユニック付）

園内作業多摩41う79-34

園内作業

74時間55分

（自　日）
（至　日）

2012 年 月分11

摘要

運転時間

使用せず

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

56.7㎞堆肥

園内保安

0日 0時間

1時間
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12 月 1 日
12 月 30 日

1 月 2 日
1 月 31 日

使用せず

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

58.5㎞堆肥･除雪

園内保安

2日 6時間

2時間30分

（自　日）
（至　日）

2013 年 月分1

摘要

園内作業多摩41う79-34

5日 20時間30分

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

ハイエース(青)

クラウンバン

多摩100す16-74

1日

イスズトラック（ユニック付）

9時間20分

123㎞

49㎞

112㎞

15㎞

122㎞ 14日

多摩34と88-28

多摩46つ19-06

50時間50分

66㎞

スタッフ送迎

スタッフ送迎

555㎞ 30日

維持修理費

6日

主な修理箇所
及び取替部品

名

稼働状況

運行日数/日 運転時間

多摩100さ13-68

小型船舶

サクシード

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

園内散水

多摩41さ43-01

路面清掃

落葉清掃

―

多摩400そ61-67

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

園内作業

8時間19日288㎞

17㎞

83時間25日

3時間

896㎞

18日

2日

16日 120時間

17時間30分

送迎

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

27時間30分

ゴミ回収

2012 年 月分12

維持修理費

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

摘要
主な修理箇所
及び取替部品

名

スタッフ送迎

主な作業内容

稼働状況

クラウンバン 多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

22日 51時間40分

57時間30分

7時間

30日

79㎞ 5時間25分

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

323㎞

（至　日）

6日路面清掃多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

小型船舶

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード

多摩41さ43-01

―

多摩400そ61-67

多摩41う79-34

多摩800す94-95 1日

三菱塵芥車

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

28日

25日

61時間45分

ミニキャブ軽ダンプ

50㎞

401㎞ 19日 104時間園内作業

16日

スタッフ送迎 743㎞

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青) 69時間10分

325㎞

多摩34と88-28

園内作業多摩100す16-74

園内灌水

7日

153㎞

落葉清掃

ゴミ回収

227㎞

68㎞

送迎

堆肥

801㎞

20日

25日

50㎞

園内保安 79時間15分

147時間

使用せず

45分
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2 月 1 日
2 月 28 日

3 月 1 日
3 月 31 日

69時間45分

118時間

使用せず

14時間30分

118㎞送迎

堆肥･除雪作業

665㎞

16日

23日園内保安

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青) 27時間30分

0㎞

多摩34と88-28

多摩100す16-74 0日

スタッフ送迎 317㎞

0時間

22日

ミニキャブ軽ダンプ

0㎞

294㎞ 14日 49時間30分

多摩800す94-95 0日

園内作業

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

0時間

8㎞

小型船舶

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード

三菱塵芥車

（至　日）

1日路面清掃多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

落葉清掃

ゴミ回収

105㎞

70㎞

1時間

多摩41さ43-01

―

多摩400そ61-67

20時間11日

23日40.5㎞

8日

多摩41う79-34

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

233㎞クラウンバン 多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

16日 49時間

主な修理箇所
及び取替部品

名

園内作業

主な作業内容

稼働状況

2013 年 月分2

維持修理費

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

摘要

送迎

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

2時間20分

ゴミ回収

25日

8時間20分

854㎞

18日

5日

23日 185時間30分191㎞

84時間30分

園内灌水

多摩41さ43-01

路面清掃

落葉清掃

8㎞

―

多摩400そ61-67

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

小型船舶

サクシード

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

園内作業

444km 27日

維持修理費

26日

主な修理箇所
及び取替部品

名

稼働状況

運行日数/日

60時間40分

多摩34と88-28

多摩46つ19-06

47時間40分

403㎞

スタッフ送迎

27㎞

278㎞

106㎞

36㎞

1日

10日

14日162㎞

3日

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

ハイエース(青)

クラウンバン

多摩100す16-74 22時間イスズトラック（ユニック付）

園内作業多摩41う79-34

園内作業

37時間10分

（自　日）
（至　日）

2013 年 月分3

摘要

運転時間

使用せず

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

26.3㎞堆肥･除雪作業

園内保安

１日 １時間

1時間
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4 月 1 日
4 月 30 日

5 月 1 日
5 月 31 日

235㎞

0㎞ 0時間0日

27日

主な修理箇所
及び取替部品

名

使用せず

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

84㎞堆肥作業

保安警備

8日 17時間20分

0時間

（自　日）
（至　日）

2013 年 月分5

摘要維持修理費

多摩46つ19-06

多摩100す16-74

多摩41う79-34

イスズトラック（ユニック付） 10日 20時間

5日

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

ハイエース(青)

クラウンバン

多摩34と88-28

87時間30分17日391㎞

0㎞

65㎞

0日

77㎞

417㎞

送迎 30日

26日

落葉清掃

172㎞

稼働状況

運行日数/日 運転時間

79時間

48時間50分

小型船舶

サクシード

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

多摩41さ43-01

―

多摩400そ61-67

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

使用せず

園内作業

園内作業

園内作業

仮設トイレ給水

469㎞

84時間10分

9時間30分

797㎞

ゴミ回収

4日

5日

31日 258時間

41㎞

貸与車両の使用状況・維持管理状況

園内移動

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

18時間

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

2013 年 月分4

園内作業

主な作業内容

稼働状況

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

386㎞

摘要
主な修理箇所
及び取替部品

名
維持修理費

多摩800す94-95

イスズトラック（ユニック付）

クラウンバン 多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

21日 73時間

70時間20分

1日

【H25】

（至　日）

1日路面清掃

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

ミニキャブ軽ダンプ 多摩41う79-34

小型船舶

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード

21時間30分

5時間20分

232㎞

3時間30分

灌水作業

落葉清掃

1時間

18㎞

園内作業

8日

スタッフ送迎

多摩400そ61-67

ハイエース(青) 52時間50分

133㎞

多摩34と88-28

園内作業多摩100す16-74

三菱塵芥車

266㎞

ゴミ回収

7㎞

77㎞

2日

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

多摩41さ43-01

―

30日

26日

3日67㎞

508㎞ 29日

5㎞

9日

17日

園内移動

堆肥作業

809㎞

18時間

保安警備 91時間40分

246時間

使用せず
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6 月 1 日
6 月 30 日

7 月 1 日
7 月 31 日

使用せず

58時間

241時間30分

使用せず

30分

0時間

29日

20日保安警備

使用せず

1日

0日0㎞

1日

227㎞園内移動

565㎞

―

多摩400そ61-67

草刈

給油

21㎞

12㎞

多摩100す16-74

園内作業

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

多摩41さ43-01

429㎞

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青) 62時間

57㎞

多摩34と88-28

三菱塵芥車

園内作業ミニキャブ軽ダンプ

29㎞

323㎞ 19日 78時間多摩41う79-34

多摩800す94-95 3日

（至　日）

0日

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

小型船舶

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード

3時間30分

14時間50分

23日

0㎞ 0時間

1時間

3日

送迎

園内作業

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

308㎞クラウンバン 多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

19日 45時間

主な修理箇所
及び取替部品

名

園内作業

主な作業内容

稼働状況

2013 年 月分6

維持修理費

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

摘要

園内移動

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

6時間

ゴミ回収

23日

5時間

452㎞

2日

3日

30日 260時間

13時間

43時間20分

使用せず

園内作業

103時間30分19日356㎞

0㎞

園内作業

園内作業

多摩41さ43-01

ゴミ回収

多摩41う79-34

―

多摩400そ61-67

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

小型船舶

サクシード

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

640㎞ 26日

維持修理費

24日

主な修理箇所
及び取替部品

名

稼働状況

運行日数/日 運転時間

80時間

多摩34と88-28

多摩46つ19-06

119時間40分

496㎞

園内送迎

248㎞

20㎞

53㎞

0日

12日 42時間

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

ハイエース(青)

クラウンバン 園内移動

イスズトラック（ユニック付）

2日

多摩100す16-74

224㎞

（自　日）
（至　日）

2013 年 月分7

摘要

使用せず

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

72㎞枯草整理

園内保安

12日 37時間50分

0時間

272㎞
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8 月 1 日
8 月 31 日

9 月 1 日
9 月 30 日

使用せず

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

21.2㎞堆肥作業

保安警備

6日 10時間30分

10時間30分

（自　日）
（至　日）

2013 年 月分9

摘要

園内作業多摩41う79-34

5日 14時間30分

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

ハイエース(青)

クラウンバン

多摩100す16-74

5日

イスズトラック（ユニック付）

66時間30分

188㎞

43㎞

207㎞

109㎞

32㎞ 7日

多摩34と88-28

多摩46つ19-06

89時間10分

471㎞

園内作業

園内作業

628㎞ 23日

維持修理費

22日

主な修理箇所
及び取替部品

名

稼働状況

運行日数/日 運転時間

多摩100さ13-68

小型船舶

サクシード

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

灌水作業

多摩41さ43-01

落葉清掃

雑草回収

―

多摩400そ61-67

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

園内作業

102時間50分19日395㎞

46㎞

73時間29日

13時間40分

673㎞

8日

9日

23日 185時間30分

19時間30分

園内移動

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

14時間10分

ゴミ回収

2013 年 月分8

維持修理費

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

摘要
主な修理箇所
及び取替部品

名

取材対応等

主な作業内容

稼働状況

クラウンバン 多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

23日 77時間10分

6時間

71時間20分

23日

3㎞ 30分

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

479㎞

（至　日）

1日落葉清掃多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

小型船舶

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード

多摩41さ43-01

―

多摩400そ61-67

多摩41う79-34

多摩800す94-95 14日

三菱塵芥車

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

0日

11日

0分

ミニキャブ軽ダンプ

254㎞

399㎞ 25日 109時間40分園内作業

3日

園内作業 503㎞

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青) 72時間40分

55㎞

多摩34と88-28

園内イベント準備多摩100す16-74

灌水作業

2日

247㎞

ゴミ回収

0㎞

21㎞

園内作業

堆肥作製

677㎞

31日

28日

30時間20分27.5㎞

使用せず

保安警備 74時間40分

282時間

使用せず

6時間
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10 月 1 日
10 月 31 日

11 月 1 日
11 月 30 日

101時間20分

使用せず

ハイゼットカーゴ電気

イスズ散水車

930㎞ 30日 137時間20分

651㎞

園内作業

灌水作業

清掃作業

多摩100す16-74

多摩41う79-34

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

イスズトラック（ユニック付）

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩34と88-28

クラウンバン 多摩46つ19-06 26日

ハイエース(青) 園内作業

園内作業

園内作業

13日

13㎞

12㎞

6時間

93時間30分

37時間

10日

4日

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ

1時間1日

23時間30分

14日多摩100さ13-68

園内移動

落葉清掃

小型船舶

サクシード

49.3㎞

108㎞

ゴミ回収 131㎞

62㎞

多摩41さ43-01

501㎞ 14日 69時間30分

396㎞ 98時間40分

（自　日）
（至　日）

摘要
主な修理箇所
及び取替部品

名

稼働状況

運行日数/日 運転時間

維持修理費

20日

27日 87時間20分

40時間堆肥作業

多摩400そ61-67 742㎞

17日

保安業務

―

2013 年 月分10

維持修理費

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

摘要
主な修理箇所
及び取替部品

名

園内作業

主な作業内容

稼働状況

クラウンバン 多摩46つ19-06

（自　日）

提供施設等品名 提供施設番号等

29日 126時間10分

2013 年 月分11

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

31時間10分

30分

28日

32㎞ 5時間

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

634㎞

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

（至　日）

1日清掃作業多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

多摩41さ43-01

―

ミニキャブ軽ダンプ

小型船舶

トヨタダンプ

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

サクシード 多摩400そ61-67

多摩41う79-34

多摩800す94-95 1日

三菱塵芥車

イスズ散水車

イスズ路面清掃車

2日

18日45.7㎞

4時間30分

ミニキャブ軽ダンプ

1㎞

338㎞ 19日 77時間20分園内作業

12日

園内作業 870㎞

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青) 155時間40分

195㎞

多摩34と88-28

園内作業多摩100す16-74

灌水作業

13日

75㎞

落葉清掃

ゴミ回収

14㎞

98㎞

園内移動

堆肥作業

709㎞

10日

28日

40時間

保安業務 80時間20分

80時間30分

使用せず

24時間20分
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12 月 1 日
12 月 30 日

1 月 2 日
1 月 31 日

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

使用せず

（自　日）
（至　日）

使用せず

70時間30分

34時間30分

26日

45時間

11時間30分

12時間30分灌水作業 31㎞ 3日

多摩41う79-34

多摩800す94-95

12日225㎞園内作業

多摩34と88-28

48時間20分ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車

40時間30分

6日

車検回送 33㎞ 1日

18日

255㎞

745㎞

1時間

―

140時間20分園内作業

園内作業 34時間30分

46㎞

多摩100す16-74

多摩400そ61-67

堆肥作業

多摩41さ43-01

25日

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

452km

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

維持修理費

74時間40分クラウンバン 多摩46つ19-06 園内作業

提供施設等品名

（自　日）
（至　日）

主な修理箇所
及び取替部品

名
主な作業内容

稼働状況主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日

摘要

運転時間

18日

45.7㎞

44㎞ 6日

16日

ハイゼットカーゴ電気

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

イスズトラック（ユニック付）

ハイエース(青)

イスズ路面清掃車

提供施設番号等

206㎞ 12日

141㎞

保安業務

園内移動

落葉清掃

ゴミ回収

2014 年 月分1

堆肥作業

7日

21日

1日

1日

園内移動

落葉清掃

43.3㎞

0㎞

97㎞

ゴミ回収 85㎞

279㎞

39時間30分

56時間30分

19時間

小型船舶

サクシード

提供施設等品名 提供施設番号等

ハイエース(青)

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

多摩41さ43-01

イスズ路面清掃車

三菱塵芥車

トヨタダンプ 12日

小型船舶

サクシード

ミニキャブ軽ダンプ

イスズ散水車 灌水作業

車検回送

ハイゼットカーゴ電気

多摩100す16-74

三菱塵芥車

トヨタダンプ

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

イスズトラック（ユニック付）

多摩41う79-34

多摩34と88-28

クラウンバン 多摩46つ19-06

主な作業内容

稼働状況主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日 運転時間

維持修理費

26日 85時間30分

254㎞

摘要
主な修理箇所
及び取替部品

名

18日

園内作業

園内作業

179㎞ 13日

0日

24㎞

14㎞

園内作業

園内作業

476㎞

―

多摩400そ61-67 728㎞

16日

26日保安業務

使用せず

30時間

56時間20分

78時間40分

4時間

2時間

2013 年 月分12

21時間30分

0時間
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2 月 1 日
2 月 28 日

3 月 1 日
3 月 31 日

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

2014 年 3 月分
（自　日）
（至　日）

イスズトラック（ユニック付） 多摩100す16-74 園内作業 474ｋｍ 20日 60時間

58時間

ハイエース(青) 多摩34と88-28 園内作業 514km 26日 94時間

クラウンバン 多摩46つ19-06 取材対応 358km 20日

園内作業 488km 26日 97時間

イスズ散水車 多摩800す94-95 園内作業 38km 1日 5時間

三菱塵芥車 多摩800せ8-89 ゴミ回収 138km 15日 34時間

イスズ路面清掃車 多摩88せ92-58 路面清掃 41km 5日 9時間

コマツ小型建設機械
(ペイローダー)

― 堆肥作業 7.4km 5日 4時間

ハイゼットカーゴ電気 多摩41さ43-01 トイレ清掃 25km 4日 12時間

トヨタダンプ 多摩100さ13-68 ゴミ回収 184km 29日 65時間30分

使用せず小型船舶

サクシード 多摩400そ61-67 園内保安 774km 28日 81時間50分

主な修理箇所
及び取替部品

名
摘要

運行日数/日 運転時間

提供施設等品名 提供施設番号等 主な作業内容

主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞

稼働状況

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書

使用せず

1時間50分

16時間30分

94時間

使用せず

108時間

11時間30分

8日

2日

17日

23日

7時間30分

車検回送

799㎞

71㎞

0㎞ 0時間0日

6日

3日

―

多摩400そ61-67

ゴミ回収 75㎞

8㎞

維持修理費

堆肥作業
コマツ小型建設機械

(ペイローダー)

保安業務

小型船舶

サクシード

114.5㎞

ハイゼットカーゴ電気

多摩100す16-74

多摩41う79-34

イスズトラック（ユニック付）

多摩800す94-95

多摩88せ92-58

多摩800せ8-89

多摩100さ13-68

多摩41さ43-01

ミニキャブ軽ダンプ

主な修理箇所
及び取替部品

名
主な作業内容

稼働状況主な作業の
作業量

(走行キロ数)/
㎞ 運行日数/日

（自　日）
（至　日）

2014 年 月分2

摘要

運転時間

維持修理費

230㎞ 44時間20分園内作業 14日クラウンバン 多摩46つ19-06

提供施設等品名 提供施設番号等

87時間10分園内作業 680㎞ 24日ハイエース(青)

イスズ路面清掃車

多摩34と88-28

16日

園内作業

503㎞

0時間

園内作業

イスズ散水車

落葉清掃三菱塵芥車

トヨタダンプ

0㎞ 0日

51時間10分

灌水作業

ミニキャブ軽ダンプ 多摩41う79-34

使用せず

園内移動

24㎞

別紙　403



 

園内施設利用状況 

 

■うんどう広場利用件数 

（単位：件数） 

月 H24 H25 

4 月 20 18 

5 月 19 17 

6 月 12 12 

7 月 15 10 

8 月 16 20 

9 月 16 12 

10 月 16 21 

11 月 9 13 

12 月 10 16 

1 月 10 10 

2 月 10 13 

3 月 16 24 

計 169 186 

 

 

■ペット持ち込み数 

（単位：頭） 

月 H23 H24 H25 

4 月 11,296 11,884 10,071 

5 月 7,993 8,168 8,724 

6 月 3,735 4,833 4,273 

7 月 2,129 2,976 2,140 

8 月 2,101 1,921 1,830 

9 月 5,071 3,172 4,589 

10 月 11,385 10,416 6,646 

11 月 11,059 8,611 9,401 

12 月 6,386 5,777 5,738 

1 月 4,386 5,185 5,206 

2 月 4,018 5,082 2,216 

3 月 4,876 7,762 5,152 

計 74,435 75,787 65,986 

 

 

別紙２６
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■花みどり文化センター利用者数 

（単位：人） 

 H23 H24 H25 

4 月 21,817 25,863 28,614 

5 月 16,286 18,623 37,621 

6 月 12,226 13,645 19,750 

7 月 9,767 10,527 11,633 

8 月 9,700 7,956 27,056 

9 月 13,479 11,855 20,334 

10 月 25,713 33,404 46,600 

11 月 34,254 19,177 55,734 

12 月 10,326 8,925 19,401 

1 月 8,862 9,292 14,580 

2 月 9,942 11,590 9,886 

3 月 14,785 18,728 30,363 

合計 187,157 189,585 321,572 

 

 

■ 花みどり文化センター利用状況 

【H23】 

 （単位：日数） 

ギャラリー１ギャラリー２ギャラリー３ギャラリー４ギャラリー５ 講義室a 講義室ｂ 研修室 テラス1 テラス2 テラス3

4月 0 0 2 0 0 7 0 4 0 0 0

5月 2 2 2 0 0 10 2 9 0 2 2

6月 8 5 5 0 0 9 0 10 0 0 0

7月 0 0 0 0 0 10 0 8 0 0 0

8月 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0

9月 10 2 0 0 0 10 5 11 0 2 0

10月 0 0 0 0 0 7 3 5 0 2 0

11月 3 14 4 2 1 15 6 15 0 5 5

12月 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0

1月 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0

2月 7 7 4 4 4 12 0 13 0 1 0

3月 4 4 3 8 8 10 0 13 0 0 0

計 34 34 20 14 13 114 16 113 0 12 7

貸出日数
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【H24】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H25】 

ギャラリー１ ギャラリー２ ギャラリー３ ギャラリー４ ギャラリー５ 講義室 研修室 テラス１ テラス２ テラス３ ゆめひろば

４月 29 29 30 24 24 13 14 2 3 2 3

５月 20 28 15 14 14 12 14 0 1 0 14

６月 29 21 16 30 30 13 12 0 2 1 5

７月 31 30 31 22 22 11 14 0 2 0 0

８月 31 27 29 24 24 10 12 0 0 0 0

９月 22 30 18 20 21 14 17 3 11 10 6

１０月 30 30 30 30 30 29 28 26 30 30 26

１１月 14 25 24 25 25 17 20 2 3 0 4

１２月 18 13 30 14 14 11 14 0 1 0 0

１月 29 28 30 17 17 11 11 0 0 0 0

２月 15 22 26 18 18 15 12 0 0 0 0

３月 31 15 22 31 31 20 18 0 2 0 2

計 299 298 301 269 270 176 186 33 55 43 60

貸出日数

ギャラリー１ ギャラリー２ ギャラリー３ ギャラリー４ ギャラリー５ 講義室 研修室 テラス１ テラス２ テラス３ ゆめひろば

４月 29 29 28 28 28 16 25 0 0 0 26

５月 30 26 26 28 28 14 20 0 2 0 18

６月 30 30 26 30 30 15 23 0 0 0 8

７月 30 29 31 19 22 17 20 0 1 0 1

８月 26 30 27 27 27 14 14 8 8 8 18

９月 22 29 30 30 30 18 24 0 0 0 0

１０月 20 20 25 28 28 27 28 5 6 5 10

１１月 16 24 10 19 24 22 26 2 0 0 8

１２月 28 28 27 27 27 16 22 1 0 0 4

１月 30 29 18 24 24 11 17 0 0 0 0

２月 25 21 25 25 25 12 18 0 2 0 0

３月 27 26 31 29 10 17 24 0 1 0 3

計 313 321 304 314 303 199 261 16 20 13 96

貸出日数
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■歓楓亭利用者数 

 

年度 件数 人数 

H24 24 395 

H25 21 424 
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危機管理対応実績＜事故対応＞

平成23年度　事故対応

＜事故＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2011/4/24 14:35 事故 友人のバットが当たり左上眼瞼裂傷 みんなの原っぱ お客様 19 男

2011/4/29 11:58 事故 公園に来る途中に自転車で転倒 砂川口駐車場前歩道 お客様 9 男

2011/4/29 12:00 事故
持ち込み自転車で2人乗りをして、左足を後輪に
巻き込まれてアキレス腱部分を切った。

砂川口から50m程度先
のサイクルコース内

お客様 13 女

2011/4/29 12:50 事故
虹のハンモックで遊んでいて左ひじを捻挫の疑
い

こどもの森　虹のハン
モック

お客様 6 男

2011/5/2 11:40 事故
こどもの森ふわふわドームで寝転んでいて左肘
を捻った

こどもの森ふわふわ
ドーム上

お客様 9 男

2011/5/3 14:50 事故
こどもの森の森のとりでで遊んでいて足を踏み
外し、鉄のバーで後頭部打撲。大事をとって災害
医療センターへ搬送。

こどもの森もりのとりで お客様 3 女

2011/5/3 17:15 事故
雨で滑りやすくなっていた木道で走り回っていて
転倒。後頭部打撲、左前腕部骨折の疑い。

こどもの森木道 お客様 14 男

2011/5/4 11:00 事故 左足骨折の疑い及び右足捻挫 こどもの森霧の森 お客様 29 男

2011/5/5 13:00 事故 お客様同士の衝突により左前額部打撲
みんなの原っぱ中央付
近

お客様 41 女

2011/5/8 18:27 事故 右手首骨折の疑い サイクリングロード お客様 9 男

2011/5/16 11:45 事故 右腕骨折の疑い みんなの原っぱ お客様 5 男

2011/5/17 13:25 事故 額を強打し切傷 バーベキューガーデン お客様 12 男

2011/5/22 13:20 事故 左足首骨折の疑い こどもの森 お客様 19 男

2011/6/5 16:10 事故
子供が投げたボールがバトミントンをしていた女
性の後頭部に当たる

ゆめひろば お客様 30

2011/7/10 15:12 事故 右足首を捻って骨折の疑い みんなの原っぱ お客様 42 男

2011/7/18 8:10 事故 右腕負傷 事務所庁舎入口
管理センタース
タッフ

68 男

2011/7/23 17:30 事故 酒に酔って転倒し、肩・腕・足の裏を切傷。 昭島口ゲート前 お客様 33 男

2011/8/2 16:22 事故 飲食後走って転倒切開傷 バーベキューガーデン お客様 28 女

2011/8/10 11:54 事故
レストラン脇に設置されている仕切りのパイプに
躓き転倒、捻挫・骨折の可能性があり

渓流レストランテラス お客様 59 女

2011/8/23 16:30 事故 右太股の裂傷 バーベキュー広場
管理センタース
タッフ

61 男

2011/9/17 10:50 事故
持込自転車でサイクリングコースを走行中ス
ピードを出しすぎバランスを崩して転倒する

サイクリングコース お客様 56 男

2011/9/18 13:30 事故 滑り台にて顎を裂傷 こどもの森 お客様 3 男

2011/9/18 17:25 事故 アスレチックから落ちて右ホッペタを打撲 こどもの森 お客様 8 男

2011/10/10 12:30 事故 石に躓き転倒
渓流レストラン前遊歩
道

2011/10/15 10:45 事故 箱根駅伝予選会の走行中、転倒 砂川ＧＢ手前一般道路 21 男

2011/10/17 16:50 事故 転倒右手首裂傷 ひびき橋 お客様 77 男

2011/10/26 14:00 事故 貸自転車で出発する際に転倒し負傷
西立川口サイクルセン
ター

お客様 74 女

2011/10/30 15:45 事故
持ち込み自転車の８２才女性がサイクルロードで
転倒左足首を捻挫

昭島口付近のサイクル
ロード

お客様 82 女

2011/11/7 14:32 事故
園路端に座り込んでいる女性をパトロールスタッ
フが発見

日本庭園前道路 70 女

2011/11/14 14:30 事故
サイクルロードの横断歩道を渡っていた老女に
二人乗りのタンデムが衝突

原っぱ南サイクルロード
横断歩道

お客様 72 女

2011/11/15 12:08 事故 駐車場で男性が躓き転倒 立川駐車場 お客様 男

2011/11/16 13:50 事故 三歳の男児が歩行中転倒し額を切傷 ふれあい橋 お客様 3 男

2011/11/23 11:30 事故 右肩脱臼 フットサルコート お客様 33 男

2011/11/23 11:55 事故 転倒して腰を強く打つ 日本庭園 お客様 65 女

別紙２７
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2011/11/27 15:05 事故 2歳児ジャンプ時門歯で舌中央部を切傷 花みどり文化センター お客様 2 男

2011/12/4 16:20 事故 転倒時に右手首を捻る トンボの湿地付近 お客様 60 男

2011/12/16 16:00 事故 背中から腰を打撲 うんどう広場 お客様 15 男

2012/1/7 15:42 事故 家族でサイクリング中接触転倒
渓流レストラン裏サイク
ルロード

お客様 65 女

2012/1/9 11:30 事故 こもれびの里スタッフがお客様の犬に噛まれる こもれびの里 請負業者スタッフ 女

2012/1/19 13:10 事故 バルサの飛行機が後頭部へ当たり倒れる みんなの原っぱ お客様 64 男

2012/2/8 13:30 事故
みんなの原っぱ（わんぱく遊具）フワフワドームで
バク転をした際腰を強打し動けなくなった。

みんなの原っぱわんぱ
く遊具（フワフワドーム）

お客様 16 男

2012/2/12 16:10 事故 キックボードで転倒、頭を打つ ひびき橋 お客様 5 男

2012/2/12 16:10 事故 キックボードで転倒、頭を打つ ひびき橋 お客様 5 男

2012/3/4 12:04 事故
第三サークル付近の土壌斜面で転倒し救急車を
要請。

第3サークル付近 お客様 70

2012/3/26 14:24 事故 サイクルロードで歩行者とサイクルの接触事故
ふれあい橋下第一サー
クルに寄ったサイクル
ロード

お客様 73 女

＜車両事故＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2011/4/10 15:05 車両事故 お客様同士の車両接触事故 立川口駐車場（Ａ-2列）

2011/6/4 12:15 車両事故 お客様同士の車両接触事故 西立川口駐車場

2012/3/10 9:12 車両事故 記念館口ロータリーにて搬入車同士の事故 記念館口のロータリー 請負業者スタッフ 34 男

＜病気＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2011/4/30 17:00
病気（既往症
悪化）

持病の狭心症悪化の疑い 立川口ゲート前ベンチ お客様 81 男

2011/5/26 10:55
病気（既往症
悪化）

意識不明
昭和天皇記念館事務所
内

その他 54 男

2011/10/10 17:00
病気（既往症
悪化）

糖尿病による低血糖 こもれびの休憩所前 お客様 65 男

2011/11/5 10:25
病気（既往症
悪化）

持病の高血圧 ゆめひろば
持込イベント等ス
タッフ

75 女

2011/4/14 15:50
病気（急性症
状）

急性アルコール中毒の疑い バーベキューガーデン お客様 30 男

2011/4/14 15:50
病気（急性症
状）

急性アルコール中毒の疑い バーベキューガーデン お客様 44 男

2011/5/6 12:50
病気（急性症
状）

高血圧による体調不良の疑い バーベキューガーデン お客様 80 男

2011/7/6 11:30
病気（急性症
状）

ひきつけを起こす 原っぱ付近 お客様 11

2011/7/10 10:04
病気（急性症
状）

アルバイト研修中にゲートにて倒れ、顎を切る 西立川ゲート

2011/7/18 16:50
病気（急性症
状）

バーベキューガーデンにて多量に飲酒し泥酔状
態

バーベキューガーデン お客様 37 女

2011/7/23 10:22
病気（急性症
状）

意識はあるが血圧が低く、具合が悪い。
園内（レインボープー
ル）

お客様 50 男

2011/8/7 13:14
病気（急性症
状）

プールにて熱中症となる プール お客様 46 女

2011/8/7 15:00
病気（急性症
状）

熱中症の疑い レインボープル お客様 35 女

2011/8/14 13:25
病気（急性症
状）

バーベキューバーデンで熱中症の疑い バーベキューガーデン お客様 26

2011/8/21 15:20
病気（急性症
状）

バーベキューガーデンにて飲酒し泥酔状態 バーベキューガーデン お客様 20 男

2011/9/4 14:04
病気（急性症
状）

バーべキューガーデンで食後嘔吐 もみじ橋近くのベンチ

2011/9/11 14:30
病気（急性症
状）

飲食後急に意識を失い倒れる。 渓流広場レストラン お客様 71 男

2011/9/25 15:25
病気（急性症
状）

歩行中に突然足がふらつき倒れる
砂川サイクルセンター
前

お客様 46 男
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2011/9/27 15:30
病気（急性症
状）

嘔吐・しびれ・全身蕁麻疹（アレルギー症状）・転
げまわるような腹痛

バーベキューガーデン お客様 21 女

2011/11/19 13:20
病気（急性症
状）

バーベキューガーデンにて飲酒後めまいや吐き
気を訴える

バーベキューガ-デン お客様 71 男

2012/1/9 12:00
病気（急性症
状）

具合が悪くなったお客様のご家族が救急車を要
請

こどもの森フアフアドー
ム付近

お客様 38 男

2012/3/4 11:58
病気（急性症
状）

マラソン中気分が悪くなる
渓流レストラン北側東
屋

21 男

＜事件＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2011/6/6 14:15 事件 恐喝
こどもの森ふわふわ
ドーム

2011/6/19 11:00 事件 恐喝
こどもの森虹のハンモッ
ク付近

2011/7/10 13:45 事件 ロッカー荒らし レインボープール

2011/7/23 17:20 事件
酔っ払いが園内で寝転び、巡回が声かけたとこ
ろ暴力をふるった。

昭島口ゲート

2011/8/4 9:40 事件
レインボープール場内置いておいたバッグの中
から現金が盗まれる

レインボープール

2011/8/4 10:30 事件
更衣室のロッカーにお金を投入せずに利用し、
所持品を盗難される

レインボープール

2011/8/4 10:00 事件
遊泳中にプール場内へ財布の入ったバッグを置
いておいたら財布や現金を盗難される

レインボープール

2011/8/6 15:05 事件 運転席ガラスを割る車上荒らし 立川駐車場

2011/8/11 12:08 事件 プールサイドの置き引き レインボープール

2011/8/16 15:00 事件
レインボープールにてロッカーの鍵を紛失し、
ロッカーへ収納しておいた財布等が盗難される

レインボープール

2011/8/23 15:00 事件 財布を盗難される レインボープール

2011/8/28 16:40 事件 ロッカー鍵紛失により現金等盗難 プール女子ロッカー

2011/8/30 13:40 事件 財布を盗難される（置き引き） レインボープール

2011/9/4 14:10 事件 ちかん行為 レインボープール

2011/10/2 15:10 事件 財布の中身を抜き取られる バーベキューガーデン

2011/10/9 12:00 事件 置き引き こどもの森北側緑地

2011/10/19 10:50 事件 公衆電話の料金収納容器を盗難される
あけぼの口総合案内所
横

2011/11/10 9:31 事件
自動販売機荒らし（器物破損のみで現金被害な
し）

原っぱ中央売店横と
原っぱ南売店横の自販
機置き場

2011/11/11 10:30 事件 自動販売機荒らし
うんどう広場自販機置
き場

2011/11/13 16:25 事件 78歳男性が中学生を蹴り、警察へ通報 こどもの森周辺 お客様 13 男

2011/11/14 16:10 事件
取引業者のワンボックスカーサンルーフ部分の
盗難

西立川ガードマンボック
ス前駐車場

2011/12/17 15:25 事件 不審火
こどもの森とサイクリン
グロード脇の芝生

2011/12/18 16:30 事件 不審火
こどもの森虹のハンモッ
ク

2011/12/25 21:45 事件
前後ナンバープレートがはずされた自動車1台の
放置

立川口駐車場

2012/1/6 4:10 事件 自動販売機あらし
花木園売店、原っぱ南
売店

その他

＜その他＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2011/4/2 17:00 その他 口げんかの腹いせに通報
こどもの森ふわふわ
ドーム

2011/4/10 11:45 その他 8歳の女の子が大型犬に左上腕部をかまれ軽傷 ドッグラン お客様 8 女

2011/5/1 16:04 その他
大学生男女５人組が見知らぬ男５人組にからま
れ110番通報

うんどう広場付近のサ
イクルコース上

2011/7/16 17:30 その他 酔っ払いが園内で寝転び、退園を拒否。 ふれあい橋

2011/7/24 15:32 その他
グループでバーベキューガーデンで飲食後気分
が悪くなる

バーベキューガーデン お客様 19

2011/8/15 13:00 その他
具合が悪くなり、休憩をしていたが容態がよくな
らないため救急車要請

バーベーキューガーデ
ン

お客様 54 男

2011/9/6 11:29 その他 右手首骨折の疑い トンボの湿地 お客様 71 女

2011/10/18 14:00 その他 飲食後に嘔吐 原っぱ西花畑 34
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2011/11/12 9:26 その他 利用者同士のケンカ みどり橋南の草むら

2011/11/13 16:00 その他 バーべキューガーデン（泥酔） バーベキューガーデン

2011/11/26 14:00 その他 呼吸が苦しい プール大屋根の下 お客様 86 女

2011/12/18 16:37 その他
巡回車がエアガンのようなもので後部ガラスを割
られる

バーベキューガーデン
と残堀川の間の狭い道
路

2012/3/4 11:45 その他 単純性股関節炎のため救急車要請
ハーフマラソンコース19
ｋ地点（リサイクルセン
ター付近）

お客様 29 男
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平成24年度　事故対応

＜事故＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2012/4/2 11:25 事故
虹のハンモックで周囲の子ども達が飛び跳ねた
反動で飛び上がり転倒。ひじを強打。

こどもの森虹のハンモッ
ク

お客様 5 女

2012/4/29 16:20 事故 段差に躓き転倒し骨折。 もみじ橋 お客様 71 女

2012/5/5 16:52 事故 遊具から転落し、意識を失う。 わんぱくゆうぐ お客様 11 男

2012/5/13 17:00 事故
サッカーボールの上に乗ってしまい、転倒して負
傷。

みんなの原っぱ お客様 12 男

2012/5/19 14:50 事故 段差で転倒。 水あそび広場 お客様 5 男

2012/5/21 13:25 事故 サイクリングコース上で転倒。 サイクリングコース お客様 82 男

2012/6/4 11:00 事故 サイクリングコース上で接触。 サイクリングコース お客様 3 女

2012/7/30 14:50 事故 たばこの投げ捨てによる出火。 昭島口管理棟 お客様

2012/8/28 15:10 事故 BBQガーデンで転倒。 BBQガーデン お客様 28 男

2012/8/31 16:00 事故 サイクリングコースで接触。 サイクリングコース お客様 3 男

2012/10/3 12:45 事故 ベンチで休憩中に枝が落下し負傷。 中央管理棟脇ベンチ お客様 64 女

2012/10/5 10:45 事故 階段を踏み外し負傷。 プール前階段 お客様 65 女

2012/10/5 13:25 事故 サイクルで危険運転により負傷。 サイクリングコース お客様 11 女

2012/10/18 14:10 事故 業務中に木の枝を顔面にぶつけ負傷。 みんなの原っぱ 巡回スタッフ 63 男

2012/10/20 13:20 事故 石段ですべり負傷。 こもれびの丘 お客様 60 男

2012/10/26 13:25 事故 業務に荷台から落ちて負傷。 リサイクルセンター 清掃スタッフ 69 男

2012/11/2 12:50 事故 フットサル中に負傷。 フットサルコート お客様 20 男

2012/11/3 15:25 事故 サイクル中に植え込みに突っ込む。 サイクリングコース お客様 40 男

2012/11/7 14:45 事故 ふれあいレストラン前で転倒。 ふれあいレストラン お客様 77 男

2012/11/9 12:15 事故 ふわふわドームで着地に失敗し負傷。 ふわふわドーム お客様 12 男

2012/11/25 12:40 事故 男児を抱え歩行中に転倒。 立川口駐車場 お客様 3 男

2012/12/8 9:10 事故 転倒しているのを警備員が発見。 そよぎの丘 お客様 74 男

2012/12/22 20:45 事故 ベビーカーに指を挟む。 ふれあい広場 お客様 2 男

2013/2/7 11:15 事故 マラソン大会中に転倒し、頭を打つ。 園路 お客様 16 女

2013/2/16 11:10 事故 サッカー中に接触し転倒。 うんどう広場 お客様 36 男

2012/3/3 12:00 事故 マラソン大会中に転倒し、負傷。 園路 お客様 11 男

2013/3/26 11:25 事故 歩行中に落ち葉に滑って転倒。 こどもの森 お客様 9 男

＜車両事故>

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2012/5/20 12:35 車両事故 バック時にポールにぶつけ破損。 残堀川沿いフェンス

2012/7/22 11:00 車両事故 当て逃げ。 西立川口駐車場

2012/7/28 19:45 車両事故 バック時にポールにぶつけ破損。 中央売店横照明灯

2012/11/29 14:25 車両事故 当て逃げ。 立川口駐車場

2012/12/4 16:50 車両事故 送迎時に事務所玄関ブロックに接触し破損。 事務所
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＜病気＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2012/4/9 16:15
病気
（急性症状）

足の痙攣で歩行不可能。 渓流広場 お客様 63 男

2012/4/28 18:00
病気
（急性症状）

トランポリン中に気持ちが悪くなった。 こどもの森　雲の海 お客様 13 男

2012/5/16 16:00
病気
（急性症状）

腹痛と嘔吐。 立川口 お客様 58 女

2012/6/3 12:55
病気
（急性症状）

腹痛と体調の悪化。 BBQガーデン お客様 3 女

2012/6/24 11:50
病気
（急性症状）

熱中症と思われる症状。 花みどり文化センター お客様 1 男

2012/10/20 11:50
病気
（急性症状）

予選会見学中、急に気分が悪くなる。 ふれあい広場裏 お客様 67 女

2012/10/21 13:00
病気
（急性症状）

突然失神して倒れる。 もみじ橋 お客様 70 女

2012/11/5 13:55
病気
（急性症状）

熱痙攣を起こす。 花の丘 お客様 2 女

2012/11/7 11:00
病気
（急性症状）

マラソン大会終了後に痙攣。 みんなの原っぱ お客様 14 女

2012/12/8 12:00
病気
（急性症状）

急に胃痛と吐き気を催す。 西立川口ゲート お客様 22 女

2012/12/23 12:40
病気
（急性症状）

突然気分が悪くなる。 昭和天皇記念館 お客様 9 男

2013/2/18 11:50
病気
（急性症状）

マラソン大会終了後に過呼吸。 みんなの原っぱ お客様 16 女

2013/3/30 14:00
病気
（急性症状）

動悸・息切れ・悪寒が休息しても回復せず。 中央救護室 お客様 70 女

＜事件＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2012/6/17 12:40 いたずら電話 こどもの森で火事があったという虚偽通報。

2012/7/16 11:40 盗難 荷物を２時間放置していたところ盗難にあう。 レインボープール お客様 40 男

2012/8/2 10:50 盗難
ロッカーに鍵をつけたままにしたところ盗難にあ
う。

レインボープール お客様 12 男

2012/10/25 12:30 器物損壊 ドラゴンの砂山のガラスが何者かに割られる。 ドラゴンの砂山

2012/10/27 12:40 喧嘩 お客様同士が口論。 ゆめひろば お客様

2012/11/19 14:40 不法侵入 立ち入り禁止柵内に侵入した。 プール裏倉庫 お客様 72 男

2012/11/20 9:30 首つり 首つり死体が発見される。事件性は無し。 花の丘 お客様 52 男

2013/2/3 15:00 器物損壊 外柵を壊して園内侵入。 管理用道路

2013/2/10 14:00 器物損壊 車のドアの鍵が壊される。 立川口駐車場 お客様 37 男

＜その他>

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2012/4/4 16:08 その他 泥酔による救急車搬送 みんなの原っぱ お客様 21 男

2012/4/14 15:00 その他 泥酔による救急車搬送 BBQガーデン お客様 56 男

2012/6/8 9:00 その他 特別手配被疑者一斉捜索による警察官巡視

2012/12/25 16:00 その他 家族と口論したあと、行方が分からなくなる。 立川口ゲート お客様 74 男

2013/3/14 10:40 その他 薬を飲み噴水に入り自殺を試みる。 立川口ゲート お客様 男
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平成25年度　事故対応

＜事故＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2013/4/28 16:30 事故 サイクル中に転倒し負傷。 サイクリングコース お客様 44 男

2013/5/4 16:10 事故 サイクル中に転倒し負傷。 サイクリングコース お客様 51 男

2013/6/1 13:10 事故 段差を踏み外し負傷。 立川無料区 お客様 3 男

2013/6/1 17:15 事故 サイクル中に転倒し負傷。 サイクリングコース お客様 6 男

2013/6/9 12:00 事故 遊具から転落し負傷。 わんぱくゆうぐ お客様 4 女

2013/7/30 13:20 事故 作業中にパネルが倒れてきて負傷。 花木園展示棟 ボランティア 70 男

2013/8/4 16:45 事故 遊んでいたところ転倒し負傷。 水鳥の池駐輪場 お客様 4 男

2013/8/26 11:20 事故 フットサル中に転倒し負傷。 フットサルコート お客様 15 男

2013/9/7 16:00 事故 サイクル中に転倒し負傷。 サイクリングコース お客様 60 男

2013/9/14 14:40 事故 障害児童が接触し負傷。 花木園前 お客様 2 男

2013/10/13 0:00 事故 こどもがストライダーで追突し負傷。 こもれびの家前 お客様 56 女

2013/10/14 14:30 事故
禁止されている瓶を持ち込み、割ってしまい負
傷。

BBQガーデン お客様 34 男

2013/11/6 14:30 事故 サイクル中に転倒し負傷。 サイクリングコース お客様 60 女

2014/1/29 11:20 事故 マラソン大会中の生徒が負傷。 みんなの原っぱ お客様 15 男

2014/2/2 16:05 事故 帰り道で転倒し負傷。 西立川ゲート お客様 2 女

2014/3/23 13:30 事故 酔いが回り転倒し負傷。 みんなの原っぱ お客様 47 男

2014/3/27 16:10 事故 階段で転倒し負傷。 さざなみ広場 お客様 64 女

2014/3/28 16:50 事故 ボール遊び中に左肩を打ち付け負傷。 みんなの原っぱ お客様 23 男

＜車両事故＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2013/5/5 9:15 車両事故 駐車時にブレーキを踏み間違え追突。 砂川口駐車場 お客様 60 女

2013/6/1 14:20 車両事故 バック時に追突。 立川口駐車場 お客様 女

2013/8/11 13:30 車両事故 当て逃げ。 立川口駐車場 お客様 43 男

2013/10/10 14:30 車両事故 当て逃げ。 立川口駐車場 お客様 73 男

2013/10/14 14:00 車両事故 ポールに追突。 立川口駐車場 お客様 37 男

2013/10/14 17:10 車両事故 ポールに追突。 立川口駐車場 お客様 35 男

2013/11/23 12:25 車両事故 バック時に追突。 西立川口駐車場 お客様 83 男
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＜病気＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2013/4/27 15:30
病気
（急性症状）

痙攣を起こし、高熱を発する。 渓流広場 お客様 2 女

2013/5/4 15:30
病気
（急性症状）

喘息の発作が発生。 こもれびの家前 お客様 30 女

2013/5/26 14:30
病気
（急性症状）

突然体調が悪くなり嘔吐。 日本庭園 お客様 75 女

2013/5/29 10:45
病気
（急性症状）

ふらふらになり立ち上がれなくなる。 サイクリングコース お客様 67 男

2013/7/21 16:05
病気
（急性症状）

胃痙攣が発生し動けなくなる。 みんなの原っぱ お客様 32 女

2013/7/23 13:25
病気
（急性症状）

熱中症と思われる症状。 レインボープール お客様 19 男

2013/7/27 17:40
病気
（急性症状）

熱中症と思われる症状。 ふれあい広場 お客様 60 男

2013/8/10 18:35
病気
（急性症状）

泥酔と熱中症による嘔吐。 BBQガーデン お客様 25 女

2013/8/12 17:20
病気
（急性症状）

過呼吸状態になる。 プール入口 お客様 31 女

2013/8/31 12:30
病気
（急性症状）

熱中症と思われる症状。 うんどう広場 お客様 25 男

2013/9/1 13:00
病気
（急性症状）

熱中症と思われる症状。 こもれびの里駐輪場 お客様 76 男

2013/9/11 14:00
病気
（急性症状）

泡を吹いて倒れる。（救急隊員判断により搬送な
し）

総合案内所前 お客様 46 男

2013/9/21 14:20
病気
（急性症状）

熱中症と思われる症状。 こもれびの里駐輪場 お客様 1 女

2013/10/13 14:20
病気
（急性症状）

突然体調が悪くなる。 立川口ゲート お客様 81 女

2013/11/2 16:30
病気
（急性症状）

左半身に違和感。過去に脳梗塞を発症。 プール入口 お客様 39 女

2013/11/10 11:00
病気
（急性症状）

下腹部の痛み。脱腸の疑い。 みんなの原っぱ お客様 24 男

2013/11/15 13:20
病気
（急性症状）

飲酒のあと、意識が無くなり急に倒れる。 BBQガーデン お客様 65 男

2013/11/22 13:35
病気
（急性症状）

意識が無く倒れているのを発見。後に意識回
復。

こもれびの池 お客様 65 男

2013/11/30 17:00
病気
（急性症状）

胃痛。 立川口ゲート お客様 36 男

2013/12/3 12:00
病気
（急性症状）

急に体調を崩し、数回嘔吐。 日本庭園 お客様 77 女

2013/12/23 17:20
病気
（急性症状）

貧血になり、倒れ身体を強打。 カナール お客様 57 女

2014/1/13 15:20
病気
（急性症状）

ギックリ腰になり、動けない。 眺めのテラス お客様 37 女

2014/1/28 11:20
病気
（急性症状）

マラソン大会中の生徒が吐き気を訴え。 みんなの原っぱ お客様 16 男

2014/2/7 14:40
病気
（急性症状）

マラソン大会中の生徒が痙攣。 みんなの原っぱ お客様 17 女

2014/3/2 12:05
病気
（急性症状）

ハーフマラソン出場者が低体温症。 みんなの原っぱ お客様 40 女

2014/3/2 13:00
病気
（急性症状）

ハーフマラソン出場者が過呼吸。 みんなの原っぱ お客様 12 女

2014/3/21 15:40
病気
（急性症状）

飲酒による持病の発症。 BBQガーデン お客様 69 男

2014/3/28 13:00
病気
（急性症状）

左半身に痺れがあり動けない。 水鳥の池駐輪場前 お客様 65 女

＜事件＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別

2013/4/4 14:00 盗難 鍵をつけたままにしていた自転車の盗難。 玉川上水口駐輪場 お客様 10 女

2013/4/8 8:30 器物損壊 大型案内看板が傷つけられる。 みどり橋

2013/4/27 13:00 盗難 ベビーカーに置いた荷物の盗難。 ふわふわドーム お客様 34 女

2013/5/16 15:00 盗難 自転車の前かごに置いた荷物の盗難。 総合案内所前駐輪場 お客様 19 女

2013/7/21 11:25 わいせつ行為 プール内でのわいせつ行為。 レインボープール お客様 19 女

2013/8/3 13:00 盗難 プール内に置いた荷物の盗難。 レインボープール お客様 23 女

2013/8/10 14:35 わいせつ行為 プール内でのわいせつ行為。 レインボープール お客様 27 女

2013/8/26 15:45 わいせつ行為 下半身露出。 レインボープール お客様 44 女

2013/9/1 16:20 いたずら電話 妊婦から腹痛を起こしたという虚偽通報。 ゆめひろば

＜その他＞

発生日時 事故の分類 件名 発生場所 負傷者の分類 負傷者年齢 負傷者性別
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2013/4/16 16:55 その他 泥酔による救急車搬送 BBQガーデン お客様 26 男

2013/5/7 15:15 その他 泥酔による救急車搬送 もみじ橋 お客様 69 男

2013/7/21 14:50 その他 泥酔による救急車搬送 BBQガーデン お客様 32 男

2013/7/27 17:10 その他 泥酔（お客様希望により救急車搬送なし） 昭島口ゲート お客様 29 男

2013/8/5 20:55 その他 泥酔による救急車搬送 ゆめひろば お客様 32 男

2013/8/11 14:30 その他 泥酔による救急車搬送 BBQガーデン お客様 27 男

2013/10/6 9:40 その他 カップルが口論となり１１０番通報。 総合案内所前 お客様 46 男

2013/11/24 14:40 その他 保護者不明の迷子を保護。 砂川口業務用門 お客様 5 女

2014/3/12 17:35 その他 認知症の迷い人を保護。 もみじ橋 お客様 80歳代 男
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危機管理対応実績＜自然災害対応＞

【H23年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名 入園・利用規制 施設の営業時間の変更等の概要

2011/9/21 13:00 台風 台風１５号による臨時閉園 有

9月22日（木）
・パークトレイン：運休。
・レンタルサイクル：休業。
9月23日（金）（開園時）
・レンタルサイクル：休業。
・13時営業再開。

【H24年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名 入園・利用規制 施設の営業時間の変更等の概要

2012/6/19 22:00 台風

倒木、枝折れ多数。サイクリング
コース、ドッグラン、ふわふわドーム
（森・原っぱ）、水遊び広場、ディスク
ゴルフコース休止。

有

2013/1/15 7:00 降雪
サイクリングコース、パークトレイ
ン、森遊具休止。

有

【H25年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名 入園・利用規制 施設の営業時間の変更等の概要

2013/7/23 18:00 落雷
強い雨と落雷が発生したため、非常
体制を発令し対応。

2013/9/16 7:00 台風

台風通過に伴い、強風・降雨が発
生。
倒木、枝折れ多数。
公園臨時休園対応。

有 終日臨時休園。

2013/10/16 7:00 台風

台風通過に伴い、強風・降雨が発
生。
倒木、枝折れ多数。
公園午前中臨時休園対応。

有 午前中臨時休園。

2014/2/8 13:00 大雪

大雪に伴う積雪により、園内の移動
が困難に。
数日にわたり園内施設の利用を休
止。

有

2/9午前中臨時休園。午後から立川
口・西立川口・砂川口開門。園内各
施設利用休止。
駐車場：西立川口のみ9日13：00か
ら開放。立川口11日から開放。
パークトレイン：11日から運行再開。
サイクルコース：全面休止。
スポーツエリア：全面休止。

2013/2/15 7:00 大雪

大雪に伴う積雪により、園内の移動
が困難に。
数日にわたり園内施設の利用を休
止。

有

2/15終日臨時休園。
ゲート：立川口・西立川口2/16、9：
30より開門。砂川口2/16、12：30よ
り開門。昭島口・玉川上水口2/17、
9：30より開門。
駐車場：2/16まで全面閉園。西立川
口2/17より半面開放、2/20より全面
開放。立川口2/20、12：00より半面
開放。
BBQガーデン：2/16より営業再開。
パークトレイン：2/18午後便より営
業再開。
サイクルコース：2/22より開放。
スポーツエリア：2/22より開放。
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 別紙２８

入園券セット券等提携先 

 

■提携先一覧 

・昭和天皇記念館 （税込） 

種類 販売額 
内訳 

公園入園料金 記念館入園料金 

大人 
セット券 720 円 410 円 

310 円 

（通常 510 円） 

シルバーセット券 

（65 歳以上） 
520 円 210 円 

310 円 

（通常 410 円） 

団体セット券 550 円 290 円 
260 円 

（通常 360 円） 

大学生・高校生 
セット券 590 円 410 円 

180 円 

（通常 300 円） 

団体セット券 440 円 290 円 
150 円 

（通常 210 円） 

中学生・小学生 
セット券 140 円 80 円 

60 円 

（通常 100 円） 

団体セット券 100 円 50 円 
50 円 

（通常 70 円） 

未就学児童  無料 無料 無料 

 

・多摩モノレール （税込） 

種類 販売額 

内訳 

公園入園料金 

（入園券引換券） 

多摩モノレール 

一日乗車券 

大人 セット券 920 円 410 円 
510 円 

（通常 870 円） 

 

・提携先ホテル一覧（入園券付き宿泊プラン） 

ホテル名 

パレスホテル立川 

フォレスト・イン昭和館 

立川グランドホテル 
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別紙２９

職員・臨時職員・アルバイト等の園内配置 

１．４月～１２月、３月【平日における概ねの配置人員数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂
川
口 

リーダー 

0～1 人 

ゲート・発券 

アルバイト 

1～2 人 

0～1 人 

昭
島
口 

1 人 

玉
川
上
水
口 

1 人 

3～4 人 

日本庭園

1 人 

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ

1 人 

花木園 

展示棟

2 人 

森の家 

0 人 

森の 

救護室 

4～6 人 

巡回ｻｰﾋﾞｽ

1 人 

中央管理棟

0 人 

迷子ｾﾝﾀｰ 

1 人 

総合案内所 

1 人 

記念館口 GB 

西立 GB 砂川 GB

1 人 1 人 

ドッグラン 

1～2 人 

水あそび広場 

1 人※供用期間中 

合計 30 人～45 人程度 

立
川
口 

リーダー 

0～2 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 2～3 人 0～1 人 

0～3 人 

西
立
川
口 

リーダー 

0～2 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 2～3 人 0～1 人 

0～6 人※内 2 名はそれぞれ昭島口・西立持込口に午前のみ勤務（プール期間のみ）
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２．４月～１２月、３月【土・日・祝日における概ねの配置人員数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立
川
口 

リーダー 

1～2 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 2～5 人 0～1 人 

0～5 人 

砂
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 

アルバイト 

1～2 人 

0～2 人 

昭
島
口 

1 人 

玉
川
上
水
口 

1 人 

3～7 

日本庭園

1～2 人 

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ

1 人 

花木園 

展示棟

2～3 人 

森の家 

0～2 人 

森の 

救護室 

6～8 人 

巡回ｻｰﾋﾞｽ

1 人 

中央管理棟

0～2 人 

迷子ｾﾝﾀｰ 

1 人 

総合案内所 

1 人 

記念館口 GB 

西立 GB 砂川 GB

1 人 1 人 

ドッグラン 

1～2 人 

水あそび広場 

1 人※供用期間中 

合計 40～65 人程度 

西
立
川
口 

リーダー 

1～2 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 2～5 人 0～1 人 

0～9 人※内 2 名はそれぞれ昭島口・西立持込口に午前のみ勤務(プール期間のみ) 
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３．1月～２月【平日における概ねの配置人員数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 

アルバイト 

0～1 人 

0 人 

昭
島
口 

1 人 

玉
川
上
水
口 

1 人 

3 人 

日本庭園

1 人 

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ

1 人 

花木園 

展示棟

1～3 人 

森の家 

0 人 

森の 

救護室 

4～6 人 

巡回ｻｰﾋﾞｽ

1 人 

中央管理棟

0 人 

迷子ｾﾝﾀｰ 

1 人 

総合案内所 

1 人 

記念館口 GB 

西立 GB 砂川 GB

1 人 1 人 

ドッグラン 

1～2 人 

水あそび広場 

0 人 

合計 30～40 人程度 

立
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 2 人 0～1 人 

0 人 

西
立
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 2 人 0～1 人 

0 人 
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４．1月～２月【土・日・祝日における概ねの配置人員数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 3 人 0～1 人 

0 人 

西
立
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 3～4 人 0～1 人 

0 人 

砂
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 

アルバイト 

1 人 

0 人 

昭
島
口 

1 人 

玉
川
上
水
口 

1 人 

3～4 人 

日本庭園

1 人 

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ

1 人 

花木園 

展示棟

2～3 人 

森の家 

1 人 

森の 

救護室 

7 人 

巡回ｻｰﾋﾞｽ

1 人 

中央管理棟

0 人 

迷子ｾﾝﾀｰ 

1 人 

総合案内所 

1 人 

記念館口 GB 

西立 GB 砂川 GB

1 人 1 人 

ドッグラン 

2 人 

水あそび広場 

0 人 

合計 35～45 人程度 
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（参考①） 

繁忙日における概ねの配置人員数【春】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 5 人 2 人 

2 人 

西
立
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 3 人 1 人 

4 人 

砂
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 

アルバイト 

2 人 

1 人 

昭
島
口 

1 人 

玉
川
上
水
口 

1 人 

4 人 

日本庭園

2 人 

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ

1 人 

花木園 

展示棟

4 人 

森の家 

2 人 

森の 

救護室 

5 人 

巡回ｻｰﾋﾞｽ

2 人 

中央管理棟

4 人 

迷子ｾﾝﾀｰ 

1 人 

総合案内所 

1 人 

記念館口 GB 

西立 GB 砂川 GB

1 人 1 人 

ドッグラン 

2 人 

水あそび広場 

0 人 

合計 約 60 人 
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（参考②） 

繁忙日における概ねの配置人員数【花火大会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂
川
口 

リーダー 

1 人 

ゲート・発券 

アルバイト 

2 人 

0 人 

昭
島
口 

1 人 

玉
川
上
水
口 

1 人 

3 人 

日本庭園

2 人 

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ

1 人 

花木園 

展示棟

3 人 

森の家 

0 人 

森の 

救護室 

9 人 

巡回ｻｰﾋﾞｽ

1 人 

中央管理棟

0 人 

迷子ｾﾝﾀｰ 

1 人 

総合案内所 

1 人 

記念館口 GB 

西立 GB 砂川 GB

1 人 1 人 

ドッグラン 

2 人 

水あそび広場 

0 人 

合計 約 50 人 

立
川
口 

リーダー 

2 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 3 人 1 人 

2 人 

西
立
川
口 

リーダー 

2 人 

ゲート・発券 持込口 保安 

アルバイト 

1 人 4 人 1 人 

7 人 ※内 2 名はそれぞれ昭島口・西立持込口に午前のみ勤務
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別紙３０

総括責任者による外部会議への出席 
 

 

■総括責任者が参加する外部会議等 

 

会合名 主催者  

立川広域防災基地連絡協議会 同左 １回／年 

国営昭和記念公園花火大会実行委員会 同左 例年４月～１０月 

花のある街づくり推進運営委員会 同左 １回／月 

とあるアニメの連絡会 同左 １回／月 

立川文化芸術のまちづくり協議会 同左 １回／年 

立川シティハーフマラソン運営委員会 同左 複数回／年 

立川シティハーフマラソン ニューカ

レドニア選手団歓迎式 
立川シティハーフマラソン運営委員会 １回／年 

秋の楽市開会式 楽市実行委員会  各１回／年 

立川市交通円滑化推進懇談会 立川商工会議所 複数回／年 

立川商工会北口イルミ点灯式 立川商工会議所 １回／年 

（立川の）推奨認定品審査会 立川商工会議所・立川観光協会 １回／年 

立川商工会他新年賀詞交換会 立川商工会議所 １回／月 

立川北口駅前三商店会合同新年会 立川北口駅前三商店会 １回／年 

立川青年会議所新年会 立川青年会議所 １回／年 

立川警察署 武道始式 立川警察署 １回／年 

陸上自衛隊東立川駐屯地賀詞交換会 陸上自衛隊東立川駐屯地 １回／年 

昭島まちづくり賀詞交換会 昭島市商工会 １回／年 

五月会 立川市政記者クラブ １回／年 

立川市政記者クラブ新年会 立川市政記者クラブ １回／年 

 

■総括責任者の挨拶の実績 

 

【Ｈ２４年度】 

 内容 

４月 
22 日 春の楽市 

29 日 緑のフィールドコンサート 

５月 
13 日 原っぱ竹トンボ大会 

20 日 草笛コンサート 

６月 3 日 よみがえる樹々のいのち展説明会 

７月 
1 日 トライアスロン大会 

14 日 プール開園セレモニー 

８月 26 日 よみがえる樹々のいのち展作品製作開始挨拶 

９月 
8 日 トライアスロン大会 

18 日 ターゲットバードゴルフ大会 

10 月 
14 日 草笛コンサート 

14 日 立川フォトラリー大会 

11 月 
3 日 ディスクゴルフトーナメント 

14 日 安全衛生協議会総会 

12 月 
1 日 東京マスターズロード選手権大会 

9 日 よみうり・国営昭和記念公園 ちびっこマラソン大会 

１月 
3 日 Let’s enjy “お正月” 年始挨拶 

23 日 立川市政記者クラブ新年会 

２月 27 日 サギソウボランティア総会 
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３月 

16 日 こもれびの里クラブ総会 

16 日 わんわんスタッフ総会 

17 日 ガイドボランティア総会 

17 日 立川レクレーション協会 マイスポーツラリー 

23 日 花みどり文化センターボランティア総会 

24 日 こもれびの丘ボランティア総会 

26 日 ハーブボランティア総会 

27 日 立川広域防災基地連絡協議会 

合計回数 27 回 

 

 

【Ｈ２５年度】 

 内容 

４月 29 日 緑のフィールドコンサート 

５月 

7 日 ターゲットバードゴルフ大会 

12 日 関東竹とんぼ競技大会 

19 日 草笛コンサート 

６月 

8 日 東日本支援企画「チューリップ掘り取りイベント」 

16 日 よみがえる樹々のいのち展説明会 

30 日 トライアスロン大会 

７月 
1 日 トライアスロン大会 

14 日 プール開園セレモニー 

８月 
24 日 こもれびの里農家エリア供用式典 

26 日 立川商工会議所６０周年記念式典 

９月 14 日 トライアスロン大会 

10 月 

6 日 開園 30 周年記念コスモスまつり 2013「みんなの願いをコスモスの畑

から空へ」 

13 日 草笛コンサート 

11 月 

2 日 ディスクゴルフトーナメント 

25 日 立川市レクレーション協会文部大臣受賞祝賀会 

27 日 安全衛生協議会総会 

30 日 東京マスターズロード選手権大会 

12 月 

7 日 かぞく市 

8 日 よみうり・国営昭和記念公園 ちびっこマラソン大会 

8 日 来園７０００万人記念式典 

20 日 第一回イルミネーションアワード授賞式 

１月 
3 日 Let’s enjy “お正月” 年始挨拶 

24 日 立川市政記者クラブ新年会 

２月 
19 日 サギソウボランティア総会 

22 日 わんわんスタッフ総会 

３月 

11 日 ハーブボランティア総会 

15 日 こもれびの里クラブ総会 

16 日 ガイドボランティア総会 

16 日 立川レクレーション協会 マイスポーツラリー 

22 日 花みどり文化センターボランティア総会 

23 日 こもれびの丘ボランティア総会 

合計回数 32 回 
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苦情・要望等対応処理
【H23】

■苦情、要望等修景

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

54 45 21 12 13 26 33 26 13 17 8 18 286

71 50 44 40 62 53 67 56 25 11 18 24 521

44 25 15 1 1 12 44 44 21 17 24 18 266

169 120 80 53 76 91 144 126 59 45 50 60 1,073

■良い点、お気づきの点の内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

公園全般 11 26 6 4 4 11 11 10 2 4 2 5 96

行事・広報・
指導関係

3 1 1 2 1 2 3 0 2 2 1 1 19

施設関係 15 6 5 2 1 4 5 5 1 1 1 3 49

植物・庭園・
管理関係

19 5 5 0 1 6 12 6 5 2 3 5 69

特定公園施設
・収益関係

1 3 0 3 6 2 2 2 1 6 1 1 28

利用者サービス・
ペット・ドッグラン関係 3 3 3 0 0 1 0 3 1 2 0 1 17

その他 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 8

計 54 45 21 12 13 26 33 26 13 17 8 18 286

公園全般 5 8 9 8 10 4 6 5 4 1 0 4 64

行事・広報・
指導関係

1 0 6 3 4 7 5 5 3 0 2 2 38

施設関係 12 8 3 3 11 7 15 15 2 3 2 4 85

植物・庭園・
管理関係

11 9 5 3 4 14 9 12 1 0 4 5 77

特定公園施設
・収益関係

17 11 11 16 27 11 12 8 4 3 3 3 126

利用者サービス・
ペット・ドッグラン関係 20 12 7 5 5 10 18 10 6 3 6 4 106

その他 5 2 3 2 1 0 2 1 5 1 1 2 25

計 71 50 44 40 62 53 67 56 25 11 18 24 521

公園全般 3 1 1 0 0 2 7 4 5 4 6 2 35

行事・広報・
指導関係

4 2 1 0 0 0 2 5 5 2 1 4 26

施設関係 13 8 3 1 0 4 14 14 4 3 5 4 73

植物・庭園・
管理関係

7 3 3 0 0 1 12 7 2 2 4 2 43

特定公園施設
・収益関係

4 7 5 0 1 5 7 6 4 4 5 1 49

利用者サービス・
ペット・ドッグラン関係 12 4 1 0 0 0 1 7 0 1 2 3 31

その他 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 9

計 44 25 15 1 1 12 44 44 21 17 24 18 266

■投書場所内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

38 26 13 9 4 23 29 51 10 6 6 4 219

25 11 9 8 18 10 14 10 5 3 2 9 124

18 15 11 2 4 15 24 14 6 6 5 4 124

4 5 5 1 6 0 6 0 4 1 4 4 40

8 5 4 0 1 3 0 0 1 0 2 1 25

9 18 2 7 13 1 6 4 2 3 1 4 70

23 10 5 4 5 17 17 17 11 10 9 10 138

1 3 5 2 1 1 0 2 2 1 1 3 22

10 10 4 0 0 3 15 2 0 2 3 2 51

1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 8

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

0 3 1 1 1 0 1 2 4 3 2 0 18

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

8 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 2 16

13 9 16 17 19 14 21 15 8 5 4 13 154

4 4 1 2 4 2 11 8 5 1 8 2 52

169 120 80 53 76 91 144 126 59 45 50 60 1,073

計

お気づきの点

玉川上水口

こもれびの里

立川口

良
い
点

お
気
づ
き
の
点

良い点

ご要望

渓流広場レストラン

こどもの森

花みどり文化センター

日本庭園

総合案内所

ご
要
望

レイクサイドレストラン

西立川口

砂川口

昭島口

葉書・電話

計

花木園

ドッグラン

立川口持込口

ふれあい広場レストラン

インターネット

別紙３１
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【H24】

■苦情、要望等修景

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

16 32 18 16 15 5 31 35 4 7 8 16 203

38 76 50 34 45 31 62 38 33 15 12 25 459

28 22 11 5 12 10 31 10 10 13 5 30 187

82 130 79 55 72 46 124 83 47 35 25 71 849

■良い点、お気づきの点の内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

公園全般 13 28 7 4 5 3 17 10 2 3 3 3 98

行事・広報・
指導関係

0 1 0 0 1 0 1 3 2 0 2 0 10

施設関係 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 6

植物・庭園・
管理関係

3 0 5 2 5 1 8 17 0 3 2 9 55

特定公園施設
・収益関係

0 0 2 9 3 1 2 3 0 0 1 2 23

利用者サービス・
ペット・ドッグラン関係 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 2 10

その他 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

計 16 32 18 16 15 5 31 35 4 7 8 16 203

公園全般 13 16 10 6 9 4 9 5 2 3 1 1 79

行事・広報・
指導関係

9 5 3 6 7 4 15 4 21 3 1 4 82

施設関係 3 9 7 2 4 4 9 11 3 3 3 7 65

植物・庭園・
管理関係

2 18 16 4 3 9 8 5 0 1 1 5 72

特定公園施設
・収益関係

5 13 9 9 13 7 9 7 7 2 4 5 90

利用者サービス・
ペット・ドッグラン関係 6 15 5 7 9 2 11 6 0 3 2 1 67

その他 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4

計 38 76 50 34 45 31 62 38 33 15 12 25 459

公園全般 2 7 2 2 2 5 5 2 1 2 1 4 35

行事・広報・
指導関係

7 0 3 1 0 0 4 5 5 1 1 4 31

施設関係 8 4 2 1 2 2 4 1 2 0 1 8 35

植物・庭園・
管理関係

9 5 0 1 1 1 2 2 0 0 0 5 26

特定公園施設
・収益関係

0 1 3 0 6 2 11 0 2 4 2 3 34

利用者サービス・
ペット・ドッグラン関係 1 4 1 0 1 0 4 0 0 6 0 4 21

その他 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5

計 28 22 11 5 12 10 31 10 10 13 5 30 182

■投書場所内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

9 17 6 1 7 7 15 4 14 4 1 4 89

9 24 8 9 12 9 18 7 2 1 2 5 106

2 17 9 0 6 3 19 10 2 5 2 3 78

6 12 5 4 4 7 3 4 0 2 1 2 50

1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 14

1 12 7 5 10 6 6 3 3 2 1 8 64

11 19 17 7 11 5 23 29 3 8 6 21 160

1 3 2 2 0 2 2 1 2 3 0 0 18

3 4 0 0 0 1 7 2 1 1 0 0 19

0 1 0 6 1 0 2 1 0 0 0 0 11

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 2 0 0 3 0 3 5 6 20

0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 9

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 16 23 20 14 4 25 15 15 5 6 16 197

1 0 1 0 3 2 1 1 2 1 0 0 12

82 130 79 55 72 46 124 83 47 35 25 71 849

ご要望

昭島口

玉川上水口

良い点

お気づきの点

砂川口

立川口

西立川口

計

良
い
点

お
気
づ
き
の
点

ご
要
望

こどもの森

日本庭園

花みどり文化センター

こもれびの里

渓流広場レストラン

花木園

葉書・電話

計

レイクサイドレストラン

ふれあい広場レストラン

ドッグラン

立川口持込口

総合案内所

インターネット
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【H25】

■苦情、要望等修景

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

27 20 33 6 11 8 9 34 4 8 3 9 172

35 62 40 26 34 34 48 58 18 19 4 23 401

41 5 5 1 0 1 1 2 0 6 9 19 90

103 87 78 33 45 43 58 94 22 33 16 51 663

■良い点、お気づきの点の内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

公園全般 12 6 13 3 7 5 6 13 1 5 0 4 75

行事・広報・
指導関係

0 3 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 10

施設関係 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

植物・庭園・
管理関係

5 10 6 1 1 0 3 19 2 1 2 3 53

特定公園施設
・収益関係

1 1 0 1 2 3 0 0 1 2 0 0 11

利用者サービス・
ペット・ドッグラン関係 4 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15

その他 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3

計 27 20 33 6 11 8 9 34 4 8 3 9 172

公園全般 5 6 4 2 9 6 12 10 4 6 1 3 68

行事・広報・
指導関係

7 10 6 5 8 4 11 16 1 5 0 1 74

施設関係 5 13 3 3 2 10 4 3 3 1 2 4 53

植物・庭園・
管理関係

13 4 14 6 0 6 5 1 1 3 0 6 59

特定公園施設
・収益関係

4 18 9 3 13 6 13 19 6 3 1 1 96

利用者サービス・
ペット・ドッグラン関係 1 9 3 7 2 1 3 9 2 1 0 5 43

その他 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 8

計 35 62 40 26 34 34 48 58 18 19 4 23 401

公園全般 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 12

行事・広報・
指導関係

7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 17

施設関係 9 4 3 0 0 0 1 0 0 4 1 1 23

植物・庭園・
管理関係

5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10

特定公園施設
・収益関係

4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 12

利用者サービス・
ペット・ドッグラン関係 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9

その他 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7

計 41 5 5 1 0 1 1 2 0 6 9 19 90

■投書場所内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

10 10 7 3 2 1 4 4 1 4 1 4 51

13 4 11 6 5 2 4 7 1 2 0 9 64

3 5 4 1 7 6 11 11 4 6 0 4 62

6 3 0 2 5 0 2 3 1 4 0 1 27

1 3 3 0 0 2 1 2 0 1 0 2 15

5 2 7 3 3 4 3 2 2 0 0 2 33

22 24 24 5 8 8 18 27 6 6 6 16 170

0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

12 2 3 0 0 3 1 7 0 3 0 2 33

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 1 0 1 4 0 2 0 3 17

2 0 0 0 0 3 0 6 1 1 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 24 7 11 11 14 11 17 5 3 9 7 144

3 1 1 1 3 0 2 4 1 1 0 0 17

103 87 78 33 45 43 58 94 22 33 16 51 663

こどもの森

砂川口

玉川上水口

昭島口

西立川口

良い点

ご要望

計

お気づきの点

良
い
点

お
気
づ
き
の
点

ご
要
望

日本庭園

花みどり文化センター

こもれびの里

渓流広場レストラン

花木園

立川口

葉書・電話

計

レイクサイドレストラン

ふれあい広場レストラン

ドッグラン

立川口持込口

総合案内所

インターネット
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別紙３２ 

 

ボランティア活動 

 

■国営昭和記念公園におけるボランティア団体の概要 

・本公園におけるボランティア団体および関連団体は以下のとおりである。 

・そのうち、一般公募型とは「公園が公募し活動を開始した団体」であり、特定団体連携型とは「公

園が既存団体と連携し活動を開始した団体」である。 

平成 25 年度 4 月 1 日現在 

区分 名称 活動概要 登録者数 活動日 実施イベント 

一
般
公
募
型 

管
理
運
営
型
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

こもれびの丘ボラン

ティア 

 

公園の北側に位置する「こもれびの丘」にお

いて、雑木林の管理作業を展開している。活

動内容は雑木林の林床において山野草の植

栽や増殖、開花調査、植生調査などを実施す

るほか、雑木林の管理作業として下草刈り、

間伐などを実施している。また、エリア内で

使用する腐葉土はボランティア自身で落ち

葉から作ったものを使用し土壌改良を図る

ほか、林内散策路の整備までをボランティア

活動で行うなど、活動内容は多岐に渡る。  

84 名 毎週日曜日※

平日は自主活

動日 

『自然観察会（年 4

回）』 

『間伐体験（年 1

回）』 

【ウインタービス

タイルミネーショ

ン】巨大リース製

作 

【正月】門松作成

こもれびの里クラブ 

 

「武蔵野・昭和・農業」をテーマに、かつて

の暮らしの知恵を再発見しその文化を伝承

させて将来へ発展継承することを基本方針

とする。「こもれびの里農家エリア」におい

て整備計画の段階から市民参加で、活動を展

開している。 

78 名 毎週月・水・

土曜日 

※主な活動日

は土曜日  

体験イベント：う

どん作り、ｼﾞｬｶﾞｲ

ﾓ・ｻﾂﾏｲﾓ・落花生

掘り、炭焼き、も

ちつき、こもれび

講話など 

植
物
管
理
型
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

サギソウボランティ

ア 

 

ラン科の植物‘サギソウ’（園芸品種）の保

護育成と栽培技術の普及、さらに露地植え栽

培技術の研究を目的に活動展開している。活

動開始当初約 7000 球（平成 9年）であった

球根は現在約60000球にまで増殖に成功して

いる 

49 名 

 

集中活動日

（期間中毎

日）3月・7

月・8月・9月

それ以外の月

については毎

日潅水（or除

草） 

『サギソウまつり 

（毎年 8月）』 

『サギソウ栽培教

室（毎年 3月）』 

ハーブボランティア 

 

公園内のハーブ園においてハーブの栽培管

理や花壇の清掃などを行っている。採取した

ハーブを乾燥させ花木園展示棟内にドライ

ハーブアレンジメントとして展示や、来園者

のためにハーブを使った簡単な講習会を開

催しハーブの普及に努めている。  

70 名 

 

毎週火曜日※

その外は自主

活動日 

『ﾊｰﾌﾞ園ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰ

ﾃﾞﾝ（6月）』 

『藍の生葉染め体

験会（8月・10月）』

『ﾊｰﾌﾞ園ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

(年 5回)』『ﾗﾍﾞﾝﾀﾞ

ｰｽﾃｨｯｸ作り(7月)』

オランダ花の会ボラ

ンティア 

 

昭和記念公園の花壇・花畑で先進的なオラン

ダの球根類や花卉園芸技術を用いて、オラン

ダが誇る花の世界を実践して入園者に露地

植え生花で紹介するとともに、オランダとの

友好の橋渡しを行う。西立川口さざなみ広場

のユリ畑の管理作業やあじさいの移植等を

行っている。 

18 名 第２土曜日 

第４日曜日 
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区分 名称 活動概要 登録者数 活動日 実施イベント 

一
般
公
募
型 

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
型
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

ガイドボランティア どなたにも昭和記念公園を楽しんでいただけ

るように、公園内の案内や公園の解説を行う

ボランティアである。特に障害者や高齢者に

積極的に公園を楽しんでいただけるよう、園

内利用をサポートするための訓練や公園に関

する様々な研修を行っている。 

 

64 名 毎週土・日曜

日 

※平日は事前

予約者対応と

自主活動日 

 

『ガイドヘルプサ

ービス』実施 

わんわんスタッフ ドッグランの利用案内、施設内の衛生管理な

どを行うほか、訪れる飼い主とのコミュニケ

ーションを図り愛犬家のマナー向上を呼びか

けている。 

4名 

 

毎日（開園日）  

花みどり文化センタ

ーボランティア 

花みどり文化センターにおいて、館内の案内

や展示作品（資料）の解説、映像施設等の利

用案内を行っている。また、体験プログラム

の実施や緑の文化を楽しむ講習会を行ってい

る。 

14 名 

 

毎週土、日曜

日・祝日 

『ボランティア体

験プログラム(毎

月)』 

特
定
団
体
連
携
型 

こどもの森ボランテ

ィア 

毎週土曜日・日曜日及び祝日には木工房を利用

する子ども達に工作指導を行うほか、毎月第

2・4 土曜日に「こどもの森教室」を企画運営

し、こどもの森のソフト面での利用活性化に積

極的に取り組んでいる。（協力団体：立川市ク

ラフト同好会） 

27 名 毎週土、日曜

日・祝日 春

休み 

『こどもの森教室

（毎月第 2・第 4土

曜日）』 

『こども竹とんぼ

大会（5月）』   

草笛ボランティア こどもの森において園内の植物（シラカシ、美

女柳）の葉を使って植物とのふれあいをテーマ

に草笛の吹き方を指導し「昔の遊び」の伝承を

行っている。また、毎年春と秋には草笛コンサ

ートを開催し、多くの来園者に昔懐かしい草笛

の音色による演奏を楽しんでいただいている。

（協力団体：関東草笛の会） 

13 名 毎月第１日曜

日、第３土曜

日 

『こどもの森草笛

教室（毎月第 1 日

曜・第 3土曜日）』

『草笛コンサート

（年 2回：5月・10

月）』 

野鳥ボランティア 公園に飛来する野鳥や園内に生息する野鳥に

対して関心を高めてもらうとともに、来園者に

バードウォッチングの楽しさに触れる機会を

提供し、園内のバードサンクチュアリーの利用

促進を図ることを目的に活動を展開している。

(協力団体：日本野鳥の会奥多摩支部) 

9 名 毎月第４日曜

日※毎月第２

土曜日は自主

活動日 

『野鳥観察会（毎

月第 4 日曜、7・8

月除く）』  

野外いけばなボラン

ティア 

公園の管理作業で発生した剪定枝、枯損木等を

‘よみがえらせる（再利用する）’ことを目的

に、「いけばな」の技術を使って『よみがえる

樹々のいのち展』を毎年秋に開催している。(協

力団体：草月会 東京西支部) 

218 名     １０月中旬～

１１月中旬 

『野外生け花”よ

みがえる樹々のい

のち”展』（展示期

間：毎年 10月中旬

 11 月中旬）  
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区分 名称 活動概要 登録者数 活動日 実施イベント 

特
定
団
体
連
携
型 

ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

ディスクゴルフボラン

ティア 

当公園の人気アウトドアスポーツであるディ

スクゴルフの普及と園内に 18 ホール設置され

た本格的ディスクゴルフコースの利用促進を

図るため、ルールの解説や競技方法の指導など

を行っている。（協力団体：東京都ディスクゴ

ルフ協会） 

21 名      毎週土、日曜

日・祝日 

『エンジョイ・デ

ィスクゴルフ』 

 （毎月第 4日曜：

4・12月除く） 

『サンデースポー

ツ教室（毎月第 3

日曜、7・8・3月除

く）』 

『スポーツフェス

ティバル（年 2回：

5月、10月）』 

『マイ・スポーツ

ラリー（毎年3月）』

ペタンクボランティア スポーツエリアに設置されたペタンクコート

の利用促進とフランスの伝統的なスポーツで

あるペタンクの普及を図るため、ルールの解説

や競技方法の指導を行っている。（協力団体：

日本ペタンク連盟） 

5名 毎週土、日曜

日・祝日 

『ペタンク探球講

座（毎月第 1 日曜

日）』 

『サンデースポー

ツ教室（毎月第 3

日曜、7・8月除く）』

『スポーツ体験教

室（年 2回：5月、

10月）』 

『マイ・スポーツ

ラリー（毎年3月）』

クロッケーボランティ

ア 

スポーツエリアに設置されたクロッケーコー

トの利用促進とイギリスの伝統的なスポーツ

であるクロッケーの普及を図るため、ルールの

解説や競技方法の指導を行っている。（協力団

体：日本クロッケー協会） 

7名 不定期土、日

曜日、祝日 

『サンデースポー

ツ教室（毎月第 3

日曜、7・8月除く）』

『スポーツ体験教

室（年 2回：5月、

10月）』 

『マイ・スポーツ

ラリー（毎年3月）』

ローンボウルスボラン

ティア 

スポーツエリアに設置されたホースシューズ

コートの利用促進とアメリカの伝統的なスポ

ーツであるホースシューズの普及を図るため、

ルールの解説や競技方法の指導を行っている。

（協力団体：日本ホースシューズ協会） 

25 名 不定期土、日

曜日、祝日 

ホースシューズボラン

ティア 

スポーツエリアに設置されたホースシューズ

コートの利用促進とアメリカの伝統的なスポ

ーツであるホースシューズの普及を図るため、

ルールの解説や競技方法の指導を行っている。

（協力団体：日本ホースシューズ協会） 

13 名 毎月第３日

曜日 

一輪車ボランティア 立川口サイクルセンターに併設された一輪車

乗り場の利用促進と一輪車の普及を図るため、

利用者に一輪車の乗り方を指導を行っている。

（協力団体：日本一輪車協会） 

2名 毎週日曜・祝

日 

ターゲットバードゴル

フボランティア 

ターゲットバードゴルフの普及を図るため、毎

月第３日曜日「サタデースポーツ教室」のイベ

ント時のみ渓流広場北側において、ターゲット

バードゴルフの仮設コースを設置しルールの

解説や競技方法の指導を行っている。（協力団

体：立川市ターゲットバードゴルフ協会） 

24 名 毎月第３日

曜日 
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■ボランティア連携体系図

連携型 

ボランティア 

スポーツ 

ボランティア 

公募型 

ボランティア 

植物管理型 

ボランティア 

インフォメーション型 

ボランティア 

管理運営型 

ボランティア 

   

昭和管理センター 

こ
も
れ
び
の
丘 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

こ
も
れ
び
の
里 

ク
ラ
ブ

サ
ギ
ソ
ウ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ハ
ー
ブ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

オ
ラ
ン
ダ
花
の
会 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ガ
イ
ド 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

わ
ん
わ
ん 

ス
タ
ッ
フ

花
み
ど
り 

文
化
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
の
森 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

草
笛 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

野
鳥 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

野
外
い
け
ば
な 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ペ
タ
ン
ク 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ク
ロ
ッ
ケ
ー 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ロ
ー
ン
ボ
ウ
ル
ス 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ホ
ー
ス
シ
ュ
ー
ズ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

一
輪
車 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

タ
ー
ゲ
ッ
ト 

バ
ー
ド
ゴ
ル
フ

立
川
市 

ク
ラ
フ
ト
同
好
会

関
東
草
笛
の
会 

日
本
野
鳥
の
会 

奥
多
摩
支
部

草
月
会 

東
京
西
支
部

東
京
都 

デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
協
会

日
本
ペ
タ
ン
ク
連
盟 

日
本
ク
ロ
ッ
ケ
ー
協
会 

東
京
ロ
ー
ン
ボ
ウ
ル
ス 

ク
ラ
ブ

日
本
ホ
ー
ス
シ
ュ
ー
ズ 

協
会

日
本
一
輪
車
協
会 

立
川
タ
ー
ゲ
ッ
ト 

バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
協
会
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ガイドボランティア 

○ガイドボランティアの団体構成 

代表  1 名 

副代表 2名以内 

班長  8 名以内 

 

○アクションプラン（ＡＰ）のグループ 

研修内容や目的に応じて、以下の３つのグループを置く。 

・ＡＰ自然観察グループ 

・ＡＰ文化グループ 

・ＡＰスポーツグループ 

 

○ＡＰ活動日、時間 

各ＡＰグループの活動日時は原則として以下のとおりとする。 

・ＡＰ自然観察グループ 

活動日：毎月第２土曜日 午後３時～ 

・ＡＰ文化グループ 

活動日：毎月第２日曜日 午後３時～ 

・ＡＰスポーツグループ 

活動日：毎月第４日曜日 午後３時～ 

※各ＡＰグループの活動日、時間等は、状況に応じて変更することができる。 
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サギソウボランティア 

○サギソウボランティアの団体構成 

代表 

各グループリーダー・ダブリーダー 

【グループ構成】 

・運営グループ 

・栽培グループ 

・植栽グループ 

 

 

ハーブボランティア 

○ハーブボランティアの団体構成 

代表 

副代表 

世話人 ライブラリー 

 センサリー 

 ザンボリー 

アドバイザー ライブラリー 

 センサリー 

 ザンボリー 

 

 

こもれびの丘ボランティア 

○こもれびの丘ボランティア世話人会の組織図（平成 22
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行催事開催時の広報（紙媒体）実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｈ２３】
単位：枚

チラシ ポスター 備考／配布先

サマーフェスティバル

Ｂ４（新聞折り込み用）

Ａ４（一般配布用） 280,000 園内・周辺自治体・学校・幼稚園・商業施設・契約企業ほか

Ｂ３横 720 園内・周辺自治体・学校・幼稚園・商業施設・契約企業ほか

Ａ１縦 450 園内・周辺自治体・学校・幼稚園・商業施設ほか

Ａ４(キャンドルナイトイベント） 70,000 園内・周辺自治体・

コスモスまつり

Ａ３二つ折り 130,000 園内・周辺自治体

Ｂ１ 100

Ｂ３ 6,000

Ａ１ 250 園内・周辺自治体

ウインターイルミネーション 25,000 50 園内・周辺自治体

立川トライアングルイルミネーション 15,000 200 商工会議所・南口商店会と共同制作

フラワーフェスティバル 75,000 100 園内・周辺自治体・多摩地域郵便局

紅葉まつり 3,000 50 園内・周辺自治体

イベント名

【H24】

単位：枚

イベント名 チラシ ポスター 備考/配布先

4/1　オープニング広告 10 園内

フラワーフェスティバル　２０１２ 10,000 増刷分

　　Ａ１縦・Ｂ１縦 30 増刷分

サマーフェスティバル 200,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業ほか

　　Ａ１縦 370 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業ほか

緑化フェア 100,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業ほか

　　Ａ１縦 180 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業ほか

緑化フェア　にわ展ポストカード 1,200 園内

黄葉＆紅葉まつり　２０１２ 60,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業ほか

　　Ｂ１縦 50 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業ほか

コスモス花摘みイベント 9,000 園内

ウィンタービスタイルミネーション 65,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業ほか

　　Ａ１縦・Ｂ１縦 250 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業ほか

立川トライアングルイルミネーション 40,000 250 園内・商工会議所・南口商店会と共同製作

フラワーフェスティバル　２０１３ 90,000 135 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業ほか
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【H25】

単位：枚

イベント名 チラシ ポスター 備考/配布先

フラワーフェスティバル　２０１３ 60,000 増刷分

幸せの青い花を探しに 50,000

　　Ｂ１縦 60

サマーフェスティバル　２０１３ 160,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか

　　Ａ１縦 400 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか

コスモスまつり　２０１３ 52,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか

　　Ａ１縦・Ｂ１縦 160 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか

　　スタンプラリーシート 20,000 園内

開園30周年記念パーティー 20,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか
黄葉＆紅葉まつり　２０１３ 60,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか
　　Ａ１縦・Ｂ１縦 100 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか

ウィンタービスタイルミネーション2013 60,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか
　　Ａ１縦・Ｂ１縦 100 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか
立川トライアングルイルミネーション 40,000 250 園内・商工会議所・南口商店会と共同製作
雪と花の早春フェスティバル 40,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか
　　Ａ１縦・Ｂ２縦 100 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか
フラワーフェスティバル　２０１４ 100,000 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか
　　Ａ１縦・Ｂ２縦 100 園内・周辺自治体・商業施設・契約企業・ＪＲ２６駅・モノレール１９駅ほか
　　スタンプラリーシート 20,000 園内
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プレスリリース資料実績

【H23】
日付 内容

2011.04.01 季節の花だより①　サクラ開花
2011.04.09 累計入園者数６，０００万人達成
2011.04.13 季節の花だより②　チューリップ
2011.04.25 平成23年度ゴールデンウィーク入園者予測　ほぼ例年並み22万人
2011.04.27 季節の花だより③　アイスランドポピー
2011.04 100品種100ｍ　植物のカーテンみどりのカーテン(植栽）
2011.05.10 季節の花だより④　シャーレーポピー
2011.05.19 季節の花だより⑤　180万本のシャーレーポピー見頃
2011.05.26 珍樹ハンターになろう！展覧会
2011.06.09 季節の花だより⑥ハナショウブ
2011.06 こもれびの里　古民家建物群復元工事進捗状況/長屋門上棟式開催
2011.06.23 レインボープールプレオープン　無料ご招待のお知らせ
2011.06 100品種100ｍの植物のカーテンみどりのカーテン
2011.07.06 サマーフェスティバル2011
2011.07.11 レインボープール7/16（土）オープン
2011.07.14 第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯのプレイベントとして位置づけられました
2011.07.19 こどもの森でカブトムシと遊ぼう！
2011.07.22 季節の花だより⑦　夏の開花リレー
2011.08.01 夕涼みイベント 昭和で涼まないと！
2011.08.05 季節の花だより⑧　サギソウまつり
2011.08.08 野外映画・みどりのビアガーデン30ｍのナイアガラ花火　開催
2011.08.22 サマーキャンドルナイト
2011.08.29 コスモスまつり
2011.08.29 昭和天皇記念館企画展示　昭和天皇の素顔
2011.09 季節の花だより⑨　ナンバンギセル
2011.09 季節の花だより⑨　原っぱ東花畑「コスモス」見頃
2011.09.29 秋のスポーツイベント
2011.10.12 季節の花だより⑨　「花の丘」「原っぱ西花畑」2つの花畑コスモス同時に見ごろ
2011.11.14 紅葉まつり
2011.11.14 ヤジマキミオ　発泡スチロール　巨大立体動物アート展
2011.11.14 日本夜景遺産に認定！ Winter Vista Illumination
2011.11.25 Winter Vista Illumination12/2（金）試験点灯
2011.12.02 群馬直美「葉っぱの詩」展　PART五　江戸野菜と木の実
2011.12 ダイヤモンド富士
2011.12.21 新春イベント 手作り凧を揚げよう
2012.01.31 季節の花だより⑩　セツブンソウ
2012.03.07 雪割草展
2012.03.13 「フラワーフェスティバル２０１２」開催について
2012.03.31 平成２３年度入園者数 約３２０万人
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プレスリリース資料実績

【H24】
日付 内容

2012.04.01 平成23年度入園者数　約320万人
2012.04.05 季節の花だより①　サクラ開花
2012.04.11 季節の花だより②　ムラサキハナナ
2012.04.16 季節の花だより③　チューリップ
2012.04.23 季節の花だより④　ムサシアブミ
2012.04.25 2012Season　水あそび広場4/28(土)OPEN!
2012.04.27 季節の花だより⑤　アイスランドポピー
2012.04.27 公園限定オリジナルメニュー販売！
2012.05.07 平成24年度ゴールデンウィーク入園者数　約22万人
2012.05.11 季節の花だより⑥　シャーレーポピー
2012.05.12 フィールドでさわやかな汗を流そう！家族や仲間と楽しんじゃおう！（ディスクゴルフ)
2012.05.31 かりんとう買って、公園オリジナルカードを集めよう(ハチミツかりんとう）
2012.06.12 季節の花だより⑦ハナショウブ
2012.06.20 こどもの森・工作教室（７・８月の夏休み工作体験開催）
2012.06.22 「夏季限定メニュー新発売！」７／１
2012.06.28 2012season　レインボープールプレオープン　無料ご招待のお知らせ
2012.07.05 サマーフェスティバル2012　～夏もやっぱり公園に行こう～　　　
2012.07.09 レインボープール7/14（土）オープン　オープニングセレモニー開催
2012.07.20 NISHITACHIサマーイルミネーションガーデン開催
2012.07.23 NISHITACHIサマーイルミネーションガーデン８／１（水）試験点灯
2012.07.26 サギソウまつり
2012.09.14 第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ「9/29～10/28国営昭和記念公園他で開催」
2012.09.18 第16回「よみがえる樹々のいのち」展
2012.09.24 第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ「マナブ・シル・ツナガル」
2012.09.25 第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ「オープニングプログラム」
2012.10.01 第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ「ソトでアソブたま」
2012.10.10 第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ「ボウサイとミライのたま」
2012.10.15 第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ「みんながハネルたま」
2012.10.23 第29回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ「秋の楽市」などのイベント盛りだくさん
2012.10.29 黄葉＆紅葉まつり　～黄と紅の二重奏
2012.11.02 コスモス花摘みイベント開催！
2012.11.22 Winter Vista Illumination2012
2012.11.30 Winter Vista Illumination2012　内覧会について
2012.12.04 Winter Vista Illumination2012　内覧会のお知らせ
2012.12.13 葉っぱに命がやどるアニマルクラフト展！
2012.12.21 新春イベント 「Let's　Enjoy　お正月」
2013.01.09 Plant　Prints展
2013.01.15 雪と花の早春フェスティバル
2013.01.28 昭和の時代展、アイスチューリップ、雪・ソリあそび広場
2013.02.01 早春の花シリーズ②　セツブンソウ
2013.02.04 BOBSAI　Caf 
2013.02.04 じん　ふみ写真展
2013.02.21 早春の花シリーズ③　ウメ
2013.02.25 早春の花シリーズ④　寒咲ナノハナ　花摘みイベント
2013.03.08 春野菜とワインのマリアージュを楽しむ会、ハーバルライフ講座、ビックスマイル寄席
2013.03.12 フラワーフェスティバル
2013.03.15 ＢＮ体操、ゆる体操、親子でキャッチボール
2013.03.19 サクラ（ソメイヨシノ）本日開花！
2013.03.22 間もなくアクラが満開です！！
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プレスリリース資料実績

【H25】
日付 内容

2013.04.01 季節の花だより　アイスランドポピー
2013.04.02 平成24年度　入園者数のご報告
2013.04.08 106品種のチューリップが見頃を迎えています
2013.04.10 4/13（土）プレオープン　こもれびの里農家
2013.04.19 水あそび広場4/27（土)OPEN!
2013.04.23 公園で過ごすGWのご案内
2013.05.08 シャーレーポピー
2013.05.21 シャーレーポピー花摘みイベント
2013.05.31 チューリップの掘り取りイベント
2013.06.13 「幸せの青い花をさがしに」
2013.06.20 花みどり文化センターイベント
2013.06.21 レインボープール　オープン
2013.07.05 「サマーフェスティバル2013」
2013.07.10 「摂政官と関東大震災－宮内庁の記録から－」
2013.07.12 「希望の気球プロジェクト」
2013.07.24 「こもれびの里農家ボランティア新規募集」
2013.07.24 「藍型染作品展　涼しげな夏」
2013.07.24 「サギソウまつり」
2013.08.14 ヒマワリ　花の丘
2013.08.20 こもれびの里「農家エリア」オープン
2013.09.04 「水あそび広場再オープン」
2013.09.04 「そよぎの丘とナンバンギセル」
2013.09.06 「国営昭和記念公園コスモスまつり」
2013.09.10 「９月のスポーツイベント」
2013.10.03 草笛コンサート
2013.10.03 10月のスポーツイベント
2013.10.3１ 昭和の時代展
2013.10.31 黄葉＆紅葉まつり
2013.11.27 ウィンタービスタイルミネーション
2013.12.06 入園者数7000万人達成！ダブルメモリアル
2013.12.17 レッツエンジョイお正月
2013.12.19 バルーンドレスファッションショー
2014.01.15 雪と花の早春フェスティバル
2014.01.24 間伐体験教室
2014.02.05 ＢＯＮＳＡＩ　Ｃａｆｅ
2014.02.05 セツブンソウ
2014.02.13 シークレットハートを探せ
2014.02.27 そなえパークの日
2014.02.27 雪割草展
2014.03.03 ステンドグリーン展示
2014.03.06 賞梅の季節到来
2014.03.07 ３月スポーツイベント
2014.03.14 フラワーフェスティバル2014イベント
2014.03.20 ウメとサクラの競演
2014.03.24 フラワーフェスティバル2014イベント
2014.03.26 ウメとサクラの競演
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■レンタルサーバー維持管理費

【Ｈ２３】　1,139,000円
【Ｈ２４】　1,139,000円
【Ｈ２５】　1,139,000円

■ホームページの更新実績
【Ｈ２３】 （単位：回数）

No 項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

1 ページ更新（センター） 24 18 18 18 17 20 14 10 11 16 18 32 216

2 トップページバナー作成、削除 2 3 5 2 3 2 0 2 1 1 1 3 25

3 公園ギャラリー 0 1 2 1 2 0 0 7 0 2 0 3 18

4 みどりの文化ゾーンNEW　TOPICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 みどりの文化ゾーンイベント情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 春期ページ作成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

7 夏期ページ作成 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8 秋期ページ作成 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

9 冬期ページ作成 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

10 その他イベントページ作成 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11 携帯版ウェブサイト維持管理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12 メールマガジン発行 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

13 アクセス解析 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

29 26 28 25 25 26 17 23 15 22 23 41 300

【Ｈ２４】 （単位：回数）

No 項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

1 ページ更新（センター） 12 15 14 20 23 22 31 24 21 19 18 24 243

2 トップページバナー作成、削除 2 3 2 4 4 2 2 4 1 1 2 4 31

2.5 トップページWhat'sNEW追加、削除 5 6 3 5 0 2 4 4 2 2 2 10 45

3 花だより 8 8 8 8 9 8 9 7 8 6 4 6 89

4 開花速報 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 6

5 公園ギャラリー 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4

6 みどりの文化ゾーンNEW　TOPICS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7 みどりの文化ゾーンイベント情報 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8 春期ページ作成･修正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4

9 夏期ページ作成･修正 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7

10 秋期ページ作成･修正 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 9

11 冬期ページ作成･修正 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

12 その他イベントページ作成･修正 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 30

13 携帯版ウェブサイト維持管理 2 3 7 3 4 4 3 3 4 3 3 3 42

14 メールマガジン発行 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

15 アクセス解析 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

16 その他ページの維持管理 9 8 11 8 3 4 2 5 2 4 4 5 65

17 こもれびの里 2 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 17

48 51 58 59 56 53 66 56 47 44 42 62 642

【Ｈ２５】 （単位：回数）

No 項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

1 ページ更新（センター） 27 30 23 23 27 26 35 33 25 22 20 26 317

2 トップページバナー作成、削除 5 5 5 5 1 14 10 17 9 5 6 7 89

2.5 トップページWhat'sNEW追加、削除 3 5 4 4 5 5 6 4 5 4 7 4 56

3 公園ギャラリー 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4 みどりの文化ゾーンNEW　TOPICS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5 みどりの文化ゾーンイベント情報 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6 春期ページ作成･修正 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 3 2 12

7 夏期ページ作成･修正 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8

8 秋期ページ作成･修正 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 10

9 冬期ページ作成･修正 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4

10 その他イベントページ作成･修正 3 3 1 1 1 5 4 2 2 2 1 3 28

11 携帯版ウェブサイト維持管理 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

12 メールマガジン発行 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

13 アクセス解析 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

14 花だより 7 5 4 6 4 5 5 4 4 4 4 4 56

15 開花速報 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4

16 その他ページの維持管理 4 4 6 7 3 5 2 2 4 3 5 17 62

17 こもれびの里 0 2 1 1 2 0 1 2 1 2 0 1 13

56 63 55 61 54 71 74 75 60 52 53 71 745合計
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車椅子、ベビーカーの利用件数（Ｈ２３）

■立川口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 258 161 50 11 26 77 261 189 75 10 9 24 1,151
1日平均 8.6 5.19 1.67 0.35 0.84 2.57 8.42 6.3 2.5 0.33 0.33 0.78 3.18
1日最大 40 27 5 1 6 15 32 22 13 2 2 5 40

ベビーカー 340 289 84 87 121 156 377 264 54 33 34 80 1,919
1日平均 11.33 9.32 2.8 2.81 3.9 5.2 12.16 8.8 1.8 1.1 1.26 2.67 5.30
1日最大 49 58 16 16 15 26 49 40 7 6 5 20 58

■西立川口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 241 131 40 28 15 34 164 120 9 5 11 23 821
1日平均 8.03 4.23 1.33 0.90 0.48 1.13 5.29 4.00 0.30 0.17 0.41 0.74 2.27
1日最大 29 19 5 3 3 5 14 12 4 2 2 4 29

ベビーカー 227 199 97 68 69 199 281 165 42 25 34 109 1,515
1日平均 7.57 6.42 3.23 2.19 2.23 6.63 9.06 5.5 1.4 0.83 1.26 3.52 4.19
1日最大 24 38 14 8 7 25 32 20 7 4 9 13 38

■昭島口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 7 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 17
1日平均 0.23 0.16 0.00 0.00 0.03 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
1日最大 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3

ベビーカー 8 4 1 6 6 7 11 6 2 1 0 0 52
1日平均 0.27 0.13 0.03 0.19 0.19 0.23 0.35 0.2 0.07 0.03 0 0 0.14
1日最大 2 1 1 2 3 2 3 2 1 1 0 0 3

■砂川口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 127 96 25 5 3 32 283 74 6 3 3 13 670
1日平均 4.23 3.10 0.83 0.16 0.10 1.07 9.13 2.47 0.20 0.10 0.11 0.42 1.85
1日最大 16 13 4 2 2 7 24 5 2 1 2 3 24

ベビーカー 98 85 14 9 18 43 86 48 15 11 9 43 479
1日平均 3.27 2.74 0.47 0.29 0.58 1.43 2.78 1.6 0.5 0.37 0.33 1.39 1.32
1日最大 15 20 4 3 4 8 13 9 8 3 2 10 20

■玉川上水口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 8
1日平均 0.10 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02
1日最大 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1

ベビーカー 2 2 0 0 0 1 4 0 2 0 0 2 13
1日平均 0.07 0.06 0 0 0 0.03 0.13 0 0.07 0 0 0.06 0.04
1日最大 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 2
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車椅子、ベビーカーの利用件数（Ｈ２４）

■立川口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 248 159 42 12 9 40 191 160 43 12 31 98 1043
1日平均 8.3 5.1 1.4 0.4 0.3 1.3 6.2 5.3 1.4 0.4 1.2 3.2 2.9
1日最大 33 26 5 5 2 9 26 17 10 4 14 20 33

ベビーカー 263 242 87 65 66 109 208 177 38 49 57 169 1528
1日平均 8.8 7.8 2.9 2.1 2.1 3.7 6.7 5.9 1.3 1.6 2.2 5.5 4.2
1日最大 51 49 17 14 11 27 34 30 6 6 11 19 51

■西立川口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 214 110 34 15 12 30 131 77 16 12 7 79 735
1日平均 7.1 3.6 1.1 0.5 0.4 1.0 4.2 2.6 0.5 0.4 0.3 2.5 2.0
1日最大 35 23 8 4 2 8 14 8 4 2 1 14 35

ベビーカー 281 238 145 87 103 135 227 156 32 51 63 161 1677
1日平均 9.4 7.8 4.8 2.8 3.3 4.6 7.3 5.2 1.1 1.7 2.4 5.2 4.6
1日最大 33 36 24 10 13 25 45 25 7 9 11 19 45

■昭島口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 4 3 0 0 1 0 3 3 0 1 0 1 15
1日平均 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1日最大 2 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2

ベビーカー 12 8 5 1 1 2 5 4 0 0 3 3 42
1日平均 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
1日最大 3 2 2 1 1 1 2 2 0 0 1 1 3

■砂川口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 134 94 19 5 4 26 222 81 5 5 21 49 664
1日平均 4.5 3.0 0.6 0.1 0.1 0.9 7.2 2.7 0.2 0.2 0.8 1.6 1.8
1日最大 21 17 4 2 2 7 21 11 3 2 5 10 21

ベビーカー 115 97 34 21 11 43 92 63 20 22 23 50 588
1日平均 3.8 3.1 1.1 0.7 0.4 1.5 3.0 2.1 0.7 0.7 0.9 1.6 1.6
1日最大 24 26 8 6 3 15 17 14 6 4 5 10 26

■玉川上水口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
1日平均 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1日最大 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

ベビーカー 2 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10
1日平均 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1日最大 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3
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車椅子、ベビーカーの利用件数（Ｈ２5）

■立川口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 215 178 45 8 7 45 142 227 69 17 7 46 1006
1日平均 7.2 5.7 1.5 0.3 0.2 1.6 4.6 7.6 2.3 0.6 0.3 1.5 2.8
1日最大 31 26 5 1 2 8 26 18 10 4 3 9 31

ベビーカー 197 229 109 61 70 121 143 214 48 37 30 101 1360
1日平均 6.6 7.4 3.6 2.0 2.3 4.2 4.6 7.1 1.6 1.2 1.3 3.4 3.8
1日最大 27 31 17 9 7 27 27 25 6 9 7 24 31

■西立川口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 172 118 35 10 13 34 94 133 13 12 13 48 695
1日平均 5.7 3.9 1.2 0.3 0.4 1.2 3.0 4.4 0.4 0.4 0.5 1.5 1.9
1日最大 18 23 8 3 2 8 10 13 5 3 2 8 23

ベビーカー 259 238 137 75 96 140 183 195 76 43 35 169 1646
1日平均 8.6 7.9 4.6 2.5 3.1 4.8 5.9 6.5 2.5 1.4 1.4 5.5 4.6
1日最大 33 30 16 10 11 25 29 26 20 7 6 21 33

■昭島口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6
1日平均 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1日最大 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

ベビーカー 12 9 7 0 1 3 5 5 4 3 0 5 54
1日平均 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
1日最大 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2

■砂川口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 110 118 20 4 6 39 165 87 9 7 6 48 619
1日平均 3.7 3.8 0.7 0.1 0.2 1.3 5.3 3.0 0.3 0.2 0.3 1.5 1.7
1日最大 16 17 3 1 2 7 21 12 2 1 3 10 21

ベビーカー 131 122 32 25 13 62 65 47 17 22 12 46 594
1日平均 4.4 3.9 1.1 0.8 0.4 2.1 2.1 1.6 0.6 0.7 0.5 1.5 1.6
1日最大 24 22 7 6 3 15 17 8 4 4 5 7 24

■玉川上水口 （単位：件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

車椅子 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 6
1日平均 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1日最大 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2

ベビーカー 0 4 1 0 0 2 5 4 1 0 0 0 17
1日平均 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1日最大 0 3 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3
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平成25年度

西武造園㈱・㈱プリンスホテル共同体

巡  視  計  画  書
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国営昭和記念公園巡視計画書

第1条   巡視の目的

国営昭和記念公園運営維持管理業務実施要領に基づき、お客様の安全利用の確保及び

公園施設の管理に必要な処置を効果的かつ効率的に行うため定期的に巡視を実施し、

災害事故等不慮の事故に備え、緊急の措置を取ることを目的とする。

第2条   巡視の機構

(1)園内の巡視は、利用サービス係長及びパトロールスタッフ、保安スタッフにより実施する。

(2)公園内の巡視は、基本的に班編成(1班:　1～2人)で行う。

第3条  巡視は、次の事項についての調査、点検及び指導、報告を行う。

(1)園路、広場の路面、路側、法面、排水桝、橋梁、階段、建物その他構造物等の異常の有無。

(2)電気、放送、水道、汚水処理設備等の異常の有無。

(3)外柵、門扉、案内標識板、ベンチ、屑かご、灰皿、水のみ場、遊具施設等の異常の有無。

(4)樹木、草花、芝生等植物の成育状況、倒木、枯れ枝の異常の有無。

(5)清掃の状況。

(6)お客様への利用指導及び危険な行為に対する制止及び安全指導。

(7)迷子、負傷者、病人等を発見又は、届け出を受けた場合には、緊急処理体制に基づき適切な処置と

報告を行う。

(8)事件、事故、又は不足の災害発生を発見した場合には、緊急処理体制に基づき適切な処置と

報告を行う。

第4条 巡視日報

毎日巡視点検結果を利用サービス係長が確認する。

第5条 巡視要領

(1)パトロールスタッフは、利用サービス係長の指示を受け、園内巡視実施要領に基づき行う。

(2)パトロールスタッフは、巡視の際、お客様が巡回サービス員であることがわかるような表示及び服装を

着用し巡視を行う。

(3)パトロールスタッフは、お客様に対して不快感を与えないよう常に親切丁寧に接すると共に、

利用指導及び安全指導を行う。

(4)パトロールスタッフは、巡視の際、常に救急バックを携帯する。

(5)パトロールスタッフは、都市公園法10条の2項、3項、都市公園法施行例第18条、19条、並びに

これらに関し、公園事務所が定める取扱要領等に係る違反行為を発見した場合には指導するものとする。

また、応じない場合には利用サービス係長に報告し指示を受ける。

別紙　446



平成25年度園内巡視実施要領

第1章　　　　一般業務

１.巡視

(1)勤務時間

勤務時間は下記を標準とする。(別表勤務時間表参照)

イ.繁忙期巡視　　　08:45～17:45　(8.0h・休憩1.0h)

ロ.閑散期巡視　　　08:45～17:15　(7,5h・休憩1.0h)

(2)園内巡視

巡視は施行計画書に基づき確実に実施するものとする。巡視実施に当たって

A　区域(立川口周辺、ふれあい広場、花木園)

B　区域(西立川口周辺、水鳥の池、運動広場)

C　区域(砂川口、こもれびの里、日本庭園、みんなの原っぱ、こどもの森)

D　区域(文化ゾーン)　を責任区分とし、巡視するものとする。

この際、お客様の動向・社会情勢等により巡視重点を着意し、責任区域を巡回及び巡視する。

特にサイクリング道路巡視については、お客様に対し「自転車道路利用規定」、園内を通行する業務車輌等

については「車輌による入園者心得」を遵守するよう指導する。

(3)囲障巡視

公園囲障の異常の有無を確認するため、月2回　第1週と第3週の火曜日を標準として、外柵・門扉の

点検を実施し、破損等を発見した場合は可能な応急処置補修を実施するとともに書面により報告するもの

(4)日本庭園巡視

日本庭園の巡視については各巡視区域に関わらず共通の区域として、特に火災予防・建物、植物の

保全、飲食の注意指導に留意するとともに、利用規程を充分理解して利用指導に当たるものとする。

開園時聞中における巡視頻度は、概ね1時間に1回となるよう計画する。

(5)緩傾斜護岸巡視

残堀川緩傾斜護岸の利用形態の観察と適切な利用指導に着意する。

(6)砂川口巡視

設備・備品搬入関係業者の出入り、利用形態の観察と適切な利用指導に着意する。

(7)文化ゾーン巡視

文化ゾーン(無料区域)において、お客様の動向・社会情勢等により巡視重点を着意し、責任区域を巡回

及び巡視する。
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2.出入口管理

施行計画書に基づき、別紙巡視業務区域図に定めた警備員定位置における、西立川口業務用ゲート詰所

砂川口業務用ゲート詰所及び文化ゾーンガードマン詰所において以下の業務を行う。

イ.受付は常駐時間を標準とし、業務用の出入管理を行う。

ロ.来訪者には来園目的等を確認し、所定の名簿に必要事項を記入させ、公園発行の立入許可証、

臨時入園指示書を確認し出入させる。必要に応じて公園事務所が用意した腕章を発行する。

ハ.挙動不審、来意不明の場合は許可証若しくは身分証明書等の提示を求め、適切な処置を執る。

二.車輌等については運転者の氏名、会社名又は所属等の確認を行い、車輌入園許可証若しくは

臨時車輌入園許可証の確認後、許可ステッカーを対象車輌フロント部の視認できる位置に掲示させたうえ

入園させる。

ホ.腕章及び許可ステッカーの回収については、退出時における手続終了後速やかに返納させる。

へ.上記の手続中及び退出完了後に紛失を発見した場合は、直ちに利用サービス係長に報告するとともに

貸与者及び所属会社等の責任者に通報し発見に努める。

ト.工事中区域と開園区域の間にある門扉については、開閉を確実に実施するよう来訪者に対し指導する。
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第2章　　　特別業務

1.多客日及びイベント警備　(イベント会場及び周辺警備)

(1)実施日

実施日は下記のとおりとする。

イ.特別警備(A) こどもの森警備

・多客予想日 4月～3月までの土、日、祝日

※ゴールデンウィーク(4月29日～5月6日)を含む

ロ.特別警備(B) ・花火大会警備(1日間)

ハ.特別警備(C)

・冬期イベント警備

(2)勤務時間及び勤務人数

勤務時間及び1日当たりの勤務人数は以下のとおりとする。勤務人員については、当日の巡視勤務者

及び保安警備勤務者と重複しないものとする。

イ.こどもの森警備　Ⅰ　　　　　 9:00～18:00(休憩1.0h含)

　　　　　　〃　　　　  II　　　　　　9:00～17:00(休憩1.0h含)

ロ.花火大会警備　　　　　　　　16:00～24:00(休憩1.0h含)

ハ.冬期イベント警備　　　　　　16:00～22:00(休憩0.5h含)

(3)実施内容

夜間開園時の警備を踏まえ、お客様への安全指導、道案内、火災及び盗難等の事故防止、迷子発生時の

捜索、落とし物等の対応等その業務は多岐に渡ることが十分考えられるので、当日配置に着く警備員は

周辺箇所の予備知識を事前に把握しておく。
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第3章　　　その他

(1)施行上の責任

業務の施行上施設を破損させたり、車輌による移動中に人身事故等を起こさない様に充分留意し、

諸事故を発生した場合は、直ちに、調査職員に連絡をするとともに、請負者の責による場合は、

請負者の責任において速やかに処理するものとする。なお、公園内を車輌にて移動する場合は

植物及び施設の破損に注意し、制限速度20㎞/h(管理用道路)、10km/h(園路)を厳守する。

(2)勤務時の服装態度

パトロールスタッフ及び警備員はお客様に対し、視覚的に理解できる服装で、親切丁寧に利用指導及び

安全指導を行うものとする。なお、制服に係る費用は請負者の負担とする。

(3)火災予防・防止

以下の点に留意のうえ実施する。

イ.各種工事等における火気取扱・後始末において注意を促すと共に点検を実施し、火災の予防に努める

ロ.火災を発見した場合は直ちに初期消火に努めること。なお、事態の状況により緊急を要すると判断

される場合は、関係機関に連絡すると共に緊急連絡体制組織図に基づき通報・連絡を行うこと。

(4)盗難予防・防止

以下の点に留意のうえ実施する。

イ.各施設等の施錠確認をすること。

ロ.不審者、侵入者等を発見した場合は直ちに排除を行う。なお、事態の状況により緊急を要すると判断

される場合は、関係機関に連絡すると共に緊急連絡体制組織図に基づき通報・連絡を行うこと。

ハ.外柵等の破損を発見した場合は直ちに応急処置を施し、利用サービス係長に連絡すること。

(5)事故防止

以下の点に留意のうえ実施のこと。

イ.警備対象物件の破損・倒壊及びその可能性のあるものを発見した場合は直ちに応急処置を施し、

監督職員に連絡すること。

ロ.その他事故発生時に際しては、迅速かつ適切な処置を執り、事態の状況により緊急を要すると判断

される場合は、関係機関に連絡すると共に緊急連絡体制組織図に基づき通報・連絡を行うこと。

(6)緊急車輌誘導

病人・怪我人・火災等により緊急車輌を要請する場合は管理センター若しくは公園事務所の課長職以上の

職員に連絡を行い、緊急車輌の該当場所への案内誘導を行うこと。
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平成25年度園内警備業務月別数量表

［４月分] ◎ み◎請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 16 0 0 3 39.0 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.0

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 18 18 0 68.0 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 4 4 4 8 4 4 18 18 18 82.0

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0.0

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0.0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0.0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 0.0

契約数量 1 1 1 1 1 4 6 1 1 1 1 1 4 6 1 1 1 1 1 4 8 1 1 1 1 1 16 18 18 3 0 107.0

実施数量 2 1 0 2 2 4 4 1 1 1 1 1 4 8 1 1 1 1 1 4 4 1 0 1 1 1 18 18 18 1 0 104.0

◎4/21は緑化月間、4/29みどりの日無料日

合　計
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平成25年度園内警備業務月別数量表

［５月分] 子◎ 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 27 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 18 18 18 18 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 86 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 19 19 19 19 3 4 4 3 3 93

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0

特別警備（Ｄ)　 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

開始後４時間終了（4.0h） 実施数量 0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 0

契約数量 4 4 18 18 18 18 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 113

実施数量 1 1 19 19 19 19 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 0 0 1 112

◎5/5はこどものみ無料

合　計

別紙　452



平成25年度園内警備業務月別数量表

［６月分] 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 16 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 3 3 2 2 2 2 1 1 1 17

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 0

契約数量 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 16

実施数量 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 17

合　計

別紙　453



平成25年度園内警備業務月別数量表

［７月分] 花火 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 2 2 5 9

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 14 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 2 2 2 2 2 3 2 15

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 35 35

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 1 1

契約数量 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 37 2 0 0 0 53

実施数量 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 44 2 0 0 0 60

合　計

別紙　454



平成25年度園内警備業務月別数量表

［８月分] 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

特別警備（Ｄ） 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 サマーナイト

開始後４時間終了（4.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 1 1 1 3

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サマーナイ
ト

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 0

契約数量 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 19

実施数量 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 25

合　計

別紙　455



平成25年度園内警備業務月別数量表

［９月分] 敬◎ 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 0 26 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 2 2 1 2 3 3 3 3 19

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 2 2

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 0

契約数量 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 28

実施数量 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 21

◎9/16敬老の日無料日

合　計

別紙　456



平成25年度園内警備業務月別数量表

［１０月分] 30年◎ 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 0 56 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 1 3 4 4 1 1 1 3 2 1 1 1 5 1 1 1 1 49

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 0

契約数量 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 0 56

実施数量 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 1 3 4 4 1 0 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 5 1 1 1 1 49

◎10/6緑化、10/26開園30周年無料日

合　計

別紙　457



平成25年度園内警備業務月別数量表

［１１月分] 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 0 2 3 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 27 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 23

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 7 7

契約数量 0 2 3 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 27

実施数量 0 2 2 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 8 0 30

合　計

別紙　458



平成25年度園内警備業務月別数量表

［１２月分] 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 1 1 1 1 1 1 6

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 9 11 7 7 7 7 7 9 11 7 7 7 7 7 9 14 14 14 10 0 0 0 0 0 171
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 7 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 10 10 6 6 164

契約数量 1 0 0 0 0 0 9 12 7 7 7 7 7 9 12 7 7 7 7 7 10 15 15 15 11 1 1 1 1 0 0 183

実施数量 8 6 6 6 6 6 7 8 6 6 6 6 6 7 8 6 6 6 6 6 8 11 11 6 6 0 0 0 0 0 0 170

合　計

別紙　459



平成25年度園内警備業務月別数量表

［１月分] 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 0

契約数量 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14

実施数量 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10

合　計
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平成25年度園内警備業務月別数量表

［２月分] 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 計

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 1 1 1 1 1 5

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 0

契約数量 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

実施数量 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合　計
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平成25年度園内警備業務月別数量表

［３月分] 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 40 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 24

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 0

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 0

契約数量 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 40

実施数量 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 24

合　計
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平成25年度園内警備業務月別数量表

［年計] 請負者名：

区　　　分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

特別警備（A） Ⅰ 契約数量 2 4 4 4 1 0 0 3 4 4 4 2 2 0 2 3 3 1 1 0 1 2 5 4 2 2 1 1 1 3 0 66 こどもの森

9：00～16：30（6.5h） 実施数量 2 3 3 3 1 0 0 1 2 3 2 1 1 0 1 2 3 1 1 0 1 2 5 3 1 1 0 0 0 1 0 44

特別警備（A)　Ⅱ 契約数量 7 7 2 2 4 5 2 5 5 3 2 4 5 5 5 5 3 2 4 4 5 6 6 6 4 8 24 4 6 9 3 162 こどもの森

9：00～17：00（7.0h） 実施数量 4 4 1 3 5 6 2 4 4 3 2 4 5 5 4 3 3 2 4 3 5 6 5 3 2 2 7 3 4 3 3 114

特別警備（A)　Ⅲ 契約数量 2 2 18 18 18 24 10 4 2 0 3 3 4 8 5 5 0 2 2 4 10 4 4 0 2 2 0 21 22 1 0 200 こどもの森

9：00～18：00（8.0h） 実施数量 3 3 19 19 19 25 8 2 2 0 0 3 4 10 1 2 0 4 4 4 6 5 4 0 3 3 23 21 22 1 0 220

特別警備（A)　Ⅳ 契約数量 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 こどもの森

9：00～18：30（8.5h） 実施数量 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5

特別警備（A)　Ⅴ 契約数量 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 30 こどもの森

9：00～19：00（9.0h） 実施数量 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 37

特別警備（B) 契約数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 花火大会

16：00～24：00（7.0h） 実施数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35

特別警備（C) 契約数量 0 0 0 0 0 0 9 11 7 7 7 7 7 9 11 7 7 7 7 7 9 14 14 14 10 0 0 0 0 0 0 171
ウィンター
ビスタ

16：00～22：00（6.0h） 実施数量 7 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 10 10 6 6 0 1 0 0 7 0 172

契約数量 13 13 26 26 23 29 21 23 18 16 18 18 22 24 25 20 15 14 14 17 27 26 29 25 19 12 62 28 29 13 4 669

実施数量 18 16 31 33 31 37 17 14 14 14 12 16 20 26 17 15 14 15 15 15 21 23 24 13 13 6 69 26 26 12 4 627

合　計
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 別紙３７

巡視業務日報 1 

警備日報

自 平成 年 月 日 時 分

至 平成 年 月 日 時 分

担当者  

1.勤労者

2.巡回警備（点検）

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

3.巡回点検実施報告事項

4.施設等損傷報告事項

5.開錠及び施錠

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

巡回警備

勤務場所 勤務内容

利用安全管理スタッフ

立川口Ａ

立川口Ｂ

勤務者

夜勤 西立川口ガードマンボックス

センター長 総務ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
利用安全管理

リーダー

勤務別

有料エリア（Ａ，Ｂ）

砂川口ガードマンボックス

備考

結果

西立川口

開錠 施錠

西立川口ガードマンボックス

古民家セキュリティ

砂川口

施設等巡回点検時間 区域

西立川口ガードマンボックス

有料エリア（Ｂ）

有料エリア（Ａ）

門扉の名称
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巡視業務日報

2

警備日報

自 平成 年 月 日 時 分

至 平成 年 月 日 時 分

担当者  

1.勤労者

2.巡回警備（点検）

： ： ： ①外周

： ： ： ②管理事務所

： ： ： ③管理用車両駐車場

： ： ： ④総合案内所

： ： ： ⑤あけぼの口

： ： ： ⑥そよぎの丘斜面

： ： ： ⑦そよぎの丘樹林地帯

： ： ： ⑧みどり橋周辺

： ： ： ⑨花みどり文化センター

： ： ： ⑩ゆめ広場及びトイレ周辺

： ： ： ⑪ゆめひろば裏樹林帯

： ： ： ⑫記念館口

： ： ： ⑬昭和天皇記念館建物裏廻り

： ： ：

3.巡回点検実施報告事項

4.施設等損傷報告事項

5.開錠及び施錠

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

利用安全管理スタッフ

備考

結果

勤務場所 勤務内容 勤務者

事務所通用門

施設等巡回点検時間 区域

門扉の名称 開錠 施錠

夜勤

勤務別

管理事務所

文化ゾーン詰所 巡回警備

センター長 総務ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
利用安全管理

リーダー
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平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　　）　　

その他

小計 小計

小計

本日の入園車輌　総合計 　　　　　　　　台（　　　　　）台

本日の入園人員　総合計　　　　　　 　　名

(       )内は、臨時入園車輌

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名 　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

その他（西武造園・プリンスホテル共同体）

入園車輌等報告書

工事業者関連（国交省） 管理業者関連（西武造園・プリンスホテル共同体）

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

　　　　　　　　(　　　)台　　　　名

 
 

別紙　467



- 4 - 
 

西武造園（㈱）・プリンスホテル（㈱）共同体

昭和管理センター

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　　）

Ｎｏ． 入場時間 退場時間 会社名 氏名 車輌番号 人数 許可番号 備考 カウント

1 : :

2 : :

3 : :

4 : :

5 : :

6 : :

7 : :

8 : :

9 : :

10 : :

11 : :

12 : :

13 : :

14 : :

15 : :

16 : :

17 : :

18 : :

19 : :

20 : :

21 : :

22 : :

23 : :

24 : :

25 : :

26 : :

27 : :

28 : :

29 : :

30 : :

入場者（車輌等）受付簿
（西立川業務用門）
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国交省関係　業務用入園車両受付簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日(　　　)　　　天候：

担当者

入場時間 退場時間 会社名 運転者名 人数 車両番号 許可番号 ケース コーン 備考

1 ： ：

2 ： ：

3 ： ：

4 ： ：

5 ： ：

6 ： ：

7 ： ：

8 ： ：

9 ： ：

10 ： ：

11 ： ：

12 ： ：

13 ： ：

14 ： ：

15 ： ：

16 ： ：

17 ： ：

18 ： ：

19 ： ：

20 ： ：

21 ： ：

22 ： ：

23 ： ：

24 ： ：

25 ： ：

26 ： ：

27 ： ：

28 ： ：

29 ： ：

30 ： ：

【業務日報・砂川口業務用ゲート】
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西武造園・プリンスホテル関係　業務用入園車両受付簿　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成　　　　年　　　　月　　　　日(　　　)　　　天候：

担当者

入場時間 退場時間 会社名 運転者名 人数 車両番号 許可番号 ケース コーン 備考

1 ： ：

2 ： ：

3 ： ：

4 ： ：

5 ： ：

6 ： ：

7 ： ：

8 ： ：

9 ： ：

10 ： ：

11 ： ：

12 ： ：

13 ： ：

14 ： ：

15 ： ：

16 ： ：

17 ： ：

18 ： ：

19 ： ：

20 ： ：

21 ： ：

22 ： ：

23 ： ：

24 ： ：

25 ： ：

26 ： ：

27 ： ：

28 ： ：

29 ： ：

30 ： ：

【業務日報・砂川口業務用ゲート】
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テナント関係　業務用入園車両受付簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日(　　　)　　　天候：

担当者

入場時間 退場時間 会社名 運転者名 人数 車両番号 許可番号 ケース コーン 備考

1 ： ：

2 ： ：

3 ： ：

4 ： ：

5 ： ：

6 ： ：

7 ： ：

8 ： ：

9 ： ：

10 ： ：

11 ： ：

12 ： ：

13 ： ：

14 ： ：

15 ： ：

16 ： ：

17 ： ：

18 ： ：

19 ： ：

20 ： ：

21 ： ：

22 ： ：

23 ： ：

24 ： ：

25 ： ：

26 ： ：

27 ： ：

28 ： ：

29 ： ：

30 ： ：

【業務日報・砂川口業務用ゲート】
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会社名 氏名 車輌番号 入場時間 退場時間 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

砂川口業務用門　臨時入園車輌一覧表

平成　　　　年　　　　月　　　　日
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 別紙３８

 

建物及び工作物に関する修繕履歴 

 

 

 

H23 度 H24 年度 H25 年度 平均金額 

36,384,829 円 27,105,375 円 22,640,853 円 28,710,352 円 
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【H23建物管理】

種別 細目 実施日 作業内容 金額（税別）
建物維持修繕

＜管理棟修繕＞

6月20日 昭島管理棟雨樋修繕他 141,140

7月19日 立川口ゲート北棟休憩室内塗装修繕工事 48,572

9月21日 立川口ゲート北側軒テント撤去作業 72,000

10月5日 立川口ゲート北側軒テント製作設置 566,800

10月7日 砂川サイクルセンター軒修繕作業 434,000

10月17日 ブラインド 31,200

＜休憩所等修繕＞

4月26日 花みどり文化センタードアクローザー修繕 19,000

6月16日 こどもの森　森の家　他修繕 379,650

7月9日 こどもの森　東屋土系舗装修繕工事 295,000

9月19日 ミニクリプトン球　他2点 59,250

10月7日 休憩所屋根修繕 205,800

11月13日 みんなの原っぱ北休憩所樋修繕、破風板交 141,905

11月15日 花みどり文化センターギャラリーⅠドア他修理 12,000

1月12日 みんなの原っぱ北休憩所 屋根材交換作業 24,600

1月17日 多目的トイレ手摺り操作レバー部　他１点 4,366

＜便所修繕＞

4月3日 総合案内所外便所(№47)ルーバー窓修繕 5,000

4月12日 INAX普通便座 5,044

5月20日 定流量弁　他1点 39,760

6月13日 TOTO TC219V86/V80用便座取付具組品 2,800

7月17日 普通便座　他1点 4,532

10月1日 盗難防止化粧鏡他2点 31,602

10月31日 花木園女子トイレフラッシュバルブ修繕 28,400

10月31日 園内トイレ防寒対策修繕工事 450,000

11月10日 水道器具用グリース　他1点 9,132

11月30日 女子トイレ排水詰り修繕 16,000

11月30日 管理センター男子トイレ修繕 17,600

12月13日 №23女子トイレ自動水栓修理 22,000

1月23日 №18男子トイレ自動水栓修繕 42,300

2月14日 №15多目的トイレ手摺修繕・№42女子トイレフ 75,500

2月6日 №43トイレ脇・Φ13VP漏水修繕他1件 38,000

2月28日 №10女子トイレ手洗漏水修繕他1件 27,000

3月3日 №37トイレ小便器センサー漏水修繕 13,200

2月29日 №26女子トイレ自動手洗電磁弁修繕 15,150

＜建物維持その他修繕＞

5月9日 コンパクト蛍光灯FDL13X-L　他 10,070

5月14日 ステンレス板材他　消耗品購入 4,391

4月2日 電球型蛍光ランプ 41,429

7月7日 白熱電球　他4点 36,725

7月7日 冷蔵庫（2ドア） 18,953

7月21日 強力防水用両面テープ　他1点 8,080

8月12日 こどもの森木工房デッキ修繕 122,667

9月10日 フワフワドーム管理棟錠前交換修繕 76,000

9月17日 三原椿油 8,572

9月19日 国営昭和記念公園内トイレ赤ちゃん用品オー 900,000

10月9日 こもれびの里水車小屋屋根修繕 80,000

10月16日 歓楓亭　掃除機購入 14,700

11月3日 電球型蛍光ランプ（60w型グローブレス） 16,572

11月4日 コンパクト蛍光灯FDL10EX-L　他 17,530

11月23日 ベビーキープ・ベビーシート購入 896,000

建物設備維持修繕

＜空調設備修繕＞

4月6日 ガスヒーポン(GHP)保守点検 149,283

4月12日 平成23年度　空調設備保守業務 1,790,000

7月31日 花木園展示棟三菱重工空調機修理 25,880

8月19日 日本庭園 歓楓亭 エアコン修理 22,600

10月13日 歓楓亭空調機械点検・調査 81,000

11月30日 歓楓亭エアコン修理 43,800

1月10日 西立川口救護室エアコン交換作業 153,600

1月17日 燃料ガス緊急遮断弁交換 376,000

1月17日 総合案内所エアコン修繕 409,400

＜消防設備修繕＞

5月30日 可搬消防ポンプ修繕 38,090

8月13日 花木園誘導灯設備更新作業 46,600

11月9日 花みどり文化センター誘導灯消耗品購入 68,740

＜建物設備その他修繕＞

3月31日 人数カウント設備保守 214,000

4月10日 昭和記念公園西立川口ゲート電気湯沸し器 29,600

5月5日 砂川口管理棟昇降機部品交換作業 83,490

5月31日 ランプチェンジャーポール　他 23,400

5月31日 花みどり文化センターミスト発生装置地下ピッ 212,000

6月20日 昭島管理棟昇降機総合点検 96,000

6月30日 高所作業台保守点検作業 83,000

7月2日 こもれびの里外入口自動ドア故障修理 90,000

8月6日 花木園展示棟内側自動ドア故障修繕 168,000

8月13日 こどもの森木工房蛍光灯増設作業 80,800

8月15日 総合案内所自動ドア調整点検作業 23,000

8月30日 総合案内所自動ドア調整点検その２作業 5,000

9月8日 昭島管理棟エレベーター部品交換 786,000

8月31日 こもれびの里エレベーター点検（9・3月） 119,700
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【H23建物管理】

種別 細目 実施日 作業内容 金額（税別）
9月4日 砂川口ゲートエレベーター点検 50,000

9月29日 花みどり文化センターエスカレーター故障調 174,000

10月30日 窓口用インターホン機器修繕 3,000

11月2日 花みどり文化センター昇降機設備点検（11-3 800,000

11月2日 花みどり文化センター講義室プロジェクター点 200,000

11月10日 冷温水発生機部品交換（花みどり文化センタ 366,000

11月21日 乗用エレベーター1号機・2号機精密点検 20,000

12月11日 赤ちゃん休憩室浄水器フィルター交換作業 66,000

1月7日 花みどり文化センター自動ドア調整 30,000
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【H23工作物管理】

種別 細目 実施日 作業内容 金額（税別）
工作物維持修繕

<園路広場修繕> 地底の泉歩道修繕 95,200

6月8日 水遊び広場タイル修繕 110,000

7月2日 三分砂利 153,000

6月30日 冒険プールタイル及び目地補修 128,000

水遊び広場幼児プール床修繕他 200,750

7月9日 こどもの森　歩行通路土系舗装修繕工事 290,000

8月3日 花みどり文化センターマンホールふた修繕 11,000

10月6日 駐輪場舗装修繕 140,000

10月8日 眺めのテラス平板補修 76,000

10月16日 三分砂利 153,000

10月23日 ふわふわドーム北偽木階段修繕 310,000

11月1日 立川口自転車用ゲート門扉下段差修繕 45,320

11月5日 ハーブガーデンウッドデッキ修繕 279,000

2月11日 花の丘・こどもの森北その他修繕 880,000

カナール歩道石張舗装変状調査 856,700

2月10日 ハーブガーデンウッドデッキ修繕 460,500

3月3日 花みどり文化センター　ウッドデッキ交換作業 80,280

<遊具維持修繕>

3月31日 虹のハンモック保守点検業務 898,000

4月17日 振い砂（中目川砂・9ｍ3） 64,800

4月18日 こどもの森「鳴きのドラゴン」システム装置修 86,000

5月20日 Vベルト 29,900

7月11日 昭和記念公園フワフワドーム定期点検 252,000

7月12日 平成23年度遊具保守点検作業 378,000

8月28日 プレイディアム修繕 256,200

11月26日 ドッグラン遊具修繕 329,880

12月20日 昭和記念公園遊具修繕 291,000

2012/1/ 虹のハンモックネット張り調整作業 250,000

＜工作物維持その他修繕＞

3月31日 フラットファイル他購入 15,637

4月11日 西立川車両乗入口門扉修繕 22,000

5月10日 土のう袋 3,353

5月14日 セーフティコーン他　消耗品購入 52,871

6月11日 ベンチ修繕材料・工具購入 39,229

6月9日 昭和記念公園内看板修繕 180,000

6月20日 水遊び広場デッキベンチ修繕他 345,000

7月3日 水遊び広場ウォーターガン修繕 100,000

7月21日 工作物諸修繕用材料購入 12,179

7月18日 ラミネート加工 10,000

7月10日 ナンラＡＧ 25,267

8月1日 土嚢袋他　消耗品購入 17,286

8月10日 花木園ハーブガーデン看板修繕 72,000

8月6日 ホースシューズ丸太柵修繕 755,850

9月3日 こもれびの里水車小屋保守点検他作業 174,900

9月11日 スズメバチ駆除（カナール大噴水） 39,000

9月27日 西立川料金所扉修繕 23,000

10月10日 眺めのテラスソーラー時計修理 54,200

10月10日 立川駐車場門扉修繕 58,000

10月13日 花みどり文化センター台車キャスター 5,400

11月1日 ドッグラン内仕切りフェンス修繕 81,400

11月3日 工作物維持修繕消耗品購入 21,271

11月19日 バーベキューガーデンバック柵、門扉修理 86,150

11月21日 あけぼの口閉開園時間表示看板更新 84,400

12月7日 日本庭園改修復旧工事 640,200

1月9日 犬留め製作・設置 68,000

1月20日 電気ストーブ 13,258

2月19日 立川口無料区便所（№1）前ベンチ脚補強修理 33,100

3月6日 園内工作物修繕作業 768,900

＜電気設備維持修繕＞

8月9日 文化ゾーントイレ棟前ローポール外灯修繕 61,300

1月31日 北管理ヤード倉庫シャッター電源調査 5,000

3月4日 総合案内所・氷蓄熱ユニット他漏電調査 23,000

＜水道設備維持修繕＞

4月4日 スーパーサニクロン 13,200

5月15日 配管材料購入 114,290

5月20日 プールポンプ点検作業（水遊び機械室） 130,000

6月16日 「昭島口ゲート脇」Ф150上水漏水修繕 210,000

7月17日 20ＨＩ ＭＷＳ 水栓ソケット 他3点 2,690

7月26日 こどもの森（ドラゴンの砂山付近）上水漏水修 190,000

8月10日 立川上水施設落雷断水対応修繕 54,000

10月4日 ボートハウス裏Ф50VP上水漏水修繕 285,000

10月4日 昭島上水系統Ф150給水管漏水修繕 480,000

10月26日 花木園展示棟Ф25ゲートバルブ取替修繕 50,000

11月23日 「文化ゾーン・芝生広場」Ф20上水漏水修繕 112,000

12月12日 花木園内水飲み止水栓交換 145,000

1月14日 №23トイレ脇　上水配管（Ф50）漏水修繕 210,000

1月21日 №34トイレ脇Ф20上水配管漏水作業 146,000

2月17日 花緑文化センター外部流し台横Φ20ゲートバ 165,000

3月3日 花緑文化センター・外部流し台中Φ30ゲート 141,000

＜水循環設備維持修繕＞

4月7日 水遊びエリア準備期間運転確認作業 250,000

4月11日 ネオクロールニューS　他2点 279,500
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【H23工作物管理】

種別 細目 実施日 作業内容 金額（税別）
4月11日 カナールUV装置ランプ交換 449,000

4月21日 水遊び広場水質検査（4月分） 40,000

3月31日 流量計修繕（Ф100） 47,220

5月9日 自動塩素供給装置部品交換 50,000

5月12日 DPD試薬 12,500

5月15日 プール水質検査6項目（5月分） 8,400

5月1日 立川汚水処理施設脇･Ф100中水漏水修繕 450,000

5月21日 顆粒塩素剤 200,000

6月7日 プール水質検査6項目（5月分） 8,400

7月11日 地下貯留槽№2ポンプ修繕 682,500

8月9日 花木園売店付近散水栓 Ф20ゲートバルブ漏 100,000

9月12日 プール水質検査6項目（9月分） 8,400

10月2日 カナール下池給水ポンプ修繕 650,000

10月19日 №6トイレ脇Ф50中水漏水修繕 370,000

11月26日 地下貯留槽№1ポンプ修繕 682,500

12月1日 こもれびの里補給水用電動弁更新修繕 560,000

12月6日 カナール藤棚（北側）脇Ф中水配管漏水修繕 400,000

1月24日 ナピックス記録用紙　他１点 15,000

2月6日 みんなの原っぱ北西部 循環水本管（Ф150） 285,000

2月17日 こもれびの丘散策路入口前Φ75循環水配管 185,000

3月4日 園内循環バルブ調整 46,000

＜電話設備維持修繕＞

8月30日 電話機購入 5,296

9月9日 昭和管理センターインターホン修繕 10,500

＜汚水処理設備維持修繕＞

11月5日 立川口駐車場№4トイレ汚水管詰り修理及び 70,000

＜設備維持その他修繕＞

4月6日 生ゴミ処理機（200㎏）保守点検業務 120,000

5月14日 絶縁テープ他　消耗品購入 4,787

5月30日 ゲートサイン（昭島口）及び非常開放装置修 820,000

7月31日 国営昭和記念公園北側自動門扉修理 70,000

8月9日 管理事務所北側門扉通用門修繕工事 71,500

10月6日 DVDプレーヤー修繕 10,570

9月12日 「非常用開放装置・ゲートサイン・ソーラー照 350,000

10月14日 生ゴミ処理機（処理能力100㎏）保守点検業務 128,000

11月9日 生ゴミ処理機（処理能力200㎏）修理 58,260

11月6日 「非常用開放装置・ゲートサイン・ソーラー照 890,000

11月21日 国営昭和記念公園北側自動門扉修理 70,000

花みどり文化センター講義室プロジェクター修 640,000

1月20日 こもれびの里作業小屋冷暖房エアコン設置作 940,000

1月31日 バイオチョッパー調査・点検 50,300

2月17日 水栓ヘッド　他1点 4,820

2月2日 タングステンブレード全交換作業 389,540
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【H2４建物管理】

種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額(税別)
建物維持修繕 管理棟修繕

5月22日 管理センター 集計室 鍵交換 28,000
5月23日 昭島口 料金所 鍵交換 33,500
5月26日 立川口ゲート棟 事務所 電気湯沸かし器修繕 30,900
6月12日 玉川上水口 チケット売り場 窓修繕 67,333
6月15日 西立川口、立川口 チケット売り場 券売機修繕 104,080
7月3日 管理センター 小会議室・センター長室 床洗浄 48,030
7月23日 西立川口 チケット売り場 券売機修繕 59,080
9月6日 西立川口 チケット売り場 券売機修繕 300,000
9月16日 管理事務所 入口扉 開錠キー修繕 190,000
10月6日 日本庭園 通用門 8,000
3月8日 西立川口 チケット売り場 発券機修繕 80,800
3月11日 砂川口ゲート 発券所前 軒天井修繕 5,000

休憩所等修繕
* 花みどり文化センター 建物 建築物環境衛生点検（委託業務） 953,800

4月27日 花みどり文化センター 研修室 流し台配管修繕 51,000
6月19日 こもれびの里 休憩所 自動ドア修繕 18,000
7月3日 日本庭園 休憩所 立て看板柱交換 20,857
7月6日 昭島口管理棟 建物 ガラス交換 100,000
10月15日 こもれびの里 休憩所 ウットデッキ修繕 75,000

車庫・倉庫等修繕
12月 中央管理棟 建物 取付け窓ガラス交換 29,600

便所修繕
5月5日 №4トイレ 汚水流末人孔 管内清掃 70,000
5月7日 みんなの原っぱ 仮設トイレ 設置・撤去 252,200
5月9日 №2トイレ 小便器 給水電磁弁交換 12,400
5月10日 №4トイレ 汚水流末人孔 管内清掃 25,000

* 5月11日 №2、№17、№23、№32トイレ 消臭芳香器 作動点検（委託業務） 45,200
5月17日 №32トイレ トイレブース 扉修繕 38,000
5月23日 №45トイレ 排水管 詰り修繕 13,000
6月4日 №12トイレ 手洗い器、止水栓 水漏れ修繕 12,000
6月11日 №27トイレ 大便器 ピストン部交換 13,000
6月15日 №36トイレ トイレブース 鍵交換 20,381
6月25日 №14トイレ 大便器 便器交換 110,000
6月25日 №19、№50トイレ 排水管 詰り修繕 30,900
6月28日 №12トイレ 給排水管 漏水修繕 36,300

7月2日 №3トイレ ベビーシート、小便器、洗面器
ベビーシート脚部修繕、小便器洗浄管漏れ修
繕、　水石鹸入れ交換

47,400

7月8日 №2トイレ 多目的トイレ 扉修繕 12,000
* 7月10日 №2、№17、№23、№32トイレ 消臭芳香器 作動点検（委託業務） 45,200

7月27日 №4トイレ 汚水桝 清掃 20,000
7月28日 №3、5、25トイレ 給排水設備 維持管理（花火大会多客対応） 40,000
7月30日 №3トイレ 大便器（和便器） ピストンバルブ交換 12,000
8月3日 №19トイレ 多目的トイレ 給水管漏水修繕 17,000
8月3日 №32、30トイレ 大便器 フラッシュバルブ修繕、自動洗浄センサー修繕 33,000
8月4日 №13トイレ 大便器 フラッシュバルブ修繕 7,030
8月6日 №14トイレ 小便器 自動洗浄バルブ修繕 94,500
8月9日 №38トイレ 多目的トイレ ベビーシート交換 170,000
8月9日 №12トイレ 排水管 高圧洗浄 35,000
8月21日 №17トイレ 手洗い器 止水洗漏水修繕 28,000
8月21日 みんなの原っぱ中央救護室トイレ 排水管 詰り修繕 73,000

* 9月10日 №2、№17、№23、№32トイレ 消臭芳香器 作動点検（委託業務） 45,200
9月14日 №31トイレ 小便器 給水止水栓漏れ修繕 11,770
9月20日 №49トイレ 大便器 フラッシュバルブ修繕 52,040
9月21日 №6、29トイレ 大便器 フラッシュバルブ修繕 75,100
9月22日 №10、13トイレ 手洗い器 給水漏水修繕 10,100
9月26日 №13、18トイレ 手洗い器、小便器 給水漏水修繕 38,150
9月29日 №2、8トイレ トイレブース 扉修繕 13,238
10月11日 №30、36、41トイレ 大便器 フラッシュバルブ修繕 150,000
10月11日 №43、49トイレ 大便器 フラッシュバルブ修繕 23,200
10月20日 №49トイレ 大便器 フラッシュバルブ修繕 33,788
10月31日 №12トイレ トイレブース 扉修繕 6,190
11月1日 №10、27トイレ 小便器 給水漏水修繕 23,180
11月5日 みんなの原っぱ 仮設トイレ 設置・撤去 180,000

* 11月13日 №2、№17、№23、№32トイレ 消臭芳香器 作動点検（委託業務） 45,200
11月16日 №2トイレ 排水管 詰り修繕 25,000
11月16日 №23トイレ 排水管 詰り修繕 15,000
12月13日 №13、18、35トイレ 排水管 詰り修繕 51,000
12月16日 №1トイレ 汚水桝 詰り修繕 54,000
1月9日 №1、3、5トイレ 排水管 詰り修繕 41,505

* 1月10日 №2、№17、№23、№32トイレ 消臭芳香器 作動点検（委託業務） 45,200

1月16日 №1、13、27トイレ 大便器・小便器
大便器給水洗浄管劣化交換、小便器給水電
磁弁交換

40,639

2月4日 №10、13、26トイレ 小便器 ストレーナー清掃 11,500

2月5日 №1、16、32、35トイレ 洗面器、SKシンク、大便器
洗面台給水漏水修繕、シンク蛇口漏水修繕、
大便器詰り修繕・洗浄管交換

92,000

2月22日 日本庭園歓楓亭 小便器 給水電磁弁交換 24,000
3月8日 №2、№17、№23、№32トイレ 消臭芳香器 作動点検（委託業務） 45,200
3月15日 №37トイレ トイレブース 扉修繕 1,500

リサイクルセンター
維持修繕

* 平成24年度 リサイクルセンター 生ゴミ処理機 機器点検 220,000

リサイクルセンター 生ゴミ処理機 センサー交換 30,000

空調設備修繕

* 平成24年度
総合案内所及び管理センター事務所
花みどり文化センター

空調設備 空調設備保守業務 1,999,283
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【H2４建物管理】

種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額(税別)
* 平成24年度 公園事務所棟 ガスヒートポンプ ガスヒートポンプの保守点検 149,283

7月6日 管理センター 空調設備 室内機洗浄作業 99,000
8月25日 花みどり文化センター 空調設備 冷却塔修繕 99,000
12月14日 管理センター 空調設備 ガスヒートポンプ室外機修繕 16,000

消防設備維持修繕
8月3日 園内 屋外消火栓 総点検 135,000

昇降設備維持修繕
* 平成24年度 花みどり文化センター 昇降機設備 エレベーター（5基）エスカレーター（2基） 2,724,000

5月11日 花みどり文化センター 昇降機設備 エスカレーター2号機基盤交換 33,469
5月28日 花みどり文化センター 昇降機設備 エスカレーター2号機モーターＶベルト交換 19,180
9月20日 花みどり文化センター 昇降機設備 エスカレーター1号機モーターＶベルト交換 16,480

建物設備
その他修繕

平成24年度 花みどり文化センター 人数カウント設備 人数カウント設備の保守点検 210,000
9月21日 日本庭園 作業小屋 鍵修繕 7,143

10,427,029
*は、保守点検
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【H24工作物管理】
昭島口

種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額(税別)
工作物維持修繕 園路・階段修繕 10月18日 こもれびの里 階段 木階段新設 30,000

12月18日 昭島口 のり面 インターロッキング修繕 136,000
12月4日 カナール噴水 階段 段差、隙間塞ぎ作業 33,200

舗装維持修繕
7月27日 カナール噴水下池 のり面 敷石補修 46,000
7月28日 カナール噴水周囲、さざなみ広場 のり面 乱張石補修 360,000
9月27日 カナール噴水下池 のり面 敷石補修 70,000
3月15日 カナール噴水周囲 のり面 乱張石補修 160,000
3月26日 ふれあい橋歩道 のり面 ブロック浮き補修 20,000

手摺・柵等維持修繕
5月9日 砂川口駐車場 料金所 門扉修繕 63,000
7月12日 西立川口ゲート 通用門（駅側） 鉄門扉修繕 50,000
7月19日 管理通路 東側門扉 開閉不備修繕 35,000
9月19日 西立川口ゲート 門扉 作動状況点検調整 22,000
10月9日 砂川口駐車場 門扉 開閉不備修繕 5,000
10月19日 立川口駐車場 業務用 自動門扉修繕 20,000
10月26日 日本庭園 通用門 開閉不備修繕 7,860
11月1日 管理センター 通用口 電気錠交換 51,250
11月8日 立川口ゲート 料金所前 風除板設置 46,800
12月10日 西立川口ゲート 通用門（駅側） 鉄門扉蝶番交換 105,000
12月11日 砂川口駐車場 入口門扉 戸車交換 34,000
12月13日 運動広場 ペタンク 木製柵修繕 52,000
1月7日 西立川口ゲート 通用門（駅側） 鉄門扉蝶番交換 125,000
1月15日 管理センター 出入り口自動門扉 開閉不備修繕 16,000
1月15日 運動広場 3on3コート フェンス扉交換 25,000
1月22日 昭和天皇記念館 自動門扉 開閉不備修繕 60,000
2月19日 花木園 ロープ柵 杭交換およびロープ張り直し 100,000

サインファニチャー
維持修繕

10月9日 レイクサイドレストラン 喫煙看板 交換 3,000

遊具維持修繕
* 平成24年度 こどもの森 虹のハンモック 保守点検 850,000
* 平成24年度 こどもの森、わんぱくゆうぐ ふわふわドーム 定期点検 300,000
* 平成24年度 こどもの森、わんぱくゆうぐ 遊具 定期点検 300,000

5月1日 こどもの森 ローラー滑り台 着地場所修繕 22,600
7月18日 わんぱくゆうぐ 1人用木馬 修繕 20,000
8月1日 わんぱくゆうぐ どろんこ広場 上水給水栓漏水修繕 70,000
8月9日 こどもの森 虹のハンモック 落下危険箇所の砂すきかえし 150,000
9月12日 こどもの森 ふわふわドーム 流出砂整正 70,000
9月25日 こどもの森 虹のハンモック ネット張り調整・補修 250,000
10月1日 こどもの森 鳴きのドラゴン 制御基盤交換 110,000
10月4日 わんぱくゆうぐ ブルーハウス 撤去 9,000
11月16日 こどもの森 ドラゴンの卵 モニターガラス破損修繕 21,000
12月20日 こどもの森 虹のハンモック 注意看板足腐食のため交換 75,000
2月26日 こどもの森 虹のハンモック ネット張り調整・補修 240,000

工作物維持
その他修繕

4月17日 運動広場 3on3コート横 ベンチ修繕（塗装修繕、部材更新） 36,700
6月6日 運動広場 ペタンク ベンチ修繕（塗装修繕、部材更新） 148,571
7月23日 花みどり文化センター ウッドデッキ 板交換 41,000
7月23日 西立川口ゲート ベンチ 表面の研磨及び塗装修繕 118,000
8月27日 立川口サイクルセンター 一輪車休憩場 ポール交換 60,000
8月28日 リサイクルセンター前 ベンチ ベンチ修繕（塗装修繕、部材更新） 123,810
11月16日 ドックラン バリカ 点検・清掃 280,000

4,971,791
*は、保守点検
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【H24その他】

種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額(税別)
電気設備維持修繕

7月26日 みんなの原っぱ 外灯照明 照明器具安定器の更新、照明灯交換 240,000
8月9日 さざなみ広場 庭園灯 照明器具安定器の更新、水銀灯交換 180,000
9月28日 ゆめひろば 外灯照明 配線改修 20,600
12月13日 みどり橋 北側 機械警備配線補修 50,000
1月11日 西立川口 サイクリングロード ボックスガルバート照明点検 25,000

給水設備維持修繕
5月10日 西立川口サイクルセンター横 上水配管（地中） 漏水修繕 350,000
5月25日 リサイクルセンター裏水飲み場 水飲み場 フレキシブル給水管の交換 50,000
6月7日 こどもの森倉庫裏 水飲み場 給水管の交換 92,000
6月27日 桜の園四阿付近 水飲み場 ゲートバルブ漏水修繕 72,000
6月27日 みんなの原っぱ南 どろんこ広場シャワー 給水管の交換 27,000
7月6日 運動広場 水飲み場 フレキシブル給水管の交換 12,000
8月22日 みんなの原っぱ南 どろんこ広場 給水管の交換 58,000
8月24日 こどもの森四阿付近 水飲み場 ゲートバルブ漏水修繕 50,000

8月25日 昭島受水槽、立川受水槽施設 給水装置
昭島受水槽：１号機ポンプ　玉フレキ交換、同
芯出し調整、圧力スイッチ交換。立川受水槽：
圧力スイッチ交換、マグネットスイッチ交換

330,000

9月12日 水遊び広場№22トイレ前 足洗い槽 漏水修繕 35,000
9月21日 西立川口サイクルセンター横 上水配管（地中） 漏水修繕 550,000
9月24日 運動広場 上水配管（地中） 漏水修繕 200,000
10月12日 サイクリングロード（第一サークル付近） 上水配管（地中） 漏水修繕 420,000
11月16日 昭島口ゲート付近（有料区） 上水配管（地中） 漏水修繕 780,000
12月14日 カナール 噴水 凍結防止作業 11,000
12月16日 立川口サイクルセンター 水飲み台 凍結防止作業（止水栓閉栓実施） 11,000
12月28日 昭島受水槽施設 薬注ポンプ 交換工事 128,000
1月9日 昭島口 水飲み台 フレキシブル給水管の交換 37,495
2月2日 立川受水槽施設 自動塩素滅菌装置 点検 40,000

水景施設保守点検
4月24日 水遊び広場機械室横 ろ過器配管 漏水修繕 160,000
4月27日 水遊び広場 ベンチ、床シール剤 ベンチ補修、床シール剤はがれ箇所補修 133,480
9月25日 水遊び広場 電気、機械設備 運転監視業務（9/5～25） 5,000,000
9月27日 水遊び広場 冒険プール 安全柵設置作業 34,800

水循環設備
維持修繕

4月22日 №37トイレ前 循環水（地中） 漏水修繕 143,000
6月12日 水鳥の池 №1循環水送水ポンプ モーター交換 740,000
6月24日 カナール噴水 循環設備 点検・調査 60,000
8月1日 カナール噴水 循環設備 フロートスイッチ交換 95,000
8月17日 西立川周辺 散水栓蛇口 漏水修繕 16,000

放送設備維持修繕
玉川上水口 放送設備 アンプ交換 420,000

設備維持
その他修繕

* 9月24日 高所作業車 制御装置 保守点検 83,000
5月15日 リサイクルセンター保管 背負いブロワー、チェンソー 修理 97,000
6月12日 №15トイレ横 排水ポンプ 整備 285,000
6月13日 こどもの森 地底の泉東側 雨水汲み上げ作業 14,000
6月15日 こもれびの里、里の小屋横 汚水槽 レベルレギュレーター交換 62,000
6月29日 №4トイレ 汚水桝 清掃作業 20,000
8月22日 リサイクルセンター保管 草刈り機 修理 39,000
9月24日 高所作業車 制御装置 基盤交換 60,000
10月29日 西立川口 案内看板 キャスター交換 4,000
12月20日 リサイクルセンター保管 背負いブロワー 修理 16,580
12月21日 高所作業車 緊急スイッチ 交換作業 4,600
3月22日 こもれびの丘 中水配管（地中） 漏水補修 450,000

11,706,555
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【H25建物管理】

種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額(税別)
建物維持修繕 管理棟修繕

4月19日 立川口 ブラインド 交換（巻き上げ不良） 19,800
4月25日 西立川口 チケット売り場 券売機修繕 170,000
6月20日 西立川口 チケット売り場 券売機修繕 170,000
8月8日 西立川口、玉川上水 チケット売り場 券売機修繕 115,220

11月12日 立川口 チケット売り場
券売機部品取り外し作業(新設に伴う旧券売機
予備部品取り外し）

34,000

12月3日 立川口、砂川口 チケット売り場 券売機修繕 56,000
3月18日 立川口、砂川口、西立川、西立川持込、昭島チケット売り場 券売機修繕 101,000
3月28日 西立川、西立川持込、昭島口、玉川上水口 チケット売り場 券売機修繕消費税（8%）対応料金改造 350,000

休憩所等修繕
* 花みどり文化センター 建物 建築物環境衛生点検（委託業務） 666,700

4月27日 花みどり文化センター 研修室 流し台配管修繕 51,000
12月28日 花みどり文化センター 建物 ウッドデッキ取替修理 94,000

車庫・倉庫等修繕
7月19日 花みどり文化センター 消防ポンプ室 錠前修繕 15,000

便所修繕
4月19日 №9、25、29、30トイレ 小便器 洗浄システム基盤交換 496,000
5月5日 №25トイレ 大便器 排水詰り修繕 12,000
5月7日 みんなの原っぱ 仮設トイレ 設置・撤去 175,000

* 5月14日 №2、№17、№23、№32トイレ 消臭芳香器 作動点検（委託業務） 43,400
* 7月12日 №2、№17、№23、№32トイレ 消臭芳香器 作動点検（委託業務） 43,400

8月3日 №36トイレ（多目的） 水石けん入れ 自動洗浄コントローラー交換 31,000
8月9日 №50トイレ 大便器 フラッシュバルブ操作ボタン部修繕 28,400
9月13日 №2、№17、№23、№32トイレ 消臭芳香器 作動点検（委託業務） 43,400
9月26日 №32トイレ 排水管 詰り修繕（排水管路内視鏡調査） 47,000
11月5日 こもれびの里休憩棟・こどもの森 仮設トイレ 設置・撤去 235,000
12月16日 昭島口ゲート №20多目的トイレ 大便器修理。（洗浄押しボタン部交換） 13,620
12月26日 日本庭園 №41トイレ 大便器修理。（フラッシュバルブ交換） 22,800

リサイクルセンター
維持修繕

* 平成25年度 リサイクルセンター 生ゴミ処理機 機器点検 240,000

空調設備修繕

* 平成25年度
総合案内所及び管理センター事務所
花みどり文化センター

空調設備 空調設備保守業務 1,650,000

* 平成25年度 公園事務所棟 空調設備 ガスヒートポンプの保守点検 149,283
8月15日 日本庭園 歓楓亭 エアコン点検・調査 9,000
8月19日 管理センター 放送室系統 エアコン室外機高圧洗浄 49,000
12月13日 玉川上水口 空調設備 エアコン不備箇所調査 19,000
12月13日 管理センター２F 空調設備 エアコン点検・清掃 130,000
12月20日 天皇記念館口ガードマンボックス 空調設備 エアコン修繕（室外機洗浄、ファンモーター交換 26,000
2月3日 管理センター１F系統 空調設備 ガスヒートポンプ修繕 31,900
3月6日 総合案内所・会議室系統 空調設備 エアコン室外機修繕 497,000

昇降設備維持修繕
* 平成25年度 花みどり文化センター 昇降機設備 エレベーター（5基）エスカレーター（2基） 2,400,000

6月7日 花みどり文化センター 昇降機設備 エスカレーター2号機モーターベアリング交換 15,260
建物設備
その他修繕

平成25年度 花みどり文化センター 人数カウント設備 人数カウント設備の保守点検 210,000
8,460,183

*は、保守点検
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【H25工作物管理】
昭島口

種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額(税別)
工作物維持修繕 舗装維持修繕

11月18日 カナール 外周床石 張替え修繕 43,000
手摺・柵等維持修繕

4月12日 日本庭園 通用門 開閉不備修繕 43,000
4月17日 管理センター ゆめひろば側 自動門扉修繕（センサー交換） 230,000

遊具維持修繕
* 平成25年度 こどもの森 虹のハンモック 保守点検 850,000
* 平成25年度 こどもの森、わんぱくゆうぐ ふわふわドーム 定期点検 300,000
* 平成25年度 こどもの森、わんぱくゆうぐ 遊具 定期点検 300,000

4月19日 花みどり文化センター横 案内板（ガラス） 破損のたま養生（ガラス飛散措置） 20,000
4月29日 こどもの森 ふわふわドーム 制御基盤交換 260,000
6月14日 わんぱくゆうぐ うんてい端部 補修 12,100
8月8日 こどもの森 ふわふわドーム 突起部破れ部補修 140,000
9月19日 こどもの森 虹のハンモック ネット張り調整・補修 220,000
10月17日 わんぱくゆうぐ どんぐりころころ 桶破損新規交換 17,500

工作物維持
その他修繕

4月17日 日本庭園 ベンチ 竹座面腐り新規作成 43,000
6月11日 花木園 菖蒲田 木橋床板張替え 50,420
6月17日 こどもの森 木製テーブル 張替え修繕 29,080
7月1日 花みどり文化センター ゆめひろば ハンドホール蓋人工芝張替え 21,600
9月1日 立川口 パンフレットケース 溶接外れ修繕 23,000
9月30日 みんなの原っぱ 中央売店周辺 木製ベンチ修繕（塗装修繕、部材更新） 230,000
11月18日 花みどり文化センター ゆめ広場 ハンドホール、散水栓蓋人工芝張替え修繕 84,000
3月3日 水遊び広場 幼児プール 巻貝タワー周囲漏れ箇所試掘作業 136,000
3月6日 水遊び広場 幼児プール 巻貝タワー周囲舗装作業 170,000

3,222,700
*は、保守点検
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【H25その他】

種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額(税別)
電気設備維持修繕

4月17日 花みどり文化センター ゆめひろば 照明（ボラード）修理 13,000
8月22日 花みどり文化センター ゆめひろば 照明（ボラード）修理 13,000

電話設備維持修繕

9月9日 花みどり文化センター・管理センター
電話局線（花みどり文化セ
ンター系統）

避雷器不良修理 15,000

10月1日 はなみどり文化センター 事務所通話用 インターホン本体基盤交換 10,000
給水設備維持修繕

4月4日 みんなの原っぱ
どんぐりころころシャワー水
洗

フレキシブル給水管の交換 200,000
4月12日 レイクサイドレストラン前、西立川口 水飲み場 給水管の交換 700,000
4月25日 昭島口、立川サイクル、ディスクゴルフ 水飲み場 漏水 170,000
8月9日

総合案内所、立川口ゲート、こもれびの
里

授乳室 浄水器交換 20,400
9月13日 水遊び広場 上水配管（地中） 漏水修繕 140,000
11月29日 立川口(東側無料区) 上水配管（地中） 漏水修繕 280,000
11月9日 やまぶき橋付近 上水配管（地中） 漏水修繕 570,000
12月2日 園内各所 水飲み台 凍結防止作業（止水栓閉栓実施） 25,000
1月14日 立川上水施設 加圧給水ユニット 圧力スイッチ交換 95,000
2月3日 立川上水施設 加圧給水ユニット 空気補給器逆止弁修繕 60,000
3月5日 水遊び広場 幼児プール 巻貝タワー内部漏水修繕 690,000
3月10日 園内 水飲み場 配管（フレキシブル）漏水修繕 30,000

水景施設保守点検
9月25日 水遊び広場 電気、機械設備 運転監視業務（9/11～29） 5,300,000

水循環設備
維持修繕

4月22日 №37トイレ前 循環水（地中） 漏水修繕 143,000
6月12日 水鳥の池 №1循環水送水ポンプ モーター交換 740,000
6月24日 カナール噴水 循環設備 点検・調査 60,000
8月1日 カナール噴水 循環設備 フロートスイッチ交換 95,000
8月17日 西立川周辺 散水栓蛇口 漏水修繕 16,000
11月6日 花みどり文化センター屋上 浮遊の庭 清掃作業 56,000
11月9日 西立川サイクル裏 循環水（地中） 漏水修繕 860,000

放送設備維持修繕
6月25日 園内全域 放送設備ノイズ発生 放送卓音源ボード交換 80,000
3月6日 玉川上水口 放送設備ノイズ発生 WEBエンコーダー装置修繕 70,000

設備維持
その他修繕

* 4月16日 リサイクルセンター保管 草刈り機 修理 37,000
7月5日 高所作業車 制御装置 トランス、緊急停止スイッチ交換作業 17,400
8月17日 リサイクルセンター保管 高圧洗浄機 修理 49,000

* 9月30日 花みどり文化センター保管 高所作業車 保守点検 83,000
11月21日

日本庭園、砂川管理棟、花みどり文化ｾﾝ
ﾀｰ

各所 消防設備点検不備箇所是正 83,000
11月22日 西立川口 汚水メイン配管 詰り修繕 130,000
11月27日 リサイクルセンター保管 草刈り機、ﾄﾘｰﾏｰ、背負いﾌﾞﾛｱ 修理 66,090
3月3日 リサイクルセンター保管 草刈り機、ﾄﾘｰﾏｰ、高圧洗浄機修理 41,080

10,957,970
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別紙３９

清掃場所、箇所、内容、方法、頻度等 

 

■清掃場所及び箇所（休憩所等） 
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■清掃場所及び箇所（便所） 

 

別紙　489



 

 

■清掃場所及び箇所（工作物） 

 

園路や水景施設等、収益施設を除く全園を対象として実施 

対象範囲 
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指示年月日　平成　  年　  月　　　日

　　　　  月　　　日の作業について、下記の通り指示する。

予想最高気温 予想最低気温

氏 名 氏 名

花岡　智道 柴田　育扶

山口　精一 澤田　義雄

庭山　好昭 宮村　晃

保谷　一郎 木下　正

水内　昇 小松　隼人

村本　精弘 大石　孝美

中田　孝 山田　のり子

岩本　浩二 阪本　久美子

三浦　寿之

塚本　猛

磯川　孝夫

堀江　実

 下記の太枠の記入は監督職員が行うものとする。作業内容に変更がある場合は、直接又は、電話連絡等により監督職員の承諾を得るものとする。

作業項目 記 号
予 定 人

員
作 業 時 間

TS 　　：　　～　　：

GS 　　：　　～　　：

GS② 　　：　　～　　：

ＧＫ 　　：　　～　　：

Ｎ 　　：　　～　　：

ＧＢ 　　：　　～　　：

ＧＢ② 　　：　　～　　：

ＪＭ 　　：　　～　　：

ＳＴ 　　：　　～　　：

Ｏ 　　：　　～　　：

Ｒ 　　：　　～　　：

Ｋ 　　：　　～　　：

TS② 　　：　　～　　：

　　：　　～　　：

　　：　　～　　：

　　：　　～　　：

　　：　　～　　：

ＮＴ 　　：　　～　　：

Ｂ 　　：　　～　　：

Ｓ 　　：　　～　　：

堆 肥 工 Ｔ 　　：　　～　　：

堆 肥 工 ② Ｔ② 　　：　　～　　：

季節作業記号　　凡例　　　Ｍ：ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（説明会・研修会等含む）　Ｊ：除草作業　Ｉ：池清掃　ＪＳ：除雪作業　ＴＧＳ：建物合同清掃　Ｒ：路面清掃　Ｏ：落葉清掃　

　　　　ＡＢ：四阿・ﾍﾞﾝﾁ清掃　ＭＳ：水遊び広場清掃　ＦＳ：ふわふわﾄﾞｰﾑ霜取り作業　ＳＴ：洗濯・場内整理　ＪＭ：事務作業

日本庭園

文化ゾーン

園内

園内

園内

園内

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

備 考
①追加事項

②変更事項

その他雑工

日常工

その他

トイレ清掃

洗濯他作業

落葉清掃

路面清掃

研修

生ゴミ処理

ゴミ分別

ゴミ分別②

事務作業・作業打合せ

備 考

トイレ清掃

ゴミ箱清掃・園地清掃　

ゴミ箱清掃・園地清掃②　

名 称 作 業 場 所 ・ 内 容 安 全 指 示 事 項

ゴミ回収

クリーンスタッフ作業指示書

℃

主な行事

使用機械の始業点検を実施後作業に取り掛かろう月間安全目標

℃

作 業 内 容 作 業 内 容

天気予報

出 勤 予 定

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

班長・副班長

名

リーダー

名

スタッフ

名

合計

２０名

清
 
 
 
 
 
 
 

掃

施設ﾏﾈｼﾞｬｰ 施設担当責任者・担当者 班長 副班長・ﾘｰﾀﾞｰ
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清掃に関する薬液の種類・量 

H23 年度 

 

 

 

 

 

H24 年度・H25 年度 

2箱 6箱 5箱 5箱

2箱 6箱 5箱 5箱

2箱 8箱 2箱 5箱

2箱 1箱 5箱

1箱 5箱

5箱

2箱

2箱

5箱

平成24年6月4日

１８Ｌ缶

水手洗い液

５Ｌ缶

中性クリーナー

８００ml × １２本

平成25年6月1日 平成25年5月10日 平成25年6月1日

平成24年7月5日 平成24年10月2日 平成24年8月1日

平成25年8月22日 平成25年10月24日 平成24年12月5日

無リンフォワード床洗浄 酸性クリーナー

８００ml × １２本

平成25年7月5日 平成25年6月10日 平成25年8月22日 平成24年10月24日

平成25年6月1日

平成24年8月1日

平成25年10月24日 平成25年3月5日

平成26年2月3日

平成25年8月22日

平成26年3月27日

 

清掃に関する薬液材の種類・量

10月3日 1 5月6日 3 4月14日 10 8月29日 100 6月22日 1 10月3日 1 11月11日 24

6月22日 5 6月22日 10 10月20日 120 10月20日 1

12月2日 3 8月29日 5

10月20日 5

1 11 30 220 2 1 24

薬用石鹸

3個×10パック

トイレ中性洗剤

  350ml/本

掃除用洗剤（詰替え）

4.5L×4本

洗濯用石鹸

無リンホワイト10㎏

水石鹸液

石鹸液　18L

トイレ酸性クリーナー

12本/箱

中性クリーナー

800ml
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平成 23 年 4 月 13 日 100 箱 （ 6,000 ） 個

平成 23 年 5 月 6 日 50 箱 （ 3,000 ） 個

平成 23 年 6 月 21 日 80 箱 （ 4,800 ） 個

平成 23 年 8 月 11 日 60 箱 （ 3,600 ） 個

平成 23 年 10 月 2 日 60 箱 （ 3,600 ） 個

平成 23 年 10 月 19 日 80 箱 （ 4,800 ） 個

平成 23 年 11 月 23 日 80 箱 （ 4,800 ） 個

平成 24 年 1 月 1 日 70 箱 （ 4,200 ） 個

平成 24 年 2 月 21 日 70 箱 （ 4,200 ） 個

平成 24 年 5 月 29 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 24 年 7 月 31 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 24 年 8 月 31 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 24 年 9 月 10 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 24 年 10 月 13 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 24 年 11 月 8 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 24 年 12 月 28 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 25 年 2 月 8 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 25 年 3 月 15 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 25 年 4 月 12 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 25 年 5 月 5 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 25 年 6 月 1 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 25 年 7 月 25 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

平成 25 年 10 月 18 日 50 箱 （ 2,400 ） 個

平成 25 年 11 月 6 日 50 箱 （ 2,400 ） 個

平成 26 年 1 月 18 日 100 箱 （ 4,800 ） 個

2150 箱 （ 111,000 ） 個

H２３～Ｈ２５年　トイレットペーパー購入履歴

年月日 数量

合計
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■ゴミ箱配置 位置図 

【凡例】

記号 箇所数

26

13

　ゴミ箱設置箇所

　ゴミ集積ボックス
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・Ｈ２５年度の清掃における繁忙度の区分

・１日の概ねの配置人員 （単位　：　人）

3 8 12

計

（人） （人） （人） （人）

3 7 11

3～4 10 15

3 8 12

清掃員　Ｂ 清掃員　Ｃ

1最繁忙期

繁忙期

通常期

閑散期

清掃員　Ａ

1

1

1

最繁忙期

繁忙期

通常期

閑散期

区分

■清掃パターン

2,000　＞　Ｎ 67

年間日数

（単位　：　日数）

入園者数

Ｎ　≧　30,000

30,000　＞　Ｎ　≧　5,000

5,000　＞　Ｎ　≧　2,000

27

165

102
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■清掃区域 

別紙　496



 

■清掃区域別の主な清掃内容と清掃を実施した日数（平成 25 年度実績） 

場所

内容 トイレ清掃 ごみ箱清掃 路面清掃 落葉清掃 トイレ清掃 ごみ箱清掃 路面清掃 落葉清掃 トイレ清掃 ごみ箱清掃 路面清掃 落葉清掃

４月 30 30 0 0 30 30 0 0 30 30 0 0

５月 31 31 0 2 31 31 0 2 31 31 0 1

６月 30 30 0 0 30 30 0 0 30 30 1 1

７月 31 31 0 0 31 31 0 0 31 31 0 0

８月 31 31 1 0 31 31 1 0 31 31 0 0

９月 30 30 0 2 30 30 0 2 30 30 0 1

１０月 31 31 1 6 31 31 1 6 31 31 1 3

１１月 30 30 1 12 30 30 1 12 30 30 1 12

１２月 31 30 0 15 31 30 0 15 31 30 0 14

１月 31 30 0 14 31 30 0 14 31 30 0 14

２月 28 26 0 4 28 26 0 4 28 26 0 4

３月 31 31 1 16 31 31 1 16 31 31 1 16

年計 365 361 4 71 365 361 4 71 365 361 4 66

場所

内容 トイレ清掃 ごみ箱清掃 路面清掃 落葉清掃 トイレ清掃 ごみ箱清掃 路面清掃 落葉清掃 トイレ清掃 ごみ箱清掃 路面清掃 落葉清掃

４月 30 30 0 0 30 30 0 0 30 30 0 0

５月 31 31 0 1 31 31 0 1 31 31 0 1

６月 30 30 0 1 30 30 0 1 30 30 0 1

７月 31 31 0 0 31 31 0 0 31 31 0 0

８月 31 31 1 0 31 31 1 0 31 31 1 1

９月 30 30 0 1 30 30 0 2 30 30 1 3

１０月 31 31 1 3 31 31 1 4 31 31 1 6

１１月 30 30 1 12 30 30 1 12 30 30 1 12

１２月 31 30 0 14 31 30 0 14 31 30 0 14

１月 31 30 0 14 31 30 0 14 31 30 0 14

２月 28 26 1 5 28 26 1 5 28 26 1 5

３月 31 31 1 16 31 31 1 16 31 31 1 16

年計 365 361 5 67 365 361 5 69 365 361 6 73

場所

内容 トイレ清掃 ごみ箱清掃 路面清掃 落葉清掃 トイレ清掃 ごみ箱清掃 路面清掃 落葉清掃 トイレ清掃 ごみ箱清掃 路面清掃 落葉清掃

４月 30 30 0 0 30 30 0 0 30 30 0 0

５月 31 31 0 1 31 31 0 1 31 31 0 1

６月 30 30 0 1 30 30 0 1 30 30 0 1

７月 31 31 0 0 31 31 0 0 31 31 0 0

８月 31 31 1 1 31 31 1 0 31 31 1 0

９月 30 30 1 3 30 30 0 2 30 30 0 2

１０月 31 31 1 6 31 31 1 4 31 31 1 4

１１月 30 30 1 8 30 30 1 6 30 30 1 7

１２月 31 30 0 12 31 30 0 6 31 30 0 12

１月 31 30 0 14 31 30 0 14 31 30 0 14

２月 28 26 0 4 28 26 0 4 28 26 0 4

３月 31 31 1 13 31 31 1 13 31 31 1 13

年計 365 361 5 63 365 361 4 51 365 361 4 58

清掃区域７ 清掃区域８ 清掃区域１０

（単位　：　日）

清掃区域１ 清掃区域２ 清掃区域３

清掃区域４ 清掃区域５ 清掃区域６

 
※日本庭園（清掃区域９）及び文化ゾーン（清掃区域 11、12）は、毎日実施  
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リサイクル（実績）

■生ゴミ処理量
【H23】

計 ECD SANYO 計 ECD SANYO 計 ECD SANYO

4月 2210 320 1437 810 627 29 15 14 365 195 170

5月 3707 34 2882 1733 1149 3 3 0 773 540 233

6月 2856 17 1960 1182 778 73 26 47 394 242 152

7月 4176 253 2362 1621 741 108 37 71 641 385 256

8月 6029 180 3164 2007 1157 226 94 132 891 570 321

9月 3563 157 2295 1385 910 99 54 45 463 260 203

10月 3655 210 2283 1327 956 67 23 44 396 235 161

11月 3260 176 1867 1219 648 39 20 19 405 325 80

12月 981 0 753 403 350 38 22 16 198 170 28

1月 577 54 325 249 76 61 33 28 0 0 0

2月 369 34 190 154 36 18 8 10 0 0 0

3月 － － － － － － － － － － －

計 31383 - 19518 12090 7428 761 335 426 4526 2922 1604

3月分はデータなし

【H24】

生ゴミ投入量(kg) 枯葉投入量(kg) 精製量(kg)

ECD SANYO ECD SANYO ECD SANYO

4月 1,765.5 682.5 963.0 494.0 469.0 55.0 30.0 25.0 200.0 80.0 120.0

5月 1,975.0 1,137.0 1,066.0 611.0 455.0 19.0 5.0 14.0 330.0 235.0 95.0

6月 1,848.0 798.0 985.0 429.0 556.0 121.0 66.0 55.0 323.0 154.0 169.0

7月 2,636.0 793.0 1,595.0 856.0 739.0 299.0 140.0 159.0 515.0 267.0 248.0

8月 3,342.0 590.0 2,704.0 1,656.0 1,048.0 406.0 253.0 153.0 985.0 613.0 372.0

9月 1,582.0 255.0 1,660.0 1,255.0 405.0 160.0 92.0 68.0 520.0 370.0 150.0

10月 2,099.0 472.0 1,645.0 1,137.0 508.0 180.0 106.0 74.0 526.0 308.0 218.0

11月 1,782.5 320.5 1,526.0 988.0 538.0 236.0 129.0 107.0 759.0 473.0 286.0

12月 647.5 270.0 745.0 437.0 308.0 126.0 76.0 50.0 360.0 255.0 105.0

1月 80.8 307.0 462.0 394.0 68.0 147.0 91.0 56.0 40.0 0.0 40.0

2月 695.3 183.0 570.0 391.0 179.0 157.0 60.0 97.0 312.0 215.0 97.0

3月 1,499.0 344.0 1,063.0 720.0 343.0 117.0 76.0 41.0 417.0 255.0 162.0

計 19,952.6 - 14,984.0 9,368.0 5,616.0 2,023.0 1,124.0 899.0 5,287.0 3,225.0 2,062.0

【H25】

生ゴミ投入量(kg) 枯葉投入量(kg) 精製量(kg)

ECD SANYO ECD SANYO ECD SANYO

4月 3,055.0 597.0 2,219.0 1,370.0 849.0 206.0 120.0 86.0 1,086.0 721.0 365.0

5月 3,511.0 717.0 2,888.0 1,708.0 1,180.0 253.0 137.0 116.0 1,200.0 647.0 553.0

6月 2,594.5 405.0 2,145.0 1,250.0 895.0 153.0 73.0 80.0 572.0 212.0 360.0

7月 3,541.0 659.0 2,791.0 1,761.0 1,030.0 192.0 109.0 83.0 955.0 600.0 355.0

8月 4,165.0 780.0 3,255.0 1,667.0 1,588.0 479.0 291.0 188.0 1,670.0 1,050.0 620.0

9月 2,540.0 654.0 1,813.0 1,029.0 784.0 582.0 362.0 220.0 995.0 635.0 360.0

10月 2,303.0 383.0 1,885.0 1,022.0 863.0 380.0 214.0 166.0 1,030.0 750.0 280.0

11月 2,835.0 523.0 2,195.0 1,237.0 958.0 328.0 179.0 149.0 1,140.0 680.0 460.0

12月 1,400.0 730.0 1,191.0 552.0 639.0 205.0 105.0 100.0 585.0 350.0 235.0

1月 3,456.0 2,663.0 520.0 123.0 397.0 200.0 66.0 134.0 380.0 100.0 280.0

2月 9,943.0 11,286.0 484.0 82.0 402.0 127.0 60.0 67.0 120.0 0.0 120.0

3月 1,181.0 15,523.0 810.0 0.0 810.0 184.0 51.0 133.0 395.0 0.0 395.0

計 40,524.5 - 22,196.0 11,801.0 10,395.0 3,289.0 1,767.0 1,522.0 10,128.0 5,745.0 4,383.0

生ゴミ
回収量(kg)

未処理
生ゴミ累計

(kg)

生ゴミ
回収量(kg)

未処理
生ゴミ累計

(kg)

生ゴミ回
収量（kg)

未処理生
ゴミ累計

（kg)

生ゴミ投入量（kg) 枯葉投入量（kg) 精製量（kg)

別紙４０
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別紙４１

 

廃棄物の取扱（対処方法、経費、排出量等） 

 

対象物 種別 単位 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度

事業系一般廃棄物 可燃ゴミ ㎏ 62,520 63,530 60,650

 不燃ゴミ ㎏ 0 690 2,830

 混合ゴミ ㎏ 69,320 67,740 84,890

 金属くず類 ㎏ 1,170 1,220 1,150

 
空きビン 

ガラスくず類 
㎏ 14,640 10,370 15,220

 
段ボール 

古紙 
㎏ 30,020 28,620 27,200

 ペットボトル ㎏ 33,330 30,890 28,530

 空き缶 ㎏ 19,270 15,680 15,680

合       計  230,270 218,740 236,150

 

※数量については、特定公園施設から発生する一般廃棄物量を除くものとする。 
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農薬、肥料、土壌改良剤リスト

【H23年度】
＜主な薬剤＞ ＜主な土壌改良材＞

品名 品名
Ｚボルドー銅水和剤 3 kg 油粕 80 kg
アセフェート粒剤 9 kg アミノ活緑液 24 L
アリ全滅シャワー液 24 L 化成肥料10-10-10 2,581 kg
オーソサイド水和剤 0.6 kg 牛ふん 30 kg
オルトラン水和剤 6 kg 焼成骨粉 60 kg
グリーンガードネオ 184 本 草木灰 550 kg
スミチオン乳剤 1.5 L 土作り名人 12 kg
トリフミン水和剤 2 kg ハイポネックス 20 L
トレボンMC 1 L バットグアノ 1,270 kg
バイオリサ 400 本 カルメイト 5.6 kg
ベストガード 1.5 kg リフォレ 20 kg
マツグリーン２ 60 L
モレスタン水和剤 1 kg

年間使用料 年間使用料

別紙４２
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【H24年度】
<主な薬剤> <主な肥料>

品名 年間使用量 単位 品名 年間使用量 単位
園芸用キンチョール殺虫剤 3 本 ハイコントロール　10-10-10　 100 kg
スミチオン乳剤 500 Ｌ グリーンフィーバー・エイト 560 kg
トップジンＭ水和剤 500 ｍｌ ユーキペレ5-5-5 3,800 kg
カルホス乳剤 200 ｍｌ バーディーラージ 1,160 kg
オルトラン粒材 5.3 kg サトゲンＭ 15,000 Ｌ
ベンレート水和剤 410 ｇ 住友液肥１号 20 kg
トリフミン水和剤 4 kg カルスタート 12 Ｌ
ゴーゴーサン乳剤 10 Ｌ 国産化成肥料　8-8-8 20 kg
ジェイエース 19 kg ハイポネックス　6-10-5 8 kg
フロンサイド粉剤 234 kg ハイポネックスストレートシャワ 50 Ｌ

発行固形油かす花ごごろ 10 kg

<主な土壌改良材>
品名 年間使用量 単位

腐葉土 560 Ｌ
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【H25年度】
<主な薬剤> <主な肥料>

品名 年間使用量 単位 品名 年間使用量 単位
スミチオン 700 ｍｌ ハイコントロール　10-10-10　 150 kg
ジェイエース 4.3 kg バーディーラージ 60 kg
トップジンＭ水和剤 3 kg ウッドエース4号 30 kg
ベンレート 410 ｇ ハイポネックス液　6-10-5 40 kg
ダコニール 800 Ｌ 豊作の友　ソフトペレット 22,800 kg
スティンガーフロアブル 300 ｍｌ 住友液肥１号 20 kg
カルホス乳剤 1 Ｌ マグアンプK　中粒　6-40-6-15 100 kg
ゴーゴーサン乳剤 10 Ｌ タキイ　普通化成肥料　8-8-8 200 kg
コロマイト 3.5 Ｌ
グリーンガード・NEO 14 L

<主な土壌改良材>
品名 年間使用量 単位

未使用
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農薬散布

【H23】

区分 場所 単位 使用量

ふれあい広場 L 1

ふれあい広場 L 0.25

日本庭園 L 30

玉川上水口、こどもの森 L 30

こどもの森、みんなの原っぱ周辺 L 0.75

日本庭園 本 400

残堀川北 本 184

バーベキューガーデン kg 0.6

花の丘 kg 1.5

花の丘 kg 4.5

原っぱ西花畑 kg 0.5

原っぱ西花畑 kg 1.5

原っぱ東花畑 kg 0.5

原っぱ東花畑 kg 1.5

原っぱ東花畑 kg 3

ハナショウブ園 kg 9

渓流広場周辺、原っぱ南売店 L 24

渓流広場周辺、原っぱ南売店 L 0.5

草花

低木

高木

花畑

別紙４３

別紙　503



【H24】

区分 場所 散布量 単位

高木 桜の園北側（ウィーンの森のヨーロッパブナ） 1,260 ｍｌ

中低木 カナール（ボックスウッド） 500 Ｌ

日本庭園（ツヅジ類ほか) 500 Ｌ

日本庭園（サクラ類、コナラ、クヌギ等落葉広葉樹 200 Ｌ

ハーブの丘（ひまわりの生育地） 4.3 ｋｇ

ボタン園、シャクヤク園、日本庭園ボタン園 1,640 Ｌ

花畑（原っぱ東、原っぱ西、花の丘） 4,440 Ｌ

ハス管理 みどりの文化ゾーン（ハス管理地） 2,000 ｇ

花の丘（砂川エリア）　 1,000 Ｌ

原っぱ東、原っぱ西、花の丘 3,500 Ｌ

原っぱ東 17 ｋｇ

渓流下流 117 ｋｇ

渓流下流 117 ｋｇ

花畑

中低木
（日本庭園）

草花
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【H25】

区分 場所 散布量 単位

カナール（ボックスウッド）スミチオン 700 Ｌ

カナール（ボックスウッド）ジェイエース 2.3 ｋｇ

日本庭園（ツツジ類）（カシ類） 1,320 Ｌ

日本庭園（シラカシ、アラカシ） 500 Ｌ

草花 ボタン園、シャクヤク園、日本庭園ボタン園 1,640 Ｌ

コスモス花畑（原っぱ東花畑、原っぱ西花畑、花の 3,500 Ｌ

渓流下流 4,800 Ｌ

渓流下流、東花畑　（ナノハナ、ムラサキハナナ） 1,170 Ｌ

渓流下流　（チューリップ葉腐菌発生予防） 400 Ｌ

高木 園内各所（ツバキ類） 2,400 Ｌ

ハス みどりの文化ゾーン（ハス管理地） 2 ｋｇ

中低木 カナール（ボックスウッド） 1,000 Ｌ

花畑

中低木

中低木（日本庭園）

別紙　505



 別紙４４

 

樹幹注入 

 

【H23】 

■樹幹注入実績 

＜実施本数、回数＞ 

場所 本／年 回／年

残堀川沿い 36 1 

計 36 1 

 

 

【H24】 

■樹幹注入実績  

＜実施本数、回数＞ 

場所 本／年 回／年

日本庭園 17 1 

ディスクゴルフ 9 1 

事務所 2 1 

計 28 3 

 

 

【H25】 

■ 樹幹注入実績  

＜実施本数、回数＞ 

場所 本／年 回／年

原っぱ南側 

残堀川左岸沿い 
36 1 

計 36 1 
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 別紙４５

 

日本庭園研究会及び盆栽苑における外部有識者による指導 
 

 

■日本庭園維持管理技術研究会 

 

回数 ： 年１回開催 

場所 ：国営昭和記念公園 日本庭園 

時間 ：2時間 30 分～3時間程度 

講師 ： 渡邉 邦男先生（建築）、小形 彰次先生（造園）、榊原 八朗先生（造園） 

内容 ：日本庭園巡回後、歓楓亭にて意見交換会 

 ＜巡回ルート＞ 

 南門⇒ボタン園⇒盆栽苑⇒北の流れ⇒木橋⇒西の流れ⇒東門⇒昌陽⇒芝生広場⇒沢飛び⇒ 

清池軒⇒歓楓亭 

謝金 ： 管理センターの規定に基づき適宜単価を設定 

 

■盆栽苑における外部有識者による指導 

 

回数 ： 年 3 回開催 

有識者 ： 社団法人日本盆栽協会理事長または理事 1名／回（延べ 3名／年） 

指導料 ： 社団法人日本盆栽協会が設定（1回 3万円） 
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植物性廃棄物の取扱

【H23】

発生物の内容
発生量（ｍ

３）
処分量
（ｍ３）

処分方法
処理量（ｍ

３）
活用方法

再利用量（ｍ
３）

620 園内に敷均し 620

560 堆肥化 245
花畑への土壌改良
材として混ぜ込み

175

剪定枝、伐採木等 730 500
チップ化処
理

180 園地への散布 180

チップ工 計（ｍ３） 回/年

（径25㎜未満） リサイクルセンター南 180 1

【H24】

発生物内容 発生量（ｍ3）処分量（ｍ3） 処分方法 処理量（ｍ3） 活用方法 最利用量（ｍ3）
芝、草、除草等

植替（刈取）草花等 1637 1637 堆肥化 1637 花畑への施肥 1637

剪定枝、伐採木等 1280 1128 チップ処理 1128 マルチング 1128

場所 計（ｍ3） 回/年

調整池 1128 2

【H25】

発生物内容 発生量（ｍ3）処分量（ｍ3） 処分方法 処理量（ｍ3） 活用方法 最利用量（ｍ3）
芝、草、除草等
植替（刈取）草花等

761 631 堆肥化 631 花畑への施肥 631

剪定枝、伐採木等 1200 0 チップ処理 0 マルチング 0

場所 計（ｍ3） 回/年
0 0

チップ工
（径25mm未満）

芝、草、除草等
植替（刈取）草花等

1,180

場所

チップ工
（径25mm未満）

別紙４６
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 別紙４７

収益施設利用者数、売り上げ等 

■収益施設利用者数 

＜パークトレイン＞ 

【H23】 （単位：人） 

H23

年度 
大人 小人 フリー 

シルバー 

フリー 
計 

平均乗車数 

平日 土休日 

4 月 21,800 4,610 2,959 - 29,369 516 1,851

5 月 20,670 4,893 1,250 - 26,813 366 1,654

6 月 4,920 1,198 390 336 6,844 120 523

7 月 3,163 956 171 67 4,357 51 307

8 月 3,759 1,740 477 148 6,124 142 354

9 月 14,346 2,862 546 - 17,754 319 1,136

10 月 38,164 4,296 - - 42,460 1,039 1,970

11 月 19,150 2,924 1,921 - 23,995 459 1,481

12 月 2,160 875 433 174 3,642 53 278

1 月 998 517 210 51 1,776 24 141

2 月 1,055 385 175 85 1,700 20 163

3 月 3,908 1,863 642 - 6,413 174 274

年度

計 
134,093 27,119 9,174 861 171,247 270 900
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【H24】 （単位：人） 

 大人 小人 フリー 
シルバー 

フリー 
計 

平均乗車数 

平日 土休日 

4 月 23,077 4,869 3,098 - 31,044 593 1,797

5 月 18,574 4,326 1,747 - 24,647 346 1,736

6 月 5,817 1,514 447 366 8,144 127 606

7 月 3,127 985 264 177 4,553 73 300

8 月 2,915 1,457 446 130 4,948 116 282

9 月 6,106 1,609 167 - 7,882 104 497

10 月 33,698 3,712 - - 37,410 866 2,038

11 月 18,023 2,671 2,336 - 23,030 448 1,512

12 月 1,637 576 298 111 2,622 31 180

1 月 1,397 613 299 68 2,377 82 147

2 月 2,477 883 410 142 3,912 35 360

3 月 10,747 3,007 1,446 - 15,200 297 841

年度

計 
127,595 26,222 10,958 994 165,769 259 875

 

【H25】 （単位：人） 

 大人 小人 フリー 
シルバー 

フリー 
計 

平均乗車数 

平日 土休日 

4 月 19,790 4,242 3,148 - 27,180 567 1,696

5 月 21,543 5,553 2,193 53 29,342 402 2,089

6 月 6,828 2,024 286 240 9,378 92 753

7 月 2,755 927 206 74 3,962 55 304

8 月 3,644 1,497 576 139 5,856 145 295

9 月 10,963 2,488 207 - 13,658 249 810

10 月 22,224 2,467 - - 24,691   533 1,440

11 月 23,817 3,324 3,800 - 30,941 653 1,788

12 月 3,151 992 385 129 4,657 58 350

1 月 1,883 934 427 143 3,387 52 260

2 月 1,046 448 181 46 1,721 26 135

3 月 8,041 3,126 925 - 12,092 216 706

年度

計 
125,685 28,022 12,334 824 166,865 254 886
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＜駐車場＞ 

【H23】  

 
大型
車 

小型車
二輪
車 

計 最大日 
最大日の
駐車台数

満車になっ
た回数 

立
川 

西
立
川 

砂
川 

4 月 66 36,352 475 36,893 4 月 10 日（日） 3,848
5 回 

（全駐車場） 
5 13 7

5 月 167 27,9988 325 28,490
5 月 4 日
（水・祝）

4,067
4 回 

（全駐車場） 
4 11 6

6 月 78 8,529 115 8,722 6 月 5 日（日） 1,494   0 5 0

7 月 26 12,778 241 13,045 7 月 17 日（日） 1,974   0 5 1

8 月 39 26,763 369 27,171 8 月 28 日（日） 3,020
1 回 

（全駐車場） 
1 26 1

9 月 71 18,370 234 18,675 9 月 25 日（日） 2,499   0 8 0

10 月 202 38,510 447 39,159
10 月 10 日（月・

祝）
3,818

4 回 
（全駐車場） 

4 8 6

11 月 199 32,021 399 32,619 11 月 23（水・祝） 4,100
3 回 

（全駐車場） 
3 8 5

12 月 27 29,962 99 30,088 12 月 24 日（土） 3,431   0 3 0

1 月 4 5,924 53 5,981 1 月 8（日） 731   0 1 0

2 月 9 5,774 54 5,837 2 月 12（日 826   0 1 0

3 月 25 10,227 116 10,369 3 月 25（日） 1,454
1 回 

（全駐車場） 
1 8 2

年度
計 

913 253,208 2,927 257,048       18 97 28

※ウィンターヴィスタイルミネーション期間中の夜間駐車場は除く   

【H24】 

 
大型
車 

小型車
二輪
車 

計 最大日 
最大日の
駐車台数

満車になっ
た回数 

立
川 

西
立
川 

砂
川 

4 月 75 37,243 8189 45,507 4 月 15 日（日） 4,641
4 回 

（全駐車場） 
4 10 4

5 月 
178 28,803 6359 35,340

5 月 5 日（土） 4,773
2 回 

（全駐車場） 
2 9 4

6 月 
71 12,565 3517 16,153

6 月 2 日（土） 2,332  0 3 0

7 月 
35 13,949 5665 19,649

７月 28 日（土） 2,389  0 4 1

8 月 
88 28,897 11527 40,512

8 月 26 日（日） 2,630  0 24 0

9 月 
83 11,206 4044 15,333

9 月 9 日（日） 1,322      0 3 0

10 月 
167 36,145 7530 43,842

10 月 8 日（月祝） 3,953
1 回 

（全駐車場） 
1 5 3

11 月 
132 27,946 5520 33,598

11 月 25 日（日） 4,149  0 6 2

12 月 
32 7,696 1474 9,202

12 月 2 日（日） 724  0 0 0

1 月 
8 7,070 1632 8,710

1 月 13 日（日） 1,162   0 0 0

2 月 
24 9,290 99 9,413

2 月 10 日（日） 1,693   0 1 0

3 月 
78 20,802 5417 26,297

3 月 2.3 日（土） 3,000   0 2 0

年度
計 971 241,612 60,973 303,556       7 67 14

※ウィンターヴィスタイルミネーション期間中の夜間駐車場は除く   
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【H25】 

 
大型
車 

小型車
二輪
車 

計 最大日 
最大日の
駐車台数

満車になっ
た回数 

立
川 

西
立
川 

砂
川 

4 月 111 32436 365 32912 4 月 14 日（日） 4,670
2 回 

（全駐車場） 
2 7 3

5 月 185 32349 388 32922 5 月 5 日（日） 4,540
2 回 

（全駐車場） 
2 8 3

6 月 75 15072 187 15334 6 月 2 日（日） 2,744  0 5 0

7 月 23 13297 189 13509 ７月 7 日（日） 1,918  0 8 0

8 月 28 27266 349 27643 8 月 18 日（日） 1,7345  0 23 0

9 月 77 16930 209 17216 9 月 22 日（日） 2,728  0 8 0

10 月 250 23204 329 23783 10 月 13 日（日） 4,745  0 5 2

11 月 170 38833 469 39472 11 月 24 日（日） 4,240
5 回 

（全駐車場） 
5 9 5

12 月 35 22640 183 22858 12 月 22 日（日） 3,230  0 2 0

1 月 25 8634 66 8725 1 月 25 日（土） 1,061  0 0 0

2 月 25 3551 47 3623 2 月 1 日（土） 902  0 0 0

3 月 41 16611 152 16804 3 月 23 日（日） 2,342  0 2 1

年度
計 

1055 250823 2933 254801       9 77 13

※ウィンターヴィスタイルミネーション期間中の夜間駐車場は除く   
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＜レストラン利用客数＞ 

【H24】 （単位：人） 

  ふれあい レイク 渓流 月計 

４月 データ無し 

５月 1,874 1,353 2,845 6,072

６月 2,473 1,715 3,510 7,698

７月 1,577 1,711 3,833 7,121

８月 1,476 2,194 3,057 6,727

９月 2,247 2,364 4,103 8,714

１０月 8,617 5,368 12,284 26,269

１１月 6,956 4,316 8,356 19,628

１２月 4,150 1309 2,284 7,743

１月 1,872 1,298 2,321 5,491

２月 2792 1652 3,316 7,760

３月 4,589 2,548 8,875 16,012

合計 38,623 25,828 54,784 119,235

  

【H25】 （単位：人） 

  ふれあい レイク 渓流 月計 

４月 5299 4869 18589 28757

５月 4152 5185 13005 22342

６月 2637 2372 5002 10011

７月 1402 2383 4207 7992

８月 1332 3505 3740 8577

９月 2862 2479 5734 11075

１０月 4526 3558 7075 15159

１１月 8815 6311 11944 27070

１２月 6281 1949 3068 11298

１月 896 1243 1797 3936

２月 537 1636 1204 3377

３月 2459 2795 5417 10671

合計 41198 38285 80782 160262
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＜サイクリング施設＞ 

【H23】 （単位：台） 

  貸出数 最大貸出日 
最大日 

貸出数 

4 月 30,873 4 月 10 日(日) 3,358 

5 月 24,889 5 月 4 日(水) 3,747 

6 月 9,496 6 月 5 日(日) 1,968 

7 月 6,617 7 月 3 日(日) 877 

8 月 9,027 8 月 28 日(日) 1,075 

9 月 16,382 9 月 24 日(土) 2,691

10 月 29,211 10 月 10 日(月) 3,341

11 月 22,749 11 月 23 日(水) 2,924

12 月 6,535 12 月 4 日(日) 1,388

1 月 4,670 1 月 8 日(日) 682

2 月 3,587 2 月 12 日(日) 5611

3 月 10,031 3 月 25 日(日) 1,444

年度計 190,848     

 

【H24】 （単位：台） 

  貸出数 最大貸出日 
最大日 

貸出数 

4 月 28,189 4 月 29 日（日） 4,079 

5 月 22,806 5 月 5 日（土） 3,987 

6 月 10,475 6 月 24 日（日） 1,562 

7 月 6,135 ７月 15 日（日） 1,240 

8 月 7,369 8 月 15 日（水） 680 

9 月 8,301 9 月 29 日（土） 1,180 

10 月 25,714 10 月 8 日（月祝） 3,442 

11 月 19,960 11 月 25 日（日） 3,154 

12 月 4,841 12 月 2 日（日） 726

1 月 5,388 1 月 13 日（日） 1,073

2 月 6,817 2 月 10 日（日） 1,470

3 月 17,736 3 月 23 日（土） 2,018

年度計 163,731     
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【H25】 （単位：台） 

  貸出数 最大貸出日 
最大日 

貸出数 

4 月 25,602 4 月 28 日（日） 3,771 

5 月 28,579 5 月 5 日（日） 3,684 

6 月 14,406 6 月 9 日（日） 1,820 

7 月 6,300 7 月 21 日（日） 699 

8 月 8,811 8 月 4 日（日） 661 

9 月 15,119 9 月 22 日（日） 2,877 

10 月 21,977 10 月 13 日（日） 3,264

11 月 23,704 11 月 3 日（日） 2,689

12 月 7,583 12 月 1 日（日） 1,761

1 月 7,143 1 月 13 日（日） 758

2 月 1,555 2 月 1 日（日） 575

3 月 16,913 3 月 29 日（土） 2,299

年度計 177,692     
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＜貸しボート場＞ 

【H23】 （単位： 艘） 

  
貸しボート 

ローボート サイクルボート 計 

4 月 2,390 4,928 7,318 

5 月 1,702 4,127 5,829 

6 月 689 1,426 2,115 

7 月 531 1,293 1,824 

8 月 764 1,790 2,554 

9 月 842 2,847 3,689 

10 月 1,401 3,310 4,711

11 月 1,319 3,006 4,325

12 月 270 607 877

1 月 87 330 417

2 月 130 364 494

3 月 606 1,335 1,941

合計 10,731 25,363 36,094

 

【H24】 （単位：艘） 

  
立川口サイクル 

ローボート サイクルボート 計 

4 月 2,418 4,923 7,341 

5 月 1,700 4,051 5,751 

6 月 680 1,734 2,414 

7 月 507 1,211 1,718 

8 月 670 1,570 2,240 

9 月 491 1,299 1,790 

10 月 1,163 2,977 4,140 

11 月 994 2,058 3,052 

12 月 164 408 572 

1 月 115 393 508 

2 月 253 1,138 1,391 

3 月 1,048 1,372 3,220

合計 10,203 23,934 34,137
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【H25】 （単位：艘） 

  
立川口サイクル 

ローボート サイクルボート 計 

4 月 1,788 4,198 5,986 

5 月 2,452 5,080 7,532 

6 月 898 2,444 3,342 

7 月 462 1,034 1,496 

8 月 650 1,410 2,060 

9 月 825 2,345 3,170 

10 月 851 2,977 3,076 

11 月 1,488 3,613 5,101

12 月 306 864 1,170

1 月 152 501 653

2 月 180 517 697

3 月 1,014 2,473 3,487

合計 11,066 26,704 37,770
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＜レインボープール＞ 

月日 曜日 天候 最高気温 入場者 累計 月日 曜日 天候 最高気温 入場者 累計 月日 曜日 天候 最高気温 入場者 累計

7/9 土 曇 36.1 5,554 5,554 7/7 土 晴 24.7 907 907 7/6 土 晴 34.8 8,220 8,220

10 日 晴れ 36.7 10,250 15,804 8 日 曇 28.5 1,948 2,855 7 日 晴 36.5 14,944 23,164

15,804 2,855 23,164

16 土 晴れ 33.6 5,380 21,184 14 土 晴 33.1 1,984 4,839 13 土 曇 32.4 3,702 26,866

17 日 晴れ後曇 34.9 11,388 32,572 15 日 晴 32.7 5,783 10,622 14 日 晴 32.4 10,511 37,377

16,768 7,767 14,213

18 祝 晴れ 32.1 8,712 41,284 16 祝 晴 34.8 5,854 16,476 15 祝 晴 33.8 8,428 45,805

19 火 雨 27.5 109 41,393 17 火 晴 37.5 825 17,301 16 火 晴 31.0 674 46,479

20 水 雨時々曇 31.7 20 41,413 18 水 晴 35.7 655 17,956 17 水 曇 30.5 332 46,811

21 木 雨後晴※ 22.4 9 41,422 19 木 晴・曇 35.2 618 18,574 18 木 晴 29.3 658 47,469

22 金 晴れ 25.7 1,031 42,453 20 金 曇・雨 23.2 105 18,679 19 金 晴 33.4 955 48,424

23 土 晴れ 29.3 2,005 44,458 21 土 曇 21.4 0 18,679 20 土 曇 30.3 2,364 50,788

24 日 曇 29.4 5,961 50,419 22 日 曇・雨 22.8 495 19,174 21 日 晴 32.6 4,425 55,213

17,847 8,552 17,836

25 月 曇 32.0 2,459 52,878 23 月 曇 28.8 1,342 20,516 22 月 晴 31.7 1,617 56,830

26 火 晴時々曇 30.2 1,801 54,679 24 火 曇 30.9 1,748 22,264 23 火 晴 32.1 1,740 58,570

27 水 曇 32.5 1,413 56,092 25 水 晴 34.1 2,106 24,370 24 水 曇・雨 28.0 121 58,691

28 木 曇 29.1 914 57,006 26 木 晴 37.1 2,286 26,656 25 木 曇 28.5 639 59,330

29 金 曇時々雨 29.2 625 57,631 27 金 晴 37.1 2,383 29,039 26 金 晴 34.1 1,447 60,777

30 土 曇後雨 27.8 711 58,342 28 土 晴 35.6 6,578 35,617 27 土 晴 33.8 4,057 64,834

31 日 雨※ 22.5 55 58,397 29 日 晴 35.2 9,499 45,116 28 日 晴 33.2 6,201 71,035

7,978 25,942 15,822

8/1 月 曇一時雨 26.0 1,226 59,623 30 月 晴 34.3 3,101 48,217 29 月 雨 27.5 287 71,322

2 火 曇 28.4 1,872 61,495 31 火 晴 36.5 3,107 51,324 30 火 晴 31.8 2,451 73,773

3 水 曇 29.4 2,405 63,900 8/1 水 曇 33.8 2,949 54,273 31 水 晴 31.9 2,270 76,043

4 木 曇後雨 29.0 2,077 65,977 2 木 晴 36.2 3,512 57,785 8/1 木 曇 33.0 652 76,695

5 金 曇 32.2 1,586 67,563 3 金 晴 35.4 3,433 61,218 2 金 曇 30.8 1,757 78,452

6 土 曇 33.1 5,821 73,384 4 土 曇・雨 30.8 4,806 66,024 3 土 晴 32.2 3,917 82,369

7 日 曇のち雨 34.0 9,550 82,934 5 日 晴 35.8 9,007 75,031 4 日 晴 30.9 6,610 88,979

24,537 29,915 17,944

8 月 曇 35.2 5,052 87,986 6 月 曇・雨 29.7 1,242 76,273 5 月 晴 34.6 3,865 92,844

9 火 晴 36.8 5,398 93,384 7 火 曇 32.5 4,287 80,560 6 火 曇 32.7 1,746 94,590

10 水 晴 36.8 6,620 100,004 8 水 曇・晴 30.1 3,475 84,035 7 水 晴 35.8 4,807 99,397

11 木 晴一時雨 36.4 6,510 106,514 9 木 晴 32.0 4,053 88,088 8 木 晴 37.1 4,662 104,059

12 金 晴 35.9 8,751 115,265 10 金 晴 33.2 4,944 93,032 9 金 晴 37.8 4,880 108,939

13 土 晴 34.0 11,130 126,395 11 土 曇 32.8 4,376 97,408 10 土 晴 38.2 8,298 117,237

14 日 晴のち曇 36.1 15,107 141,502 12 日 曇・晴 33.4 7,309 104,717 11 日 晴 38.8 10,948 128,185

58,568 29,686 39,206

15 月 晴のちi曇 35.7 13,988 155,490 13 月 晴 35.9 10,183 114,900 12 月 晴 38.1 7,720 135,905

16 火 晴 35.6 11,581 167,071 14 火 曇 30.6 1,822 116,722 13 火 晴 36.4 7,421 143,326

17 水 晴 36.3 8,496 175,567 15 水 晴 32.3 9,664 126,386 14 水 晴 37.4 9,272 152,598

18 木 晴 38.3 8,119 183,686 16 木 晴 36.2 9,688 136,074 15 木 晴 36.6 8,759 161,357

19 金 曇後雨 29.6 1,447 185,133 17 金 曇・雨 35.3 6,854 142,928 16 金 晴 36.7 9,578 170,935

20 土 曇 24.3 545 185,678 18 土 曇 31.4 2,284 145,212 17 土 晴 35.8 9,257 180,192

21 日 曇※ 20.6 51 185,729 19 日 晴 34.5 13,786 158,998 18 日 晴 36.5 9,774 189,966

44,227 54,281 61,781

22 月 曇のち雨※ 22.0 0 185,729 20 月 晴 34.0 4,786 163,784 19 月 晴 37.0 4,849 194,815

23 火 曇のち晴 28.7 1,538 187,267 21 火 晴 35.7 4,890 168,674 20 火 晴 35.6 4,644 199,459

24 水 晴のち曇 32.3 5,155 192,422 22 水 晴 34.0 5,389 174,063 21 水 晴 33.8 3,225 202,684

25 木 雨後曇 27.6 910 193,332 23 木 晴 4,228 178,291 22 木 晴 34.0 3,672 206,356

26 金 曇のち雨 30.6 3,195 196,527 24 金 晴 34.0 4,270 182,561 23 金 曇・雨 29.9 2,706 209,062

27 土 曇 25.6 372 196,899 25 土 晴 34.0 8,589 191,150 24 土 晴 31.6 3,669 212,731

28 日 晴 29.6 14,969 211,868 26 日 晴 34.0 12,170 203,320 25 日 曇 27.6 832 213,563

26,139 44,322 23,597

29 月 曇後】晴 31.6 5,194 217,062 27 月 晴 35.3 5,127 208,447 26 月 晴 30.8 4,044 217,607

30 火 晴 31.6 5,146 222,208 28 火 晴 34.4 4,584 213,031 27 火 晴 32.9 2,974 220,581

31 水 曇のち雨 29.2 940 223,148 29 水 晴 34.4 4,490 217,521 28 水 晴 37.8 4,001 224,582

9/1 木 曇のち雨 29.3 187 223,335 30 木 晴 36.2 4,383 221,904 29 木 晴 35.2 3,290 227,872

2 金 曇時々雨 31.9 230 223,565 31 金 晴 34.9 4,280 226,184 30 金 晴 39.3 4,190 232,062

3 土 曇のち雨※ 28.5 60 223,625 9/1 土 曇・雨 26.9 7,648 233,832 31 土 晴 37.8 9,361 241,423

4 日 曇時々雨 28.5 6,841 230,466 2 日 曇・雨 25.4 2,459 236,291 9/1 日 晴 39.5 10,554 251,977

18,598 32,971 38,414

2 月 晴 34.8 1,126 253,103

3 火 晴 36.5 1,017 254,120

4 水 晴 30.8 292 254,412

5 木 曇・雨 31.9 85 254,497

6 金 曇 27.1 312 254,809

7 土 曇 28.7 2,196 257,005

8 日 曇・雨 25.7 1,149 258,154

6,177

累計 230,466 累計 236,291 累計 258,154

平成２５年度平成２３年度 平成２４年度
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■収益施設売上額 

１．固定的収益施設 

施設区分 売上額（千円） 
備考 

施設区分 施設名／内訳 （H24-25 平均） 

レストラン ①ふれあい広場レストラン 47,806  

  ②レイクサイドレストラン 41,095  

  ③渓流広場レストラン 57,326  

売店 ①芝生中央売店 25,855  

  ②芝生南売店 25,832  

  ③花木園カフェ売店 12,839  

  ④立川ゲート売店 24,632  

  ⑤ぎんなんちゃや 15,837  

  ⑥西立川ゲート売店 20,321  

  ⑦こどもの森売店 23,724  

  ⑧砂川ゲート売店 5,822  

駐車場 ①立川口駐車場  

  ②西立川口駐車場 188,439  

  ③砂川口駐車場  

サイクリング施設 ①立川口サイクリングセンター  

  ②西立川口サイクリングセンター 64,031  

  ③砂川口サイクリングセンター   

ボート   23,501  

園内交通施設   48,326  

プール   256,156  

バーベキューガーデン 256,328  

総合案内所カフェ   5,126  

花みどり文化センターカフェ 9,044  

呈茶   12,228  
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２．臨時収益施設    

施設区分 売上額 

備考 
施設区分 施設名／内訳 

（H24-25 平均）

（千円） 

  

①自動販売機 39,716  

②臨時売店 51,955  

③園外臨時駐車場 2,689  
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■昭和記念公園収益施設修繕履歴（H24-25）   

施設区分 
年間修繕回数

（平均） 

年間修繕金額

（平均） 
主な修繕 備考 

レストラン 

  国修繕 ０回 \０   

  
事業者

修繕 
18 回 \742,063 

厨房機器修繕 

消防設備点検等 
 

売店 

  国修繕 ０回 \０    

  
事業者

修繕 
２２回 \1,878,127 設備修繕等   

駐車場      

  国修繕 １回  2,520,725 電動門修繕等   

  
事業者

修繕 
5 回 \277,750

駐車場大屋根修繕、縁

石修繕等 
  

サイクリング 

  国修繕 ０回 \０    

  
事業者

修繕 
17 回 \2,906,080 

サイクリングセンター漏

水工事等 
  

園内交通 

  国修繕 ０回 \０    

  
事業者

修繕 
- \3,218,408   

舟遊施設 

  国修繕 ０回 \０   

  
事業者

修繕 
- \7,956,500   

プール 

  国修繕 2 回  102,312,411
シェルター更新、樹脂

舗装、設備更新等 
 

  
事業者

修繕 
41 回 \13,790,526

電気設備保守 

備品類修繕等 
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■昭和記念公園収益施設資産一覧（1/9） 

 

施設名 区分 詳細 数量等 所有者 

レストラン 

  ふれあい広場レストラン 

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備     

      エアコン 6 基（うち 1 基厨房用） 事業者 

      換気設備 一式 事業者 

      給排水設備 一式 事業者 

      電気設備     

      躯体付属設備 一式 国 

      仮設電源 一式 事業者 

      厨房機器     

      冷蔵庫、フライヤー等 一式 事業者 

      排水溝蓋 一式 事業者 

    内装 テーブルセット     

      テーブルセット（室内用・室外用） 一式 事業者 

      各種什器類     

      ケータリングワゴン等 一式 事業者 

      ショーケース 一式 事業者 

      食器類 一式 事業者 

      営業機材     

      店舗看板、メニュー板等 一式 事業者 

      レジスター、発信機等 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

    外構 オープンデッキ 一式 国 

      石垣 一式 国 

      トイレ棟 一棟 国 

      倉庫 1 棟 事業者 

      自動販売機     

      自動販売機置場 一式 国 
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■昭和記念公園収益施設資産一覧（2/9） 

  レイクサイドレストラン 

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備     

      エアコン（飲食スペース用） 4 台 事業者 

      エアコン（厨房休憩室用） 2 台 事業者 

      換気設備 一式 事業者 

      天井ルーバー 一式 事業者 

      給排水設備 一式 事業者 

      電気設備     

      躯体付属設備 一式 国 

      仮設電源 一式 事業者 

      厨房機器     

      冷蔵庫、フライヤー等 一式 事業者 

      排水溝蓋 一式 事業者 

    内装 テーブルセット     

      テーブルセット（室内用・室外用） 一式 事業者 

      イス（室外用一部） 一式（一部休憩用） 国 

      各種什器     

      ケータリングワゴン等 一式 事業者 

      食器類 一式 事業者 

      営業機材     

      店舗看板、メニュー板等 一式 事業者 

      レジスター、発信機等 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

    外構 ウッドデッキ 一式 国 

      自動販売機     

      自動販売機置場 一式 国 
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■昭和記念公園収益施設資産一覧（3/9） 

  渓流広場レストラン 

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備     

      エアコン（厨房用） 1 台 事業者 

      換気設備 一式 事業者 

      給排水設備 一式 事業者 

      電気設備     

      躯体付属設備 一式 国 

      仮設電源 一式 事業者 

      厨房機器 一式 事業者 

    内装 テーブルセット     

      テーブルセット（室内用・室外用） 一式 事業者 

      各種什器     

      移動式バーベキューセット 一式 事業者 

      ケータリングワゴン、ストッカー等 一式 事業者 

      食器類   事業者 

      営業機材     

      店舗看板、メニュー板等 一式 事業者 

      レジスター等 一式 事業者 

      その他内装設備等     

      偽岩壁面等 一式 事業者 

    外構 植栽     

      高木 一式 国 

      低木 一式 国 

      地被類 一式 国 

      外柵 一式 国 

      石畳 一式 国 

      倉庫（合築） 1 棟 事業者 
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■昭和記念公園収益施設資産一覧（4/9） 

売店         

  芝生広場東レストハウス売店（みんなの原っぱ中央売店）   

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備     

      エアコン 一式 国 

      ルームエアコン 1 基 事業者 

      換気設備 一式 事業者 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備     

      躯体付属設備 一式 国 

      仮設電源 一式 事業者 

      厨房機器 一式 事業者 

    内装 各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

    外構 自動販売機置場 一式 国 

      トイレ 一式 国 

      倉庫 1 棟 事業者 

  芝生広場南レストハウス売店（みんなの原っぱ南売店） 

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備     

      エアコン 一式 国 

      ルームエアコン 1 基 事業者 

      換気設備 一式 事業者 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備     

      躯体付属設備 一式 国 

      仮設電源 一式 事業者 

      厨房機器 一式 事業者 

    内装 各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

    外構 自動販売機置場 一式 国 

      トイレ 一式 国 

      倉庫 1 棟 事業者 
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■昭和記念公園収益施設資産一覧（5/9） 

  花木園売店       

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備 一式 事業者 

      ルームエアコン 1 台 事業者 

      換気設備 一式 事業者 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備     

      躯体付属設備 一式 国 

      仮設電源 一式 事業者 

      厨房機器 一式 事業者 

    内装 各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

    外構 自動販売機置場 一式 国 

      トイレ 一式 国 

  立川口ゲート北売店（パークショップ）     

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備 一式 国 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備 一式 国 

    内装 各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

    外構 自動販売機置場 一式 国 

      トイレ 一式 国 

  立川口ゲート軽飲食店・売店（ぎんなん茶屋）    

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備 一式 国 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備 一式 国 

      厨房機器 一式 事業者 

    内装 テーブルセット 一式   

      テーブルセット（室内用・室外用） 一式 事業者 

      イス（室外用一部） 一式（一部休憩用） 国 

      各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 
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■昭和記念公園収益施設資産一覧（6/9） 

  南口売店（西立川口ゲート売店）     

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備 一式 国 

      ルームエアコン 1 台 事業者 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備 一式 国 

      厨房機器 一式 事業者 

    内装 各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

    外構 自動販売機置場 一式 国 

      コインロッカー 4 台 事業者 

  芝生広場北売店※営業休止中     

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備 一式 国 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備 一式 国 

    外構 自動販売機置場 一式 国 

  砂川口売店      

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備 一式 国 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備 一式 国 

      厨房機器 一式 事業者 

    内装 各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

    外構 自動販売機置場 一式 国 

  子供の森センター売店 

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備 一式 国 

      ルームエアコン 2 台 事業者 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備     

      躯体付属設備 一式 国 

      仮設電源 一式 事業者 

    内装 各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

    外構 ウッドデッキ 一式 国 
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■昭和記念公園収益施設資産一覧（7/9） 

  プール売店（Ａ．Ｂ．Ｃ） 

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備 一式 事業者 

      給排水設備 一式 事業者 

      電気設備 一式 事業者 

      厨房機器 一式 事業者 

    内装 各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

  プール売店（昭島口管理棟売店） 

    躯体 建物躯体 一式 国 

    設備 空調設備 一式 国 

      給排水設備 一式 国 

      電気設備 一式 国 

      厨房機器 一式 事業者 

    内装 各種什器 一式 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

遊戯施設         

  パークトレイン       

    車体 トレイン駆動車、車輌 5 編成 事業者 

    設備 停留所 10 箇所 事業者 

    躯体 乗務員控室 1 棟 国 
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■昭和記念公園収益施設資産一覧（8/9） 

プール         

  プール(売店以外） 

    躯体 管理棟 1 棟 国 

      ロッカー棟 1 棟 国 

      造波機械棟 1 棟 国 

      機械棟 2 棟 国 

      トイレ棟 2 棟 国 

      昭島口管理棟 1 棟 国 

      流水プール 1 箇所 国 

      クローバープール 1 箇所 国 

      渓流プール 1 箇所 国 

      大波プール 1 箇所 国 

      スライダープール 1 箇所 国 

      冒険プール 1 箇所 国 

      モニュメントプール 1 箇所 国 

      大滝プール 1 箇所 国 

      幼児プール 1 箇所 国 

      プールサイド舗装 一式 国 

      入口大屋根 一式 国 

      その他プール構造体 一式 国 

    設備 空調設備（管理棟） 一式 国 

      ルームエアコン（管理棟） 3 台 事業者 

      空調設備（ロッカー棟） 一式 国 

      空調設備（昭島口管理棟） 一式 国 

      給排水、衛生設備 一式 国 

      電気設備（管理棟） 一式 国 

      電気設備（ロッカー棟） 一式 国 

      電気設備（昭島口管理棟） 一式 国 

      電気設備（上記以外） 一式 国 

      放送設備 一式 国 

      避雷設備 一式 国 

      その他設備 一式 国 

    
備品

類 
ロッカー     

      ロッカー（事業者） 445 基 事業者 

      ロッカー（事業者） 205 基 事業者 

      監視台 6 基（固定） 国 

      ベンチ 一式  国 

      営業機材 一式 事業者 

      プールクリーナー     

      クリーナー（事業者） 1 台 事業者 

      クリーナー（事業者） 4 台 事業者 

      その他備品 一式 事業者 

    外構 外柵 一式 国 

      植栽     

      高木 一式 国 

      低木 一式 国 

      人工芝 一式 国 
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■昭和記念公園収益施設資産一覧（9/9） 

駐車場     

  駐車場         

    躯体 料金ブース（立川口） 2 基 国 

      料金ブース（西立川口） 2 基 国 

      自動ゲート（砂川口） 一式 国 

    舗装 舗装（立川口） 一式 国 

      舗装（西立川口） 一式 国 

      舗装（砂川口） 一式 国 

    看板 注意看板   国 

      移動式 一式 事業者 

      固定式 5 枚 国  

      案内看板   国 

      移動式 一式 事業者 

      固定式 8 枚 国  

      標識   国 

      移動式 一式 事業者 

      固定式 一式 国 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

サイクリング施設       

  サイクリング施設 

    躯体 建物躯体（立川口） 一式 国 

      建物躯体（西立川口） 一式 国 

      建物躯体（砂川口） 一式 国 

    設備 空調設備（立川口・西立川口） 一式 国 

      空調設備（砂川口） 一式 国 

      給排水設備（立川口・西立川口） 一式 国 

      給排水設備（砂川口） 一式 国 

      電気設備（立川口・西立川口） 一式 国 

      電気設備（砂川口） 一式 国 

    
備品

類 
自転車 2,240 台 事業者 

      券売機 5 基 事業者 

      券売機（西立川サイクル） 2 基 事業者 

      コンプレッサー 5 台 事業者 

      コインロッカー 6 台 事業者 

      営業機材 一式 事業者 

      その他内装設備等 一式 事業者 

遊戯施設         

  ボート         

    躯体 建物躯体 一式 国 

      桟橋 一式 国 

      浮桟橋 一式 国 

    設備 クレーン 1 基 国 

      券売機 1 基 事業者 

    
備品

類 
救命ボート 1 艘 国 

      ローボート 70 艘 事業者 

      足こぎボート 53 艘 事業者 

      営業機材 一式 事業者 
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■昭和記念公園収益施設事故等報告件数（H23-25） 

項 目 
事 故 等 件 数 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 

レストラン・売店 ５件 １件 0 件 

駐車場 ５件 0 件 １件 

自転車 ０件 １件 １件 

プール １３件 ２件 0 件 

園内交通 ０件 1 件 0 件 

舟遊施設 ０件 0 件 0 件 

その他 １件 0 件 0 件 

合 計 ２４件 5 件 2 件 
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 別紙４８

臨時物販施設等一覧 

自動販売機設置場所 
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フラワーフェスティバルの臨時売店設置場所 

２０１３年３月１８日～５月３０日（設置および撤去含む） 

①こもれびの里休憩所棟付近 

 飲食：１店 

④渓流広場 

 飲食：１店 

③こどもの森 

 飲食：１店 

⑤原っぱ中央売店横 

 飲食：４店 

⑥原っぱ南売店横 

 飲食：６店 

②日本庭園前 

 飲食：１店 

 物販：１店 

⑦花木園 

 飲食：１店 

⑧ふれあい広場レストラン付近

 飲食：１店 
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レインボープール営業期間中の臨時売店配置 

２０１３年７月１日～９月１３日（設置及び撤去含む）

②プール大屋根前 

物販：２ 

飲食：１ 

①プールエリア内 

飲食：８ 

レンタル：２ 
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花火大会の臨時売店配置 

２０１３年７月２５日～７月２９日（設置及び撤去含む）

①中央管理棟前 

飲食：５店 

②原っぱ中央売店横 

飲食：４店 

③原っぱ南西 

飲食：８店 

④原っぱ南東 

飲食：10 店 

⑤原っぱ南売店横 

飲食：４店 

⑥原っぱ三叉路

飲食：２店 

⑦BBQ 入口 

飲食：２店

⑫西立川サイクルセンター横

飲食：２店 

⑬レイクサイド横 

飲食：３店 

⑧みどりの文化ゾーン

飲食：４店 

⑨立川口サイクルセンター前

飲食：３店 

⑩ふれあい広場

飲食：３店 

⑪水鳥テラス

飲食：３店
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ウインタービスタ・イルミネーションの臨時売店配置 

2013 年 11 月 25 日～12月 27 日（設置及び撤去含む） 

①ふれあい広場レストラン横 

飲食：7店 

④カナールイチョウ並木藤棚下 

飲食：５店 

③立川口ゲート前広場 

２２店舗 

②立川口ゲート前広場北側 

２店舗 
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○○公園運営維持管理業務 平成○○年度業務評定 

【概要】 

公園名 ○○公園 

所在地  

事業者  

履行期間 自；平成○○年○月○日   至；平成○○年○月○○日 

評価対象年度 平成○○年度 

【目標達成状況】 

目標指数 

 

事業者が設定した

目標値 

達成状況 備考 

① 公園利用者数 年間○○万人   

② 満足度 年間○○％   

③ ○○ ○○   

    

    

    

    

    

    

【運営状況】 

評価内容 

 

評価ランク 

 

優   ・   良   ・   可  ・  不可 

 

特記事項 

（特に評価すべき 

事項、改善が望

まれる事項、今後

の課題等を記載）

 

備  考 
 

 

 

別紙４９
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（提出様式１－１） 
 

競争参加資格確認申請書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 関 東 地 方 整 備 局 長 殿 

  

 

                     住      所 
                             商号又は名称 
                                     代 表 者 氏 名                     印 
                               （担  当  者） 
                                所属部署 
                       氏    名 
                                      電話番号 
                                 FAX番号 

                                E-mail 
 

                               （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                            住     所 共同体事務所の所在地 

                          商号又は名称 H27-30国営昭和記念公園 
運営維持管理業務◇◇・○○共同体 

                                 代表者氏名                  印 

                    

 

 
 
 
 
 
  平成２６年●月●日付けで入札公告のありました「H27-30国営昭和記念公園運営維持管
理業務」に係わる競争に参加する資格について、関係書類を添えて申請します。 
 
 なお、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 
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（提出様式１－２） 
○企業の業務実績 

 

担当する分担業務：○○業務 

 

会社名：○○○○(株) 

 

業務名 

 

発注者 

 

受注形態 

 

業務概要 

 

履行期間
○○○○○○○○○業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・単独 
 ・共同企業体 
(・代表者・代表者

以外) 
 
 
 
 
 
 
 

公園種別、○○施設（園地管理面
積約○㎡）、展示面積、業務内容
等を記載。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成○年○月
～ 

平成○年○月

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
内容種別 1) 2) 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
内容種別 1) 2) 

 

企 業 の 延 べ 業 務 年 数  ○ ヶ 月  

 
１ 級 造 園 施 工 管 理 技 士 保 有 者 数 （ 植 物 管 理 業 務 の み 記 入 ）  
 
              平 成 ２ ６ 年 ● 月 ● 日 時 点  ○ 名  

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付す

る。図面等で植栽地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添

付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等の写しを提出する。 

注４:複数の業務を記載する場合は行を追加して記入する。 

注５:記載する業務件数による評価は行わない。 

注６:内容種別欄は実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の１)～２)のい

ずれか該当するものを選び○を記入する。 

注７：実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の注意事項に沿って記載す

る。 

注８：参加する法人の会社概要がわかる公表資料（会社紹介パンフレット、ＨＰ等）を別途提出

する。 
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（提出様式１－３） 
○業務責任者の業務実績 

 
担当する分担業務： ○○業務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ふり がな

氏 名   
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○ ○ 会 社 ・ ○ ○ 部 ・ ○ ○ 部 長  

保有資格（植物管理業務責任者は、１級造園施工管理技士を必ず記入すること） 

  ・１級造園施工管理技士 （登録番号：       ）    （取得年月日：  年  月  日） 

 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体

(・代表者・代
表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。
 

平成○年○月
～ 

平成○年○月
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 5)

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体

(・代表者・代
表者以外) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。

 
平成○年○月

～ 
平成○年○月

 

 
平成○年

○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2)

3) 4) 5) 

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５：企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書（任意様式）及び業務

経験証明書（様式１－８）を添付する。 

注６:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～５)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注７:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

柱８：実施要項３．３．に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない。配置した場合には、

特定しない。ただし、実施要項に定める範囲において兼務は可能とする。 
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（提出様式１－４）守秘性に関する要件 

 

○守秘義務に関し、下記の処置が講じられているか記載する。 

 

イ． 社内規則等（守秘義務に関する規程及びその罰則規が明示されているものに限る）制定につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ロ．守秘義務に関する研修、講習等の定期的な実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１： 守秘義務に関する規程及びその罰則規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付

することとし、該当部分に下線を引くこと。 

共同体の場合は、各構成員それぞれの提出様式１－４を作成し、かつ各構成員それぞれの

守秘義務に関する規程及びその罰則を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付するこ

ととし、該当部分に下線を引くこと。 
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（提出様式１－５－１）業務実施体制 
 
 [実施要項で定める業務責任者] 
 

 
実施要項3.3.に定め
る業務責任者 

 
具体的な業務内容 

 

雇用形態 資格、能力、実務経験年数等
（業務内容に対する適切性に
ついて記載） 

１週間の予定勤務時間  
備考 

 
常勤

 

非常勤

 

委託

 

 その他（具

体的に） 

総括責任者 

  
 ○ 

 
  － 

 
  －
 

 
 

 月 火 水 木 金 土 日 計 代表企業  
 ○○会社 
  関東 太郎８ ８ ８ ８ ８ ０ ０ 40

企画運営管理 
業務責任者 

      
月 火 水 木 金 土 日 計

○○会社 
 ○○ ○○

        

施設・設備維持 
管理業務責任者 

      
月 火 水 木 金 土 日 計

○○会社 
  ○○ ○○

        

 植物管理 
 業務責任者 

      
月 火 水 木 金 土 日 計

○○会社 
  ○○ ○○

        

収益施設等管理 
運営業務責任者 

      月 火 水 木 金 土 日 計 ○○会社 
  ○○ ○○

        

  
※ 組織図（業務実施のための管理機構）を添付する（任意様式）。 
※ 総括責任者および業務責任者が資格要件の条件を満たさない場合は欠格とする。 

 ※ 備考欄には、所属企業名および配置予定者の氏名を記載する。共同体の場合は、各構成員の所属企業名および配置予定者の氏名を記載する。 
※ 実施要項 ３．３．に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない。配置した場合には、欠格とする。ただし、実施要項に定める範囲において兼務は可

能とする。 
※ [実施要項以外で提案する業務責任者の下に配置し、責任者を補佐する者]を配置する場合には、別紙に記入すること。 
 
 
 
 

※ 総括責任者及び総括責任者以外の業務責任者は、原則、実施期間中専任（注）とする。なお、病気・死亡等の事情によりやむを得ず総括責任者又は総括責任者以
外の業務責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置するものとし、予め関東地方整備局の承諾を得るものとす
る。 

（注：専任とは、他の工事及び業務等に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることをいう。ただし、契約の締結後、業務開始
するまでの期間（準備期間）は専任を要しない。） 
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                                                                  （別紙） 
 

 [実施要項以外で提案する業務責任者の下に配置し、責任者を補佐する者] 
 

 
業務責任者の下に配
置し、責任者を補佐

する者 

 
具体的な業務内容 

 

雇用形態 資格、能力、実務経験年数等
（業務内容に対する適切性に
ついて記載） 

１週間の予定勤務時間  
備考 

 
常勤

 

非常勤

 

委託

 

 その他（具

体的に） 

△△業務責任者の下   
 ○ 

 
  － 

 
  －
 

 
 

 月 火 水 木 金 土 日 計 ○○会社 
  ○○ ○○

○○係長 ８ ８ ８ ８ ８ ０ ０ 40

□□業務責任者の下 
      

月 火 水 木 金 土 日 計
○○会社 

  ○○ ○○

○○リーダー         

       
月 火 水 木 金 土 日 計

○○会社 
  ○○ ○○

        

       月 火 水 木 金 土 日 計 ○○会社 
  ○○ ○○

        

 
※ [実施要項で定める業務責任者]の下に配置するのか責任区分を明確にすること。 
※ [実施要項で定める業務責任者]と併せた組織図（業務実施のための管理機構）を添付する（任意様式）。  
※ 配置予定人員の枠が足りなければ、追加して記入する。 
※ 備考欄には、所属企業名および配置予定者の氏名を記載する。共同体の場合は、各構成員の所属企業名および配置予定者の氏名を記載する。（氏名が未確定の場

合は、氏名について、記載しなくてもよい） 
※ 業務責任者の下に配置し、業務責任者を補佐する者を変更する場合は、当該業務に精通した者を配置するものとし、予め関東地方整備局の承諾を得るものとする。 
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業務実施体制 組織図（業務実施のための管理機構） （作成例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１：共同体の場合は、責任者の氏名の後に構成企業名を記載すること。 
 注２：災害、繁忙期等の緊急時における体制（責任体制、現地体制）についても分かるように記載すること。 

総括責任者 ◇◇ ◇◇ ○社

企画運営管理業務責任者 ◇◇ ◇◇ ○社 

植物管理業務責任者 ◇◇ ◇◇ ○社

収益施設等管理運営業務責任者 ◇◇ ◇◇ ○社

○○責任者 ◇◇ ◇◇

○○責任者 ◇◇ ◇◇

企画部 ◇◇ ◇◇

経理部 ◇◇ ◇◇

○○公園管理センター 

○○会社 本社

協力会社

○○部 ◇◇ ◇◇ 

下請会社

◇◇ ◇◇

◇◇ ◇◇

再委託○○責任者 ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇

◇◇ ◇◇

施設・設備維持管理業務責任者 ◇◇ ◇◇ ○社

植物管理業務責任者 ◇◇ ◇◇ ○社 
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（提出様式１－５－２） 業務実施体制における提案 

 

・ 迅 速 か つ 円 滑 な 意 志 決 定 及 び 臨 機 の 対 応 等 の 体 制 に 関 し 、 緊 急 時 等 に お い

て も 混 乱 な く 対 応 で き る 水 準 を 超 え た 優 れ た 提 案 を 記 述 。  

  

 ※ 上 記 に つ い て 、 組 織 面 、 費 用 面 の 対 応 等 を 付 帯 的 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

※A4版１枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 

※白黒片面印刷で提出すること。 
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（提出様式１－５－３） 
○申請した総括責任者以外で同一企業に在籍する総括責任者（代替総括責任者）の業務実績

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ふり がな

氏 名   
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○ ○ 会 社 ・ ○ ○ 部 ・ ○ ○ 部 長  

保有資格 

  ・技術士（建設部門：都市及び地方計画）  

（登録番号：   ）  （取得年月日： 年 月 日） 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体

(・代表者・代
表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。
 

平成○年○月
～ 

平成○年○月
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2)

3) 4) 5)

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体

(・代表者・代
表者以外) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。

 
平成○年○月

～ 
平成○年○月

 

 
平成○年

○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 内容種別 1) 2)

3) 4) 5)

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～５)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注６:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

 

別紙　546



10 

（提出様式１－６）実施方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※A4版２枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 

※別紙年間業務計画を添付する。それ以外の添付資料は認めない。 

※白黒片面印刷で提出すること。 
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（別紙） 

年間業務計画（作成例） 
 

工 種 
 
種別 
 

実施頻度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

植物管理 

芝生管理 ●回／年             

低木管理 ●回／年  
 

          

高木管理 ●回／年             

草花管理 ●回／年             

●●●●               

●●●●               

●●●●               

●●●●               
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（提出様式１－７）再委託又は、下請負の予定（協力企業の名称等） 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

注１：再委託又は、下請負（予定含む）がある場合に記入する。 

 

注２：原則として、小規模な業務※を除き、記載された以外の業務を再委託又は下請負する場合には、金

額および必要性等について協議が必要となる。 

※ 小規模な業務とは、基本的に契約金額が100万円未満の業務等 

 

注３：再委託又は、下請負の枠が足りなければ、追加して記入すること。 
 
注４：組織図（業務実施のための管理機構）に記入すること。 
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念書（例） （申請書類提出時に当該法人と雇用関係が無い場合） 
 
 
 
 
 支出負担行為担当官 
 関東地方整備局長 様 
 
 
 

念書（例） 
 
 
 
 
  株式会社○○○○と関東太郎は、現在雇用関係に無いが、下記の場合において

雇用契約を締結するものとする。 
 
 
 
 
 

記 
 
 
 国土交通省関東地方整備局で、平成２６年●月●日付けで入札公告のあった「H27-30
国営昭和記念公園運営維持管理業務」と契約締結した場合。 
 
 
 
 
 

平成２６年○月○日 
 
 
 
 
 
 
 
              住所 
              電話番号 
              会社名 株式会社○○○○ 
              代表者 代表取締役社長△△ △△ 印 
 
 
              住所  
 
              氏名   関東 太郎 印 
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（提出様式１－８）業務経験証明書 

 

 
ふりがな

氏名 

 

 

 関東 太郎           

（   年  月  日生）

 

会社名 

 

 

 

 □□□□株式会社 

 

 

 

業務実績 

 

 

    

 ○○業務の○○責任者として従事。 

 

 

 

 

従事期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

年    月    日 

～ 

年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の通りであることを証明します。 

                         平成２６年○月○日 

 

 

                    住 所 

 

                    電話番号 

                    会社名  □□□□株式会社 

 

                    代表者  役職名  氏名  印 
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（提出様式１－９－１） 
平成  年  月  日 

 

収益施設運営実績書 
 

 国土交通省 関東地方整備局  殿 

 

                  （申請者）社 名 

                       代表者                 印 

                        所在地 

                        TEL(FAX) 

 

下記収益施設等について、運営実績書を提出します。 

 

記 

 

 （記入例） 

   

国営昭和記念公園 

収益施設名 

収益施設運営実績（※１） 収益施設運営予定（※２） 

企業としての実

績 

配置予定者とし

ての実績 

申請者（共同体構

成員を含む） 

申請者以外の者

（再委託・下請け

等） 

１ 駐車場    ○ 

（(株)○○） 

２ サイクリング施設    ○ 

（未定） 

３ 飲食施設 ◎ 

（(株)○○） 

◎ 

（○○太郎） 

○ 

（(株)○○） 

 

４ 物販施設 ○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○○） 

 

５ 船遊施設    ○ 

（(株)○○） 

６ プール（レインボー

プール） 

◎ 

（(株)○○） 

◎ 

（○○太郎） 

○ 

（(株)○○） 

 

７ 園内交通施設    ○ 

（(株)○○） 

８ 呈茶（歓楓亭） ○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○○） 

 

９ バーベキューガーデ

ン 

○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○○） 

 

10 カフェ（総合案内所

カフェ） ○ 

（(株)○○） 

 

 

○ 

（(株)○○） 

 

11 カフェ（花みどり文

化センターカフェ） 

○ 

（(株)○○） 

 

12-1 その他（自動販売

機） 

○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○○） 

 

12-2 その他（コインロッ

カー） 

  ○ 

（(株)○○） 

 

12-3 その他（公衆電話）   ○ 

（(株)○○） 

 

 

12-4 その他（有料シャワ

ー） 

  ○ 

（(株)○○） 
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（提出様式１－９－１）の注意事項 

 

※１ 収益施設運営実績について、実施要項３．２．企業の業務実績に関する要件、及び３．３．

配置予定者の業務実績に関する要件の｢⑤収益施設等管理運営業務｣で申請している収益施設に

｢◎｣を記入し、その他実績を有する収益実績は｢○｣を記入する（共同体の場合は、代表企業又

は構成員の実績でも可。その場合｢◎｣、｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例

｢○（(株)○○）｣、｢◎（○○太郎）｣） 

又、｢◎｣、｢○｣を記入した施設の全ての施設について（提出様式１－９－３）に記入するこ

と。 

※２ 収益施設運営予定について、国営昭和記念公園において、申請者または申請者以外の者で

行うのかいずれかに｢○｣を記入する。なお、収益施設運営実績の申請者と収益施設運営予定の

申請者が必ずしも同一箇所でなくてもよい。（共同体の場合は、代表企業又は構成員の実績で

も可。その場合｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例｢○（(株)○○）｣、｢○

（○○太郎）｣）。申請者以外の者が未定の場合は、｢○｣のあとに｢未定｣と記載すること。

（例｢○（未定）｣） 

又、申請者以外の者によって実施し、予定している企業等がある場合は、（提出様式１－

７）に記載すること。 

 

※３ 「H27-30国営昭和記念公園運営維持管理業務」に入札参加しようとする者は、公園施設と連

携して収益施設を運営することから、H27-30国営昭和記念公園収益施設等管理運営規定書の

事項を確認の上、収益施設運営実績書を提出しなければならない。 

また、「H27-30国営昭和記念公園運営維持管理業務」の受託者は、収益施設について都市公

園法第５条の申請を行い、許可を受け所定の使用料を国へ支払なければならない。 

 

※４ 共同体として参加する者が提出する場合は、H27-30国営昭和記念公園運営維持管理業務につ

いて、代表企業を申請者とする。 
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（提出様式１－９－２） 

 

収益施設名：○○       

 

会社の概要 
 

（１）以下について記入するものとする。 

  ①社名         （               ） 

②業種（主・副）    （       ・       ） 

  ③設立         （         年   月 ） 

  ④資本金        （             円 ） 

  ⑤従業員数       （             人 ） 

  ⑥株式         （   上場  ・  非上場  ） 

  ⑦株主数        （             人 ） 

  ⑧営業範囲       （東京都・関東甲信地方・全国  ） 

  ⑨年商         （             円 ） 

 

（２）下記の最新資料を添付するものとする。 

  ①会社概要書等 

  ②登記簿謄本 

  ③財務諸表（過去3ケ年分） 

 

 ※ 提出様式１－９－１で記載している全ての収益施設の施設等運営者について記載すること。

（収益施設運営実績、収益施設運営予定を含む） 

 ※ 財務諸表については、決算報告に使用された「貸借対照表」「損益計算書」「営業報告書」

「利益の処分又は損失の処理に関する議案」等（過去３ケ年分）を提出するものとする。 

※ 申請者以外の者については、上記（２）②、③は提出しなくてもよい。ただし、落札者決定さ

れた場合は、業務計画書提出時までに提出するものとする。 

※ 申請者以外の者が未定の場合は、上記（１）①社名に｢未定｣と記載すること。ただし、落札者

決定された場合は、本様式と上記（２）①～③を業務計画書提出時までに提出するものとする。 
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（提出様式１－９－３） 

 

○○施設運営実績 

 項  目 内        容 

・施設名 

・所在地 

・開設年 

（記入例） 

・○○○○  ○○店 

・東京都○○市○○１－２－３ 

・平成○年○月 

 

 

・業態 

・取扱品目 

・主な客層 

（記入例） 

・フルサービス和食レストラン 

・郷土料理 
・家族連れ、観光客 

 

 

 

 

・構造 

・規模 

（記入例） 

・構  造  RC構造 

・延床面積  401.88㎡ 

・客席面積  300㎡ 

・席  数  100席 

・厨房面積  50㎡ 

・駐 車 場      平面駐車場 普通車20台 

 

 

 

 

 

・売上高 

（記入例） 

・120,000千円／年（過去３ヶ年の平均） 

 

 

 

・従業員数 

（記入例） 

・社員３人、補員５人 

 

 

 

 ※ 提出様式１－９－１の収益施設運営実績の◎及び○と記載した箇所についてそれぞれ１件以上

記載すること。企業及び配置予定者の業務実績が同じ収益施設で異なる施設（別の施設）の場合

は、それぞれ記載すること。 又、施設等により物理的条件より記載が難しい場合であっても実

施している概要がわかる内容を記載すること。 

 ※ 売上高は、過去３ヶ年の平均とし、実績がないものは、過去２年又は１年でもよい。又１年に

満たない場合は、予定金額でもよい。 

※ 実績を証明する登記簿又は契約書等の写しと、自由様式で施設概要がわかる資料又は写真等を

２～３枚添付すること。 

なお、自由様式は、Ａ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 
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（提出様式１－１０） 
                                       （第１面） 
 
 
  関東地方整備局長 
    越智 繁雄  殿 

平成  年  月  日 
住所 
商号又は名称 
氏 名         印 
（法人にあっては、代表者氏名） 
 
法定代理人 
氏 名           印 

   
 

誓 約 書 
 
平成26年●月●日付けで公告のありました「H27-30国営昭和記念公園運営維持管理業務」の入札に

参加するにあたり、下記のとおり誓約します。 

 

記 

 

１．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「法」とい

う。）第１０条第４号及び第６号から第９号の暴力団排除条項に該当しないこと。 
２．再委託等を行わせる場合、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 
３．法第１０条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 
４．予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 
５．他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準のいずれかに該当

する関係がないこと。 
１)資本関係 

  以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は更生手

続が存続中の会社である場合は除く。 
① 会社と子会社の関係にある場合 
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

２)人的関係 
  以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし②については、会社の一方が更生会社又は更生手

続が存続中の会社である場合は除く。 
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 
② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

６．国営昭和記念公園事務所で平成２５年度に実施の「Ｈ２５昭和・武蔵運営維持管理手法改善検討

他業務」の受託者でないこと。また、平成２６年度に実施の「Ｈ２６国営昭和記念公園運営維持管

理履行確認業務」又は「Ｈ２６国営昭和記念公園運営維持管理に関するモニタリング調査他業務」

に参加している者及び当該業務の管理技術者・担当技術者の出向・派遣元並びにこれらの者と資本

面・人事面で関係がある者でないこと。 
７．申請書類の内容については事実と相違ないこと。 
 
上記誓約に相違があった場合は、入札参加の取消し、契約解除等の措置又は処分も甘受し、一切の意

義を申し立てないことを併せて誓約します。  
 

 

以上 
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（第２面） 
（提出様式１－１０） 

公共サービスの内容 H27-30国営昭和記念公園運営維持管理業務 

公共サービス実施民間事業者 ○○株式会社 住所又は所在地 ○○県○○市○○町１丁目○番○号  

親会社等（法人） ○△株式会社 

主要株主等（法人） □□株式会社、△△株式会社 

公共サービス実施民間事業者の「役員」「法定代理人」「主要株主等（個人）」 
及び「相談役、顧問等役員と同等以上の支配力を有する者」 

上記事業との関係 氏
フリ

   名
ガナ

 生年月日 性別 住   所 

例 役員 公共
ｺｳｷｮｳ

 太郎
ﾀ ﾛ ｳ

 昭和38年7月4日 男 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 

例 主要株主 
（個人） 

    

例 親会社の役員     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※１ 記載しきれないときは、適宜用紙を追加して下さい。 

※２ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合があります。 
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（第３面） 

記載が必要な事項一覧表 

 

 

 

記載対象（※１） 

 

記載必要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落

 

 

札

 

 

予

 

 

定

 

 

事

 

 

業

 

 

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

個

人

の

場

合 

① 落札予定事業者 

 

 

・氏名、生年月日、性別、住所 

・商号又は屋号 

 

② ①の法定代理人（※２） 

 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 

 

 

 

人 

 

 

 

の 

 

 

 

場 

 

 

 

合 
 

③ 落札予定事業者 
 

・商号又は屋号 
・主たる事業所の所在地 

④ ③の役員 

 
 

・氏名、生年月日、性別、住所、役職名 
 
 

⑤ ④の法定代理人 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑥ ③の主要株主等（※３） 

（個人） 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑦ ③の主要株主等（法人） 

 
 

・商号又は屋号 
 
 

⑧ 相談役、顧問等④と同等以上の支

配力を有する 
・氏名、生年月日、性別、住所 

⑨ ③の親会社等（※４）（個人） ・氏名、生年月日、性別、住所 

⑩ ⑨の法定代理人 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 

⑪ ③の親会社等（法人） 
 

・商号又は屋号 

⑫ ⑪の役員 ・氏名、生年月日、性別、住所 

⑬ ⑫の法定代理人 ・氏名、生年月日、性別、住所 

⑭ 相談役、顧問等⑫と同等以上の支

配力を有する者 
・氏名、生年月日、性別、住所 

※１ 「記載対象」は、それぞれ該当する者がいる場合に対象とする。 

※２ 「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合の当該未成年者の 

法定代理人をいう。 

※３ 「主要株主等」とは、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を所有する株主及び出資総額の１００ 

分の５以上の額に相当する出資をしている者をいう。 

※４ ここでいう「親会社等」は、入札参加事業者と「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施 

   行令」第３条第１項各号のいずれかに該当する関係（特定支配関係）を有する者のみをいい、同条第２ 

項に規定する者は含まないものとする。 
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氏名カナ（半角） 氏名漢字（漢字） 元号（半角） 年 月 日 性別
ｺｳｷｮｳ ﾀﾛｳ 公共　太郎 S 38 7 14 M 

※５ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合がある。 

※６ 「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役又はこれらに準ずる者をい 

う。 

※７ 「理事」、「監事」とは、財団法人及び社団法人等におけるものである。 

※８ 「取締役」、「執行役」、「業務を執行する社員」、「監査役」とは、会社法の株式会社、持分会社等 

におけるものである。 

※９ 前記※６の「これらに準ずる者」とは、法人格を有する他団体における役員で、理事、取締役、執行役、 

業務を執行する社員、監事、監査役と名称は異なるが、これらに準ずる者をいう。 

※10 電磁的記録媒体の作成要領 
電磁的記録は、氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別とし、これらをＣＳＶ 形式（例えば、エクセル、

アクセス等）により、電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）に以下の要領で記録する。 

① 電磁的記録媒体に記載すべき対象者は、第３面により第２面に記載された者とする。 

② 氏名カナは、半角で記録し、姓と名の間を半角で１マス空ける。 

③ 氏名漢字は、全角で記録し、姓と名の間を全角で１マス空ける。なお、常用漢字でない等の理由に

より、漢字が記録不可能な場合は、当該漢字に代えて平仮名を記録する。 

④ 生年月日のうち、年、月及び日については、半角の２桁で記録する。元号については、明治の場合

は「M」、大正の場合は「T」、昭和の場合は「S」、平成の場合は「H」と半角で記録する。 

⑤ 性別については、男性の場合は「M」、女性の場合は「F」と半角で記録する。 

⑥ 氏名カナ、氏名漢字、元号、年、月、日及び性別は、それぞれセル毎で区切る。 

⑦ 記載例（データ上の記載） 

昭和３８年７月１４日生まれの公共太郎（男性）の場合は、 

 

 

 
 
 
 
 

別紙　559



23 

申請書類における留意事項について 
 
１．提出部数は１部とし、通しの頁数を次の例のように頁右下に記載するものとす

る。（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 
 
２．提出様式１－２「企業の業務実績」 
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 
 ②単体および共同体の担当する分担業務については、「本業務全体の計画立案及

びマネジメント業務」、「企画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」
「植物管理業務」とし、さらに細かく業務を分担する場合には「施設・設備維
持管理業務のうち、施設管理」などの記載とし、独自に｢総合運営管理業務
（例）｣など独自の名称は作らないこと。 

③本業務全体の計画立案及びマネジメント業務の実績については、実施要項1.2.1
で記載しているとおり、必ず「本公園の運営維持管理全般について目標及び業
務計画を策定し、多岐にわたる業務について総合的な調整を行い、適切な進捗
管理を実施」した会社とし、その内容について契約書で記載されていない場合
は、その内容が確認できる業務の仕様書等も添付すること。 

④共同体の場合は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務を担当する企業
を代表企業とすること。 

 
３．提出様式１－３「業務責任者の業務実績」 
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 

②「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企画運営管理業務」、
「施設・設備維持管理業務」、「植物管理業務」の業務責任者においては、業
務を分割し複数の業務責任者を配置できないものとする。なお、複数配置した
場合には、特定しない。 

  ただし、実施要項に定めた範囲において兼務は可能とする。 
 ③共同体の場合は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務を担当する総括

責任者を代表企業の社員（予定を含む）とすること。また、「所属・役職」の
欄に会社名を記載すること。 

     
４．提出様式１－４「守秘性に関する要件」 
 ①守秘義務に関する規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。

また、共同体の場合は、構成員毎に様式１－４の提出及び守秘義務に関する規
定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。該当部分に下線を引
くこと。  

 
５．提出様式１－５「業務実施体制」 
 ①共同体の場合は、備考欄に所属企業名および職務、配置予定者の氏名を記載す

ること。 
②組織図（業務実施のための体制図）を添付すること。その際に担当する分担業

務を記載すること。 
③実施要項３．３．表８に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない

ものとする。なお、複数配置した場合には、特定しない。 
 

６．提出様式１－５－２「業務実施体制における提案」 
Ａ４版片面１枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９

ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
白黒片面印刷で提出すること。 

 
７．提出様式１－６「実施方針」 

Ａ４版片面２枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９

ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
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白黒片面印刷で提出すること。 
 
８．提出様式１－１０（第２面）等 

開札後、落札者となるべき者（落札予定者）は、開札後速やかに様式１－１０
（第２面）及び電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）を提出すること。 
なお、記載内容に疑義が生じた場合等必要に応じて、住民票の写し等の確認書
類の提出を求める場合がある。 
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（提出様式２－１） 

 

企画書 

 

 

 業務の名称  H27-30国営昭和記念公園運営維持管理業務 

 

 履行期限   平成  年  月  日 

 

 

標記業務について、企画書を提出します。 

 

 

                                                 平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 関東地方整備局長 

 越智 繁雄  殿 

 

 

              提出者）住    所 

                  電話番号 

                  会 社 名 

                  代 表 者 役職名    氏      名    印 

 

              作成者）担当部署 

                  氏  名 

                電 話 番 号  

                  Ｆ Ａ Ｘ 

                  Ｅ－mail 

 

                           （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                                   住 所 ：共同体事務所の所在地 

                                    電話番号：共同体事務所の電話番号 

                                        ＦＡＸ ：共同体事務所のＦＡＸ番号 

                                        会社名 ：○○○○業務 

                                         △△・○○共同体 

                                        代表者 ：△△㈱ 役職名  氏名 印 

                    

 

 注）紙入札方式による場合は代表者印を押印してください。 
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（提出様式２－２―１） 

１）目標とする公園利用者数の確保に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

  

公 園 利 用 者 数 【 数 値 目 標 】               （ 単 位 ： 人 ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  

年 間  

公 園 利 用 者 数
            

   

四 半 期 毎  

公 園 利 用 者 数

１  ２  ３  ４  

 

   

 

 

   

 

   

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を各年度設定の上、その公園利用者数確保に向けて、実現性のある企画

提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

※ 公 園 利 用 者 数【 数 値 目 標 】は 、２ 年 目 ～ ４ 年 目 に つ い て も 、１ 年 目 と 同 様 、四

半 期 毎 （ ４ 年 目 は 第 １ 四 半 期 ～ 第 ３ 四 半 期 ） の 目 標 値 を 記 入 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―２） 

２）利用者満足度の確保に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

公 園 利 用 者 の 満 足 度 （ 非 常 に 満 足 ） 【 数 値 目 標 】     （ 単 位 ： ％ ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目 ３ 年 目  ４ 年 目

年 間  

公 園 利 用 者 の

満 足 度  

            

   

四 半 期 毎  

公 園 利 用 者 の

満 足 度  

１ ２  ３  ４     

    

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を設定の上、その満足度数の向上に向けて、実現性のある企画提案およ

び期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

※ 公 園 利 用 者 の 満 足 度（ 非 常 に 満 足 ）【 数 値 目 標 】は 、２ 年 目 ～ ４ 年 目 に つ い て

も 、１ 年 目 と 同 様 、四 半 期 毎（ ４ 年 目 は 第 １ 四 半 期 ～ 第 ３ 四 半 期 ）の 目 標 値 を

記 入 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―３） 

３）公園特性を活かした植物管理に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

チューリップに対する入園者の満足度（非常に満足）【 数 値 目 標 】 （ 単 位 ： ％ ）

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  

年 間  

満足度 
○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

５．企画提案項目：  

コスモスに対する入園者の満足度（非常に満足）【 数 値 目 標 】  （ 単 位 ： ％ ）

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  

年 間  

満足度 
○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～３．に、本公園内の自然資源等を活用した魅力ある花修景や風景の

演出に関して、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目４．に、チューリップに対する入園者の満足度（非常に満足）の目標を設

定の上、その満足度数の達成に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を

具体的に記述する。 

※企画提案項目５．に、コスモスに対する入園者の満足度（非常に満足）の目標を設定の

上、その満足度数の達成に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体

的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ  

と 。  
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（提出様式２－２―４） 

４）公園特性及び資源、施設を活かした運営管理に関する提案  

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 花みどり文化センターの利用者数【 数 値 目 標 】       （ 単 位 ： 人 ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  
４ 年

目  

年 間 利用

者数 
○ ○  ○ ○  ○ ○  

○

○  

四 半 期 毎 の  

利 用 者 数  

１ ２  ３  ４     

    

 

・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．に、日本庭園の機能を発揮させるための維持管理方法及び公園全体の

景観コントロール方法に関して、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案項目２．に、盆栽苑の機能を発揮させるための維持管理方法及び公園全体の景

観コントロール方法に関して、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に

記述する。 

※企画提案項目３．～５．に、花みどり文化センターの利用者数の目標値を設定の上、そ

の利用者数の確保に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記

述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

※ 花 み ど り 文 化 セ ン タ ー の 利 用 者 数【 数 値 目 標 】は 、２ 年 目 ～ ４ 年 目 に つ い て も 、

１ 年 目 と 同 様、四 半 期 毎（ ４ 年 目 は 第 １ 四 半 期 ～ 第 ３ 四 半 期 ）の 目 標 値 を 記 入

す る こ と 。  
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（提出様式２－２―５） 

５）多様な利用プログラムの提供に関する提案  

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

イベント・行事等の種類・開催数、参加人数【 数 値 目 標 】    

イベント・行事名 

１ 年 目  ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目

開 催 数

(回 ) 

参 加 人 数

（ 人 ）  
  

 

展 示 （ 花 み ど り 文 化 ｾﾝﾀｰ）   －     

展 示 （ 花 木 園 展 示 棟 等 ）   －     

体 験 イ ベ ン ト  

（ 参 加 者 30名 以 上 ）  
 ○ ○    

 

 １．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：    

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：    

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１に、展 示 （ 花 み ど り 文 化 セ ン タ ー ） の 開催数の目標の実施、達成に

向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２に、展 示 （ 花 木 園 展 示 棟 等 ） の 開催数の目標の実施、達成に向けて、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３～５に、体験イベント（参加者30名以上）の 開催数と参加人数の目標の

実施、達成に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※ 自主事業の自主イベントの企画提案については「（提出様式２－２－１０）自主事業に

関する提案」に記述するものとし、本様式では委託費で行う行催事（材料代等実費を公

園利用者から徴収すること等ができるものを含む）のみを記載すること。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

※ 行 催 事 の 開 催 数 、参 加 人 数【 数 値 目 標 】は 、２ 年 目 ～ ４ 年 目 に つ い て も 、１ 年

目 と 同 様 、 開 催 数 及 び 参 加 人 数 の 目 標 値 を 記 入 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―６） 

６）情報受発信に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

マスコミ報道件数・ホームページアクセス件数【 数 値 目 標 】  （ 単 位 ： 件 ）   

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  

年 間  

マスコミ報道

件数 

○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

年 間  

ホームページ

アクセス件数 

○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

 

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※マスコミ報道件数やホームページアクセス件数の目標を設定の上、それら実施、達成に

向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―７） 

７）地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○と連携 

 ・具体的な企画提案：○○○と連携し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○と連携することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携

体制、協力体制の構築に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案項目３．～５．に、ボランティアやＮＰＯ団体との連携方策及びボランティア

活動の充実・継続に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記

述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―８） 

８）公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、公園利用者の安全・安心を確保する施設管理および運営管

理について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、既存地形や本公園の特性を踏まえた上で、ハード面、ソフ

ト面でのユニバーサルデザイン対応について、実現性のある企画提案および期待される

効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．に、公園スタッフに関する事故を未然に防ぐ取組について、実現性の

ある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―９） 

９）緊急時及び非常時の対応に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○について、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○をすることにより、・・・・の防止が期待されます。 

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、緊急事態を想定し、実現性のある企画提案および期待され

る効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、トラブル時や緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡大させ

ないための体制、対策について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案項目５．に、繁忙期において、混乱回避のための体制構築を含めた対応策につ

いて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―１０） 

１０）自主事業に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

 

 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※公園の目的・魅力の向上の観点について、実現性のある企画提案および期待される効果

を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※自 主 事 業 ： 事 業 者 の 独 立 採 算 に よ り 行 う 事 業 を い う 。  

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―１１） 

１１）収益施設の運営に関する提案  

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

関 東 地 方 整 備 局 が 指 定 す る 収 益 施 設 の 満 足 度（ 非 常 に 満 足 ）【 数 値 目 標 】 

   （ 単 位 ： ％ ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  

年 間  

収 益 施 設 の 満

足 度  

            

  

 

四 半 期 毎 の  

収 益 施 設 の 満

足 度  

１ ２  ３ ４   

     

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が見込まれます。  

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．駐車場における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実

現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２．レンタサイクル施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営

について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．飲食施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目４．物販施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．プールにおける公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実

現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ  

と 。  

※ 関 東 地 方 整 備 局 が 指 定 す る 収 益 施 設 の 満 足 度 （ 非 常 に 満 足 ） 【 数 値 目 標 】 は 、

２ 年 目 以 降 に つ い て も 、１ 年 目 と 同 様 、四 半 期 毎（ ４ 年 目 は 第 １ 四 半 期 ～ 第 ３

四 半 期 ） の 目 標 値 を 記 入 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―１２） 

１２）各業務の最低水準（現行基準）として示された仕様書に対する、改善提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１． 改善提案項目：○○○工 

・設計数量：○○ｍ２ 

・変更数量：○○ｍ２ 

 ・変更可能な理由：○○○を導入し、・・○○の質が向上（○○を削減）します。

・期待される効果：○○○を導入することにより、・・・の削減が見込まれます。

   

 

２． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

３． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

４． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

５． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果     

 

※各改善提案項目には通し番号を付けること。 

※改善提案による質の維持向上又は経費の削減（あるいはその両方）に関する提案につい

て、実現性のある改善提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※ 設 計 数 量 が 変 更 と な る 場 合 に は 、数 量 総 括 表 に 変 更 数 量 を 記 述 し て 提 出 す る こ

と 。  

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ  

と 。  
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【別添】 

 

企画書の提案に関する注意事項等 

 

 

  １．各企画提案および改善提案について、着眼点が他と比較して優れており、具体性、

実現性があり、当該公園において適切かつ効果的なものであるか等の妥当性について

総合的な観点から評価する。 

 

  ２．各企画提案および改善提案の頁数は、説明図表を含めＡ４版２頁以内とする。 

   上記頁数を超えた場合、加点評価対象は２頁目までに記載されている内容とし、３頁

目以降に記載した内容は加点評価対象としない。ただし、３頁目以降に記載した内容

（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負

うものとする。 

 

  ３．各企画提案の項目数は最大５項目までとし、記載の順に１から５までの通し番号を

付けること。 

    加点評価対象は番号１から５の企画提案項目までとし、これを超えた企画提案項目

は加点評価対象としない。また、通し番号の記載がない企画提案項目についても加点

評価対象としない。ただし、超過した企画提案項目又は通し番号の記載がない企画提

案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義

務は負うものとする。 

    

  ４．改善提案は、記載の順に１から通し番号を付けること。 

    通し番号の記載がない改善提案項目については加点評価対象としない。ただし、通

し番号の記載がない改善提案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても

特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

頁数は、上記２．によるものとする。 

 

  ５．１つの企画提案項目は１つの着目対象（○○対策、等）に限って設定すること。 

    複数の着目対象に対する企画提案項目を記載した場合には、当該企画提案項目

を加点評価対象としない場合がある。ただし、当該企画提案項目（履行不可と判断

されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

 

  ６．１つの企画提案項目に対する具体的な企画提案は、業務の特性及び現場条件等を考

慮のうえ、企画提案項目とした着目対象に関して効果を発現させるための実施方法（効

果を高めるために付帯して行うものを含む。）を具体的に記載する。 

    曖昧な表現及び「仕様書に基づき履行」等の簡易な表現はしないこと。 
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  ７．以下に示すような企画提案項目は、標準案と同程度であり効果が期待できな

いものとし、加点評価しない。 

        ①仕様書及び関係法令を遵守した標準的な内容 

   

  ８．以下に示すような企画提案項目は、実施を認めないもの（履行不可）とする。 

        ①関係法令に違反するもの 

    ②入園料、使用料等の増減を変更させるもの 

    ③開園日時を変更させるもの（主催イベントなど仕様書で明示してあるもの

は除く） 

 

９．文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等

により判読不可能とならない文字の大きさ９ポイント程度までとし、判読でき

ない場合は、図表等を評価しない場合がある。 

 

10．白黒片面印刷で提出するものとする。 

 

11．企画書の提出部数は１部とし、通しの頁数を以下の例のように頁右下に記載す

るものとする。（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 

 

12．企画書に個別法人および個別グループ等が特定できる記載内容（法人名、個人

名など）がある場合は、その記載された頁に該当する実施要項表９に示す｢区分｣

は加点評価対象としない。ただし、当該区分（履行不可と判断されたものを除く。）

についても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

   

（例） ▲▲会社     →  当法人  

■■財団     →  当法人 

◇◇共同体    →  当法人 

□□グループ   →  関連グループ 等 

        ※固有の名称は用いないこと。     

                                                      

13．各企画提案および改善提案を作成する上で、同様な内容を記述する場合は、該当箇

所に｢（再掲）｣と記載すること。ただし、加点対象とするが、実施要項表３に示

す｢区分｣によって評価が異なる場合がある。 

 

14.（提出様式２－２－１、２、４、５、１１）の数値目標の２年目～４年目の記入に

あたっては、１年目の例示と同様な欄を設けて記入すること。 
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国土交通省 関東地方整備局 

 

 

 

 

 

 

 

国営昭和記念公園 

収益施設運営計画書 

 

提  出  様  式 
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 １

【企画書提出時に提出すること】 

（様式３－１） 

 

平成  年  月  日 

 

収益施設運営計画書 
 

 国土交通省 関東地方整備局  殿 

 

                  （申込者）社 名 

 

                       代表者                  印 

 

                       所在地 

 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記施設について、国営昭和記念公園収益施設運営計画書を提出します。 

 

 

 

記 

 

（１）所 在 地     東京都立川市、昭島市 

（２）対象施設 駐車場（４箇所）、レンタサイクル施設（３箇所）、飲食施設（7箇所）、 

物販施設（１１箇所）、貸しボ－ト場（１箇所）、レインボ－プ－ル（１箇所）、 

園内交通施設（停留所 10箇所、運転手詰め所）、バ－べキュ－ガ－デン、 

うんどう広場用具貸出し、自動販売機、コインロッカ－、公衆電話、有料シャワ－ 

 

 

 

 

 

＊共同体として参加する者が提出する場合は、H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務について、業

務全体の計画立案及びマネジメント業務をする者とする。 
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 ２

（様式３－２） 

収益施設運営計画 

※運営施設全体の運営計画について、基本的な考え方及び取り組み方策を具体的に記述すること。 

  また、混雑期、閑散期に対応した運営方針も具体的に記述すること。 

※図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

（１）運営施設全体の運営計画 

・基本的な考え方 

 

・取組方策 

 

・混雑期、閑散期に対応した運営方針 
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 ３

（様式３－３） 

 

（２）収益施設の運営に関する提案 

 
 
 

１．企画提案項目：○○○の設定 
 ・具体的な企画提案：○○○を設定し、・・・・実施します。 
・期待される効果：○○○を設定する事により、・・・・が見込まれます。  

  
 

２．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案： 
・期待される効果：  

 
 

３．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果：  

 
 

４．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果：  

 
 
５．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．駐車場における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性のある企

画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２．レンタサイクル施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実

現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．飲食施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性のある

企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目４．物販施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性のある

企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．プールにおける公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性のある企

画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能となら

ない文字の大きさ９ポイント程度までとする。白黒片面印刷で提出するものとする。 

※本様式に記述した企画提案については、企画書提出様式２－２－１１と同様な内容とする。 
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 ４

（様式３－４－１） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－１）駐車場の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ５

（様式３－４－２） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－２）レンタサイクル施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

主なサービス 
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 ６

（様式３－４－３） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－３）飲食施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ７

（様式３－４－４） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－４）物販施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

主なサービス 
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 ８

（様式３－４－５） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

（３－５）貸しボ－ト場の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ９

（様式３－４－６） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－６）レインボープールの運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

主なサービス 

 

別紙　586



 １０

（様式３－４－７） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－７）園内交通施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 １１

（様式３－４－８） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－８）バーベキューガーデンの運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

 

料金設定 

 

主なサービス 
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 １２

（様式３－４－９） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－９）うんどう広場用具貸出しの運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 １３

（様式３－４－10） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－10）自動販売機の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

主なサービス 
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 １４

（様式３－４－11） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－11）コインロッカ－の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 １５

（様式３－４－12） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－12）公衆電話の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 １６

（様式３－４－13） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等管理運営規定書に示す期間・時間を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－13）有料シャワ－の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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H27-30 国営昭和記念公園 

運営維持管理業務 
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平成２６年７月 

 

 

 

国土交通省関東地方整備局 
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公園平面図 

 

：供用区域 
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別添２ 

 

土地利用方針図 

 
 
 

ゾーニング及び主要施設 

 

 特色 主要施設 

Ａ 
みどり
の文化 
ゾーン 

 
ＪＲ立川駅や多摩
都市モノレール立
川北駅にも近く、
緑豊かな公園と賑
わいの市街地の接
点となるゾーンで
す。 
 

○公園事務所 
○ ゆめひろば 
○ 花みどり文化センタ

ー 
○ 総合案内所 

 

Ｂ 
展 示 
施 設 
ゾーン 

 
ＡゾーンとＣゾー
ンを連絡する回廊
で、平坦で開けた
形をしています。
 

○ 立川口広場 
○ であいの広場 
○ カナール 
○ ふれあい広場 
 

Ｃ 
水 の 
ゾーン 

 
市街地の環境にも
配慮し、植栽と池
を中心としたとこ
ろで、広々とした
水面に親しめま
す。 
 

○ 西立川口広場 
○ さざなみ広場 
○ 花木園 
○ レインボープール 
○ 水あそび広場 

Ｄ 
広 場 
ゾーン 

 
敷地の中央に位置
し、広がりのある
空間で、いろいろ
なレクリエーショ
ンが楽しめます。
また非常時の避難
広場にもなりま
す。 
 

○ 昭島口広場 
○ みんなの原っぱ  
○ うんどう広場 
○ 水あそび広場 
○ バーベキューガーデ

ン 
○ 渓流広場 

 
Ｅ 

森 の 
ゾーン 

 
 
敷地の北側につく
られる丘と植栽地
では、深い森の雰
囲気があじわえま
す。 
 

○ 砂川口広場 
○ こもれび広場 
○ こどもの森 
○ 日本庭園 
○ こもれびの丘 
○ こもれびの里 
○ こもれびの池 
 

 
 

 

高松口 
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 別添３ 

 

エコロジカルネットワーク 

 

■自然的環境の保全と復元 
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 別添４ 

 

管理事務所図 

 

 

委
託

期
間

貸
与

部
分

 

引
継

期
間

貸
与

部
分

（
平

成
２

７
年

１
月

～
３

月
）
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国土交通本省委託契約取扱要領

平成１３年４月２日

国官会第２９３号

改 正 平成１７年６月 ２日 国官会第３２１－２号

改 正 平成１７年９月 １日 国官会第８２３号

改 正 平成２０年８月 １日 国官会第８３６－２号

改 正 平成２０年９月１７日 国官会第９８４号

改 正 平成２２年３月２３日 国官会第２１１７号

改 正 平成２３年３月３１日 国官会第２９９４号

改 正 平成２４年３月３０日 国官会第３３８３号

改 正 平成２５年３月２５日 国官会第３６７７号

改 正 平成２６年３月２８日 国官会第３３９５号

（通 則）

第１ 国土交通本省の所掌業務を委託契約を締結して国以外の者に委託する場合の取扱いについて

は、他の法令等に定めるもの並びに各委託事業に係る委託契約書又は委託費の取扱いに関する要

領等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

（委託業務実施要領）

第２ 支出負担行為担当官（分任支出負担行為担当官を含む。以下「担当官」という。）は、業務

委託をしようとするときは、次に揚げる項目を明らかにした委託業務実施要領（以下「実施要

領」という。）を、委託しようとする者に送付するものとする。

一 名称

二 委託料の限度額

三 業務の目的及び内容

四 業務の実施場所

五 業務の実施期間

六 その他必要な事項（成果物の仕様）

（委託料の算定）

第３ 担当官は、実施要領に基づく委託料の積算調書を作成する。

（実施計画書等の提出）

第４ 担当官は、第２により実施要領の送付を受けこれを受託しようとする者（以下「受託者」と

いう。）から、次に掲げる計画書等を提出させるものとする。なお、変更しようとするときも同

様とする。

一 実施計画書（別記様式第１）

二 四半期別必要経費内訳書（別記様式第２）

三 承諾書
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四 実施体制書(別記様式第３）

五 その他担当官が必要とする書類

（契約の締結）

第５ 担当官は、受託者から第４に掲げる書類を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたとき

は、別紙委託契約書により委託契約を締結するものとする。

２ 委託契約書の各条項により難い特別の事情がある場合においては、必要に応じ適宜条項を変更

することができる。

（再委託等）

第６ 受託者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせよう

とするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託（変更等）承諾申請書（別記様式

第４）を委託者に提出し、承諾を得なければならない。なお、変更しようとするときも同様とす

る。

２ 前項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委

託が行われるときは、その履行体制に関する書面（別記様式第５）を委託者に提出しなければな

らない。なお、変更しようとするときも同様とする。

（報告書等の提出）

第７ 担当官は、受託者が当該業務の委託を完了したときは、遅滞なく、次に掲げる報告書（正副

２通）を成果物に添えて提出させるものとする。

一 完了報告書（別記様式第６）

二 精算報告書（別記様式第７）

三 委託費経費内訳報告書（別記様式第８）

四 残存物件報告書（別記様式第９）

２ 担当官は、受託者が第８第３項による補正命令に基づき当該業務の委託を完了したときは、遅

滞なく、次に掲げる報告書（正副２通）を成果物に添えて提出させるものとする。

一 補正完了報告書（別記様式第６に準ずる様式）

二 精算報告書

三 残存物件報告書

（検 査 等）

第８ 担当官は、第７第１項の成果物及び完了報告書等を受理したときは、自ら又は国土交通本省

会計事務取扱細則（以下「細則」という。）第３２条に基づき補助者に命じて検査を行うものと

する。

２ 前項により検査を命じられた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の検査の結果不合格

と認めたときは、細則第３３条に定める検査調書に次に掲げる事項を付記して担当官に提出する

ものとする。

一 不合格である旨

二 不合格と認めた理由

三 その措置についての意見

３ 担当官は、第１項の検査の結果不合格と認めたとき、又は前項の検査調書を受理したときは、

受託者に対し補正を命ずるものとする。
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４ 第１項の規定は、第７第２項の成果物及び補正完了報告書等を受理した場合に準用する。

５ 検査職員は、第１項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果合格と認めたとき

は、細則第３３条により検査調書を担当官に提出するものとする。

（担当職員の任命等）

第９ 担当官は、必要があると認めたときは、次に掲げる事務を行わせるため、担当職員を任命し、

任命後すみやかに受託者に通知するものとする。

一 委託業務の処理状況についての調査

二 委託料の経理状況についての監査

三 その他委託業務についての必要な指示

（概 算 払）

第10 担当官は、必要があると認めたときは、受託者に対し概算払を請求させることができる。

（委託費の精算）

第11 担当官は、受託者から第７の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認め

たときは、委託費の額を確定し、これを受託者に通知するものとする。

（請求書の受理）

第12 担当官は、受託者から官署支出官官職宛ての請求書を受理するものとし、受理後は、必要書

類を添えて官署支出官に回付するものとする。

附則

１．この要領は、平成１３年４月２日から適用する。

附則（平成１７年６月 ２日国官会第３２１－２号）

１．この要領は、平成１７年６月２日から適用する。

附則（平成１７年９月 １日国官会第８２３号）

１．この要領は、平成１７年９月１日から適用する。

附則（平成２０年８月 １日国官会第８３６－２号）

１．この要領は、平成２０年８月１日から適用する。

附則（平成２０年９月１７日国官会第９８４号）

１．この要領は、平成２０年１０月１日以降に入札手続を開始する契約について適用する。

附則（平成２２年３月２３日国官会第２１１７号）

１．この要領は、平成２２年４月１日から適用する。

附則（平成２３年３月３１日国官会第２９９４号）

１．この要領は、平成２３年４月１日から適用する。
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附則（平成２４年３月３０日国官会第３３８３号）

１．この要領は、平成２４年４月１日から適用する。

附則（平成２５年３月２５日国官会第３６７７号）

１．この要領は、平成２５年４月１日から適用する。

附則（平成２６年３月２８日国官会第３３９５号）

１．この要領は、平成２６年４月１日から適用する。
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「国営昭和記念公園運営維持管理業務」における情報セキュリティについて 

 

（情報資産の取り扱い） 

第１条 事業者は、情報資産（情報及び情報システム等）の機密性、完全性及び可能性を維持す

るよう、情報資産の取り扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 事業者は、業務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、契約が終了し、

又は解除されたときも同様とする。 

（安全確保の措置） 

第３条 事業者は、業務に関して取り扱う情報資産について、漏えい、滅失及びき損の防止その

他の情報資産の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 

（収集の制限） 

第４条 事業者は、業務を処理するために情報を収集するときは、業務を処理するために必要な

範囲内で適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第５条 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た情報を、本

契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写または複製の禁止） 

第６条 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うため発注者から提供を

受けた情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（下請負の制限） 

第７条 事業者は、発注者の承諾があるときを除き、業務について、第三者に委託してはならな

い。 

（資料等の返還等） 

第８条 事業者は、業務を行うため、発注者から提供を受け又は事業者自らが収集し、若しくは

作成した情報が記録された資料等（電子媒体を含む）は、当該契約終了後直ちに発注者

に返還し、又は引き渡さなければならない。 

（事故等の報告） 

第９条 事業者は、第１条から第８条に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知

ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

（体制の整備） 

第１０条 事業者は、情報セキュリティを確保するための体制を整備し、責任者や従事させる者

の名簿及び連絡体系図を発注者に提出しなければならない。 

（管理者の調査） 

第１１条 発注者は、事業者が業務を行うに当たり、取り扱っている情報資産の管理の状況につ

いて、必要に応じて調査することができ、事業者はそれに協力しなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第１２条 発注者は、事業者が本要領に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠

償の請求をすることができる。 

別添６ 
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危機管理マニュアル（抄） 

 

 

 
平成 24 年―26 年度 

国営昭和記念公園管理センター 
危機管理マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２5 年 9 月 
 

 

 

 

 

 

西武造園㈱・㈱プリンスホテル共同体  
国営昭和記念公園管理センター 

 

 

 

 

 

別添７ 
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2） 定期点検 26

3） 臨時点検 28

2－4 事故早期発見 29

2－4－1 巡視 29

1） 一般業務 29

2） 特別業務 31

2－4－2 気象情報の入手 33

2－4－3 情報収集 34

2－5 公園管理所における留意事項 35

2－5－1 脅迫電話 35

2－5－2 郵便・宅配貨物 36

2－5－3 特殊団体等の対応 37

3.危機管理編 38

3－1 事故発生時の対応 39

3－1－1 総論 39

1） 一般園地 39

2） 収益施設 39

3－1－2 事故発生時の時系列対応項目 40

1） 事故発生時の基本的な対応の流れ 40

2） 現場 41

3） 管理センター 43

4） 国事務所 46

3－1－3 危機情報入手時の時系列対応項目 48

1） 危機情報入手の基本的な流れ 48

2） 管理センター 50

3） 国事務所 51

3－1－4 被害・被災者家族等への対応 53

3－1－5 緊急事態ごとの危機管理 54

1） 迷子 54

2） 火災・爆発 59

3） 水難 63  
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4） 施設の損壊 67

5） 車両事故 71

6） 公園利用者による傷害行為 75

7） 停電 79

8） その他 83

3－2 自然災害時の対応 86

3－2－1 総論 86

1） 一般園地 86

2） 収益施設 86

3－2－2 地震 87

1） 震災対策支部の設置準備・設置 87

2） 要員の動員 89

3） 施設対策等 90

4） 情報の収集・通報・広報 91

5） 避難者・公園利用者の誘導 93

6） 他機関との協力 94

7） 帰宅困難者・負傷者・雨天等への対応 94

3－2－3 風水害 97

1） 風水害時体制 97

2） 風水害及び風水害の危険性がある場合の実施事項 98

3） 残堀川緩傾斜地での対応 99

3－2－4 雷対策 102

1） 雷雲発生時体制 102

3－2－5 強風対策 103

1） 強風体制 103

3－2－6 特別警報発令時

3－3 テロ情報等入手時及び不審物等の発見時の対応 104

3－3－1 総論 104

1） 一般園地 104

2） 収益施設 104

3－3－2 テロ情報等入手時及び不審物等の発見時の時系列対応項目 106

1） 対応体制の整備 107

2） 巡視強化、入園規制・避難誘導等 107

3） 不審者・不審物の発見 109

4） 緊急連絡等 110

5） 警察・消防等連絡、情報収集 110

6） 現場検証等の対応 110

3－3－3 テロ行為ごとの危機管理 115

1） テロ情報入手 115

2） 爆発 115

3） 化学テロ 115
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3－4 危機発生時の広報対応 117

3－4－1 総論 117

3－4－2 マスコミ対応 117

1） マスコミ対応体制の整備 117

2） 記者会見の実施手順 118

3－4－3 公園利用者に対する広報 123

4.資料編 124

4－1 連絡網 125

4－1－1 日常管理 125

1） 現場連絡網 126

2） 夜間警備 127

4－1－2 危機管理 128

1） 関係機関連絡 128

・緊急時連絡体制 129

・開園時間内における緊急事案連絡処理体制図（事故等） 130

・開園時間外における緊急事案連絡処理体制図（事故等） 131

・持込イベント開催時緊急連絡体制図 132

4-2 書式

4－2－1 記念公園内巡回・巡視のための帳票 133

1） 巡回サービス　巡回報告書 134

2） 警備日報（文化ゾーン他） 135

3） 警備日報（西立川口ガードマンボックス他） 136

4－2－2 事故対応のための帳票 137

1） 救急メモ 138

2） 救急対応報告書 139

3） 事故情報記録 140

4－2－3 風水害対応のための帳票 142

1） 残堀川管理気象情報チェックリスト 143

2） 風水害発生時及び風水害危険情報入手時の確認事項　1 144

3） 風水害発生時及び風水害危険情報入手時の確認事項　2 145

4－3 危機管理関連資料 146

4－3－1 管理センター作成 146

1） 迷子対応マニュアル 147

2） 残堀川緩傾斜地管理運営マニュアル 150

3） 雷対策マニュアル 156

4） 強風対策マニュアル 157

5） 特別警報発令時マニュアル 158

 

別添　14



 

別添８ 

 

雷対策マニュアル(対応手順) 

＜体制及び基準＞ 

（1） 注意体制：立川市又は昭島市に雷注意報の発令時または当公園上空に雷雲の接近が予想される場

合 

（2）警戒体制：立川市又は昭島市に雷注意報の発令後、当公園上空への雷雲接近または、当公園を中

心とした概ね２０km 圏内に雷が認識され、今後１時間程度を目処に当公園への襲雷が

予想される場合 

（3）非常体制：当公園上空の雷雲通過、当公園を中心とした概ね１０km圏内に落雷が確認された場合、

当公園への落雷があった場合など、管理センター長が非常体制への移行を必要と認めた

場合 

 

＜避難に適した建物＞ 

避難に適した比較的安全な建物は、レストラン・売店・トイレ等で、別紙１のとおりである。 

なお、樹木の下への避難は危険である。 

 

 

① 非常体制の発令 

(本公園への雷雲接近、落雷等の状況を本公園にいる来園者・ボランティア・スタッフ等へ落雷事故

を防止するための非常体制を発令し、避難誘導を行う) 

 

【避難誘導の方法】 

② 園内放送を行う 

・ 通常の園内放送は中止する。 

・ 雷雲接近や落雷等の状況、安全な建物への非難等を全園放送により実施する。 

・ 状況により５～１０分毎に放送する。 

 

③ ―A スタッフによる誘導(共通) 

・ 全てのスタッフは、原則として通常業務を一時中止し、自身の安全確保をしつつ、  

 来園者等の避難誘導を行う。 

・ 自動車での避難誘導・搬送等にあたっては、緊急時の場合であるため十分な安全  

 確保を行いつつ、規定されている車両通行ルートを外れても構わない。 

  

③ ―B スタッフによる誘導(セクション別) 

 

＜パトロールスタッフ＞ 

・ 自動車により園内を回り、来園者の避難誘導とともに、施錠した休憩所等を開放する。 

・ 状況により来園者を安全な建物に搬送する。 
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＜フィールドスタッフ＞ 

・ 各施設周辺にいる来園者の建物内への避難誘導とともに、来園者への情報提供を 

行う。 

  ・ 発券・改札業務については、非常体制の解除まで一時中止する。 

＜クリーンスタッフ＞ 

・ 近くの安全な建物に移動し、周辺にいる来園者の建物内への誘導を行う。 

＜レストランスタッフ・売店スタッフ＞ 

・ 誘導してくるお客様に対応する最低限のスタッフ以外は、レストラン及び売店周辺 

にいる来園者の建物への誘導とともに、来園者への情報提供を行う。 

＜バーベキューガーデンスタッフ＞ 

・ エリア放送を利用しながら来園者の建物への誘導とともに、来園者へ情報提供を 

  行う。 

＜保安スタッフ＞ 

・ 総務チームの指示により、フィールドスタッフ及びパトロールスタッフのバック 

アップ 等を行う。 

＜事務所スタッフ＞ 

・ 安全な建物に避難できない来園者がいる場合に、請負者の車両を投入するなどして 

  安全な建物への搬送を行う。 

・ 雷雲が遠ざかった措置として、滞留する来園者数等によっては園内交通施設に応援 

  要請する。 

・ 車両が不足した場合は、国事務所が保有する車両及び運転手が緊急措置として貸与 

される。 

 

④ 非情体制の解除 

○避難者がいる施設では、スタッフが以下の文言で案内を行なう。 

「お客様にお知らせいたします。只今、当公園周辺市域から雷雲が遠ざかったとの情報がはいりま

した。避難・誘導へのご理解・ご協力をいただきありがとうございました。なお、本日は当公園上

空の大気が不安定のため、引き続き今後の園内放送には十分ご注意ください。」 

 

 

 

⑤ その他 

管理センター長等管理職の指示により、鉄道等公共交通機関の不通や高速道等の通行止等の情報を園

内連絡網にて行なうので、施設内の来園者へ情報提供を行なうこと。 

⑥ 各施設スタッフからの問合せ窓口 

・パトロール・保安・フィールド ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  総務チーム 

・クリーン  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒施設設備管理チーム 

・レストラン・売店・BBQ・プール・臨時売店テント  ⇒  ⇒ 収益施設運営チーム 
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安全性が低い場所 

・高さ５ｍ未満の物体（樹木・岩など）の周囲 

・高さ５ｍ～３０ｍの物体 

・テントの中、ビーチパラソルの下 

・避雷針設備のないトタン屋根、仮小屋、あずまや 

・自転車、オートバイ 

・家屋の軒先 

・屋内の壁や柱側 
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別添 1 

 

             雷 園内放送 

 

引き続き雷雲が公園上空を通過中です。 

雷の音が小さくなっても落雷の危険があります。 

お客様におかれましては、避難解除の園内放送があるまで、

お近くの建物等に引き続き避難し、屋外に 

出ないようにお願いいたします。 

尚、今後の放送に十分ご注意ください。 
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昭島管理棟

ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ管理棟

南売店

ﾌﾟｰﾙ管理棟

ﾌﾟｰﾙ更衣室 西立川ｹﾞｰﾄ・売店

砂川売店

砂川ゲート

砂川ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

こもれびの里休憩所

里の小屋

救護室

赤ちゃん休憩室
中央売店

旧北売店

森の家
木工房

こもれびの家

盆栽苑

歓楓亭

清池軒

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

渓流ﾚｽﾄﾗﾝ

西立川ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
ふれあい広場ﾚｽﾄﾗﾝ

立川ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

赤ちゃん休憩室

立川ｹﾞｰﾄ・売店

花みどり文化ｾﾝﾀｰ

総合案内所

雷雨時避難施設
は安全

は不適

鉄筋建築物（ｹﾞｰﾄ管理棟、ﾚｽﾄﾗﾝ、売店、ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）

トイレ

あずまや・シェルター

※日本庭園の昌陽・清池軒は、避雷針があるため安全

記号 概要

木造建築物（森の家、こもれびの里休憩所、こもれびの家）

雷雨時避難施設位置図

 

休憩施設（中央）

※休憩施設（中央）は、避雷針があるため安全 
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航空制限 
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別添１０

 

閉園判断基準 

以下の災害・異常気象時において、閉園等の必要が認められるときは、関東地方整備局と協議するもの

とする。なお、地震については、気象庁の発表によるものとする。 

 

震度計観測地点 立川市泉町 

観測気象台 東京地方気象台 

 

午前閉園の判断時間 

8 時に園内状況を把握し、8 時 30 分までに決定。ただし、できる

だけ閉園は行わず破損等規制箇所がある場合は利用者に通知

し開園する 

午後閉園の判断時間 閉園時間が１４時以降になる場合は閉園しない 

 

地震 震度４以上 

大雨 
大雨警報、洪水警報が発令され、災害発生が予想される場合及

び利用者の安全が確保出来ない場合。 

台風 気象台において「警戒区域に入る確率」が 50%以上 

強風及び暴風 気象台において「警戒区域に入る確率」が 50%以上 

大雪 
大雪警報が発令され、災害発生が予想される場合及び利用者

の安全が確保出来ない場合 

雷 
天気予報及び自衛隊による落雷情報を基に誘導等実施。但し、

出来るだけ閉園は行わない方針 

大規模火災（園内火災） 来園者の安全が確保出来ない場合 

備考 

昭和は都市型公園であり、来園時間はさほどかからない。雨や

積雪の写真撮影のために来園される方など様々な来園者が多

い公園でもあるため、出来るだけ閉園はせず、利用出来るよう

努めること。 

 
※強風時の園内初期対応としては、災害の発生に備え公園施設の点検、撤去、格納及び養生を講ずる。 
 
※残堀川水位上昇時の対応として、残堀川緩傾斜地を閉鎖する。警報・注意報が発令された場合は、
スタッフを 1 名常駐させ、施設に入らないように指導させる。 
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別添１１

事故報告様式 

事故情報記録（第  報） 

事故発生日時・場所 

事故発生日時 平成  年  月  日 

午前・午後  時  分頃 

天候  

公園名  公園種別  

所在地  

管理者  

負傷者 

ふりがな  年齢   歳  ヶ月 

氏名  性別  

受傷内容 

負傷した部位 

（頭部、大腿骨 等） 

種類 

（打撲、骨折 等） 

程度 

（全治１か月 等） 

   

   

   

事故概要 

公園施設名  設置年月 昭和・平成  年  月 

事故発生箇所  製造・施工者  

直近の日常点検 平成  年  月  日 点検者  

直近の定期点検 平成  年  月  日 点検者  

事故発生の経緯 

 

 

 

 

 

 

事故発生の要因  

 

 

 

 

 

 

保護者等の見守り

状況 

 

 

地面の状態、
遊具の構造、
利用者の行
動、服装・持
ち物 等 
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当該施設の写真・図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□別紙添付あり □別紙添付なし 

事故発生後の対応 

負傷者の 

救助内容 

応急手当  

搬送 ＜救急車の有無、病院名＞ 

当該施設の 

措置の内容 

応急措置 

 

 

 

 

本格的な措置 

 

 

 

 

関係機関への 

通報・連絡 

□消防 □警察 □都道府県・国土交通省 

備考 

＜国交省への報告時間、報告者氏名＞ 

＜相手方がいる場合→氏名・年齢・性別＞ 

記録者 

氏名  所属  

（特に、事故発生の要因や事故発生時の状況は詳しく記載するとよい） 

＜赤字＞：記載項目 
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別添１２

災害時報告様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※地震・風水害・大火事・海上災害・その他（津波、原発事故 等） 

国営○○公園事務所

○公園施設の被害状況

No. 被災日時 場所
共用・

未共用区域
被災施設名 被災状況等 対応状況等 復旧状況等

1
2011/3/31
10:15

○○ゾーン 共用 ネットフェンス 大雨で基礎部が倒壊　Ｌ＝25m カラーコーンで規制 復旧作業中

2
2011/3/31
11:10

○○ゾーン 共用 サイクリングロード 法面が土砂崩れ　V=25m3 カラーコーンで規制 復旧作業中

3

4

○位置図等

問い合わせ先： 会社名・部署名・役職・氏名
TEL:000-000-0000

災　害　情　報
平成○○年○○月○○日作成

（株）○○ＪＶ

平成○○年○○月○○日（○）　「○○○」による被害状況等について
（第○報）

※被災後速やかに、報告すること。
※情報伝達を優先するため、記載内容については把握できている範囲内で記載し、報告すること。

写真写真

※ 
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兼用工作物関係 

■兼用工作物 

1 残堀川緩傾斜護岸 

2 西立川口跨道橋 

2.西立川口跨道橋

1. 残堀川緩傾斜護岸

別添１３
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■西立川口跨道橋 
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 別添１４

 

提供施設等の取扱い 
 

 

別紙５「共通仕様書」第３３条に基づく提供施設等については、下記により取り扱うものとする。 

 

記 

 

１．取り扱い 

（１）事業者（以下「乙」という。）は、提供施設等を善良なる管理者の注意を持って使用しなければ

ならない。 

（２）乙は、提供施設等を業務委託契約書第○条の業務以外に使用してはならない。 

（３）乙は、提供施設等を適正に維持管理しなければならない。 

（４）乙は、提供施設等の修繕（維持のための修繕等で軽微なものを除く。）をしようとするときは、

国事務所（以下「甲」という。）の承認を受けなければならない。 

（５）乙の責に帰すべき理由により提供施設等を滅失し又は棄損したときは、乙の負担において補てん

し又は修理しなければならない。ただし、乙の故意又は重大な過失によらない場合は、この限り

でない。 

 

２．物品の取り扱い 

（１）乙は、物品の貸付を受けたときは、借受書（別紙様式第１）を甲に提出しなければならない。 

（２）乙は、業務が完了した場合、又は解除になった場合は、返納書（別紙様式第２）により、直ちに

甲に返納しなければならない。 

 

３．報告及び検査 

（１）乙は、提供された車両及び船舶について、当月分の提供施設等使用実績報告書（別紙様式第３）

を翌月初めまでに甲に提出しなければならない。 

（２）乙は、提供施設等を返納する場合、甲の行う検査に合格しなければならない。 
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（別紙様式１） 

 

 

  借 受 書 

 

借  受  物  品 

品 名 規 格 単 位 数 量 備 考 

     

     

     

     

     

借  受  期  間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日（  日間） 

借  受  場  所  

 

上記物品を借り受けました。 

なお、国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第４条に定める貸付条件を遵守

します。 

 

平成  年  月  日 

 

物品管理官等 

  殿 

 

    氏名 印 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

1.用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 
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（別紙様式２） 

 

 

  返 納 書 

平成  年  月  日 

物品管理官等 

  殿 

 

    氏名 印 

 

下記物品を返納しました。 

 

借  受  物  品 

品 名 規 格 単 位 数 量 備 考 

     

     

     

     

     

借  受  期  間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日（  日間） 

返  納  場  所  

 

 

  受 領 書 

 

平成  年  月  日 

上記物品を受領しました。 

 

  殿 

 

 物品管理官等 

 印 

 

 

注意事項 

1.用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 

2.正副２部作成し、物品管理官等に提出するものとする。 
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（別紙様式第３） 

提 供 施 設 等 使 用 実 績 報 告 書 

 

年  月分 
（自 日） 

（至 日） 

 

 氏名 印 

品名 規格 主な作業内容 

主な作業の 

作業量 

（走行キロ数）

稼働状況 

維持修理費 
主な修理箇所 

及び取替部品名
摘要 

運行日数 運転時間 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

（備考） 1.用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 

 2.主な作業内容の欄は、提供施設等を二工種以上の異なる作業に使用したときは、運転時間又は運転日数の最も多い作業内容を記入する。 

 3.主な作業の作業量の欄は、主な作業内容の欄に記入した作業の作業量を測定できるときに記入する。 

 4.運転時間の欄は、運転時間の管理できない機械又は管理の必要のない機械については、記入を省略することができる。 
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別添１５

 

取得した備品の取扱い 

H27-30 国営昭和記念公園運営維持管理業務委託費を充当して取得した備品については、下記により取り

扱うものとする。 

 

 

記 

 

 

１．取扱い 

（１）事業者（以下「乙」という。）は、委託費を充当して取得した備品を善良なる管理者の注意を

もって管理しなければならない。 

 

（２）前号の備品は、備品台帳に登載し管理しなければならない。 

 

（３）乙は、各年度の業務を完了した時は、備品を業務請負契約書第○条に基づく検査の結果、合

格通知があった後、備品引渡書（様式第１）により、国事務所（以下「甲」という。）に引き

渡さなければならない。ただし、当該業務に継続して使用する備品で備品継続使用承認申請書

（様式第２）により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。 

 

（４）乙は、乙の責に帰すべき事由により備品を滅失又は棄損したときは、乙の負担において補て

んし、又は修理しなければならない。ただし、乙の故意又は重大な過失によらない場合はこの

限りではない。 

 

 ２．処 分 

（１）備品が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができる。 

①備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引き続き使用することが困難であると認め

られる場合。 

②備品が乙の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認めら

れる場合。 

③備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大の支障をきたすと認められる場合 

 

（２）処分の方法 

乙は、前号に該当する備品を売り払った場合は、その内容を証する書類を添えて甲に書面に

より報告し、甲の発行する納入告知書により国庫に納入するものとする。 

また、売り払うことが不利（備品の売払価格が、当該備品の売り払いのために要する費用に

満たないと認められる場合）又は、売り払うことができないものは、廃棄することができる。

また、廃棄した場合はその都度その旨を書面により甲に報告しなければならない。 
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  （様式第１） 
 
 
 
 
 
                                                        平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
                                   殿 
 
 
 
                                          住 所 
 
                                          氏 名                       印 
 
 
 
 
 

備 品 引 渡 書 
 
 
 
 
 
  H27-30国営昭和記念公園運営維持管理業務にかかる別紙を引渡します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    （備 考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 
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 （様式第２） 
 
 
 
 
 
                                                        平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
                                   殿 
 
 
 
                                          住 所 
 
                                          氏 名                       印 
 
 
 
 
 

備 品 継 続 使 用 承 認 申 請 書 
 
 
 
 
 
  H27-30国営昭和記念公園運営維持管理業務にかかる別紙について、 
 
  平成  年  月  日まで継続して使用したく申請いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（備 考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。
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    別  紙 

 

 

 取得年月日 

 

 品    名 

 

 規   格 

 

 数  量 

 

 単   価 

 

 価   格 

 

     経 費 区 分 

 

  摘   要   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （備 考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列Ａ横とする。 
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別添１６

 

 

業務入園マニュアル 
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国営昭和記念公園 業務等入園規則 

 

平成１３年１０月１日 

国営昭和記念公園工事事務所 

（現：国営昭和記念公園事務所） 

 

１．目的 

 

国営昭和記念公園に取材・行催事・ボランティア活動・工事・納品等通常の公園利用

と異なる目的で入園する者が、お客様の安全や快適な利用を確保すること、事故を未然に

防止し公園施設の保全を図ることを目的とする。 

 

２．入園資格 

 

（１）取材・行催事・ボランティア活動・工事・納品等を目的として入園するもので、事

前に『入園許可証』（同様式）を得た者（入園許可手続きについては、別紙２「入園

許可証発行マニュアル」参照） 

 

（２）都市公園法第 12 条第１項に基づき『許可申請書』（別紙３）を提出し、『許可証』（別

紙４）を得た者 

 

（３）臨時に職員が同行して入園する者、又は各担当課で『臨時入園（車両）指示書』（別

紙５）を受けた者 

 

（４）行政視察等で事前に依頼のあった者（様式については別紙６参照） 

 

（５）団体利用にかかる下見のため入園する者（別紙７「団体利用にかかる下見のための

入園料等の免除について」参照） 

 

（６）警察署員・消防署員で業務を目的とする者 

 

※上記の何れの場合も入園に際して『責任者』を明確にし、現場で混乱のないようにする。 
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３．自転車及び自動車による入園 

 

（１）自転車 

園内を走行する場合は事前に『自転車許可旗貸与申請書』（別紙９）を提出し、許

可旗の貸出を受ける。 

 

（２）自動車 

イ．事前に『車両入園許可申請書』（別紙 10）を提出し、『車両通行許可証』（別紙 11）

を受理する。 

尚、別紙 12『基本通行ルート図』で示す区域のみ通行できるものとする。 

ロ．総重量４トン（積載重量込み）以上の車両の走行経路は別紙 13『重車両等基本

通行ルート図』で示す区域のみ通行できるものとする。橋・函渠（ボックスカル

バート）の通行はできる限り避け、やむを得ない場合は敷鉄板等の養生材で保護

し、最徐行（５㎞／ｈ以下）で通行する。分割輸送・台車での小運搬等の検討を

し、事前に担当職員へ搬入計画書を提出すること。 

ハ．やむを得ず臨時に車両入園する場合は、担当職員から『臨時入園（車両）指示書』

の交付を受ける。 

 

４．入退園時間及び入園料金 

 

（１）入退園時間 

入退園の時間は、午前７時から午後６時までとする。但し、特別の理由により時間外

に入退園する場合は、事前に許可を受け指示に従う。 

 

（２）入園料金 

原則として無料であるが、２．（２）において都市公園法第 12 条第１項で規定する

行為の許可を得ているが、当事務所が「共催」・「後援」をしていない場合には有料と

なる。 

その際、事前に請負者において人数・台数分の入園料金・駐車料金を支払い、領収

書（別紙 14）を受理する。当日はガードマンボックスにおいて領収書を提示し、ガ

ードマンの確認を受けるものとする。 

尚、２．（５）については、人数の制限があるので注意すること。 
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５．入退園方法 

 

（１）共通事項 

入園に際しては、必ず各ゲートで『入園許可証』等（ボランティア証、身分証明書

を含む）を提示する。行為の許可を受けた者は、『許可書』を常に携帯し、求められ

たら提示すること。時間外には、西立川口業務用ゲートを使用する。 

 

（２）自転車 

事前の申請により、請負者にて許可旗の貸出を受け、自転車前面に装着し自転車専

用の出入口により入退園する。退園時は取り外して適正に保管し、業務等終了後は請

負者へ返却する。 

 

（３）自動車 

イ．原則として、砂川口業務用ゲートから入退園する。入園に際して指定箇所に一旦

停止し警備員に『車両通行許可証』を提示し、入園記録に記帳する。 

ロ．『臨時入園（車両）指示書』で入園する場合も上記イ．に準じ、「臨」と書かれた

『車両通行許可書』で代用する。 

 

６．指定区域外への立入規制 

 

（１）業務・ボランティア・行催事・工事等で入園する者は、指定された区域以外に、む

やみに立ち入らない。 

 

（２）細園路・サイクリングコース・広場内平板舗装・ふれあい橋・運動広場等への車両

の乗り入れは、許可された指定車以外はできない。 

 

（３）植栽地・芝生地には許可された場合以外、車両・自転車を乗り入れないこと。 

 

７．車両の運行について 

 

車両の運行にあたっては、別に規定する「車両運行マニュアル」に従うこと。 
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８．維持工事等でのお客様の安全性や快適性の確保 

 

（１）お客様の集中する時期・場所での作業、利用に支障が出る作業等は出来るだけお客

様の少ない時間帯・曜日・休園日等を計画する。 

［休園日は、年末年始（１２月３１日・１月１日）、２月の第４月曜日と火曜日］ 

 

（２）作業区域は、保安柵等（フェンス・バリケード・セーフティーコーンは青色 DIC・

２２２近似色を使用）により作業帯を設け、確実に固定し安全に努めること。 

 

（３）作業機械は、休憩あるいは食事等の際にも必ず目の届くよう管理すること。 

 

（４）ガソリン等の危険物は、必ず管理車両の中等ふさわしい場所で保管すること。 

 

（５）休憩・食事等は、お客様用の休憩施設やベンチはできるだけ使用せず、広場周辺の

木陰・事務所等で行うよう工夫すること。 

 

（６）作業時の騒音・刈屑あるいは小石の飛散等に注意すると共に、作業態度においても

お客様の安全・快適性を損なうことの無いよう常に心掛けること。 

 

（７）作業にあたっては、作業服・作業車両・機械等は公園内作業にふさわしいものを使

用する等イメージアップに常に心掛けること。 

 

（８）作業終了後、機械類は必ず各社の詰所等へ移動し適切な管理をすること。又、日々

清掃、点検を行うこと。 

 

９．火災の予防及び火気の取扱い 

 

公園内（未開園区域を含む）での焚き火は行ってはならない。やむを得ず火気を使用す

る場合は、事前に許可を受けること。 

 

10．入園の取消及び禁止 

 

 入園規則を遵守しない場合及び公園管理者が不適当と認めた場合は入園許可を取り消し、

あるいは今後入園を許可しない場合がある。 
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11．その他 

 

（１）イベント関係で早朝・夜間の開閉門を必要とする場合にかかる経費は主催者側の負

担とする。 

 

（２）公園職員または警備員等の指示があった場合はこれに従うこと。 

 

（３）公園内において第三者に被害を与えた場合、及び施設に損害を与えた場合は、速や

かに担当職員あるいは警備員に報告すると共に、適切な応急措置をとること。又、理

由のいかんを問わず損害賠償の責を負うこと。 

 

平成８年１月１日 

平成１３年１０月１日改定 

 

 

参考資料 

 

１．入園料等の取扱いについて（国土交通省）    平成８年１月１日 

平成１３年１０月１日改定 

 

２．各社の連絡事項                平成８年１月１日 

 

３．パークトレイン運行ルート図          平成１３年４月１６日 
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年 月 日

殿

印

所属　： 役職　：

年 月 日

殿

※印なき物は無効

所定のガードマンボックスで、入園許可証、ボランティア証及び雇用者の発行した身分を証明できる物を

必ず提示し、警備員のチェックを受けること。

許可された目的に反する行為は、行わない

園内においては、担当職員、警備員の指示に従うこと。

雇用者は、必ず身分を証明する物を発行すること。

自転車を使用する場合は、「許可旗」を装着すること。使用後はすみやかに返却すること。

上記許可条件を厳守しない時は、許可を取消すことがある。

平成

平成

平成

自

至

申 請 者
（会社名）

住 所

Ｔ Ｅ Ｌ

国営昭和記念公園事務所長

日

日

月年

年 月

印担当者名：

入　　園　　許　　可　　書
平成

　事務所・センター担当職員

７．

２．

４．

５．

記

１．

６．

園内において第三者に損害を与えた場合、及び公園施設に被害を与えた場合はすみやかに担当職員、
警備員に報告するとともに応急処置をとること。また、理由の如何を問わず損害の責を負うこと。

入 園 規 則

国 営 昭 和 記 念 公 園 事 務 所 長

上記の申請について、下記規則を付して許可します。

内　　　　　容

人　　　　　数

期　　　　　間

建設監督官 総務課長 工務課長 調査設計課長所　　長

３．

責　 任　 者名

入 園 許 可 申 請 書　（　新規 ・ 追加　）

調査設計係長 総務係長 係　員

入園の許可を受けた者は、下記事項を厳守すること。

所 属 ：

役 職 等 ：
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No

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

入　園　者　一　覧　表　

入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書

入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書
入 園 許 可 証

身 分 証 明 書
入 園 許 可 証

身 分 証 明 書
入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証
身 分 証 明 書

入 園 許 可 証
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ証

現 住 所 備　考N o
（通し番号）

証 明 の

別氏 名
所 属
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年 月 日 ～ No 年 月 日 ～ No

年 月 日 ～ No 年 月 日 ～ No

年 月 日 ～ No 年 月 日 ～ No

年 月 日 ～ No 年 月 日 ～ No

年 月 日 ～ No 年 月 日 ～ No

平成

入　園　許　可　証

年 月 日

入　園　許　可　証

年 月 日平成

国営昭和記念公園

所属

国営昭和記念公園

写真
氏名

写真

平成 平成

氏名

所属

入　園　許　可　証 入　園　許　可　証
平成 平成

月 日 平成平成 年 日

氏名 氏名

年 月

入　園　許　可　証 入　園　許　可　証

写真

国営昭和記念公園 国営昭和記念公園

所属
写真

所属

写真
所属

日月

日 平成

入　園　許　可　証

所属

年

氏名 氏名

氏名 氏名

写真

平成 年

国営昭和記念公園 国営昭和記念公園

写真

入　園　許　可　証 入　園　許　可　証
平成 平成

平成 平成

日

氏名 氏名

年

平成 年 月 日 平成

国営昭和記念公園 国営昭和記念公園

入　園　許　可　証
平成 平成

日

所属
写真

所属

年 月月

所属
写真

所属

年 月平成

写真

国営昭和記念公園 国営昭和記念公園

日 平成 月
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入園許可証発行マニュアル 

 

平成１３年１０月１日 

国営昭和記念公園工事事務所 

（現：国営昭和記念公園事務所） 

 

１．対象者は、園内に入る目的等について各担当職員と事前に打ち合わせをする。 

 

２．各担当職員は、入園者名・所属・入園期間等が適切であることを確認後、取りまとめ

て入園予定日の７日前までに『入園許可申請書』を総務係に提出する。対象者が、総

務係へ直接申請書を提出しないようにする。 

 

３．『入園許可証』は入園期間が１ヶ月を超える場合のみ発行し、上半身で無背景、顔がは

っきりしている写真（カラーコピー可）を貼付し、『入園許可申請書』と一緒に提出す

る。入園期間が１ヶ月を充たない場合は、雇用者発行の身分証明書等で代用できるも

のとする。 

 

４．総務係は、工事事務所長決裁後、『入園許可書』及び『入園許可証』を発行し、各担当

職員へ渡す。 

 

５．各担当職員は、申請者に対して『入園許可書』及び『入園許可証』を手渡す。その際、

『入園許可書』の注意事項を遵守するように担当者が指導する。 

 

※車両入園許可申請についても、上記に準ずるものとする。 
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　         　　  　　　　     許    可    申   請   書

　平成　　　年　　　月　　　日

　　公 園 管 理 者
    関 東 地 方 整 備 局 長 　殿

申請者 住　　所

　 氏　　名        　　　　　　印　

１２条第１項
           都市公園法第　　　　　　　　　の許可を受けたいので、下記により申請します。

　 ６条

記

□１２条第１項申請記載欄

行為の種別

日時又は期間 平成 　  年 月　　　日（　　）　　：　　～　　：

目　　　的

場　　　所

内　　　容

□６条申請記載欄 （新規 更新 変更）　　第　　号　　年　月　日  

平成　　年　　月　　日　から　平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日　から　平成　　年　　月　　日

その他

□占用期間

□工事期間

その他参考と
なるべき事項

工事方法

占用物件の管理の
方法

復旧方法

＊１２条第１項と同様の場合、
□にチェックを入れて省略可能

□占用目的

□占用場所

占用物件の名称、
規模、数量及び外観

＊１２条第１項と同様の場合、
□にチェックを入れて省略可能

＊１２条第１項と同様の場合、
□にチェックを入れて省略可能

＊１２条第１項と同様の場合、

□にチェックを入れて省略可能
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　　　　　　　　    許    可   証

国関整昭公調設第　　号
平成２５年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　 　殿

公　園　管　理　者
関　東　地　方　整　備　局　長

　

１２条第１項
          平成○○年○○月○○日付都市公園法第 　　 　　　　　　　の許可申請について、

６条
　　　　　裏面の条件を付して下記のとおり許可いたします。

記

□１２条第１項許可事項

行為の種別

日時又は期間 平成　　  年 月　　　日（　　）　　：　　～　　：

目　　　的

場　　　所

内　　　容

□６条許可事項  

平成　　年　　月　　日　から　平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日　から　平成　　年　　月　　日

総　額￥
＊履行期限については、納入告知書により指定する。

その他参考と
なるべき事項

占用期間

そ の 他

占 用 料

占用目的

占用場所

工事方法

工事期間

占用物件の名称、
規模、数量及び外観

占用物件の管理の
方法

復旧方法

□１２条第１項と同様

□１２条第１項と同様

□１２条第１項と同様

□１２条第１項と同様
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 許可条件
１一般利用者に迷惑をかけないように留意すること。

　　　　　　  （１）公衆の安全を守るよう、必要な措置を講ずること。
　 　　　　　 （２）公園を損傷し汚損するなど公園利用に支障を及ぼす恐れのある行為をしないこと。
　　　　　　  （３）公園の風致および美観、その他公園としての機能を害しないこと。

２許可を受けた事項を変更する時は、軽易なものを除き公園管理者の許可を受けること。
３許可の期間が満了したときは、公園を直ちに原状に回復すること。
４

５

６次に示すような場合、許可を取り消したり、必要な措置を命ずる場合がある。
　　　　　　  （１）申請内容に偽りがあったり、不正な手段により許可を受けた場合。
　　　　　　  （２）この許可条件を守らない場合。
　　　　　　  （３）公園の保全又は、公衆の公園利用に著しい障害が生じた場合。
　　　　　　  （４）公園の運営上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合。
　　　　　　  （５）許可を受けた行為が公園のイメージを著しく損なう場合。

７

８自転車の使用については、目的以外使用しないこと。
９

10ロケーションについては、完成した映像等に国営昭和記念公園の名称を入れること。

 
 

 

 

 

に、一切申請者の責任において速やかに処理すること。

又は損傷を賠償すること。

長の指示に従うこと。また、事務所が閉庁日にあたっては、国営昭和記念公園管理セン

必ず来園させること。

ターと十分に連絡をとり、その指示に従うこと。

事故が発生し、又はその恐れがあると判断される場合は、公園利用者の安全を図るととも

公園施設を損傷し、汚損し又は滅失した場合は、これを修理し、もしくは原状に回復し

都市公園法及び関係法令を遵守するとともに、許可の専決を行う国営昭和記念公園事務所

学校関係者は、当日前に生徒の健康管理を充分に行い、当日は、校医又は保健担当員を
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 ＮＯ．　

 担当連絡者

会社名

入園目的 入園車両

入園制限事項

入園区別

　　　　　　国営昭和記念公園事務所

  　担　当　課　長   殿
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 　　年　 　月 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取扱警備員名                　　　　   印

入園者

国土交通省　　　財団　　　　氏　名          　　　　　　　　 印

平 成 年 月 日 時 分 ～ 時 分

臨時入園（車両）指示書

担当者   　　　　　　　　　　           印

 上記のとおり指示連絡がありましたので臨時入園の取扱いを致します。

 指示者  口　頭   電　話

 （１）有料区域           （２）文化エリア

氏　　名
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番号 

平成○○年○月○日 

 

国営昭和記念公園事務所長 様 

 

依頼機関の長等（印） 

（研究室・授業担当教授等の名でも可） 

 

国営昭和記念公園の視察について（依頼） 

 

標記について、下記目的により視察を行いたいのでよろしくお取計らい願います。 

 

記 

 

１． 目的 

本視察（調査）は○○を目的とする。 

※公園設置・整備計画（場所・規模、概算整備費等） 

園内施設（維持管理・遊具・建物等） 

学術研究（研究内容・目的等） 

などについて、ある程度具体的に記入 

 

２． 日時 

平成○年○月○日○時～ 

※学術研究等で長期にわたる場合は、平成○年○月～平成○年○月とし、詳細は別紙 

 

３． 人員    

    ○名 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

※役職・氏名を記入。多数の場合は、別紙 

 

４． 利用交通機関 

    ○○ 

※駐車場利用の場合は、車両番号等 

  

５． 担当者氏名 

    ○○ 

 

連絡先 

○○ 

〒○○  ○○ 

TEL ○○ 

FAX ○○ 

※役職・電話番号・FAX 番号、可能であれば当日連絡がとれる携帯番号 
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平成 年 月 日

　　　国営昭和記念公園事務所長　殿
申請者
（会社名）

印

住　　所

T　E　L

自 平成 年 月 日

至 平成 年 月 日

台
責任者

課 印

平成 年 月 日

国営昭和記念公園事務所長

運転者は常に安全運転に心掛け、事故防止に万全を期するとともに下記事項を厳守すること。

１．入退園方法及び時間

イ）　原則として、砂川口業務用ゲートから入退園し、ガードマンのチェックを受けること。

ロ）　時間は午前７時から午後６時までとする。但し、特別の事由により時間外に入退園する

　場合は、事前に許可を受け指示に従うこと。

２．指示園路以外の立入禁止

イ）　指定された区域外の園路及び芝生には、絶対立ち入らないこと。

ロ）　指定された車両等走行ルート図を携帯し、その経路を走行すること。

３．交通制限

イ）　車両の前面に許可証を掲示し、園内標識に従うこと。

ロ）　制限速度は管理用道路２０km／ｈ以下、その他の園路１０km／ｈ以下を厳守し、左側を走行すること。

　管理用道路であっても一般入園者も通行するので、運行には十分に注意すること。

また、特定行事、日曜・祝祭日等の混雑時については、走行を禁止することがある。

ハ）　園内は歩行者優先であり、クラクションの使用は禁止する。

ニ）　開園区域内の園路は原則として、駐停車は禁止する。但し、許可を受け駐停車する場合は

　車両の前後にセフティーコーン（青色）を置くこと。

４．その他

イ）　園内においては、担当職員、警備員の指示に従うこと。

ロ）　園内において第三者に被害を与えた場合、また、公園施設に損害を与えた場合は速やかに

　担当職員・警備員に報告するとともに応急処置をとること。また、理由の如何を問わず損害賠償の

　責を負うこと。

ハ）　喫煙（同乗者含む）及び運転中の携帯電話の使用は禁止する。

ニ）　上記許可条件を厳守しない時は、許可を取り消すことがある。

記

『車両入園規則』

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

事務所・センター担当職員

車　両　入　園　許　可　書

上記の申請について、下記入園規則を付して許可します。

車　両　入　園　許　可　申　請　書　　（　新規　・　追加　）

【　有料区域　・　文化エリア　・　全エリア　】

台　　　数

内　　　容 期　間
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No 運転者氏名 車両番号 車種及び番号 許可番号 備考

※車種名又はｾﾀﾞﾝ、1BOX、ﾊﾞﾝﾀｲﾌﾟ
等、車型がわかるように記載

(セダンは入園不可）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

入　園　車　両　一　覧　表
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1 .　入退園方法及び時間

（イ）原則として、砂川口業務用ゲートから入退園し、ガードマンのチェックを受けること。

（ロ）時間は午前７時から午後６時までとする。但し、特別の事由により時間外に入退園する場合は、事前に許可を

受け指示に従うこと。

2.　指定園路以外の立入禁止

（イ）指定された区域外の園路及び芝生には、絶対に立入らないこと。

（ロ）指定された車両等走行ルート図を携帯し、その経路を走行すること。

3.　交通制限

（イ）車両の前面に許可証を掲示し、園内標識に従うこと。

（ロ）制限速度は管理用道路20km／h以下、その他の園路10km／h以下を厳守し、左側を走行すること。

管理用道路であっても一般入園者も通行するので、運行には十分に注意すること。

又、特定行事、日曜・祝祭日等の混雑時については、走行を禁止することがある。

（ハ）園内は歩行者優先であり、クラクションの使用は禁止する。

（ニ）開園区域内の園路は原則として、駐停車は禁止する。但し、許可を受け駐停車する場合は車両の前後に

セフティーコーン（青色）を置くこと。

4.　その他

（イ）園内においては、担当職員、警備員の指示に従うこと。

（ロ）園内において第三者に被害を与えた場合、又、公園施設に損害を与えた場合は速やかに担当職員、警備員に

報告するとともに応急処置をとること。又、理由の如何を問わず損害賠償の責を負うこと。

（ハ）喫煙（同乗者含む）及び運転中の携帯電話の使用は禁止する。

（ニ）上記許可条件を厳守しない時は、許可を取り消すことがある。

年

車両通行許可証
日

目 的

有効期間

No．

車 両 入 園 規 則
　運転者は常に安全運転に心掛け、事故防止に万全を期するとともに下記事項を厳守すること。

月 迄

営 昭和記念公園事務所

会 社 名

車 両 番 号

（ 注 ） 許 可 条 件 を遵 守 す る こ と 。

国
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園内車両運行（マニュアル等） 

国営昭和記念公園 園内車両通行規則（案） 

 

平成２３年４月１日 

国営昭和記念公園事務所 

 

１．目的 

 本規則は国営昭和記念公園における国土交通省・都市再生機構（以下「機構」という。）・運営維持管

理業務事業者（以下「事業者」という。）及び関連する業務用車両並びに臨時的に入園する車両全てに

適用される。園内利用者保護のため、園内への車両通行を極力自粛し、お客様の安全と快適な利用を妨

げない運転・駐停車・作業態度等に心がけるとともに、公園施設を保全しなければならない。 

 

２．共通事項 

 共通事項は、以下の項目の外、国営昭和記念公園業務等入園規則によるものとする。 

 

１） 園内は原則として左側通行、走行速度は管理用道路 20km／h以下、その他の園路は 10km／h 以下

（図－１）とし、走行経路は車両入園許可証に添付される基本走行ルート図（図－２）に従うも

のとする。特に、重車両については通行可能なルート（図－３）が限られるため留意すること。 

管理用道路であっても入園者も通行するので、運行には十分注意すること。また、特定行事、土・

日・祝祭日等の混雑時については車両通行禁止区域を定めることとする。 

詳細については、「繁忙期における車両運行要領」（資料－１）によるものとする。 

２） 国土交通省・機構・事業者の職員が運転して開園区域に乗り入れる車両は、黄色の簡易回転灯を

使用し走行すること。 

３） 園内は、お客様及び歩行者が優先でありクラクションは一切使用しないこと。また、一時停止・

徐行運転を心がけ、お客様に道を譲ってもらった場合は必ず御礼と感謝の気持ちを込めて挨拶す

ること。 

４） 運転席の前面に車両通行許可証を掲示すること。また、運転に際しては園内標識に従うこと。 

５） 後退運転する際は、一旦降車する等必ず後方の安全を確認すること。 

６） 開園区域内に乗り入れる車両は、見苦しくないように常に清掃管理すること。 

７） 駐車中のアイドリングは行わないこと。 

８） 運転席に「安全運転走行心得」及び「安全運転の心得」の表示板（資料－２）を掲示すること。 

９） 本規則に違反した車両は即刻退園を命じると共に、再入園を禁止する。 

 

３．維持管理及び工事関係車両 

１）車両入園回数は必要最小限にするよう計画すること。 

２）作業車両の駐停車場所は、公園担当職員の指定した場所あるいは事前に了解を得た場所とする。

但し、やむを得ない場合は利用者の妨げにならない場所・景観を阻害しない場所等を選定するこ

と。 
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４．売店・レストラン等納品車両 

１）食料品の仕込み、菓子・雑貨等の納品は平日のみとする。 

２）納品の時間帯 

   ３月１日～１０月３１日までは、7:00～10:00 及び 17:00～19:00 とする。１１月～２月末まで

は、7:00～10:00 及び 15:00～17:30 を原則とする。 

   納品時間、ルート、納品方法等の納品計画を事前に十分に検討し、管理センター総括責任者の

許可を得ておくこと。 

３）休日等混雑時の納品は行わないようにする。やむを得ず、追加の納品が必要な場合は管理用道路

のみの走行とし、所定の場所から台車等で小運搬する。この場合、事前に管理センター総括責任

者の許可を得ること。 

４）走行ルートは原則として管理用道路のみとする。但し、マラソン等が予定されている場合は通行

が禁止となるため、納品計画を調整すること。 

５）納品等のために継続的に入園する場合は、予め車両運行管理者を定めると共に、納品担当者（リ

スト）を公園担当職員に提出する。車両運行管理者は定期的に運転者に業務入園規則及び本規則

を徹底させること。 

 

５．報道関係・イベント関係車両 

１）イベント関係で資機材の搬入又は、設営を行う車両は、予め管理センター担当者に計画書を提出

し、車種・時間・方法・経路・駐停車場所等について打合せを行うこと。 

２）開園区域への車両の乗り入れは最小限とする。また、資機材搬入等を終了した車両は駐車場等へ

速やかに移動すること。 

３）走行ルートは原則として管理用道路のみとする。ただし、やむを得ない場合は管理センター担当

職員と打合せを行うこと。 

４）立川市政記者クラブ加盟社で、車両通行許可証を携帯している車両は砂川口業務ゲートの外、西

立川業務ゲートも利用可能とする。 

 

６．緊急車両 

 消防・救急・警察等の緊急車両は、砂川口業務ゲートあるいは西立川業務ゲートから入園させ、必ず

管理センター職員等が現場まで案内誘導する。退園時も同様とする。 
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資料－１ 

 

繁忙期における車両運行要領 

 

７．繁忙期について 

（１） 春期繁忙期（フラワーフェスティバル：３月下旬～５月下旬） 

① サクラ開花中 

② 花畑（みんなの原っぱ東西花畑及び花の丘）開花中 

③ ゴールデンウィーク 

④ 無料開園日 

（２） 夏期繁忙期 

①レインボープール営業中 

②無料開園日 

（３） 秋期繁忙期 

①コスモスまつり期間中（９月中旬～１１月上旬） 

②紅葉時期 

③無料開園日 

（４） 冬期繁忙期 

    ①ウインタービスタイルミネーション期間中（１２月上旬～１２月下旬） 

 

１．繁忙期中の通行禁止区域の設置（詳細は別紙の通り） 

① 春期：みんなの原っぱエリア及び花の丘東側園路 

② 夏期：プール周辺エリア 

③ 秋期：みんなの原っぱエリア及び花の丘東側園路 

④ 冬期：ウインタービスタイルミネーション会場周辺エリア 

⑤ 無料開園日：管理用道路を除く園内全域 

  図示する範囲について、原則として開園時間内の通行を禁止する。 

 

２．原則として、通年通行禁止区域の設置（詳細は別紙の通り） 

① レイクサイドレストラン前広場 

② 日本庭園の入口前の橋 

③ はらっぱ南売店西小園路 

 

３．駐停車について 

図示する駐停車可能区域に駐停車し、徒歩にて目的の場所へ移動すること。 
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別添１８

 

入園者数報告様式 

 

■月別 

■平成○○年　○月実績 （単位：人）

国営○○公園 国営○○公園 国営○○公園 国営○○公園 国営○○公園

大人

シルバー

小人

無料入園者

有料区域　小計 0 0 0 0 0

無料区域

入園者数合計 0 0 0 0 0

大人

シルバー

小人

有料区域　小計 0 0 0 0 0

無料区域

入園者数合計 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

対象：小人以下、身体障害者及びその付き人等

月間入園者数報告書

対前年比

対前年差

※特記事項

・入園者数に大きな影響を及
ぼす要因（イベント、気象等）
があれば記入。
・入園者数合計の値に対前年
度比で大きな変動があった場
合、その要因分析結果を記
入。

今
年
度

前
年
度

（
参
考

）

 　　　　　　　公園名
　項　目
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■大型連休 

■公園名：国営○○公園 （単位：人）

大人

シルバー

小人

無料入園者

有料区域　小計 0 0 0 0 0 0 0

無料区域

入園者数合計 0 0 0 0 0 0 0

大人

シルバー

小人

無料入園者

有料区域　小計 0 0 0 0 0 0 0

無料区域

入園者数合計 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

大人

シルバー

小人

無料入園者

有料区域　小計 0 0 0 0 0 0 0

無料区域

入園者数合計 0 0 0 0 0 0 0

大人

シルバー

小人

無料入園者

有料区域　小計 0 0 0 0 0 0 0

無料区域

入園者数合計 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

期間中合計

大人 0

シルバー 0

小人 0

無料入園者 0

有料区域　小計 0 0 0

無料区域 0

入園者数合計 0 0 0

大人 0

シルバー 0

小人 0

無料入園者 0

有料区域　小計 0 0 0

無料区域 0

入園者数合計 0 0 0

0 0 0

対前年差

開園時間帯の天気

前
年
度
同
曜
日

（
参
考

）

開園時間帯の天気

対前年差

前
年
度
同
曜
日

（
参
考

）

対前年差

対前年比

曜日

開園時間帯の天気

前
年
度
同
曜
日

（
参
考

）

※特記事項
・入園者数に大きな影響を及ぼす要因（イベント、気象等）があれば記入
・入園者数合計の値に対前年度比で大きな変動があった場合、その要因分
析結果を記入。

 　　　　　　　　　日　付
　項　目

大型連休入園者数報告書

今
年
度

 　　　　　　　　　日　付
　項　目

今
年
度

曜日

 　　　　　　　　　日　付
　項　目

今
年
度

曜日

対前年比

対前年比
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別添１９

 

パスポートの運用について 

 

公園の利用者に対し、当該公園に限り 1年間有効な年間パスポート券を発行する。 

 

【対  象】一般入園料 

プール利用者の入園料金は対象外 

 

【料  金】大人 4,100 円、小・中学生 800 円（一般の入園料の 10回分） 

シルバー（65歳以上）2,100 円 

 

【有効期限】購入日より 1 年間有効 

 

【発行方法】公園発券窓口において申込みを行う。 

窓口では申込者の顔写真を撮影のうえ、氏名、有効期間、顔写真、登録番号を記載した

カードに硬質フィルム・コーティングしたものを発行する。 

 

【チェック方法】入園ゲートにおいて、顔写真により本人であることを確認する。 

 

【備  考】年間パスポート券の発行に必要な機械費及び材料費については、公園運営維持管理業務

の事業者が負担する。 
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 別添２０

 

行催事について 

 

１．国費の支出対象となる行催事について 

１）国営昭和記念公園運営維持管理業務基本方針に則していること 

２）公園・緑化に関する意識の高揚や知識の普及に資するもの 

３）歴史や自然に関する学術的なもの 

４）その他公園のイメージアップや利用促進に資するもので国営公園内の行催事としてふさわしいも

の 

２．国費を充当できる支出項目について 

国費を充当できる支出項目は、当公園の行催事としてふさわしいものであるとともに、公共性が高

く、利用者全体に関わるもので、社会通念上理解の得られる範囲内での必要十分な経費に限られる。 

なお具体には以下のとおりとする。 

１）会場設営費 

２）会場運営費（飲食費については不可） 

３）資機材費（参加者が持ち帰らない工作物等材料費は可） 

４）講師謝礼金 

５）パンフレット類等広報物作成費 

３．国費を充当できない支出項目について 

国費の支出対象となる行催事であっても、以下の項目には国費を充当できない。 

１）参加者に配付する参加賞 

２）参加者が持ち帰る工作物等の材料費 

ただし、いずれの場合にも国費以外の自主財源、または参加者からの参加費を充当することを妨げ

ない。 

４．主催イベント 

１）大型主催イベント 

国営昭和記念公園主催の行催事のうち、以下の４つを「大型主催イベント」という。 

あらかじめ年間行事計画書に記載した上で、打合せ簿及び予算書（支出項目内訳）、詳細な実施

計画書（別添－２５「行催事実施計画書例」参照）により、調査職員の承諾を得た上で実施するも

のとする。 

・フラワーフェスティバル（早春～春） 

・コスモスまつり（コスモス開花期間） 

・紅葉まつり（紅黄葉期間等） 

・ウィンタービスタイルミネーション（12月初旬～クリスマス頃）
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なお上記期間中に開催する主催イベントについては、各大型主催イベント名を冠につけて、広報

してもよい。 

２）主催イベント 

国営昭和記念公園主催の行催事のうち、大型主催イベント以外のものを「主催イベント」という。 

なお、材料代等実費を公園利用者から徴収すること等ができるものも含み、その場合は予算書（支

出項目内訳）により、調査職員等の承諾を得た上で実施するものとする。 

 

５．自主イベント 

公園の利便性や魅力をより一層高めるため、関東地方整備局長の許可（都市公園法（昭和 31 年法

律第 79 号）第５条、第６条又は 12 条に基づく許可）を受けた上で、事業者の提案により土地使用料

等を納めて独立採算により行う事業を自主事業といい、自主事業として実施する行催事を「自主イベ

ント」という。 

自主イベントに実施にあたっては、都市公園法施行令（昭和 31年政令 290 号）第 20条に基づき、

占有した土地または建物の使用料を納めることが必要となる。 

具体的な内容については、提案の内容を踏まえて、年間行事計画書に記載するものとする。 

 

６．持ち込みイベント 

第 3 者が都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は 12 条に基づく許可を得た上で

実施する行催事を「持ち込みイベント」という。 

事業者は、実施に向け必要な調整を行わなければならない。なお、継続する持ち込みイベントは以

下の通りとする。 

・楽市（秋） 

・花火大会 

・箱根駅伝予選会 

 

７．行催事の件数の数え方 

１）原則当公園敷地内において、不特定多数の入園者が参加できる行催事を対象とする。事前申

し込みによる制限はできるものとする。 

２）1 年未満の期間続けて行う展示等は 1 回と数える。当該年度内に 1 度撤去し、再設置した場

合は設置する毎に 1 回と数える。 

３）ほぼ同じ内容で 1 日数回行う行催事は 1 回／日と数える。異なる日に実施した場合は、日毎

に 1 回と数える。 

４）自主事業による行催事も、1)～3)の方法で実施回数に加えるものとする。 

 

８．行催事の参加者数の数え方 

１）参加者数は延べ人数とする。 
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２）ほぼ同じ内容で 1 日数回行う行催事は当該日の延べ人数とする。異なる日に実施した場合は、

日毎の延べ人数とする。 

３）展示は参加者数を数えない。 

 

９．行催事の協力体制について 

行催事の協力体制については、これまで協力いただいた各自治体、各団体との協力、連携に留意す

ること。 

 

（参考）イベント規格 

区    分 

ボランティアの企画・準備・ 

実施への参画 備考 

あり なし 

大 型 主 催 － 各１回／年 実施 

主催 

展示 

花みどり文化センター － ○ 常設展示を除く 

上記以外（花木園展示棟等） － ○  

体験イベント 

中規模（参加者 30 名以上） － ◎  

小規模（参加者 30 名未満） － －  

自 主 事 業 － －  

持 込 イ ベ ン ト － －  

◎：開催回数・参加人数ともに包括的な質のカウント対象 

○：開催回数のみ包括的な質のカウント対象 

－：包括的な質のカウント対象外 
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持込イベント等対応マニュアル（案） 

 

国営昭和記念公園内でイベント等を実施する場合には、都市公園法第１２条に基づき、公園

管理者の許可を受ける必要がある。 

昭和管理センターにおいて、イベント等の内容、実施時期、実施箇所等を確認し、他の利用

等との調整を行い、実施可能なものについては以下のフローに従い手続きをとること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 許可の必要な行為例 

・ アンケートの調査又は植物等の調査 

・ 公園内の一定の場所を独占的に使用する行催事 

・ 開催日時を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催事 

・ ステージ、テント、マイクロホン、机、椅子等を公園内に設置して行うもの 

・ 公園内に標識又は横断幕等を掲示して行うもの 

・ 駐車場及びその進入路以外の場所への自転車乗り入れを行うもの 

・ 会費等を徴収して写真又は動画等の撮影を行うもの 

・ 写真又は映画等を営利目的で撮影するもの 

申 

請 

者 

③確認・調整 
行為の種類、日時、場所、 
目的、内容、 
占用物件に関する事項※、 
その他 

③’申請書作成にあたっての 
助言・指導 

⑨許可証の受け渡し 

①相談 

⑥申請書提出 

⑩行為当日の調整・指導 

昭
和
管
理
セ
ン
タ
ー 

国 

事 

務 

所 

④必要に応じ 
 事前確認 

⑤指導 

⑦申請書提出 

⑧決裁・許可証の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡 

※占用物件が発生する場合は、別途都市公園法第６条に基づく許可申請と、建物使

用料及び土地使用料の徴収が発生する。 （建物使用料及び土地使用料徴収事務

は国事務所による） 

※花みどり文化センター、歓楓亭の施設利用料金の徴収については事業者の事務で

ある。 

②報告 

 

別添２１
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２． 手続き             

（１）申請者からの相談受付及び確認・調整 

実施が可能なものかどうか電話等にて必ず確認した上で、申請を行ってもらう。  

以下の項目について確認すること（詳細は「様式１持込イベントの確認事項」を参照）。 

1．行事名 

2．開催日時（準備日を含む） 

3．開催経験 

4．行事の目的・内容 

5．主催者名、運営組織図等 

6．申請担当者名、所属先及び連絡先 

7．参加費（入園料含む） 

8．入場見込み数・参加予定人数 

9．物品販売・配布の予定 

10.収支予算書 

11.使用しようとする区域、施設、マラソン等のコース（※１ 一枚にまとめても可） 

12.設置する仮設工作物の内容（※１ 一枚にまとめても可） 

13.会場図（※１ 一枚にまとめても可） 

14.タイムスケジュール 

15.事故防止対策、要員配置図等 

16.緊急連絡体制図 

17.その他（以下は、実施計画書の提出が必要な規模のイベントについて実施計画書

に盛り込むこと） 

・ 交通対策 

・ 周辺地域対策 

・ ごみ対策 

・ 広告宣伝の方法 

・ 特殊なイベントの留意点 

 

 なお、内容によっては、国事務所に対し事前確認を行った上で、申請書の提出をして

もらうこと。 

 （２）申請書の作成指導及び受付 

（１）の確認・調整の結果、実施が可能なものについて、申請者から申請書（別紙１及

び２）を提出してもらう。その際、申請書作成にあたっての助言・指導を行うこと。 

なお、提出された申請書については内容確認の上、速やかに国事務所へ提出すること。 

 （３）許可書の受け渡し及び行為当日の調整・指導 

国事務所から発行された許可書について、申請者に手渡す。また、行為当日においては

他の利用者等の利用の妨げとならないよう、必要に応じ調整・指導を行うこと。 

なお、雨天等によりイベント等が中止になった場合については国事務所へ報告すること。 

 

３． 留意事項 

・ マラソン等線形イベントの受け入れ可能な時期等 

・ ロケーション 
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■様式１ 持込イベントの確認事項 申請者用  

（赤字：留意事項を赤字で示しています。ご確認の上記載してください。）  

実施計画書 

１ 行事名 

 

 

※名称は行事内容を表し、利用者が見て内容をイメージしやすい名称を記載

してください。 

２ 
開催日時 

（準備日を含む）

 

開催日     年    月    日 （時間     ～    ）

 

準備日     年    月    日 （時間     ～    ）

 

開園時間外の入園   □あり  ・ □なし 

※該当するものに をしてください。

 

開園時間外の入園がある場合その理由 

 

 

３ 開催経験 

 

□今回が初めて  □他の場所では実施しているが本公園では初めて 

□初めてではない （本公園での実施 2 回目・3～5 回目・5 回以上） 

 

初めてではない場合、本公園での実施回数の該当するものに をしてく

ださい。 

４ 
行事の 

目的・内容 

 

 

 

 

※本公園で実施する意義、実施により得られる効果も含めて記載してくださ

い。 

５ 
主催者名、 

運営組織図等

 

主催者名（個人・組織）                      

 

 

運営組織図（別添してください） 

※危険を伴うイベントの場合、救護のための看護師等の配置が必須です。 

６ 

申請担当者名、

所属先及び 

連絡先 

 

申請担当者名                           

   

所属先（団体・企業名）                      

 

連絡先 

住所                               

 

電話                               

 

７ 
参加費 

（入園料含む）

 

参加費の徴収  □あり ・ □なし※該当するものに をしてください。

 

参加費          円 

８ 
入場見込み数・

参加予定人数 

 

スタッフ      名        参加者      名 
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９ 
物品販売・ 

配布の予定 

  □あり ・ □なし ※該当するものに をしてください。 

具体的な内容： 

 

 

※販売する物品の内容や価格、配布物の概要等について記載して下さい。

１０ 収支予算書 

 

 

※収支予算書を添付してください。 

１１ 実施場所 

 

 

※使用しようとする区域、施設、マラソン等のコースについてご記入くだ

さい。必要に応じて図面を添付してください。 

１２ 
仮設工作物 

設置の有無 

 □あり ・ □なし ※該当するものに をしてください。 

 

設置場所：                             

 

安全対策：                            

 

 

都市公園法第 6 条の許可申請  □提出済み ・ □未提出 

※該当するものに をしてください。

※仮設工作物を設置する場合に、その設置物の名前、数、大きさ、設置希望

場所を記載してください。（必要に応じて図面を添付してください。） 

※仮設工作物の安全対策について記載してください。 

※仮設工作物の設置には、都市公園法第 6 条に基づく占用許可申請のための

書類提出が必要です（占用料が発生します）。申請の有無についても記載し

てください。 

１３ 会場図 

 

 

※「使用しようとする区域・施設・マラソン等のコース」「設置する仮設工作

物の内容」「会場図」は１つにまとめて記載しても問題ありません。 

１４ タイムスケジュール

 

 

※イベント当日のスケジュールを記載してください。参加者の退出時間に

ついても記載して下さい。 

１５ 
事故防止対策、

要員配置図等

 

 

※マラソン等の場合、救護のための看護師等を適切に配置し、その旨を記載

してください。 

※夏期の熱中症対策など参加者の安全対策についても記載してください。 

１６ 
緊急連絡体制図

（緊急連絡先）

 

※緊急連絡先は当日来園されるご担当者のお名前と携帯番号（1 名で結構

です）を記載してください。 

※体制図については管理センターとの連絡体制についても記載してください

（救急車の要請は管理センターが対応しますので必ずご連絡ください） 

１７ その他 

特殊イベントの有無 ※該当するものがあれば をつけてください。 

□開園時間外の開催を含む（夜間イベント等） 

□マラソン、トライアスロン大会等 

□子供のサッカー大会等 

□騒音が発生するイベント 

□ロケ 

□花みどり文化センター室内イベント 
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１７ その他 

 

該当する場合、別紙１の記入要領をご確認ください。また、会場配置図や

スケジュール等を任意様式で提出してください。 

※規模の大きなイベントについては、別途、必要に応じて交通対策、周辺

地域対策、ゴミ対策、広告宣伝の方法について記載してください。 

 

別紙１ 特殊イベントの留意点 

１．夜間の開催を含むイベント 

・「１５.事故防止対策、要員配置図等」に、人の導線の設定、警備員や照明の配置、

閉鎖区域等の安全対策の図を必ず添付してください。 

２．マラソン、トライアスロン等のイベント 

・マラソン等の場合、看護師等を適切に配置し、看護師、健康管理者、責任者の氏名

や電話番号を「１６.緊急連絡体制図」に記載して下さい。 

・季節に対応した安全対策を「１５．事故防止対策、要員配置図等」に記載（夏期の

マラソンなら、熱中症対策 等）。 

３．子供のサッカー大会等 

・「１５．事故防止対策、要員配置図等」に以下の事項を記載して下さい。 

①他の利用者の安全確保、案内誘導の方法 

②要員の配置 

・「１７．その他」に、公園運営の妨げになることをしない用、参加者の皆様へ周知

する対策についても記載してください。 

・参加者が開園時間内に退出できるスケジュールとなっているかご確認ください。 

４．騒音の出るイベント 

・「１４．タイムスケジュール」において、夜 8 時以降は音を出さないスケジュール

となっていることをご確認ください。 

５．ロケ 

【実施計画書記載の留意点】 

・「８．入場見込み数・参加予定人数」については、スタッフ人数と出演者数を記載

してください。 

・ロケ用の項目として、以下についても記載してください。 

＋撮影したものを載せる媒体について（テレビ番組等の場合は放映予定日、時間、

放送局、番組名等、書籍等の場合は、書籍名、発行予定部数等をご記入ください。

また、公園名のクレジット等を表示・掲載出来る場合はその旨を記載してくださ

い。 

＋撮影内容 

＋撮影機材（大型の機材等またはスモーク等特殊な機材を使用予定の場合は機材名

および数を記載してください） 

６．花みどり文化センター室内イベント 

・飲食は不可となっています。 

・工作物の設置には重さ制限があるためご注意ください。 

・イベント準備の際には、利用者の導線を確保し安全に努めてください。 

・昭和天皇記念館の出入口をふさがないでください。 

・会館時間以外の準備や片づけについては、管理センターと調整して実施してくださ

い。 
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 別添２２

 

国営昭和記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領 

 

（目 的） 

第１条  この要領は、国営昭和記念公園（以下「公園」という。）における行為の禁止等について法令で定めるものの

ほかに、その趣旨に基づき、行為の内容に応じた方針を定め、もって安全で快適な公園利用に資すること

を目的とする。 

 

（定 義） 

第２条  この要領において「公園内」とは、都市公園法（以下「法」という。）の定めるところにより公告された区域及び

一般に公開されている区域をいう。 

２  この要領において「職員等」とは次の各号に掲げるものをいう。 

一 国営昭和記念公園事務所（以下「公園事務所」という。）の職員  

二 都市再生機構東日本公園事務所（以下「機構事務所」という。）の職員 

三 国営昭和記念公園運営維持管理業務事業者（以下「昭和管理センター」という。）の職員 

四 昭和管理センターとの契約により、指揮監督を受けて公園の利用上の指導等の業務を行うもの。 

３  この要領において「利用者」とは、勤務中の職員等を除く公園内に入る全てのものをいう。 

 

（禁止する行為） 

第３条  公園内における行為のうち、次の各号に掲げるものは、法第１１条に準ずる行為とみなし、その行為を禁止

する。 

一 花卉又は果実種子等を採取する行為 

二 次条第１号に定める指定場所以外の場所でガスコンロ、石油コンロ並びに花火等の火気を使用する行

為 

三 指定場所以外での一輪車、野球用具類等を使用する行為 

四 灰皿のある場所以外での喫煙 

五 自転車の利用に関し次の各号に掲げる行為 

イ 定められたサイクリングコース以外の区域及びみどりの文化ゾーン自転車進入禁止区域（みどり橋含

む）への乗り入れ、ただし許可車は除く。 

ロ 定められた駐輪場以外の区域の自転車の放置 

ハ 定められた方向以外の走行 

ニ 過度なスピード走行 

ホ 無理な追い越し 

六 他の利用者の快適性を明らかに損なう音響の発生 

七 他の利用者の安全又は公園施設の正常な利用に支障を及ぼす行為 

八 公園事務所長の許可なく、洗濯、寝泊まり等をする行為 
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（場所の指定等） 

第４条  都市公園法施行令（以下「令」という。）第１８条に定める指定する場所は次の各号に定める場所とする。 

一 第３号関係  バーベキューガーデン、レストラン（バーベキュービアガーデン含む）のほか公園事務所

長が行催事ごとに指定する場所 

二 第４号関係  バードサンクチュアリー、管理用施設、修景施設及び必要に応じ公園事務所長が指定

する「立入禁止」区域で標識等により明示される区域 

三 第５号関係  駐車場及びその進入路及び基本走行ルート 

 

（許可申請） 

第５条  公園内における行為のうち次に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ公園事務所長の許可を受ける

ものとする。 

一 アンケート調査又は動植物等の調査 

二 公園内の一定の場所を独占的に使用する行催事 

三 開催日時を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催事 

四 ステージ、テント、マイクロホン、机、椅子等を公園内に設置して行うもの 

五 公園内に標識又は横断幕等を掲示して行うもの 

六 写真又は映画等を営利目的で撮影するもの 

七 会費等を徴収して写真又は映画等の撮影を行うもの 

八 駐車場及びその進入路以外の場所へ自動車の乗り入れを行うもの 

２  前項各号に掲げる行為のうち、みどりの文化ゾーンにおける行為については、次の各号に定める期間に公

園事務所長宛に許可の申請をするものとする。 

一 国際的又は全国的規模の行催事、および国際的又は全国的機関が主催等する行催事 

・利用開始の属する月の２４ヶ月前の初日から１０ヶ月前の末日 

二 「花みどり文化センター」と「ゆめひろば」を一体的に利用する大規模な行催事又は、「花みどり文化セ

ンター」のギャラリーもしくは「ゆめひろば」を１／２以上使用する行催事（但し、前号に該当するものを除く。） 

・利用開始の属する月の１２ヶ月前の初日から３ヶ月前の末日 

三 前各号以外の行催事 

・利用開始の属する月の５ヶ月前の初日から利用日の１４日前 

 

（法第１２条の適用除外） 

第６条  前第５条の規定にかかわらず次の各号に掲げるものは、法第１２条の規定が適用されない軽微なものとみ

なし、届出書（施設利用申請書等）を提出する。 

一 バーベキューガーデン、歓楓亭の利用 

二 うんどう広場の利用 

但し、２００名を超える行事、不特定多数の参加者を集める行事、参加料を徴収する行事、利用範囲

がうんどう広場外にも及ぶものを除く。 

三 平日に行う校内マラソン大会 

（利用指導） 

第７条  職員等はその職務に応じ、法令及びこの要領に定める禁止行為又は許可条件に違反する行為を発見した

ときは、必要の都度入園の制限又は適切な利用指導を行うものとする。 
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（許可基準） 

第８条  法第１２条の規定による許可の申請に関しては、原則として次の各号に掲げるものに該当するものは許可し

ないものとする。 

一 営利を目的とした物品の販売又は頒布 

二 公園利用に直接関係のない集会 

三 著しく公共性に欠け、又は排他的な催し 

四 営利のみを目的とした集会 

五 公共性に欠ける募金又は署名活動 

六 公園利用又は公園管理に関係のない調査（国土交通省関係は可） 

七 休園日又は開園時間外の利用、ただしロケーションの場合で公園のＰＲ効果が高いと認められるものを

除く。 

八 日祭日に車輌を利用する行催事。ただし、車輌を利用することが行催事の実施に不可欠で他の利用

者の安全と快適性が損なわれないと認められる場合を除く。 

九 次の各号の一に該当し明らかに公園利用の快適性を損なうもの 

イ 公園施設の損傷又は汚損 

ロ 公園の風致又は美観の侵害 

ハ 他の利用者に危害を与え又は不便を生じさせること 

十 前各号に定めるもののほか、公園事務所長が公園の利用又は管理上から不都合と認めるもの 

２ 「みどりの文化ゾーン」の利用に係る許可の申請に関しては、前項第二号から第十号までの各号に該当しない

もので、次の各号に掲げるものに許可するものとする。 

一 「緑の文化」に関連した行催事 

二 地域振興に資する行催事で、国、地方公共団体、公益法人等が主催、共催、または後援するもの 

三 国営昭和記念公園の利用増進に資するもの 

 

３  第一項第一号の規定にかかわらず、都市再生機構又は昭和管理センターが、公園利用の促進又は利用者

の利便を図る目的で実施する場合は許可の対象とする。 

 

（許可条件） 

第９条  公園内の行為について許可をする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。 

一 一般利用者に迷惑をかけないように留意すること。 

（一）公衆の安全を守るよう、必要な措置を講ずること。 

（二）公園を損傷したり汚損するなど公園利用に支障を及ぼす恐れのある行為をしないこと。 

（三）公園の風致及び美観、その他の公園としての機能を害しないこと。 

 

二 許可を受けた事項を変更するときは、簡易なものを除き公園事務所長の許可を受けること。 

三 許可の期間が満了したときは公園を直ちに現状に回復すること。ただし現状に回復することが不適当な

場合は、公園事務所又は昭和管理センターの職員の指示に従い必要な措置を講ずること。 

四 事故が発生し、又はその恐れがあると判断される場合は、速やかに公園事務所又は昭和管理センタ

ーの職員に報告するとともに、公園利用者の安全を図り、申請者の責任において速やかに処理するこ
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と。 

五 公園施設を損傷し、汚損し又は滅失した場合は、これを修理し、もしくは現状に回復、又は賠償するこ

と。 

六 次に示すような場合、許可を取り消したり必要な措置を命ずる場合がある。 

（一）申請内容に偽りがあったり、不正な手段により許可を受けた場合。 

（二）この許可条件を守らない場合。 

（三）公園の保全又は、公衆の公園利用に著しい障害が生じた場合。 

（四）公園の運営上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合。 

（五）許可を受けた行為が公園のイメージを著しく損なう場合。 

七 都市公園法及び関係法令を遵守するとともに、公園事務所長又は昭和管理センターの職員の指示

に従うこと。 

八 自転車の使用については目的以外使用しないこと。 

九 学校関係者は当日前に生徒の健康管理を充分におこない、当日は校医又は保健担当員を必ず来

園させること。 

十 ロケーションについては「国営昭和記念公園」の名称を入れること。 

 

（持ち込み物件等） 

第１０条 法第１１条に準じ、公園内への持ち込み物件、制限物件を次のとおり２ランクに分け、公園の安全かつ快適

な利用に対処する。 

一 公園内への持ち込みを禁止する物件 

・銃及び刀剣類（モデルガン、木刀、竹刀を含む） 

・ブーメラン、弓矢、パチンコ、ラジコン飛行機等 

・捕鳥網、植物採集道具、釣り道具類 

・木製・金属製バット、硬球、スケートボード 

・爆発性、引火性の高い花火、火薬、大量のガス、油脂類及び火を使用する器具類（定められた場所で

使用する家庭用のガス器具類、イベントを除く） 

・その他、公園利用の妨げとなるおそれが生じるもの 

二 指定場所における使用等の条件付きで持ち込みを認める物件 

・球技用のネット 

・一輪車、ローラースケート、インラインスケート、キックボード 

・野球用具類（硬球を除く）、ゴルフ用具類（パターゴルフで使用するもの） 

・テント（個人利用）、タープ、パラソル、デッキチェアー 

 

・その他、場所の特定が必要と思われるもの 

２  前項に加え、みどりの文化ゾーンにおいては、次の各号に掲げるものの持ち込みを禁止する。 

    一 凧、カイト類       

 

 附則 この要領は平成 24 年 4 月 1 日から適用する。 
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公園内への持込品について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは改札口または公園管理センターへお問い合わせください 公園管理センター  
国営昭和記念公園 
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別添２３

 

継続するイベント 

【大型主催イベントについて（案）①】 

 

フラワーフェスティバル 

 

１．趣旨 

公園内に咲く春の花々を見頃に合わせて広く紹介し、より多くのお客さまに何度も来園していただ

き、当公園の春を満喫してもらう。 

 

２．開催期間 

３月下旬～５月下旬 

 

３．開催場所 

みんなの原っぱ東花畑・西花畑、こどもの森花畑、渓流広場、花の丘等 

 

４．実施内容 

過年度実績同等以上 

 

５．広報 

・記者クラブ投げ込み 

・マスコミ各社にリリース 

・ポスター、チラシ 

・みどりの文化ゾーン他４箇所に横断幕 

・西立川駐車場常設看板 

・ホームページに掲載 
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【大型主催イベントについて（案）②】 

 

コスモスまつり 

 

１．趣旨 

コスモス花畑の見頃期間に合わせて、コスモスや秋にちなんだイベントを開催することにより、公

園のコスモス風景をより一層楽しめる空間にして秋季の利用促進を図る。 

 

２．開催期間 

みんなの原っぱ東花畑・西花畑、花の丘（コスモスの丘）のコスモスの見頃期間 

 

３．開催場所 

みんなの原っぱ東花畑・西花畑、花の丘（コスモスの丘） 

 

４．実施内容 

過年度実績同等以上 

 

５．広報 

・記者クラブ投げ込み 

・マスコミ各社にリリース 

・ポスター、チラシ 

・みどりの文化ゾーン他４箇所に横断幕 

・西立川駐車場常設看板 

・ホームページに掲載 
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【大型主催イベントについて（案）③】 

 

紅葉まつり 

 

１．趣旨 

イチョウ並木、モミジ類の紅葉（黄葉）の見頃期間に合わせて、「都心より一足早い紅葉」とし

て晩秋の利用促進を図る。 

 

２．開催期間 

イチョウ並木、カエデの紅葉（黄葉）の見頃の時期 ２週間程度 

 

３．開催場所 

・カナールイチョウ並木 

・かたらいのイチョウ並木 

・日本庭園 

 

４．実施内容 

過年度実績同等以上 

 

５．広報 

・記者クラブ投げ込み 

・マスコミ各社にリリース 

・ポスター、チラシ 

・みどりの文化ゾーン他４箇所に横断幕 

・西立川駐車場常設看板 

・ホームページに掲載 
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【大型主催イベントについて（案）④】 

 

ウィンタービスタイルミネーション 

 

１．趣旨 

冬季における利用促進及び地域における冬の風物詩としてイルミネーションを行う。 

 

２．開催期間 

１２月初旬～クリスマス頃 

点灯時間：１７：００～２１：００ 

 

３．開催場所 

立川口～大噴水～ふれあい広場まで 

 

４．実施内容 

過年度実績同等以上 

 

５．警備 

（１）警備員配置 

・安全管理上必要な警備員を配置する 

（２）スタッフ配置 

・安全管理上必要なスタッフを配置する 

 

６．広報 

・記者クラブ投げ込み 

・マスコミ各社にリリース 

・みどりの文化ゾーン他４箇所に横断幕 

・西立川駐車場常設看板 

・ポスター、チラシ 

・ホームページに掲載 
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【共催イベントスケジュール①】 

 

 

立川まつり国営昭和記念公園花火大会 

 

 

５月中旬～ 実行委員会開催に向けての事前調整 

 立川観光協会、国事務所等との前年度結果を踏まえた改善事項調整 

 

６月中旬 実行委員会開催 

   

   

６月中旬 許可申請書・共催名義使用申請書の提出 

 申請書内容のチェック及び修正指示等の事前調整 

 

７月中旬 大会前実行委員会及び関係官公庁合同連絡会議開催 

 

 

７月下旬 花火大会本番 

 

 

８月下旬 花火大会反省会開催 

 

 

※ その他、状況に応じて実行委員会、警察等の現地踏査への対応、事務局レベルでの打合せを実施 
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【共催イベントスケジュール②】 

 

 

秋の楽市 

 

 

前年 11 月下旬 反省会後、次回秋の開催に向けての日程調整 

    

 8 月中旬 現地確認 

 申請内容のチェック及び修正指示等の事前調整 

 

 10 月上旬 許可申請書・共催名義使用申請書の提出 

    

 10 月中旬 現地確認および最終調整 

 車両入園許可申請書の提出 

 

 10 月下旬 「秋の楽市」実施 
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■箱根駅伝開催スケジュール 

 

 

前年 10 月中旬  箱根駅伝予選会 開催 

 

前年 12 月中旬  本部関係者・予選会の反省ミーティング 

 

 １月上旬  箱根駅伝本大会 開催 

 

 ３月下旬  審判関係者・走路の現場確認 

 

 ４月上旬  審判関係者・走路の現場確認 

 

 ４月下旬  審判関係者・走路の現場確認 

 

 ８月上旬  本部関係者・22 年度予選会の打ち合わせ 

 

 ８月上旬  本部関係者・走路の計測 

 

 ８月下旬  本部関係者・走路の計測 

 

 ８月下旬  本部関係者・報道関係者・現地ロケハン 

 

 ９月上旬  本部関係者・申請書類の提出と打ち合わせ 

 

 ９月中旬  試走会 

 

 ９月中旬  報道関係者・園内撮影場所の打ち合わせ 

 

 10 月上旬  試走会 

 

 10 月中旬  本部関係者・打ち合わせ 

 

 10 月中旬  本部関係者・最終書類提出 

 

 10 月中旬  現場事前準備開始 

 

 10 月中旬  会場・コース設営 

 

 10 月中旬  予選会開催 
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別添２４

 

広報について 

 

■マスコミ等への情報提供 

季節の花情報やイベント情報等を記者クラブ投げ込みやマスコミ各社にリリースを行うこと。 

 

■ポスター、チラシ等の作成 

大型主催イベント（フラワーフェスティバル、ウィンタービスタイルミネーション等）の開催に

併せて、ポスターやチラシを作成・配布を行うこと。 

 

■ホームページでの情報発信 

花見頃等の園内の最新情報やイベント情報のホームページやメールマガジンへの掲載を行うな

ど、適宜更新を行いタイムリーな情報発信を行うこと。 

 

■看板、横断幕等の設置 

大型主催イベントの開催に併せて、駐車場への看板設置やみどりの文化ゾーン等での横断幕の設

置等、イベント開催を公園利用者にアピールすること。 

 

■周辺地域への広告 

立川駅構内への広告等、誘客圏を考慮した効果的な広報を行うこと。 
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別添２５

行催事実施計画書例 

平成○○年度 ○○イベント 

実施計画書(案) 

※表記例としてフラワーフェスティバルを参考 

１．目的及び概要 

○○イベントは、公園内で咲く春の花々を広く紹介し、より多くのお客様に何度もご来園していた

だき、当公園の春を満喫していただくことを目的とする。 

来園目的である｢花｣を 3 月下旬から 5 月下旬に渡り、園内で次々とリレーのように花を咲かせ、フ

ラワーガイドや花を楽しみながら巡るウォーキングイベント等を実施するとともに、約 2 ヶ月間に渡

って見ごろの花の情報をリアルタイムに広報して、リピーターを含めた利用促進を図る。 

 

２．開催日時 

平成○○年○月○日(土)～○月○日(日)   ○○日間 

 

３．実施場所 

みんなの原っぱ花畑(東・西)、子どもの森花畑、渓流広場チューリップ花畑、ポピーの丘(コスモス

の丘)、花みどり文化センター 

 

４．主催者等 

①主催：公園事務所、管理センター 

②協力：立川○○、○○実行委員会、○○ボランティア等 

 

５．料金 

無料（入園料別途） 

 

６．目標入園者数 

○○○○人 (参考として前年度の実績を記載する) 

 

7．実施内容 

１）○○風景計画 

フラワーフェスティバルのような開催期間が長いイベントについては、下表のようなスケジュール

を記述し、実施する場所を記した図面を添付する。 

 花の種類 数量 ○月 ○月 ○月 実施場所など 

１ ○○○ ○○○本    ○○○、○○ 

２ ○○○ ○○○本    ○○○、○○ 

３ ○○○ ○○○本    ○○ 

４ ○○○ ○○○本    ○○○、○○ 

５ ○○○ ○○○本    ○○○ 
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イベント場所位置図(参考)  

３．イベントの計画 

①常設イベント 

【○○スタンプラリー】 

・日  時：期間中毎日 

・実施場所：園内特設会場 

・参加費：無料(入園料別) 

・定員：なし 

・概要：チェックポイントでスタンプを押しながら園内の見どころを巡りウォーキングを楽しんで

もらう。 

 

②期間中単発イベント 

【○○音楽会】 

・日  時：○月○日(土)～○日(水)祝日 12：00～13：00 14：00～15：00 ※雨天中止  

・実施場所：○○○、○○○ 

・参 加 費：無料(入園料別) 

・参加方法：自由観覧 

・参 加 費：無料(入園料別)  

・概  要：園内数ヶ所にて小さな音楽会を実施する。 

2. みんなの原っぱ東花畑：ハナナ

4. みんなの原っぱ西花畑：アグロステンマ

7. こどもの森：チューリップ等球根植物

花みどり文化センター：展示イベント等

3. 渓流広場上流：ムラサキハナナ

1. サクラの園

3. 渓流広場：チューリップ等球根類

6. バーベキューガーデン：アリウム、ラークスパー、

　　　　　　　　　　　　　　　 ヤグルマギク等

5. ポピーの丘 ( 斜面地 )：シャーレーポピー

5. ポピーの丘 ( 砂川側）：シャーレーポピー
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③ガイドプログラム 

【○○ガイドツアー】 

・日時：○月○日(日) 、○月○日(日)） 10：30～11：00、13：30～14：00 

・実施場所：○○○広場・参 加 費：無料(入園料別) 

・参加方法：当日受付 

・定  員：各回○○名まで 

・概  要：職員による○○○の解説ガイドツアーを行う。 

 

【花みどり文化センター展示イベント】 

・日  時：○月○日(土)～○日(水)祝日)   

・実施場所：花みどり文化センターギャラリー1～5 

・参 加 費：無料(入園料別) 

・参加方法：自由閲覧 

・概  要：○○○イベントにちなんだ展示イベントを行う。 

・展示内容：＜○○写真展 春編＞（ギャラリー1） 

＜○○塗り絵葉書を楽しもう＞（ギャラリー３） 

・展示場所：位置図を添付する 

○○○写真展 春編

ギャラリー3：○○塗り絵

葉書を楽しもう 
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④その他期間中のイベント 

【○○教室】 

・日  時：○月○日(土) 、○月○日()） 10：30～、12：30～、13：30～、各 1 時間を予定 

・実施場所：○○○工房 

・参 加 費：○○○円（入園料別） 

・参加方法：当日受付 

・定  員：各回先着 10 名まで 

・参加対象：小学生から中学生の子ども 

・概  要：指導員が工具の使い方や使用する材料について解説した後、○○○をつくる。 

 

４．広報計画 

１）自家媒体 

・各ゲート及び園内各所へポスター、バナー掲示、チラシ配布 

・文化ゾーン 4 箇所及び砂川口に横断幕の設置 

・西立川口駐車場の常設看板使用 

・ＨＰトップにバナーを掲示し、専用ページを設ける 

・周辺自治体と近隣商業施設でのポスター掲示、チラシ配布 

２）マスコミ媒体 

・立川市政記者クラブの情報リリース 

・マスコミ各社（外国人記者クラブを含む）に対して情報リリース 
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実施日 自 平成○○年○月○日 

至  平成○○年○月○日 

 

○○○イベント 予算書 

収入の部 支出の部 

区分 費用 金額 件名 内訳 金額 

維持管理 
広報宣伝行

催事費 
 会場設営費 看板制作、設

営、撤去  

 広報費  雑費 諸材料  

自主事業 協賛金  印刷費 チラシ印刷  

   印刷費 
塗り絵葉書

印刷 
 

      

      

      

      

      

      

      

合計  合計  
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別添２６

 

ホームページウェブアクセシビリティ 

 

 

契約期間中の各種公園情報について、グラフィックコントロールマニュアル及び日本工業規格「JIS X 

8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第 3部：

ウェブコンテンツ」（2004 年 6月 20 日制定、2010 年 8月 20 日改正）に基づいて、ホームページの作成・

公開を行うこと。また、だれでも利用しやすくするよう、適宜改善すること。 
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別添２７

 

グラフィックコントロールマニュアル（抄） 

 

※マニュアル本体は閲覧資料とする 
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 別添２８

英語表記一覧 

 

１．公園全体 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ 国営昭和記念公園（正式） Showa Commemorative National Government Park 

２ 国営昭和記念公園（愛称） Showa Kinen Park 

３ 
国土交通省関東地方整備局国営

昭和記念公園事務所 

Ministry of Land, Infrastructure and Transport, 

Kanto Regional Development Bureau, Showakinen 

４ 昭和管理センター Showa Administration Center 

５ みどりの文化ゾーン Green Cultural Zone 

６ 展示施設ゾーン Exhibition Zone 

７ 水のゾーン Water Zone 

８ 広場ゾーン Field Zone 

９ 森のゾーン Forest Zone 

10 立川口 Tachikawa Gate 

11 西立川口 Nishi Tashikawa Gate 

12 昭島口 Akishima Gate 

13 玉川上水口 Tamagawa Josui Gate 

14 砂川口 Sunagawa Gate 

15 立川口サイクルゲート Tachikawa Bicycle Gate 

16 西立川口サイクルゲート Nishi Tachikawa Bicycle Gate 

 

２．みどりの文化ゾーン 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ 公園事務所 Park Administration Office 

２ 事務所入口 Office Entrance 

３ あけぼの口 Akebono Entrance 

４ 記念館口 Memorial Museum Entrance 

５ 花みどり文化センター Hanamidori Cultural Center 

６ 昭和天皇記念館 The Emperor Showa Memorial Museum 

７ みどり橋 Midori Bridge 

 

３．展示施設ゾーン 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ 立川口広場 Tachikawa Gate Plaza 

２ であいの広場 Deai Plaza（Rendezvous Plaza） 

３ 立川口駐車場 Tachikawa Gate Car Park 

４ 立川口サイクルセンター Tachikawa Gate Bicycle Rental 
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５ 一輪車コーナー Unicycle Corner 

６ かたらいの道 Katarai Promenade 

７ カナール Canal 

８ 立川口モール Tachikawa Gate Mall 

９ ふれあい広場 Fureai Field（Friendship Field） 

10 ふれあい広場レストラン Fureai Restaurant（Friendship Restaurant） 

11 ふれあい橋 Fureai Bridge（Friendship Bridge） 

 

４． 水のゾーン 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ 西立川口サイクルセンター Nishi Tachikawa Gate Bicycle Rental 

２ 西立川口駐車場 Nishi Tachikawa Gate Car Park 

３ 西立川口広場 Nishi Tachikawa Gate Plaza 

４ さざなみ広場 Sazanami Plaza（Ripples Plaza） 

５ 花木園 Flowering Tree Garden 

６ 花木園 北 Flowering Tree Garden‐North 

７ 花木園 南 Flowering Tree Garden‐South 

８ 花木園展示棟 Flowering Tree Garden Exhibition House 

９ 花木園売店 Flowering Tree Garden Shop 

10 ハーブ園 Herb Garden 

11 水鳥の池 Waterfowl Lake 

12 西立川口自転車専用ゲート Nishi Tachikawa Gate Bicycle Entrance 

13 バードサンクチュアリー Bard Sancyuary 

14 観察舎 Hide 

15 レイクサイドレストラン Lakeside Restaurant 

16 レインボープール Rainbow Pool 

17 水あそび広場 Water Play land 

18 さくら橋 Sakura Bridge（Cherry Bridge） 

19 もみじ橋 Momiji Bridge（Maple Bridge） 

20 いちょう橋 Icho Bridge（Gingko Bridge） 

21 あかね橋 Akane Bridge（Madder Bridge） 

22 むらさき橋 Murasaki Bridge（Gromwell Bridge） 

23 さつき橋 Satsuki Bridge（Azalea Bridge） 

24 うのはな橋 Unohana Bridge（Deutzia Bridge） 

25 やまぶき橋 Yamabuki Bridge（Kerria Bridge） 

26 昭島口広場 Akishima Gate Plaza 

27 みずたま広場 Mizutama Plaza（Polka Dots Plaza） 
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５．広場ゾーン 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ ワンパク広場（ワンパク遊具） Children’s Playground 

２ 中央売店 Center Shop 

３ 南売店 South Shop 

４ 北売店 North Shop 

５ 大ケヤキ Giant Keyaki 

６ みんなの原っぱ Open Field 

７ みんなの原っぱ 中央 Open Field‐Center 

８ みんなの原っぱ 北 Open Field‐North 

９ みんなの原っぱ 南 Open Field‐South 

10 みんなの原っぱ 東西 Open Field‐Southwest 

11 みんなの原っぱ 東 Open Field‐East 

12 みんなの原っぱ 南東 Open Field‐Southeast 

13 渓流広場 Serpentine Area 

14 渓流広場 南 Serpentine Area‐South 

15 渓流広場 北 Serpentine Area‐North 

16 渓流広場レストラン Serpentine Area Restaurant 

17 花畑 Flower Garden 

18 桜の園 Cherry Blossom Garden 

19 トンボの湿地 Dragonfly Marsh 

20 パターゴルフコース Mini‐Golf Court 

21 ディスクゴルフコース Disk‐Golf Court 

22 うんどう広場 Sports Area 

23 バーベキューガーデン Barbecue Garden 

24 ニュースポーツ広場 Sports for All 

25 ローンボウルズ Lawn Bowls 

26 クロッケー Croquet 

27 ホースシューズ（馬蹄投げ） Horseshoe Tossing 

28 ペタンク Petanque 

29 林間広場 Woodland 

30 緑のリサイクルセンター Greenery Recycling Center 
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６．森のゾーン 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ 日本庭園 Japanese Garden 

２ こどもの森 Children’s Forest 

３ こどもの森 入口 Children’s Forest Entrance 

４ こどもの森 北西 Children's Forest‐Northwest 

５ こどもの森 西 Children’s Forest‐West 

６ こどもの森 北 Children’s Forest‐North 

７ こどもの森 東 Children’s Forest‐East 

８ 森の家 Forest House 

９ 木工房 Woodworking Center 

10 虹のハンモック Rainbow Hammocks 

11 霧の森 Misty Forest 

12 雲の海（フワフワドーム） Bouncing Dome 

13 太陽のピラミッド Sun Pyramid 

14 ドラゴンの砂山 Dragon Dunes 

15 ワクワク広場 Waku Waku Plaza（Fun Plaza） 

16 こもれびの丘 Komorebi Hill（Glade Hill） 

17 こもれびの里 Komorebi Village（Glade Village） 

18 こもれびの池 Komorebi Pond（Glade Pond） 

19 砂川口広場 Sunagawa Gate Plaza 

20 こもれび広場 Komorebi Plaza（Glade Plaza） 

21 砂川口駐車場 Sunagawa Gate Car Park 

22 こもれびの丘展望台 Komorebi Observatory（Glade Observatory） 

23 砂川口サイクルセンター Sunakawa Gate Bicycle Rental 

24 ひびき橋 Hibiki Bridge（Echo Bridge） 

25 歓楓亭 “Kanfuutei” Tea Ceremony House 

26 清池軒 “Seichiken” Pavilion 

27 涼暮亭 “Ryobotei” Pavilion 

28 盆栽苑 The National Museum of Bonsai 

29 昌陽 “Shoyo” Pavilion 

30 集会棟 Meeting House 

31 休憩棟 Rest House 

32 滝見四阿 Waterfall Viewing Folly 

33 四阿 Azumaya Rest House 

34 芝生広場 Lawn Square 

35 広間 Large Tea Room 

36 次の間 Anteroom 

37 控えの間 Waiting Room 
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38 小間 Small Tea Room 

39 立礼席 Chair‐style Tea Ceremony Area 

40 池 Lake 

41 木橋 Wooden Bridge 

42 池泉回遊式 Nature Stroll 

43 地底の泉 Spring in the Valley 

44 石の谷 Stone Valley 

 
７．全体共通項目 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ 全体案内図 Park Plan 

２ サイクリングコース全体案内図 Cycling Course Guide Map 

３ 自動車入口 Car Entrance 

４ 歩行者 Pedestrian 

５ 自転車 Bicycle 

６ 自転車出口 Bicycle Exit 

７ 自転車入口 Bicycle Entrance 

８ 自転車・一輪車貸出所 Bicycle & Unicycle Rental 

９ 自転車貸出所 Bicycle Rental 

10 お手洗い Toilet 

11 休憩所 Rest Space 

12 パークトレイン乗り場 Park Train Station 

13 駐輪場 Bicycle Parking 

14 あずまや（休憩所） Rest House / Folly 

15 管理棟 Administration Office / Control Office 

16 サイクリングロード Cycling Road 

17 スポーツ用品貸出所 Sports Gear Rental 

18 料金所（入園券） Ticket Gate 

19 料金所（駐車券） Parking Ticket 

20 売店 Shop 

21 第 1 サークル～第 4 サークル No.1 Roundabout‐No.4 Roundabout 
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８．周辺環境項目 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ 立川警察署 Tachikawa Police Station 

２ 国立病院東京災害医療センター National Hospital, Tokyo Disaster Medical Center 

３ 陸上自衛隊立川駐屯地 Ground Self‐Defense Force Tachikawa Post 

４ 中央南北線 Chuo Nanboku Road 

５ 国営公園南線 Showa Kinen Park South Road 

６ JR 立川駅 JR Tachikawa Station 

７ 残堀川 Zabbori River 

８ JR 青梅線 JR Ome Line 

９ 西立川駅 JR Nishi Tachikawa Station 

10 JR 東中上駅 JR Higashi Nakagawa Station 

 
９．植物項目 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ 梅林 Plum Tree Orchard 

２ 桜並木 Cherry Blossom Avenue 

３ 桃畑 Peach Tree Farm 

４ ボタン畑 Tree Peony Garden 

５ シャクヤク畑 Peony Garden 

６ スイセン畑 Narcissus Farm（Narcissus Field） 

７ 藤棚 Wisteria Trellis 

８ ハナショウブ苑 Iris Garden 

９ ポピー畑 Poppy Farm 

10 コスモス畑 Cosmos Farm 

11 野草の小道 Wild Grasses Trail 

12 ラベンダー畑 Lavender Field 

13 イチョウ並木 Gingko Tree Avenue 

14 竹林 Bamboo Grove 

15 菖蒲園 Japanese Iris Garden 

16 ソバ畑 Soba（Buckwheat）Farm 

17 キリ林 Paulownia Woods 

18 栗林 Chestnut Woods 

19 菜の花畑 Rape Flower Farm 

20 紅花畑 Safflower Farm 

21 レンゲ畑 Chinese Milk Vetch Farm 

22 ツバキの道 Camellia Lane 

 
 

別添　114



 

１０．ピクトの説明 

ｺｰﾄﾞ 日本語名称 英語訳表記 

１ サイクリングロード Cycling Road 

２ 園路 Path 

３ 緑地 Green Field 

４ ベビーキープ Baby Keep 

５ ベビーベッド Baby Bed 

６ トイレ Toilets 

７ 障害者トイレ Toilets for the Handicapped 

８ 救護室 First‐aid Station 

９ 公衆電話 Public Phone 

10 レストラン Restaurant 

11 売店 Shop 

12 ボート乗り場 Boat House 

13 駐車場 Car Park 

14 サイクリングセンター Bicycle Rental 

15 パークトレイン乗り場 Park Train Station 

16 パターゴルフ Mini‐golf Course 

17 レインボープール Rainbow Pool 
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別添２９

マスコミ取材報告様式 

 

■取材用様式 

マスコミ取材等報告書　（業務名：○○○運営維持管理業務）

報道機関名

連絡先
氏名 役職 氏名

再度取材

の有無
報道予定

局内関係者への

連絡状況

問合せ

日　時

（方法）

対応者

問　い　合　わ　せ　内   容

相手
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■様式記入例 

マスコミ取材等報告書　（業務名：○○○運営維持管理業務）

報道機関名

連絡先
氏名 役職 氏名

H21 . ○. △

13: 30～

14 : 00

（電話）

○○新聞△△支局

（03-XXXX-XXXX）
○○ ○○課長 ○○

有り

H21.○.◎

（14:00～）

有り

H21.△.○

18:00～

ニュース○○内

連絡済み

○△△課　　　　　○

○△△係長

（これから連絡、予

定無し、未定等）

再度取材

の有無
報道予定

局内関係者への

連絡状況

問合せ

日　時

（方法）

○○について

○

○応答内容を記載
○○相手方）

○○当　 方）

対応者

問　い　合　わ　せ　内   容

相手
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別添３０

 

花みどり文化センター運営関連 

１．利用相談・受付窓口 

受付担当：｢花みどり文化センター｣係 

受付窓口：花みどり文化センター受付カウンター 

 

２．受付時間 

３月１日～１０月３１日 ９：３０～１６：３０ 

１１月１日～２月末日   ９：３０～１６：００ 

※但し、休館日（12 月 31 日、1 月 1 日、2月第 4月曜日とその翌日）は除く 

 

３．利用申請から利用までの流れ 

 

４．利用申請期間 

申請の初日が公園の休日に当たる場合は、その直後の開園日を当該期間の初日とすること。 

施設の利用は、原則的に申請順とすること。 

 

利用内容 利用申請期間 

ア．国際的または全国的な行催事等 ア．利用開始日の属する月の 24 ヶ月前の初日から

10 ヶ月前の末日まで 

イ．｢花みどり文化センター｣と「ゆめひろば」

を一体的に利用するもの 

又は「花みどり文化センター」のギャラリーも

しくは｢ゆめひろば｣を1/2以上使用する大規模

な行催事等 

イ．利用開始日の属する月の 12 ヶ月前の 1日から

3 ヶ月前の末日まで 

ウ．上記以外 ウ．利用開始日の属する月の 5 ヶ月前の日から使

用開始の 14 日前まで 

 

５．利用期間及び時間 

利用期間：１月２日から１２月３０日(２月の第４月曜日その翌日は除く)  

利用時間：３月１日～１０月３１日 ９時３０分～１６時００分 

１１月１日～２月末日まで ９時３０分～１６時００分 

※利用期間及び時間は、入退園、準備、後片付けに要する日時を含むこと。 

※公園の主催・共催する展示会及びイベント、講座等が開催される日は利用できないとすること。 

利用相談 

内容確認 

申請書の

提出 

許可証 

発行・送付 

利用料納付

行催事開催 

終了 

原状回復 
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６．連続利用期間など 

同一団・利用者が連続して利用できる機関は、準備、後片付けに要する期間を含めること。 

花みどり文化センター：１４日以内 

ゆめひろば：１０日以内 

 

７．利用の手続き方法 

１）利用の相談・内容確認 

開園時間内に来館または電話にて対応すること。 

２）申請書所の提出・仮受付 

・利用申請に必要な書類 

花みどり文化センター：許可申請書、行事企画書 等 

ゆめひろば：許可申請書、占用許可申請書、行事企画書 等 

・担当係が受理した時点で仮受付とすること。 

３）本受付 

・電話連絡及び「許可証」の送付をもって、本受付とすること。 

４）行催事等の開催 

・行催事等の準備及び開催にあたっては、許可証を期間中必ず携帯するように義務付けけること。 

５）行催事等の終了 

・行催事等の後片付けが終了したら、利用者と利用エリアの確認を行うこと。 

 

８．利用料の納付 

花みどり文化センター：原則として利用日（連続使用の場合は初日）に現金で納付してもらうこと。 

ゆめひろば     ：納入告知書を送付し、指定金額を振り込んでもらうこと。 

光熱水費      ：利用者に負担してもらう場合は、立会いの上メーターを確認すること。 

請求書を送付し、指定金額を振り込んでもらうこと。 

 

９．許可基準 

本施設は、みどりの文化ゾーンの基本テーマ及び地域振興の観点から、以下の行催事等に利用するこ

と。 

 

10．禁止行為 

本施設は、安全で快適な公園利用を確保するため、次の行為を禁止すること。 

・公園を損傷し、又は汚損すること。 

・植物を採取すること。 

・指定場所以外の場所でガスコンロ、石油コンロ、並びに花火等の火気を使用する行為。 

・立入禁止区域内に立ち入ること。 

○｢緑の文化｣に関連した行催事 

○地域振興に資する行催事等で国、地方公共団体、公益法人等が主催、共催、又は後援するもの。

○国営昭和記念公園の利用増進に資するもの 
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・指定場所以外に立ち入ること。 

・灰皿のある場所以外での喫煙。 

・自転車の利用に関し次にあげる行為。 

－みどりの文化ゾーン自転車進入区域（みどり橋含む） への乗り入れ。但し、許可車は除く。 

－定められた駐輪場以外の区域の自転車放置。 

－過度なスピード走行。 

－無理な追い越し 

・他の利用者の快適性を明らかに損なう音響の発生。 

・他の利用者の安全または公園施設の正常な利用に支障を及ぼす行為。 

・はり紙、はり札その他の広告物を表示すること(本施設の利用に係る行催事等のポスター等を除く)。 

 

11．持ち込み禁止物件等 

本施設は、安全で快適な公園利用を確保するため、次の物件の持込を禁止、又は制限を行うこと。 

１）公園内へ持込を禁止する物件 

・銃及び刀剣類(モデルガン、木刀、市内を含む) 

・ブーメラン、弓矢、パチンコ、ラジコン飛行機等 

・捕鳥網、植物採集道具、釣り道具類 

・木製・金属性バット、硬球、スケートボード 

・凧、カイト類 

・爆発性、引火性の高い花火、火薬、大量のガス、油脂類及び火を使用する器具類(定まられた場

所で使用する家庭用のガス器具類、イベントを除く) 

・その他公園利用の妨げとなるおそれが生じるもの。 

２）指定場所における使用等の条件付で持ち込める物件 

・球技用ネット 

・一輪車、ローラースケート、インラインスケート、キックボード 

・野球用用具類(硬球を除く)、ゴルフ用類（パターゴルフで使用するもの） 

・テント(個人利用)、タープ、パラソル、デッキチェアー 

・その他、場所の特定が必要と思われるもの 
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花みどり文化センター位置図

花みどり 文化センタ ー

ゆめひろ ば
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 別添３１

 

提供物品（花みどり文化センター展示物） 

 

■花みどり文化センター展示物 

No. 名称 数量 

1 報告書 5 部 

2 グリーンブック 50 冊 

3 バナー（W1200×L4300） 6 枚 

4 バナー（W1200×L2500） 3 枚 

5 標本名板（標本種類は別表） 55 点 

6 写真 1 式 

7 映像「全国『みどりの愛護』のつどい」「皇室の方々と国営昭和記念公園」 1 点 

8 映像「昭和天皇と緑の交流」 1 点 

9 公園模型（1.6m×1.6m） 1 点 
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■標本種類（1/2） 

№ 学名 和名 科名 

1 Camellia sinensis (L.) Kuntze チャノキ ツバキ 

2 Wisteria brachybotrys Sieb. & Zucc ヤマフジ マメ 

3 Wisteria floribunda DC. フジ マメ 

4 Eurya japonica Thunb. ヒサカキ ツバキ 

5 Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum A. Gray アメリカアリタソウ アカザ 

6 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. nipononivea (Koidz.) W.T.Wangカラムシ イラクサ 

7 Cerasus jamasakura (Siebold ex Koidz.) H.Ohba ヤマザクラ バラ 

8 Symplocos sawafutagi Nagam. サワフタギ ハイノキ 

9 Styrax japonica Sieb. et Zucc エゴノキ エゴノキ 

10 Chamaecrista nomame (Siebold) H.Ohashi カワラケツメイ マメ 

11 Cerasus jamasakura (Siebold ex Koidz.) H.Ohba ヤマザクラ バラ 

12 Kerria japonica DC. ヤマブキ バラ 

13 Photinia glabra (Thunb.) Maxim. カナメモチ バラ 

14 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach クサボケ バラ 

15 Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino カラスノゴマ シナノキ 

16 Pittosporum tobira (Thunb. ex Murray) Aiton トベラ トベラ 

17 
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb. ex 
Murray) Ohashi 

シャリンバイ バラ 

18 Rhododendron kaempferi Planch.  ヤマツツジ ツツジ 

19 Styrax japonica Sieb. et Zucc. エゴノキ エゴノキ 

20 Mahonia japonica DC. ヒイラギナンテン メギ 

21 Berberis thunbergii DC. メギ メギ 

22 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. f. normalis (E.H.Wilson) 
H.Hara 

ガクアジサイ ユキノシタ

23 Deutzia crenata Sieb. et Zucc. ウツギ ユキノシタ

24 Corylopsis pauciflora Siebold et Zucc. ヒュウガミズキ マンサク 

25 Hydrangea paniculata Sieb. ノリウツギ ユキノシタ

26 Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. サワラ ヒノキ 

27 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don ’Araucarioides’ エンコウスギ スギ 

28 Cyperus iria L. コゴメガヤツリ 
カヤツリグ
サ 

29 Miscanthus sinensis Anderss. ススキ イネ 

30 Sophora japonica L. エンジュ マメ 

31 Weigela decora Nakai ニシキウツギ スイカズラ

32 Phryma Leptostachya Linnseus var. asiatica Hara ハエドクソウ 
ハエドクソ
ウ 

33 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz ゴンズイ 
ミツバウツ
ギ 

34 Artemisia japonica Thunb. オトコヨモギ キク 

35 Cerasus jamasakura (Siebold ex Koidz.) H.Ohba ヤマザクラ バラ 

36 Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. オギ イネ 

37 Commelina communis  L. ツユクサ ツユクサ 

38 Juncus decipiens (Buchenau) Nakai イ イグサ 

39 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz ゴンズイ 
ミツバウツ
ギ 

40 Rhododendron indicum (L.) Sweet サツキ ツツジ 

41 Vicia cracca L. クサフジ マメ 

42 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch コムラサキ クマツヅラ

43 Clerodendron trichotomum Thunb. クサギ クマツヅラ

別添　123



 

■標本種類（2/2） 

№ 学名 和名 科名 

44 Callicarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ クマツヅラ

45 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ ヒルガオ 

46 
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. var. serrata f. rosalba (Van 
Houtte) E.H.Wilson 

ベニガク ユキノシタ

47 Rhododendron x pulchrum Sweet ’Speciosum’ オオムラサキ ツツジ 

48 Rhododendron x pulchrum Sweet ’Speciosum’ オオムラサキ ツツジ 

49 Rhododendron x obtusum (Lindl.) Planch. cv. Calyciflorum ヤエゲラ ツツジ 

50 Rhododendron x mucronatum (Blume) G.Don リュウキュウツツジ ツツジ 

51 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ex G.Don アセビ ツツジ 

52 Rhododendron molle (Blume) G.Don subsp. japonicum (A.Gray) K.Kronレンゲツツジ ツツジ 

53 Calamagrostis brachytricha Steud. ノガリヤス イネ 

54 Eragrostis ferruginea (Thunb.) P.Beauv. カゼクサ イネ 

55 Shibataea kumasasa (Zoll. ex Steud.) Nakai オカメザサ イネ 

56 Osmanthus fragrans Lour. var. aurantiacus Makino  キンモクセイ モクセイ 

57 Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino カラスノゴマ シナノキ 

 

 

別添　124



 

 

別添３２

 

映像展示システム管理マニュアル（抄） 

 

 

 

※マニュアル本体は閲覧資料である 
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検索

休園日・無料入園日に関するお知らせ 

 

 

 

 

別添　130

 ペット対応

別紙３３

ペットを連れての入園、ドッグランの利用に関する利用規則等は以下のとおり。
（国営昭和記念公園ＨＰより抜粋）



 

 

 

 

 

場内でのワンちゃんに関するトラブルについては、飼い主さんの自己管理責任とし、当事者同士で解決をおねがいし

ます。

 

咬み付きや跳びつき等、他のワンちゃん、飼い主さんなどに危害をあたえるおそれのあるワンちゃんの利用はご遠慮く

ださい。（ドッグランの利用に慣れていないワンちゃんは「ビギナーズエリア」をご利用ください。）

 

フライングディスクは、周囲の他の利用者や、公園外に飛んで歩行者や車などにぶつかる可能性がありますので使用

出来ません。

 

ワンちゃんにケガをさせない様、ピンヒールでのご入場はご遠慮ください。 

お連れのワンちゃんをコントロールできない可能性がございますので、小学生以下のお子様のみでのご利用はできま

せん。また、小さなお子様連れでご利用の飼い主さんは、お子様から目を離さないで下さい。

 

エリア内でベビーカー(ワンちゃん用カートを含む)は、ワンちゃんとの衝突の可能性があり、危険ですので使用できま

せん。

 

ドッグランの利用規則に反しスタッフの指示をお聞きいただけない場合、ご退園していただくことがございます。 

各エリア内では飼い主さん、ワンちゃん共に水以外の飲食は禁止です。 

おやつなどを与えないで下さい。 

ワンちゃんのウンチは拾ってお持ち帰り下さい。また、おしっこはエリア内のトイレマーカーを御利用下さい。臭気発生

の原因ともなりますので園路や休憩所付近での排泄は特に御注意下さい。

 

ゴミはお持ち帰り下さい。 
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入場の際には｢ペット同伴誓約書｣のご記入・ご提出と狂犬病予防接種済鑑札・混合ワクチン(三種以上)予防接種証明

書の呈示、または｢愛犬登録カード｣を御呈示下さい。

 

ドッグラン内でもエリア外(二重扉の外)ではリードを使用してください。フリーリードの場合には長さ2メートル以上は伸

ばさないで下さい。

 

飼い主さんは、ワンちゃんをおいてエリア外に出ないで下さい。 

発情中(出血中および出血終了後2週間以内)のワンちゃんは利用できません。 

エリア分けの規則をお守り下さい。 

エリアの二重扉はその都度完全に閉めてください。 

一部のお客様によるエリアの独占的な利用は禁止です。 
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ページトップへ△

 

 

 

｜展示施設ゾーン トップ｜

ご意見 リンク集 このサイトについて プライバシーポリシー

Copyright (C) 1999-2010 Showa Kinen Park
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 別添３４

 

こどもの森について 

 

【定期点検遊具覧表】 
こどもの森 

No. 遊具名 日常点検 定期点検 精密点検 臨時点検 

1 雲の海（ふわふわどーむ） 毎日 年 1回 定期点検時実施 適宜 

2 虹のハンモック 毎日 年 1回 定期点検時実施 適宜 

3 空のすべり台 毎日 年 1回 定期点検時実施 適宜 

4 風のすべり台 毎日 年 1回 定期点検時実施 適宜 

5 プレイディアム（森のとりで） 毎日 年 1回 定期点検時実施 適宜 

6 ドラゴンの砂山 毎日 年 1回 定期点検時実施 適宜 
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【遊具日常点検表】 

日常点検は、管理者が目視診断・触手診断・聴音診断などにより、遊具に異常・劣化な 

「遊具の安全関する規準ＪＰＦＡ－Ｓ：2008」(2008 年 8 月 (社)日本公園施設業協会)による定期

点検表を参考とし、できる限り定型化し、効率化と客観性をもたせた日常点検表を作成する。 
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うんどう広場について 
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

 

 

うんどう広場について（案） 
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

1. うんどう広場について  

1.1 「うんどう広場」を含むスポーツエリアの概要  

1.1.1 スポーツエリアの施設  

【予約が必要な施設】  

往復ハガキによる申込み・抽選制。 

抽選を終えて空いている日があれば、電話申込み・先着順で受け付け。 

・ うんどう広場：102m×65m  

・ フットサルコート：38m×18m 2 面 ※国際試合基準値を採用、フットサルに適した砂ゴム

入り人工芝を使用 

【予約の必要がない施設】  

・ 3on3 コート：14m×12m ゴール高さ 3.05m 3 面 

・ ニュースポーツコート 

 ペタンク：3 コース×3面 9 コース 

 ホースシューズ ：大人用コート 2面、子供用コート 1 面 

 クロッケー：2面 

 ローンボウルズ ：5 面 

1.1.2 位置図  

 

 

昭島口管理棟 
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

 

1.2 利用・申し込みにかかる基本事項  

1.2.1 「うんどう広場」について  

●利用目的・対象  

・ 運動会、サッカー、ソフトボール（硬式・軟式野球は禁止）等の球技及びその他の団体レク

リエーションを行う 15名以上の団体。マラソン大会のスタート・ゴールとしても利用可能。 

●特徴  

・ 周囲は芝生で、応援席としても利用できる。 

・ アウトドアクッキングができるバーベキューガーデン（野外炊飯広場）が隣接しており、ス

ポーツのあとにみんなで野外バーベキューを楽しむこともできる。 

●利用日・時間  

公園の開園日で、利用時間は下記の通り。 

・ A：午前の部 9：30～12：30 

・ B：午後の部 13：00～閉園 30分前 

続けての利用はできません。 
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

●申込方法  

受付方法 1 

往復ハガキによる申込・抽選制。  

<記載事項>  （1）希望日・時間帯（第 3 希望まで）（2）団体名（3）代表者氏名 

（4）〒・住所（5）電話番号（6）人数（7）利用目的（利用競技） 

※電話による予約は予約後に確認のＥメールを送信いただく。 

電話予約後のＥメール宛先：●●●●@ ●●●● 

宛先： 〒□□□－□□□□ 立川市緑町 3173 

    昭和管理センター 

抽選日時 

 使用月の 2 ヶ月前の第 2 水曜日午前 9 時。 

 抽選日の午前 9 時以降到着分は抽選の対象外とする。 

受付方法 2 

抽選を終えて空いている日があれば、希望月 2 ヶ月前の 20 日午前 9 時以降に電話 

（042-○○○-○○○○）により先着順で受付を実施。 

<確認事項>  （1）希望日・時間 （2）団体名 （3）代表者氏名 （4）電話番号 

（5）人数 （6）利用目的・競技名 

※予約後に確認のＥメールを送信いただく。 

●利用承諾書（はがき記載例）  

 

 

電話 042-○○○-○○○○ 
〒□□□－□□□□ 立川市緑町 3173 
昭和管理センター 
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

●利用回数  

 1 団体につき 1 月 1 回まで 

●使用料  

 無料（入園料は別途） 

●貸出用具  

 以下の用具をバーベキュー管理棟にて無料で貸出。（予約時に必要の有無を確認） 

 バット 5、ベース 2 セット、サッカーゴール、ラインカー2 

※石灰は各団体で用意してもらう。バーベキューガーデンでも購入できるので、1 週間前ま

でに直接電話で申込を受け付ける。TEL：042-○○○-○○○○ 

※更衣室の利用も可能。使用する場合は事前申込を受ける。 

※木製・金属製バットの持込は不可。無料で貸し出しする旨を、予約時に確認。 

●利用できない競技  

・ 硬式野球、軟式野球などの他の公園利用者の安全確保に支障をきたすおそれのあるスポーツ 

・ 大縄跳び、綱引きなどの芝生を大きく痛めるおそれのあるスポーツ 

●禁止行為  

・ スパイクの使用は不可。（トレーニングシューズは使用可） 

・ 自転車を含む、全ての車両の乗り入れは禁止。 

●注意事項  

・ 雨天時、雨天後など、グラウンド不良の場合の利用については、公園管理センターの判断に

より、制限、中止する場合あり。 

・ サッカーゴールおよび朝礼台はご利用後、必ず指定の置き場所に戻してもらう。 

・ 競技用のグラウンド（専用コート）ではないため、芝生の不良や芝生が伸びていてボールが

転がりにくい場合があることを認識していただく。 

・ 故意に芝生を痛めるような行為を発見した場合、補修に掛かる実費を請求する。 

●その他  

・ 芝生の状況により、利用方法を変更させていただく場合あり。 

・ 毎週水曜日及びイベント開催時は利用不可。 

●個人情報の取り扱いについて  

・ 申し込みに伴う個人情報については、うんどう広場の予約に関する連絡及び個人を特定でき

ない範囲内においての集計および分析以外の目的に使用しない。 

・  データベースは当公園外に漏れることのないよう十分な注意を持って管理する。 プライバ

シーポリシーは文末に示した通り。 
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

1.2.2 「フットサルコート」にかかる利用・申し込みにかかる基本事項  

●利用日・時間  

公園の開園日で、利用時間は下記の通り。 

<通常の開園時> A：9：30～12：00 B：12:00～14：00 C：14：00～閉園 30 分前 

<プール営業時>  A：9：30～12：00 B：12:00～14：00 C：14:00～16:00 D：16:00～閉園 30 分前 

●申込方法  

受付方法 

往復ハガキによる申込・抽選制。抽選を終えて空いている日があれば、毎月 20 日午前 9時

以降に電話による先着順。応募枚数はお一人様 1枚まで、またひとつの団体につき 1枚まで。 

<記載事項>（1）希望日・時間帯・コート数(第 3 希望まで、50 名以上の団体のみ 2 面まで

予約可) （2）団体名 （3）代表者氏名 （4）〒・住所 （5）電話番号 （6）人数 

※但し、電話での予約後 E メールまたは FAX・ハガキをお出しいただく。 

電話予約後の E メール宛先：●●●●@ ●●●● 

宛先： 〒□□□－□□□□ 立川市緑町 3173 

昭和管理センター  

抽選日時 

 使用月の 2 ヶ月前の第 2 水曜日午前 9 時。 

 抽選日の午前 9 時以降到着分は抽選の対象外とする。 

●利用承諾書（はがき記載例）  

 

 

電話 042-○○○-○○○○ 
〒□□□－□□□□ 立川市緑町 3173 
昭和管理センター   （表面左下の番号は整理番号です）
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

●使用料  

 無料（但し公園入園料は別途） 

●貸出用具  

 サッカーボール（4 号球）1 個 2１0 円/1 利用枠 

●その他注意事項等  

・ コート内でのスパイクの使用（金属・樹脂問わず）、喫煙、飲食は不可。 

・ 終了時間を守り、利用後は必ず後かたづけをすること。 

・ 公園主催行事等により使用できない場合あり。ハガキ投函前に予めお問合いわせいただく。 

・ 団体の入園方法については、管理センターにお問い合わせいただく。 

※フットサルコート専用の更衣室はない。フットサルコートから 2分程度の昭島ゲートプー

ル更衣室か、フットサルコートから 10分程度のみんなの原っぱ中央管理棟更衣室があるの

で、利用を希望される方は、予約をされる際にお問い合わせいただく。なお、イベントの実

施などでご利用になれない場合がある旨を予めご了承いただく。 
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

2. マラソン大会について  

2.1 公園内のマラソンコースについて  

当公園のマラソンコースは、交通事情を気にせずに走ることができる。スタート・ゴール

も広々とした「みんなの原っぱ」や「うんどう広場」で行えるため、学校・企業等の方々に広

く利用されている。基本となるコースをそれぞれ組み合わせることにより、年齢、性別等に

あわせて様々な距離とコースの設定が可能。また、貸出物品は（テント・机・椅子等）や更衣

室なども利用できる。 

 

2.2 利用・申し込みにかかる基本事項  

2.2.1 基本事項  

＜お申し込みについて＞  

１．電話で日程をご確認の上、仮予約をしていただく。 

利用日の 1 年前の月の 1 日（1 月は 2 日）から、先着順で、1 日 2 団体（午前の部と午後の部）

までお受けする。また、原則として予備日は 1 日のみ設定することが可能だが、利用希望が多

い 11 月と 2 月については予備日は設定不可。 

2．仮予約後、「団体マラソン大会承認申請書」に必要事項を記入・押印の上、各団体作成の

「実施要項」及び「コース図」、「緊急連絡体制図」と共に 30 日前までに提出（郵送も可）

いただく。 

※みんなの原っぱでのスタート・ゴール使用は 11 月～2 月の間の平日のみ利用可。 

※仮予約や手続きは公園公開日のみ。 

（注）大会の 2 ヶ月前までは、止むを得ない事情により日程を変更していただく場合があるこ

とを予めご了承いただく。 

＜利用日・時間＞  

１．平日の利用時間は開園時間内で、午前と午後の 2 部制で 1 日 2 団体まで利用可。 

午前の部 9:30～12:30 

午後の部 13:00～16:30（11 月～2 月は 16：00 まで） 

2．日・祝日の大会等の開催については、申込方法が異なるので、管理センターにご相談いた

だく。 

2.2.2 必要書類  

・ 承認申請書 

・ コース図（スタート・ゴール位置、監察員の位置を明記） 

・ 緊急車両搬入連絡体制図（連絡先等記入） 

・ 大会の実施要項（書式は問いません） 
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

●承諾申請書  

 

 国営昭和記念公園 

昭和管理センター      殿 

国営昭和記念公園 昭和管理センター

○○○○
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

●コース図（スタート・ゴール位置、監察員の位置を明記）  

 

国営昭和記念公園  

使用箇所図 
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うんどう広場について（案） 2011-03-12 版 

●緊急車両搬入連絡体制図（連絡先等記入）  

 

昭和管理センター 

担当●●または△△ 

 

電話 042-○○○-○○○○ 

内線○○○、○○○ 

もしくは ○○○-○○○○-○○○○ 

昭和管理センター 

担当●●または△△ 

 

電話 042-○○○-○○○○ 

内線○○○、○○○ 

もしくは ○○○-○○○○-○○○

○ 

緊急事態発生時は、会場救護責任者が昭和管理センターへ連絡を取る。救急車
等の出動要請は昭和管理センターが行う。 
なお特に緊急の場合は、大会本部から救急車等の出動要請を行い、会場救護責
任者は速やかに昭和管理センターに連絡を取る。 
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 別添３６

迷子対応 

 

【幼児の場合】 

・現地（親権者等） から電話連絡があった場合は、迷子の名前、年齢、服装、はぐれた場所等を確

認し、巡回サービス班に無線及び携帯に連絡する。 

・立川口、西立川口、砂川口ゲートに連絡する。 

・届出者の形態、住所等を確認し、個人行動を起こさないように注意する。 

 

【高齢者・知的障害者等】 

・基本的には幼児の場合と同様とする。 

・これまでの事例では閉園時間後が多く、その場合は職員全員がブロックに分けて捜査を行う。 

・場合によっては、届出者承諾のもと立川警察署、立川駅に捜査依頼をお願いする。 

 

【迷子捜索の手順】 

○閉園までの手順 

・保護者からの捜索依頼があった場合は捜索対象者であるかどうかを確認する。 

・放送による呼び出しは行わないが、就学児未満を保護した場合は放送の対象とできる。 

・捜索対象者の場合は総務係に連絡する。 

・総務係は、保護者から以下の特徴を聞き、無線により捜索依頼を発信する。 

捜索対象者の名前、年齢、性別、身長、服装、いなくなったときの状況、心当たりの場所、そのほ

かの特徴 

保護者の名前 

保護者の携帯等の有無と電話番号 

・パトロールスタッフは情報をもとに園内を捜索する。捜索にあたっては、トイレの中や水鳥の池

などの水面は特に注意して捜索する。 

・見つかった場合は無線で総務係に連絡する。 

・総務係は保護者に連絡するとともに、無線で捜索解除を伝達する。保護者から発見の連絡が入っ

た場合も、無線で捜索解除を伝達する。 

 

○閉園後の手順 

閉園間際に連絡があった場合や捜索中に閉園時間がきた場合の手順とする。なお、閉園後の捜索は

迷子捜索の対象者に限定しない。 

・事務所内に捜索本部を設置する。 

・事務所の職員を動員し 4 班程度の捜索班を編成し、1 班 2 名程度で車による捜索とする。 

・捜索班は無線を掲載し捜索状況を本部に報告する。 

・1 時間程度の捜索により発見できない場合は警察に届けてもらう。 

・警察への連絡は捜索本部または本部から指示された職員が行う。 

・届出が受理された段階で捜索を解除する。 
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 別添３７

団体対応 

■団体入園方法 

団体入園の方法としては、以下の 2 通りがある 

1.一括入園 

入園ゲートにて、団体人数分の入園料を徴収する方法。 

原則、全団体人数の同時入園のみ。（一部の人の先行または遅れての入園は認めない） 

2.仮入園券での入園 

全員が一度に入園することが不可能な 100 名以上の団体を対象として、「仮入園券」による入園を行う・ 

 

○仮入園券の発行手順 

・受付方法 

1.各団体に、仮入園券の見本（図「仮入園券」作成フォーマット参照）を作成していただき、その見本の

内容を確認の上、必要に応じて修正等の指示を行う。 

2.予定人数より多めの枚数を各団体にて印刷をお願いすること。なお、その際、大人券と小人券は色分け

お願いし、それ以外の色分けは認めない旨を伝える。 

3.仮入園券を持参頂き、全ての券に押印する。利用予定日の 1 週間前までに、押印及び「仮入園券取扱い

申込書」を受領する。 

・利用方法 

1.入園ゲートにて、仮入園券を一人ずつ受け取り、入園させる。なお、仮入園券を不携帯の利用者に対し

ては、一般入園券の購入をお願いすること。 

2.入園ゲートにて受け取った仮入園券の枚数を集計後から午後 2時頃までの間に、精算をお願いする。 

3.その他、利用当日の領収書分割発行の不可等、事前に留意事項を伝え、混乱のないように努めること。 
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※必ず予約を取ってください⇒来所予定日   年   月   日（   ） 予約Ｎｏ． 

仮入園券取扱い申込書 
受 付 者 名

（        ）

利用日  平成   年   月   日 （   ） 

雨天時  雨天中止・延期（平成  年  月  日） 開催決定日時   月  日  時 

団体名  

利用目的  イベント（          ）・マラソン大会・遠足・その他（       ） 

発行枚数  大人（   ）色：    枚   小人（   ）色：    枚 

入園口  立川口・立川持込口・西立川口・西立川持込口・昭島口・玉川上水口・砂川口 

入園時間     時   分 ～   時   分 ※この時間以外仮入園券は利用できません 

精算口 
 立川口・西立川口・昭島口・玉川上水口・砂川口 

 （精算時間    ：   ） ※精算は○○：○○まで 

入園券配布方法  事前配布・当日配布（受付：立川口・西立川口・昭島口・玉川上水口・砂川口） 

当日の仮入園券 

忘れについて 
 自己負担で一般入園券購入 ・ （     口）にて再度配布 

精算責任者 
 氏名：        様  連絡先：    －      －   

 当日の連絡先（携帯電話等）：   －     －     （       様） 

先発入園※ 

 時間 ：   時    分   （必ず仮入園券をガードマンに渡してください） 

 西立川口通用門 徒歩：   人   砂川口通用門 車両：  台   人 

 業務入園証（有・無） 有る場合の業務入園証枚数：   枚 

※先発入園はマラソン大会等、一部の特別な場合のみ受付いたします。 

 詳しくは、昭和管理センターまでお問い合わせ下さい。 

 

 

第○○回○○大会 

平成○○年○○月○○日 

雨天の場合は平成○○年○○月○○日 

○○時から○○時まで有効 

仮入園券（大人） 

※本件を係員に渡して語入場下さい、 

○○学校（団体名）

第○○回○○大会 

平成○○年○○月○○日 

雨天の場合は平成○○年○○月○○日 

○○時から○○時まで有効 

仮入園券（小人） 

※本件を係員に渡して語入場下さい、 

○○学校（団体名）

6ｃｍ 

12ｃｍ

図 「仮入園券」作成フォーマット 

【お問い合わせ・お申込み】 

昭和管理センター 

ＴＥＬ ０４２－○○○－○○○○  ＦＡＸ ○○○－○○○－○○○○

受付時間：土・日・祝日を除く平日の○○：○○～○○：○○ 

図 仮入園券取扱い申込書 
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■団体マラソン事前受付 

・受付方法 

1.仮予約の受付を電話にて行う。 

利用日の１年前の月の１日（１月は２日）から、先着順で、１日２団体（午前の部と午後の部）まで受

け付ける。また、原則として予備日は１日のみ設定とするが、利用の希望が多い１１月と２月について

は予備日の設定は行わない。 

2.仮予約後、必要事項を記入・押印いただいた「マラソン大会承認申請書」及び各団体作成の「実施要項」

「コース図」「緊急連絡体制図」を３０日前までに受領する。 

 ※仮予約や手続きは公園開園日のみ実施 

（注）仮予約後、大会の２ヵ月前までは、止む得ない事情により日程を変更していただく場合があることを

連絡すること。 

・実地踏査 

1. 実地踏査の入園料、駐車料は１回に限り無料とすることが可能であるが、公園利用者に支障がないよう、

人数・台数に制限を設ける。 

2.自転車の無料貸出し等、実施踏査に必要な支援を行う。 

 

・事前打合 

1.コース等の打ち合わせや仮入園券（折込用紙参照）の手続き等、十分な事前打合せを行う。 
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別添３８

 

巡視ルート等 
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別添３９

水遊び広場ついて 

 

【利用時期】 

４月末（ゴールデンウィーク前）の週末～９月最後の週末 

（平成 25年度実績：4月 27 日～6月 23 日、9 月 11 日～9 月 29 日） 

（プール営業期間及び準備撤去期間を除く） 

 

【開園準備】 

開園の準備として以下のことを実施すること。 

・給水作業 

・各ろ過運転状況：ストレーナー清掃・入替、集毛器内排水状況の確認など)  

・不具合箇所の確認 

 

【水質検査の実施】 

・月１回、東京都条例に基づき保健所が実施する検査を受けること。 

・１時間に１回水質検査（残留塩素濃度の測定）を行うこと。 

・薬液の状況のチェックを行うこと。 

・プール終了後の再開時に保健所の水質チェックを受けること。 

・水遊び広場は、プール終了後の再開時に保健所の水質チェックを受けていること。 

 

【留意事項】 

・プール開園時は、水遊び広場とプール境界の柵を抜いて置き換える。 

・水あそび広場の開園期間中は、管理ボックスを設置し、監視員を配置すること。 

 

【異常時の対応】 

・塩素が一時的に基準値を下回る場合は、固形塩素を投入する等良好な対策をとること。 
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水遊び広場位置図

水遊び広場 :14,000 ㎡

水面積　 大滝プール 320 ㎡、

保有水量 1,265m ㎡、 渓流プール 200m 2、

冒険プール 1,490m 2、 幼児プール 240 ㎡、

モニュ メ ント プール 100 ㎡モニュ メ ント プール　 440 ㎡

 

大滝プール  　320m2
渓流プール　  200m2
冒険プール   1,490m2
幼児プール  　240m2
モニュメントプール　1,491m2
保有水量   　1,265m3
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別添４０

 

出入口管理、夜間及び休園日警備（図面） 

■常駐場所 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂川口ガードマンボックス 7：00～18：00 有人警備 

西立川口ガードマンボックス 0:00～10:00 有人警備 

16:30～24:00  

記念館口ガードマンボックス 昼夜間有人警備 

西立川口ガードマンボックス 

（0:00～10:00、16:30～24:00 

有人警備） 

砂川口ガードマンボックス 

（7:00～18:00 有人警備） 

記念館口ガードマンボックス 

（昼夜間有人警備） 
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■機械警備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※農家については、H25 年度から機械警備を実施予定 
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■巡回経路 

【拡大図】 
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■夜間巡回経路(有料エリア) 
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警備日報

別添４１
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警備日報 

     
自 平成  年  月  日 17 時 00 分

 9 時 00 分至 平成  年  月  日 

     
担当者    

１．勤務者 

勤務別 勤務場所 勤務内容 勤務者 

夜勤 文化ゾーン詰所 巡回警備  

    

    

２．巡回警備（点検） 

施設等巡回点検時間 区 域 結 果 

：      ：      ： ①外周  

：      ：      ： ②管理事務所  

：      ：      ： ③管理用車両駐車場  

：      ：      ： ④総合案内所  

：      ：      ： ⑤あけぼの口  

：      ：      ： ⑥そよぎの丘斜面  

：      ：      ： ⑦そよぎの丘樹林地帯  

：      ：      ： ⑧みどり橋周辺  

：      ：      ： ⑨花みどり文化センター  

：      ：      ： ⑩ゆめ広場及びトイレ周辺  

：      ：      ： ⑪ゆめひろば裏樹林帯  

：      ：      ： ⑫記念館口  

：      ：      ： ⑬昭和天皇記念館建物裏廻り  

：      ：      ： ⑭高松口  

３．巡回点検実施報告事項 

 

４．施設等損傷報告事項 

 

５．開錠及び施錠 

門扉の名称 開錠 施錠 備考 

管理事務所 ：      ： ：      ：  

事務所通用門 ：      ： ：      ：  

 ：      ： ：      ：  

 ：      ： ：      ：  

 ：      ： ：      ：  
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警備日報 

     
自 平成  年  月  日 17 時 00 分

 9 時 00 分至 平成  年  月  日 

     
担当者    

１．勤務者 

勤務別 勤務場所 勤務内容 勤務者 

夜勤 西立川口ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾎﾞｯｸｽ 巡回警備  

    

    

２．巡回警備（点検） 

施設等巡回点検時間 区 域 結 果 

：      ：      ： 西立川口ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾎﾞｯｸｽ  

：      ：      ： 有料エリア（B）  

：      ：      ： 有料エリア（A）  

：      ：      ： 有料エリア（A、B）  

：      ：      ： 砂川口ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾎﾞｯｸｽ  

：      ：      ： 西立川口ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾎﾞｯｸｽ  

：      ：      ：   

：      ：      ：   

：      ：      ：   

：      ：      ：   

：      ：      ：   

：      ：      ：   

：      ：      ：   

：      ：      ：   

３．巡回点検実施報告事項 

 

４．施設等損傷報告事項 

 

５．開錠及び施錠 

門扉の名称 開錠 施錠 備考 
西立川口 ：      ： ：      ：

砂川口 ：      ： ：      ：
立川口 A ：      ： ：      ：
立川口 B ：      ： ：      ：
 ：      ： ：      ：
 ：      ： ：      ：

 

別添　174



 
夜間巡回経路（有料エリア） 

平成  年  月  日（  ） 

警備担当           

巡回時チェック時間  
: 

～  :   
 :

～  :  
: 

～ :  
場  所                               区域

１回目 ２回目 ３回目 

1．西立川口ガードマンボックス                                          A ： ： ： 
2．西立川サイクリングセンター及び西立川口ゲート（駅間橋上含む）        A ： ： ： 
3．さざなみ広場及び水鳥の池                                            A ： ： ： 
4．ボートハウス及び隣接トイレ                                          A ： ： ： 
5．レイクサイドレストラン                                              A ： ： ： 
6．プール管理棟及び水遊び広場                                          A ： ： ： 
7．西立川口駐車場                                                      A ： ： ： 
8．プール機械棟                                                        A ： ： ： 
9．昭島口ゲート（プール営業期間中は昭島管理棟含む）                    A ： ： ： 
10．ニュースポーツ広場及びバーベキューガーデン                         A ： ： ： 
11．調整池                                                             A ： ： ： 
12．リサイクルセンター                                                 A ： ： ： 
13．うんどう広場                                                       A ： ： ： 
14．渓流広場レストラン                                                 A ： ： ： 
15．こどもの森手前トイレ周辺                                           A ： ： ： 
16．こもれびの家                                                       A      ： ： ： 
17．こどもの森森の家及び売店                                           A ： ： ： 
18．こどもの森内各種遊具                                               A ： ： ： 
19．玉川上水口ゲート                                                   A ： ： ： 
20．北側管理ヤード（未開園区域）（倉庫含む）                            A ： ： ： 
21．砂川口駐車場                                                       A ： ： ： 
22．砂川口ガードマンボックス及び通用門周辺（夜間無人）                 A ： ： ： 
23．砂川口管理棟及びサイクリングセンター                               A ： ： ： 
24．花の丘及び展望台周辺                                             A ： ： ： 
25．こもれびの里 古民家                                               A ： ： ： 
26．日本庭園（歓楓亭・昌陽含む）                                A ： ： ： 
27．トンボの湿地及び桜の園周辺                                         A ： ： ： 
28．旧みんなの原っぱ北売店周辺                                         A ： ： ： 
29．みんなの原っぱ中央売店周辺                                         A ： ： ： 
30．みんなの原っぱ南売店周辺及びわんぱくゆうぐ                         A ： ： ： 
31．渓流流末トイレ周辺及びパターゴルフコース                           A ： ： ： 
32．花木園売店及びトイレ、残堀川傾斜地周辺                             A ： ： ： 
33．花木園展示棟及び周辺                                               A ： ： ： 
34．花木園内部                                                         A ： ： ： 
35．眺めのテラス～ふれあい橋周辺                                       B ： ： ： 
36．ふれあい橋下残堀川周辺                                             B ： ： ： 
37．ふれあい広場レストラン                                             B ： ： ： 
38．大噴水及びカナール                                                 B ： ： ： 
39．立川口ゲート及びサイクリングセンター、売店、トイレ                 B ： ： ： 
40．立川口広場及びドッグラン                                           B ： ： ： 
41．立川口駐車場                                                       B ： ： ： 
42．立川口無料区自家用発電施設及び無料区域                             B ： ： ： 

 

 

＊巡回の順番は、効率や犯罪防止等のため順番通りとは限りません。 
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こもれびの里管理マニュアル 

 

※マニュアル本体は閲覧資料である 
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建物番号 施設区分 建物名称 補足説明 構　造 建築面積(m2) ゾーン区分
事業概要パンフレット

ゾーン名称
備考

1 管理 事務所 国営昭和記念公園事務所，昭和管理センター ＲＣ造 1,867.72 025 みどりの文化ゾーン

2 管理 ゲート 立川口北棟，入園者用正面ゲート，トイレ［1］併設 ＲＣ造 478.00 023 展示施設ゾーン

3 管理 ゲート 立川口南棟，入園者用正面ゲート，トイレ［3］併設 ＲＣ造 470.41 023 展示施設ゾーン

4 管理 車庫 国営昭和記念公園事務所，昭和管理センター Ｓ造 281.94 025 みどりの文化ゾーン

5 便益 便所 トイレ［6］ ＲＣ造 82.81 023 展示施設ゾーン

6 便益 便所 トイレ［7］ ＲＣ造 49.00 023 展示施設ゾーン

7 便益 便所 トイレ［8］ ＲＣ造 49.00 022 展示施設ゾーン

8 便益 便所 トイレ［9］ ＲＣ造 49.00 016 水のゾーン

9 便益 便所 トイレ［10］わんぱく遊具東側 ＲＣ造 49.00 013 広場ゾーン

10 便益 便所 トイレ［11］第3サークル南側 ＲＣ造 49.00 010 広場ゾーン

11 管理 管理棟 中央管理棟，芝生広場，みんなの原っぱ東側，トイレ［12］併設 ＲＣ造 274.73 010 広場ゾーン

12 便益 レストハウス(※収益関連／ＵＲ都市機構工事 原っぱ中央売店，みんなの原っぱ東側 ＲＣ造 180.44 010 広場ゾーン

13 便益 レストハウス(※収益関連／ＵＲ都市機構工事 原っぱ南売店，みんなの原っぱ南端，トイレ［13］併設 ＲＣ造 172.60 012 広場ゾーン

14 便益 レストハウス(※収益関連／ＵＲ都市機構工事 売店，トイレ［14］みんなの原っぱ北側 ＲＣ造 172.60 010 広場ゾーン

15 管理 自転車置場(※収益関連／ＵＲ都市機構工事) 立川口サイクルセンター，トイレ［2］併設 ＲＣ造 678.16 023 展示施設ゾーン

16 便益 便所 トイレ［5］ ＲＣ造 151.06 023 展示施設ゾーン

17 便益 便所 トイレ［4］ ＲＣ造 82.81 024 展示施設ゾーン

18 管理 管理棟 ガイドボランティア休憩所 Ｓ造 52.25 022 水のゾーン

21 便益 レストハウス(※収益関連／ＵＲ都市機構工事 ふれあい広場レストラン，トイレ［48］併設 ＲＣ造 380.91 022-023 展示施設ゾーン

24 便益 レストハウス(※収益関連／ＵＲ都市機構工事 花木園売店，残堀川北側，さつき橋北詰 ＲＣ造 166.45 013 水のゾーン

28 休養 四阿 残堀川東側 Ｗ造 16.00 016 水のゾーン

31 管理 西立川口ゲート 西立川駅正面，トイレ［18］［19］併設，西立川口ボランティア ＲＣ造 649.15 015-021 水のゾーン

32 休養 四阿 花木園東 Ｗ造 16.00 016 水のゾーン

33 管理 プール管理棟・ロッカー棟(※収益関連／ＵＲ都市機構レインボープールエントランス ＲＣ造 2,509.24 015 水のゾーン

34 便益 売店(※収益関連／ＵＲ都市機構工事) レインボープールロッカー棟西側 Ｓ造 105.66 014-015 水のゾーン

35 便益 売店(※収益関連／ＵＲ都市機構工事) 造波プール西側 Ｓ造 105.66 014 水のゾーン

36 便益 売店(※収益関連／ＵＲ都市機構工事) 水遊び広場プールエリア Ｓ造 72.48 015 水のゾーン

37 管理 プール機械棟 レインボープール南側機械棟 Ｓ造 212.94 014 水のゾーン

38 管理 プール造波機械棟 レインボープール南側機械棟 Ｓ造 289.95 014 水のゾーン

39 便益 便所 トイレ［20］［21］流水プール横 ＲＣ造 74.25 014 水のゾーン

40 便益 便所 トイレ［22］水遊び広場プールエリア ＲＣ造 82.81 015 水のゾーン

41 休養 シェルター Ｓ造 37.61 014 水のゾーン

42 休養 シェルター 造波プール北側 Ｓ造 246.50 014-015 水のゾーン

43 便益 自動販売機棟 流水プール西側 Ｓ造 7.50 014 水のゾーン

44 便益 自動販売機棟 流水プール南側 Ｓ造 19.49 014 水のゾーン

45 管理 西南口管理棟 昭島口管理棟 ＲＣ造 516.12 014 水のゾーン

46 管理 西南口ゲート 昭島口ゲート ＲＣ造 88.37 011-014 水のゾーン

47 管理 ポンプ室 造波プール機械棟横 ＲＣ造 35.65 014 水のゾーン

48 管理 自転車置場棟(※収益関連／ＵＲ都市機構工事西立川口サイクルセンター，トイレ［17］併設 ＲＣ造 416.00 021 水のゾーン

49 管理 事務室等 西立川口サイクルセンター事務室 ＲＣ造 57.76 021 水のゾーン

50 管理 機械棟 水遊び広場機械棟 ＲＣ造 125.15 015 水のゾーン

51 便益 レストラン(※収益関連／ＵＲ都市機構工事) レイクサイドレストラン，水鳥の池 ＲＣ造 336.41 015 水のゾーン

52 便益 ボートハウス(※収益関連／ＵＲ都市機構工事水鳥の池 ＲＣ造 55.00 015 水のゾーン

53 管理 機械室 管理用道路南側※スケート機械室を倉庫化 ＲＣ造 138.60 014 水のゾーン

建物に係る基礎的諸元
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建物番号 施設区分 建物名称 補足説明 構　造 建築面積(m2) ゾーン区分
事業概要パンフレット

ゾーン名称
備考

建物に係る基礎的諸元

54 管理 倉庫 北の管理ヤード大型倉庫 Ｓ造 418.97 003 森のゾーン

56 便益 便所 トイレ［23］ボートハウス横 ＲＣ造 48.80 015 水のゾーン

57 管理 花木園管理棟 花木園展示棟，さつき橋南詰，トイレ［24］併設 ＲＣ造 331.65 016 水のゾーン

58 管理 倉庫 中央管理棟横，みんなの原っぱ東側 Ｓ造 92.21 010 広場ゾーン

59 管理 送水室 ＲＣ造 7.57 022 水のゾーン

60 便益 観察舎(バードサンクチュアリ) 水鳥の池北 Ｗ造 21.61 015 水のゾーン

61 管理 機械棟(花木園汚水処理施設) 水鳥の池北 ＲＣ造 53.00 015 水のゾーン

62 便益 便所 トイレ［27］，みんなの原っぱ西側 ＲＣ造 151.06 009 広場ゾーン

63 便益 便所 トイレ［26］みんなの原っぱ南西側 ＲＣ造 82.81 012 広場ゾーン

64 管理 循環ポンプ所 柴崎分水，渓流広場西側 ＲＣ造 25.52 012 広場ゾーン

65 便益 便所 トイレ［25］渓流広場西側三叉路 ＲＣ造 82.81 012 広場ゾーン

66 便益 バーベキュウハウス(※収益関連／ＵＲ都市機構工事 渓流広場レストラン内，みんなの原っぱ西側 Ｓ造 206.26 009 広場ゾーン

67 管理 倉庫(※収益関連／ＵＲ都市機構工事) 渓流広場レストラン西側 Ｓ造 27.92 012 広場ゾーン

69 管理 機械棟 ふわふわどーむ機械室，雲の海ふわふわどーむ西端 ＲＣ造 47.50 005 森のゾーン

70 便益 便所 トイレ［28］昭島口ゲート ＲＣ造 37.50 011 水のゾーン

71 便益 便所 トイレ［29］，渓流広場レストラン横，みんなの原っぱ西側 ＲＣ造 82.81 009 広場ゾーン

72 便益 便所 トイレ［30］，わくわく広場横，こどもの森入口南端 ＲＣ造 82.81 009 森のゾーン

73 管理 機械棟(こどもの森汚水処理施設) こどもの森北東端 ＲＣ造 55.62 006 森のゾーン

74 管理 インフォメーション棟 こどもの森，森の家中央 Ｗ造 205.81 006 森のゾーン

75 便益 売店 こどもの森，森の家西側 Ｗ造 52.96 006 森のゾーン

76 便益 便所 こどもの森，森の家北側，トイレ［35］女子用 Ｗ造 19.87 006 森のゾーン

77 便益 便所 こどもの森，森の家北側，トイレ［35］男子用 Ｗ造 20.29 006 森のゾーン

78 便益 便所 こどもの森，森の家北側，トイレ［35］身障者向け Ｗ造 8.28 006 森のゾーン

79 管理 木工房 こどもの森，森の家東側，創作工房 Ｗ造 79.50 006 森のゾーン

80 管理 納屋 こどもの森東側，風のすべり台南側 Ｗ造 69.71 006 森のゾーン

81 便益 便所 トイレ［33］，こどもの森東側，風のすべり台東側 Ｗ造 40.58 006 森のゾーン

82 便益 便所 トイレ［34］霧の森南側，虹のハンモック北側 Ｗ造 40.58 005 森のゾーン

84 便益 便所 トイレ［36］風の道南端，雲の海ふわふわどーむ東端 Ｗ造 40.58 005 森のゾーン

85 管理 機械室（霧発生） 霧の森霧発生装置機械室，霧の森東端 ＲＣ造 25.78 005 森のゾーン

86 管理 便所 トイレ［37］，玉川上水口脇 Ｗ造 15.39 002 森のゾーン

87 便益 案内人詰所（北西口ゲート） 玉川上水口，昭和記念公園北西端 Ｗ造 27.85 002 森のゾーン

88 管理 機械棟（芝生広場汚水処理） みんなの原っぱ東側 ＲＣ造 42.75 013 広場ゾーン

89 管理 機械棟（林間広場汚水処理） 東京都調整池北東端 ＲＣ造 43.41 008 広場ゾーン

90 便益 便所（運動広場） トイレ［32］イチョウ並木横 ＲＣ造 55.77 011 広場ゾーン

91 茶室 歓楓亭 日本庭園，池東端 Ｗ造 255.55 006 森のゾーン

92 茶室 清池軒 日本庭園，池南西端 Ｗ造 73.49 006 森のゾーン

93 茶室 菖陽 日本庭園，池南東端 Ｗ造 72.70 007 森のゾーン

94 休養 四阿 日本庭園，日本庭園受付西側，大園路脇 Ｗ造 20.70 006 森のゾーン

95 便益 涼暮亭 日本庭園，庭園南端，盆栽園北東側 Ｗ造 8.70 006 森のゾーン

96 便益 西の便所 日本庭園，庭園西端，トイレ［41］ Ｗ造 62.09 006 森のゾーン

97 便益 東の便所 日本庭園，庭園最東端，トイレ［42］ Ｗ造 55.79 007 森のゾーン

98 管理 リサイクルセンターＡ棟 緑のリサイクルセンター中央Ｌ字建物，事務室 Ｓ造 201.26 008 広場ゾーン

99 管理 リサイクルセンターＢ棟 緑のリサイクルセンター南端 Ｓ造 746.44 008 広場ゾーン

100 管理 リサイクルセンターＣ棟 緑のリサイクルセンター北端 Ｓ造 330.88 008 広場ゾーン

101 便益 倉庫 日本庭園，庭園最西端 Ｗ造 13.65 006 森のゾーン
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建物番号 施設区分 建物名称 補足説明 構　造 建築面積(m2) ゾーン区分
事業概要パンフレット

ゾーン名称
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建物に係る基礎的諸元

102 管理 休憩シェルター 雲の海ふわふわどーむ南側 Ｓ造 192.26 005 森のゾーン

103 管理 サイクルセンター立川口,南口 西立川口の建物，全く同じで立川口にもあり。 Ｓ造 312.14 021 水のゾーン

104 便益 子供の森便所 トイレ［31］雲の海ふわふわどーむ東側 Ｗ造 53.46 005 森のゾーン ※増築予定あり

105 管理 北口管理棟 砂川口，昭和記念公園北端，武蔵砂川駅方面 Ｓ造 810.00 001 森のゾーン

106 管理 北口サイクルセンター 砂川口脇，トイレ［38］併設 Ｓ造 1,013.78 001 森のゾーン

107 便益 運動広場管理棟 スポーツエリア(用品貸出)・バーベキューガーデン Ｗ造 204.96 012 広場ゾーン

108 管理 文化施設ゾーンゲート棟 総合案内所，トイレ［47］併設 ＲＣ造 966.12 025 みどりの文化ゾーン

109 便益 西立川口トイレ棟 トイレ［15］ ＲＣ造 129.16 022 水のゾーン

110 便益 炊事棟（Ａ） バーベキューガーデン北端 Ｗ造 100.52 012 広場ゾーン

111 便益 炊事棟（Ｂ） バーベキューガーデン南端 Ｗ造 100.52 012 広場ゾーン

112 管理 センター施設 花みどり文化センター，トイレ［45］［46］併設 ＳＲＣ造 4,801.68 024 みどりの文化ゾーン

113 管理 昭和天皇記念館 花みどり文化センター横 ＲＣ造 678.56 024 みどりの文化ゾーン

114 管理 センタートイレ棟 文化ゾーントイレ棟，トイレ［44］ ＲＣ造 225.95 025 みどりの文化ゾーン

115 管理 盆栽展示苑管理棟 日本庭園，盆栽園 Ｗ造 69.86 006 森のゾーン

116 管理 盆栽展示苑庭門 日本庭園，盆栽園 Ｗ造 0.00 006 森のゾーン

117 管理 こもれび作業休憩所 こもれびの丘東側，トイレ［43］併設，こもれびの里北側，こもれびの池南側 Ｗ造 278.28 004 森のゾーン

1 管理 管理事務所増築 増築分 ＲＣ１部Ｓ造 025 みどりの文化ゾーン

118 管理 こもれび作業小屋 こもれびの里東端，里下池東側 Ｗ造 213.84 007 森のゾーン

119 管理 センター管理詰所 記念館口詰所 ＲＣ造 21.16 024 みどりの文化ゾーン

3 管理 ゲート 増築，立川口，入園者用正面ゲート ＲＣ造 023 展示施設ゾーン

84 便益 便所 増築トイレ［36］風の道南端，雲の海ふわふわどーむ東端 ＲＣ造 005 森のゾーン

82 便益 便所 増築トイレ［34］霧の森南側，虹のハンモック北側 ＲＣ造 005 森のゾーン ※増築予定あり

201 管理 砂川口ガードマンボックス 業務用車両入門口 プレハブ造 31.36 001 森のゾーン

202 便益 砂川口東 便所 トイレ［40］，砂川口ゲート外側，砂川口駐車場西端 ＲＣ造 84.64 001 森のゾーン

203 便益 砂川口西 便所 トイレ［39］，砂川口ゲート外側 ＲＣ造 84.64 001 森のゾーン

204 便益 砂川口駐車料金ボックス(※収益関連／ＵＲ都市機構工事) 砂川口駐車場南端 プレハブ造 3.23 001 森のゾーン

205 休養 こもれびの池 四阿 こもれびの池東側 Ｗ造 9.00 004 森のゾーン

206 管理 管理ヤード汚水処理施設 北の管理ヤード東端，北口汚水処理施設 ＲＣ造 51.00 004 森のゾーン

207 休養 こどもの森 ハンモック北 四阿 空のすべり台脇，霧の森南側 Ｗ造 10.24 005 森のゾーン

208 休養 こどもの森 ハンモック東 四阿 森のとりで西側，床付きあずまや Ｗ造 10.24 005 森のゾーン

84 便益 便所 増築トイレ［36］風の道南端，雲の海ふわふわどーむ東端 ＲＣ造 005 森のゾーン

209 管理 日本庭園 受付 日本庭園，庭園南端，大園路脇 Ｗ造 11.64 006 森のゾーン

210 休養 日本庭園 腰掛待合 日本庭園，歓楓亭東側 Ｗ造 2.68 006 森のゾーン

211 休養 こどもの森 冒険の森四阿 こども劇場北東側，森の家東方向風車付ウッドデッキ北側 Ｗ造 19.44 006 森のゾーン

212 管理
野草エリア 作業小屋
(こもれびの丘ボランティアログハウス)

こどもの森最東端，トイレ［49］併設 Ｗ造 36.50 006 森のゾーン

213 休養 幼児の森 四阿 幼児の遊び場，石の谷南側，こどもの森北東端 Ｗ造 12.96 006 森のゾーン

214 管理 こもれびの里 水車小屋 こもれびの里北端，里上池南側 Ｗ造 9.94 007 森のゾーン

215 管理 こもれびの里 炭焼き小屋 作業小屋北側 Ｗ造 9.72 007 森のゾーン

216 休養 林間広場 四阿 緑のリサイクルセンター東側，ディスクゴルフコース脇 Ｗ造 10.39 008 広場ゾーン

217 管理 リサイクルセンター 堆肥棟 緑のリサイクルセンター最南端，東京都調整池北 Ｓ造 429.00 008 広場ゾーン

218 休養 渓流広場 上流 四阿 渓流上流西側 Ｗ造 25.00 009 広場ゾーン

219 休養 渓流広場 桜の園 四阿 渓流最上流東側，トンボの湿地南側 Ｗ造 25.00 009 広場ゾーン

220 便益 渓流広場西 炊事シェルター みんなの原っぱ西側大園路横，第4サークル東側 Ｗ造 25.72 009 広場ゾーン

221 管理 ディスクゴルフボランティア倉庫 渓流広場レストラン北西 Ｗ造 13.75 009 広場ゾーン

72 便益 便所 増築トイレ［30］，わくわく広場横，こどもの森入口南端 ＲＣ造 009 森のゾーン

222 休養 ニュースポーツ広場 四阿 うんどう広場北端，うんどう広場イチョウ並木東側 Ｗ造 91.39 009 広場ゾーン

223 休養 渓流広場レストラン シェルター 渓流広場レストラン内，みんなの原っぱ西側 Ｓ造 175.00 009 広場ゾーン

10 便益 便所 増築トイレ［11］第3サークル南側 ＲＣ造 010 広場ゾーン
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ゾーン名称
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224 休養 ニュースポーツ広場 四阿 東京都調整池南側，残堀川北側 Ｗ造 20.48 011 広場ゾーン

65 便益 便所 増設，トイレ［25］渓流広場西側三叉路 ＲＣ造 012 広場ゾーン

225 休養 渓流広場西 四阿 Ｗ造 17.85 012 広場ゾーン

226 休養 渓流広場 シェルター みんなの原っぱ南端，渓流広場東側 Ｓ造 163.44 012 広場ゾーン

227 休養 みんなの原っぱ南西 四阿 Ｗ造 25.00 012 広場ゾーン

228 休養 みんなの原っぱ南 四阿-北 わんぱく遊具東側① Ｗ造 68.83 013 広場ゾーン

229 休養 みんなの原っぱ南 四阿-南 わんぱく遊具東側② Ｗ造 10.56 013 広場ゾーン

24 便益 便所 トイレ［16］花木園レストハウス内 ＲＣ造 013 水のゾーン

230 管理 西立川口駐車場ゲート Ｓ造 66.00 015 水のゾーン

231 休養 花木園南 四阿 Ｗ造 16.00 016 水のゾーン

232 休養 菖蒲田 四阿 Ｗ造 16.00 016 水のゾーン

233 休養 花木園西 四阿 Ｗ造 15.21 016 水のゾーン

8 便益 便所 増築トイレ［9］ ＲＣ造 016 水のゾーン

234 管理 立川口駐車場ゲート Ｓ造 54.06 017 展示施設ゾーン

235 管理 みんなの原っぱ東 プレハブ倉庫 プレハブ造 29.74 010 広場ゾーン

236 管理 西立川口ガードマンボックス Ｓ造 69.30 021 水のゾーン

5 便益 便所 増築，トイレ［6］ ＲＣ造 023 展示施設ゾーン

6 便益 便所 増築，トイレ［7］ ＲＣ造 023 展示施設ゾーン

237 管理 ドッグラン 倉庫 立川口ゲート南側 Ｓ造 5.72 027 展示施設ゾーン

238 管理 ドッグラン 受付 管理棟 立川口ゲート南側 Ｓ造 5.57 027 展示施設ゾーン

120 その他 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰＣ棟 Ｓ造 157.79
121 倉庫 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ倉庫 RC造 50.00
122 その他 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊｳｽ Ｗ造 350.73
123 事務所 守衛棟 Ｓ造 33.28
124 その他 子供の森汚水処理施設 こどもの森 ＲＣ造 30.17 森のゾーン
125 機械室 芝生広場汚水処理施設 みんなの原っぱ東側，H21新設 ＲＣ造 38.81 013 広場ゾーン
126 機械室 立川口汚水処理施設 ＲＣ造 30.93
127 休憩所 こどもの森休憩施設 Ｓ造 108.00

103 管理 サイクルセンター立川口,南口 立川口の建物，全く同じで西立川口にもあり。 Ｓ造 312.14 027 展示施設ゾーン

238 管理 こもれびの里主屋 Ｗ造 194.74 007 森のゾーン

239 管理 こもれびの里内蔵 Ｗ造 39.58 007 森のゾーン

240 管理 こもれびの里長屋門 Ｗ造 77.66 007 森のゾーン

128 管理 こもれびの里外蔵 W造 40.90 007 森のゾーン

129 管理 こもれびの里水屋 RC造 24.30 007 森のゾーン

130 管理 こもれびの里機械室 RC造 40.50 007 森のゾーン

131 便益 便所　No.31トイレ増築棟 W造 35.79 007 森のゾーン

132 便益 便所  No.34トイレ増築棟 W造 36.00 007 森のゾーン

133 休養 こどもの森休憩施設　ﾌﾜﾌﾜﾄﾞｰﾑ側 S造 108.00 007 森のゾーン

134 休養 こどもの森休憩施設　虹のﾊﾝﾓｯｸ側 S造 108.00 007 森のゾーン

135 管理 ドッグラン管理棟 W造 5.57 028 展示施設ゾーン

136 休養 ドッグラン四阿　東 S造 9.00 028 展示施設ゾーン

137 休養 ドッグラン四阿　西 S造 9.00 028 展示施設ゾーン

138 休養 みんなの原っぱ休憩施設　中央 S造 108.00 010 広場ゾーン

139 管理 北の管理ヤード屋外作業場 S造 124.08 003 森のゾーン

140 管理 北の管理ヤード温室 S造 89.86 003 森のゾーン

141 管理 北の管理ヤード会議棟 S造 120.96 003 森のゾーン

142 便益 便所　No.13トイレ増築棟 RC造 35.98 012 広場ゾーン

143 管理 大波ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(1) S造 249.96 015 水のゾーン

144 管理 大波ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(2) S造 211.30 015 水のゾーン

145 管理 大波ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(3) S造 162.00 015 水のゾーン

146 管理 大波ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(4) S造 121.50 015 水のゾーン

147 管理 流水ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(1) S造 64.95 015 水のゾーン
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148 管理 流水ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(2) S造 64.95 015 水のゾーン

149 管理 流水ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(3) S造 64.95 015 水のゾーン

150 管理 幼児ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(1) S造 4.97 015 水のゾーン

151 管理 幼児ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(2) S造 4.97 015 水のゾーン

152 管理 幼児ﾌﾟｰﾙｼｪﾙﾀｰ(3) S造 4.97 015 水のゾーン

153 管理 高松口ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾎﾞｯｸｽ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造 1.83 019 みどりの文化ゾーン
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別添４４

むらさき橋 あかね橋 さつき橋 さくら橋 もみじ橋 いちょう橋 やまぶき橋 みどり橋
14t 14t 14t 14t 14t 14t 14t 3500N/m2

上部 PC片持ラーメン RC門型ラーメン PC単純中空床版
PC単純T桁
（プレテン）

PC中空床版桁
（ラーメン）

PC変断面
固定ラーメン

PC単純中空床版 PC単純吊桁

橋梁型式 下部 逆T式・控え壁式 控え壁式 逆T式 壁式 逆T式 逆T式 逆T式 壁式ラーメン 逆T式 ラーメン式

基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎
ニューマチツク

ケーソン
直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

5 3+3 8 13 8 8 6
12.8(一般部）
11.9(支点部）

19.5 20 23.34 20.14 22.5 26 26.88 71.2
KH=0.18 KV=0.0 KH=0.18 KV=0.0 KH=0.18 KV=0.0 KH=0.18 KV=0.0 KH=0.18 KV=0.0 KH=0.18 KV=0.0 KH=0.18 KV=0.0 KH=0.2 KV=0.0

管理用 サイクリング用 歩行者＋管理用 サイクリング用 歩行者＋管理用 歩行者＋管理用 管理用 歩行者
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

＊その他の工作物については、完成図を参照とする。

工作物に係る基礎的諸元

40+60+40
KH=0.18 KV=0.0
歩行者＋管理用

橋梁名称
設計荷重

有効幅員（m)

橋長(m)
設計震度
使用区分

ふれあい橋
14t

オープンスパンドレル
ＰＣアーチ

16

重車両通行可否
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電気設備位置図 
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汚水・排水施設位置図 

残
堀
川

雨水貯留槽H2
雨水貯留槽H1

雨水貯留槽D

雨水貯留槽C

みどりの文化ゾーン

雨水貯留槽A

雨水貯留槽B

雨水貯留槽一覧

名称 目的・機能
貯留量

（ｍ3）
布設年度 備　考

雨水貯留槽Ａ 雨水利用＋流出抑制＋浸透 2,800 2002 みどりの文化ゾーン

みどりの文化ゾーン

みどりの文化ゾーン

みどりの文化ゾーン

雨水貯留槽Ｂ 流出抑制＋浸透 600 2002

雨水貯留槽Ｃ 流出抑制＋浸透 160 2002

雨水貯留槽Ｄ 流出抑制＋浸透＋雨水利用 520 2004

2005

雨水貯留槽Ｈ１ 雨水利用 1,000 2003 みんなの原っぱ

雨水貯留槽Ｈ２ 雨水利用 1,000 みんなの原っぱ

雨水貯留槽位置図

凡　　例

雨水貯留槽

雨水貯留槽E

雨水貯留槽一覧

名称 目的・機能
貯留量
（ ）

布設年度 備考

雨水貯留槽Ａ 雨水利用＋流出抑制＋浸透 2,800 2002 みどりの文化ゾーン
雨水貯留槽Ｂ 雨水利用＋浸透 600 2002 みどりの文化ゾーン
雨水貯留槽Ｃ 雨水利用＋浸透 160 2002 みどりの文化ゾーン
雨水貯留槽Ｄ 雨水利用＋浸透＋雨水利用 520 2004 みどりの文化ゾーン
雨水貯留槽Ｅ 雨水利用 460 2013 みどりの文化ゾーン

雨水貯留槽Ｈ１ 雨水利用 1,000 2003 みんなの原っぱ
雨水貯留槽Ｈ２ 雨水利用 1,000 2005 みんなの原っぱ
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立川市公共下水道へ放流

昭島市公共下水道
へ放流

砂川口汚水処理施設

子供の森汚水処理施設

新子供の森汚水処理施設

林間広場汚水処理施設

新芝生広場汚水処理施設
芝生広場汚水処理施設

花木園汚水処理施設

立川口汚水処理施設
新立川口汚水処理施設

残
堀
川

施設名
人槽
（人）

処理能力

（ｍ3/日）
設置年次

（年）

芝生広場汚水処理施設 1,610 90 1982

1993

1993

新芝生広場汚水処理施設 600 30

花木園汚水処理施設 213 25 1987

子供の森汚水処理施設 1,400 115

1,766 115

1990

新子供の森汚水処理施設 2008

林間広場汚水処理施設 368 37

砂川口汚水処理施設 1,190 85 2000

立川口汚水処理施設 2,385 120

1,502 120

1981

新立川口汚水処理施設 2008

汚水処理施設位置図

玉川上水口

レインボープール

あけぼの口立川口

残堀川調整池

昭
島
口
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立川市公共下水道へ放流

昭島市公共下水道
へ放流

砂川口汚水ポンプ槽

北口汚水ポンプ槽

こもれびの里汚水ポンプ槽

レイクサイドレストラン汚水ポンプ槽

みずたま広場便所脇汚水ポンプ槽

バーベキュー広場便所脇汚水ポンプ槽

西立川サイクリングセンター付近
汚水ポンプ槽

西立川便所脇汚水ポンプ槽

残
堀
川

ポンプ設備名 設置年次

砂川口汚水ポンプ槽

北口汚水ポンプ槽

こもれびの里汚水ポンプ槽

バーベキュー広場便所脇汚水ポンプ槽

レイクサイドレストラン汚水ポンプ槽

みずまた広場便所脇汚水ポンプ槽

西立川サイクリングセンター
付近汚水ポンプ槽

西立川便所脇汚水ポンプ槽

2000

2000

2005

1987

1990

1990

1985

1985

汚水圧送ポンプ設備配置図

こもれびの池

こもれびの里

砂川口

砂川口駐車場

日本庭園

トンボの湿地

こどもの森

玉川上水口

渓流広場

水鳥の池

西立川口

レインボープール

カナール

立川口駐車場

ゆめひろば

あけぼの口立川口

みんなの原っぱ

うんどう広場

残堀川調整池

昭
島
口
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別添４８

給水施設位置図 

 

 上水施設位置図

立川系統上水施設

昭島系統上水施設

文化系統上水施設

残
堀
川

こもれびの池

こもれびの里

砂川口

砂川口駐車場

日本庭園

トンボの湿地

こどもの森

玉川上水口

渓流広場

水鳥の池

西立川口

レインボープール

カナール

立川口駐車場

ゆめひろば

あけぼの口立川口

みんなの原っぱ

うんどう広場

残堀川調整池

昭
島
口
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別添４９

 

水景施設位置図 

水景施設位置図

渓流広場： 4,100 ㎡

カ ナール： 1,770 ㎡

水遊び広場

モニュ メ ント プール　 440 ㎡

幼児プール　 270 ㎡

冒険プール　 1,796 ㎡

循環ピッ ト 槽 128 ㎡

移送ポンプピッ ト 槽 14 ㎡
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別添５０

 

水循環設備位置図 

残
堀
川

日本庭園循環施設

こもれびの里循環施設

ポンプ室（水遊び広場）

ポンプ室
（レインボープール）

水鳥の池生物浄化槽

水鳥の池高速ろ過装置

こもれびの池循環施設

渓流広場（中間ポンプ）

渓流広場（循環ポンプ）

カナール循環施設

こもれびの池

こもれびの里

砂川口

砂川口駐車場

日本庭園

トンボの湿地

こどもの森

玉川上水口

渓流広場

水鳥の池

西立川口

レインボープール

カナール

立川口駐車場

ゆめひろば

あけぼの口立川口

みんなの原っぱ

うんどう広場

残堀川調整池

昭
島
口

循環施設位置図

凡　　例

大循環ルート

圧送管
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別添５１

放送設備位置図 

 

 

別添　193



 

 

別添５２

日本庭園管理マニュアル（歓楓亭等） 

 

■建築物等の維持管理について 

(1) 維持管理における基本的な心得 

・ 荒天・雨天時をのぞき毎日雨戸を開け放ち新鮮な空気を入れ、開けた雨戸は日没一時間前

には必ず閉める。 

・ 油・ワックス等を使用する際には、一度に大量に使用せず少量を何度も何日も根気よく繰

り返し行い、必ず乾拭きを行う。 

・ 目的の物を磨く為に他の物を汚したり、傷つけたりしないように注意する。 

・ 汚れを落とす際薬品を使用する場合は化学変化を起こさないように注意する。特に石･金属

類等に注意が必要である。 

・ 掃く・拭く時には隅の部分まで丁寧に行なう。 

・ 雑巾・手拭・タオル等の清掃用品・用具は、清潔で手入れの良くいきとどいた、使い易い

品を使う。 

【注意事項】 

・ 台風・季節風等の強風が予測される時には、雨戸・シャッター等の戸締りを十分に行い、

設備機器等諸施設の転倒･飛散防止に注意する。 

・ 毎年一回管理者・設計者及び施工業者による建物・設備機器・庭園等の点検を行なう。 

・ 建設後 10年より５年毎に部分的な改修が必要になると考えられるので、管理者・設計者お

よび施工業者が協議をし、改修計画を決め施工する。 

・ 維持管理マニアル、造園・建築・設備の竣工図書を日常目付く場所に各一部ずつ保管する。 

・ 管理者は常に作業内容･手法・維持管理方法等のチェックを行なう。 

 

(2) 年間管理作業表 

日本庭園における建物の年間管理作業表を表 1 に記す。 

 

(3) 部位別の管理手法 

建物の部位別の管理手法を表 2～5 に記す。 
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表 1 年間管理作業表（1/2） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 備　　　　　考

１） ●

12/1

２） ●

12/1

３） ●

12/1

４）

５） ●

12/20

６） ●

12/1

７）

4/1 11/30

８）

5/5 11/7

９） ●

12/1

10） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

11） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

12） ● ● ● ● ● ● ● ● ◎ ● ● ●

13） ● ●

5/15 12/20

14） ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

15） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

年　間　管　理　作　業　表　（建　築　関　係）その一

作　業　項　目

全ての建物を点検
設計監理者に依る点検作
業を毎年おこなう

桧皮葺・椹 板葺点検
（歓楓亭・清池軒・南の四阿・南
の門・菖陽・梅見門）

施工業者に依る点検作業を
毎年おこなう

杉皮葺の点検　　　（舟屋）
施工業者に依る点検作業を
毎年おこなう

暖簾取替（４枚１セット） ≪―夏用①―≫ ≪―夏用②―≫ ≪―冬用①―≫ ≪―冬用②―≫

屋根面の清掃（全ての建物）

毎月10日に行なう
屋根に繋る樹木は枝降しを
妻部分の軒天井等の煤払
いも

青竹取替（軒樋・竪樋・棟飾り
他）

毎年年末に交換
茶会開催時取替あり

障子紙張替（建具・照明器具等） ５年毎に貼り替えを行なう

軒簾取付
冬期間及び風の強い時期
は簾を取外す

≪――――――――取付――――――――≫ ≪――取外し――≫

茶道用畳の入れ替え
畳入れ替え時には他の畳と
の色合せを行なう

―炉―≫≪―――――――風炉――――≫≪―――――炉――――――

畳表の表替え・裏返し・管理
表替え・裏返しを5年毎に
年末には畳裏を直接日光
にさらす

軒樋の清掃 ● ●
毎月10日に行なう
11月～１月は月３回行なう
強風後に点検を行なう

軒内土間の清掃
毎月15日に水洗い
◎印年末には汚れのひど
い部分は酸洗いを行う

軒内他化粧砂利敷込み部
清掃及び水洗い

砂利下ネット・排水口・排水
桝の点検も忘れずに

雨水桝　点検及び清掃
３ヶ月毎29日に行なう
降雨時に点検を

軒天井、室内天井等の煤払い
（クモの巣・蜂の巣取り）

月３回（１日、1０日、２０日）
を基本とし、毎日の点検時
に行う

床框、襖塗框部、漆塗り部の清
掃

毎月12日に行なう

レンジフードの清掃
毎月18日に行なう
汚れの程度により変更可
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表 1 年間管理作業表（2/2） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 備　　　　　考

18） ● ● ● ● ● ● ● ● ◎ ● ● ●

19） ● ● ● ● ● ● ● ● ◎ ● ● ●

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

20） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

21） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

22） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

23） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

24） ● ● ●

25） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

26） ●

27） ● ● ● ● ● ◎ ● ● ● ● ● ◎

28） ● ●

29） ● ● ● ●

30） ● ●

31） ●

32） ● ●

33） ●

34）

年　間　管　理　作　業　表　（建　築　関　係）その二

作　業　項　目

システムキッチン機器点検・清
掃・ワックス掛け

毎月18日に行なう
１２月にはワックス掛けを

フローリングのワックス掛け
毎月22日に行なう
◎年末に専門業者にて汚
れ落し、ワックス掛け

地板・掾甲板の磨き込み
（ぬか袋等による）

毎月３日・13日23日
３回以上行なう

敷瓦の椿油塗り及び拭き込み
（作業日は午後呈茶サービスは
休み）

毎月３日は椿油を塗布・磨
き込み
13日・23日は椿油の染み込
んだ布にて乾拭きを行なう

トイレ棟内土間洗剤にて清掃
年度末にはピットの点検・
専門業者に依る清掃・土間
の酸洗いを行う

東・南門・西門の土間等清掃 毎月15日に行なう

木橋の水洗い清掃 ４ヶ月毎に

機械設備
電気温水器の水の交換

毎月30日に

機械設備
排水（雨水）管の清掃

毎年６月に

機械設備
換気扇給排気口の掃除（内・外
共）

毎月28日に行なう
◎外部金網も掃除を行なう

機械設備
空調機の点検

点検作業は毎年３・９月

機械設備
空調機のフィルター清掃

３・６・９・12月に

自火報の点検 毎年２月に

機械設備
足元暖房機（便所・配膳室）の清
掃

清掃は毎年３・９月に

電気設備
照明器具（ランプ）清掃

毎年11月に水拭清掃を

消火器の点検 毎年２・７月に
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表 2 部位別の管理手法（外部）（1/2） 

部位 注意事項及び破損時の処理方法 毎日 月 年 長期

銅板葺 ・緑青発生は４～５年かかると思われます。
その間汚れの様に見えます。

・屋根面の清掃
・埃･土・枯れ枝等を除
去する

・屋根に繋る木の枝な
どは切り落とす

・点検時等に梯子を掛ける場合、軒先の養
生、荷重をかけない(軒先のタレ防止)よう
に、特に竹タルキ部は注意する。

・箱唐草のツブレ等は
業者へ依頼して修繕
する。

・ハゼ折り曲げ部をつぶさないようにして屋
根面に上る。

・ハゼがつぶれた場合
はハゼ起し作業を業
者へ依頼する。

・異種仕上材取合部には、酸化その他の化
学変化により穴開きの発生が生じる。

・2005年より毎年専門
業者による点検を行
う。発生が確認された
場合は早急に修繕す
る。

・2020年には改修が必
要

檜皮葺 ・日当り、風通しの悪い部分は腐れ等が早く
発生する。

・毎年専門業者へ依頼
して点検を行う。腐れ
が確認された場合部
分補修・一部葺き替え
等の修繕を行う。

・2010年には葺き替え
を行う

・野鳥等が剥ぎ取る。 ・目視に依る点検を行
う。

柿板葺 ・日当り、風通しの悪い部分は腐れ等が早く
発生する。

・毎年専門業者へ依頼
して点検を行う。腐れ
が確認された場合部
分修繕・一部葺き替え
等の処理を行う。

・2030年には全面葺き
替えを行う

杉皮葺 ・日当り、風通しの悪い部分は腐れ等が早く
発生する。

・毎年専門業者へ依頼
して点検を行う。腐れ
が確認された場合部
分補修・一部葺き替え
等の処理を行う。

・2010年2030年に葺き
替えを行う。

・野鳥等が剥ぎ取る。 ・目視に依る点検を行
う。

瓦 ・面土漆喰の剥れ・瓦
のズレは随時行う。

・凍て、割れ等の点検
は毎年行う。（４月）

樋 ・強風時に土・埃・落葉がたまり易いので翌
日必ず点検・除去を行う。
・青竹軒樋交換時には設計時の太さを維持
する。

・竪樋付着の埃・汚れ
は濡雑巾にて拭き取
る。

・軒樋は落葉がたまり
易いので、月毎に除去
する。

・青竹軒樋・竪樋・棟
飾り等は年末又は茶
会等の開催時に合せ
て取替えを業者へ依
頼する。

・降雪時等に樋曲れ・
垂れ等が発生時には
速やかに修理を業者
へ依頼する。

軒裏 ・煤払いは羽箒・棕櫚箒・竹穂箒等にて行
う。
払う時には材の目に沿って行う。
素材に傷を付けないように十分に注意す
る。

・軒裏の煤・埃・クモの
巣の除去を行う。

・年末に煤払い等を行
う。

・2022年・2042年に灰
汁洗い、乾燥後に木
材保護塗装仕上げ。

木部 ・灰汁洗いは木材の繊維を傷めないように、
水洗いを基本とし、薬品を使用する場合は
薄めに調合する。

・羽目板・戸袋・敷居・
鴨居・化粧土台・巾木
等はハタキ又は棕櫚
箒で埃を除去し、乾拭
きとする。汚れがひど
い場合は水洗いを行い
十分に乾燥させる。

・年末に煤払い等を行
う。

・2012年・2022年・
2032年に灰汁洗い、
乾燥後に木材保護塗
装仕上げ。
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表 2 部位別の管理手法（外部）（2/2） 

部位 注意事項及び破損時の処理方法 毎日 月 年 長期

外壁 ・傷を付けないように十分注意する。 ・埃・クモの巣を除去す
る。
・土などの跳ね上げ汚
れは、刷毛掛をおこな
う。又シミ等が付いた
場合は専門家に依頼
して染み抜きをおこな
う。

・外壁に割れ、柱・造
作材等との隙間が発
生した時は専門家に
調査を依頼し修理方
法の検討を行い処理
する。
・2010年に部分補修を
行なう。

軒簾 ・強風時には、簾を外し保管する。 ・冬季又は風の強い季
節は簾を取外す。

・2015年・2030年に取
り替え予定

・窓用簾等は保護箱に収納し防虫剤等を入
れ冷暗所に保管する。

・催事前に虫喰い等の
点検をおこない随時取
替える。

雨戸 ・雨戸サルを落し忘れぬこと、強風時に溝か
ら外れる危険性があるので注意する。

・毎日開閉を行う。閉
めるのは日没前一時
間とし必ずサルを落と
す。

・2012年・2022年・
2032年に灰汁洗い、
汚れ具合を見て随時
水洗いを行なう。乾燥
後に木材保護塗装仕
上げ。

・強風後一筋敷居溝内に砂・埃が詰まった
場合は刷毛又は掃除機などにて除去する。

・雨戸下桟に砂が付着
又は喰い付いた時に
は建具を取り外し必ず
除去する。

・雨戸開閉時には、薄手の手袋を用意し、
手垢・手油を付けないよう注意する。

・夏季好天時に雨戸の開閉が出来ない場合
は無双ｶﾞﾗリを開放の状態にする。（無双付
き雨戸の場合）

・掛雨戸は引掛け金物に十分に掛け、金物
等で十分な締め付けを行う。又取外しは２
人にて必ず行う。取り外した掛け雨戸は決
められた収納場所に収め外壁等に立て掛
けない。

軒内土間 ・来客前に土間・飛石に打ち水を行う。巾木
壁等に打ち水の飛散防止に注意する。

・ゴミは棕櫚箒又は竹
箒にて清掃する。

・水洗いを毎月末にお
こなう。

・汚れのひどい部分は
酸洗い等をおこなう。

雨落他 ・土砂等が流れ込んだ時には、その都度除
去する。

・雨水排水溝は常時点
検し、飛び込んだ落葉
等をその都度除去す
る。

・ﾏﾝﾎｰﾙ・格子蓋を開
けて内部の点検をおこ
なう。又泥溜に土砂が
たまっていたら除去す
る。

・軒内化粧砂利敷き込
み（玉砂利）は年２回
又は茶会時に水洗に
て清掃し溝等に溜まっ
た土砂も除去する。

・格子蓋取付網等の目
詰まり、腐れ等の点
検・修理を３年毎に行
う。
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表 3 部位別の管理手法（内部）（1/3） 

部位 注意事項及び破損時の処理方法 毎日 月 年 長期

木部 ・掃除機はハンデータイプを使用。 ・埃、塵等を叩き座敷
箒にて掃出す。又一部
は掃除機にて吸い取
る。

・天井の煤払い（蜘蛛
の巣）は乾いた羽箒又
は座敷箒で天井面を
板目に沿って払う。

・糠袋は使用する部位に合せて大きさを変
える。（糠袋：米糠を煎り木綿の袋に入れた
もの）

・糠袋、牛乳を強く絞っ
た手拭い、乾雑巾で軽
く満遍なく拭く。斑に成
らなぬように、壁際は
セルロイド下敷きにて
養生し汚したり傷を付
けないように注意す
る。（３年間は毎日おこ
なう）
・敷居溝入隅に等に付
着した塵は竹べらに布
を巻き付けて取り除く。

・赤松、脂松板に噴き
出した脂は工業用・飲
用アルコール等を雑巾
に染込ませて材全体を
満遍なく拭くようにして
取り除く。

壁 ・物を立て掛けたり、ぶつけたりしない。 ･埃、蜘蛛の巣の除
去。

・割れ、傷等が発生した時は専門業者に補
修等を依頼する。（補修は壁の色及び仕上
方法を合せる）

腰貼り ・壁補修時や張替えを
行なう時は一室全てを
施工する

・床取合部等に汚れ、
擦り切れ等が発生した
時はその上に貼り重
ねる。

漆塗り ・漆塗り部には重いもの等は直にのせな
い。

・傷、欠き込み等が発生した場合は、専門
業者に依頼し補修をおこなう。

木製建具 ・ガラス清掃は洗剤や薬品を使用する場合
は木部に染み等が付かないよう注意をす
る。

・桟・框等に付着した埃
を羽箒・掃除機で除去
する。

・障子紙貼り替えは年
末に行う。又茶会開催
前に張替えを行うこと
もある。

・戸車、底車等の金物
は2010年・2020年・
2030年2040年に適宜
交換をおこなう。

・手垢、染みが付いた場合は随時専門業者
に依頼して灰汁洗い等の処理をおこなう。

・雑巾等で乾拭きをす
るが、ガラス戸外部等
で汚れがある場合は
濡れ雑巾にて拭く。

・簀戸、座敷簾の入れ
替えは５月初め(5/1）
と10月初め(10/1）にお
こなう。

・室内外の温度差又は湿度差が著しい時に
は反りが生じたり、框・方立等に傷が付くこ
とが多いので特に注意する。（その都度専
門業者へ依頼し修理する）

・敷居溝に入った砂は
刷毛等にて除去し、建
具下框に付着した砂も
建具を外して取除く。

・敷居と柱取合部に付
着した埃の除去もおこ
なう。

・トイレブース等の鍵の
締り具合の点検は毎
日おこなう。

襖 ・室内外の温度差又は湿度差が著しい時に
は反りが生じたり、框・方立等に傷が付くこ
とが多いので特に注意する。（その都度専
門業者へ依頼し修理する）

・框部分の手垢、指紋
はネル布にて軽く拭く。
・鳥の子部分は羽箒で
軽く叩く、手垢･染みが
付いた場合は専門業
者に依頼する。
・敷居・柱戸当り部、引
込戸袋内に付着した埃
の除去する。

・塗框傷修理は2010
年・建付け調整2012年
より５年毎に行なう。唐
紙の張替えは汚れの
程度にて設計者と打
合せの上決める。

・埃を羽箒で軽く叩い
て除去し、ネル布で軽
く拭う。

・ネル布に胡桃油を付
けて拭く。（月一回）
・手垢、指紋が付いた
場合も同様におこな
う。

・１０年毎に専門業者
に依る点検・修理を行
なう。

・2012年・2022年・
2032年に専門業者に
て灰汁洗いを行う。木
部を傷めぬように水洗
又は薬品での洗いを
行い、仕上は白木用
ワックスを塗り糠袋に
て磨き込みをおこな
う。

・割れ、傷、染み等が
ない場合はメンテナン
スは不要。
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表 3 部位別の管理手法（内部）（2/3） 

部位 注意事項及び破損時の処理方法 毎日 月 年 長期

暖簾 ・汚れた場合は専門業者にて洗いを行う。 ・年４回交換する。
１月～３月末
４月～６月末
７月～９月末
10月～12月末
４枚セット

傷み具合を見て決め
る。

水遣簀 ・簀・簀棚等は乾いた雑巾にて乾拭きを行
う。

・使用後は汚れを落と
し、水切りを行い乾燥
させる。又直射日光に
当てカビ等の発生を防
ぐ。

・簀の張替えは2011年
を目安に行う。

ｼｽﾃﾑ
ｷｯﾁﾝ

・人工大理石に傷、染みが付いた場合は取
扱書を参照にて処理を行。傷・汚れがひど
い場合は専門業者へ依頼する。各使用機
器は専用取扱説明書を参照し処理する。

・ステンレスは毎日油
や染み等の汚れを中
性洗剤等で取り除き水
気を拭き取ったあと乾
拭きをする。

・木部は月一回専用
ワックスにて満遍なく
拭いた後乾拭きをおこ
なう。レンジフードの
フィルター清掃は週一
回おこなう。

・浄水器カートリッジ交
換は毎年行なう。

畳 ※　注意・予防

・直射日光はできるだけ防ぐ。

・畳の上にジュータン・カーペット等を敷き込
まない。通気性が無くトコがフケ状態にな
る。

・濡雑巾を固く絞り畳
目に沿って拭き、その
後乾いたタオル等で乾
拭きをする。

・水気の多い雑巾掛けはしない。

・ホットカーペットは使用しない。

・加湿器を過剰に使用しない。

※　染み・汚れの処理方法

・汚れが付着した場合は拭き込まぬようにブ
ラシ等にて除去する。

・水をこぼした時は濡雑巾を強く絞り叩くよう
にして拭き取り、風通しを良くする。又部分
的に拭くのではなく全体にむら無く拭く。
・畳にカビが発生した場合は消毒用アル
コールを布に染み込ませ拭き取る。

・インクをこぼした時は牛乳で湿らせて拭き
取る。又はレモン汁で湿らせた後、塩素酸
ソーダを１０倍に薄めた液で拭く。

・畳床の取替えは2045
年を目安に行う。

・醤油をこぼした時は、小麦粉・ベビーパウ
ダー等を振りかけ粉末に吸い取らせて処理
する。

・ヨードチンキをこぼした時は、アルコールを
布に染み込ませて拭き取る。

・フエルトペンで染みを付けた時は、油性の
物はマニキュアの除光液で拭き取る。

・クレヨンで染みを付けた時は、クレンザー
を振り掛けブラシでこすり紙で拭き取る。

・石油・尿をこぼした時は、粉末の洗剤･クレ
ンザー･塩･小麦粉･ベビーパウダー・等を振
り掛け十分液体を吸い取らせ、掃き捨てそ
の後硬く絞った雑巾にて何度も叩く。

・ダニが発生した場合は、早急に消毒をし畳
を直射日光に当て風通しを良くする。

・畳表の色が合わない時は、日光に当て焼
色を合せる。

・畳表に家具等の跡が付いた時は、へこん
だ箇所に霧を吹きその上に湿ったタオルを
乗せアイロンを当てる。

・埃、塵等を叩き座敷
箒にて掃出す。又一部
は掃除機にて吸い取
る。

・晴れた日に畳を上げ
て風を通し、年に一回
程度は塵等を叩き落し
日に当てる。
・茶道用畳の入れ替え
５月初め…風炉用に
11月初め…炉用へ

・表替えのサイクル
毎年の茶会開催前又
は年末に行う。

新畳
↓　2010年・2020年・
2030年　　　　　　　　↓
（５年ぐらい）
裏返し（畳表の裏）
↓　2015年・2025年・
2035年　　　　　　　　↓
（５年ぐらい）
表替え（新表に取替
え）上記のサイクルで
行なう。

・晴れて風の少ないと
きは窓を開け放し室内
を乾燥させる。（冬期は
別）

・畳入れ替え時の注意
事項
ドライバー、千枚通し
を使用せず備え付け
の手鈎を使用し二人で
行う。手鈎は畳目に合
せて深く挿し込み縁を
傷めぬように注意す
る。

・擦れが出た時が畳表
の表替え・取替えの目
安。

・梅雨時、夏季は除湿
機又はエアコンを作動
し湿気を取る。エアコ
ン作動時には室内外
の温度差は３～５℃程
度にする。

・茶会開催時に合せて
畳表が汚れている場
合は上記以外でも取
替えを行う。
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表 3 部位別の管理手法（内部）（3/3） 

部位 注意事項及び破損時の処理方法 毎日 月 年 長期

床板
椽甲板

・掃除機はハンディタイプを使用。
・床板に傷を付けない。

・塵、埃を箒で掃き集
め掃除機又は塵取で
除去した後糠袋にて吹
き込みを行う。

床板
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・掃除機はハンディタイプを使用。
・床板に傷を付けない。

・塵、埃を箒で掃き集
め掃除機又は塵取で
除去した後乾拭きを行
う。

・専用ワックスを使用し
薄く満遍なく塗り乾い
たら２回繰り返し行う。
（計３回塗り・月一回）

・年末には専門業者に
依頼し汚れ取り、ワッ
クス掛けを行う。

石 ・油、ワックス等を使用する場合は他の材へ
付着しないよう十分に注意する。
・チリ際等を作業する場合はセルロイドの下
敷き等を使用し他えの汚れ防止に努める。

・御影石本磨部分は水
気、汚れを取り除いた
後乾拭きを行う。
・須賀川石部分（吸水
性のある石等注意が
必要）に汚れが付着し
た場合は速やかに中
性洗剤、温水等にてブ
ラシ･スポンジ等を使用
して落し十分に水洗を
おこなう。

敷瓦 ・傷が付きやすいので砂、小石等の進入を
防ぐ。

・石、砂、埃を除去し、
椿油の染み込んだ布
で拭きこむ。

・毎月３日は椿油を塗
布し、満遍なく拭き込
みを行う
13日・23日は椿油の
染み込んだ布にて乾
拭きをおこなう
・作業予定日は午後よ
り呈茶サービスは休み
とする（祭日・来園者
の多い時は次の日に
繰り延べとする）

・2015年・2025年・
2035年に補修工事を
予定する。

ｽﾃﾝﾚｽ
製品

・汚れを取る為に市販の清掃薬液を使用す
る場合は、部分的に拭かずその周辺も手入
れを行う。（部分的な清掃は色斑が残る）

・表面に付いた埃や鉄
分は柔らかい布で拭き
取る。

・タイルや大理石、御影石等の清掃の際使
用した薬液がステンレス面に飛散した場合
は必ず水拭きをしきれいに拭き取る。（放置
すると錆の原因になる）

・金属製ブラシや砂入の粗い洗剤は傷の原
因となる為使用しない。

・シンナーは色調を乱す原因になるので使
用しない。

・アルカリ性、酸性洗剤は使用しない。（塩
酸・硫酸・タイル用洗剤・苛性ソーダ等は変
色を起こす心配がある）

・中性洗剤以外の市販の薬液は原則として
使用しない。特に錆落し用は絶対に使用し
ない。やむを得ず使用する場合は部分的に
試験を行い、安全を確認して使用する。

・カラーステンレスの手
入れは、一般のステン
レスに比べると耐食
性・対候性に優れてお
り表面の汚れが目立
たない、しかし鉄分や
塩分等が付着すると
錆の原因となる。又塵
や油脂が付着するとカ
ラーの美しさが損なわ
れる為定期的な手入
れを行う。（年一回程
度）

・指紋や油等は水溶性
の中性洗剤を柔らかい
布に含ませ軽く拭き取
り、乾いた布で水気を
拭き取る

・2012年・2022年・
2032年に専門業者に
て灰汁洗いを行なう。
木部を傷めぬように水
洗い又は薬品での洗
いを行い、仕上は白木
用ワックス塗り糠袋に
て磨きこみを行なう。
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表 4 部位別の管理手法（その他建物） 

部位 注意事項及び破損時の処理方法 毎日 月 年 長期

便所棟 ・薬液の使用は、他の部材への影響を考え
て使う。
・各所仕上材は、前項までの部位の記述を
参照し、注意深く作業を行なう。

・土間（御影石、洗い出
し部）は、水洗いを行
い、水気を切る。汚れ
がひどい部分は、中性
洗剤にてその都度行な
う。
・便器、水栓金具類は
水洗いを行い、水気を
ふき取る。
・備え付けの用品の保
守。（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ｼｰ
ﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ他）
・排水ﾄﾗｯﾌﾟ部（土間）
は、清掃及び封水切れ
の点検を行う。
・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ等、鍵の締り
具合の点検は毎日行
なう。

・中性洗剤を使用し、
汚れ等を落す。（10日
毎に）
・地下ﾋﾟｯﾄ内の点検
（換気をよくして行な
う）

・専門業者に依る清掃
を行なう。（毎年度末）
・地下ピット点検（排水
管廻り）

・器具・機器の修繕・
更新は2015年・2025
年・2035年を予定

門 ・塵、汚れ等を毎月末
に水洗い又は拭き取
る。

・2010年度に白蟻被害
部分の補修工事。
・５年毎にに防腐・防
虫・防蟻処理を行い木
材保護塗装を。
・塀屋根板部分の更新
を2011年耐用年数は
２０年程度。

木橋 ・飾り金物の東南に注意する。
・予備品のｽﾄｯｸを手当する.

･手摺部分は、毎日乾
拭きを行なう。汚れの
ひどい部分は、水拭き
又は水洗い等を行い、
乾燥させる。
・床版は、塵・砂埃等を
掃き清める。

・４ヶ月に１度水洗いを
行なう。

・2010年より５年毎に
水洗い・防腐・防虫木
材保護塗装を行なう。
・耐用年数は2030年
頃。
・下部鉄部ﾌｯ素樹脂
塗装は2010年・2030
年に行なう。
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表 5 部位別の管理手法（設備関連） 

部位 注意事項及び破損時の処理方法 毎日 月 年 長期

給排水
衛生設備

･電気温水器は長期間使用しない場合は必
ず水抜きをすること。又、水抜きをした場合
は使用の際、必ずタンク内を満水にしてから
通電し、空焚きをしない様に注意する。
・水栓金具類は、水やお湯の止まり具合が
悪くなったら中のパッキンを交換する。
・機器類は専用の取扱説明書があるので参
考にする
・凍結等が予測される場合は水出し、又は,
水抜き等の処置を行なう（特に外部水栓類）

･排水トラップに封水切
れの確認（毎日コップ
一杯の水を流す）
・備付用品（消耗品）の
保守
・衛生器具の点検及び
清掃
・水栓金具類の点検及
び清掃

・電気温水器、タンク
内の水を取り替える
（毎月30日に行なう）

・配水管は毎年６月に
掃除口から清掃
（使用を重ねると内壁
に汚れが付着し、水の
流れが悪くなり詰まる
原因となります）

・電気温水器、５年毎
にサーモスタット、ヒ
ター、減圧弁等が償却
期限となりますので、
交換をすること
（使用頻度により差が
有るが2013年度には
交換を）

空調設備 ・冬期の運転は、屋外機に積雪がないか確
認し、ある場合は必ず除去してから運転を
行なう（屋外機を傷める原因となる為）
・築３年間は暖冷房温度は室外差を５℃以
下として使用、又、冬期間は加湿を行なう
（40％～50％位に）

・便所の換気口、防虫
網の清掃を行なう（毎
月30日）
・吸気ガラリ、防虫網、
ドレインの清掃を行な
う（毎月30日に）

･空調機の定期点検は
３月・９月に行なう（消
耗品、ｶﾞｽ圧等）
・フィルターの洗浄は
３・６・９・12月の４回行
なう（上記以外でも利
用状況により、その都
度行なう
・換気扇、吸気口金網
清掃は３・９月行なう

・空調機
本体は2020年を目安
に更新
フィルターは３年を目
安に更新
・足元暖房機
ファンモーター・ヒー
ターの交換は10年を
目安に
（2013年度を目安に）

電気設備 ・照明器具は汚れが付着していると光出力
が減少します、又、球のちらつきや黒ずみ
が発生したら交換時です
・コンセントプレート及びスイッチプレートに
汚れが付着した場合は、その都度から拭清
掃を行なう、又、故障が生じた場合は、直ち
に修理、交換を行なう

・照明器具（ランプ）
乾拭き清掃
汚れやすい所…１週
間毎
普通の所…２週間毎
汚れにくい所…３週間
毎

・照明器具（ランプ）
水拭清掃
汚れやすい所…１ヶ月
毎
普通の所…２ヶ月毎
汚れにくい所…３ヶ月
毎
（水気は良く拭き取る
こと、又、導電部に水
を付けない）
・分伝盤は毎年１２月
に点検を行なう
①外観の汚損、損傷
の有無
②盤内、外取付器具
の異常
③接続端子部の加熱
有無
④信号灯・表示灯の点
灯状態
⑤支回路絶縁抵抗測
定

・照明器具和紙張替え
は５年毎に行なう。
（2013年より）
・破れ、はがれ等はそ
の都度行なう。

消火器
設備

・消火器定期点検は
３．９月
（法定で定められてい
ます）

自火報
設備

・警報スイッチの位置の確認
・非常用ランプ類の点灯の有無
・電源（予備も含む）が入切の確認
・ベルや感知器の変形、損傷の確認
・加熱や埃に依る感知器の誤報に注意、又,
原因を確認する

・自火報定期点検は
12月
（法定で定められてい
ます）
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植物管理における大規模イベントへの配慮について 

 

■大型主催イベントに関する配慮事項について 

大型主催イベントについては以下の目的に合わせた植物管理に配慮する。 

 

 

○フラワーフェスティバル 

みんなの原っぱ東花畑・西花畑、こどもの森花畑、渓流広場、花の丘にそれぞれ異なる花々を栽培

し、開花時期や花色に変化を持たせ、３月下旬から５月下旬まで約２ヶ月楽しめる計画とする。 

 

○コスモスまつり 

みんなの原っぱ東花畑・西花畑、花の丘にそれぞれ異なる品種を栽培し、開花時期や花色に変化を

持たせ、コスモスが約１ヶ月半楽しめる計画とする。 

 

○紅葉まつり 

イチョウ並木（カナール・かたらいのイチョウ並木）や日本庭園のモミジ類中心に、園内各所に点

在する紅黄葉を演出する。 
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バードサンクチュアリ位置図 

バードサンクチュアリ位置図

バード サンク チュ アリ :35,100 ㎡
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貴重種一覧 

  

■生態系に配慮した管理一覧 

保護対象の動植物名 対象エリア名 

ネジバナ 管理用道路沿い（自衛隊側沿い） 

カントウタンポポ 管理用道路沿い（自衛隊側沿い） 

原っぱ北（日本庭園前） 

キンラン・ギンラン・クゲヌマラン 管理用道路沿い（立川駐車場有料区側） 

ウマノスズクサ トンボの湿地周辺 

コケリンドウ、ムラサキサギゴケ、

ニワゼキショウ 

管理用道路沿い第 3 サークル内 

ススキ 全園 

ホタルブクロ 日本庭園裏山 

クサソテツ 林間広場 

トンボ トンボの湿地周辺 

バードサンクチュアリ内の水鳥 水鳥の池周辺 バードサンクチュアリ 
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芝生管理 

芝生管理区分図 
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中低木、高木管理 
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景観木位置図 

景 観 木

ケヤキ

プラタナス

プラタナス

プラタナス

景観木位置図
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草花管理 

花壇管理区分図 
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花畑管理区分図 

別添　211



 

 

草花管理区分図 
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草地管理区分図 
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日本庭園管理マニュアル（抄） 

 

※マニュアル本体は閲覧資料である 
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別添６１

 

盆栽苑管理マニュアル 

 

※マニュアル本体は閲覧資料である 
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平成１４年度 

 

 

国営昭和記念公園盆栽展示苑（仮称） 

 

盆栽管理マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年 ３月 

 

国土交通省 関東地方整備局 

国営昭和記念公園工事事務所 
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蓮管理マニュアル（抄） 

 

※マニュアル本体は閲覧資料である 
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特殊管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハス管理 

リサイクル工 盆栽苑管理 

こもれびの里管理 

日本庭園管理 
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砂川口

玉川上水口

昭島口

西立川口

カナール

ふれあい広場

水鳥の池

みんなの原っぱ

日本庭園

こどもの森

うんどう広場

こもれびの丘

渓流広場

トンボの湿地

こもれびの池

こもれびの里

花木園

林間広場

展望台

立川口駐車場

西立川口駐車場

リサイクルセンター

調整池

 立川口駐車場

西立川口駐車場

 砂川口駐車場

 立川口サイクリングセンター

西立川口サイクリングセンター

砂川口サイクリングセンター

 ふれあい広場レストラン

レイクサイドレストラン

 渓流広場レストラン

 みんなの原っぱ中央売店

 みんなの原っぱ南売店

 花木園売店

 立川口軽飲食店売店
 立川口北売店

 西立川口売店

こどもの森売店

 砂川口売店

昭島口管理棟売店

プ-ル内売店 A

 プ-ル内売店 B

 プ-ル内売店 C

船遊施設

  歓楓亭(呈茶)

バス停留所

みどりの文化ゾ-ン

 花みどり文化センタ-カフェ

 総合案内所カフェ

プ-ル

バ-ベキュ-ガ-デン

 運転手詰所

ロッカ-棟

別添６４

 高松口臨時駐車場

収益施設運営対象区域図 S＝1：10000
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 別添６５

 

園内交通施設基本ルート図 

園内交通施設基本ルート図

立川口

ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ前

渓流広場

こどもの森

日本庭園

砂川口

みんなの原っぱ
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平成○年○月○日

（単位：千円）

金　額 備　考

売上高（Ａ） 0

売上原価（Ｂ） 0

使用料 0

仕入れ代 0

人件費 0

通信運搬費 0

水道光熱費 0

備品費 0

消耗品費 0

委託費 0

その他 0

売上総利益（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 0

販売費及び一般管理費（Ｄ） 0

営業利益（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） 0

（注）

科　目

国営○○公園　○○施設　○年度収支状況　

１．本様式は当該収益施設における収支状況を把握することを目的としている。
２．費用の仕分けについては、受託者の会計処理の方法に基づくものとする。

別添６６
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別添様式１
平成 年 月 日

公園名 担当者

連絡先

開園日数 日 日
入園者数 人 人
入館者数 人 人

管理所開所日数 日 日
従事職員数 人日 人日 人日 人日

当月 累計
問合せ件数 件 件 件 件
苦情件数 件 件 件 件
要望件数 件 件 件 件
賞賛件数 件 件 件 件

通報件数 警察 件 救急 件 消防 件

占用許可 当月 累計
写真撮影 件 円 件 円
映画等の撮影 件 円 件 円
その他の占用 件 円 件 円

利用状況 当月 累計
件 人 件 人
件 人 件 人
件 人 件 人
件 人 件 人
件 人 件 人
件 人 件 人

自主事業の実施状況　　

行催事実施状況　　　　
日 実　　施　　内　　容

電話等 来所 電話等 来所

来所
来所

電話等

来所
電話等 来所 電話等

電話等電話等 来所

電話等 来所

非常
当月 累計

バイト常勤

累計
累計当月

平成    年度　管理月報（　　月分）

当月 累計

当月
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特記事項

維持管理の実施状況
直営 委託

日 業務内容 日 業務内容
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平成　　　年度 役職 氏名

確認印 月日 業務内容 開始時刻 終了時刻 実働時間 備考
（総括責任者） （分）

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

収益施設等の管理に関する勤務実績簿（案）
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単位 数量 予定額 契約額 業務名等 金額 業務等の内容 実施期間 請負業者名等

植物管理 式 1 ○○ ○○

芝生管理 式 1 ○○ ○○

芝生管理 式 1 ○○ ○○

○○工事 ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

○○工事（第１回変更） ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

低木管理 式 1 ○○ ○○

低木管理 式 1 ○○ ○○

○○工事 ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

高木管理 式 1 ○○ ○○

高木管理 式 1 ○○ ○○

○○工事 ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

草花管理 式 1 ○○ ○○

草花管理 式 1 ○○ ○○

清掃 式 1 ○○ ○○ ○○工事 ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

清掃 式 1 ○○ ○○

清掃 式 1 ○○ ○○

賃金等

諸材料購入

体験学習施設管理 式 1 ○○ ○○

体験学習施設管理 式 1 ○○ ○○

体験学習施設管理 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

工作物管理 式 1 ○○ ○○

○○管理 式 1 ○○ ○○

○○管理 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

○○設備管理 式 1 ○○ ○○

○○設備管理 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

項（例示）

実施予定 当期までの契約状況

管理四半期報（平成○年度　　第○半期）

運営維持管理業務 下記は記載例である

別添様式２
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○○修繕 式 1 ○○ ○○

○○修繕 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

諸掛

利用者指導 式 1 ○○ ○○

受付・行催事補助 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

広報宣伝 式 1 ○○ ○○

広報宣伝 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

行催事 式 1 ○○ ○○

行催事 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

運営管理

運営管理

人件費 式 1 ○○ ○○

職員俸給・諸手当・保険料 ○○ H○.○月～○月

庁費 式 1 ○○ ○○ ○○

○○費・○○費 ○○ H○.○月～○月 ○○

業務費計 式 1 ○○ ○○

諸雑費 式 1 ○○ ○○

消費税相当額 式 1 ○○ ○○

合計 式 1 ○○ ○○
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